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は じ め に 
 
１、日伯セラード農業開発協力事業の特異性 

本書は、ブラジルのセラード地帯で、ほぼこの四半世紀にわたって実施した

日伯セラード農業開発協力事業の記録である。それはまた、この事業の推進の

中核となった農業開発会社とそれの日本側投資会社日伯農業開発協力株式会社

の２５年史でもある。 
協力事業は、日伯セラード農業開発協力計画の具体的プロジェクトとして実

施された。協力計画は、日伯の政府と多数の民間企業等が共同して、ブラジル

の中西部に広がる広大なセラード地帯を利用して、大規模な食糧生産の農業開

発に挑むもので、それはブラジルの食糧増産と地域開発を推進するのみならず、

両国共通の利益である世界の食糧供給の増大に貢献し、両国の経済協力関係、

伝統的な友好関係を強固にする上でも重要な意義をもつという両国共通の立場

に立った雄大な構想の計画であった。従って協力事業は協力計画の構想を実現

できる大規模で効率的、効果的なプロジェクトとして、それの協力形態、開発

様式、開発方法は独自なものであった。 
協力事業は３段階にわたって実施されたが、協力形態は各段階とも大規模な

経済協力事業として、両国の政府と民間の協力による合弁事業の形をとった。

しかし、一般に収益が少なくリスキーな農業開発の特殊性に対応して、合弁会

社の農業開発会社は政府が株式の半ばを占め、役員に政府出身者が加わり、開

発事業の準備等重要事項は両国政府間で協議、決定し、事業についても政府が

強力な指導、支援を行った。また必要な事業資金は、原則として両国折半で負

担し、その資金を財源として伯国内に特別プログラム基金を設置し、その資金

を農業生産者に融資する特別の制度金融によった。さらに技術については、国

際協力事業団が調査、専門家派遣、研修員受け入れの技術協力を行ったほか、

研究については、協力事業と併行して、別途技術協力協定に基づく研究協力事

業を実施した。 
開発様式は、第１段階では、セラード地帯の南東に位置し市場に近いミナス・

ジェライス州で５万ヘクタールの試験的事業として行い、栽培作物は、大豆、

とうもろこし、小麦等の穀類を基幹作物とし、これにコーヒー等の永年作物を

合理的に組み合わせた。第２段階では、ミナス・ジェライス州西北地域のほか、

これと自然条件の類似するゴヤス州及び南マット・グロッソ州で、第１段階の

成果を応用して行う１０万ヘクタールの本格事業と、これら諸州の北側に接す

るバイア州及びマット・グロッソ州で新たな試験的事業を実施した。栽培作物

は、本格事業では大豆、とうもろこし、陸稲等の穀類に、地域の特性に応じて

コーヒー、柑橘、ゴム等の永年作物を組み合わせた。また第３段階では、さら
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に北上してセラード地帯の北端に近いトカチンス州及びマラニヨン州で新たな

試験的事業を行い、大豆、とうもろこし、陸稲等の穀類に永年作物のカシュー

を組み合わせ栽培した。 
また、開発方式は、プロジェクト方式により、第１段階ではブラジルに独特

の指導入植と栽植企業の方式をとり、セラードの未利用土地資源を積極的に利

用し、革新的技術を導入して近代的経営の育成をはかることを目的として、概

ね２年間に、農業開発会社が事業の実施主体となり、事業の企画、調整をはじ

め、入植農家に対する土地の取得、分譲、技術の開発、指導、参加農協及び入

植農家の選定等を行い、参加農協が流通の合理化事業等を行い、政府関係機関

による特別プログラム基金からの融資、基幹的インフラストラクチャーの整備

とともに農業生産者に対する支援を機能的、集中的に行い、その支援を受けて

中規模経営の入植農家と大規模経営の栽植企業が生産活動を行うこととした。

第２段階では、基本的には第１段階の方式を踏襲したが、その経験を踏まえ、

指導入植のみとし、期間を概ね４年間とし、参加農協が入植農家に対する土地

の取得、分譲を行うこととする等改善を加えた。さらに第３段階では、第２段

階の方式を踏襲する計画であったが、本格事業が実現出来ず、試験的事業のみ

となった。試験的事業では、期間を概ね５年間とし、灌漑を義務づける等の改

善を加えた。 
 
２、本書の内容 

農業開発会社は、参加農協の協力と政府の指導、支援のもとに、各段階の開

発事業の準備に協力するとともに、円滑な実施に務め、これを完遂した。また、

事業の終了後は、政府の指導と農業開発会社のフォローのもとに、参加農協が

管理主体となって農業生産者の生産活動を支援し、開発事業の発展をはかった。 
本書は、これら開発事業の準備、実施の過程と事業終了後の事業の展開状況

を、各段階毎に、マクロ経済情勢等との関連のもとに年を追って考察し、その

成果や効果を分析するとともに、その間の農業開発会社及び日伯農業開発協力

株式会社の果たした役割と経営の状況を考察したものである。取りまとめに当

たっては、開発事業とセラード農業開発の進展との関連に留意し、開発事業と

農業開発会社の果たした役割の歴史的意義の解明に努めた。 
本書序章は、協力事業の背景とセラード地帯の特性の記述である。第１章で

は、協力計画策定の経緯と第１段階試験的事業の準備ならびに農業開発会社等

の設立の経緯を述べた。第２章では、第１段階試験的事業の実施と農業開発会

社の運営状況を記述するとともに、開発事業の成果と効果を分析した。第３章

では、第２段階拡大事業の準備とその間の農業開発会社の維持について述べる

とともに、第１段階試験的事業終了後の事業の発展状況を考察した。第４章で
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は、第２段階拡大事業の実施と農業開発会社の運営、並びに開発事業の成果と

効果を分析したほか、この間の第１段階試験的事業の効果の拡大について考察

した。第５章では、第３段階協力事業の準備と第２段階本格事業補完事業の実

施、その間の農業開発会社の運営、並びに第１段階試験的事業及び第２段階拡

大事業の発展状況を考察した。第６章では、第３段階試験的事業の実施とその

間の運営状況、並びに第１段階試験的事業及び第２段階拡大事業の発展状況を

考察した。最後のむすびは、以上の総括である。 
 
３、記述の仕方 

記述に当たっては、出来る限り事実に基づいて客観的に行うことを心掛けた

が、結果的には日本側、特に農業開発会社や日伯農業開発協力株式会社の立場

に偏し、あるいは資料の制約や検討不足のため独断に陥った部分もあるであろ

う。しかし大筋においては大きな誤りはないと思っている。 
この事業は、両国の数え切れない多くの関係者の献身的努力によって推進さ

れた。その名は記録に留めるべきであるが、繁雑を避けるため文脈上必要な場

合を除き、すべて省略した。また固有名詞とその略号は、ブラジル国内のもの

を除き、できる限り日本語を使用した。略号は文中の説明のほか別表に記載し

た。統計表、図表も割愛した。なお、記述の際一々断らなかったが、多くの文

献、資料を援用させてもらった、関係の方々に謝意を表したい。 
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序章 協力事業の背景とセラード地帯の農業開発 
 

１、わが国農業協力の拡充とブラジルへの協力 
（１）食糧危機と農業協力の重要性の増大   
 日伯セラード農業開発協力事業は１９７４年の両国首脳の共同発表によって

具体化の第一歩を踏み出したが、それに至った背景には、わが国の農業協力と

ブラジルの農業開発の基本的考え方において合致した事情があった。これを明

らかにするためには７０年代初めの国際経済情勢や両国の経済、農業情勢に言

及する必要がある。 
 ７０年代初めは、世界経済が６０年代の成長、繁栄の時代から激動、不安定

の時代に入った時期であった。この時期には世界を揺るがす衝撃的な大事件が

相次いで発生し、７１年にはニクソン大統領が金、ドル交換停止を含むドル防

衛策を打ち出し、世界は大きな衝撃を受けた。７２～７３年には半世紀に一度

という世界的な異常気象に見舞われ、世界の穀類生産は減産を経験し、ソ連、

中国の穀物の大量輸入等と相俟って、主要食糧の需給がそれまでの過剰基調か

ら一変して急激に逼迫し、価格が異常に高騰し、いわゆる食糧危機が発生し、

将来の世界の食糧需給に不安感を生んだ。さらに７３年末には第４次中東戦争

を契機に産油国の石油価格の大幅引き上げ、生産の削減等による石油危機が発

生し、非産油開発途上国のほか石油消費国は莫大な影響を受けた。わが国は６

０年代後半の高度成長の時期を経て急速に国際的地位を向上し、これに伴って

経済協力もアジア地域を中心に質量共に拡充したが、このような経済情勢の急

激な変化に伴ってその一層の拡充とともに、資源に乏しいわが国にとっては、

それの新たな取り組みが求められるようになった。 
 開発途上国の農業生産は、６０年代においては先進国を上回って増大し、特

に１９６５～７０年には「緑の革命」と呼ばれた米、小麦等の高収量品種の開

発、普及もあって年平均２．９％で増大したが、７１年には対前年比０．８％

の微増に止まり、人口一人当たりでは１％の減となった。さらに７２年に入る

と世界的規模で起こった異常気象により農業生産は著しく減退し、特に開発途

上国に与えた影響は大きく、多くの国が深刻な食糧危機に陥った。このような

事態は異常気象によるものとはいえ、開発途上国の農業生産基盤の脆弱性を改

めて明らかにしたもので、「緑の革命」も生産の増大のためにはこれと併行して

灌漑施設等の整備が伴わなければならないことを認識させ、また多くの途上国

がこれまで工業優先の開発政策をとり、農業開発をないがしろにしたことへの

反省を求めるものであった。 
 このような情勢を背景に、多くの開発途上国では農業開発の重要性を認識し、

これを国の経済開発の最も重要な部門として位置付け、積極的に推進しようと
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する傾向が顕著になった。７３年に東京で開催されたエカッフェ（東南アジア

極東経済委員会）総会において農業開発の重要性が確認され、開発戦略として

農業を基盤固めした後工業化に取り組むべきことが強調された。農業開発を巡

るこのような情勢の変化に伴ってわが国に対する農業協力の要請は大型化、多

様化しつつ増大した。これに応えた農業協力の積極的推進は、開発途上国の経

済社会の基盤である農業、農村の開発を通じてバランスのとれた経済発展と住

民福祉の向上に資し、開発途上国の自立的発展に寄与するものとして、その拡

充が求められた。 
 一方、７２～７３年の食糧危機は平時としては特異な現象であった。７２年

の世界の穀物生産の減収量は対前年比で約３％であったが、５０年、６０年代

にはこれ以上の減収を経験した年があり、そのときは左程大きな問題に発展し

なかった。これに対し７２～７３年には価格が異常に高騰し、小麦、とうもろ

こし、大豆などのシカゴ相場は７３あるいは７４年の価格ピーク時には７２年

初頭の水準に較べそれぞれ３倍以上に高騰した。このような現象は、（１）それ

まで穀物が不作のときは家畜を減らして穀物需要を国内で調整していたソ連が

７２年の不作から政策を変更して大量の輸入を行なったこと、（２）６０年代後

半からの穀物価格の低迷のため米国、カナダ等の大輸出国が生産調整を行った

結果、在庫水準が低下していたこと、（３）先進国の同時的な景気上昇によって

農産物の需要が増大し、特に動物蛋白の摂取が増加し家畜飼料の需要が増加し

たこと、（４）７２年にはペルー沖のアンチョピーの凶漁によって飼料の供給が

急減したこと、（５）７０年代初めのドルショック、石油ショックによるドルの

大幅減価、油価の高騰などの原因の複合によるものであった。 
 このような事態は、将来も起こり得る気象変動による生産の変動のほか、開

発途上国を中心とした人口の増加による需要の増加、動物蛋白の摂取の増加に

よる家畜飼料の需要の増加、石油危機による肥料の需給の逼迫化等、将来の食

糧需給を巡る不安定要因と相俟って人々に食糧需給の将来にぬぐい難い不安感

を抱かせ、「食糧危機」説を生んだ。時あたかもローマクラブの報告「成長の限

界」が発表された矢先であっただけに、食糧問題の不安は世界的に広がった。

これまで開発途上国に限定されていた食糧問題は世界大のものに拡大、深化し

た。 
 食糧危機は食糧を輸入する先進国にも大きな衝撃を与え、ことに食糧の海外

依存度の高い小国はその安定的確保が必ずしも楽観を許さない状況となった。

当時わが国は小麦、大麦等の食用穀物のほか、とうもろこし、ソルガム等の飼

料穀物、大豆等の油糧種子はその供給量のほとんどを海外に依存し、かつ輸入

先が特定国に著しく集中していた。これら農産物のうち飼料穀物や油糧種子は

食生活が豊かになるに伴って今後とも需要の拡大が見込まれ、これに対する安
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定した供給確保の体制を確立することが緊急に必要となった。 
 もとより、食糧政策の基本は国内で生産の可能なものについてはその生産性

を高めて国内で賄うことにあったが、飼料穀物や油糧種子についてはわが国の

国土とその資源に自ずから制約があることから、将来とも大部分を海外に依存

せざるを得ない状況であった。しかし７２年以来これら農産物の需給は逼迫し、

大豆については輸出規制さえ実施されるに至り、将来は世界中が高蛋白質食糧

を欲している中で、これまで以上に不安定な要素が大きくなると考えざるを得

なかった。従ってこれら農産物の安定的供給を図るためには、従来のように単

に国際市場で必要に応じて農産物を買い付け、輸入するという方式のみでは不

充分となった。 
 そのため海外における農林業を開発し、供給量を増大し、同時に供給を多角

化し、これを輸入することが必要となった。しかし、これをわが国が必要とす

る農産物を確保するという狭い立場で進めることは相手国の反発を招くことが

必至であり、飽くまでも経済協力という基盤の上に立ってこれを進めることが

基本的に重要であった。従って海外の農林業を開発し、住民に雇用の機会を与

え、所得を増大し、福祉の向上に協力しながら相手国の十分な理解のもとに進

める経済協力の新しい取り組みが必要となった。これは海外、特に開発途上国

からの大型化した協力要請にも合致するものであり、わが国と相手国双方の共

通の利益の上に立った共同事業として位置付けられるものであった。 
 
（２）農業協力の拡充   
 わが国の経済協力は１９５４年の対ビルマ賠償に始まり、純粋な政府ベース

の経済協力としての二国間借款は１９５８年の対インド第１次円借款によって

開始され、その後逐次対象国を拡大しつつ増大した。また技術協力は１９５４

年にわが国がコロンボプランに参加するに至り、アジア協会を通じて政府ベー

ス技術協力が開始され、その後漸次地域的にも拡大した。さらに民間ベースに

よる経済協力は１９５１年日本輸出入銀行が設立された後、１９５５年頃から

ブラジルを中心とした中南米投資が本格化し、輸出信用と海外投資によってわ

が国経済協力の太宗をなしていた。この間１９６１年には資金協力の実施機関

として海外経済協力基金が、１９６２年には技術協力の実施機関として海外技

術協力事業団が設立され、経済協力態勢の整備が図られた。 
 この中でわが国政府ベース農業協力は、一般の経済協力と軌を一にして５０

年代半ばから政府ベースの専門家派遣、研修員受け入れ事業等の技術協力を中

心に始められ、６０年代初めにはセンター方式の協力が加わり、さらに６０年

代末にはプロジェクト方式の農業開発協力事業等が開始され、また、この間灌

漑事業や食糧援助等の資金協力も行われ、協力の飛躍的拡充が図られた。さら
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に民間投資も７０年代初め頃から資源確保を中心に行なわれるようになった。 
 しかし、農業開発の政府ベース技術協力は１９７２年で政府ベース技術協力

全体の約３分の１を占めていたが、わが国の技術協力自体が政府開発援助（Ｏ

ＤＡ）のなかで５．４％と低いことからＯＤＡの中では低い比率に止まった。

また農業開発に対する政府ベース資金協力は政府ベース資金協力全体の中でわ

ずか９％程度と低い水準に止まった。これはわが国の資金協力がこれまで輸出

の振興や鉱物資源確保の観点から多く行なわれ、開発途上国においても従来工

業開発優先の政策をとったことのほか、農業開発が低収益でリスキーであるこ

と等によるものであった。さらに農業関係の民間ベース経済協力も、海外投資

は１９７１年の海外投資許可実績で見ると約４％と、なお低位に止まった。 
 このような当時の農業協力の状況を踏まえ、先に述べた開発途上国の農業開

発やわが国農業協力を巡る情勢の変化に対処するためには農業協力の積極的拡

充、推進が必要で、特に次のような協力の推進が課題であった。 
 第１は、開発途上国等の政府等の行なう飼料穀物や油糧種子等の生産を中心

とした大規模な農業開発事業の計画、実施に技術協力と資金協力を一体化した

総合的な協力を行なうことであった。この協力は相手国等からの大型化した協

力要請に応えるとともに、農業開発の自然的制約に対応した技術の開発、改良、

指導と、その低収益性、投下資本の回収の長期性に対応した長期、低利な資金

の供給を可能にし、技術の改善、普及とともに生産、流通施設の整備等開発基

礎条件の広域的、総合的整備が可能となり、これによって初めて進んだ技術が

最終的には規模が小さく技術進歩への適応性に乏しい農業者に定着するように

なり、地域農業の飛躍的発展と住民福祉の向上が期待され、同時に生産量の増

大と多角化がもたらされ、わが国農業資源の長期的確保体制の確立にも資する

ものとなるものであった。 
 第２は、このような大規模な農業開発協力における政府ベース協力との関連

のもとに行なう民間ベース協力への積極的支援であった。民間ベース協力は、

経営、資源、技術を一体化した民間経済活動により開発途上国等の資源を開発

して市場性を与え、相手国の農業開発に寄与するとともに、わが国の農業資源

の確保にも役立つものであり、技術的、資金的支援が必要であった。 
 第３には、専門家の養成、確保、並びに技術の研究開発であった。協力の拡

充のためには専門家の養成、プール、新たな技術の研究開発、相手国の技術者

等の研修、訓練が必要であった。このほか、調査、情報の収集も重要であった。 
 しかし、当時におけるわが国の協力実施体制はこのような課題に対応するに

は程遠い状態であった。確かに資金の供給については海外経済協力基金があり、

政府ベース、民間ベースの経済協力に資金の手当てを行なっており、技術の指

導については海外技術協力事業団が政府間の技術協力の実施主体となっていた。
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しかし、これらの機関は融資は融資のみ、技術協力は技術協力のみを単独に行

なう機関であって、その間に全く有機的な連繋が無く、農業開発にとって最も

重要な資金の供給と技術指導の一体性を確保できる仕組みになっていなかった。

また海外技術協力事業団は政府ベース技術協力に限られ、政府協力と民間協力

との連繋が不可能であった。海外経済協力基金の融資は農業開発の特殊性に応

じた融資の拡充が困難であるという問題もあった。 
 このため政府部内で種々検討が行われ、農林省では７２年から国際開発セン

ターに委嘱して未開発地域農林資源開発調査を行い、開発途上地域での農業資

源開発の可能性の検討を行い、７３年には学識経験者による海外農業開発問題

懇談会を設け、また委員等による東南アジア、中南米、アフリカ地域の１１カ

国について現地調査を行い、農林資源の安定的確保と協力のあり方について調

査、検討を行なった。また同年には先進国や開発途上国について世界食糧需給

調査を行い、世界の食糧需給の検討を行った。これらの検討の結果、新たな実

施機関の設立が必要と考えられるに至り、農林省は７２年、７３年の２回にわ

たり予算編成時に新たな実施機関の設立を提案した。７３年には通産省も進出

企業の周辺産業基盤の整備のため新たな実施機関を提案した。 
 その結果、７３年末の予算編成の最終段階で、政府最高首脳間の合意により、

海外技術協力事業団と海外移住事業団を統合するとともに、農林省及び通産省

の提案した実施機関構想の業務内容を整理して組み入れ、国際協力事業団が設

立されることとなった。これに基づき法案作成の過程で政府部内の調整が行な

われ、その結果７４年、新たな事業団は統合前の両事業団の行なっていた業務

を引き継ぐとともに、新に開発途上地域等において行われる農業開発に協力す

るための業務が、鉱工業の開発、社会の開発に対する業務とともに、いわゆる

３号業務として設けられることとなった。このうち農業開発に協力する業務は、

各種開発事業に付随して必要な関連施設の整備についての融資、試験的事業で

あって技術の改良または開発と一体として行われなければ、その達成が困難と

認められる試験的事業等の輸銀、基金からの資金の供給を受けることが困難な

事業についての出資、融資（開発投融資）、条約その他の国際約束に基づく開発

途上地域の政府等からの委託による施設等の整備、並びに新事業団が対象とす

る事業に必要な調査及び技術指導を行なう等であった。これによってわが国の

農業協力は、開発途上国等の海外の地域において政府と民間が有機的連繋を保

ちながら、資金と技術の両面にわたって総合的な支援を行なう体制が整備され、

農業協力の画期的拡充が図られた。 
 以上のような農業協力の拡充の過程において、ブラジルは常に調査、検討の

対象国とされ、農産物、特に油糧種子や飼料作物の開発の可能性が高く、新事

業団の設立とともに最も重要な新規業務による協力の対象国と考えられた。 
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（３）ブラジルへの農業協力とその基本的考え方   
 わが国とブラジルとが初めて外交関係を持ったのは１８９５年修好通商条約

を結んだときにさかのぼるが、その後の関係は移住に始まる。１９００年代の

初めイタリア移民の出国が一時差し止められたのに代わるものとして日本移民

の導入が急浮上し、１９０８年に至って実現し、コーヒー園契約労働移住者７

８１人を乗せた笠戸丸がサントス港に入港した。これがブラジルへの組織的移

住の始まりで、第２次大戦勃発の１９４１年までに移住者総数は１８９千人に

のぼった。大戦中は中断し、１９５２年に再開され年々増大したが、その後は

わが国の雇用機会の増大、生活水準の向上等によって減少し今日に至っている。

７４年当時ブラジルに移住した日本人及び日系人は総数７０万人と推定された。 
 これら移住者の農業面での貢献は顕著で、ブラジルの主要農産物の生産に占

める日系人の生産割合は、じゃがいも、トマト、鶏卵、茶、コショー、サイザ

ル麻、はっか等では４０～９０％を占めた。また、特にサンパウロ州の日系人

は州農業人口の１０％にも達しなかったが、３０％近い生産を挙げた。日系人

は農業分野のみならず政界、法曹界、商工業その他多くの分野での活躍も目覚

しく、日系人の勤勉性、優秀性に対する評価が定着し、両国間の友好関係、相

互協力関係は年々高まった。また両国間の関係の緊密化は要人の交流や文化面

での交流にも現れ、年を追って盛んとなった。 
 日本とブラジルの経済関係は、日本が工業製品を、ブラジルが工業原材料、

食糧品をそれぞれ相手国に輸出するという補完関係にあった。尤もブラジルの

工業化が進むに伴ってこの関係は少しづつ質的に変化してきたが、基本的に補

完関係にあったことに変わりはなかった。日本とブラジル間の貿易は、６０年

代末から輸出入とも拡大を始め、特に日本からの輸出の伸びが著しく、日本の

輸出超過の状況が続いたが、７４年ごろからブラジル側の国産化優先政策と日

本側の貿易均衡化努力によって７５年には輸出入はほぼ均衡した。しかし、７

５年の日本、ブラジル貿易額は日本からの輸出９億３千万ドル、輸入６億８千

万ドルで、この額は日本にとっては全輸出入額の２％程度であったが、ブラジ

ルにとっては輸出で１１％、輸入で７％に相当した。 
 日本からブラジルへの輸出品目としては船舶、精密機械、事務用機器等で、

ブラジルから日本への輸出品目は鉄鉱石、綿花、馬肉、コーヒー、砂糖等の一

次産品がほとんどを占めた。また大豆の輸出は、年によって変動が大きく、７

３年には１８万５千トンに達したが、７２年は１万５千トン、７４年は８万２

千トン、７５年は４万４千トンであった。とうもろこしは、６０年代には生産

の増加に伴い輸出も行なわれたが、７０年代に入り国内需要が増大したため７

２年からは輸出はなくなった。 
 また、わが国のブラジルへの民間投資累計は、７５年で１２億５千万ドルに
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達し、わが国海外投資累計額の約９％、対中南米投資額の５０％に当たった。

ブラジルに対する企業進出は５０年代に続き第２次ブラジルブームを起こし、

進出企業も７５年には約５００社にのぼった。ブラジルへのわが国企業進出の

歴史は比較的浅く、本格的進出は５０年代に始まり、日伯合弁の代表的存在で

あった＊＊のウジミナス、イシブラスなどは何れも５０年代の進出であった。

６０年代、特に前半はブラジル経済が混迷状態にあったため、進出企業は僅か

であったが、７０年代に入って再び、しかも大規模な進出が始まった。企業進

出は製鐵、船舶、化学、紡績、機械、農業機器、肥料、電機など広い分野にわ

たったが、その規模は進出の歴史が浅いこともあって他の外資企業に比し一般

に小さかった。また進出は１００％日本企業出資の現地法人の設立や既存企業

の買収が主なものであったが、その後はブラジル資本との合弁が多くなった。 
農業面では民間投資は６０年代までは牛肉、コーヒー、穀類などに事例が見ら

れる程度で低調であったが、７０年代に入って牛肉、大豆、マユ、香辛料等を

中心に増加するようになった。  
 次にわが国の政府ベースの経済協力は、６２年にウジミナス増資払込資本と

してブラジル経済開発銀行（ＢＵＮＤＥ）に６３億円の借款を供与し、その後

３回にわたって債務繰り延べを行なったほかは、総て輸出入銀行ベース又は民

間ベースのものであった。輸出金融のほかブラジル鉄鋼拡張計画、輸出回廊計

画に対する資金供与が行なわれた。 
 ブラジルに対するわが国の技術協力は、アジア地域を除いては金額的に最も

大きく、また、わが国が最初に技術協力基本協定を締結した相手国もブラジル

であった。技術協力の内容は、研修員の受け入れ、専門家及び調査団の派遣、

機材供与であった。農業分野の技術協力は研修員受け入れ、専門家の派遣が中

心で、７０年代初め頃から開発計画に対する協力要請が増え、リベイラ河流域

農業開発計画、輸出回廊計画基礎調査、サンパウロ州サントス水産高校設置計

画基礎調査等を行なった。 
 なお、上述の政府ベース経済協力、輸出信用（１年超）及び民間投資を併せ

た対伯経済協力は、６０年から７５年までの累計で２７億ドルとなり、わが国

経済協力（二国間）に占める比率は約１３％とインドネシアに次いで高い比率

を占めた。また７３年の主要先進国のうち日本はブラジルに対する最大の援助

国であった。 
 以上のようにブラジルは日本から最も遠い国の一つであったが、世界中で最

も多数の日本人の子孫が存在し、日本企業が活発に進出した国の一つであった。

しかし農業面では両国関係は６０年代までは移住やコーヒー、砂糖等の輸入を

除けば低調で、７０年代に入り民間投資や経済協力の案件が僅かに増加する程

度であった。特に日本が輸入に依存せざるを得ない大豆等油性種子やとうもろ
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こし等飼料穀物の輸入は従来極めて少なく、且つ不安定で、民間投資や経済協

力の対象としても少なかった。いうまでもなく、これは生産と生産性の低位、

生産の不安定、品質不良、高い海上運賃等の不利な条件によると考えられた。 
 しかし、ブラジルは国土が８億５千万ヘクタールと広大で、耕地は、当時、

国土面積の僅か４％に過ぎず、気象条件や土地条件から見れば少なくとも国土

の７％に相当する５億ヘクタールの耕地化が可能と推定された。特に中西部の

セラード地帯は世界的に見て最も高い潜在的開発の可能性を持ち、将来は北米

に匹敵する大農業生産国として成長し得る可能性を秘めていると考えられた。

またブラジルは、既耕地においても技術水準が一般に低く、生産資材の投入も

少ないため他の先進国に較べ単位当たり収量が低く、特にセラード地帯は後に

述べるように阻害要因が多いが、適品種の育種、高度の機械化技術の導入等に

より生産性の大幅増大が期待された。このような未開開発地の開発、既耕地の

再開発によって生産の増大と生産性の向上が図られ、国際的に競争し得る条件

で安定的な供給が確保され、わが国にとっては供給源の確保につながると期待

された。 
 品質、規制については、従来からブラジル産大豆は小粒で粒ぞろいが悪く、

赤土が付着していることや雑物混入割合も高いと云われたが、品種改良、機械

化の推進によって改善されつつあった。またセラードの大豆は赤土の付着もな

く歓迎された。 
 収益性については、サンパウロ州の農業経済研究所（ＩＥＡ）のサンパウロ

州の７５/７６年の農産物生産の調査と、７４年のアメリカ農務省の１９の地域

における大豆生産の生産費用調査によると、先進地のサンパウロ州では大豆の

生産は機械化農法により生産費用面で見る限りアメリカとの間でそれ程の差が

なく、生産者受け取り価格でトン当たり１０７ドルの利益を挙げたとされた。

しかし丸大豆のＦＯＢ価格はトン当たり２０５ドル程度で、これに船賃、保険

料を加えたＣＩＦ価格は、シカゴ市場の価格２０１ドルと比較するとほぼフレ

ート分ブラジル大豆が高くつき、アメリカ産大豆に対抗するため生産コストの

引き下げが必要であった。先進地のサンパウロ州でさえこのような状況であっ

たので、機械化の遅れた他州では一層のコストダウンが要請された。しかしこ

のようなコストの引き下げもブラジル経済の成長とともに肥料、農薬、機械等

資材の安価な生産も可能となり技術の改善と相俟って可能と期待された。 
 また、とうもろこしは小規模生産が多く、生産費用も必ずしも明確でないが、

一般には生産者受け取り価格で利益はトン当たり１０ドル程度とされた。輸出

価格はＦＯＢで１３１ドルであったのでＣＩＦ価格をシカゴ相場の１１４ドル

に比較してアメリカ産に太刀打ちできる状況ではなかったが、反面改善の余地

の大きいことを示すものでもあった。 
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 流通面については、インフラストラクチャーの未整備、特に鉄道、港湾事情

の悪さから、アメリカに比較して大豆でトン当たり１０ドルブラジル産が高く

つくといわれたが輸出回廊計画等により徐々に改善が見込まれた。またフレー

トはガルフー日本間、ブラジルー日本間では後者のほうが大豆でトン当たり１

０ドル前後高いといわれたが、フレートの格差は海上距離のみならず貨物量、

船舶の規模、往路の積荷、船積み施設等によって左右されるので、将来はこれ

らの条件の改善によって縮小するものと予想された。 
 以上の状況からブラジルへの日本の農業協力は、上記の条件の幾つかについ

て改善、あるいは改善を促進しブラジル農業の開発を促進するものと考えられ

た。もちろん農業開発は厳しい自然条件のもとで作物を栽培するという特殊性

や国際競争に耐える必要があること等から、直ちにわが国への安定供給に結び

つくとは考えられなかった。しかし長期的には北半球と南半球との間に収穫期

のズレがあり、ブラジル産大豆の油分がアメリカ産大豆に比して２～３％高い

という好条件と相俟って、国際的に競争し得る条件で安定的な国際供給が確保

され、わが国にとっては北半球と南半球を含めた供給源が確保できると期待さ

れた。 
 ブラジルの投資環境は、当時、政治的にも経済社会的にも安定し、軍事政権

は農業開発に積極的に取り組み、特に外貨獲得のため先進国との経済、技術協

力の強化を図り、既に西ドイツ、フランス等との間では協力協定を締結する等

具体的にこれを進めていた。また、日本については日系農民のブラジル農業の

拡大と多角化に果たしてきた実績に対する評価は高く、アジア諸国等には例を

見ない恵まれた環境のもとで協力を推進することが可能と考えられた。 
 以上の観点からわが国はブラジルについて農業開発、特に輸入依存度の高い

大豆、飼料穀物等の開発に積極的に協力し、ブラジル国内の経済開発と住民福

祉の向上に資するとともに、長期的には、ブラジルの国内需要を満たした上で

生ずる輸出余力をわが国への供給源として確保し、輸入源の多角化と拡大によ

る安定的供給を図ることとした。また協力の方策としては、新に設立された国

際協力事業団の開発投融資により、政府と民間が有機的な連繋を保ちつつ、技

術と資金の両面にわたる総合的な支援を行なうこととした。 
 このような基本的考え方に即し、ブラジル政府から公式、非公式に要請のあ

ったセラード地帯農業開発協力事業及びサンフランシスコ河上、下流農業開発

協力事業に予定された日本大使館担当官と伯政府担当官との合同調査結果を踏

まえ、７４，７５年に開発基礎調査の実施を予定した。 
 
２、ブラジル農業の近代化とセラード地帯   
（１）軍事政権の農業近代化政策   
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 ブラジルにおいては、７０年代の初めは経済の高度成長と農業の近代化の急

速な進展の時期であった。１９６４年に成立した軍事政権は、６７年までに厳

しい需要抑制政策や通貨価値修正制度の導入等によりインフレの抑制、中立化

に成功するとともに、行政改革、税制、金融制度の改革、アマゾン地域開発庁

（ＳＵＤＡＭ）の設置等により成長基盤の整備を図った。次いで６８年から一

転して拡大策をとり、開発戦略３カ年計画（６８～７０年）、第１次国家開発計

画（７２～７４年）のもとに、従来からの輸入代替工業化政策を継承しつつ、

民間部門への信用供与等による需要の拡大を図るとともに、貿易政策の輸出指

向への転換、小刻み為替レートの切り下げ等により輸出の拡大を図り、また外

資導入の積極化により資本財輸入の拡大を図った。 
 その結果、国際経済の好転もあって経済は６７年までの停滞から急速に成長

し、６８～７３年の平均成長率は１１．２％に達し、「ブラジル経済の奇跡」と

呼ばれた、目覚しい成長を遂げた。農業も軍事政権の近代化政策と経済の高度

成長に伴う国内向け農産物市場の拡大、世界的食糧危機による食糧、飼料穀物

の需要の増大と価格の高騰に支えられ、６０年代の停滞から急速に成長し、実

質成長率は６０年代前半の３％台から６０年代末から７５年には６％台に上り、

それに伴って農業は南部諸州を中心に急速に近代化した。 
 このような農業の成長、近代化に果たした軍事政権の農業近代化政策は、政

権初期の農地法の制定を始め一連の制度の改革、整備にさかのぼる。軍事政権

は農業に大きな関心を示し、成長とともにこれまで取られた穀物、畜産品等の

価格統制を廃止し、輸出規制を解除するとともに、６４年１１月には新農地法

を制定し農地改革と農業開発の基本方針を明らかにした。農地改革については、

当時論議されていたドラスティックな土地配分を斥け、生産性向上の視点に立

った漸進的改革主義の立場に立つとし、家族的土地所有を確立することにより

零細農及び大農の段階的廃止を謳い、優先収用地域を中心に行なう直接的な有

償収用のほか、農地税の合理化等による間接的な土地配分により土地のよりよ

い配分を推進するとした。また農業開発については、生産性の高い家族経営又

は企業的農場の育成を指向し、公私の入植の制度化、農家経済及び農業協同組

合に対する各種の支援等により農業の近代化を図るとした。この農地法は、歴

代軍事政権の農業政策の基調をなすものとして、重要な意味を持つものであっ

た。 
 農地法の制定に引き続き６４年には農業信用法を制定し、既存の全ての公私

の銀行を構成員とし、技術援助団体を参加させる農業信用システム（ＳＮＣＲ）

の制度を確立した。融資の目的は農産物の生産、流通のための資金の供給等の

ほか、法律に明示されてはいなかったが輸入代替工業化の過程で農業者の蒙る

負担の補償であった。融資の種類は一般農業融資と特別プログラムに対する融
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資より成り、一般農業融資は固定資産融資、営農融資及び商品化融資に区分さ

れ、融資条件は国家通貨審議会によって定められる。６７年には農業信用法に

基づき、商業銀行に対する所定の預金の１０％の農業義務が定められた。 
 また、６６年には米国の商品融資公社（Ｃ．Ｃ．Ｃ）を規範として従来の輸

出産品についての最低価格保証制度を改正し対象農産物を拡大した。制度の目

的は、対象農産物の生産奨励、価格の変動の緩和、価格安定目的に即応した在

庫規制に置かれ、価格が最低価格水準以下に下がらないことを保証するため、

政府買い上げ（ＡＧＦ）と商品化融資と組み合わせた政府融資（ＥＧＦ）を行

なう（後者は政府に売るというオプション付とオプションなしがある）ことと

した。 
 その他、６６年には近代技術採用の促進のため肥料購入融資基金（ＦＵＮＦ

ＥＲＴＩＬ，後のＦＵＮＤＡＣ）等が設置された。これら一連の政策は政策手

段の基本を形造るものとしての重要政策で、歴代政権の踏襲するところとなっ

た。 
 軍事政権の初期を含む６０年代末までの間は、上述のような制度の改革、整

備のほか、過剰供給量の削減のためのコーヒー抜根計画による国内食糧作物の

相対的増産や、ゴヤス、マットグロッソ州南部での周辺開発、農業投入財の国

内生産の基盤の整備等は進んだが、全般的な経済成長の停滞のなかで強力な工

業化に対する農業部門の立ち遅れによる都市部と農村部の地域及び所得格差が

拡大し、農産物の輸出も減退した。軍事政権はこのような事態を重く見て、農

業開発の重要性を再確認し、７１年に策定された第１次国家開発計画の投資計

画において、農業に対する資金配分を地域開発を含め１５％と工業に対する配

分とほぼ同じ額とした。整備した制度を活用して政策の拡充、特に輸出の強化

を図った。 
 その最も重要な政策は農業融資の拡充であった。６０年末から農産物の生産、

販売、特に輸出農産物に対する農業融資は急速に拡大した。６９年から７６年

までの時期は農業融資が最も増加した時期で、７０年代半ばには融資総額は農

業純生産に相当する額に達し、融資利率は市中金利の半分以下（８～１５％）

に据え置かれ、これに対する政府の事実上の補助金は農業純生産の一割に相当

した。種類別には、融資額で固定資産融資３０％、営農融資４５％、商品化融

資２５％で、作物別には南東部、南部を中心に栽培される大豆、砂糖きび、コ

ーヒーの３大輸出作物で全体の半ば近くを占めた。 
 また農業融資の条件と条件に関連して農業保険制度を整備し、７３年に従来

一部の州で行なっていた農村保険のほかに、全国を対象とした農牧活動保証プ

ログラム（ＰＲＯＡＧＲＯ）を制定し、災害等により予期した収入が失われた

場合、農業融資の返済が免除されることとした。 
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 農産物最低価格保証制度については、政府買い上げはほとんどなかったが、

融資（商品代融資）はかなりの額に達した。 
 その他、流通政策について、ブラジル食糧公社（ＣＯＢＡＬ）、食糧供給公社

（ＳＵＮＡＢ）、ブラジル倉庫公社（ＣＩＢＲＡＺＥＮ）を通じて農産物及び資

材の流通の円滑化、特に小麦の管理の充実、国内需要の増大したとうもろこし

等飼料穀物の輸出規制、食糧供給センターの整備、政府倉庫の整備等を進めた。

また輸送回廊計画の一環として７２年には輸出回廊計画を策定し、実施に着手

した。この計画は、農産物の内陸の生産地から船積みに至るまでの集荷、保管、

輸送、港湾、荷役などの通路を新設、改修、整備する事業で、ミナス・ジェラ

イス、エスピリットサント、サンパウロ，パラナ及びリオグランデ・ド・スー

ルの４回廊を整備する計画であった。 
 農産物の輸出については、小刻み為替レートの切り下げ、輸出農産物に対す

る融資のほか、輸出補助金の交付、流通税の免除、輸入財関税の還付等の据え

置きを講じた。 
 以上の政策手段にかかる施策の拡充のほか、政府は生産性向上のための諸施

策、特に農業技術の開発、普及体制の抜本的整備を図った。７３年には従来農

務省省内にあった全国ベースの試験研究組織を改組し、新にブラジル農牧研究

公社（ＥＭＢＲＡＰＡ）を創設し、全国ベースの研究を行なうとともに、公社

が中心となった州の独自の問題を研究する州の研究公社、農業技術の研究を行

なう公私の大学、民間企業等で構成する全国農牧研究システムを設け、研究業

務の統轄、調整を行なった。本部をブラジリアに置き、全国ベースの研究のた

め主要地に環境資源センター、専門研究センター等を設けた。また７４年には、

従来農務省が統轄していた普及組織を活用してブラジル技術援助及び農業普及

公社（ＥＭＢＲＡＴＥＬ）を設立し、技術援助、普及業務を行なう州、公私の

大学、民間企業等によって全国技術援助・普及システムを構成し、業務の統轄、

調整を行なった。本部をブラジリアに置き、州の普及機関を公社に改組して支

部とし、所属普及事務所、普及所の整備を図った。 
 また、７０年代に入って国内資源の有効利用と地域格差是正のために農村開

発計画が次々と打ち出された。７０年には国家統合計画（ＰＩＮ）が策定され、

アマゾン横断道路及び南北縦断道路の建設、沿線（幅１０キロメートル）にお

ける植民等が進められ、７１年には北、東北伯土地再配分及び農産業振興計画

（ＰＲＯＴＥＲＲＡ）が策定され、特定地域内の大土地所有者の土地の政府に

よる買い上げ、植民、農産加工業に対する融資等が進められ、７２年にはサン

フランシスコ河流域特別計画（ＰＲＯＶＡＬＥ）が策定され、沿岸の洪水防止、

インフラストラクチャーの整備、植民及び農業開発が進められ、また７１年に

は中西地域開発計画（ＰＲＯＤＥＳＴＥ）が策定され、インフラストラクチャ
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ー、貯蔵、冷凍施設、加工処理施設の整備、農業及び農工業への融資等が進め

られた。 
 以上の、農業融資を中心とする軍事政権の農業政策の拡充は、農業生産に大

きなインパクトを与え、内外の市場の拡大と相俟って、農業は南部地域を中心

に急速に成長、近代化した。 
 
（２）ブラジル農業の近代化と構造の変化   
 周知のように、ブラジルの農業は１６世紀の砂糖きび生産から６０年代の大

豆、小麦の機械化生産に至るまで、自然環境の多様性、１９世紀初めまで続い

た植民地政策、２０世紀初めの移民の大量流入、世界恐慌後の国家主導の産業

政策等によって幾つかの特徴を形造りながら展開してきた。ブラジルの国土は

広大で、赤道から４，０００キロメートルに及ぶ南北の距離は、様々な自然環

境を形造っている。このような変化に富む自然環境のブラジルでは、世界のほ

とんど全ての農作物が栽培できるといわれ、ブラジル農業を多様で複雑なもの

にした。また、ヨーロッパ、日本等からの移民の大量流入は、出身地の影響を

色濃く反映しながら農業の多様性に一層拍車をかけた。 
 また、作物の収量水準は一般に低く、技術水準が高いとはいえなかった。６

０年代末頃の大豆を除く主要作物の平均収量を先進国と比較すると概ね１/２～

１/３に過ぎなかった。低収の原因が主として技術水準の低位であったことはい

うまでもなかった。しかし、その中で州によって収量差が大きく、ヨーロッパ

移民の多いリオグランデ・ド・スール、サンタカタリーナ、パラナの南部３州

及びテーラロシアといわれる肥沃な土地のサンパウロの４州の収量水準は相対

的に高く、これら諸州の技術水準は相対的に高い水準にあった。これら４州で

は、リオグランデ・ド・スール州草原地帯を中心とした５０年代半ば頃からの

輸入トラクターや資材による小麦増産対策の実施以来技術の改善が進み、特に

小麦の裏作であった大豆の収量は後に述べるように、アメリカの水準に遜色の

ないものであった。１９７０年のトラクターの普及台数はブラジル全体で１５

７千台であったが、これら４州でブラジル全体の約８０％を占め、１台当たり

の耕作面積はサンパウロ州では約７０ヘクタールと当時のアメリカの６０ヘク

タールに近く、肥料の投入量もこれら４州で多かった。これに対して他州の辺

地ではいまだに焼畑農業が営まれ、また大規模なプランテーション農業におい

ても技術の水準は高くなかった。先進地の４州も技術水準は相対的に高かった

ものの収量の増加はなお僅かで、一般に農業生産の増加は専ら耕地の外延的拡

大に依存していた。 
 このような収量水準の低位は、大土地所有の農業構造にも起因した。農地は

少数の大地主によって占有され、多くは不在地主で土地の耕地としての利用率
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が低かった。元来ブラジルの農業は、砂糖きび、綿、コーヒー等のプランテー

ション作物を中心とした植民地型農業で、米、とうもろこし、フェジョン、キ

ャッサバ等の食用作物は、大農場の奴隷や労働者が地主から貸与された僅かな

耕地で自家用に栽培する副次的な作物に過ぎなかった。このような農業の型は、

先進地の４州では大土地所有の解体が進んだが、基本的には当時も広く各地に

継承された。  
 このような特徴のブラジル農業は、７０年代に入り急速に成長し、生産の実

質成長率は６０年代前半の３％台から６９年には６％、７０年５．６％、７１

年には１１．４％に達し、７２～７３年はやや停滞したが７４年には８．５％

に上った。それとともに南部諸州を中心に大豆の生産の増大を中心とした作物

別、地域別生産の変化が進み、農業技術の一段の高度化による生産力の発展と

経営、土地所有構造の変化が見られ、アグロインダストリーや農協が成長する

等、農業は急速に近代化した。 
 ７０年から７５年の期間は作物別、地域別生産が最大の変化を示した時期で

あった。いま輸出作物７（砂糖、タバコ、カカオ、コーヒー、綿花、大豆、オ

レンジ）、食糧作物５（とうもろこし、米、フェジョン、キャッサバ）、計１２

の主要作物（５０～８０年の作物合計の９８％を占める）についてみると次の

とおりであった。 
 先ず、生産がずば抜けて増加したのは大豆であった。大豆の生産量は７０年

の１，５０９千トンから７５年の９，８９３千トンに、作付面積で同じ時期に

１，３１９千ヘクタールから５，８２４千ヘクタールと７０年の約４倍に増加

し、作付面積で７０年に９位であったものが７５年にはとうもろこしに次いで

２位に浮上し，全体に占める比重も同じ時期に４％から１４％を占めるように

なった。 
 大豆の原産地はアジアで、中国では古くから栽培され、温暖多湿で一日の温

度差が大きな気候を好み、感光性が強い反面、肥沃な土壌や多肥栽培が必要で

なく、栽培技術の巧拙による収量差が比較的少なく、機械化の容易な作物であ

った。従って耐乾性が強い、日長に鈍感な品種等品種改良を進めれば、温暖な

地域であればどこでも栽培でき、特にブラジルに適した作物であった。１９世

紀の終わり頃米国が東洋諸国から各種の大豆の品種を集めて各地の大学や試験

研究機関で研究を始めたが、当時の研究は葉や茎を飼料や肥料にするもので食

糧としての利用ではなかった。 
 ２０世紀に入ってヨーロッパ諸国が満州大豆を輸入して、これを油脂原料と

して搾油し、その油を石鹸にし、粕を飼料にするようになってから、米国でも

大豆油を石鹸、ペンキの製造に用いるようになり、中西部を中心に普及してい

った。２０年代からは搾油工場が建設され、搾油がはじまり、大豆栽培が定着
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し、以後根強い粕の需要の増大を背景に生産が拡大し、６０年代末には生産量

は３，０００万トンに達した。 
 中国では東北地方を中心に生産が伸び１９３５年には世界の総生産量のほぼ

９割、１，０００万トンに上ったが、その後停滞し、５０年代中頃には米国に

よって追い越された。 
 ブラジルでは１８８２年にバヒア州に初めて持ち込まれ、その後１９００年

にはリオグランデ・ド・スール州のサンタローザの町に種が持ち込まれ、コー

ヒーの増量用に栽培が始まり、以後日本人移住者等により１９００年代の初め

からリオグランデ・ド・スール、パラナ、サンパウロ州を中心に栽培された。

しかし、その後半世紀の間は大きな進展を見なかったが、１９５０年代後半に

入ると生産量は１０万トン台となり、その後６０年代には僅かながら生産の増

加が始まった。この時代における大豆生産の特徴としては、小麦との二毛作生

産の定着化と機械化栽培による大豆生産が始まったことであった。リオグラン

デ・ド・スール州では小麦の裏作として米やとうもろこしを栽培していたが、

連作による土壌の疲弊を避けるため、新しい夏作物の導入を検討していたが、

大豆がこれに適合することが明らかとなり、州政府が小麦と大豆の二毛作を奨

励したことや、大豆が機械化栽培に適し、機械の小麦との効率的な共通利用が

可能であったこと等から、大豆の栽培が定着し、６０年代末には１００万トン

の大台に達した。 
 当時の大豆の栽培技術は、アメリカ式機械化技術が移転され、そのまま利用

されたが、６０年代後半頃から搾油業者や輸出業者が大豆生産に目をつけ、盛

んに研究が行なわれ、土壌改良や品種改良に成果が得られ、また、政府機関や

農協による研究が一段と進展し、特に日長に鈍感な品種の改良が進み、大豆生

産の高緯度のセラード地帯への拡大が可能となった。 
 ７０年代に入ると、ペルー沖のアンチョピーの不漁や世界的な畜産の発展に

よる飼料需要の増大等により大豆の新しい供給地が求められたが、適地は意外

と少なく、米国は既に限界に達し、中国は停滞し、結局南米各地の栽培が盛ん

となり、ブラジルの南部地方からアルゼンチンのパンパ平原、パラグアイの東

部平原地帯が生産地帯を形成することとなった。 
 このように大豆生産の拡大の要因は、栽培の歴史に見るように、大豆の本来

の性質がブラジルに適したこと、７０年代以降の国内外の需要が増大し価格が

高騰したこと、小麦との輪作に利用されたこと、栽培における全過程の機械化

が可能なこと、政府や農協の積極的な研究や技術指導がなされたこと、長期的

に世界の需要が予想されたこと等であった。 
 大豆に次いで生産量の増加が大きかったものはオレンジであった。７０年に

１，５５０万トンであったものが７５年には３，１５０万トンとなり、作付面
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積は同じ期間に２０万ヘクタールから４０万ヘクタールに倍増した。１２品目

中の順位も１２位から１１位となった。オレンジはサンパウロ州と周辺地域で

栽培され、その歴史は古く、１９１５年頃から輸出が始まり、６２年のフロリ

ダの霜害を契機に急速に発展した。６３年には近代的な果汁工場が建設された。 
 大豆、オレンジの成長に対して伝統的輸出作物の成長は低く、綿花やコーヒ

ーは減退した。綿花は輸出割当や禁輸などの影響であった。綿花やコーヒーの

生産者の多くは大豆などのより有利な作物栽培に転換した。その中で甘藷はか

なり成長したが、これは甘藷製アルコールによるガソリンの輸入代替計画の影

響であった。 
 今ひとつ目立つのは、国内向け食糧作物の低成長であった。その多くは大豆

などの成長に伴ってマットグロッソやゴヤス州の辺境やパラナ、サンパウロ、

ミナス・ジェライス州等の南部、南東部の小面積の限界地に追いやられた。か

なりの成長を示したのは小麦だけで、広汎な保護主義政策（加工業者、生産者、

消費者への補助）によるものであった。また小麦は南部地方の大豆作農家にと

り便利な冬作物でもあり、大豆との機械、設備費用の共同負担が可能であった。

このように、伝統的輸出作物や国内向け食糧作物は一部の例外を除き概して成

長が低く、１２品目の中での順位や割合には大きな変化がなかった。 
 次に、地域別生産の変化を見ると、南部では７０～７５年の間に大豆の作付

面積の比率は１０％から３１％と３倍に増加した。大豆の作付面積の拡大はサ

ンタカタリーナ州でも起こり、パラナ州では＊北西辺境線沿いで大豆がコーヒ

ーに代替し始め、そのため国内向け食糧作物の作付面積が減少した。小麦は相

対的シェアーを維持したが、これは大豆との二毛作のためであった。南東部も

南部に類似し、作付面積は同じ時期に大豆が０．７％から５．１％に、オレン

ジが１．６％から３．６％に増大した。このため綿花ととうもろこしの作付け

が低水準に落ちた。コーヒーはやや増加したが、これは霜害を避けてミナス・

ジェライス州に生産がシフトしたためであった。中西部のシフトパターンは、

南部、東南部と一致し、大豆の作付面積は同じ期間に０．５％から７．２％と

急増し、食糧作物の栽培面積が減少した。東北部のみは国内向け食糧作物のシ

ェアーが増加した。 
 農業近代化の諸相のうち最も重要な技術の高度化には目を見張るものがあっ

た。輸入代替工業化によるトラクター、化学肥料等の国産化の進展を背景に、

トラクターは７０年の１５７千台から７５年には３２３千台と約２倍に増加し、

１台当たり耕地面積は７０年の２１７ヘクタールから１３０ヘクタールに減少

した。これを地域別に見ると、台数の増加では中西部、南部、南東部で大きく、

１台当り耕地面積では南東部、南部で９０ヘクタール前後、サンパウロ州では

５２ヘクタールに減少したのに対し、中西部では１５０ヘクタールであった。
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もちろんこの水準はサンパウロ州を除きアメリカの１台当たり耕地面積の５０

ヘクタールには及ばなかったが、機械化の進展は著しいものであった。また肥

料（Ｎ，Ｐ２Ｏ５，Ｋ２Ｏ）のヘクタール当たり使用料は、南部、東南部では

３０キログラム程度に増加し（アメリカでは約５０キログラム）、その他、品種

改良、栽培法も進歩した。 
 技術の進歩によって単位当たり収量はある程度増加したが、食糧危機による

需要の増加や価格の高騰、軍事政権の融資の拡大を中心とした政策の拡充等に

よって、大豆の収量が競合作物より有利となり、そのため未開発地の開発や他

作物からの作付けシフトが盛んに行なわれ、生産の拡大は専ら面積の拡大に依

存した。生産の拡大した他作物においても、１，２の例外を除き、生産の拡大

は面積の拡大によるものであった。 
 以上の農業生産の成長、近代化の過程で南部諸州や中西部の開発地等では、

大豆等の新しい作物の栽培を中心に家族経営や企業農場等の企業的農業者群が

生育した。７５年センサスによると、１，０００ヘクタール以上のラティフン

ディオは農場数で僅か１％に過ぎないが、所有土地面積は４０％にも達してお

り、反対に１００ヘクタール未満のミニフンティオは農場数で９割にも上るが、

その所有土地面積は２０％余に過ぎない。このような大土地所有優越の状況は、

従来より１０ヘクタール未満層のウエイトが農場数で高まったほか、大勢とし

て、大きな変化は見られなかった。しかし地域別に見ると、サンパウロ州を始

め南部諸州では１０ヘクタール未満の零細農と１，０００ヘクタール以上の大

農のウエイトが減少した反面、１００～１，０００ヘクタールの中農層が増加

し、かなりの土地の集積も見られ、新しい企業的農業者群の生育を明瞭に読み

取ることが出来た。また、これら諸州の大豆の作付面積は概ね５０ヘクタール

未満であるが、リオグランデ・ド・スール州では、数は少ないが２００～５０

０ヘクタール以上層の面積割合が大きくなっており、これも企業的農業者群の

生育を示すものと見られた。なお、これらの地域では１０～１００ヘクタール

の小農の割合が高くブラジルで一般的な均分相続によるものと思われた。 
 大豆生産増加を中心とした生産構成の変化に伴って搾油工場等のアグロイン

ダストリーの成長も農業の近代化を示す重要な現象であった。大豆の搾油工場

の大半は、従来からの落花生、綿実、ひまわり等を中心とした小規模工場であ

ったが、７０年代初めから多国籍企業による近代的な搾油工場の建設が相次ぎ、

３州でブンゲ、カーギル社等１１社に上った。また、既述のとおりオレンジの

果汁工場も建設された。 
 また、アグロインダストリーの成長とともに、４州では農業協同組合が発展

し、パラナ州のカスカベル農協、リオグランデ・ド・スール州のコトリジュイ

農協等は大豆の生産と流通事業を中心に活発に活動し、サンパウロ州のコチア
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産組は馬鈴薯等野菜の取り扱いを中心に成長した。 
 
（３）農業開発の組織的推進とその基本的考え方   
 以上のような農業の成長、近代化の過程において、ブラジルでは対外的には

農産物、特に大豆等の油糧種子やとうもろこし等の飼料穀物の世界における有

数の供給者となり得るという認識が生まれ、農産物の輸出に力を入れることが

必要となった。また国内的には、食糧生産の停滞あるいは国内需要の増大によ

り、食糧等の必要な国内の供給確保が求められた。このような内外の要請に対

応して、農業開発は農産物の国内需要に見合った国内供給の確保をした上で、

工業化のための外貨の確保のほか、増大する世界の需要に対応した輸出の拡大

を目的とするようになった。 
 そのための方策としては、大規模なフロンティアの開発による農業領域の拡

大、既耕地を含めた技術の開発、普及による生産性の向上及び政策手段の効果

的運用の３つを柱として組織化、体系化し推進した。そのうち第１のフロンテ

ィアの開発は、生産の拡大が要請される中で、従来から生産の大半を担った南

部諸州の先進地の開発が限界に来たことから生じた。南部３州及びサンパウロ

州では州内の肥沃な土地は既述の農業の近代化に伴う構造変化とともにほとん

ど開発し尽され、今後伸びるとしても限界があった。これらの州の農耕地面積

の比率を他州と比較すると、１９７５年で北部０．３％、東北部６．８％、南

東部１１％（サンパウロ州２２％）、南部２２．３％、中西部２．６％であった。

ブラジル全体の平均が５％であったので、南部４州の比率が高く、開発の進展

を示すものであった。 
 また、南部諸州では、均分相続のため土地の細分化が進み零細農が増加する

傾向があり、そのため２，３男対策としてもフロンティアの拡大が必要であっ

た。２世，３世のうちには狭い土地で農業をするよりも広い土地で大農経営を

行いたいとする企業家精神に富んだ人材が増加していた。 
 当時フロンティアとされたものには２つのタイプがあり、ひとつは北部、東

北部、中西部等の行政単位のものと、他の一つはアマゾニア地域（バルゼア、

テーラ・フィルメ）、サンフランシスコ河流域、セラード地帯等の特殊地域であ

った。これらフロンティアにはそれぞれ地域の特性があり、開発の目的に沿っ

た適地が対象となり、既述のように多くの農業開発計画が打ち出された。 
 第２の技術の開発、普及は、既耕地の生産性の低位やフロンティア開発の阻

害条件の克服のため緊急に必要であった。既述のようにブラジル主要食糧作物

等の単位当たり収量は大豆を除けば一般に低く、また、サンフランシスコ河流

域やセラード地帯等の開発のために多くの阻害条件があり、灌漑や土壌改良等

の技術の開発、普及が何より緊急であった。１９７３年にはＥＭＢＲＡＰＡが

 18 



設置され、多くの国際センターや外国の大学での技術者の研究による人材の育

成、セラード地帯での酸性土壌の改良等による技術革新、国内食糧のほとんど

を担う小農の技術の改善等を重点とする業務を始めた。 
 第３の政策手段の効率的運用については、融資の高度成長に伴う商業銀行の

農業貸し出し義務額の増加による拡大をはじめ、７３年からのとうもろこし輸

出規制、同年の大豆の一時的禁輸等が行なわれた。このような農業開発の目的

や方策についての基本的考え方は、その後重点の置き方に多少の相異はあった

が、ほぼ８０年代末まで歴代政権が踏襲したものであった。 
 ところで、当時のブラジルでは、開発の効率的、効果的推進のためには、フ

ロンティア開発における生産、流通をオーガナイズする能力や技術の開発能力

を向上する必要があり、また必要資金の導入も必要であった。そのため多くの

経験や技術能力、経済力を持つ先進国の協力を期待し、民間資本の投資を歓迎

した。特に日本に対しては、その高い技術水準や経済力のほか、移住者の農業

開発に果たした実績などから積極的な政府の協力と民間資本の投資を期待した。 
 日本もまた協力の対象国としてブラジルを重視し、日本のブラジルへの協力

とブラジルの農業開発についての基本的な考え方には互いに合致するものがあ

った。日本のブラジルへの協力は、農産物、特に大豆、飼料穀物等の開発に積

極的に協力し、ブラジルの経済発展に資するとともに、長期的にはブラジルの

国内需要を満たした上で生ずる輸出余力をわが国への供給源として確保するこ

とを目的としたものに対し、ブラジルも国内需要に見合った国内供給を確保し

た上で輸出の拡大を図ることを目的とし、両者の目的は完全に合致した。また、

そのための方策としては、日本は大規模な開発事業につき新に設立した国際協

力事業団の開発投融資により、政府と民間が有機的連繋を保ちつつ、技術と資

金の両面にわたる総合的支援を行なうこととしたのに対し、ブラジルは大規模

なフロンティアの開発を計画し、政府による技術の開発と資金の供給を期待し、

民間資本の投資を歓迎し、両者の方策は符合した。これが協力事業を実施する

に至った基本的な背景をなすものであった。ブラジルは日本大使館と農務省担

当者によるセラード地帯の合同調査を予定するとともに、公式、非公式にセラ

ード地帯農業開発事業やサンフランシスコ河流域農業開発事業に対する協力要

請を行ったほか、国際協力事業団の新規業務の検討等を行った。  
 
３、セラード地帯の特性と農業開発                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
（１）セラード地帯の特性   
 ブラジルが日本に協力を要請した案件のうち、セラード地帯の農業開発は長

期的に最も重要で実現性の高いものであった。セラード地帯は、ブラジル中央

台地を中心に中西部、東北部の南西部に広がる広大な地域で、面積１億８千万
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ヘクタールといわれ、ブラジル全土の約２割、ヨーロッパの農地面積に匹敵す

る広さを持っている。その約７割はゴヤス、ミナス・ジェライス、マットグロ

ッソ州の３州に分布し、セラード地帯の中核地域を形成し、その他の３割は北

部南部の周辺地域である。 
 セラードとは、厚い樹皮と捻じ曲がった幹の潅木が草原の中に散在する植生

相の景観につけられた名前で、ポルトガル語では「閉ざされた」という意味で

ある。草や低木が藪を造り容易に人を寄せ付けない、あるいはやせ地で利用価

値がないので人が近寄らないという意味を込めてつけられたものであろう。そ

の名のとおり当時までほとんどが自然放牧又は未利用の状態で放置され、開発

は出来ないものとされていた。事実セラードにはインディオが定住した跡はな

く、農業で栄えた町もなく、古い町は金鉱の町や内陸からサンパウロに金を運

ぶ荷場町であった。しかし当時の世界的な食糧需要と開発技術の進歩は、この

ようなセラードの観念を一変させた。セラードの荒野は将来の世界の重要な食

糧供給基地の一つとなり得るものとされ、人類の未来を開く大きな夢が託され

るに至った。 
 セラードは樹木の高さや密度によってセラドン、セラード、カンポ・スージ

ョ及びカンポ・リンポの４段階に区分される。セラドンはセラードと森林の中

間植生で、森林より規模が小さく密度も小さい。８メートルから１０メートル

の高さの高木と３メートル位の密生した低木が生えている。セラードは狭義の

セラドンで樹高３～９メートル位の、幹や枝が捻じ曲がった樹皮の厚い低木が

生えている。カンポ・スージョは汚い野原という意味で、樹高１メートル位の

貧弱な低木がまばらに低く横に枝を広げている植生、カンポ・リンポはきれい

な野原という意味で、樹木がほとんどなく低木が所々に生えている植生をいう。

農業的利用の面から見た土地の良さは、配列の順に前の方ほど良い。 
 セラード地帯は概ね熱帯性気候で、年間の気温は１７度から２６度である。

１～３月が高く、６～７月が低く、１日の温度差が１０～１５度位ある。日照

と気温は作物栽培に適している。年間降雨量は最低１，０００ミリメートル、

最高２，０００ミリメートルで、ブラジリアの年平均降雨量は１，５００ミリ

メートルである。セラード地帯中央部では、通常９月に雨期が始まり、１１月

に最も降雨量が多く、翌年３月に終わる夏雨型である。１０月から３月までの

春と夏の間、この地域全体に赤道大陸気団が広がり、これが高温多湿で激しい

降雨をもたらす。４月から９月までの秋、冬はこの気団が赤道帯に後退し、こ

の地域の北部に大西洋赤道気団が、南部に大西洋熱帯気団が入り込み、これら

両気団とも安定し乾燥しているため降雨がなくなる。 
 このような大気の循環と降雨は時として不規則な変化をもたらすことがある。

これによってセラードでは、年によって雨期中に小乾期が現れることがあり、
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「ベラニコ」と呼ばれる。１２月から１月に１～２週間、時には４週間も全く

降雨を見ない。過去の経験では３～４年に一度の頻度ではあるが、セラード農

業の重要な制約要素となっており、泣き所である。 
 セラード地帯には、アマゾナス河、トカチンス河、アラグワィア河、サンフ

ランシスコ河をはじめ大小河川の流域が含まれ、これら河川の水量は豊富であ

る。また地下水も一般に豊富で、その量は平均降雨量の３年分に相当するとも

言われる。地下１５メートル位の浅井戸でも水の出るところが多く、湧水も多

い。 
 ブラジルは地球上で最も古いブラジル楯状地の上に乗っており、その低い部

分に堆積層の地帯が形成されて出来ているといわれる。ブラジル中央高地に広

がるセラード地帯は、ほとんどがこの古い時代堆積した水平層からなり、地形

は平坦、もしくはゆるやかな起状をなしている。地層は堆積後現在に至るまで

の長い地質時代を通じてほとんど＊止状態に置かれ、浸蝕のみを受けてきたと

思われる。 
 このような長い間の浸蝕と熱帯の高温により、セラード地帯の土壌は主とし

てラトソールである。その母材は様々で、先カンブリア紀、シルリア紀の岩石、

第三、第四紀の堆積層を含んでおり、生成が極めて古く、深層まで風化され、

赤色又は黄色の、一般に粘土質の土壌である。多くの場合二、三酸化物に富み、

酸性が強く、ＰＨが表層で４～５、下層で５～６という状況で、有効態燐酸が

少なく、養分塩基にも欠乏している等化学的には劣悪である。しかし、土層は

深く、多孔質で砕土し易い等物理学的性質は優れている。 
 セラードの植物は、永年性の高木、低木、短命性の多種類の草本及び短命性

のイネ科草本の３種類に大別される。永年性植物の大部分は深い根系を持ち、

あるものは地下水層まで根をおろす。多くは幹が捻じ曲がり、樹皮が厚く、葉

にニスを塗ったような光沢のある硬質で出来、又は繊毛や厚い衣を持っており、

その種類は５００種に上るとも言われる。気孔は一日中開き、葉面より水分を

絶え間なく蒸散している。短命性の草本植物は低く地表を覆うもので、芝が多

い。植物の高さは５０センチメートル位で、葉は硬く、芝様の細く毛深いもの

が多い。まめ科の栄養価の高いものや、ある種の菌も存在する。イネ科草本は

多くは永年性であるが、根が地表から１～１．５メートルに限られ、乾燥に影

響され、雨期に繁茂し、乾期に葉を失う。 
 セラードでは、自生する樹木や潅木の採取、利用が行なわれる。樹木からは

マンガベイラの実の抽出、ベキゼイロの実の利用（薬用）アカシアのタンニン

抽出等がそれである。また潅木からは製鉄用の木炭が生産される。ミナス・ジ

ェライス州では製鉄量が多いが、これに必要な木炭の大半はセラード地帯で生

産される。潅木の繁茂の密度や木炭の相場にもよるが、１ヘクタールに４０㎡
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の潅木があれば、それを焼いて作った木炭の代金でその土地が買えるといわれ

る。 
 セラードでは、潅木や草本を利用した伝統的な放牧がほとんどの地域で行わ

れる。放牧地の面積は当時９，０００万ヘクタールを超え、セラード総面積の

５割以上に及ぶ。当時ブラジル全土の牛の約４割がセラード地域で放牧されて

いた。放牧は植生の自然のままの利用が大勢を占め、改良牧野によるものは全

体の１５％程度に過ぎない。一般に年間を通じて利用され、大部分の地域では

植生に新しい芽を出させるため、６～８月に火入れが行なわれる。セラードで

はカビン・ゴルゾーラやまめ科の野草が、カンポセラードではクビン・ブラン

コ、カビン・クレジーニャ等の栄養価の高いものが利用される。また、人工牧

野では、カビン・コロンオン、ジャラグワ、ブラッキセリア等が用いられる。

牛はゼブ種が多いがネローレ種もかなり導入されている。自然放牧では生産性

が低く、ヘクタール当たり牛肉生産量で１５キログラム、生体で３０キログラ

ム程度といわれ、人工牧野で牛肉生産量で８０～１００キログラム、生体で１

６０～２００キログラムの生産が可能とされた。 
 セラードでの農業的土地利用は、当時約６００万ヘクタールと推定され、セ

ラード総面積の４％に過ぎない。作物は伝統的な米、とうもろこし、フェジョ

ン、キャッサバ、甘藷がほとんどで、６０年代末になって大豆の栽培が増加し

た。米は主食用のほか南東部等の消費市場向けに栽培され、面積約２００万ヘ

クタールで全国の約３８％を占めた。１ヘクタール当たり１．２トンで全国水

準の１．５トンを下回った。とうもろこしは約１５０万ヘクタールで主食用及

び飼料用に栽培される。フェジョン、キャッサバ、甘藷は主食用に栽培され、

面積に大きな変化がない。大豆は７０年の２万ヘクタールから７５年には約８

倍の１７万ヘクタールに増加した。 
 このようなセラード地帯の土地利用は、セラード地帯で特に著しい大土地所

有優越の土地所有構造と深く関係があると思われる。既述のようにブラジルで

は一般に、一方で植民地時代のセスマリアに起源をもつ少数の大土地所有者が

広大な土地を持ち、極めて粗放な利用を続け、他方では多数の零細土地所有者

が小規模な土地で自給生産を行なっているが、このような土地所有の状況はセ

ラード地帯で特に著しい。７５年センサスによりセラード地帯の中心に位置す

るゴヤス州と商品生産の進んだサンパウロ州を比較すると、ゴヤス州では、農

場数で５％程度の１，０００ヘクタール以上の大土地所有者が総面積の５０％

に及ぶ土地を所有するのに対し、農場数の５６％に及ぶ１００ヘクタール未満

の小土地所有者は僅かに７％の土地を所有するに過ぎない。これに対し、サン

パウロ州では、１，０００ヘクタール以上の大土地所有者は農場数で１％，面

積で３０％で、１００ヘクタール未満の小土地所有者は農場数で８６％、面積
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で２６％で、大土地所有の優越の度合いが相対的に低くなっている。大土地所

有者の耕地の利用率は低く、穀作農場は小規模のものが多く、ゴヤス州では農

場数の７０％までが１０ヘクタール未満であり、サンパウロ州では１０ヘクタ

ール未満の穀作農家は全体の５８％である。これら零細農場では技術、知識や

資金の不足から新技術の導入は困難で、生産性は低くならざるを得ない。 
 セラード地帯の土地の占有は１６世紀末から砂糖の時代に東北部で始まった。

もともと牧畜は、食糧確保のほか製糖工場に必要な動力源（石臼の回転と輸送

用）確保のため生まれたもので、初めは砂糖農場の中で行なわれたが、砂糖経

済の拡大とともに、砂糖きび畑の拡張に伴って地味の痩せた奥地に追いやられ、

牧場主は新にセスマリアを分与されて広大な放牧場をもつ経営主に転化してい

った。セスマリアはリーン・スミスによると、当初は普通１辺が少なくとも２

リーグ（約７．５マイル）であったというから面積にして少なくとも１４，０

００ヘクタールということになる。放牧地は１辺が少なくとも１０リーグであ

ったということから、面積にして少なくとも数１０万ヘクタールに及ぶ広大な

広さのものであったと推察される。牧場主は沿岸部の都市に住み、管理はヴァ

ケイロと呼ばれる１０数人の牧童に委ねられた。牧童は年季が明けると自ら育

てた家畜の何割かを報酬として受け取り、新に独立し、分与されたセスマリア

で牧場を開いた。こうして東北部のセラードは占拠されて行った。 
 中西部のセラード地帯の占拠は、主に１８世紀の金の時代に行なわれた。１

７世紀末にミナス・ジェライス州やゴヤス州東南部、マットグロッソ州パラグ

アイ川上流地域に金、ダイアモンドが発見され、大量の人口が採鉱地域に殺到

し、空前のゴールドラッシュを招いた。牧畜は砂糖の時代と同様食糧や金の輸

送の確保のための重要な手段となった。人口の増加につれ鉱床のあるところや

それに通ずる街道の宿駅には大小の集落や中心地が生まれ、牧畜はその地域に

新たに設けられた大面積のセスマリアを得て食糧作物の栽培とともに行われた。 
 金の時代は１８世紀末を待たずして終わったが、鉱山労働者の多くはその地

域に止まり、セスマリアにおいて牧畜や自給的食糧生産を行なうようになり、

またその頃からセスマリアの分与が一般性を失い、１８２２年のセスマリアの

停止とともに無断定住が一般的となった。東北部やミナス・ジェライス州から

多くの牛を伴った入植者が侵入し、放置された土地を転々とし、草生の比較的

良好な大面積の土地に定住し、占拠は奥地にまで及んだ。このようなセスマリ

アや無断定住による占拠は１８５０年の土地法によって所有として認められた。 
 セラード地帯では、このような習慣的な牧畜と大面積の土地所有が形成され

る一方、その過程で大面積の牧場は相続を主因として分割が進み、大牧場のほ

か中小の牧場が形造られた。また夥しい数のアグレガード（隷農自由民）やモ

ラドール（無断定住者）を起源とする多数の零細、貧農が生まれた。このよう
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にしてセラード地帯を特徴づける少数のラデフディオと多数のミニフンディオ

の牧畜と土地所有構造が形成された。戦後はブラジリアの建設に伴う放射状の

幹線道路の建設や鉄道の開通により、小規模の農業生産も行われるようになり、

土地所有の両極構造はむしろ強められた。 
 セラード地帯はまた、慣習的な牧畜と大土地所有優越の土地所有構造に対応

して、社会環境も停滞的であった。郡の人口は普通１～２万人であったが、そ

の８割程度は金鉱や＊＊＊、商業や船着場等に端を発する都市あるいはその近

郊に住み、残りの２割程度が牧場の水の得易い集落に住んだ。人口の都市集中

は、牧場の多くが人手を要しないことから働き口が少なく、自給自足の生活し

か出来ないためであった。これら地域の住民は初等教育さえ十分に受けず、農

業についての知識や技能に至ってはほとんど持たなかった。 
 
（２）セラード地帯の調査、研究の進展と農業開発の可能性の増大 
 セラード地帯の調査研究は、植物生態学の父、デンマーク人、Ｊ・Ｅ・Ｂ ウ

オーミングのＡＧＯＡＳＡＮＴＡ（１８９２年発刊、１９０８年ロエフグレン

によりデンマーク語で翻訳）で始まった。この著書は、ミナス・ジェライス州

のセラード地域の植物についての詳細な植物誌的分析で、生物とそれが生きて

いる環境との関係を研究する、ブラジルではかって行なわれなかった生態学的

研究の最初の試みであった。その後長くセラードに関する最良の著述とされ、

ミナス・ジェライス州では州政府版としてポルトガル語に翻訳され、１９７３

年にはサンパウロ大学で再版された。 
 この著書によれば、セラードの成因について、ブラジル高原はかって森林に

覆われていたが、乾燥化に伴って森林が退行し草原への方向を辿ったとされた。

この気候重視説はウオーミングに先立つグリゼバッハ（１８７２年）に始まり、

ウオーミングがこれを受け継ぎ（１８９２、１９０９年）、シリベル（１９０５

年）、ハイエック（１９２６年）、ベネス（１９２９年）、ブイレンヌ（１９３０

年）、マイエルス（１９３６年）、スエースとトーンスト（１９４０年）により

引き継がれたものであった。また、この乾燥説に対して、頻繁な野火や火入れ

がセラードの森林化を妨げたという野火設もセラード成立の有力な説として古

くから唱えられてきた。ウオーミングの時代から後の５０年間セラードの植生

は頻繁に火入れをする長い厳しい乾期にあるために乾性植物であると考えられ

てきた。 
 しかしこの説は、先ずラウチャーとフェリー（１９４３年）によって疑問が

もたれた。彼らは乾期の最盛期でさえセラードの植物はほとんど枯れないとい

う事実に驚いた。それ以来セラードを一層よく理解するため綿密な研究計画が

立てられ、サンパウロ大学のフェリーの指導のもとに、土壌学者、地形学者、
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気候学者、動物学者、農学者等が集まり、問題解決について定期的に討議し、

試験結果を持ち寄り研究を始めた。これらの研究により、一般にこれまで考え

られたように水は制限因子ではなく、セラードの木本植物の大部分はほとんど

いつも湿っている土壌中に深く根を下ろしているので、自由に蒸散を行なえる

ことが明らかとなった。 
 次の段階は、セラード地帯に関する土壌学の研究が進み、セラード高原の土

壌は世界で最も古いとされる白亜紀から１００万年間風化を受け、熱帯気候条

件で極度に溶脱が進み、粘土鉱物のカオリナイトやギブサイト段階まで風化し

た極度の溶脱土壌であることが明らかとなった。これらの研究成果について、

１９５８年にアレンス、フェリー、コーチョーニは「養分欠乏性硬質形態説」

を提唱した。この説によれば、セラードの植物は光、水、空気の十分な条件の

下で、光合成により炭水化物、脂肪を過剰に造りだすが、無機質の不足のため

蛋白質を造ることが出来ず、植物の生育が阻害されるとされた。これまで乾燥

形質と考えられていたセラード植物のクチクラ層や樹皮の異常な発達、細胞の

小型化等も土壌養分の欠乏に起因するというものであった。 
 更にグットランド（１９６９年）は、セラードの景観の配列が土壌養分欠乏

の段階に対応していることを明らかにし、カンポスージョは痩せた土壌に、セ

ラドンは肥沃な土壌に、またセラードは中間に出現することを示し、この肥沃

度の違いは実はアルミニュームの障害の強弱であるとした。アルミニュームは

セラード土壌に基本的に作用し、酸度を高め、養分欠乏性硬質形態の原因の一

部、特に燐酸カルシュームを不可給態にするというものであった。 
 以上のように、セラードの成因については定説はないが、次の４つのタイプ

があるといわれる。（１）気候要因（耐乾燥性）、（２）野火説、（３）土壌要因、

（４）土壌と気候要因。このうち（４）の要因が有力となり、セラードは極小

栄養状態と半乾燥性の生態系であると考えられるようになった。フェリー（１

９７３年）はブラジル中央高原の大部分あるいは全部は一次セラードであり、

中央高原から遠くにあるサンパウロ、パラナ、ノルデスデのセラードは、土壌

と気候という自然環境を変える人為作用と、植生自身がこのような干渉に対し

て耐性の少ない種を排除したり、外のものを容認することによる二次的なもの

とした。人為的要因、特に野火によるセラードの起源説は受け入れられないと

した。 
 何れにせよセラードは、ツンドラでも砂漠でもなく、豊かな日光と水と温度

に恵まれたなだらかな土地であるが、これを農業開発の観点から見ると多くの

問題があった。農業生産上最大の阻害要因は、セラードが高緯度地域にあり、

乾期と雨期の区別が明瞭で半年近い乾期の長さは作物の種類、品種、周年栽培

を制約する。一般に１年生作物の栽培は、雨期に限られ、永年生作物も厳しい
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乾期の存在により種類や生長は制約される。１年生作物の栽培期間に襲来する

ベラニコは作物に干害の被害を与え、他方播種時期や収穫時期の長雨は適期の

農作業を困難にし、収穫物の減少や品質の低下の要因となり、また強雨は土壌

浸食の重大な要因となる。 
 セラードは緩斜面ないし平坦な地形の分布が広く、土壌の物理性がよいこと

は大型機械の利用を容易にし、地価の安いことと相俟って大規模機械化農業を

可能にする。しかし土壌の酸性が強く、有害なアルミニュームの含有量が高く、

各種作物養分に著しく欠乏していることは、農業利用の一大障害で、これの克

服なくしてはセラード農業は成り立たない。土壌の改良と適切な養分補給はい

かなる作物の導入に際しても必須の事項である。また、セラードの土壌は透水

性、通気性はよいが保水性はよくない。これは土壌中に水が流下するような比

較的大きな孔隙は発達していても、作物に徐々に水分を供給できるような比較

的小さな孔隙が少ないからである。このような土壌の物理性は土壌によって基

本的に決定され、土壌の体質であるだけに改善は容易でない。 
 セラードは以上のような自然的条件による問題のほか、社会、経済的条件に

よる制約がある。一般にセラード地帯は市場との距離が遠く、道路、鉄道、電

化等の整備は著しく遅れ、社会、経済的条件は劣悪である。公共投資とともに

低利の農業融資が進められなければ農業開発の進展と農業生産の定着は望めな

い。 
 以上のような問題点に対し、気候的問題に対しては適作物、適品種の研究が

進み、大豆、陸稲、小麦、キャッサバ、とうもろこし、綿、フェジョン等の栽

培可能性が立証された。また適品種についても、特に大豆の高緯度適応品種の

育成が急速に進んだ。大豆の育種については、６０年代までは州政府や大学等

による品種の導入試験等の個別研究が主であったが、６９年にリオグランデ・

ド・スール州で大豆研究計画が策定され、品種の地域適応性の研究等の組織的

研究が始まり、７１年には研究プロジェクトが開始された。７５年には国家大

豆研究計画が策定され、全国的な大豆育種研究が行なわれるようになった。ま

たベラニコについては、農業者の中ではこれを前提として作物栽培を行なうも

のとする考えもあったが、これの克服のため品種の選択、施肥法の改善等栽培

技術上の研究が進んだ。 
 また土壌改良については、ある種の土壌で石灰施用が有効であるということ

は酸性の発見までに経験的によく知られていたが、セラード土壌の研究が進み、

石灰の施用は酸性の中和、有害アルミニュームの抑制に必要不可欠なものとな

り、セラード農業開発の基礎を確立した。幸いにしてセラードのラトソール土

壌は粘土の緩衝能力が小さいため日本の火山灰の中和石灰量に比べ１０分の１

で改良が可能で、しかもセラード地帯は地層が古いので石灰山が点在し、石灰
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を手近に入手できるようになった。作物の必須養分の一つであり、酸性土壌の

改良にも役立つ燐酸資源もセラード地帯に埋蔵されていることが判明した。そ

の他作物の養分として窒素、加里、マグネシューム、各種微量要素の適切な補

給方法も進んだ。また有機質の施用が土壌の団粒を形成し、土壌の物理性の改

良のみならず、緩効性肥料として施用されるようになった。 
 なお、セラードの社会、経済的問題についても、その重要性が認識されるよ

うになり、フロンティア開発において、この問題の充実が図られるようになっ

た。このような情勢の変化によりセラード開発の可能性が増大した。 
 
（３）セラード地帯の先駆的農業開発  
 政府によってセラード農業開発が行なわれるようになったのは、１９４０年

代のゴヤス高原（アナポリス地方）に開設した「セラード植民地３０万ヘクタ

ール」の計画が最初であったといわれる（コチア産組６０年史－１９８７年）。

当時の農業技術は幼稚で、セラードの自然を克服することが出来なかった。 
 その後７２年になって、ミナス・ジェライス農村開発財団（ルーラル・ミナ

ス）が連邦政府、州政府の資金をもとに西北ミナス地域で入植による開発を進

める「西北ミナス開発計画」を実施したが、入植農家の規模が１戸６５ヘクタ

ールと小さく十分な成果を挙げることが出来なかった。また、セラード地帯の

開発を目的とした計画ではなかったが、第１次国家開発計画に基づく中西部開

発計画、サンフランシスコ河流域開発計画等の地域開発計画が実施された。な

お、民間企業等では７４年に丸紅がマットグロッソ州で日系人による大豆の栽

培をはじめ、ジャスコも同時期に同州で大豆等の開発を始めた。 
 セラード地帯のみを対象とした農業開発を目的とした最初の開発計画は疑い

もなくミナス・ジェライス州政府による「セラード地域における総合融資及び

組織化計画」であった。この計画は当時のパチェコ知事の指示によりパウリネ

リ農務長官が推進したもので、同州三角ミナス及びパラナイバで、ミナス・ジ

ェライス州開発銀行とミナス・ジェライス州農業技術援助公社（ＡＣＡＲ）が、

７０年台に初めから試行錯誤を重ね１９７３年に完成した。計画は同地方のセ

ラード２０万ヘクタールを対象に、７４年より５カ年間に十分な融資とそれと

結びついた技術援助により、企業的農場（平均規模６２５ヘクタール）を育成

し、国際競争力のある農業の開発を目指したもので、セラード地帯でのコマー

シャル農業開発の嚆矢となった。 
 総合融資計画と並んでセラード開発史上重要な足跡を残したものは、アルト

パラナイバ開発計画（通称パダップ計画―ＰＡＤＡＰ）であった。この計画は

１９７２年末ミナス・ジェライス州政府が上記総合融資計画に参加する農業者

のために融資基金を設定したことを発表するとともに、コチア産組に対しても
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参加の可能性を打診したことが契機となって生まれた。当時コチア産組の組合

員は９，０００家族に及びサンパウロ州を中心にブラジル南部で営農していた

が、コチア産組内部では営農形態の近代化や次代に引き継ぐ経営のあり方等が

議論され、６９年及び７２年の大霜害もあって近代的な大農式営農形態への脱

皮の気運が急速に高まっていた。ミナス・ジェライス州からの打診は偶々この

ような時期であったので、コチア産組は州政府の要請に応え早速計画を作成し、

州政府に提出した。計画は１～２万アルケール（２万４千～４万８千ヘクター

ル）の土地を１区画２５０～５００ヘクタールに分割し、これに１００家族の

農業者を入植させ、高度の農業技術を駆使し、協同組合主義に基づく生産団地

を造成するというもので、その際従来からの植民地造成の苦い経験から、イン

フラストラクチャーの整備は政府資金で整備することが前提であるとした。 
 このコチア産組の構想は、州政府の容れるところとなり、両者の間で協力の

基本原則を定めた。これにより州政府は計画を設定するとともに、州農業開発

財団（ルーラル・ミナス）を通じて実施を統轄し、コチア産組は州政府の要請

を受けて計画の実行、管理団体としてこれに参加し、その際必要なインフラス

トラクチャーの建設は政府が行い、営農に必要な中・長期の資金は州開発銀行

等を通ずる融資を保証することとした。この方式は伝統的な植民地造成事業で

はあるが、従来のそれのように政府が所在地又は収用地を民間企業や入植者に

割安に譲渡し、後は民間の資金と責任において開発するというものとは異なる

官民協力の新方式とされ、公式名称に指導、定着（ＡＳＳＥＴＡＭＥＮＴ Ｄ

ＩＲＩＧＩＤＯ ＤＯ ＡＬＴＯＰＡＲＡＮＡＩＢＡ）の言葉が挿入された。 
 ７３年６月、大統領令によってミナス・ジェライス州西部のサンゴタルド郡

を含む１４郡にわたる約６万ヘクタールの地域が農地改革の優先地域に指定さ

れ、同年９月地域の収用命令が発せられた。収用土地のうちコチア産組の入植

地は全体の４分の１に当たる２４，０００ヘクタール（うち１，０００ヘクタ

ールは試験場用地、１区画２５０ヘクタール、９０区画）とされ、残りは周辺

区に居住する土地所有者に地権を与え同計画の構成員とされた。 
 コチア産組の入植事業は５カ年計画で推進し、ルーラル・ミナスが主となっ

て測量、分割整地等を進め、コチア産組はこれに応じて入植農家を選考し、７

４年に２６戸、７５年に残りの６４戸を入植させ、大型機械化技術を導入し、

営農指導に当たるほか、資材の供給、生産物の販売等を行い、また、農事試験

場のほか共同利用施設を整備した。州政府関係機関は、道路、電化等のインフ

ラストラクチャーの建設、技術援助等に協力し、また、州開発銀行は中央銀行

の代行機関として必要な資金の融資を行った。資金は初年度は総合融資計画等

で、第２年度は後に述べるポロセントロ計画で賄った。このようなコチア産組、

州政府の支援のもとで入植農家は生産活動を進め、入植５年目で主力作物の大
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豆で好成績を収め、小麦の導入に成功し、コーヒー栽培についても可能性を実

証し、米については問題を将来に残したものの、とうもろこし、馬鈴薯、蔬菜、

果樹等の栽培にも成果を挙げた。経営の面でも概ね順調な発展を辿り、更に雇

用の創出、インフラストラクチャーの整備等による地域社会への貢献も少なく

なかった。 
 パダップ計画の成功は、何よりも政府、農協、入植農家が一体となり、その

組織的対応によって未知の分野のセラード開発に挑んだことによるところが多

く、セラード農業開発のモデルとして先駆的役割を果たしたものであった。 
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第 １ 章 
 

日伯農業開発計画の合意と第１段階試験的事業の準備 
並びに会社の設立（１９７４．９～１９７８．１１） 

 
第１節 日伯セラード農業開発計画の合意 
１、両国首脳による共同発表   
（１）駐伯日本大使と伯農務大臣との会談並びに日伯合同調査   
 ブラジルでは１９７３年秋の石油危機とそれに続く工業先進国の景気後退が

ブラジル経済に与えた影響は大きく、国際収支の悪化とインフレの再燃が懸念

される中で、７４年３月、ガイゼル政権が発足し、歴代軍事政権が正当性の根

拠とした国内治安の確立と経済の発展という基本政策をそのまま踏襲した。新

政権の農務大臣に就任したパウリネリは、就任に当たり新政権の農業政策にお

いては国内食糧の確保とともに輸出の振興に力を入れる意向を明らかにした。

パウリネリは前ミナス・ジェライス州農務長官で、在職中同州の総合融資計画

の推進等セラード農業開発の実績が買われて農務大臣に就任した人であった。

新農務大臣の輸出重視の姿勢は、ブラジルが世界の食糧、飼料の供給者となる

ためセラード農業開発を必要とした時代の要請に対応したものということが出

来よう。 
 農務大臣の輸出重視の意向に共感を持った当時の駐伯宇山大使は、４月、新

大臣に表敬訪問の際、日本の輸入に依存せざるを得ない食糧、飼料の安定供給

の必要性を説明し、大豆、とうもろこし、ソルガム等を中心にブラジルでの共

同開発を提唱した。農務大臣はこれを大いに歓迎し、具体化のため協議してい

きたいとした。これを受けて伯側はまもなく開発事業の具体的試案を提出する

など意欲的であった。 
 ５月初め、当時の田中総理のメキシコ及びブラジル訪問が９月に行なわれる

ことが本決まりとなったことから、それに関連して必要な準備のため、日本大

使館と伯農務省とが共同して現地調査を行なうこととなった。調査は、当時の

日本大使館の高田書記官と伯農務省の栗林大臣補佐官等が当たり、ミナス・ジ

ェライス州及びマットグロッソ州のセラード地域を対象に６月初めに行なった。

調査対象地域は農務大臣の示唆があったとはいえ、日伯双方ともセラード地帯

は将来の世界の食糧供給基地となるであろうとの予想を持っていたためであっ

た。またセラード３州のうち、ゴヤス州を除いたのは、同州が全く新しい将来

の開発対象地として考えるのが適当と考えたためであった。 
 調査の結果、マットグロッソ州は耕地化可能の未利用地が多く、特に南部で

は道路の舗装も進んでおり、開発の可能性は高いものの、当時は南、北マット
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グロッソに分割される前で、州政府の意思統一が南北で必ずしも十分でなかっ

たのに加え、南部を除きインフラストラクチャーの整備が遅れ、アグロインダ

ストリーも不足し、試験、研究、普及も遅れているなど当面の開発対象地域と

しては必ずしも適当でなかった。 
 これに対しミナス・ジェライス州は、マットグロッソ州とは対照的に、州政

府の行政能力が優れ、農業融資機関や普及組織も優秀である上に、インフラス

トラクチャーがよく整備され、州内に農産工業も多いなど開発地域として最も

適当であると考えられた。この調査結果の報告書は７月末に完成し、両国政府

に送付、検討された。いうまでもなくこの調査報告書の検討結果が田中総理訪

伯の際の首脳会談の参考とされ、また協力計画のいわば構想の発掘調査の役割

を持つものであった。 
 
（２）両国首脳の会談と共同発表   
 田中元総理は７４年９月１６日ブラジリアに到着し、互いに符合する両国の

経済事情を背景に、ガイゼル大統領と２回の会談を行なった。会談においては

両国間に存在する友誼と相互信頼を再確認するとともに、相互に関心を有する

国際情勢や二国間の貿易、投資等広範囲にわたる問題につき話し合いを行なっ

た。その中で、具体的プロジェクトの一つとして総理から食糧に関して、日本

は長期的に安定した供給を望んでおり、そのため必要とあればブラジルの農業

開発に協力していきたいとしたのに対し、大統領はブラジルは国内の需要を満

たすことを重点とし、当然土地開発も考えている。ブラジルは土地や水に恵ま

れているが、資本や技術がないので日本からの協力の可能性は大きいとして、

両国間の農業開発協力についての意見の一致をみた。 
 両国政府は首脳会談を受け、１７日共同発表文を明らかにした。共同発表の

中で、両国間の経済協力について、ブラジル経済に対する日本の投資はブラジ

ル国家経済計画の枠組み内で歓迎されるとし、ブラジルに対する日本の投資が

増大し、引き続き両国に対して利益をもたらすことを期待する旨表明した。次

いでアルミ精錬、アマゾン地域水力発電、森林パルプ開発に両国が本格的に取

り組むことになったことに満足の意を表明するとともに、農業開発に関する協

力について次のように合意した旨明らかにした。 
 「大統領と総理大臣はブラジルの農業事情（Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒ Ｅｎｔ

ｅｒｐｒｉｃｅ）におけるブラジル資本と日本の民間資本との間の一層の提携

の可能性を歓迎した。 
 これら事業はブラジル側が過半数の資本を持ち、農産物の生産、企業化及び

商品化に従事し、ブラジル国内市場の需要に優先度を与え、かつ生産の一部は

輸出向けに計画される。 
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 両国政府は、これらの農業事業に対する適切な支援について検討する予定で

ある。」 
 共同発表ではこのほか、漁業開発における協力、科学技術協力、文化交流の

拡大等について合意するとともに、両国が共通の利益と関心を有する問題につ

いて検討するため閣僚協議会を設置することを決定した。 
 このように農業開発協力計画は、アルミ精錬や森林パルプ開発計画とともに、

当時のいわゆる大規模プロジェクトの一つとして、合意した基本構想を公表し

たものであった。内容的には、ブラジルにおける農業事業（Ｅｎｔｅｒｐｒｉ

ｃｅ）に両国の民間の提携を歓迎すること、この事業はブラジル側がマジョリ

ティーを持ち、農産物の生産、企業化及び商品化に従事すること、生産物は国

内の需要に優先度を与え、かつ一部は輸出向けに計画されること、両国政府は

これら農業事業に対する適切な支援につき検討することを定め、具体化の原則

を明らかにしたものであった。なお協力計画の対象地域については特に触れて

いなかったが、従来の経緯からセラード地帯を対象とするものであったことは

いうまでもない。両国はこの原則を指導方針として基本構想の具体化を進める

こととなった。 
 
（３）ポロセントロ計画の実施によるセラード農業開発の本格化と協力計画の

具体化の準備  
 ブラジルでは７４年後半から石油危機による石油価格の高騰や、それに基づ

く世界景気の後退などの外的要因と、高度成長期に内在された対民間信用の制

度的性格や公的部門の巨額の赤字等の国内的要因によって、貿易収支の赤字が

拡大しインフレが再燃するようになった。これに対して政府は、先進各国が縮

小均衡による経済調整を図る中で、オーソドックスな緊縮政策を採用する一方、

巨額の予算規模の第２次国家開発計画（１９７５～７９年）を立案、同年９月

の国会に送付した。 
 この計画は、７０年代の終わりに先進国の仲間入りを果たすことを目標に、

インフレの抑制を図るとともに、エネルギー部門の開発と資本財、中間財の輸

入代替により、石油、資本財、中間財輸入依存からの脱却を図り、成長と対外

均衡を達成し、併せて雇用の拡大、所得格差の解消を意図するものであった。

この計画は同年末国会において承認されて実施に移され、国家主導によるイタ

イプ水力発電所の建設や砂糖きびによるアルコール精製等エネルギーの国産化、

鉄銅、アルミ、紙、パルプ、石油化学、重機械等資本財の輸入代替化のほか人

的資源の開発、地域開発等が進められた。 
 計画において農業部門の開発は工業部門の開発と並んで重視され、投資配分

においても国家統合部門を含めて工業部門とほぼ同比重とされた。当時農業部
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門は、国内総生産において約１５％、就業人口において約４４％，輸出におい

ては約６７％と依然大きな比重を占め、経済の発展に大きく貢献していたが、

計画においては更に大きな役割を果たすことが必要であるとし、一方では生産

に対するより大きな貢献、消費者に対する安価な食糧の供給、農業者や農村労

働者に対するより大きな所得、より高い生活水準を確保し、他方ではブラジル

が食糧及び農産加工農産物の世界的供給者としての役割を果たすようにするこ

とであるとした。 
 そのため計画期間中の農業の成長率の目標を６～７％とし、これを達成する

ための戦略として、地域の適性に則した土地の適切な配分、土地利用の合理化、

中央、南部地方の農業の近代化、企業化、中央西部、アマゾン川流域、東北伯

の河川流域の開拓前線の拡大等を推進することとした。 
 政府はこの計画に即し、最低保証価格の再調整とともに、農業融資の引き続

く拡大を図った。農業融資額は農業生産額に近い額となり、金利はインフレの

再燃とともにマイナスとなった。また７４年には国家化学肥料及び石炭プログ

ラムを発表して、肥料及び石炭の生産拡大，使用の奨励を図ったが、肥料につ

いては７５年、７６年には農業生産者の肥料購入に対し４０％の補助を行い、

７７年からは補助に代えて肥料購入資金の融資を無利子で行う措置をとった。

農産物の輸出については、小刻みな為替切り下げの頻繁な実施のほか、税制恩

典の措置を講じた。 
 また、この国家開発計画に呼応してセクター別の計画が次々に発表されたが、

農業関係では７４年に東北ブラジル統合地区開発計画及びアマゾン農畜産、鉱

物開発基地計画が発表されたほか、７５年にはセラード拠点開発計画が発表さ

れた。何れも当時の拠点開発方式の地域開発で、幾つかの拠点あるいは優先地

区において、インフラストラクチャーの整備、農畜産品あるいは鉱物資源等一

次産品を中心とした開発、近代化計画であった。 
 このうちセラード拠点開発計画（ＰＯＬＯＣＥＮＴＲＯ－正式にはＰｒｏｇ

ｒａｍａ ｄｅ Ｄｅｃｅｎｖｏｌｉｍｅｎｔ ｄｏｓ Ｃｅｒｒａｄｏｓ）

は、既述のＰＡＤＡＰ計画の進展に自信を得て、これを国家レベルに拡大した

ものであった。公表に当たって大統領は、これによるセラードの開発のため最

大の努力を集中すると強調するとともに、この開発計画による開発面積はセラ

ード地帯開発可能面積５，０００万ヘクタールのうち僅か３００万ヘクタール

に過ぎず、計画は過去一世紀以上にわたって集積されたセラード研究の成果に

基づき慎重に計画されたものであるが、それに対応した実行がなければ意味を

持たないとして政府、民間関係者の協力を呼びかけた。 
 計画は、中西部及びミナス・ジェライス州西部のセラード地帯の合理的占有

によって、農業、牧畜活動の発展を図ることを目的とし、７５～７９年の間に
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選定された１２の優先地域に投資により拠点を構築するとともに、特別プログ

ラムの融資により約３００万ヘクタールを農業、牧畜の生産地帯に編入するこ

と（うち農業１８０万ヘクタール、牧畜１２０万ヘクタール、植林７０万ヘク

タール）を目標とするものであった。この目標を達成するため、農牧畜に関す

る試験研究、農業機械化、農地への道路の建設、農村電化、サイロ、倉庫の建

設、精選、加工所の建設、販売体系の組織化、石炭及び資材の供給、土地所有

の正常化、造林等の事業を組み合わせ同時に展開することとした。この試験、

研究事業として、ブラジル農牧研究公社（ＥＭＢＲＡＰＡ）の傘下にセラード

農牧研究センター（ＣＥＰＡＣ）、同支所を設置した。投資資金は３カ年間に２

０億クルゼイロ、特別プログラム融資資金は１００億クルゼイロが用意された。 
融資は、第１回整地作業資金、土地利用資金、基肥用肥料資金、機械化巡回隊

資金、食肉用育牛資金、農牧営農資金に分かれ、融資条件は一般農業金融より

優遇した。 
 ブラジル政府は、共同発表に基づく日伯農業開発協力計画の構想をこの計画

に連なるものとして重視し、早期に具体化のため協議に入りたいとした。この

ようにして協力計画構想はセラード農業開発の本格化に伴い、一段と重要性を

増し、日本側もできる限り早く協議を始めることとし、協議に先立ち必要な具

体化のための前提問題等の調整、検討に着手した。調整検討を要する問題の一

つは、民間資本の参加方法の問題であった。一般の大規模プロジェクトの場合

は、両国民間の合意が先行し、プロジェクトが具体化した段階で政府が支援に

乗り出すのが通常であったが、この協力計画においてはそのような方法を採る

ことができなかった。 
 当時は食糧危機の最中で、食糧の安定供給確保の必要性は一般によく認識さ

れ、民間企業においても食糧資源の開発を目的とした海外投資が活発化し、ブ

ラジルにおいても幾つかの事例が見られた。この協力計画についても食糧の安

定供給確保に資する大規模な事業として民間企業も大きな関心を持った。しか

し、自然条件に大きく依存する農業生産の特殊性から、その開発事業は一般に

リスキーで収益性も低く、個々の民間企業でこれを行なうことは容易でなく、

大規模な事業はほとんど不可能で、民間が先行して参加を表明し、プロジェク

トを準備することは出来なかった。他方この計画はいうまでもなく食糧資源の

長期的安定確保の国家的計画であり、その推進は政府の責任でもあった。従っ

てプロジェクトの準備は、国際協力事業団が中心となり、民間の参加を求め、

初めから政府と民間が協力して進めざるを得なかった。そのための方法として

は、国際協力事業団と民間企業の窓口を一本化したコンソーシアムの結成又は

投資会社の設立であった。 
 次の問題は栽培作物と事業規模の問題であった。栽培作物については、わが
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国の輸入に依存せざるを得ない大豆、とうもろこし、ソルガム等の輸出作物と

するのが望ましく、このため栽培に当たっては、これら作物を基幹作物とし、

これにユーカリ等を合理的に組み合わせる方法をとることとなった。事業規模

については、わが国への食糧の安定供給を確保する見地から相当大規模なもの

とする必要があり、伯側も数１０万ヘクタールを考えているようであったが、

他方成功裡に事業を推進する見地からは技術の開発、改良が不可欠であり、当

初は技術の確立を主眼とし国際協力事業団の開発投融資を活用し、必要な試験

研究が可能で、効果の期待できる規模４～５万ヘクタールとし、その結果によ

り段階的に拡大するのが適当と考えられた。伯側の理解と合意を得ることとし

た。 
 その他計画実施地域は、両国首脳の会談に先立って行った合同調査で明らか

になったように、インフラストラクチャーの整備や州政府の行政能力等の観点

から優れたミナス・ジェライス州西部のアルトパラナイバ、三角ミナス地域で

選定することとし、拠点開発計画等の既存開発計画との関連を考慮することと

した。 
 また、生産物の国際競争力についても、実情に即した再検討を行い、特に生

産性の向上を図る観点から大型機械を導入するため圃場の規模を大きくし、農

産物の積出港までの輸送費（ＦＯＢ価格の１５～１６％）、積み出し費用（１

０％）の節減、フレート（アメリカ産との５～１０％ドルの差）の圧縮のほか

商品流通税（上限１８％）の免除等を検討した。農産物の供給保証についても、

タイメイズ協定にならった協定の締結を考慮することとした。当初は以上のよ

うな諸問題の一応の調整、検討の後、１１月末を目途に調査団を派遣し、協議

を始める予定であったが、調整、検討に時間を要したこと等から調査団派遣は

遅れた。 
 
２、基礎調査と両国からの協力計画の基本的枠組みの提案 
（１）基礎調査の実施と推進体制の整備 
 ブラジル政府は協力計画の協議を急ぎ、１１月、日本からの調査団の年内派

遣を求めた。日本側も１１月に調査団の派遣を予定していたが準備の都合等か

ら年内派遣は困難となった。伯側は７５年２月にイランの調査団が来伯すると

し早期派遣を求めた。 
 日本側も準備を急ぎ、７５年２月、農業技術者を含む外務省、農林省及び国

際協力事業団関係者よりなる基礎調査団を派遣し、ブラジル外務大臣、農務大

臣をはじめブラジル中央銀行、ミナス・ジェライス州政府関係者と協力計画の

基本的枠組みについて予備的な意見交換を行い、またミナス・ジェライス州セ

ラード地域の現地調査を行なった。 
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 協議に当たって伯農務大臣は、調査団の訪伯を歓迎するとともに、この計画

が他の部門と同様に成功するようあらゆる努力を傾ける旨表明した。また、こ

の計画の意義について「新政権は今、経済、社会のより高い発展のために、農

業部門が国内的には安価な食糧の供給、農業者や農村労働者の所得の増大等一

段と重要な役割を果たすようにするとともに、対外的には食糧、農産品の世界

的供給者としての大きな役割を果たすようにすることを目標に開発に取り組ん

でおり、日本とのこの協力計画も、ブラジルが有り余る土地と労働力と生産物

を提供し、日本からは必要な技術と資金と市場を提供することにより、共同し

てブラジル農業の開発を推進し、両国共通の利益の増進を期待している。」と極

めて明快な考え方を表明し、並々ならぬ意欲を示し、早期に発足することが重

要であるとした。 
 伯側は計画の円滑な推進のため、外務省、農務省、企画省、ブラジル中央銀

行等関係官庁間で連絡会議のような組織を設け、ミナス・ジェライス州政府も

これに参加し、推進体制の整備を進めているとし，調査団も政府が中心となり、

関心のある民間企業等と一体的に計画の推進を図ることを考えているとし、両

国間で十分な協調体制をとることとした。 
 共同発表では、この計画は両国の民間資本の提携（共同）による事業とされ

たが、これの具体的な形態については伯側の意見統一はなお十分になされてい

なかった。伯側の過半数の資本参加を前提に、両国の民間資本のみによる合弁

から、政府の直接出資は困難としつつも、民間資本と政府関係機関からの出資

等何らかの政府関与の合弁形態まで種々の形態が考えられるとした。調査団は、

この計画は通常の民間企業による共同事業と異なり、両国の政府と民間企業等

の協力態勢の下に両国の民間企業等の提携により行なわれ、推進に当たっては

両国の政府が技術、資金の両面にわたって適切な支援を行い、効果的な実施を

図るものであり、資金面での伯政府関係機関の参加を強く要請した。 
 農業生産事業に関し、作物については日本が輸入に依存せざるを得ない大豆、

とうもろこし、ソルガム等を基幹作物とし、地域の実情に応じてその他の作物

を合理的に組み合わせるのが望ましいとして意見の一致をみた。また生産事業

の対象地域としては、将来は他州への拡大を考慮することとして当面はミナ

ス・ジェライス州地域において選定することで意見の一致をみた。この地域は

連邦政府のセラード拠点開発計画でも重視され、それとの関連付けが可能で、

開発の余地が大きく、大都市に近く、州の行政指導組織も充実していたためで

あった。 
 生産事業の規模については、伯側は出来る限り大きな成果を期待する観点か

ら、大きいほど望ましいとし具体的提案はしなかった。調査団は、当初事業と

しては、例えば４～５万ヘクタールから始め段階的に拡大していくのが適当と
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考える旨表明した。これに対し伯側は特に異論を唱えなかった。 
 生産事業以外の事業分野に関し、連邦政府は生産から輸出まで一貫した事業

とすることを希望し、単なる事業のみに止まらず周辺地域を含めて生産物の処

理、加工、流通、資材の生産、供給等の事業を総合的に行うようにするのが周

辺社会への寄与の点からも望ましいとした。 
 生産の基礎条件としての土地について、調査団の訪伯前ミナス・ジェライス

州には国有又は州有地が多いとの情報をもっていたのに対し、伯側は土地はほ

とんど私有化され、公有地は限られており、また土壌条件も悪く、土地の確保

は私有地の取得によらざるを得ないとした。従って調査団は、土地の取得が重

要な問題となると判断し、伯側の適切な措置を強く要請した。伯側は現行農地

法上土地収用の方法もあるが、それは社会的利益に合致する場合に限られ、こ

の事業においては困難と考えられるので、連邦、州政府の斡旋、仲介のもとに

参加企業が行うことになろうとした。土地の取得について日本で余り心配は要

らないとしながらも、なお十分検討するとした。 
 生産の担い手としての経営のあり方については、事業体自体が自ら行なう大

規模経営を始め、入植による家族経営等が考えられたが、州政府は両者を統合

し事業体の直営農場を中核として周辺に家族経営を配置する総合開発方式が望

ましいとした。 
 資金について伯側は、伯側において出来る限りの措置を講ずることとなろう

が、日本側の特別の配慮を強く要請した。 
 共同発表において、生産物の一部は輸出向けに計画されるとされた輸出に関

連し、調査団は生産物が十分な国際競争力を持つことが重要であるとし、生産

性の向上とともに、品質、規格の統一、輸送の合理化、流通税の減免等につい

て伯側の特別の措置を要請した。 
 現地調査は、調査団の技術者グループによりミナス・ジェライス州のセラー

ド拠点開発計画の３優先地域（三角ミナス、パラカツ、アルトメデオ、サンフ

ランシスコ）について行い、土壌、作物、品種、栽培法等の技術的条件のほか、

土地所有、地価等の経済的条件について調査し、資料を収集した。 
 なお、技術者グループと伯側との意見交換において、日本側より調査の結果、

技術の開発研究の必要性を痛感したとして、研究面での技術協力を提言したの

に対し、伯側は開発事業と並行して行われるのであれば必要性は大であるとし

て，協力の実現を強く要望した。 
 調査団は帰国に当たり所感メモを伯側に手渡すとともに、協力計画の基本的

枠組み（ガイドライン）について早い機会に日伯間で協議出来るよう努力する

旨表明した。 
 以上のようにこの基礎調査を通じて伯側の姿勢は極めて意欲的、協力的であ

 8 



った。調査団は、伯側がこの計画を特に重視し、日本との協力に大きな期待を

寄せ、早期実現を望んでいることに深く印象づけられた。また相互依存、相互

利益を建前とする協力計画の性格についても明確に認識していることが確認で

きた。 
 協議おいては、生産事業の栽培作物、対象地域については意見の一致をみた

が、事業形態、開発規模、分野、土地の確保、経営形態等重要事項については、

双方とも意見を述べ合ったに止まったが、伯側の考え方の大凡の感触を掴むこ

とが出来た。また研究協力についても伯側の期待の大きいことを知った。なお、

調査団帰国後収集した資料を分析、検討し、生産性、収益性の推定を行った結

果、事業は概ね可能であるとの見通しを得た。 
 調査団は帰国後報告メモにより政府、経団連、農業団体（農協）等関係者に

調査結果の報告を行った。これを受けて農林省においては協力計画の基本的枠

組みの検討を行なうため、５月省内に関係課長による「ブラジル農業開発検討

グループ」を設け、省内の体制を整備した。また、民間においては５月、経団

連の日伯経済委員会（日伯経済合同委員会の日本側委員会）において、協力計

画に対する民間の取り組み方について協議が行なわれた結果、民間側の推進母

体として「日伯農業開発協力委員会（委員長平井新日鉄会長）を設けるととも

に、検討グループとして運営委員会（三菱、三井、伊藤忠商事の３社で構成）

を設け、具体的に検討を行なうこととなった。 
 また農業団体においても関係団体の常務会の場等において検討を行い、次に

述べる倉石前農林大臣（当時）訪伯の際、全国農協中央会松村常務より農業団

体としてもこの事業に協力，参加する旨表明した。 
 このようにして協力計画は、政府と民間においてそれぞれ本格的な検討が始

められ、協力して協力計画の基本的枠組みの策定が進められることとなった。 
 
（２）倉石前農林大臣の訪伯と伯側協力計画の基本的枠組（案）－エイドメモ

アール－の提示 
 倉石前農林大臣はパウリネリ農務大臣の招待を受け、１９７６年６月訪伯し、

協力計画の具体化についてパウリネリ農務大臣、ウエキ鉱山動力大臣、ミナス・

ジェライス州知事、井上コチア産組理事長、ワシントン畑中フジワラ農企業グ

ループ会長、パウル横田前中央銀行理事等関係者と懇談したほか、パダップ計

画、ウジミナス製鐵所等を視察した。懇談した伯側関係者は何れも協力計画を

重視し、その早期具体化に強い熱意を示し、特に研究協力、農業生産の企業ベ

ースによる共同事業のほか中小農、農協の参加、日本からの資金の供与等を要

請した。 
 倉石前農林大臣の訪伯を控え、連邦政府、州政府関係者は、先の基礎調査の
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結果を踏まえ、協力計画の基本的枠組みについて協議を行ない、伯側としての

基本的考えを取りまとめ、パウリネリ農務大臣が倉石前農林大臣との懇談の際、

これをエイドメモアール（覚書）として手交した。 
 このエイドメモアールは単なるメモでなく、フォーマルな文書で、その要旨

は次のとおりであった。 
１）ブラジル政府は、農業分野の日伯協力計画は両国関係をよりよいものに

するための重要な要素と考え、セラード地帯の共同開発はその一つである

と考える。 
   両国間の政府、民間協力は両国政府間の包括的な協力協定によって支援

され、各協力分野の目的と原則が含まれるべきであると考える。ブラジル

側としては重要な問題として、（ⅰ）農業生産、加工技術の研究及び開発に

おける協力、（ⅱ）農業生産及び関連分野における民間の協力、（ⅲ）各種

事業に対し金融上の支援を与えることに両国政府が共同して参加すること

（ファンド）をこれに含める必要があると考える。 
２）ブラジルと日本の農業事情は異なるが、技術の研究、開発の高い水準の

日本の協力は、ブラジルの技術の研究、開発水準の向上に大きな影響を与

えるものと信じる。この協力は、ブラジル農牧公社（ＥＮＢＲＡＰＡ）の

セラード研究センター（ＣＥＰＡＬ）研究計画への協力が望ましい。 
３）農産物の生産、加工、販売活動は両国の民間のイニシアティブによって

実施されるべきであり、両国政府は両国共通の利益の範囲内において特別

な支援、保証を与える。プロジェクトの対象地域、組織形態は、両国政府

及び州政府の協力を得て、関係民間グループにより決定されなければなら

ない。ブラジル政府としては、この事業体はブラジル側が議決権付資本の

マジョリティを持つことを希望する。また、多数の給与所得者を雇用する

大企業のカウンターパートとして中小農企業が出来るだけ多く参加できる

ことを希望する。 
４）企業体の全ての形態は、ブラジル農業開発を遂行する上で大切な役割を

有する。その意味において日本において大成功を収めた農業協同組合形態

に特別の役割を与えるべきであると確信する。 
５）一般的にいって、事業内容は農業生産に限定されてはならず、農産物の

加工、販売並びに農業生産機材の生産、供給まで広げることが望ましい。 
６）事業に対する公的金融支援は、共同事業を成功に導くために不可欠で、

ブラジル政府は現在の制度のメカニズムを通じてブラジル側の資本投資に

参加する。農業生産のための融資政策は通常全ての関係業務にまで適用さ

れる。 
７）企業による土地取得は、企業の責任において行なう。参加する中小農業
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者の農地取得、開発のために両国の公的資金からなる投資会社の設立を提

案する。 
   倉石前農林大臣は帰国後、農林省を始め、経団連、自民党対外経済協力

特別委員会に協議結果を報告するとともに、タイミングを失することなく

政府と民間を通ずるナショナルプロジェクトとして積極的に推進すること

を要請した。 
 このようにエイドメモアールは、事前に連邦、州政府関係者の協議によって

作成されたものであるだけに、農業技術の研究、開発、農業開発政策、農業共

同組合政策、関連産業政策を含む広汎な分野にわたり、かなり煮詰まった内容

のものであった。しかし、これを日本側としてみれば幾つかの問題を含むもの

であった。その主なものは次のとおりであった。 
１）両国の政府間の合意の形式として民間事業の性格を持つ事業に両国政府

が包括的協定を締結することは、日本政府としてはその権限を超えるもの

で、適当でなく別の形式を取る必要がある。また研究協力事業は純粋に政

府間協力事業であるので、技術協力基本協定に基づく協力の一つとして実

施するのが適当である。 
２）農業開発事業及び関連事業は、両国の民間の共同事業であるが、両国の

民間のイニシアティブによって実施することは困難で、関係民間グループ

が事業体の組織形態や対象地域を決定することは、両国政府や関係州政府

の協力はあっても容易ではない。日本側では初めから政府と民間が協力し

て推進せざるを得ず、両国政府は政府関係機関を活用し、国内法令の範囲

内で金融面の支援を含め適切な支援を行なうことを検討するのが適当であ

る。なお必要資金の調達については、日伯双方で折半することを原則とす

べきである。 
３）各種事業に対して金融上の支援を与えることに両国政府が共同して参加

すること（ファンド構想）及び中小農業者が農地を取得し開発するため、

両国の公的資金によりなる投資会社を設立することは、何れも政府資金の

伯側への直接貸付が必要であるが、日本側では融資は国際協力事業団の開

発投融資を活用することを考えており、その場合貸付は原則として日本の

国内法人を経由することとなっており、伯側への直接貸し付けは困難であ

る。また仮に海外経済協力基金の直＊を活用するとしても、中進国である

ブラジルへの貸付は原則的に不可能である。日本輸出入銀行の融資は条件

がハードで、この計画になじまない。 
 何れにせよ、この伯側の協力計画の基本的枠組みの提案によって、伯側の基

本的考え方が明らかとなったので、これを考慮して日本側として可能な対案を

作成、検討することとなった。 
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（３）日本側協力計画の基本的枠組み案の作成 
 その後研究協力事業については、それが純粋な政府間事業であるので、開発

事業との関連を考慮しながら技術協力基本協定に基づく事業として実施するこ

ととなり、日本側は研究協力の可能な分野から具体化するため、７５年９月か

ら１０月にかけ調査団を派遣し、調査を行なった。調査団は連邦政府、ブラジ

ル農牧研究公社の関係者と意見を交換し、またミナス・ジェライス州において

州研究機関の実情を調査した。その結果、協力分野としては当面、病理、昆虫、

植物生理、土壌肥料等とし、セラード研究所に本拠を置いて、日本からの研究

者の派遣、資材の供与、受け入れ研修、情報資料の交換を行い協力を進めるの

が適当であるとの報告が出された。 
 次に農業開発計画については、共同発表の基本原則に基づき、伯側エイドメ

モアールを考慮して、日本側の協力計画の基本的枠組み（案）－基本的考え方

―を作成することとなり、農林省、外務省がこれに当たり、そのうち農林省は

８５年８月、協力計画の基本的枠組みの作成を終わり、経団連日伯農業開発委

員会を始め関係者に説明し、検討を求めた。 
 この基本的枠組み（案）－基本的考え方―は、開発事業に関する基本的枠組

み、農業生産資材の生産、供給事業、政府により講じらるべき対策、農業協同

組合の参加につき専門的、詳細に記述した大部の文書であった。開発事業に関

する基本的枠組みを中心に要旨を記述すれば次のとおりであった。 
１）農業開発事業の対象事業及び対象地域 

   対象事業は、農産物生産事業、種子及び土壌改良用石灰の生産、供給事

業、農産物の処理、加工、流通事業とする。対象地域は当面ミナス・ジェ

ライス州とし、ポロセントロ計画の優先地域との関連を考慮し、三角ミナ

ス地域、パラカツ地域、サンフランシスコ河上流地域の３地域のうちで比

較検討する。栽培作物は基礎調査で合意したとおりとする。 
２）日本側の協力体制 

   国際協力事業団及び民間企業等（商社、搾油メーカー等）の出資により

投資会社（例えば日伯農業開発会社）を設立する。投資会社の資本金のう

ち国際協力事業団の出資は２分の１相当額とする。民間企業が投資会社に

出資するため必要な資金につき、必要な場合は、海外経済協力基金から７

０％相当の株主金融を考慮する。日本側投資会社は３）に述べる開発公社

に出資するほか、開発事業に必要な資金の一部を開発公社に融資する。出

資金の対象となる事業資金としては、開発公社の土地取得資金、農用地の

開発造成、土壌改良、建物施設の建設等の建設に必要な固定的性格のもの

とする。日本側の投資会社が開発公社に融資する開発事業資金について必
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要な場合は国際協力事業団等政府関係機関から原則として７０％相当額を

融資する。日本側農業団体の参加については、当面別途に取り扱うことに

するが、参加の方式としては投資会社に出資参加する方法と、ブラジル農

業団体との提携する協同組合間方式が考えられる。 
３）ブラジル側における開発体制 

   ブラジル側においては、ブラジル銀行等政府関係機関及び農企業からの

出資（土地所有者による土地の現物出資を含む）によりミナス・ジェライ

ス農業開発公社（仮称）が設立されるものとする。開発公社の資本金はそ

の過半数を伯側が、残りを日本側投資会社が負担するものとする（例えば

ブラジル側５１％，日本側４９％）。日本側は開発公社の発行する株式のう

ち普通株のみを対象とする。 
４）開発公社の機能 

   次の三つの代替案のうちから選定する。 
（第１案） 
（ⅰ）開発事業に関する調査、企画並びに調整 
（ⅱ）種子及び土壌改良用石灰の生産、供給 
（ⅲ）直営農場の設置による農産物生産事業 
（ⅳ）農産物の処理加工、流通事業 
（ⅴ）開発用地の取得、農用地の開墾、造成、土壌改良、大規模企業的農業指

向農家への分譲 
（ⅵ）農業共同組合が参加する場合、組合が実施する生産、処理、加工、流通

事業に必要な資金の貸し付け 
（第２案） 
 第１案の（ⅲ）、（ⅴ）の機能の代わりに「ブラジル農企業グループが行う農 

業生産事業に必要な資金の貸し付け又は必要な場合の出資」とし、開発公 
社は農産物の生産事業を行わないこととする。 

（第３案） 
（ⅰ）開発事業に関する調査、企画、調整 
（ⅱ）ブラジル側農企業が実施する農産物の生産事業（種子生産を含む）に対

する出資、融資 
（ⅲ）ブラジル農企業グループが実施する石灰生産事業及び農産物の処理、加

工、流通事業に必要な資金の貸し付け 
（ⅳ）農業協同組合が実施する農産物の生産、処理，加工、流通事業に必要な

資金の貸し付け 
５）農業開発公社事業の規模と生産事業実施計画 

   農業開発事業は、全体で３０万ヘクタールの開発を目標に、当面は５～
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１０万ヘクタールを対象とした試験的事業として実施する。この当面の開

発対象面積５～１０万ヘクタールの土地取得、農用地の開墾、造成は農業

開発公社又はブラジル農企業グループによる生産事業体（農企業体）が伯

政府関係機関の協力を得て行なう。 
   また、この５～１０万ヘクタールのうちに３～５万ヘクタールの中核的

開発地区（パイロット地区）を設け、農業開発公社又は農企業の直接農場

とし、農産物の生産及び優良種子の生産、供給事業を併せて行い、残りの

２～５万ヘクタールの造成農地は大規模企業的農業を指向する中農又はそ

の子弟を選んで分譲し、生産活動を行なわせる。これら中農又はその子弟

が造成農地の分譲を受けるために必要な資金はポロセントロ計画の融資資

金が優先的に割り当てられるものとする。 
６）優良種子及び土壌改良用石灰の生産供給事業 

   開発公社又は農企業体が計画地域内の生産に応じて行なうものとする。 
７）農産物の処理、加工、流通事業 

   開発地域において必要とされる農産物の処理、加工、流通事業は、開発

公社又は農企業体が実施する。生産物の対日供給については、当面国際競

争力が付与されるまでは、国内需要又はヨーロッパ市場向け輸出に振り向

け、長期的には国際的に競争できる条件で安定的に供給できるよう努力す

るものとする。 
８）農業生産資材の生産、供給事業 

   事業の分野としては、肥料、農薬、農業機械の生産、供給事業が考えら

れ、原則として両国の民間企業が合弁事業体を設立して実施する。この事

業の実施に当たっては、農業開発公社との密接な連繋のもとに全体事業計

画との関連を考慮する。 
９）連邦及び州政府によって講ぜられるべき政策 

   下記の事項につき適切な対策が講ぜられることを期待する。 
   土地の確保、生産の担い手の確保、入植分譲方式の場合、生産環境の整

備、日本側投資会社の開発公社への融資に関する政府関係機関の保証、農

産物の国際競争力付与のための道路、鉄道等インフラストラクチャーの整

備、ポロセントロ計画優先地域において事業を実施する場合、技術援助の

優先的実施、開発事業に対する「農産物保証プログラム」、「農産物最低価

格保証制度」等の適用、農用地の開墾、造成、入植、技術援助等に対する

ミナス・ジェライス州のＣＡＭＩＧ，Ｒｕｌａｌ ｍｉｎａｓ，ＡＤＡＲ

等の協力。 
１０）農業協同組合の参加 

   伯側は単に農企業ベースだけでなく、農業協同組合に特別な役割を期待
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しており、農企業型農業開発と農業協同組合型農業開発を包摂し得る方式

の検討が必要である。 
   農業協同組合による開発方式としては、伯国内の既存農協が農業開発公

社からの融資を受けて土地を取得し、組合員農家の中から大規模企業的農

業を指向する農家又はその二、三男にこれを分譲し、分譲を受けた農業者

は農協又はブラジル国内金融機関からの融資を受けて農地の開墾、造成、

生産活動を行うことが考えられる。 
   日本の協同組合の参加については検討中であるが、方法としては日本側

投資会社に出資して協力する方法と、ブラジル側協同組合と提携して協同

組合間協力の方法が考えられる。 
 以上の協力計画の日本側基本的枠組み（案）－基本的な考え方―は、政府部

内や民間との調整を図った上、１１月に予定する日伯政府民間の合同会議にお

いて最終的に決定することとした。 
 この農林省の作成した協力計画の基本的枠組み（案）は、日本側の事情に即

し、かつ伯側の考え方も考慮し、日本側として可能な案として作成したもので、

伯側エイドメモアールと異なる主な点は次の５点であった。 
１）日本側の開発協力体制として、国内に国際協力事業団及び民間等で投資

会社を設立し、次のブラジル側に設立される農業開発公社に出資及び事業

資金の融資を行うこととした。 
２）ブラジル側における開発体制として、ブラジル銀行等政府金融機関及び

農企業からの出資によりミナス・ジェライス農業開発公社が設立されるも

のとしたこと 
３）開発公社の機能としては、農業開発事業の調査、企画、調整以外のもの

について三つのオルタナティブを設け、（ⅰ）公社が農産物の生産事業等を

すべて自ら行う。（ⅱ）直営農場による農業生産事業及び農用地の取得、開

墾、造成、分譲事業はブラジル側農企業が行うこととし、公社は必要な資

金の出資及び融資を行う。（ⅲ）全ての事業をブラジル側農企業が行うこと

とし、公社は必要な出資及び融資を行う。 
４）事業の実施方法としては、第２，第３案ではブラジル側農企業による企

業型開発方式を中心としたこと（エイドメモアールでは日伯合弁）。 
５）他方、協力計画の基本的枠組み（案）は、日本側投資会社から開発公社

への融資により、伯側提案のエイドメモアールのファンド構想に応え、ま

た開発公社の設立は中小農の土地の取得、開発のための両国の公的資金に

よる投資会社の設立にも対応するものであった。 
 この農林省の作成した協力事業の基本的枠組み（案）は、政府部内では政府

関係機関として国際協力事業団を主として活用することに対して異論があった。
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また国際協力事業団の試験的事業でこのような大規模な事業が対象事業として

適当であるか疑問もあった。 
 民間でも高度成長期にみられた第２次ブラジルブームが去ったこともあり厳

しく、特に商社はこの計画の経緯から、食糧の確保はナショナルセキュリティ

ーの問題であり、また民間の負担には限界があるので、飽くまでも政府主導で

推進し、これに民間が協力する形をとるべきであるとした。開発公社の機能は

第３案が適当で、国際協力事業団の出資を全体の２分の１以上とするとともに、

開発公社への融資は国際協力事業団等政府金融機関から原則として１００％相

当額とし、株主からの保証は徽求しないものとし、更に開発公社の経営責任は

飽くまでブラジル側とする等、かなり厳しい意見であった。農業協同組合では、

全中、全農、組合貿易が中心となってコチア産組と連絡をとりながら検討を進

めた。 
 次に外務省の作成する日本側エイドメモアールは、１０月に第２次案をまと

めたが、両国政府間の合意の形式につき政府、民間の各レベルで合意した計画

を両国政府が支援する旨の意向を何らかの形で表明することとしたほかは、協

力計画の基本的枠組みについては抽象的に日本側の立場を述べたに止めた。 
 
３、政府、民間合同調査と協力計画の合意   
（１）ミッションの派遣と予備調査    
 ７５年１０月、政府、民間合同調査団の派遣を控え、日本側は協力計画の基

本的枠組み（案）等を伯側関係者に説明し、伯側のその後の検討状況を聴取す

るためミッションを派遣した。派遣に先立ち、政府は日本側協力計画の基本的

枠組み（案）及び日本側エイドメモアール（案）を大使館を通じてブラジル政

府に予め送付し、検討を要請した。 
 調査は、日本側農林省及び経団連関係者と伯側ヴァレンティーノ農務大臣補

佐官をはじめ、連邦、ミナス・ジェライス州政府関係者との間で会議を開催し

て行なった。主な調査結果は次のとおりであった。 
１）伯側推進体制    

   伯側も日本側と同様、推進体制の整備が必要であるとしたが、伯国には

日本の経団連に相当する団体もなく、日本側のように初めから民間を含め

た組織の整備は困難であるとした。従って連邦及び州政府関係者による政

府主体の推進体制を固めつつあり、民間の参加は開発構想が明確になった

段階で参加を呼び掛けることとしている。 
２）日本からの融資に対する伯政府の保証   

   政府の承認のもとに国庫又は政府金融機関による保証措置があるが、融

資の金額や条件が明らかとなった後に決定される。また、この融資につい
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ては為替差損の問題があるので、今後十分話し合う必要がある。 
３）土地問題    

   土地取得問題の重要性は認識しているが、土地収用法の適用など特別の

対策の実施は困難である。いずれにしても土地の取得は合弁の相手先であ

るブラジル側農企業等が行なうので、日本側で余り心配する必要はないで

あろう。 
４）伯側エイドメモアールのファンド構想の考え方   

   事業の推進に当たって民間資金には限界があるので、両国政府間で開発

基金（ファンド）を設ける必要があり、これを設けることにより、日本か

らの融資についても保証問題が解決されるであろうとの考えを提案した。 
５）日伯間の資金負担問題     

   今後両国間で協議するが、基本的には事業規模、両国間で負担し得る資

金量などによって決まるであろうとした。 
６）入植農家の定着のためのインフラストラクチャーの整備    

   開発基金を使用することが考えられる。   
 この調査で伯側は、日本側エイドメモアール及び協力計画の基本的枠組み

（案）に対する対案を提示した。その内容は次のとおりであった。 
１）日本側エイドメモアールに対する対案    

   伯側は日本側エイドメモアールのような消極的表現は理解できないとし、 
この事業は政府が介入し、政府資金を使用する以上、両国間で協力計画の

基本的枠組みを明らかにするため何らかの形の合意文書を取り交わす必要

がある。「農業研究協力協定及び開発事業に関するプロトコール」に合意す

ることとしたい。 
２）日本側協力計画の基本的枠組み（案）に対する再提案   
（ⅰ）伯国内に例えば「農業開発会社」なる名称の公社的性格を持った会社

を設立する。この会社の活動の範囲は上記プロトコールに定められた範囲

に限定するが、考えられる案としては、開発事業に係る企画、調整、資金

管理、フィージビリティー調査等管理、調整機能を持たせる。    
（ⅱ）開発会社の原資は、両国に設置される投資会社からの出資、並びに日

本からの伯中央銀行を経由して導入される融資及び伯中央銀行からの融資

により成り立つ。    
（ⅲ）伯側では連邦金融機関及び民間企業（当初リストアップされていたの

は１２社）からの出資により投資会社を設立する。 
（ⅳ）また、開発会社は、生産活動に対して投資し得るとともに、既存の農

業制度金融を補完するため既存の制度にない新しい分野への融資を行う。

但し開発会社は金融機関ではないので融資業務は一般の銀行に代行させる。

 17 



この投資及び融資に充てられる資金は、投資については両国投資会社から

の出資、融資については上記日本から伯中央銀行を通じて導入される資金

及び伯中央銀行からの融資による。 
（ⅴ）この開発事業においては入植が重要であり、従って開発会社に入植部 
門を設けるか又は既存入植会社に出資又は融資する。 

（ⅵ）実際の生産，加工、流通等の一部は両国民間の合弁事業によって行わ

れるが、これに対し伯政府は（ⅱ）の公的資金のほか、連邦の農業制度金

融を通じて有利な資金を一般の条件とは別の条件で融資する。 
（ⅶ）農業協同組合については、両国の組合が共同して幾つかのプロジェク

トに参加することを期待する。 
 このように伯側の再提案は、日本側の基本的枠組み（案）に合わせて、伯側

においても連邦金融機関等の参加する投資会社を設立し、日本側投資会社との

合弁により農業開発会社を設立することを明らかにし、日本側の基本的枠組み

（案）に大きく歩み寄ったものであった。この仕組みの狙いは、伯側が日伯合

弁による農業生産及び関連分野の事業が今後相当長期にわたって数多く実施さ

れるであろうことを予想し、生産事業等がこれによって容易に投融資を受けら

れる途を開いておくことにあるとした。従って仮に対象面積が４～５万ヘクタ

ールで終わるのであれば、このような仕組みの必要はないとした。また、これ

まで伯政府が農業開発事業に参加した例はないにもかかわらず、連邦金融機関

が参加することとしたのは、累次にわたる日本からの要請に応ずるため、懸命

に努力したぎりぎりのものであると説明した。 
 しかし他方、伯側再提案は、幾つかの調整を要する点も含まれた。特に日本

から伯中央銀行を通じて公的資金を導入する新しい資金パイプを設け、開発会

社がその管理に当たるとしたのは、日本側ではエイドメモアール以来伯側の主

張した両国政府による特別基金造成の考え方を依然含むものと解された。これ

について伯側は日本からの融資に係る保証問題が解決でき、公的資金と既存制

度金融による資金をコンバインすることによって必要資金の融資範囲が拡大で

き、事案の効果的推進を図ることが出来るとした。このほか従来と異なる点と

して、開発会社の機能の一つとして入植を重視し、また融資について新しい資

金パイプによるもののほか、既存制度金融も利用することとしたことが注目さ

れた。 
 このように伯側再提案は、今後協議して解決すべき幾つかの課題を含むもの

ではあったが、協力計画を当面試験的事業として実施し、そのため両国政府と

民間企業等の協力により農業開発会社を設立し、事業の中核的実施主体として

事業の推進を図ることに合意が成立し、協力計画の基本的枠組みの基礎が出来

上がったことを示すものであった。 
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（２）協力計画の基本的枠組みの調整と７６年度予算措置 
 既述のとおり、日本側協力計画の基本的枠組みに対する政府部内及び民間の

意見が出揃い、予備調査によって伯側の考え方も明らかとなったことを受けて、

日本側はそれらを考慮して基本的枠組みの調整に努めた。その中で特に対応の

困難な問題は、伯側からの予備調査において提案した日本からの伯側への事業

資金の供与のための伯中央銀行を通ずる新しい資金パイプを設けたことと、両

国政府間のプロトコール形式の合意の方法であった。中でも前者はこれをブラ

ジル中央銀行に対するバンクローンと考える場合には日本側にとっては対応は

困難であった。 
 ブラジルに対する直接借款は、ブラジルが中進国であるため対象から外れて

いた。従ってブラジルを開発援助の対象とすることはわが国の援助政策にも拘

わる問題であり、仮にこれを認める場合には。当時問題となっていたアマゾン

アルミへの波及も考えられ、容易に解決できる問題ではなかった。この協力計

画のためには国際協力事業団の技術的、資金的支援機能の活用が必要であった

が、事業団は直接借款は行なわないこととなっていた。 
 従って農業開発会社への資金の供給のためにはブラジル中央銀行を通さない

パイプによる必要があった。その場合日本側投資会社を通ずる通常の方法と投

資会社を通さない直接貸し付けの方法があったが、前者の方法をとることにつ

いては、投資会社にこれに対応する担保がなく、親保証が必要となり、民間企

業は農業団体を含めリスク負担に難色を示し、若し行なうのであれば、親会社

の保証なしの公的資金による１００％融資を主張した。また、この前者の方法

には、ブラジルに対しても問題があり、もともとブラジル側の要請は政府から

の長期、低利の公的資金の導入であり、前者の方法は民間との協調融資によら

ざるを得ないことから、これに応ずることができない難色があった。従って残

る資金パイプとしては後者の開発会社への１００％直接貸し付けによるほかな

かった。 
 国際協力事業団からの海外直接貸し付けは、制度上は可能であったが、運用

上行なわないこととされ、また行う場合には海外経済協力基金の海外直接融資

についても協議することとなっており、また、政府部内では仮令直接貸付を行

う場合でも公的資金１００％の融資は出来ない等の異論もあった。 
 この他民間企業の基本的枠組みに対する各種意見も考慮する必要があり、調

整は難航した。このため１１月に予定した政府民間合同調査は予定通り行なう

ことが出来なくなった。 
 一方伯側では、ガイゼル大統領の訪日が７６年に延期されたものの、検討を

急ぎ、パウリネリ農務大臣は１１月、先に訪伯した福田副総理（当時）に書翰
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を送り、日本側の検討状況を質すとともに、政府、民間合同調査団の早期派遣

を要請した。また、ミナス・ジェライス州政府では、産業開発院（ＩＮＤＩ）

が中心となって検討を進め、コチア産組も農協指導者を研修を兼ねて日本に派

遣し、日本側関係者と協議する等協力計画への参加を検討した。 
 更に、１２月初めには倉石前農林大臣を会長に自民党総合農政調査会、同農

林部会、経済協力特別委員会の関係議員２０名を構成メンバーとする「日伯農

業協力推進議員懇談会」が結成され、検討の促進が図られることとなった。 
 このような情勢の中で日本側は、調整を急ぎ、１２月初め日伯双方からの意

見を考慮し、先の協力計画の基本的枠組み（案）を修正し、日本側として適当

と考えられる案を取りまとめた。主な修正点は次のとおりであった。 
１）国際協力事業団と民間企業等の投資会社への出資金の割合は５０：５０と

する。国際協力事業団の出資を２分の１以上とすることは従来の例から困難

である。 
２）両国投資会社からの農業開発会社への出資金の割合は原則として日本側４

９：ブラジル側５１とする。共同事業の建前もあって日本側の比率をこの比

率以下にすることは適当でない。 
３）開発会社の機能としては、開発事業の調査、企画、調整、試験農場の設置、

運営、開発用地の一括取得及び生産事業者への分譲又は貸し付け、生産事業

者の固定資産投資のために必要な長期資金の貸し付け等の業務を行う。開発

事業の試験的事業の性格から試験農場の設置、運営が必要である。 
４）農業開発会社のこれら業務の実施に必要な資金は、両国投資会社からの出

資金及び両国政府金融機関（日本は国際協力事業団）からの直接貸付金によ

って充当する。なお、日本からの直接貸付資金については、伯側の然るべき

保証を取り付ける。   
５）実際の生産事業は、両国の民間企業等の合弁による栽植企業及び伯国内の

中小農の入植によって行なう。栽植企業及び入植農家の生産事業に必要な資

金は、資本金（栽植企業）又は自己資金（入植農家）及び農業開発会社の長

期借り入れ資金、並びにブラジル国内の既存の農業制度金融からの短期借り

入れ資金により充当する。   
６）当面農業生産事業は５万ヘクタールの試験的事業として行い、耕地可能面

積を８０％程度として、栽植企業に１２，０００ヘクタール、入植農家に２

４，０００ヘクタール、農業開発会社の試験農場に３，０００ヘクタールを

配分する。入植農家の用地は、大型機械を駆使する生産性の高い農業を実施

するため、１戸５００ヘクタールとし、４８戸の農家を入植させる。 
 以上により両国の資金負担割合を５０：５０とし（ブラジル国内の既存農業

制度金融による短期資金及び入植農家の自己資金を除く）、事業資金計画を作成，
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成算し、７６年度必要資金として２０億円（出資金１０億円、融資金１０億円）

の予算を要求した。 
 日本側はこの修正基本的枠組み（案）により精力的に調整を行い、同年１２

月に至り７６年度予算において国際協力事業団からの日本側投資会社への出資

金が認められるとともに、事業資金の農業開発会社への直接貸付についても、

この事業がブラジルにおいて高いプライオリティーを持つナショナルプロジェ

クトで政府金融機関から融資が行われること、日本においてもその重要性を認

め両国首脳の間で推進につき合意されたこと、当面試験的事業として行なわれ

るものであること、並びにブラジル政府による保証が行なわれ、償還が確実に

見込まれることから、特別の措置として認められた。 
 このように国際協力事業団から農業開発会社への事業資金の直接貸付が認め

られ、７６年度の予算措置も決着したため、７６年１月初め経団連では運営委

員会において政府、民間合同調査団への参加を決定し、農業協同組合において

も会長会議において関連企業を含め農業協同組合全体で協力する方針のもとに

調査団への参加を決定した。 
 
（３）政府・民間合同調査と協力計画の合意 
 日本側は、協力計画の基本的枠組みの調整の決着を受けて、７６年２月国際

協力事業団から政府、民間合同調査団を伯国に派遣した。この調査団は久宗国

際協力事業団副総裁を団長に、政府側から高須農林省国際部長、松浦外務省開

発協力課長、民間から古藤経団連専務理事、小森全国農業協同組合連合会常務

理事ほか、政府、民間関係者が参加した。また伯側はヴァレンテーノ農務大臣

補佐官を委員長にクリバヤン農務大臣補佐官、レイス外務省アジアオセアニア

課長、ヤマナカ水産庁企画局長、シンプソンミナス・ジェライス州産業開発院

管理官等連邦、州政府関係者が参加した。 
 協議において伯側は、前年１０月の予備調査に提示した伯側対案を文書にま

とめ提出し、日本側も協力計画の基本的枠組み（案）を説明し、既に両国間で

意見の一致をみているものの確認と意見の相違しているものの調整を図った。 
 両国間で意見の対立した最も大きな問題は、試験的事業の協力計画全体にお

ける位置付けであった。伯側は５万ヘクタールのパイロットプロジェクトから

スタートすることを受け入れつつも、将来これを拡大することを強く要請し、

もしも５万ヘクタールで終わるのであれば伯政府としてこのような努力をする

必要もなく、また価値もないとの従来からの考え方を再度強調するとともに、

伯側としては極端に大きな規模の開発を望んでいるのではなく、日伯間の共同

事業として適正な規模を希望しているとの見解を表明した。 
 これに対し調査団は、現段階ではパイロットプロジェクトを超えて将来の事
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業について具体的にコミットすることは出来ないが、日本側の考え方において

も、当然のことながら、その前提として将来におけるこの事業の目的達成に必

要な開発規模の拡大を考慮していることを説明し、伯側もこの日本側の考え方

に同意した。 
 また、パイロットプロジェクトの実施期間に言及し、日本側が５年程度を考

えていることを説明したのに対し、伯側は現存プロジェクトの実態からみて３

年程度あれば足りるとの見解を述べるとともに、事業をスムーズに進めるため

パイロットプロジェクト実施中に次のステップの実施計画の検討を進めたい旨

発言した。何れにせよこの問題はフィージビリティー調査等を通じて検討する

ことにした。 
 伯側は農業開発会社へ出資するため両国の政府金融機関及び民間企業等によ

って投資会社をそれぞれ設立することに合意し、双方は伯側においてはミナ

ス・ジェライス開発銀行（ＢＤＭＧ）が政府を代表して参加し、日本側におい

ては、当面国際協力事業団が参加することを確認した。また伯側はこの両国投

資会社の合弁により協力事業の中核的実施主体としての農業開発会社を設立す

ることに合意し、双方は会社の株式の過半数を伯側が保存することを確認した。 
 しかし伯側はこの農業開発会社のあり方については日本側と異なり、今後日

伯間の協力によって行なわれるであろう数多くのセラード地帯の農業開発プロ

ジェクトにも適用できる一般的なモデルとして考え、日本側が考えているよう

な５万ヘクタールのパイロットプロジェクトのみに関係するものとは考えてい

ないとの見解を述べた。また伯側としては、農業生産事業に伯政府が参加する

ことはかってないことであり、大統領の主宰する経済開発審議会（ＣＤＥ）の

決定のよって始めて実施されるに至ったことを強調した。 
 従って農業開発会社の機能については、伯側は協力計画全体の調査、企画、

管理、民間の行なう生産活動分野への出資、拓殖事業及びこれに伴うインフラ

ストラクチャーの整備を行う企業に対する出資、融資、入植に伴う土地取得資

金の融資等長期的視点に立った幅広い機能を主張した。これに対し調査団は、

当面のパイロットプロジェクトに関する調査、計画の作成、試験農場の設置、

運営、開発用地の一括取得、農業生産事業者に必要な資金の貸し付け等を考え

ており、パイロットプロジェクトを超える範囲の機能については＊意する用意

のないことを説明した。協議の結果、双方は当面のパイロットプロジェクト段

階においては、日本側の考え方に基づいて事業を実施することを原則的に合意

するとともに、更に検討を深めることを確認した。 
 次に農業開発会社の事業資金について、調査団から日本側としては投資会社

からの出資金のほか、政府金融機関（特に国際協力事業団）から円建て円払い

を条件に開発会社に対し直接貸付を行なう考えであることを説明するとともに、
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この直接貸し付けに係る債務について伯政府の保証を求めた。伯側は日本側の

農業開発会社に対する直接貸付が伯側提案のブラジル中央銀行を通ずる方式と

異なる点については言及しなかった。パウリネリ農務大臣表敬の際、大臣はブ

ラジル中央銀行を通ずるのは、円貨をクルゼイロ貨に転換するためのパイプに

過ぎず、借り手は農業開発会社であると述べた。伯政府内部の意見統一が必ず

しも十分でなかったのか、あるいは日本側の事情を考慮して敢えて言及しない

のかどちらかであろう。保証については伯政府の承認のもとに国庫又は連邦金

融機関が契約書に記載されている通貨で保証することになるが、具体的な保証

方法等については日本からの融資額や条件が明らかとなった段階で協議するこ

ととした。なお、伯側は日本からの農業開発会社への直接貸し付けは、この事

業に供される伯国の農業制度金融に対応するものであるとしたが、日本側は日

本からの直接貸し付けに対応して伯政府金融機関からの貸付を強く要請し、そ

の結果伯側も開発会社への出資のほか、連邦金融機関からの融資に合意した。 
 また、日本側は両国政府金融機関からの融資は均等とすべきであるとしたの

に対し、伯側は既存の農業制度金融のほか、セラード拠点開発計画による融資

がこの事業に供されるので、これを日本側の融資に対応するものとして考慮す

べきであると主張し、今後検討することとした。 
 なお日本側は貸付金にかかるインフレ調整及び起こり得べき為替差損につい

て伯政府の財政措置による補填を要望したのに対し、伯側はただでさえ伯政府

は農業制度金融により多大の負担をすることになると強調し、明確な回答を避

けた。事業資金の使途、融資対象分野、融資条件等については今後双方で検討

することとした。 
 伯側は協力事業の分野として、長期的観点から農産物の生産、処理、加工、

流通及び農業生産資材の生産、供給事業を主張し、日本側も伯側の考え方に同

意したが、進め方については当面は農業生産事業を重点的に実施し、その進展

に対応して他の事業を計画的に行なうことが望ましいことを主張し、伯側もこ

れを了承した。 
 また農業生産事業の対象作物は、大豆、とうもろこし、ソルガム等を基幹作

物として、コーヒー等と合理的に組み合わせること、対象地域はミナス・ジェ

ライス州のセラード地域とすることを確認した。 
 双方は、農業生産事業は、両国の民間企業、農業協同組合等の民間グループ

によって実施されることを確認した。また調査団は具体的な形態として両国の

民間企業等の合弁による栽植企業及び伯国内の農家の入植形態が考えられる旨

説明し、伯側も了承した。これに関連して伯側は、合弁企業体が主体となるの

ではなく、その大部分は適正規模の農家によって行なわれるのが望ましいとし

た。また双方は栽植企業及び入植農家に対し、生産活動に必要な資金を開発会
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社が融資することについて意見の一致をみた。なお、農業生産活動に関連して

日本側は、土地の適正な価格による取得について伯政府の配慮を重ねて要望し

たが、土地の取得は民間に任せるべきであるとの従来からの主張を繰り返しつ

つも、政府として協力を惜しむものではなく、引き続き検討、協議することと

した。 
 なお日本側から基幹的インフラストラクチャーの整備及び生産環境整備につ

いて重ねて質したのに対し、伯側はインフラストラクチャーの整備については、

例えばセラード拠点開発計画の優先地域内では同計画の一環として伯側が整備

する予定であるとの見解を表明した。 
 以上の協議の結果、農業開発会社の具体的機能、両国より供与される資金の

総額、分担、使途、融資条件等の問題を除き、協力計画の基本的枠組みの重要

な部分について合意が成立したのを受けて日本側は、試験的事業の政府、民間

合同のフィージビリティー（Ｆ/Ｓ）の実施を提案した。またこれを行うために

は未解決の問題につき何らかの形で暫定的な枠組みを設定する必要があるので、

伯側ミッションの来日を含めその方法を外交ルートを通じて協議したいとした。 
また、日本側としてはこのＦ/Ｓを行なわない限り民間の参加も決定できず、政

府の支援も最終的に決し得ない事情のあることを説明した。 
 これに対し伯側は、政府の支援決定が民間の参加決定のための前提条件であ

り、両国の文化の相違に根ざすものとはいえ、政府の支援決定がＦ/Ｓ後になる

ことに強い不満を示したが、日本側のＦ/Ｓが主として農業開発会社のあり方に

関するものであり、協力計画についての日本側の考え方を内容とするエイドメ

モアールを早急に提出する用意のあることを説明し、伯側も了承した。双方は

出来るだけ早くＦ/Ｓに参加する者を決定、それらがＦ/Ｓの実施方法を決定する

ことを了解した。 
 なお、伯側が従来要望したプロトコールないしこれに代わる何らかの政府間

合意文書について、日本側は開発事業の枠組み、投入される公的資金等に言及

した合意議事録（Ｒ/Ｄ）、パイロットプロジェクトに対する両国政府の支援を内

容とした政府間の書翰、双方の投資会社による農業開発会社設立に関する諸協

定の三種があることを説明し、伯側は各文書の作成順序、内容、名称等につい

て意見を述べ、更に検討することとした。なお研究協力に関し、技術協力基本

協定の補足協定締結のための協議を早急に開始することに意見の一致をみた。 
 この政府、民間合同調査団による協議において、初めて伯側民間企業を含め

て合同会議がもたれた。参加した伯側民間企業は、土地所有者、造林会社等４

社で必ずしも伯側民間企業を代表するものではなかった（コチア産組、藤原グ

ループとはサンパウロで懇談）。伯側は日本に対し技術の提供、肥料生産を含め

た資本参加、農産物の流通、特に海外市場の開拓等を希望し、参加の形態とし
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ては土地の現物出資、貸し付け、生産事業への参加等が考えられるとした。日

本側民間からは、可能な限りの連絡、協調、民間合同のＦ/Ｓの実施、日本の経

団連に当たる伯側の窓口の設置を提案した。伯側は日本の経団連に対応するも

のとしてミナス・ジェライス産業開発院が当たり、民間と調整する考え方を述

べた。 
 最後に両者は、この協力計画がブラジルの食糧増産及び地域開発にとって重

要であるばかりでなく、両国共通の利益である世界の食糧供給の増大に貢献し、

併せて両国関係をよりよいものとする上で重要な意義を持つことを確認した。 
 合同調査によって協力計画は合意に達し、その具体的事業として第１段階試

験的事業の実施が決定した。 
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第２節 第１段階試験的事業の具体的枠組みの合意   
１、フィージビリティー調査の実施   
（１）伯側協議ミッションの来日とＦ/Ｓについての協議 
 ２月の政府、民間合同調査団と伯側との協議において意見の一致をみた研究

協力補足協定の協議は、７６年３月国際協力事業団から派遣された調査団とブ

ラジル農牧研究所総裁との間で行なわれ、双方の意見が一致し、合意議事録に

署名した。その骨子は次のとおりであった。 
 協力はブラジル農業研究プロジェクトとし、セラード農業研究計画に沿って

進められている試験研究に対する日本の技術協力を目的とする。日本側は専門

家の派遣（当面長期５名、短期４名）、ブラジル人研究者の受け入れ研修及び必

要な資機材の供与を行い、ブラジル側は協力実施のための土地、建物、施設の

提供、専門家に対する特権、便宜の供与を行なう。また、プロジェクトの調整、

立案、修正等のため合同委員会を設置する等であった。 
 次に農業開発協力事業については、２月、政府、民間合同調査団と伯側との

協議後、伯側ではミナス・ジェライス州産業開発院が中心となって、伯側投資

会社の設立を重点的に民間企業と協議を重ね、５月の会合において投資会社の

設立を決定した。参加企業はコチア産組を含む大手企業６社で、これにミナス・

ジェライス州開発銀行（ＢＤＭＧ）及びブラジル投資公社（ＩＢＲＡＳＡ、Ｂ

ＵＮＤの子会社）が加わることとなった。 
 また伯側は、連邦農務省、ミナス・ジェライス州農務局、産業開発院等の関

係者により作業委員会を農務省内に設け、農業開発会社の目的、機能、資金計

画等フィージビリティー調査の準備を進めた。更に日本側と協議するため、ヴ

アレンチーノ補佐官、アグリピーノミナス・ジェライス州農務長官等の日本派

遣を準備した。なお、ガイゼル大統領の訪日が９月に決定したことから、伯側

はそれまでに協力事業の具体的枠組みが合意できるよう協議を急いだ。 
 一方日本側では、４月、協力事業の実施に係る基本的事項、特に農業開発会

社のあり方を中心に審議決定するため、政府関係者、経団連関係者、農業団体

関係者による日伯農業開発企画委員会（委員長久宗国際協力事業団副総裁）を

設け、その下部組織として推進部会（部会長同事業団農林業計画調査部長）を

置き、協力事業の具体的計画を作成し、その推進を図ることとした。推進部会

は４月末発足し、差し当たりＦ/Ｓ調査の準備作業に取り掛かり、幾つかの前提

のもとに農業開発会社及び農業生産事業の経営計画の作成を試み、Ｆ/Ｓ調査に

おいて明らかにすべきチェックポイントを整理する等調査に備えた。 
 その中で特に重要な点としては、事業の成立発展のためには、多くの特別な

方策が必要であり、緩和された条件による資金の供給、低廉な土地の取得、優

れた生産者の確保、技術の改良等が不可欠であることが明らかとなった。また、
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特に農業開発会社が予想されるインフレの下で農業生産者に対して価値修正を

含まない長期、低利の資金を供給しつつ、存続してその役割を果たすためには、

資金価値の維持のための何らかの特別の方策が必要であり、これこそこの事業

の成否を決するものであることが確認され、協議において伯側の配慮を求める

こととした。なお、農業団体側では、カウンターパートとなるべきコチア産組

が伯側投資会社への参加を決めたものの、最終的態度がなお明確でなく、また

関連産業を含む農業協同組合全体としての参加のためには、直接的メリットの

期待できないこの協力事業の意義付けが必要であり、更に一部の団体では制度

的にも問題があり、その解決が必要である等のため推進部会への参加も遅れた。 
 ６月、Ｆ/Ｓ調査について日本側と協議するため、ヴァレンテーノ農務大臣補

佐官を団長とする伯側政府関係者の調査団が来日し、日本側政府関係者及び企

画委員会の間で協議が行なわれた。 
 政府関係者の協議においては、日本側は農業開発会社の機能に関連して、民

間を含め日本側では会社に対する出資から利益を得ることは考えていないが、

他方会社は永続的に存在する必要があり、初期投資の価値修正と貸付金の価値

維持を含め健全な運営が出来るよう配慮する必要があり、これが最大の関心事

であることを強調した。 
 これに対し伯側は、協力事業はセラード地帯で食糧の生産基地を建設しよう

とするもので、主たる目的は地域開発あるとし、これは日本の利益にもマッチ

するもので、また、世界的な食糧供給の増大に貢献するものであるとし、パイ

ロットプロジェクトはその第１段階として行なわれ、将来は拡大されるもので

あり、農業開発会社はその中核的実施主体として協力計画全体の企画、調整に

あたる公的なものであるとの従来の主張を繰り返した。しかし同時に農業開発

会社は利益は生まないまでも損はしてはならないとした。農業開発会社はサー

ビスの提供を行なうものであるから、これに対するチャージをとることは可能

である。また、投資については法律４５９５により資産の再評価を行い無償株

式の配布又は社内留保も可能であるとした。また農業開発会社の借入金にかか

るロス（伯側資金のインフレ調整、日本側資金の為替差損）については、これ

を誰が負担するかは両国政府間で決め得るべき問題で、これは日本側資金の条

件と関係するとして明言を避けた。 
 企画委員会と伯側調査団との協議においては、日本側は、農業開発会社をと

りあえず５万ヘクタールの試験的事業の中核的実施主体とし、その具体的機能

として、調査、計画の作成及び総合調整、入植者のための土地の取得、分譲、

農業生産事業者に対する出資及び融資並びに債務保証、技術指導、展示農場の

設置、その他公共的性格の強い事業のほか、経営の健全な運営のための土地の

保有、展示農場における種苗の生産、供給事業、関連産業への投融資を提案し
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た。これに対し伯側調査団は、農業開発会社は協力計画全体の中核的実施主体

とし、具体的機能としては、調査、計画の作成、総合調整のほか、生産事業者

に対する出資、既存農業制度金融によりカバーできない分野についての融資並

びに債務保証に限り、関連産業への投融資も将来行なうこととしたいとした。

協議の結果、伯側調査団は日本側の提案を条件付ながら受け入れ、次のように

合意し、了解事項として文書に記録した。 
１）農業開発会社の目的と機能    

   協力計画は、第１段階として５万ヘクタールの試験的事業として行われ、 
その進展状況に応じ段階的拡大が考慮されるものとし、農業開発会社は協

力計画の企画、調整機関として民間部門の行なう農業生産事業及び関連事

業を支援、促進することを基本目的とし、その機能は主として公益的なも

のとする。 
２）試験的事業における機能   

   試験的事業においては、次の機能が付与される。   
（ⅰ）試験的事業に関する調査、企画、調整業務（土地選定基準の作成を含む）   
（ⅱ）試験的事業に参加する入植農家及び栽植企業（農業生産者）に対する融

資   
  ａ）入植農家の開発用地取得資金   
  ｂ）農業生産者の制度金融を受けるまでの短期のつなぎ資金 
  ｃ）既存の制度金融の貸付限度を超える補完融資及び制度金融の対象外分

野の資金 
（ⅲ）研究活動の実施及び展示農場の設置 
（ⅳ）農業生産事業及び関連産業事業がフィージブルになるため必要な場合の

投融資 
（ⅴ）農業生産者の制度金融借入金の債務保証 
（ⅵ）原則として土地の一括取得は行なわないものとするが、入植農家の生産

活動のため必要な場合の分譲するための土地の取得 
（ⅶ）経営の健全化のため農業開発会社の活動規模に見合った土地の保有 
（ⅷ）農業生産者が個々に整備することの不適当な給水施設、入植地内道路、

家屋、倉庫等の共同利用インフラストラクチャーの支援 
 以上は農業開発会社の機能の基本的方向を示すものとし、最終的にはＦ/Ｓ調

査の結果により具体的に決定することとした。 
３）Ｆ/Ｓ調査の実施   

   Ｆ/Ｓ調査は上記の農業開発会社の目的と機能を踏まえ、農業開発会社及

び農業生産者の事業計画を作成し、その存続性を含む試験的事業の実施可

能性を検討することとし、両国の政府、民間の専門家が合同して行なうこ
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とに双方了解した。 
 なお、この協議では、農業開発会社の資金の調達、分担、管理等の問題につ

いての協議がなされなかったため、近く政府間で話し合いを始めることとした。 
 
（２）Ｆ/Ｓ（フィージビリテー調査）の実施   
 ６月に行なわれた伯側調査団と日本側政府及び企画委員会との協議の結果を

受けて、７月から８月にかけ国際協力事業団よりフィージビリテー調査団が派

遣され、伯側調査団と共同して試験的事業に関するフィージビリテー調査を行

なった。日本側調査団は、政府関係者及び推進部会メンバー、コンサルタント

等により構成され、ブラジル側調査団は、トーゴ産業開発院理事ほか連邦及び

ミナス・ジェライス州政府関係者等で構成された。 
 調査は先の伯側調査団と日本側との間で了解したとおり、累次の協議の結果

を踏まえ、試験的事業の計画を現実的なデータに基づいて策定し、農業開発会

社及び農業生産者の存続性を含む試験的事業の実施可能性を確認することを目

的とした。 
１）試験的事業の基本的枠組みの検討   

   調査においては先ず既に合意済の試験的事業の基本的枠組みについて、

その実現性、持続性を確保する見地から検討を加え、必要な修正を行なう

とともに、枠組み全体の総合化、斉合化を図った。それらの主要なものは

次のとおりであった。 
（ⅰ）政府の支援と農協の協力   

   農業開発事業はどこの国でも自然的条件に強く規制され、収益性が低く

リスクも大きい。従って、特に政策的に重要な事業にあっては、政府がい

わば主導的立場に立ち、政府関係機関が技術の開発、研究をはじめ投資、

長期低利の資金の供給等の支援を行い、自然的制約の不利を補正する必要

があり、特にリスクの大きい試験的事業で必要性が大きいことを確認した。

また、農協は入植農家の自主的組織として生産の組織化を図り、流通を合

理化し、規模の経済性を確保する上で不可欠であり、その協力が必要であ

ることも同時に確認した。 
（ⅱ）農業開発会社の目的と機能 

   農業開発会社については、先ずその設立のため両国に設立される投資会

社（当時）の設立予定状況を確認した。日本側では国際協力事業団と民間

企業、農業団体（農協）の協力によって設立が予定され、伯側では、レイ

ビーグループ系民間企業５社とブラジル銀行、ミナス・ジェライス州開発

銀行、ブラジル投資公社、リオ・ドーセ開発公社の４政府関係機関の参加

が予定され、これにより農業開発会社の設立も計画どおり行われることが
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見込まれた。 
   次に農業開発会社の目的、機能の検討において、伯側は、農業開発会社

はセラード地帯における農業生産活動及び関連活動を支援し、促進するこ

とを目的とし、協力計画の企画、調整を行い、特に試験的事業においては、

実施の中核として事業の調査、企画、調整を行うほか、事業参加者に対す

る技術的、資金的支援を行う公益的機能を持つことを強調した。これに対

し日本側は、農業開発会社は公益的機能を持つとともに、合弁会社として

存続することが重要であり、インフレによる資産価値の減少を防止し、経

営に必要な経費を確保することが必要である点を強調した。協議の結果、

資産構成健全化のため価値修正の対象となる土地等の恒久資産を保有（保

有土地面積を１万ヘクタールとした）するとともに、ブラジル技術援助及

び普及公社（ＥＭＡＴＥＬ）の承認を得て農業制度金融上の技術指導団体

となり、融資の承認に先立つ農業生産事業者の事業準備の援助、審査、融

資実行後の契約に基づく技術指導、融資の監督に対する手数料を徴収する

こととした。また栽植企業への投資のほか，保有土地を利用した種子生産

（３，０００ヘクタール）、民間活動を侵さない範囲における関連事業を行

うこととした。 
（ⅲ）試験的事業の形態 

   試験的事業は協力計画の第１段階として行なわれ、事業の範囲は、これ

までの協議で合意されたとおり、当初は農業生産事業を重点的に行い、そ

の進捗に応じて農産物の処理、加工、流通等の事業を進めることにした。

生産事業における栽培作物は、日本の関心のある大豆、とうもろこし、ソ

ルガム、小麦を基幹作物とし、コーヒー、ユーカリ等を合理的に組み合わ

せることとした。また事業の実施地域はミナス・ジェライス州のセラード

地域の中で選定することにし、具体的にはセラード拠点開発計画の３つの

優先地域内に、あるいはその周辺地域で選定することとした。 
（ⅳ）開発の方法 

   既に合意されてとおり、栽植企業と入植の方法をとり、次のような理解

に基づいて、その近代的経営の育成を目的とすることとした。 
   周知のようにブラジルでは、植民地時代から糖業やコーヒー産業の担い

手は農場内の身分的隷属を伴う雇用労働に依存するプランテーション（栽

植企業）が支配的であったが、戦後は農村労働法の施行とともに農場内労

働者は急速に減少し、経営の近代化が進んだ。また他方では、南部地方を

中心に穀作部門での自由な賃金労働者に依存し、大型機械を導入した、い

わば純資本家経営の農企業（ＥＭＡＲＥＳＡ）が成立するようになった。

軍事政権は生産性増大のため生産性の高い農企業を重視し、その育成を図
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ってきた。協力事業においても、このような政府の方針に即し、生産事業

の担い手のひとつとしてその近代的経営を育成することとした。なお、近

代的経営とは、農業、とりわけ基幹的穀作の分野が体系的に機械化されて

いる経営を言う。また、日本語の栽植企業の名称は当初から使用していた

ので、これを踏襲したが、プランテーションとは全く異なるポルトガル語

のＥＭＰＲＥＳＡ農企業であった。 
   次に入植（植民）は、ブラジルでは政府や民間の諸機関が大土地所有地

を細分化する際の計画ないし事業として、１９世紀に始まり、奴隷解放運

動や１８５０年の土地法による購入のみを土地取得の合法的手段とする措

置、更に１８８９年の共和制の成立による公有地の州有地への移管等によ

って南部を中心に発展した。２０世紀前半には制度的に確立し、１９６４

年の土地法に農業開発政策の一つとして規定され、奨励されるに至った。

入植は未利用又は粗放利用の土地を開発し、多角経営の家族経営を育成し、

またブラジルの近代社会を構成する中産階級に道を拓き、農業の近代化に

大きな役割を果たすものとされた。軍事政権は栽植企業とともにこれを重

視し、農協の育成と併せその奨励を図ってきた。この事業においても政府

の方針に従い、入植農家を生産の担い手の一つとして、その近代的経営を

育成することとした。その際、協力事業においては、従来のような多くの

民間の入植事業が単に土地の配分に終わり、開発事業は入植農家や農協の

責任において行なうのではなく、政府がインフラストラクチャーの整備を

はじめ必要な技術的、資金的支援を行なう、いわゆる指導入植事業として

行なうこととした。なお入植はポルトガル語でＣｏｌｏｎｉｚａｃａｏ，

入植農家はＣｏｌｏｎｏである。 
（ⅴ）技術の革新 

   言うまでもなく技術の革新は経済発展の動因であり、特に協力事業が技

術の開発、改良と一体的に行なう試験的事業として行われることから、革

新的技術の導入は開発の基本的手段として重要であった。ブラジルでは６

０年代末から７０年代にかけ、農産物の内外市場の拡大、トラクター等の

農業機械や肥料、農薬等資材の国内生産の増大、大学教育の普及、アメリ

カ政府の技術者の訓練、留学等援助による農業技術者の成長、農業融資の

拡大等によって、サンパウロ、パラナ、リオグランデ・ド・スール州等の

企業的農業者を中心に大豆、小麦、とうもろこし、甘藷作等のアメリカ型

大型機械化が急速に進展し、これは南マットグロッソ、ゴヤス南部、ミナ

ス・ジェライス州３角地帯等のセラード地域にも波及していた。パダップ

計画の機械化もこれの移転によるものであった。 
   セラード地帯においては、その自然的、社会的条件に対応して能率的、
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タイムリーな作業、労働力の節約等のためには機械化が不可欠であり、ま

た地域の実情に即した作物、品種の選択、栽培管理等の機械化栽培技術が

必要であった。このような事情から、試験的事業においては、大型機械体

系による機械化技術を導入することとし、農業開発会社が研究活動の一環

として、連邦、州の研究機関の協力を得て、地域の実情に即して組み立て

ることとした。Ｆ/Ｓはモデル的な機械化技術によった。 
（ⅵ）事業の仕組み 

   伯側の素案を基礎として協議した。伯側の素案で新しい提案として最も

重要なものは、ブラジル中央銀行又は融資代行機関に基金（ＦＵＮＤ）を

設け、農業開発会社が日本側政府金融機関から融資を受けた事業資金及び

伯側政府関係機関が提供する資金をプールし、農業開発会社のコントロー

ルの下に、融資代行機関を通じて農業生産者及び関連事業者に必要資金を

融資するという融資の方式であった。 
   当時ブラジルでは、中央銀行や国立開発銀行等にはその管理する多くの

基金、プログラムがあり、財政資金や外資を調達して優先的部門や特定地

域の開発に必要な融資に充てていた。伯側提案の基金はこれとは異なる法

的根拠のない、使用目的の限定された、いわゆる特段預金あるいは特別勘

定と考えるべきものであった。基金はどこの金融機関でも設けることが出

来、預け入れ、運用に関する条件は全て預け入れた者と金融機関との間の

取り極め（運用規則）によって定め、これを使用して行う融資の業務は、

この取り極めに従って融資代行機関が行うものであった。伯側は、試験的

事業の場合、このような特別勘定を設けることにすれば、ブラジルの農業

金融に即し、かつ日本側資金の農業開発会社への直貸方式に影響なく、農

業開発会社の効果的な融資機能が損なわれることもなく、会社の負担が軽

減され、リスクの負担の問題にも役立つこととなるとした。基金構想はエ

イドメモアール以来伯側の一貫した考え方であり、この提案もそれに連な

るものであったが、日本側としては農業開発会社への直貸し方式を変える

必要がなく、リスク回避の手段として理解できるものであった。何れにせ

よ日本側は、制度上農業開発会社が金融機関でなく、融資は融資代行機関

を通じて行なわざるを得ない以上、若干の曖昧さはあるものの次善の策と

して受け入れることとし、原則的に、一旦了解し、ミナス・ジェライス州

開発銀行（ＢＯＭＧ）に特別勘定を設け、同銀行を代行機関として融資を

行うこととした。 
（ⅶ）土地の取得、配分 
  開発用地５万ヘクタールの取得については、栽植企業は自ら取得し、そ

の他は農業開発会社が一括取得し、その配分については、協議の結果、農
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業開発会社に１万ヘクタール、栽植企業２単位に２万ヘクタール、入植農

家に２万ヘクタールとした。入植農家の面積規模については、セラード地

帯は一般に肥沃度が劣り、緑肥栽培等による地力の培養が不可欠であり、

また、土壌が粘土質で、生産性向上のためには大型機械化技術の導入が必

要であることのほか，森林法により２０％の保留地が義務づけられている

こと等のため規模を大きくする必要があることを考慮して１戸当たり５０

０ヘクタールとした。この規模はアメリカコーンベルト地帯の２００ヘク

タール、パダップ計画の２４０ヘクタールのほぼ２倍に当たるが、上記の

条件を勘案すれば、実質的に大きな差異はなく、スケールメリットを生か

すことの規模として合意した。従って入植農家の戸数は４０戸となった。 
（ⅷ）事業の実施期間 

協議の結果、事業の実施期間（融資期間）は２年とした。 
以上により、試験的事業は、政府の支援と農協の協力のもとに、農業開

発会社の企画、調整により、協力計画の第１段階の事業として行われ、農

業生産事業はミナス・ジェライス州のセラード地域で、大豆、とうもろこ

し，小麦、ソルガム等を基幹作物としてコーヒー、ユーカリ等と組み合わ

せ、開発が行われ、開発の方式（戦略）としては、農業開発会社が実施主

体となり、栽植企業と入植の方法により、土地の積極的利用を図り、革新

的技術を導入して、近代的経営の育成を図ることを目的に、２年間に、政

府関係機関の支援と農協の協力を得て、農業開発会社が企画、調整を始め

農業生産者に対する必要な技術的、経営的支援を行い、国際協力事業団か

ら借り入れた事業資金をミナス・ジェライス州開発銀行（ＢＤＭＧ）に設

けられる特別勘定に預け入れ、農業開発会社のコントロールの下に同銀行

が代行機関となって融資を行い、政府の行なうインフラストラクチャーの

整備と併せて総合的な支援を行い、その支援の下に２単位の栽植企業と４

０戸の入植農家が生産の担い手として農業生産事業を行うこととした。 
２）農業生産事業計画の検討 

   日本側の用意した計画案を基礎として検討し、ほぼ原案通り合意した。 
  伯側は、土地の確保については、政府の介入はなくとも取得は可能である

とし、現実的なデータとして幾つかの情報を提供したが、更に情報を収集

することとした。計画においては、土地は幾つかの団地に分かれて取得さ

れるものとし、価格は１ヘクタール３，０００クルゼイロ（約７万５千円）

と想定した。 
   土地利用計画においては、コーヒー栽培の可能な土地は優先してコーヒ

ー栽培に充て、自然条件の悪いところはユーカリ等の栽植地、保留地とし、

穀作地を栽植企業で１企業当たり６，０００ヘクタール、入植農家で３０
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０ヘクタールとし、大豆、とうもろこし、小麦の輪作を行なうこととした。 
   農業生産事業の経営主は、栽植企業では農業経験を有する支配人の下に

生産、会計担当の委員が選ばれ、入植農家では参加農協の組合員農家の二、

三男等が選ばれ、トラクター運転手、一般労務者は農場周辺より雇用され

るものとした。また、農場の資本装備については、大型機械を中心に体系

的に整備し、基礎的インフラストラクチャーは政府によって整備されるも

のとし、共同利用施設は農協等が一括整備し、相当額を農家が年賦として

支払うこととした。 
   事業資金としては、栽植企業では１単位当たり自己資金６千万クルゼイ

ロ（約１５億円）、うち２千万クルゼイロは農業開発会社より出資されるも

のとし、土地及び機械、施設の一部の整備に充て、機械、施設の大部分及

び営農費は特別勘定からの融資で賄い、その条件はポロセントロ計画と同

一とした。また入植農家は、１戸当たり自己資金４５万クルゼイロ（約１

千５百万円）とし、土地、機械，施設、営農費は特別勘定からの融資で賄

うこととした。 
   以上の前提の下に、調達資源の最高度の利用を目標として、各種のデー

タ、情報を利用して栽植企業、入植農家のそれぞれについて開墾、作付け

計画、機械、施設計画（資金計画、損益計画、バランスシート）を作成し

た。 
   これによると、栽植企業、入植農家の何れにおいても資金繰りは可能で

あり、栽植企業では３年目以降利益が発生し、６年目以降配当が可能とな

り、入植農家では５年目以降利益が発生し、健全な経営が見込まれ、事業

の実施は可能であると判断した。 
３）農業開発会社経営計画の検討 

   業務は６月の協議で合意したものを基本とし、これにＦ/Ｓの検討結果に

より次のような修正、補足を行った。 
（ⅰ）研究活動のため試験場を設け、連邦、州の研究機関で開発された優良

品種等の現地適応試験等を行う。また展示農場の面積を保有地のうち３，

０００ヘクタールとし、新技術の展示とともに優良種子の生産事業を行

う。 
（ⅱ）融資はミナス・ジェライス開発銀行（ＢＤＭＧ）が代行機関として特

別勘定の資金により行なうこととし、農業開発会社が取り極めに基づい

てコントロールする。 
（ⅲ）土地保有面積を１万ヘクタールとする。 
（ⅳ）ＥＭＡＴＥＬの信認を得て、農業開発会社の技術指導団体として、農

業生産者の融資の申請の援助、審査、融資の監督、契約に基づく技術指
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導を行う。 
（ⅴ）債務保証のため、保証基金（１千万クルゼイロ）を設ける。 
（ⅵ）栽植企業の資本金の３分の１以内において必要な投資を行なう。 
（ⅶ）その他民間活動を妨げない範囲内での関連活動等を行なう。 

   会社の組織計画については、新株式会社法が国家において審議中であっ

たので、今後更に検討を要するが、会社は株式会社とし、投票券を持つ株

式の過半を伯側が持つこととした（伯側５１％，日本側４９％）。資本金は

土地、展示農場、保証基金、投資、管理費に必要な資金として１１５，０

００千クルゼイロとした。発行株式は、日本側は普通株（記名式）のみと

することを主張したが、伯側は新法案では優先株の発行が義務づけられて

いるとし、最終的には優先株の発行に同意し、普通株と同一割合とした。

経営管理組織は、新法の成立を待って検討することとしたが、取締役につ

いて日本側は日本側から常勤４名、非常勤４名、計８名を提案したが、更

に検討することとした。簡単で機動的な組織とし、職員は１４～１６人と

することに意見の一致をみた。 
   以上の事業計画、組織計画に即し、展示農場を別会計として、それぞれ

財務計画を作成し経営維持の可能性を検討した。なお関連する特別勘定の

運営については別途検討することとした。 
   これによると、展示農場については、規模を３，０００ヘクタールとし、 

うち１，０００ヘクタールを大豆、とうもろこし、小麦の種子生産及び試

験圃場に充て、残りをコーヒー、ユーカリの栽植等に充て、資本金２５，

０００千クルゼイロと農産物販売収入により運営するものとすれば、独立

会計で運営可能と判断された。 
   農業開発会社については、資本金１１５，０００千クルゼイロと農業生

産者に対する技術援助手数料（融資時融資額の１％、毎年融資残に対して

１％）、保証基金の利息、栽植企業への投資の配当によって必要な土地の取

得、展示農場の運営、保証基金の設置、栽植企業への投資のほか、管理費

を賄うものとして、財務計画を試算すると、資金繰りは問題なく、配当を

行なうまでは至らないが、６年目以降は利益を生じ、経営は安定するもの

とみられた。 
   調査団は、以上のように特別勘定についての財務分析を除き、農業生産

事業、農業開発会社の展示農場を含む経営の財務分析の結果から、試験的

事業の実施可能性は十分に見込まれると判断したが、更に一定の前提の下

に特別勘定の財務分析を試算し、これら事業全般について費用、便益分析

を行い投入される資金の種類、条件について配慮が行なわれるなら、内部

収益は１４％となり、全体として実施可能な事業であることを確認した。 
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４）試験的事業に必要な資金の総額 
   上記の生産事業計画、農業開発会社経営計画に基づき必要資金額を、初

期２年間の投資額として計算すると、生産事業資金４億１千万クルゼイロ、

生産事業自己資金９千８百万クルゼイロ、農業開発会社資金１億１千５百

万クルゼイロ、合計６億２千３百万クルゼイロ（１５５億７千５百万円）

となり、双方ともこれを了承した。 
 これにより、農業生産事業及び農業開発会社の計画についての調査、検討を

終わり、残された課題は必要資金の両国による分担等の検討のみとなったが、

偶々、伯側の責任者であるヴァレンティーノ農務大臣補佐官が止むを得ない事

情で訪米することとなり、十分な協議が困難となったため、調査団は資金の分

担等に関する伯側の考え方等を聴くに止め、追って補完調査を行なうこととし、

調査を一応終了することとし、８月初め帰国した。 
 
（３）Ｆ/Ｓ調査の補完調査 
 Ｆ/Ｓ調査団は帰国後、日伯農業開発協力企画委員会及び経団連日伯農業協力

委員会に調査結果を報告し、試験的事業の実施は可能である旨説明した。この

報告を受けて、民間側では日本側投資会社の設立の準備を進めることとなった。

また、政府側ではフィージビリティー調査において残された資金の分担等の問

題と伯側との詰めを進めながら、民間の体制固めとともに、財政当局との農業

開発会社への出資及び融資の諸条件の折衝を進め、ガイゼル大統領の訪日を前

にして８月中にミッションの派遣又は伯側ミッションの来日を得て最終的解決

を図ることとなった。 
 このような情勢の中で、８月下旬、ヴァレンティーノ補佐官は久宗国際協力

事業団副総裁宛て書翰によりフィージビリティー調査において了解した点を整

理するとともに、残された重要問題は事業に必要な資金の分担問題であるとし

て日本側の協力を要請してきた。この中で、農業開発会社の出資割合は、伯側

５１％、日本側４９％であるが、融資資金については、ブラジルにおける農業

制度金融は全て政府の補助があることを勘案して、日本側には２，５００万ド

ルに相当する円の供与を期待しており、その条件は据え置き５年を含む２０年、

利率年２．５％と緩和の要請を繰り返した。 
 一方伯側においては、日本側からの供与額と同額の資金を提供することとし

ており、そのため農業制度金融の中にこの額を組み込む予定であり、その金利

は農業制度金融の場合と同じものを適用することとした。しかし、資金の融資

経路については、ブラジル銀行から特別勘定を経由する従来の方式を改め、ブ

ラジル中央銀行から直接融資代行機関を通じて農業生産者に融資することとし、

農業開発会社にはコストが全くかからないという新しい提案をしてきた。また、
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資金の分担問題の解決が可能な場合には、日本の国際協力事業団とブラジル投

資公社（ＩＢＲＡＳＡ）の間で、両国投資会社を設立することに主導的役割を

果たすという文書に大統領訪日の際の共同発表と合意議事録の署名に先立って

署名することとしたいという新しい提案も伝えてきた。 
 このヴァレンティーノ書翰と前後して日本側からは久宗副総裁のほか政府関

係者によるミッションが派遣され、財政当局等国内関係者との調整を図りなが

ら伯側と協議し、具体的な詰めを行った。 
 協議においては、資金の分担問題に先立ち、伯側が新しく提案してきた資金

の融資経路の変更が大きな問題であった。それはフィージビリティー調査で双

方了解した事項の仕組みの重要な変更であり、農業開発会社の経営に大きな影

響を持つものだけに日本側は伯側資金も日本側資金のそれと同様にするよう強

く主張した。これに対し伯側は、もともと特別勘定は日本側資金が農業開発会

社に直接貸し付けられること、農業開発会社は金融機関でなく、融資は融資代

行機関を通じて行われることを前提に、農業開発会社の経費を節減し、為替差

損等のリスク負担の回避の手段として設けることとしたものである。リスク回

避については日本側資金を電話、住宅、給水施設等の関連インフラ、トラック

等事業に必要で農業制度金融の対象外の融資条件のよいものに優先的に貸し付

け、これにより利息収入の増大を図り、リスクに見合う必要資金を確保するこ

とが出来る。また、特別勘定をミナス・ジェライス州開発銀行（ＢＤＭＧ）に

設け、資金の運用を行なわせ、為替差損を含め責任を持って日本への返済を行

なわせることも出来る。 
 一方伯側資金は制度上融資代行機関を通じて直接農業生産者に融資すること

が出来、これについての農業開発会社のコントロールは農業開発会社とミナ

ス・ジェライス州開発銀行の間の取り極めによって確保することが出来、手数

料も徴収できるので、特別勘定を通さなければならない理由はなくなったとし

た。従来から融資の仕組みについての伯側の提案は必ずしも一貫せず、この提

案も日本側としては十分納得できるものではなかったが、後に述べるような日

本側資金にかかる農業開発会社のリスク負担の回避について伯側の何らかの保

証を条件に受け入れた。 
 次に資金の分担については、伯側は資金総額をフィージビリティー調査の結

果により双方了解した６億２千３百万クルゼイロを若干上回る額とし、農業開

発会社に対する出資金を除く事業資金についてはこれを両国で折半し、負担額

をそれぞれ２，５００万ドルとすることを考えていたのに対し、日本側はフィ

ージビリティー調査による総資金額は同調査において既に了解したものであり、

これの変更は出来ないとし、そのうち農業開発会社への出資金は今後民間との

調整が必要であるが、フィージビリティー調査の結果のとおりとし、事業資金
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は農業生産者の自己資金及び農業制度金融によってカバーされると考えられる

最低額の短期営農資金を除く残額を両国で折半するのが適当であるとした。協

議の結果、資金の総額及び農業開発会社への出資金はフィージビリティー調査

のとおりとし、事業資金は同調査の結果による総額から農業生産者の自己資金

を除く５億２千５百万クルゼイロを折半して負担するという日本側妥協案で合

意した。なお、出資金については、伯側は１１５百万クルゼイロの普通株のほ

か、優先株を設けることを主張し、日本側も必要止むを得ない場合には極力株

数を少なく、かつ簡単なものとすることを条件に受け入れることとした。 
 事業資金の分担のため伯側は、ポロセントロ計画等既存農業制度金融の資金

をこの事業のためリザーブし、制度金融の条件により融資代行機関を通じて融

資することとした。このような制度金融の資金を固有プロジェクトのためにリ

ザーブする措置は国家的開発計画に対してのみ行なわれるもので、民間プロジ

ェクトに適用するのは初めてのことであり、リザーブした資金は日本側の融資

期間に見合う期間中継続して使用される。また中央銀行の融資代行機関への再

融資の条件も前述のように日本側資金を金利の高いものに優先融資するので貸

出金利は低くなり、再融資の金利は１０％をかなり下回る見込みであるとした。

このような伯側の特別の措置をも考慮して、特別勘定、農業開発会社の経営の

基礎をより確実、安全なものとするため、日本側資金のできる限りの緩和を要

請した。 
 日本側では前年末、国際協力事業団から農業開発会社への直接貸付が認めら

れた際、融資比率等細目は関係各省の間で改めて協議することとなっていた。

農林省は全額政府資金による融資を希望したが、当時民間企業に対する開発投

融資資金の貸付は、政府資金７０又は７５、民間資金３０又は２５の比率が原

則とされており、直接貸し付けにおいてもこの原則を曲げることは出来ないと

され、民間銀行との協調融資とせざるを得なかった。調整の結果、この事業の

重要性や経緯、試験的事業であって直接貸付を行うことや閣議了解を行なうこ

と、伯側も特別の措置を講じていること等から、特別措置として貸付比率を７

５：２５、止むを得ない場合でも８０：２０とすることとされた。 
 その結果、日本側は事業資金の負担について、日本の開発投融資資金の融資

の事情や民間の協力を確保する必要性から協調融資が必要であるとし、融資比

率を７５：２５とした場合平均金利は４％を若干上回ることとなるとした。伯

側はこの提案に対し、この金利では特別勘定、農業開発会社の経営が苦しくな

るとし、農業制度金融は伯政府の補助があり、これは日本側資金も享受できる

こと、伯政府の保証は優遇された融資条件のものについて行われること等を挙

げ、難色を示した。協議の結果、最終的には融資比率を民間銀行の協力を条件

に８０：２０とし、その際の平均金利は３％台となることで合意するとともに、
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伯側は国庫保証を一体的に行なうことを約した。 
 残された最も重要な問題として、日本側は特別勘定により、日本側資金にか

かる為替差損を含むリスクの農業開発会社による負担を回避し、ミナス・ジェ

ライス州開発銀行（ＢＤＭＧ）が為替を含め責任を持って農業開発会社の日本

からの借入金の毎年の返済を可能にすることについての保証を強く要請した。

これに対し伯側はミナス・ジェライス州開発銀行（ＢＤＭＧ）総裁も了承した

としながらも更に確認することにしたいとした。これにより、フィージビリテ

ィー調査は為替差損の問題を残し全て終了した。 
 
２、ガイゼル大統領の訪日と合意議事録の署名   
（１）大統領の訪日準備と閣議了解    
 大統領訪日の際には、協力事業協議の進捗に言及した共同発表、協力事業の

具体的枠組みについての合意議事録の署名並びに両国事業者間での合意文書の

署名が行なわれることとなった。Ｆ/Ｓ調査で残された日本側資金に関し起こり

得べき為替差損の防止は、外交ルートを通ずる合意議事録作成の過程で解決す

ることとした。 
 合意議事録の作成は９月初め提出された日本側案を基礎に伯側が対案を作成

し進められた。伯側対案は日本側案の構成を踏襲し、民間の参加や融資条件を

削除する等修正を加えた。また為替差損問題については、本来農業開発会社が

負うべき返済についてＢＤＭＧが差損の全面的責任を負わなければならない理

由はどこにもない。しかし、この事業の特殊性に鑑みＢＤＭＧは銀行として可

能な範囲内で出来る限り資金操作を行い、万一生ずるかもしれない為替差損を

その範囲内でカバーすることを約束することとしたものである。ＢＤＭＧ総裁

から約束を取り付けたというのもそのような意味においてであって、毎年の円

払いについて無条件にこれを保証することではない。ＢＤＭＧが政府に代わっ

て保証するのであれば伯政府保証は不要になる。特別勘定における資金の運用

も農業開発会社の指揮、監督の下に行なわれるものであり、農業開発会社にも

当然責任がある。従って合意議事録では、共同責任の形をとりたいとした。大

統領訪日後の最終会議において伯側は，この共同責任については、ＢＤＭＧに

よる特別勘定の運用が不充分な場合にはＢＤＭＧが差損を負担することを口頭

で了解した。日本側としては伯側にこれ以上の約束を求めることは困難と判断

し、伯側の見解を了承した。 
 また、両国の事業者間での合意文書については、伯側は会社の設立、運営に

実力と能力のあるブラジル投資公社（ＩＢＲＡＳＡ）を当事者としたいとした。

日本側では国際協力事業団が当事者となることについては種々問題があり、ま

た時間的にも余裕がなかったことから、合意議事録に何らかの書き込みを行な
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うことで合意した。 
 なお、ブラジルでは７５年の大霜害の影響もあって、７６年のフェジョンの

減産を初め食糧生産の不振から食糧増産が緊急に必要になった。このためセラ

ード農業開発協力を担当するパウリネリ農務大臣は夏作物の植付け時期である

ことから、大統領に随行するのを取り止め、国内に止まって食糧生産の指導に

当たることとなった。同大臣は倉石前農林大臣及び安倍農林大臣に書翰を送り、

かねてから協力事業の実施を正式に決定する場に同席することが念願であった

が、出来なくなった事情を説明し、これまでの協力に感謝するとともに、今後

とも事業の成功のため出来る限りの努力を払う旨述べ、大統領府のベローゾ大

臣が代理を勤めてくれるとして了解を求めた。 
 以上によりＦ/Ｓ調査において残された問題は一応すべて解決し、試験的事業

の具体的枠組みにつき両国は最終的に合意した。 
 この事業の実施に関する政府関係者の承認も協力事業の政府間協議の過程で

得られ、国際協力事業団の資金的支援も民間の協力を条件に本決まりとなった。

民間関係者については、９月８日の企画委員会において政府間協議の経過を説

明し、了解を求め、投資会社の設立を要請した。その結果、為替差損の防止に

ついて伯政府の支援が得られなかったことの不満は残るものの、出来る限りの

協力の意向が表明され、合意議事録署名後、具体的に協議することとなった。

また、９月２日には協調融資銀行への説明会が開催され、協力要請を行なった。 
 このような試験的事業の具体的枠組みの合意を受けて７６年９月１７日、合

意議事録の署名に先立って、この事業の実施のため、政府関係機関から所要の

援助を行う旨の閣議了解が行なわれた。閣議了解においては、その理由として、

この事業はブラジルの経済発展及びブラジルと日本との両国間の経済交流を促

進し、両国の友好関係の増進に寄与するとともに、わが国食糧資源の長期的確

保体制の確立に資することが多大であると認められる旨明記された。これによ

って、この事業は、わが国としては国家的事業として位置付けられ、推進され

ることとなった。 
 
（２）ガイゼル大統領の訪日と合意議事録の署名   
 ガイゼル大統領は９月１５日、現職大統領としては初めてわが国を訪問した。

大統領は三木総理（当時）と２回の会談を行い、会談後両国政府は共同コミュ

ニケを発表し、両国が経済、貿易及び工業技術の問題で見解の一致をみたこと

を評価し、このことが２１世紀に至る日伯間の協力を飛躍的に発展させる上で

大きく貢献するであろうとの認識で一致したことを明らかにした。また、セラ

ード農業開発協力計画については、両国官民の協調のもとに、計画の検討が着

実に進展しており、この度両国政府代表が試験的事業に関する具体的枠組みに
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ついて共通の立場に到達したことに満足を持って留意し、両国に近く設立され

る投資会社を通じて農業開発会社が設立されることが期待されるとした。共同

コミュニケでは、また、協議のまとまったアマゾンアルミ精練事業、ツバロン

製鉄所建設計画などの推進が盛り込まれ、農業協力計画は日伯経済協力大型プ

ロジェクトとして推進されることとなった。 
 試験的事業の合意議事録は、外務省菊地経済協力局長とヴァレンティーノ農

務大臣補佐官との間で１７日署名した。合意議事録は、１９７４年の共同発表

の原則に基づき両国関係者の間で協議が続けられ、フィージビリティー調査に

よる事業実施の可能性の確認を経て、合意された試験的事業の基本的枠組みに

ついて、政府間で確認しておく必要のある諸点を両国代表団の共通の立場とし

て記録したものである。従って、それは両国を法的に拘束するものではなく、

事業実施のガイドラインとして、これに従って事業の進展を期待するものであ

る。 
 合意議事録は８項目からなり、第１項でセラード農業開発の意義を謳い、第

２項以下でその第１段階として行なわれる試験的事業について述べ、第２項で

は事業の規模、場所、主要作物、所要資金を、第３，４項では農業開発会社の

設立と機能を、第５，６項では事業資金の両国による供与と農業開発会社によ

る資金の融資の方法を、第７項では農業生産事業者について、第８項では両国

投資会社設立について述べたものである。その要旨は次のとおりであった。 
 先ず第１項のセラード農業開発協力計画の意義としては、協力計画はブラジ

ルにおける食糧増産及び地域開発の推進にとって重要であるとするとともに、

両国の共通の利益である世界の食糧供給の増大に有効に貢献することが期待さ

れ、また両国間の友好関係、経済協力関係を強固にする上でも重要であるとし、

平等互恵の事業としての重要性を強調している。 
 次に第２項においては、セラード農業開発協力事業は第１段階として、試験

的事業として行われるとし、試験的事業は規模５万ヘクタール、実施場所をミ

ナス・ジェライス州として、大豆、とうもろこし、ソルガム及び小麦を基幹作

物とし、コーヒー、ユーカリと合理的に組み合わせ栽培される。また、その資

金総額は１５５億７千５百万円、うち農業開発会社への出資金２８億７千５百

万円、日伯両国で分担される事業資金１０２億５千万円、農業生産事業者の自

己資金２４億５千万円である。なお両国関係者は、協力事業の段階的拡大を含

め、必要に応じて協議する。 
 第３項においては、農業開発会社はブラジルの国内法令に従い、両国の投資

会社の間で設立される合弁事業とし、資本金は２８億７千５百万円相当のクル

ゼイロとし、株式の５１％及び４９％をそれぞれ両国の投資会社が保存する。

また出資は双方で同時に行い、優先株についてもブラジル国内法令に従い設け
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ることが出来る。 
 第４項は農業開発会社の機能について述べ、会社はセラード農業開発協力計

画の全体について、農業生産活動及び関連活動の支援、促進を目的とした事業

の企画、調整を行い、特に試験的事業においては次の主要業務を行なう。 
１）事業に関連する活動の調査、企画及び調整 
２）事業に必要な研究活動及び展示農場を設置すること 
３）事業に参加する入植農家及び栽植企業に対してミナス・ジェライス州開 
発銀行を通じて次の融資を行うこと   

（ⅰ）入植農家の土地取得融資 
（ⅱ）農業制度金融から融資を受けるまでの短期つなぎ融資 
（ⅲ）農業制度金融の貸付限度額を超えるかさ上げ融資及び対象外の補足融 
  資 

（ⅳ）基幹的インフラストラクチャー以外の農業生産事業者の共通利用に供

されるインフラストラクチャー融資 
（ⅴ）その他 
４）上記の融資を行うための基準及び条件を設定し、融資の供与につき監督 
を行うこと 

５）栽植企業の株式を取得すること。その額は資本金総額の３分の１以内 
６）農業制度金融からの融資を受けるに際し、必要な担保提供のための保証。

そのための基金を設けること 
７）入植農家への必要な分譲のための土地の取得 
８）農業開発会社の健全な資産構成を維持するための展示農場の用地３千ヘ

クタールを含む１万ヘクタールの土地を保有すること 
９）入植農家及び栽植企業の申請する事業に対する融資承認に先立つ事業の

準備の援助及び審査を行うこと 
 第５項は農業開発会社の事業資金の両国からの供与について述べ、事業資金

は日伯双方の投資会社からの投資と、日本側からの５１億２千５百万円の直接

融資及び伯側からの同額相当のクルゼイロの融資によって賄われる。 
 このためブラジル連邦政府は、農業金融のための全資金から上記の資金を留

保し、試験的事業のため特定する措置をとる。また日本側供与資金に係る元金

の返済、利息の支払はブラジル国内法令の手続きに従い伯政府により保証され

る。 
 第６項の農業開発会社の融資の方式は次のとおり。先ず、日本側からの農業

開発会社への直接融資は、ミナス・ジェライス州開発銀行に積み立てられ、同

銀行が農業開発会社に代わって資金運用に当たる。農業開発会社は日本からの

直接融資を受けるに先立って、ミナス・ジェライス州開発銀行が事業に対し融
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資する際の基準及び条件を含む特別勘定の設置と運用に係る取り極めを同銀行

との間で締結し、同銀行の資金の運用はこれによって行なわれる。また起こり

得べき為替差損の防止については、ミナス・ジェライス州開発銀行と農業開発

会社が共同責任を負い、日本側との間の貸付契約に定められる期日、金額及び

条件に従い、日本円による返済を共同して確保する。 
 一方伯政府により供与される資金はミナス・ジェライス州開発銀行を通じて

融資され、それは既存の農業制度金融の条件及び上記の農業開発会社とミナ

ス・ジェライス州開発銀行との間の取り極めに規定される原則に従い、日本側

資金に見合うように継続的に使用される。 
 第７項の農業生産事業者については、実際の農業生産活動は、入植農家及び

栽植企業によって行なわれ、試験的事業においては、２つの栽植企業が２万ヘ

クタールを保有し、同じく２万ヘクタールが４０戸の入植農家に配分され、残

りの１万ヘクタールが農業開発会社によって保存される。入植農家及び栽植企

業は試験的事業の目的達成のため農業開発会社の指導のもとに生産活動に従事

することが望まれる。 
 第８項は、伯側の提案を受けて、出来る限り早く農業開発会社を設立するた

めの最終的準備を行なうことを目的に双方から３名計６名の作業グループを設

ける。 
 以上のように、試験的事業の具体的枠組みについて記録された諸点は、全て

これまでの協議やフィージビリティー調査の結果合意されたものであったが、

特に重視すべき点は、協力事業を両国投資会社による合弁事業として明確に規

定するとともに、農業開発会社を協力計画全体の企画、調整の機能を持つもの

とし、特に試験的事業の段階における機能を詳細に述べ、調整機関としての公

的機能の発揮に大きな期待を寄せた点であった。また両国より供与される農業

開発会社の融資資金について、伯側資金は農業制度金融による資金をミナス・

ジェライス州開発銀行を通じて農業生産者に融資するのに対し、日本側資金は

同銀行に設けられる特別勘定を通じて運用し、起こり得べき為替差損について

一義的には、その運用によって防止に努めるものの、最終的には、運用が十分

でなかった場合には、同銀行が差損を負担するとの口頭了解はあったにせよ、

農業開発会社と同銀行が共同責任を負い、日本円による返済を共同して確保す

ることを明確に記録したことも留意されるべき点であった。 
 反面、合意議事録では、農業開発会社の運営財源については、フィージビリ

ティー調査の過程で協議したにも拘わらず、何ら触れられなかったことも留意

されるべき点であった。 
 
（３）両国における投資会社設立の準備 

 18 



 合意議事録の署名により、農業開発会社の設立が基本的に合意されたのを受

けて、両国では農業開発会社設立のため投資会社の設立の準備に入ることとな

った。日本側では設立の前提として最も重要な農業開発会社の収益性について

は、フィージビリティー調査によるモデル的試算により一応確認を終わったも

のとし、残る幾つかの前提問題について関係者の間で調整を図った。 
 そのうち株主金融については、政府は７６年度予算編成の段階では、経済協

力基金によって行なうことを予定していたが、その後閣議了解の際には政府関

係機関からの援助に関連して、経済協力基金及び国際協力事業団からの株主金

融は行なわないこととした。しかし民間側は株主金融は投資会社への出資のた

め当然行われるべきものとし、出資の条件としたため、政府側ではその対応策

として止む無く日本輸出入銀行によりこれを行うこととした。言うまでもなく、

日本輸出入銀行の融資は経済協力基金等よりハードなため、融資条件を巡る関

係者の間の調整にはかなりの時間を要したが、７６年１２月中旬に至り、かな

り条件の緩和が図られることとなり、出資証券及び銀行保証を条件に、融資率

６０％、年利率６．７５％、償還期限５年据え置き１５年とする方向で決着し

た。 
 次の問題は、民間出資額の経団連傘下企業と農業団体との振り分けであった。

これについては当初、前者の９０％、後者の１０％を目途に調整を図ることと

したが、経団連側が納得せず、両者ともこの事業に多くの直接的メリットを期

待できないこともあって、調整は容易でなかった。しかし７７年２月中旬に至

り両者が妥協し、経団連側５億５千万円、農業団体側１億５千万円で決着した。 
 投資会社の役員人事については、種々の案があったが、経団連はこの事業が

政府主導のナショナルプロジェクトであることから、社長には国際協力事業団

の副総裁が就任すべきであることを主張し、関係者の間で協議の結果、会長に

経団連関係者、社長に国際協力事業団副総裁、副社長に農業団体関係者、専務

取締役に国際協力事業団関係者の就任が内定した。 
 農業開発会社に対する直接融資に係る協調融資については、民間銀行団は閣

議了解に先立って基本的に了解し、その後幹事銀行を中心に銀行団としての融

資条件等のとりまとめを行い、７６年１１月にはこれを国際協力事業団に提示

するなど、協議を進めた。 
 以上のほか残された最大の問題は、日本側資金に係る起こり得べき為替差損

の防止の問題であったが、民間側としては合意議事録における扱いに不安を持

ちつつも、口頭了解のとおり、最終的にはミナス・ジェライス州開発銀行が責

任を持つとの了解を前提に準備を進めることとした。 
 このように投資会社設立のための前提条件がほぼ固まってきたため、経団連

では７７年３月初め、４商社、長期信用銀行首脳が会合して８億５千万円の出
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資とそれについて運営委員会が中心的役割を果たすことを確認し、次いで３月

中旬，日伯農業開発協力促進に関する懇談会を開催した。この懇談会には日伯

農業開発協力委員会のメンバーを中心に４５社が出席し、政府、民間関係者か

ら事業の経緯、意義、内容等について説明を行なった。その結果、プロジェク

トの重要性に鑑み、民間として応分の協力は止むを得ないとの意見の一致をみ、

投資会社の設立準備を早急に進めることを決定した。 
 これに先立ち２月、企画委員会においても推進部会に関係者による作業グル

ープを設け、事業計画の検討、合弁協定、融資契約等の作成作業を開始した。

次いで４月には企画委員会を開催し、作業グループの報告のほか、伯側との投

資会社設立準備の打ち合わせ等のためミッションの派遣等準備の推進について

協議した。 
 一方、伯側においては、投資会社設立の準備体制を従来のミナス・ジェライ

ス州産業開発院を中心とした体制からブラジル投資公社（ＩＢＲＡＳＡ）を中

心とした体制に改め、連邦レベルで準備を進めることとした。７６年１０月に

は投資会社に参加する政府関係機関を一先ずブラジル銀行、リオ・ドーセ、ブ

ラジル投資公社、ミナス・ジェライス州開発銀行のレベルの高い４社とするこ

とを決定した。また民間企業については、ブラジル投資公社が中心となって金

融機関のほか、農業生産のみならず農産物の加工、輸出等の分野に経験があり、

財政的にも強い企業を数を制限して選定し、政府関係機関と合わせて将来の投

資会社の核とする方針を決定した。 
 このように伯側投資会社の設立の準備が連邦レベルで始められる一方、他方

ブラジルでは懸念されたインフレが昂進し、関係者の間では日本側資金にかか

る為替差損の問題が表面化し、これについての対応を巡って情勢は急速に変化

し、これに伴い投資会社設立の準備も遅れることとなった。これらの事情は項

を改めて詳述したい。 
 
３、為替差損問題と合意議事録の修正 
（１）伯側における為替差損問題の検討 
 前述したように投資会社設立の準備が進む中で、それと時を同じくしてブラ

ジルでは石油危機以降再燃したインフレが昂進し、累積債務問題も表面化する

ようになった。特にインフレは７６年には遂に４６％に達し、軍事政権発足直

後の６４％を除き最高となり、通貨切り下げもそれまでの１５％程度から３

６％に上った。このような情勢に対応して政府は成長政策を手直しし、財政、

金融の引き締めを図り、農業政策についても見直しを進めることとなり、化学

肥料の購入に対する４０％の補助を廃止し、無利息の融資に変え、また農業制

度金融についても融資枠の削減のほか金利の引き上げ（従来の最高１５％を２
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１％に改める）、金利体系の見直しを行なった。 
 投資会社設立の準備も、このような情勢の変化に伴って遅れるとともに、参

加企業の間では合意議事録における日本側資金にかかる為替差損の扱いが問題

となり、このままでは事業の実施は困難であり、政府の再検討を望む声が高ま

った。７７年３月に入り、農務省では、カケサンタ農務大臣主席補佐官がヴァ

レンティーノ補佐官に代わってこの事業の実質的責任者となり、またブラジル

中央銀行を含む政府及び投資会社出資予想企業等間では検討グループが結成さ

れ、フィージビリティー調査の結果の検討を始め、合意議事録の日本側資金に

かかる為替差損の扱い等について熱心に検討を続けた。その過程で為替差損に

ついては、農業開発会社及びミナス・ジェライス州開発銀行にはそれを吸収す

る能力がなく、このままでは農業開発会社が膨大な損害を蒙るか、あるいはこ

の負担を参加する農業生産者に転嫁するのか、いずれかの結果を招くことにな

り、事業の実施は不可能になる。事業を成功させるためには、それを確固とし

た基礎の上に置く必要があり、政府による恩典が与えられるべきであるという

ことになった。その結果シモンセン企画大臣始め関係閣僚の間で協議が行なわ

れ、事業を実施可能なものとするため、政府が為替差損を負担する方針を決定

し、その具体的方策をブラジル中央銀行を中心として取りまとめることとし，

有力な投資会社参加メンバーの突き上げがあったといわれたが、その背景には

基本的には経済情勢の悪化、特にインフレの抑制のため農業開発の必要性が一

層高まり、将来拡大が予想される。この事業の重要性が再認識され、また将来

起こり得べき国際金融市場の縮小と金利の上昇に備えて、金利の安い政府資金

の導入を確保しておく必要があったと考えられる。 
 ブラジル中央銀行では、合意議事録の精神を損なうことなく、日本側資金の

コストを引き下げ、農業生産者に制度金融と同様の条件で資金の供給を可能と

するため、必要な外来のリスク（為替差損）を政府が吸収する方策として、必

要なメカニズムを発見することを課題として、あらゆる方式の検討を行った。

その結果、合意議事録のままで為替差損を事業の枠内で吸収することはブラジ

ルの金融制度上不可能であり、吸収のためには差損を事業の枠外に移転させ、

処理する以外には方法はなく、そのための技術的に可能なメカニズムの案を４

月末に取りまとめた。 
 丁度その時期に投資会社設立の準備の打ち合わせのため、関係者がミッショ

ンとして訪伯し、伯側はこのミッションに対し、為替差損の防止問題について

の伯側の検討状況を説明するとともに、検討中のメカニズム案を示し、日本側

の検討と了解を求めた。その要点は次のとおりであった。 
 為替差損を合意議事録のままで事業の枠内で政府が負担することはブラジル

の金融制度上不可能である。外資導入は１９６２年の法律第４１３１号及び１
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９６７年の中央銀行決議第６３号によって規制されるが、為替差損はいかなる

場合でも最終借入者の負担とされており、１９７７年の中央銀行決裁第４３２

号の外資預託においても借り受け者の為替リスク負担は免除されていない。そ

れでもなお行うとなれば、大蔵大臣の承認の特別措置が必要となる。しかし、

このような措置はおそらく不可能であろうし、出来るとしても時間がかかり、

また政権が交代すると破棄される恐れもある。 
 従って政府が為替差損を吸収して合意議事録を実施可能なものとするために

は、事業の枠外で差損の吸収の出来る外部機関、つまりブラジル中央銀行が日

本側資金を借り受け、農業開発会社の融資事業を独立の特別プログラムとし、

その基準に従って伯側資金と合わせて農業開発会社の調整する事業に供給する

ようにすること以外に方法はない。そのためには、国際協力事業団と農業開発

会社との契約にブラジル中央銀行が介入する必要がある。そのメカニズムとし

て、初めはこれら三者の必要とする条件を全て列記した三者契約を検討したが、

この方式は実施困難で前例もないことから、次の互いに密接に関連する二つの

契約を結ぶ方式をとることとした。 
 その一つは国際協力事業団とブラジル中央銀行との間の融資契約で、その中

で後者は前者から借り受けた資金を農業開発会社の指導、監督の下で、ミナス・

ジェライス州開発銀行が行う融資に限定して使用することを盛り込む。他の一

つは、国際協力事業団と農業開発会社との間のプロジェクト契約で、その中に

農業生産者への融資代行機関を通ずる融資を含むプロジェクト運営の詳細を盛

り込み、農業開発会社の責任を明確にする。このようにして、この契約はリン

クされ、国際協力事業団は形式的にブラジル中央銀行に資金を貸し付けるが、

実質的には農業開発会社への直貸しと何ら変わるところはない。このような方

式は第二世銀とブラジル中央銀行及び入植会社との間で行なっていたＢＩＲＤ

４３８の前例もある。われわれは事業を成功させるため、この二ヶ月間真剣に

検討してきた。この方式が問題を解決するための切り札である。 
このように伯側では、農務省を始め連邦政府、投資会社参加予定者が熱心に

検討を行い、特に、新にブラジル中央銀行が参加して組織的検討を始めたこと

は従来みられないことであった。農業開発会社を単純な民間企業とし、為替差

損の政府負担は出来ないとし、特別プログラムを組む努力もしなかった従来の

態度に対し、この事業の最大の難問題を根底から解決しようとするもので、政

府がこの事業の推進に本格的に取り組み始めたことを示すものであった。事態

の進展は目を見張るものがあリ、日本側にとっては従来の経緯から直ちに受け

入れることは出来ないにせよ、ミッションは伯側の努力に敬意を表せざるを得

なかった。 
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（２）為替差損問題に関する両国間の協議 
 ミッションは帰国後伯側の情勢を企画委員会及び経団連運営委員会に報告し

た。かねて政府は合意議事録における為替差損の扱いについて改めて具体的に

検討することとしていたが、ミッションの報告を参考に本格的検討を始めた。

また民間側はこの問題の解決まで投資会社への出資を留保した。 
 ５月、カケサンタ農務大臣主席補佐官一行が国際協力事業団の高級研修員と

して来日し、先の日本側ミッションに説明したものとほぼ同様の為替差損防止

のためのメカニズムを文書により説明し、日本側の理解を求めた。日本側とし

ては伯側の努力は評価するものの、日本側の従来からの経緯等から一先ず合意

議事録の農業開発会社への直貸方式による為替差損の伯政府による負担につい

て再度検討を要請した。 
 その後、日本側では伯側新提案に関する事項についての合意議事録作成時の

それと異なる点や、メカニズムの具体的、詳細な内容等について伯側の説明を

求めるとともに、対応策の検討を進めた。伯側は日本側からの伯側案の再検討

の要請に応え、覚書（Ｎｏｔａ）をもって改めて国際協力事業団から農業開発

会社への直貸方式の下での為替差損の負担は不可能であると、日本側意向を幾

分反映させた伯側提案の修正を行い、詳細な説明を付して、これを正式提案と

して提出してきた。 
 この覚書においては、前に提案した国際協力事業団と農業開発会社との間の

プロジェクト契約を格上げして議定書とし、これにこの事業の目的と性格や指

導原理を謳い、それのいわばサブ契約として新に国際協力事業団とブラジル中

央銀行との間にプロジェクト契約を設け、国際協力事業団とブラジル中央銀行

との間の融資契約と合わせて二契約方式に改めた。このうち第２のプロジェク

ト契約は農業開発会社を補助的事業者とする等修正の余地があるとした。 
 日本側では、検討の結果、農業開発会社への直接貸し付けの方式での差損の

政府負担が不可能であれば、基本的には伯側提案により解決するの他ないとの

判断から、伯側の提案は合意議事録の農業開発会社への直貸方式を実態的に変

えるものではないとして政府関係者の間の調整を図った。その結果、伯提案の

方式は合意議事録の方式を実態的に変えるものではなく、直接借款に該当しな

いものとされ、伯提案の方式を特別措置として認めることとなった。 
 この決定を受けて、８月、国際協力事業団から交渉団が派遣され、合意議事

録の修正について伯側と協議した。この協議において、日本側は、農業開発会

社の主体性を重視する立場から、プロジェクト契約の伯当事者を農業開発会社

とするか、又はブラジル中央銀行を加えた三者契約とし、議定書を拘束力のよ

り強い基本協定とすること等を主張した。その結果、日本側の意向に沿い、プ

ロジェクト契約を三者契約とし、議定書を基本協定とすることで合意した。ま
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た修正の方式としては合意議事録をそのまま残し、新に修正についての合意議

事録を作成することとした。 
 
（３）パウリネリ伯農務大臣の訪日と合意議事録の修正 
 ７７年１０月初めパウリネリ農務大臣が来日した。同大臣はこの事業の伯側

の生みの親として当初からその実現に努力を傾け、かねてから訪日を希望し、

ガイゼル大統領訪日の際も随員として来日を予定していたが、国内農業事情の

ため見送っていた。漸くにして念願を果たし、滞日中に修正の合意議事録の署

名も行なわれ、事業が実施に向けて大きく前進したことを喜んだ。合意議事録

の署名は１０月５日、外務省菊地経済協力局長とリシオ農務大臣補佐官との間

で行なわれた。 
 この合意議事録により７６年の合意議事録を修正した点は、上述の合意に沿

い、７６年の合意議事録において農業開発会社が日本側から事業資金の供与を

受け、ミナス・ジェライス州開発銀行を通じて農業生産者に融資するとしたの

を改め、ブラジル中央銀行が日本側から資金の供与を受け、独立のプログラム

に従って、農業生産者に融資する方式とする次の４点であった。 
 第１点は、第４項の農業開発会社の融資業務の内容を全面的に改め、農業開

発会社は特別プログラムの作成に参画し、ミナス・ジェライス州開発銀行に対

し、特別プログラムの下に農業生産者に供与される融資について、技術的観点

及び農業開発会社とミナス・ジェライス州開発銀行との間で共同で作成した手

続き規定に従って、書面による指示を行なうこととし、その際融資対象は変更

を加えず、特別プログラムに規定することとした。なお、これに伴い農業開発

会社がミナス・ジェライス州開発銀行を通じて行なう融資についての基準及び

条件の設定、融資の供与についての監督業務は削除した。 
 第２点は、第５項の農業開発会社の事業資金として両国からの供与について

述べた項を削除し、試験的事業に供される資金として必要な資金は、日伯双方

の投資会社からの投資、日本側からブラジル中央銀行に貸し付けられる５１億

２千５百万円の融資及びブラジル政府が特別プログラムに支出する同額の融資

資金によって賄われ、ブラジル連邦政府は起こり得べき為替差損を防止する責

任を有し、また、日本側とブラジル中央銀行との間の貸付契約に従って、元本

返済及び金利支払を保証するとし、政府による為替差損防止の責任を明確にし

た。 
 第３点は、第６項の農業開発会社による融資資金の融資の方式を全面的に改

め、両国より供与される融資資金は特別プログラムの基金とされ、特別プログ

ラムの規定に定められた基準及び条件に従い、かつ中銀の承認と農業開発会社

の指示を条件としてミナス・ジェライス州開発銀行を通じて農業生産者に融資
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されるとした。 
 第４点は、このような合意議事録の内容の修正に伴い、日本側と農業開発会

社との間の基本協定の締結、農業開発会社の協力のもとに行なうブラジル中央

銀行による特別プログラムの作成、日本側、農業開発会社及びブラジル中央銀

行の三者によるプロジェクト契約の締結、並びに日本側とブラジル中央銀行と

の間の貸付契約の措置をとることとした。 
 このような合意議事録の修正によって、７６年の合意議事録における日本側

が農業開発会社に事業資金の直接貸付を行い、貸付を受けた農業開発会社がミ

ナス・ジェライス州開発銀行を通じて農業生産者に融資を行う方式は、日本側

がブラジル中央銀行に貸付を行い、ブラジル中央銀行が特別プログラムの規定

に従って融資を行う方式に改められ、少なくとも形式的には、日本側からの資

金の貸付先が農業開発会社からブラジル中央銀行に変り、農業開発会社は農業

生産者に対する融資機能を持たなくなった。しかし、この方式において、日本

側とブラジル中央銀行との間の貸付契約には資金の使途を試験的事業に限定す

る措置がとられるとともに、国際協力事業団はブラジル中央銀行との間のプロ

ジェクト契約の当事者となり、また国際協力事業団は農業開発会社との間で基

本協定及びプロジェクト契約を締結し、農業開発会社は特別プログラムに参画

するほか、融資代行機関のミナス・ジェライス州開発銀行が農業開発会社と共

同で作成した融資手続きに従って行なう融資に対して書面による指示を行い、

融資の承認に先立つ農業生産者の申請する事業の準備の援助及び審査業務と相

俟って、実質的には、日本側から農業開発会社への直接貸し付け方式は残り、

農業開発会社の主体性は確保されることとなった。また、ブラジル中央銀行と

農業開発会社との間でのプロジェクト契約の締結により、プロジェクト契約は

三者契約となり、国際協力事業団及びブラジル政府資金の供与は三者によるプ

ロジェクト契約に規定する責任分担に従った協力により、プロジェクトローン

としての事業の順調な運営が確保されることとなった。 
 何れにせよ合意議事録の修正によってこの事業は特別プログラムによるブラ

ジルの国家的事業とされ、日本側の閣議了解の措置と相俟って名実ともに両国

の国家的事業として推進されることとなった。それに伴って農業開発会社は両

国政府の支援の下に、日本側資金に係る為替差損のリスクを負うことなく、ま

た投資に係るリスクヘッジについても１万ヘクタールの土地を保有することに

より必要経費を賄うことが出来るとすれば、健全な経営の維持も可能と見通さ

れることになった。 
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第３節 会社の設立  
１、日伯農業開発協力株式会社の設立   
（１）投資会社設立準備の再開    
 為替差損問題が解決したため、両国は投資会社の設立準備を再開し、本格的

な準備作業を始めた。伯側は７７年、年内に農業開発会社を設立することを目

標に、ブラジル投資公社が中心となり、参加企業等の調整等を始めた。これを

受けて日本側は具体的な準備作業に入り、民間においては９月、古藤経団連専

務理事が農林省今村経済局長と会談し、この事業は経緯に見られるとおり、政

府主導の事業であり、民間はこれに協力する立場にあり、民間の責任は出資金

を限度とし、コストオーバーラン等があっても追加出資、融資には応じない、

融資保証は行わない、更に５万ヘクタールの試験的事業以後の問題は話し合い

によって解決を図ると理解しており、このような理解の下に準備を進めること

を確認した。 
 次いで経団連では、パウリネリ農務大臣の来日に先立ち、７７年９月末日伯

農業開発問題の具体的な推進に関する説明会を開催、政府関係者からこの問題

についての伯側を含めた情勢の説明を行い、日伯農業開発協力委員会のメンバ

ー会社との間で意見交換を行い、その結果、出資金８億５千万円に限って責任

を負担することを重ねて確認するとともに、伯側の進捗状況に合わせて投資会

社、農業開発会社の設立準備を具体的に進めることに合意した。これに基づき

経団連では、１０月末運営委員会各社へ、次いで１１月には商社への出資要請

会を開催し、出資の要請を行なった。また、１１月下旬には２月の関係者の協

議により内定した投資会社の重役予定者による第１回の重役懇談会が開催され、

協力事業の進め方や投資会社設立準備委員会の設置等について話し合いが行な

われた。 
 一方、企画委員会においては、４月以来中断していた国際協力事業団、民間

企業、農業団体関係者による作業グループによる準備作業を再開し、１２月初

めには同委員会の発議により、投資会社設立等に関する基本方針を協議するこ

とを目的として投資会社設立準備委員会が設立され、国際協力事業団に事務局

を設け、作業グループメンバーを事務局員として位置付けることとした。第１

回設立準備委員会においては，投資会社及び農業開発会社の組織と運営につい

ての考え方や作業グループの作業等について協議を行なった。この委員会にお

いて、投資会社の目的を第１段階試験的事業の推進に限定すべきであるとの意

見が出され、定款案にその旨記載することとした。 
 作業グループメンバーは、投資会社設立準備関係、農業開発会社設立準備関

係及び融資関係の三班に分かれ、それぞれ投資会社事業計画、定款、農業開発

会社事業計画，合弁基本協定、定款、株主間協定及び融資関係の基本協定、プ
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ロジェクト契約、貸付契約の検討等準備作業を進めた。 
 ７８年１月に入り、第２回設立準備委員会が開催され、投資会社発起人会の

開催等について協議を行い、２月には第２回重役懇談会において、発起人、商

号、本店所在地、設立日程及び株式引き受け状況等の協議を行なった。なお、

民間側では投資会社の設立に当たって、民間側の責任の範囲を明確にした文書

（株主間協定）の作成を申し入れていたが、この懇談においてこれを発起人議

事録にその旨記載することにより、文書の作成に代えることとした。また同月

には、第３回重役懇談会が開催され、投資会社の役員、農業開発会社の役職員

について協議を行なった。 
 ２月２０日発起人会が開催され、設立契約書及び定款を承認、決定するとと

もに、発起人の引き受け株式数及び募集株主の引き受け予定株式数を承認し、

その他発起人総代の選任、設立日程の承認等を行なった。発起人会に引き続き

定款の認証、有価証券通知書の提出、発起人及び募集株主への株式申込書の発

送の手続きをとった。会社設立の際発行する株式総数４００万株（１株金額５

００円）は、国際協力事業団によって２００万株が引き受けられ、残りの２０

０万株が次の４８名の民間企業、農業団体、メーカー、銀行等によって引き受

けられ、３月下旬払込を完了した。 
 株式会社組合貿易 
 三菱商事株式会社 
 三井物産株式会社 
 伊藤忠商事株式会社 
 丸紅株式会社 
 住友商事株式会社 
 日商岩井株式会社 
 株式会社日本長期信用銀行 
 新日本製鐵株式会社 
 クミアイ化学工業株式会社 
 株式会社日本興業銀行 
 株式会社第一勧業銀行 
 株式会社東京銀行 
 株式会社富士銀行 
 東京芝浦電気株式会社 
 石川島播磨重工業株式会社 
 野村證券株式会社 
 株式会社ヤクルト本社 
 株式会社青木建設 
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 土光敏夫 
 平井富三郎 
 水上達三 
  （以上発起人） 
 三菱重工株式会社 
 日本鋼管株式会社 
 住友金属工業株式会社 
 川崎製鐵株式会社 
 株式会社トーメン 
 兼松江商株式会社 
 日綿実業株式会社 
 株式会社東食 
 株式会社三菱銀行 
 株式会社住友銀行 
 株式会社三井銀行 
 株式会社三和銀行 
 株式会社東海銀行 
 株式会社大和銀行 
 株式会社協和銀行 
 株式会社埼玉銀行 
 株式会社太陽神戸銀行 
 株式会社日本債権信用銀行 
 安田信託銀行株式会社 
 三菱化成工業株式会社 
 鹿島建設株式会社 
 株式会社小松製作所 
 宇部興産株式会社 
 日清製粉株式会社 
 王子製紙株式会社 
 三井アルミニューム工業株式会社 
  （以上募集株主） 
 
（２）日伯農業開発協力株式会社の設立 
 以上のような準備を経て、３月２７日経団連会館において日伯農業開発協力

株式会社設立総会が開催され、定款の承認、取締役及び監査役の選任などが行

なわれた。議案は全て意義なく可決され、総会の終了とともに日伯農業開発協
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力株式会社は設立され、４月８日登記を完了した。 
 設立総会で承認された定款の要旨は次のとおりであった。 
 日伯農業開発協力株式会社（ＪＡＰＡＮ－ＢＲＡＺＩＬ Ａｇｒｉｃｕｌｔ

ｕｒａｌ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ－ＪＡＤＥＣ

Ｏ）は、次の事業を営むことを目的とする。 
１）ブラジル連邦共和国セラード地帯の農業開発に関する日伯協力計画の第

１段階の試験的事業を推進するための現地法人に対する出資 
２）第１号の現地法人の経営への参画 
３）第１号の現地法人に対する要員の派遣 
４）第１号の現地法人が必要とする機械、種苗、農薬、肥料その他農業用資

材の斡旋 
５）ブラジル連邦共和国セラード地帯における農業開発の推進に関する調査、

計画の作成及び調整 
６）その他前各号に規定する目的達成に必要な事項 

  会社は本店を東京都新宿区に置く。 
   会社の発行する株式は４，０００，０００株、１株の金額は５００円と

する。株式は全て記名式とする。株式を譲渡するには取締役会の承認を要

する。 
   定時株主総会は毎年３月に開催し、臨時株主総会は必要がある場合に開

催し、取締役会の決議に基づき社長が招集し、かつ議長となる。総会の決

議は法令等に別段の定めがある場合を除き、出席株主の議決権の過半数を

もって行なう。 
   会社には取締役４名以上、監査役２名以上を置く。取締役及び監査役は

発行済み株式総数の３分の１以上に当たる株式を有する株主が出席した総

会において、議決権の過半数をもって行なう。その任期は就任後２年内の

最後の決算期に関する定時総会終結の時までとする。 
   取締役会は、取締役をもって組織し、会社の業務の執行を決定する。取

締役会は、その決議をもって取締役の中から会長、社長、副社長及び専務

取締役各１名を定めるほか、必要に応じて常務取締役若干名を定めること

が出来る。代表取締役は取締役会の決議により定める。 
   会社に参与２名以上を置く。 
   会社の営業年度は毎年１月１日から１２月３１日までとする。 
 また設立総会において選任された取締役及び監査役は次のとおりであった。 
  水上達三 経団連通商委員長 
  久宗 高 国際協力事業団副総裁 
  落合幸文 全国農協中央会常務理事 
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  足利知巳 国際協力事業団技術参与 
  二村謙三 三菱商事副社長 
  川内武典 三井物産常務取締役 
  田付干男 伊藤忠商事取締役 
  春名和男 丸紅専務取締役 
  山下 秀 住友商事専務取締役 
  松村 豊 日商岩井専務取締役 
  飯村嘉治 新日本製鐵常務取締役 
  下川瀁一 石川島播磨重工業常務取締役 
 増田健次 野村総合理事会専務理事 

  久世宗一 ヤクルト本社常務取締役 
  古藤利久三 経団連専務理事 
  井田豊秋 全国農協連合会常務理事 
  木場秀雄 全国共済農協連合会常務理事 
  壇上正弘 組合貿易専務取締役 
  浅井湧文 クミアイ化学工業常務取締役 
  （以上取締役） 
  有松 晃 国際協力事業団理事 
  大山泰之 日本長期信用銀行常務取締役 
  日下孝之 農林中央金庫理事 
  （以上監査役） 
 引き続き第１回取締役会において、次の代表取締役及び役付取締役が選任さ

れた。 
  代表取締役 久宗 高 
  同     足利知巳 
  会長    水上達三 
  社長    久宗 高 
  副社長   落合幸文 
  専務取締役 足利知巳 
 なお、発起人土光敏夫、平井富三郎及び水上達三氏は所有株式をそれぞれ出

身会社に譲渡、王子製紙株式会社は所有株式の一部を本州製紙及び十条製紙に

譲渡、三井アルミニューム工業株式会社も所有株の一部を日本軽金属株式会社

に譲渡し、第２回取締役会で承認された。このように株主に変動はあったが、

その総数は会社設立時と同様４９名であった。 
 
（３）会社の運営 

 5 



 会社は日本側投資会社として、定款に従い農業開発会社に出資するとともに、

会社の参与２名を農業開発会社の取締役として派遣し、経営に参画し、要員を

派遣するほか、現地に法律代理人を置き、また、農業開発会社に常時情報、資

料の提供を求め、必要に応じて調査を行い、農業開発会社の経営を指導、支援

して、協力事業の効果的推進を図ることとした。 
 また、会社は政府、民間それぞれ半額出資による公私合同企業として、参加

する多数の株主や関係者に対して協力事業についての理解と協力を確保すると

ともに、経営能率を高め健全な経営の維持を図ることとした。会社は大会社と

され、監査特別法の適用を受け、会計監査人の設置が義務付けられた。定時総

会前には会計監査人及び監査役に計算書類の提出が必要で、第３回の取締役会

の開催が必要となり、これを含めて取締役会を少なくとも年５回開催すること

とした。また会社は、第１回取締役会において、協力計画や会社の経営に関す

る重要事項の検討を行うため取締役会のメンバー会社の部課長をもって協力計

画推進懇談会の設置が決められ、会社設立前の企画委員会の作業部会の、いわ

ば延長として、必要に応じて政府関係者の出席を求め、専務取締役が主導して

開催することとした。 
 会社の組織は総務部と業務部を置き、職員は現地に派遣する参与２名を含め、

少人数とした。会社の財務は、資本金２０億円のうち農業開発会社への出資金、

創業費の支出を行なった後、残額を留保し、これを効率的に運用し、必要な経

費を賄うこととした。 
 
２、制度的枠組みの合意 
（１）合弁基本協定、融資関連契約等の協議 
 前述のように、日本側では投資会社設立準備と並行して、農業開発会社の設

立準備のため、投資会社設立準備委員会事務局の作業グループにより必要な協

定等、制度的枠組みを中心とした作業を行い、その結果をもとに伯側と協議を

行なった。１９７７年１２月中、下旬には作業グループメンバーにより、３班

より成る協議ミッションが派遣され、Ａグループはベロホリゾンテにおいてミ

ナス・ジェライス州開発銀行等と農業生産事業者の事業計画、農業開発会社の

経営計画、特別プログラム、手続き規定について、Ｂグループはリオデジャネ

イロにおいてブラジル投資公社等と農業開発会社設立のための合弁基本協定、

定款、株主間協定について、Ｃグループはブラジリアにおいてブラジル中央銀

行等と融資関連契約の基本協定、プロジェクト契約、貸付契約、特別プログラ

ム、手続き規定についてそれぞれ日本側案を提示して協議を行なった。 
 農業開発会社の設立に関連するこれら諸協定等については、既にフィージビ

リティー調査の結果や合意議事録において基本的には合意されており、協議よ
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り更に相互の理解が深まったが、準備の具体化に伴って伯側関係機関の当事者

意識を背景に各機関独自の立場からの意見が出され、また、協力事業はブラジ

ルで行なわれ，農業開発会社もブラジルの法律に基づいて設立されるものとの

意識に基づく意見も出されるようになった。更に細かい計画や規定よりも弾力

的運用が重要であるとの意見もあった。 
 協議の結果、事業計画については双方大筋了解し、特別プログラム及び手続

き規定についてはブラジル中央銀行及びミナス・ジェライス州開発銀行が中心

的役割を担うものとして、更に検討を深め、また融資契約については日本から

の融資条件の提示を待って検討することとした。しかし、合弁基本協定、定款、

株主間協定は７６年１２月のブラジル株式会社法の改正もあって、会社の機関、

構成等を巡り意見の相違が大きく、伯側対案の提出を待って改めて協議するこ

ととした。 
 合弁基本協定等の作成に当たって日本側は、この事業は両国の共同事業とし

て、長い準備の期間を通じて協力、協調の精神の上に築き上げられたものであ

り、会社の運営における意思決定は、基本的には話し合いによるコンセンサス

を前提とすべきであると考えた。しかし他方、出資比率における伯側マジョリ

ティーによる多数決原理を無視することは不可能であり、従って、この伯側マ

ジョリティーとコンセンサスベースとの調和を図ることが重要であり、そのた

め必要な支配権や拒否権を可能にする条件を、この文書に盛り込むこととした。 
 この観点から、新株式会社法で公開会社に設置が義務付けられた経営審議会

については、これを設置する場合には、経営の政策事項から日常業務事項に至

るまで全て伯側のコントロールの下に置くことを可能にするものとなり、コン

センサスベースの考慮の余地がなくなり、また、これを設けることとしても、

日本側ではブラジル居住者の中で人材を確保することが困難であり、会社が非

公開会社でもあることもあり、これを設けないこととした。 
 会社の機関としては、株主総会、取締役会、監査役会のほかに新に取締役会

の諮問機関として諮問委員会を設けることとした。これにより会社運営に関す

る最重要事項は、これを株主総会の３分の２以上の議決事項とし、取締役を実

質的な会社運営の機関とし、日伯各２名の取締役によって構成する取締役会が

コンセンサスベースを基礎として業務の実施を決定し、可否同数の場合は社長

（伯側）に決定権を与えるが、重要事項は諮問委員会の意見を聴くこととした。

諮問委員会は日伯各３名の委員よりなり、取締役会の諮問事項のほか、株主総

会の３分の２以上の決議事項のうち、会社運営の基本事項や新規業務の実施等

重要事項を審議し、議事は原則としてコンセンサスベースとした。なお株式に

ついては、クラス分けを行い、両株主がそれぞれその指名する業務執行者を分

離投票することとし、業務執行者の選任と解任の自律性を確保することとした。
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監査役会は常置機関とせず、必要に応じて設けることとした。 
 このような日本側案に対して、伯側案は、諮問委員会を設け、会社の政策的、

業務的重要事項の決定権を与え、委員会は日伯各３名の委員より成り、可否同

数の場合は社長が決定権を持つとした。また取締役会は会社の業務執行機関と

し、取締役は日本側１名、伯側２名とし、株式のクラス分けを行なわず、伯側

の一方的マジョリティーに固執したものであった。７８年１月にはブラジル投

資会社のルソマーノ理事が国際協力事業団の高級研修員として来日し、意見交

換を行なったが、進展はなかった。 
 次いで日本側では、１２月の協議の結果により新たな対案を作成し、投資会

社の設立を目前に控えた７８年３月、調査団が派遣され、日本側対案により農

業開発会社の機関の構成、業務運営等につき伯側関係者と協議を行なった。こ

の協議においてルソマーノブラジル投資会社理事は、経営審議会を設置しない

こと、諮問委員会を設置すること、取締役会に大幅な権限を付与すること及び

株式のクラス分けを行うことについては同意するとし、これらの問題は解決し

た。しかし伯側のマジョリティーを確保する観点から取締役の人数は５名（日

本側２名、伯側社長を含め３名）とし、社長不在の場合を考慮して副社長を２

名（日本側、伯側各１名）としたいとした。 
 これに対し日本側は、取締役の人数は２：２であっても社長権限を強化する

ことによりイニシアティブは十分確保されるのではないかとし、伯側案の受け

入れは困難であると応酬し、話し合いはつかなかった。なお伯側は株主総会の

３分の２決議事項への追加についても難色を示した。農業開発会社の業務運営

に関連し、伯側は土地の選定について既にミナス・ジェライス州開発銀行、リ

オ・ドーセ、アセジッタを中心に検討を行なっており、幾つかの候補地を固め

日本側の参加を待ちたいとした。農業開発会社の運営についても、フィージビ

リティー調査で考えられた収入源のみでは十分でないので、未開発地の開墾、

分譲による収入の確保も検討に値する等の意見があった。 
 ４月に入り伯側の３月の協議結果に基づき、新たな対策案を作成し送付して

きた。この対案において伯側は株主総会の３分の２決議事項については原則的

に受け入れたものの、取締役会の構成については依然マジョリティーを固執し、

また合意議事録の内容を一部変更する点も含まれていた。取締役会の構成等に

ついての伯側案に日本側にとって到底受け入れることの出来ないものであった。

その間伯側ではパウリネリ農務大臣を中心に協議を行ない、ルソマーノブラジ

ル投資公社理事を除き関係者は日本側案に理解を示し、大臣はこの問題がこれ

以上難航するようであれば、適当な段階で決断を下す意向であったといわれた。 
 
（２）合弁基本協定案の合意 

 8 



 ５月、伯側はロマノ農務次官を団長としたブラジル中央銀行、ブラジル投資

公社等関係者（ルソマールブラジル投資公社理事に代わり後任予定のラポルテ

業務局長が参加）による協議ミッションを派遣し、日本側政府関係者と農業開

発会社の設立並びに融資関連契約等について最終的な協議を行なった。その結

果、懸案の取締役会の構成については日本側案のとおりとし、農業開発会社設

立のための制度的枠組みとなる諸協定が最終的に固まり、融資関係の諸契約の

調整も原則的に終了し、合意した。これにより農業開発会社の設立準備は伯側

投資会社の設立を残すのみとなった。 
 合弁基本協定は、会社設立に関する発起人契約として、また会社の事業運営

に関する株主間契約として合弁事業の基本をなすもので、内容的には主に合意

議事録をブレークダウンしたものである。定款は会社の根幹をなし、合弁基本

協定に附属文書として添付される。株主間協定は新株式会社法により、これを

会社に登録するときは会社及び第三者に対抗できることから、これを利用して

株式売買、取得に関する優先権、議決権の行使に関し、合弁基本協定の附属文

書として別に設けたものである。これら文書の骨子は次のとおりであった。 
 合弁基本協定（案）は、日本側投資会社ＪＡＤＥＣＯ及びブラジル側投資会

社ＢＲＡＳＡＧＲＯを当事者とし、前文のほか１３項よりなる。前文において

協力計画の企画及び調整を行う新会社を発足させ得るとの判断に達し、両当事

者は以下のとおり合意したとする。 
 第１項は、新会社の設立について述べ、両当事者は農業開発会社（Ｃｏｍｐ

ａｎｉｈｉａ ｄｅ Ｐｒｏｍｏｃａｏ Ａｇｒｉｃｏｌａ－以下ＣＰＡとい

う）と称する会社を設立することに同意したとし、合意議事録の農業開発会社

の目的により作成した本合弁基本協定書に添付される定款の目的と同文の会社

の目的を掲げ、会社は定款及び以下に述べる諸条項並びに株主間協定に基づき

組織され、管理されるものとする。 
 第２項はＣＰＡの資本金の規定で、定款の資本金の規定とほぼ同文の規定を

掲げる。 
 第３項は融資原資に関する規定で、合意議事録の資金の供与、特別プログラ

ムによる融資並びに事業の具体化のための措置の規定により、ＣＰＡの融資原

資、特別プログラムによる融資、事業の具体化のため基本協定、プロジェクト

契約、貸付契約等の締結等を規定する。 
 第４項から第７項まではＣＰＡの機関に関する規定で、株主総会、取締役会、

諮問委員会及び監査委員会について定款の規定と同文の規定を掲げる。 
 第８，９項は、定款及び株主間協定を本協定に添付し、本協定と不可分のも

のとする。 
 第１０項は農業生産活動に関する規定を詳細にし、ＣＰＡは大豆、とうもろ
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こし、ソルガム、小麦等の主要穀物の生産を主とする農業生産者を対象として

事業を実施すること、経営の安定のため穀物以外のコーヒー、ユーカリ、牧畜

等の生産を行なうことが出来ること、試験的事業の段階でＣＰＡの支援する農

業生産者は、１万ヘクタール規模の栽植企業２社、５００ヘクタールの規模の

入植農家４０戸とすること、開発される５万ヘクタールの土地は１団地として

纏まることが望ましいこと等を規定する。 
 第１１項は特別条項の規定で、両当事者は株主総会においては何時でも相互

の盟約と保証の実施を確かめるよう投票権を行使すること、両当事者は指名選

任した取締役をして本協定の条項を遵守させること、両当事者は権限を与えら

れた代表者たちにＣＰＡの帳簿、財務諸表を点検及び検査させることに同意し

たこと、両当事者はＣＰＡの経営に関して何時でも話し合いの精神が優先し、

意見の相違が起きても相互理解の精神で友好的に解決できるという信頼に基づ

いて本協定に同意したこと等を述べる。 
 第１２項は不可抗力の条項で、第１３項は一般条項の規定となっている。 
 次に合弁基本協定書に添付される定款（案）は１０章より成る。 
 第１章は、名称、所在地、目的及び存続期間である。農業開発会社―ＣＰＡ

は、ブラジルの法律により設立された株式会社で、その本社及び裁判権をミナ

ス・ジェライス州ベロホリゾンテに置く。会社は本定款及び関連法令に基づき

運営される。ＣＰＡは、合意議事録の農業開発会社の目的の規定に基づき、セ

ラード地帯における農業生産活動及び関連活動を支援し、促進し、遂行するこ

とを目的とする。ＣＰＡはまた協力計画の第１段階としてミナス・ジェライス

州で５万ヘクタールの規模で行なわれる試験的事業の段階の企画、調整を行い、

次の主要業務を行なうものとする。 
１）試験的事業に関連する活動の調査、企画及び調整を行うこと。 
２）ブラジル農牧等研究公社の規則に従い、試験的事業に必要な研究活動を

行なうこと及び展示農場を設置すること。 
３）ブラジル中央銀行（以下「中銀」という。）と協力して試験的事業のため

の特別プログラム（以下「特別プログラム」という。）の作成に参画し、ミ

ナス・ジェライス州開発銀行（以下「ＢＤＭＧ」という。）に対し、特別プ

ログラムのもとで試験的事業に参加する入植農家及び栽植企業（以下「農

業生産者」という。）へのＢＤＭＧによる融資の供与に関し技術的可能性か

らの観点からと、中銀の承認を受けたＣＰＡとＢＤＭＧにより共同で作成

される手続き規定（以下「手続き規定」という。）に従った文書による勧告

を与えること。 
４）次の融資が特別プログラムに含められることが期待される。 
（ⅰ）入植農家による土地取得のための融資 
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（ⅱ）入植農家とその家族が農業により自立できるまでの短期のつなぎ融 
  資 
（ⅲ）必要な場合の通常の農業制度金融の補完融資 
（ⅳ）給水施設、農道、住宅、倉庫等農業生産者の集団利用に供されるイ

ンフラストラクチャーの建設の為の融資 
（ⅴ）その他の融資 

５）栽植企業の株式を取得すること。但しその額は栽植企業の資本総額の３

分の１以内。 
６）農業生産者が既存の農業制度金融から融資を受けるに際し、相当する担

保の提供が不可能な場合に当該農業生産者に対し債務にかかる保証を与え

ること。及びかかる保証のための基金を設置すること。 
７）入植農家の生産活動を促進するため必要と見なされる場合に、適切な分

譲を行なうための土地を取得すること。 
８）健全な資産構成を維持するための展示農場のための３，０００ヘクター

ルを含む約１０，０００ヘクタールの土地を保有すること。 
 合意議事録の規定にはないが次の３業務を追加する。 
９）入植農家及び栽植企業が申請する事業に対する融資の承認に先立ち、係

る事業の準備の援助及び上記３）の勧告のための審査を行なうこと。 
１０）農業生産者及びその他の利用者に対し、技術及び市場情報を提供する

こと。及び生産物のマーケッティングにつき農業生産者を支援すること。 
１１）ＣＰＡの目的達成に必要な技術的、専門的サービスを提供すること。 
１２）その他関連する活動を実施すること。 

 なお、会社の存続期間は定めない。 
 第２章は資本金に関する規定である。会社の資本金は２８億７千５百万円相

当のクルゼイロ（会社設立時のレートにより換算）とし、１株の額面１クルゼ

イロの記名式Ａクラス普通株、Ｂクラス普通株に分割する。Ａクラス普通株と

Ｂクラス普通株の間の割合は常にそれぞれ５１％、４９％とする。株式の払込

は引き受け時に１０％，残りの９０％は会社設立の日より１２ヶ月以内とする。 
 Ａクラス普通株は、その株主に対してＣＰＡの株主総会においてＢＲＡＳＡ

ＧＲＯによって指名された取締役社長を含む２名の取締役、３名の諮問委員会

委員、２名の監査役及び２名の補欠監査役の選任と解任に関し、各Ａクラス普

通株につき１個の議決権を与える。 
 Ｂクラスの普通株は、その株主に対して、ＣＰＡの株主総会においてＪＡＤ

ＥＣＯによって指名された取締役副社長を含む２名の取締役、３名の諮問委員

会委員、２名の監査役及び２名の補欠監査役の選任と解任に関し、各Ｂクラス

普通株につき１個の議決権を与える。 
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 Ａクラス普通株及びＢクラス普通株の株主は、上記の行為に関するそれぞれ

の投票権を除き、ＣＰＡの株主総会において付託される全ての議案に関して議

決権を有する。 
 第３章は株式譲渡の制限で、本章の規定する特別の場合を除き、株主はその

保有する株式の全部又は一部を売却、譲渡又はいかなる方法においても移転す

ることは出来ないとし、この規定では株主がその株式の全部又は一部を売却、

譲渡又は他の方法で処分しようとするときは、申し出がなされた同じ条件で買

い受ける優先権を持つ他の株主に申し出なければならない。申し出を受けた株

主が、申し出を受領した後３０日以内に優先権を行使しなかったときは、申し

出をした株主は申し出をした条件と同じ条件で申し出株式を売却することが認

められるとする。 
 第４章は会社の機関について述べ、会社は株主総会、取締役会、諮問委員会

及び監査役会の４つの機関を持つとする。 
 第５章は株主総会について規定し、定時株主総会は会社の事務所において会

計年度終了後最初の４ヶ月間に開催され、臨時株主総会は必要が生じたとき随

時開催される。株主総会は取締役会によって招集される。株主総会は、法律に

よりその固有の権限とされた任務を遂行する。株主総会の全ての決議は、白票

を計算に入れず、絶対多数をもって行なう。但し次の事項は会社の発行株式の

３分の２の承認を必要とする。 
１）会社定款の変更 
２）会社の合併、組織変更、解散、清算及び営業譲渡 
３）会社の破産及び和議の申し立て 
４）会社の利益処分 
５）次の事項の承認。会社運営の基本方針、新規事業計画の実施、多年度投

資、資金計画及び毎年のレビュー 
６）ＣＰＡの不動産の取得、譲渡、売却又は担保の設定、総額１０万ＯＲＴ

Ｎを超える債務の負担及び１人２万ＯＲＴＮを超える第３者の債務の保証 
 上記５）６）に関する決議は予め諮問委員会の意見を求めなければならない。 
 第６章は会社の運営について述べ、会社は取締役会によって管理されるとす

る。また会社は取締役会の諮問機関として諮問委員会を設ける。 
 第７章は取締役会に関する規定で、取締役会は４名の取締役、即ち１名の取

締役社長、１名の取締役副社長及び２名の取締役によって構成される。取締役

は会社の株主であることを要せず、ブラジルに居住するものとし、任期は２年、

再選することが出来る。取締役のいずれかが欠員又は事故の場合は、当該取締

役を選出したと同じクラスの株主によって選出された取締役が代わって議決権

を行使し、自らの投票と合わせて２個の議決権を行使することが出来る。取締
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役社長が不在又は事故の場合は、Ａクラスの株主により選出された他の取締役

が２個の議決権と決定投票権を行使できる。 
 定例取締役会は毎月１回、臨時取締役会は取締役社長の発議により、又は他

の取締役の要請により取締役社長が招集する。取締役会の決議は多数決により

行なわれる。可否同数の場合は取締役社長に決定投票権が与えられる。 
 ＣＰＡの取締役会は法律及び会社定款により付与された全ての権限をもつ。

定款により定められた権限は次のとおり。 
１）株主総会又は諮問委員会の招集の決定 
２）総額１０万ＯＲＴＮ未満のＣＰＡの債務負担の決定 
３）ブラジル国内外において事務所、倉庫、関連施設の設置 
４）定款の規定に反しない範囲での取締役の職務権限の配分の決定 
５）株主総会に提出する年次報告、決算書及び財務諸表の準備 
６）独立会計監査人を置く時の、その選任と解任 
７）会社の内部規定の承認 
８）会社の法律代理人の選任と解任 
９）農業生産者の選定 
１０）農業生産者に対する融資の勧告のための指示の決定 
１１）受益者１人当たり２万ＯＲＴＮ未満の第３者の債務の保証 
１２）栽植企業への資本参加の承認 
１３）会社の全ての人事管理 
１４）試験的事業の主要穀物のいずれかの生産の増減の決定 
１５）代表権を与えられた法律代理人を通じて会を代表すること 
１６）株主総会によって付与された権限の行使 

 上記の９）～１２）及び１４）については予め諮問委員会に諮問して答申を

得るものとする。 
 第８章は諮問委員会の規定で、諮問委員会は株主総会によって選出された６

名の委員を持って構成し、委員は会社の株主であることを必要とせず、ブラジ

ルの居住者であることも必要としない。任期は２年で、再任を妨げない。定例

諮問委員会は原則として年２回、臨時委員会は必要に応じて開催する。 
 諮問委員会は次の事項を審議し、取締役会に意見を述べる。 
１）株主総会の３分の２議決事項のうち、諮問委員会に諮問を義務づけた事 
 項 
２）取締役の権限のうち、予め諮問委員会に諮問を義務づけられた事項 
３）会社の人事管理の原則の設定 
４）取締役会が必要に応じて諮問を要請する事項 
５）委員のうち何れか３名により諮問が必要と認めた事項 
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 第９章は監査委員会の規定で、会社は常設でない監査役を置く。 
 第１０章は会計年度の規定で、会計年度は毎年７月１日より６月３０日まで

とする。 
 なお、合弁基本協定に添付される株主間協定（案）は、会社の設立に際して

両株主の間で行なった取り極め及び契約で、保有株式、取締役、諮問委員会委

員、監査役の選任及び解任、増資、株式の譲渡等について取り極めを行なうと

ともに、株主総会における議決権の行使、取締役会におけるメンバーの議決権

についての契約を内容とする。 
 
（３）融資関連契約等の調整、合意 
 １９７８年５月のブラジル側ミッションと日本側政府関係者との協議におい

て、合弁基本協定案等の合意のもとに、融資関連の基本協定、プロジェクト契

約、貸付契約、特別プログラム等の制度的枠組みの調整も原則的に終了し、基

本協定とプロジェクト契約は合意し、貸付契約は融資条件を除き合意した。合

意した各契約等の骨子は次のとおりであった。 
 融資関連諸契約の基本は国際協力事業団と農業開発会社との間で締結する基

本協定（契約）であった。先に述べた為替差損防止に関する経緯のとおり、基

本契約は日本側が予定していた国際協力事業団等から農業開発会社に事業資金

を直接貸し付け、農業開発会社が融資代行機関を通じて農業生産者に融資を行

う方式を、為替差損防止のため貸付先をブラジル中央銀行とし、中央銀行が特

別プログラムにより融資を行う方式に改めるに当たり、直接貸し付け方式を実

質的に維持し、プロジェクトの順調な運営を確保するため、国際協力事業団と

農業開発会社との間でプロジェクト契約とともに締結するものであった。従っ

てプロジェクト契約や貸付契約は基本契約に規定される原則に従って締結され

るものであった。 
 基本契約は３章より成り、第１章は試験定事業の基本的性格と目的について

述べ、合意議事録に規定する試験的事業の栽培作物、事業実施州、規模、農業

生産活動資金の調達、ブラジル中央銀行による特別プログラムの制定、特別プ

ログラムによる農業生産者に対する融資、政府による日本側資金にかかる為替

差損の防止等を掲げる。 
 第２章は融資に関連するＣＰＡの役割と機能について述べ、農業生産者に対

する融資に関する勧告をＢＤＭＧに対して行なうこと、特別プログラムの作成

に参加すること、ブラジル技術援助普及公社（ＥＭＢＲＡＴＥＲ）と技術援助

契約を締結すること、国際協力事業団及びブラジル中央銀行とプロジェクト契

約を締結することのほか、試験的事業における企画、調整を行い、農業生産者

の農業生産活動を支援し、促進する諸活動を行い、農業生産者の事業計画の作
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成の援助、計画の審査を行なうこと等を掲げる。 
 第３章は特別プログラムのもとで供与される貸付の基本的諸条件について述

べ、貸付の諸条件は、それと比較し得る性質と規模の貸付が現行の農業制度金

融に求められる場合には、最も優遇された諸条件よりも農業生産者にとって不

利とならないこととし、比較し得る貸付が農業制度金融に求められない場合は、

上記の基本原則より著しく逸脱しないこととする。 
 次にプロジェクト契約は、既述のとおり、両国から資金の供与のプロジェク

トローンとしての性格から、基本契約の基本原則に基づきプロジェクトの運営

の詳細を規定し、その順調な進展を確保することを目的とする。 
 プロジェクト契約は前文と４条から成り、第１条は基本契約と同文の試験的

事業の基本的性格と目的を掲げる。 
 第２条はプロジェクトの運営に関する規定で、農業開発会社、ブラジル中央

銀行のそれぞれの役割、並びに国際協力事業団、農業開発会社及びブラジル中

央銀行（又はＢＤＭＧ）の相互の協力について述べる。 
 先ず、農業開発会社は、本契約第１条の試験的事業を成功させるため、次に

掲げる活動を通じて農業生産者を支援する。 
１）試験的事業に関係のある調査、活動の企画及び調整（試験的事業に関す

る情報の入手、提供、試験的事業の総合開発計画及び年次実施計画、資金

計画の作成、計画作成のため必要な調査、土地取得条件の設定。）を行う。 
２）試験的事業に関連する活動に必要な研究活動（連邦及び州の研究機関と

協力して開発された技術の現地適応試験の実施、結果の普及、３，０００

ヘクタールの展示農場の運営。）を行なう。 
３）入植を支援（入植計画の作成、入植農家の選定、必要な場合入植農家に

分譲するための土地の取得。）する。 
４）農業生産者に対する投資及び保証（栽植企業の株式の取得、農業制度金

融からの借り入れのための債務の保証、保証基金の設置。）を行なう。 
５）農業生産者の事業計画の作成の援助、融資の許可に先立つ計画の審査を

行う。 
６）特別プログラムの作成にＢＤＭＧを通じて参画し、特別プログラムの条

件及びＢＤＭＧと共同で作成する手続き規定に従った融資のＢＤＭＧに対

する文書による勧告を行なう。 
 次に中央銀行は、 
１）ＣＰＡの協力を得て特別プログラムを作成し、制定し、それに基づき農

業生産者の必要とする貸付をＢＤＭＧとの間で締結される代理契約の諸条

件に従って、ＢＤＭＧを通じ農業生産者に供与する。 
２）特別プログラムの円滑、かつ適時の運営を確保するため、国際協力事業
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団との貸付契約に基づく資金の払い出しを受けるときは、いつでもＣＰＡ

によって提出されるＣＰＡの年間融資計画に示される融資の要請に妥当な

考慮を払う。 
３）上記の払い出しを受けた総資金額のクルゼイロ相当額はブラジル連邦共

和国から調達される総資金額を超えない。 
４）ＣＰＡがＢＤＭＧに対して行なう勧告に対し、ＢＤＭＧが最大限の考慮

を払うようにさせる。 
 また、ＪＩＣＡ、中央銀行及びＣＰＡもしくはＢＤＭＧは試験的事業が順調

に運営されるよう相互に協力するものとする。そのため、 
１）３者はそれぞれの要求に基づいて、いつでも、それぞれの義務の達成、

特別プログラムの運営と管理、ＣＰＡの運営、管理、財務状況等に関し意

見と論評を交換する。 
２）ＪＩＣＡが他の２者に正当に要求する試験的事業に関する情報をＪＩＣ

Ａに提供する。ＪＩＣＡは必要な場合、試験的事業のいかなる地域をも視

察することが出来る。３者は特別プログラムが事業の目的に従い運営され

ていないと認められる場合には、その是正措置を見出すよう努力する。 
 なお、４者は事業の順調な運営等が妨げ、又は妨げられそうな事情を知る場

合には速やかに他の２者に通知する。 
 ＣＰＡは、毎年、翌年度の事業に関する総合開発計画、事業及び融資計画を

ＢＤＭＧを通じて中央銀行、ＪＩＣＡに提出する。 
 中央銀行による特別プログラムによる貸付の基本条件の決定は、基本契約第

３章の基本原則に従う。 
 第３条は税金と手数料の規定で、この契約の締結もしくは交付に関し、法律

に基づき課税される税金、印紙税及び手数料は免除される。 
 第４条は＊＊である。 
 また貸付契約は、プロジェクト契約の締結及び特別プログラムの制定を前提

とする国際協力事業団（ＪＩＣＡ）、銀行団とブラジル中央銀行との間の限度貸

付契約で、前文と１９章及び附属文書より成る。その要点は次のとおりであっ

た。 
 貸付限度額を５１億２５百万円とし、資金の使途は、貸付金を特別プログラ

ムの基金に振替え、ＣＰＡのプロジェクトへの融資に関する勧告に基づき、か

つ手続き規定並びにＥＭＢＲＡＴＥＲとＣＰＡとの技術援助契約に従い、特別

プログラムの条項に則してプロジェクトに融資するためＢＤＭＧによって供与

される貸付の再融資に限定して使用される。 
 貸付金の払い出しは、定められた方法で１回あるいは２回以上に分割して行

われ，払い出しの終了日は契約締結日から２年目に当たる日を予定する。 
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 元本の償還は、償還期限を１９９８年９月２８日とする償還計画に従って行

なわれることを予定する。利息は利息期間中払い出し済み貸付金の残高につき

年３％台を予定する。手数料は、発効日から終了日までの期間、未払い出しの

承諾金額につき年０．１％の約定手数料が支払われ、並びに契約締結日後３０

日以内の早い時期に元金限度額の０．１％の管理手数料が支払われる。契約に

基づく全ての支払（元本、利息、手数料等）は、日本長期信用銀行本店のＪＩ

ＣＡ口座に入金することにより行なわれる。 
 中央銀行が元金，利息、手数料その他の支払金を支払期日に支払わなかった

とき等停止条項のいずれかが生じたときは、ＪＩＣＡ等は中銀又は保証人に通

知することにより貸出金払い出しの権利の全部又は一部を停止することが出来

る。停止事由が３０日間継続して改善されないときは、ＪＩＣＡ等は中央銀行

及び保証人に通知することによって未払い出しの状態が残っていれば、それは

取り消される旨宣言することが出来、貸付金の残高は利息等とともに直ちに期

限が到来し、かつ支払われるべき旨宣言することが出来る。中央銀行は、本契

約に基づく元金、利息等を支払期日に支払を怠ったときは、ＪＩＣＡ等に対し

て延滞した金額につき年１４．５％の損害金を支払うものとする。 
 中央銀行とＪＩＣＡ等は、共和国が起こり得べき為替差損を防止する責任を

有し、かつ特別プログラム履行のため本契約に基づく貸付金の元本、利息等の

支払を保証するということに関し相互に理解している。中央銀行は共和国から

本契約に基づき中央銀行が支払うべき元金、利息等の支払期日どおりの支払に

関し、単なる保証人としてではなく主債務者として取り消し不能の、かつ無条

件の保証状を取り付ける。 
 本契約は、ＪＩＣＡ等が中央銀行と保証人に対し、共和国の保証状、当局の

証明、署名鑑及び法律上の意見書を受け入れる旨の通知を発する日に効力を発

するものとする。 
 その他、中央銀行の対外債務に関する義務、特別プログラムの運営、同基金

からＢＤＭＧに対する再融資とその償還の記録の提出等の誓約、本契約に基づ

く支払われる金額の免税扱い等が規定される。 
 なお、特別プログラムについては、中央銀行の作成した案により検討した結

果、一応調整を終わり原則的に了承した。 
 
３、農業開発会社の設立 
（１）伯側投資会社の設立 
 前述のとおり、伯側では為替差損問題の解決を受けて投資会社設立の準備を

本格化させたが、経済情勢の悪化とともに、７８年上半期にはブラジルの南部、

東南部一帯が旱魃に襲われ、農産物の減少のみならず、インフレと国際収支の
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悪化を直撃した。セッカは主要農業地帯の東北部、南部で７８年１月から５月

まで続き、場所によっては７月頃まで続いた。被害はパラナ州を中心にサンタ

カタリーナ、リオグランデ・ド・スール、サンパウロ、マットグロッソ州の５

州に及び、大豆は２５～３０％の大幅減収となり、その他コーヒー、とうもろ

こし、フェジョン、米、綿等が甚大な被害を受けた。その影響は国家経済に及

び、農産物価格の上昇によるインフレの昂進、農産物輸入の増大による国際収

支の一層の悪化が懸念された。７月に発表された７９年度国家予算では、優先

項目の筆頭に農業の振興が掲げられ、旱魃の被害を免れたセラード地帯の開発

が時代のスポットライトを浴びて登場するようになった。伯側では１０月１５

日の大統領の選挙を控え、それまでに農業開発会社の設立を終わることを目標

に準備を急いだ。 
 ７８年３月頃には、日本側の出資予定企業等が４０数社に上るとの情報もあ

り、伯側でも従来の少数有力企業からスタートする方式を改め、初めから多数

の企業を募る方式をとるべきであるとの意見が強まり、それに従って準備を進

めることとなり、３月初めには農務省において２５社が集まり、投資会社設立

に関する株主間協定に署名を行なった。この協定において、社名はＣｏｍｐａ

ｎｈｉａ Ｂｒａｓｉｌｅｉｒａ ｄｅ Ｐａｒｔｉｃｉｐａｃａｏ Ａｇｒ

ｏｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ―ＢＲＡＳＡＧＲＯ（ブラジル農工業投資参加会社）、

資本金は１億クルゼイロ（授権資本３億クルゼイロ）とし、出資会社にはブラ

ジル投資公社、ミナス・ジェライス州開発銀行、協同組合銀行、リオ・ドーセ、

アセジッタ等が名を連ねた。 
 その後、これら出資会社の中から、ブラジル投資公社は農業の生産分野の知

識、経験が乏しく、出資者のリーダーとなるには不適当であり、事業はミナス・

ジェライス州で行われることもあり、ミナス・ジェライス州開発銀行を筆頭株

主とすべきではないかとの意見があり、６月末農務省は大手出資予定者を招集

して協議を行い、その結果、定款等の一部修正とともに、ミナス・ジェライス

州開発銀行を筆頭株主とし、必要な持ち株比率の修正等を行なった。また、リ

オ・ドーセ、インテルグラスの出資については、大統領の許可が必要であり、

許可されるまでの出資金の立て替え払い等の措置が必要であったほか、新たに

民間銀行からの出資参加の申し出もあった。 
 このような事情からその調整に手間取り、投資会社の設立は再三延期され、

漸く９月５日設立総会を開催し、社長の選任、資本金額、出資割合、定款の承

認等を行なった。初代社長はＢＤＭＧ総裁アビリオ・ドス・サントス氏が選出

された。次いで出資金の１割の払込を完了するとともに、９月２２日正式に創

立総会を開催し、会社の設立を宣言し、機関の構成等を決定した。その後、リ

オ・ドーセ等の出資による増資を経て、１０月１７日公告を終わり会社の設立
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を完了した。 
 設立時の株主は２７社（ほか個人２０名）、その持ち株数は１８５，１２５株、

１株１，０００クルゼイロ、うち政府系機関の持ち株比率は７８％であった。 
 
（２）農業開発会社の設立 
 伯側投資会社の設立が遅れる中、日本側では農業開発会社の設立準備の促進

のため、８月末から９月初めにかけ、国際協力事業団及び日伯農業開発協力株

式会社の関係者が訪伯し、伯側関係者と農業開発会社設立準備の打ち合わせや

会社設立後の事業運営等について関係者と予備的協議を行なった。 
 次いで伯側投資会社の設立が完了し、農業開発会社の設立総会が１１月９日

開催と本決まりとなったのを受け、日伯農業開発協力株式会社では、取締役会

において農業開発会社への出資金の一部（１０％分）の払込、荒木外喜三、宇

佐美錬両氏を参与に任命し、農業開発会社の取締役として派遣することを決定

し、所要の手続きを進めた。 
 １０月下旬から両国関係者より成る作業グループが最終的準備作業を行い、

１１月９日早朝よりミナス・ジェライス州ベロホリゾンテ市、ミナス・ジェラ

イス州開発銀行会議室において、６人委員会の最終会合を開催し、作業の完了

を確認した。６人委員会には次の各氏が出席した。 
（日本側） 土光敏夫 経団連会長 
      久宗 高 国際協力事業団副総裁 
      織井 斉 株式会社組合貿易社長 
（伯側）  マルコス 協同組合銀行総裁 
      ブラント ミナス・ジェライス州農務長官代理 
      アビリオ・サントス ミナス・ジェライス州開発銀行総裁 
 次いで８時３０分より州政府リベルダーデ・パラシオン知事執務 
室において合弁基本協定の署名が次により行なわれた。 
（署名）日本側 日伯農業開発協力株式会社社長 久宗 高 
    伯側  ブラジル投資会社社長 アブダラ及びクラウジオ 
（立会い）日本側 土光敏夫 経団連会長 
      伯側 パウリネリ農務大臣 
         オザナン・クエリョ州知事 
 引き続きアビリオ・サントスブラジル投資参加会社経営審議会会 
長が議長となり、次により農業開発会社設立総会が開催された。 
１）引き受け株式払込預託の報告 

  新会社の資本金２９５，２０５，０００クルゼイロ（ブラジル投資参加会

社１５０，５５４，５５０クルゼイロ、日伯農業開発協力株式会社１４４，
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６５０，４５０クルゼイロ）の１０％相当額２９，５２０，５００クルゼ

イロの払込預託完了。 
２）定款案の承認 
３）株主間協定の署名 
４）取締役の選任 

  取締役社長 アブダラ（ミナス・ジェライス州開発銀行理事） 
  取締役副社長 荒木外喜三（元セネガル大使） 
  取締役 ファンティーニ（ミナス・ジェライス州農村開発財団総裁） 
  同 宇佐美錬（元ブラジル東京銀行頭取） 
５）諮問委員会委員の選任 

  日本側 水上達三、久宗高、落合幸文 
  伯側 マルコス協同組合銀行総裁、アグリピーノ州農務長官、アビリオ・

サントス州開発銀行総裁 
６）創立総会議事録の署名 
７）挨拶 次の各氏の挨拶があった。 

  アビリオ・サントス ＢＲＡＳＡＧＲＯ社長 
  久宗 高 ＪＡＤＥＣＯ社長 
  土光敏夫 経団連会長 
  パウリネリ 農務大臣 
  吉田 駐伯日本大使 
  オザナン・クエリョ ミナス・ジェライス州知事 
 議事終了後、ミナス・ジェライス州政府による歓迎昼食会が、日本側関係者

３５名を含む約８０名が出席して開催された。 
 以上により農業開発会社は、セラード農業開発が脚光を浴びる中、設立を終

わり、重責を担って事業の実施に入ることとなった。 
 
（３）農業開発会社の運営    
 農業開発会社は、両国投資会社の出資により、ブラジルの法律に基づいて設

立された株式会社であるが、両国投資会社はそれぞれ政府と民間の協力によっ

て設立され（伯側投資会社は政府系７８％、民間２２％、日本側投資会社は国

際協力事業団５０％、民間５０％），従って農業開発会社は、実質的には、両国

政府と民間の協力による公私合同企業として公益的性格の強いものということ

が出来る。会社の業務はほとんど公益的事業であり、サービスに対する手数料

も制度的制約があり、展示農場を除き自ら生産事業を行わず、関連事業等も民

間活動を侵さないことを建前としており、会社の営利性には大きな期待をかけ

ることが出来ない。 
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 他方、会社は、形式的には民間企業として業務を機動的、効率的に実施し、

会社としてその経営を維持することが求められる。従って、会社としては、定

款に認められた良好な条件の保有地を確保して資産構成の健全化を図り、制約

はあるものの手数料収入を可能な限り確保し、展示農場の合理的運営等による

収益を確保する一方、業務の効率的実施、合理的組織の整備により費用の節約

を図り、経済性を確保して健全な経営の維持を図ることとした。 
 会社の設立総会の翌日の１１月１０日には第１回諮問委員会が開催され、上

記の会社運営の基本方針をはじめ、事業実施地域の選定、入植農家及び栽植企

業の選定基準の審議が行われ、諮問委員会の開催時期を毎年２月と９月とする

ことを決定した。翌１１日には第１回取締役会が開催され、会社の事務所をＰ

ｒａｃａ ｃａｒｌｏｓ ｃｈａｒｇａｓ４９と定め、取締役の分担（日本側

財務、伯側事業）、職員の採用（少数精鋭による業務に見合った採用）、会社の

登録、日本側出資金の外資登録等を進めることとした。 
 以上の農業開発会社の設立により、事業は準備段階を終わり実施の段階に移

った。１９７４年の共同発表から会社の設立まで丸４年の歳月を費やした。こ

のような事業の準備は両国とも初めての経験であり、そこには両国間のボトム

アップとトップダウン、組織と個人といった行動様式の差異をはじめ、農業開

発会社の特殊性や制度的制約等多くの困難があった。しかし反面、そこには日

本人移住者等によって築かれた相互信頼の友好関係があり、それを基礎に両国

関係者による精力的なコミュニケーションが行なわれた。事業の準備に協力し

た両国政府、民間の関係者は、言葉の障壁の除去に献身的努力をされたブラジ

ル伊藤忠の勝田氏をはじめ数え上げることが出来ない。また、そのようなコミ

ュニケーションを可能にしたものは国際協力事業団による十数回の調査団の派

遣、高級研修員の受け入れ等技術協力であった。このような日伯双方の努力を

通じて準備段階の困難は克服された。 
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第 ２ 章 
 

第１段階試験的事業の実施と農業開発会社の 
運営並びに事業の成果と効果（１９７８．１１ 
～１９８２．９） 

 
 

第１節 開発事業の実施計画と農業開発会社の運営計画の作成 
１、開発計画 
（１）事業実施地域の選定と土地取得 
農業開発会社は、１９７８年１１月設立とともに第１段階試験的事業に着手 

した。当時ブラジル経済は、第２次石油危機の発生する中で、第２次国家開発

計画に伴う公的部門の赤字の拡大、対外債務負担の増大等により、１９８８年

の成長率は８３年の１４％から４.８％に低下し、インフレ率は１５.５％から４

０.８％に昂進し、貿易収支も赤字となっていた。このような情勢のなかで、８

９年３月に成立したフィゲレイド政権は、前政権の政策を引き継ぎ、一連の政

治開放を進める一方、経済成長の達成とインフレの抑制、国家収支の改善の同

時達成を目指し、農業開発を優先し、社会的インフラストラクチャーの増大を

図る方針をとった。この農業優先の方針は、７８，７９年の不作もあって新政

権の閣僚が内定された時から既に明らかにされ、国内食糧の生産のほか、輸出

の振興、エネルギーの供給、雇用の創出、地域格差の是正等多面的な潜在能力

をもち、施策に対する反応も早い農業の振興こそ問題解決の唯一の方法である

との認識によるものであった。協力計画の試験的事業は、まさにこの新政権の

農業優先政策に沿うものとして重視され、大きな期待が寄せられ、その早期実

施が要請された。農業開発会社は、この要請に応え、全力を挙げて早期完遂を

目指した。 
農業開発会社はまず、基本契約、プロジェクト契約、貸付契約、合弁基本協

定等に定められた試験的事業の制度的枠組みに基づいて、実施計画の作成作業

を開始した。前章で述べたように、試験的事業は、協力計画の第１段階のプロ

ジェクトとして、ミナス・ジェライス州で５万ヘクタールの規模で、大豆、と

うもろこし、小麦等を基幹作物とし、コーヒー等を合理的に組み合わせて栽培

することとし、開発の方式としては、プロジェクト方式により、指導入植と栽

植企業の方式をとり、未利用土地資源を積極的に利用し、革新的技術を導入し

て近代的経営を育成することを目的に、２年間に、農業開発会社が事業の実施

主体となり、事業の企画、調整をはじめ、入植用地の取得、分譲、農業生産者

の選定、導入技術の組み立て、技術援助、マーケッテングの支援等を行い、特
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別プログラム基金からの融資のほか政府による基幹的インフラストラクチャー

の整備とともに、農牛生産者に対する支援を総合的、集中的に行い、その支援

を受ける中規模経営の入植農家と大規模経営の栽植企業が農業生産活動を行う

こととした。従って実施計画の作成に当たっては、先ず実施場所を特定し、適

地を選定して土地を取得することが先決であった。 
農業開発会社は、早くも設立直後の諮問委員会において、当面の業務運営方

針の審議とともに、土地の選定基準の審議を行った。その結果、土地の選定基

準は、ポロセントロ計画の開発優先地区内にあり、インフラストラクチャーが

良好で、土壌の PH が４.８以上、標高８００メートル以上で小麦、コーヒーの

栽培が可能であり、年雨量１，３００ミリメートル以上、機械化可能な緩傾斜

地であることのほか、地主が少なく、地価が妥当で、１ブロックを５，０００

ヘクタール以上とすることとした。 
農業開発会社は、この方針に基づき適当な土地を選定するため関係機関の協

力により作業グループを設け、その検討結果により、ミナス・ジェライス州の

ポロセントロ計画優先地区を中心に、６ケ所の候補地域を選定した。次いでこ

れら候補地域のうち主に地価が妥当で１ブロック５，０００ヘクタールの形成

が可能な地区を中心に搾り込みを行うため、関係機関の経験の深い技師２人に

調査を依頼した。この技師は７８年末から７９年初めまでに５０万ヘクタール

に及ぶ地域を実地踏査し、情報、資料を蒐集するとともに、一部についてはオ

プション（選択権）を取得した。 
農業開発会社は、この調査の結果を詳細に検討するとともに土地選定の重要

性に鑑み、日本側に専門家の派遣を要請し、伯側専門家と合同で候補地区につ

いて合同調査を行うこととした。７９年２月、国際協力事業団から民間関係者

を含む専門家が派遣され、伯側専門家のほか、両国投資会社関係者等合同で地

区の検討と現地調査を実施した。７９年はこの地域一帯が豪雨に見舞われた年

で、調査は難航したが、関係者の積極的協力により調査の目的を達成すること

が出来た。合同調査の結果、候補地区としては（a）パラカツ市を拠点としその

西北のサンタマリア農場を含む一帯、（b）コロマンデール市を拠点としその北

方の台地一帯が適当であるとの結論であった。農業開発会社はこの調査に引き

続き諮問委員会を開催し、調査の結論を検討した結果、実施地区は、パラカツ

及びコロマンデール（又はモンテカルメロ、パトロシーニョ）を拠点とし、そ

れぞれの周辺地域において、土壌、気象条件や交通立地、土地所有、地価等の

条件を検討のうえ適地を選定する方針を決定した。 
農業開発会社は、この方針に基づき、特にコーヒーや小麦の栽培可能性、土

地所有、地価等を重視して適地の選定を進めた。またコーヒー院はコーヒー適

地調査を行った。その結果、６月に至り、適地は何れもポロセントロ計画の優
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先地域内にあるイライ・デ・ミナス地区、フジワラ農場を含むコロマンデール

地区及びサンタマリア農場を含むパラカツ地区の３ヶ所とすることを決定した。 
イライ地区は、南緯１９度西経４７度３０分、モンテカルメロ市の南方約３

０キロメートル、イライ・デ・ミナス市の西方に広がり、取得見込み面積は約

１０，０００ヘクタールであった。標高は９００～１，０５０メートル、地形

は概ね平坦で機械化に適し、土壌は赤黄色ラトソール及び暗赤色ラトソールで、

セラード地帯としては、比較的良好であった。気候は熱帯―亜熱帯型で、年平

均気温は２０度 C、年雨量は１，５５０ミリメートル、雨期と乾期が明瞭で、

数年に一回のベラニコ（雨期中の小乾期）があり、植生は典型的なセラードで、

一部セラドンがあった。サンパウロ市を中心とした交通ネットワークに組み込

まれ、国道３６５号線、５０号線により、サントス港に通じ、中心地はイライ

で、７７年現在の人口は約１，０００人であった。地価は概ね妥当で、入植用

地としての利用を見込んだ。ただこの地域は土地の細分化が進んでおり地主が

多かったが、試験的事業として他の２地区との比較が出来、危険分散を図る上

で適当であること等のため適地として選定した。 
コロマンデール地区は、南緯１８度４０分、西経４７度、コロマンデール市

の東南約１５キロメートルにあり、州道２８号線より１キロメートルと近く、

フジワラ農場の一部及びその周辺地区を合わせ取得見込み面積は約１３，００

０ヘクタールであった。標高は１，０００～１，１５０メートル、卓状地で機

械化が可能、土壌はイライ地区と同様比較的良好で、気候もイライ地区とほぼ

同様で、植生はセラード、カンポスージョ、一部牧野があった。サンパウロを

中心とする交通ネットワークに組み込まれ、州道１８８号線、国道３６号及び

５０号線によりサントス港に通ずる。中心都市はコロマンデール市で、人口は

７７年当時約７，０００人で、金の時代の内陸からサンパウロへの金の輸送の

宿場町であった。地価はやや高いが、農業開発会社の展示農場及び保存地とし

て利用を見込んだ。 
パラカツ地区は、南緯１６度３０分、西経４７度、パラカツ市の西北方、国

道４０号線より６０キロメートル、サンタマリア農場及びその周辺を合わせて

取得見込み面積は約３５，０００ヘクタールであった。標高は９００～１，０

００メートル、丘陵地で機械化が可能、気候は熱帯―亜熱帯型で年平均気温は

２２度 C 前後、年雨量は１，３５０ミリメートル、乾期は５～９月で数年に一

度ベラニコの発生が見られ、植生はセラードで一部セラドンであった。ブラジ

リア及びサンパウロを中心とする交通ネットワークに組み込まれ、国道４０号、

２６２号線を通じてヴィトリア港に、国道５０号線を通じてサントス港に通ず

る。中心都市はパラカツ市で７７年当時人口は約２２，０００人、金の時代に

金の産地として栄えた町であった。地価が安く開発の可能性の高い地域で、サ
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ンタマリア農場は栽植企業用地として、他は入植用地及び農業開発会社試験場

用地として利用を見込んだ。 
地区の決定とともに、農業開発会社は本格的に土地の取得を進めた。土地の

取得は、事業実施前の枠組みのとおり、大規模土地所有者等からの買い上げに

より、入植用地及び農業開発会社試験場及び展示農場用地は農業開発会社が一

括取得の方法で栽植企業用地は企業が自らの責任で買取を進めた。農業開発会

社の一括取得に当たっては、適地について必要な手続きを踏み、取得にからむ

問題を生じないよう周到な注意を払う必要があった。通常の方法としては、先

ず土地の面積、土壌、植生、地権、価格等を調査、検討し、適当とみなされる

ものについては地主と売買仮契約を結んだ上、航空写真を利用して精密な調査

を行い、適正を確認したのち、地主と最終交渉を行い、売買契約を締結し、測

量期間、地権の譲渡等を進め、２０～４０％の頭金を払った。次いで精密測量

を行い、地図を作成し、面積を確定し、未払い金を支払い、不動産登記所にお

いて売買の最終書類に調印し、登記を行った。なお、従前の面積と測量後の面

積が異なる場合は、訂正のため法的手続きが必要であり、また土地面積が小さ

い場合には併合化の手続きを踏んだ。 
従って、土地の取得には通常相当の期間が必要であったが、開発前線であっ

たミナス・ジェライス州のセラード地域では開発土地に対する需要が多く、適

地を確保するためには迅速に作業を進める必要があった。当時ブラジルでは耕

地の外延的拡大のほか、パラナ州等の累次の霜害によるコーヒー栽培の北延、

税制恩典による植林用地の需要の増大等により、立地条件に恵まれたミナス・

ジェライス州のセラード地域は、南部の農企業等にとって垂涎の的となり、多

くの仲買人がうごめき、農業開発会社の集中取得は一層競争を激化させた。従

って土地の確保のためには迅速に調査、検討を行い、売買契約を締結して手付

金を打つ必要があった。農業開発会社は、担当者の並々ならぬ努力と会社資本

によるバックアップにより最適の土地の確保に全力を注いだ。日伯農業開発協

力会社は、７９年７月以降、土地取得の実需に応じて出資金の払込を行い、土

地の確保に支障を来たさないように努めた。 
このようにして農業開発会社は、７９年終わり頃までに次に述べる実施計画

に即して、入植用地としてイライ地区約９，０００ヘクタール、コロマンデー

ル地区約１０，０００ヘクタール、パラカツ地区約２３，０００ヘクタール（仮

契約のものを含む）合計約４２，０００ヘクタールを取得した。また栽植企業

は後に述べるようにパラカツ地区のサンタマリア農場約１０，０００ヘクター

ルを取得した。これによって事業実施地区はほぼ確定した。 
 

（２）開発の総面積及びその配分の修正 
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農業開発会社は、土地取得が進展し、事業の実施が可能となったため、７９

年８月頃から開発計画の作成に着手した。いうまでもなく、開発計画は事業実

施前の枠組みを基本とした細部計画で、本来は枠組みに沿って作成するもので

あった。しかし、土地の自然的、社会的条件が明らかとなり、またその後の諸

情勢の変化も著しいものがあったことから、農業開発会社を初め関係者の間で

は、枠組みは実情に合わない点があり、それをそのままにして開発計画を作成

することは適当でなく、枠組みの一部を修正する必要があるとの意見が出され

るようになった。計画を現実的、効果的にするためには、これら意見を考慮し

て枠組みの一部を修正し、これに基づいて開発計画を作成することにせざるを

得なくなった。 
問題とされた最も大きなものは、開発の総面積であった。枠組みにおいて総 

面積は５万ヘクタールとされた、それが利用可能な実面積であるか、あるいは

傾斜地等の利用不能な面積をも含むものであるかは、特に明記されなかった。

両国政府関係者はこれを特に問題とすることもなく、後者の面積として了解し

ていた。フィージビリティースタディーにおいても利用不能面積を総面積の２

０％として計画した。 
しかし、取得された土地の条件は比較的良好であったものの、やはり部分的 

には傾斜地等利用不能な土地があり、また２０％の保留地の義務付けも明らか

となった。従って総面積を事業実施前の枠組みどおりとすれば、実面積は４万

ヘクタール以下となり、計画どおりの成果を挙げることが困難となるという問

題があった。このため、関係者の意見は、枠組みの５万ヘクタールを利用可能

な実面積と考え、総面積は少なくともそれの２０％の利用不能面積を外枠とし

て加えたものとすべきであるというものであった。事実ブラジルでは、農業開

発を行う場合、面積は通常このような考え方がとられ、国際機関も当時はその

ような考え方をとるようになっていた。 
次に問題となった重要な問題は、総面積の事業別配分と入植農家一戸あたり 

面積の問題であった。枠組みにおいては、総面積の配分については、入植地と

栽植企業用地をそれぞれ２万ヘクタールと同等とし、残りの１万ヘクタールを

農業開発会社の保留地とした。また入植農家一戸あたり面積は平均５００ヘク

タールとした。このうち、入植地と栽植企業用地を同等に扱うことは、枠組み

を作成した時点では適当であったとしても、その後の情勢の変化により、施策

の方向にマッチしなくなってきた。政府は、前政権の末期頃から顕著になって

きた格差の拡大、社会情勢の不安定化等の社会的問題に対処して、政治開放を

はじめ、農業開発優先、社会的インフラストラクチャーの拡充をはかり、格差

の是正、雇用の創出、労働条件の改善、住宅建設等につとめ、そのなかで入植

は、格差の是正、雇用の創出等に重要な役割を果たすものとして評価されてい
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た。従って、関係者の意見は、このような政府の施策の方向に沿い、多くの有

能な青年に土地を与え、営農を可能にする入植を重視し、その比重を高める必

要があるというものであった。 
また、入植農家一戸あたり５００ヘクタールの規模は、生産性の向上が期待 

出来るとしても、当時のセラード開発の実情や、取得した土地の条件の良さ等

から大き過ぎ、むしろ資源の有効利用に反しかねないと意見があった。また、

政府が８９年５月に新政権の農業優先の具体的施策として農業融資の拡大を中

心とした施策を明らかにしたが、これに対して５００ヘクタールの規模は方向

としてそぐわず、将来融資の面で入植農家は不利益を蒙るおそれもあるという

意見もあった。 
新しい農業融資政策は、従来の農業融資が南東、南部地方で栽培される輸出 

作物に集中し、融資の利用者が担保能力のある大型農家に偏り、国内食糧を生

産する小型農家は低利融資の恩恵に浴する機会が少なかった点を是正し、政府

の融資が農家全般にゆきわたるよう、零細、小農を保護し、他方既に資金力の

ある大農には出来るだけ自己資金を投じさせ、農業生産の拡大に必要な資金の

供給を全体として増大する方策をとった。このため、農業融資の対象となる農

家の区分を従来からの大、中、小の３種に新たに零細農を設けて４種とし、零

細、小農に対しては融資申請の簡素化、融資期間の延長、融資枠の拡大等の措

置をとった。また、全階層を通じて営農融資の融資基準を従来の最低保証価格

を基準とする方法から、新たに生産性に応じて変動する営農費基準価格（以下

「VBC」という）を設け、農業生産者が真に必要とする営農費を融資すること

とし、特に重要な作物に対しては VBC の１００％まで融資を行うこととした。

これにより、重要作物である国内食糧を多く生産する、零細、小農は十分な資

金が確保されることとなった。さらに、投資に対する融資については、融資限

度、利率を零細農、小農の大部分を従来どおりそれぞれ１００％、１３～１５％

と据え置く代わりに、それ以下の生産者の融資限度を引き下げ、利率を引上げ

た。 
このように新しい農業融資政策において零細、小農の保護が手厚くされるな 

かで、入植農家の５００ヘクタールの規模は、方向として、それにそぐわず、

入植農家は大規模農家として扱われ、将来融資条件の面で不利益を蒙ることと

なった。このため関係者の意見は、入植農家の規模は出来る限り小さくし、数

を多くすべきであるというものであった。EPAMIG は、パダップ計画の農家に

ついて投下資本の回収率からみた最適規模は３３８ヘクタールとなるという試

案を発表した。また、農協の意見もほぼ同様であった。 
なお、事業の実施期間についても、当初計画では国際協力事業団からブラジ 

ル中央銀行への貸付契約において、終了日を契約締結日から２ヵ年としたが、
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この期間は農業開発の期間としては短く、ブラジルの実情に照らしても短か過

ぎ、事業の完遂が困難であるという意見もあった。関係者は少なくとも１年延

長し、３年とする必要があるとした。 
農業開発会社は、以上の関係者の意見を考慮し、土地取得と併行して開発計 

画の検討を行い、その結果を９月末頃までに一応の試案としてとりまとめた。

この案は、５万ヘクタールを利用可能な実面積とし、総面積はその２０％の利

用不可能面積を加えた６万２，５００ヘクタールとし、入植を重視し地域の実

情に即した事業実施の細部計画をまとめたものであった。後に述べる９月の国

際協力事業団とブラジル中央銀行との間の融資契約調印の機会に農業開発会社

社長ロマノ氏が携行し、日本側関係者にこの案を説明し、検討を要請した。ま

た実施期間の延長についても、１年延長を要請したが、両国関係者はこれまで

の経緯からここでの変更は困難であるとし、事業の進捗状況に応じて、必要が

あれば改めて協議することとした。 
農業開発会社は、上記試案をもとに開発計画の作成を急ぎ、結果を１１月に 

開催の諮問委員会に「当面３年間の事業計画」として提出し、これを当面の業

務運営の基本方針としたいとした。この計画では、総面積を試案と同じ６２，

５００ヘクタールとし、入植に３０，０００ヘクタール、栽植企業に２０，０

００ヘクタール、残りの１２，５００ヘクタールを農業開発会社の保留地とし

て配分し、入植農家の一戸当たりの規模を４００ヘクタールとした。この土地

の配分を基礎に、１年目に全体の３分の１、２年目に残りの３分の２を開発す

る開発計画を作成し、最新のデータによりモデル的に農業生産者の土地利用計

画、生産事業計画、財務計画を作成し、所用資金を、土地を含み２４億クルゼ

イロ（９９年１１月現在）と見込んだ。諮問委員会は、この計画に一応の理解

を示したものの、それが当初計画の根幹にかかわる修正を含むものであるだけ

に、両国関係者のコンセンサスを得る必要があるとし、承認を見送り、引き続

き検討することとした。 
農業開発会社は、諮問委員会の意向に沿いさらに計画の見直しを行うととも 

に、事業を急ぐ必要から、これまでの考え方にしたがって入植基本計画を作成

するなど作業を進めた。１９８０年に入り、農業開発会社は、これら検討や作

業の結果を踏まえ、最新のデータにより、プロジェクト契約に規定する総合開

発計画、事業計画、資金計画を作成し、これをブラジル中央銀行に提出すると

ともに、３月の諮問委員会に提出、承認を求めた。この計画においては、開発

計画の総面積６５，５００ヘクタール、入植用地３３，０００ヘクタール、入

植農家のロッテ数７６ロッテ、ロッテ当たり平均面積を３４３ヘクタールとす

るものであった。諮問委員会においては、両国政府関係者を交え協議を行った

結果、当初の考え方を堅持しつつ、出来る限り会社の意向に沿うこととなり、
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土地面積とその配分を最終的に次のようにすることとなった。 
１）土地の総面積は６０，０００ヘクタール未満とし、うち入植用地を約３

２，０００ヘクタール、栽植企業用地１８，０００ヘクタール、農業開発

会社の保留地を１０，０００ヘクタールとする。但し、６０，０００ヘク

タールの範囲内での各事業用地への配分は、土地取得の最終段階の状況に

より若干の変動があり得る。 
２）入植農家の一戸当たり面積は３００～５００ヘクターとし、出来る限り５

００ヘクタールに近いものとする。農業開発会社は、この決定を受けて、残

りの仮契約中の土地について取得を進める。８０年８月までに概ねこれを完

了した。取得した土地は、イライ地区約９，０００ヘクタール、コロマンデ

ール地区約１１，８００ヘクタール、パラカツ地区約２３，０００ヘクター

ル（仮契約のものを含む）となり、栽植企業用地１４８，０００ヘクタール

（後述の第２栽植企業用地を含む）を合わせて約５９，０００ヘクタールで

あった。 
これら土地を提供した地主は５２名で、うち２６名がイライ地区、１４名が

コロマンデール地区、１２名がパラカツ地区で、１地主の提供した土地の面積

は、イライ地区では土地の分割が進んでいたため、２０名までは５００ヘクタ

ール未満と小さく、パラカツ地区では、１１名までが１，０００ヘクタール以

上の大地主であった。これら土地はほとんどすべて自然放牧地又は未利用地で、

地主の半数は大都市又は地方都市居住者であった。取得価格は、イライ地区、

コロマンデール地区はヘクタール当たり平均６，０００クルゼイロ（約４万円、

２００ドル程度）、パラカツ地区では、約４，０００クルゼイロ（約３万円、１

８０ドル程度）で、当初計画で予定した価格３，０００クルゼイロ（７万円、

３００ドル）を実質的に下回った。 
 

（３）入植基本計画の作成と参加農協、入植農家の選定 
農業開発会社は、事業を急ぐ必要から、開発計画の検討と並行して、入植地 

については、仮契約中のものを含め団地毎の入植基本計画の作成を進め、７９

年中にこれを完成した。この計画は、入植地の土地利用（配分）計画、区画割

（ロッティング）予定計画、標準区画の施設の整備及び営農計画の概要、道路

及び共同利用施設の配置計画、所用資金の概算等を内容とした。なお、パラカ

ツ地区の団地には、パラカツ市から距離が６０キロメートルと離れているため

市街地を設けることとし、ここに住宅、集会所、倉庫、修理工場等を整備する

こととした。土地利用計画では、耕地、森林保留地、水源、インフラ用地等を

明らかにし、区画割予定計画では、土地法の私営入植の規定に従い、地形に即

して一辺が道路に沿い、一辺が水利を得られるよう計画した。計画した区画数
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は、イライ地区２６、パラカツ地区５０、区画の面積は、前者で最大４０９ヘ

クタール、最小で３０３ヘクタール、平均３４３ヘクタール、後者で最大４４

８ヘクタール、最小３５４ヘクタール、平均４５１ヘクタールであった。 
農業開発会社は、この入植基本計画に基づき、入植農家の選定を進めた。入 

植農家の選定については、最初の諮問委員会において土地の選定基準とともに、

選定の基本的考え方を審議したが、７９年２月の諮問委員会において具体的選

定基準等を審議した結果、選定の方法としては、まず、農協を選定し、その参

加を得て組合員の中から一定の条件を備えた農家を選定するのが適当とされた。

その場合の農協は、サンパウロ州、パラナ州、リオグランデ州の農業先進地の

農協が適当で、選定の基準としては、農協が入植農家の選定のみならず、営農

指導や生産物の販売、資材の購入、貯蔵、加工等に重要な役割を持つことから、

試験的事業と同じ分野の活動を行っており、経営構造が妥当で、財務が充実し、

技術能力に優れ、指導者の経営意識が高く、販売、購買、貯蔵、加工等の機能

の充実したものとするのが適当であるとの意見であった。 
農業開発会社は、この委員会の意見に従い、入植事業は優良農協の協力、参 

加を得て行うことに方針を固め、開発計画の検討と併行して参加農協の選定を

急いだ。 
ブラジルの農協は戦前に設立されたものが多く、その数は相当数にのぼった

が、活動は低調で大半は牧畜出荷組合で、農業部門の組合は南部、東南部の中、

小土地所有の多い農業先進地を中心に１８０組合程度といわれた。しかしこれ

らのうち、数は少ないがドイツ、イタリー、オランダ、日系組合で大規模な販

売、購買事業のほか、加工、処理、資材の生産事業を行い、ブラジル有数の農

牧企業にランクされるものもあった。 
農業開発会社は、これら有力組合のなかから選定基準に従って検討した結果、

リオグランデ州及びサンパウロ州の農協のなかから選定することとし、リオグ

ランデ州の組合としては、７９年７月、協同組合銀行の推薦により、ドイツ、

イタリー系のコスエル組合（エンカンタード養豚組合）を選定し、イライ地区

の入植事業への参加を予定した。この組合は、１９４７年創立され、南部州で

は大規模組合の一に数えられ、組合員数約５，０００人、大豆の集荷、飼料工

場、屠殺場、牛乳生産等を行い、入植事業も小規模ながら経験のある組合であ

った。 
また、サンパウロ州の組合は、日系のコチア産業組合が協力事業の準備段階 

から参加、協力を表明していたが、７９年８月、正式にパラカツ地区の入植事

業に参加を表明し、またこれまで慎重であった日系の南伯組合もほぼ同時期に

パラカツ地区の入植事業に参加を表明してきた。この結果、パラカツ地区の北

部にコチア産組が、同地区の南部に南伯組合の参加を予定した。コチア産組は
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１９２７年、ばれいしょ協同組合として発足し、１９３３年コチア産業組合と

改称、１９６５年、従来の組合を中央会とし、事業地域に単協を設立していた。

コチア産組は当時ブラジル最大の事業量をもつ総合農協で、組合員数約１万６

千人、ばれいしょ、小麦、果実、蔬菜、コーヒー、大豆等の販売事業のほか、

資材の購買、肥料、飼料工場、貯蔵、加工、生産指導、輸出等を行い、入植に

ついても９ヶ所の営農団地をもっていた。南伯農協は１９２７年設立、中央会

組織をとり、組合員数約１万人、販売、購買、貯蔵、加工、技術指導等を行う

優良組合であった。 
参加農協の選定に引き続き、農業開発会社は入植農家の選定方法、基準につ

いて参加農協と協議し、選定の方法としては、原則として総数の８０％を農協

が一次選定したうえ、農業開発会社が最終選定することとし、残りの２０％は

地域と融和をはかり、その支援を得るため、ミナス・ジェライス州出身者のな

かから会社が直接選定することとした。また、入植農家の選定基準としては、

７９年２月の諮問委員会において、農協の選定基準と合わせて審議した結果を

基礎とし、その後パタップ計画の経験や参加農協の意見等を取り入れ次のよう

にすることとした。入植農家は、土地を持たないブラジル人であること、協同

精神を持ち、農協の組合員であるか、又は事業地区に設立される農協に加入の

意思をもつものであること、開拓の意欲と体力を備えていること、農畜産等、

特に穀類についての技術的、経営的知識、経験をもつものであること、ブラジ

ル中央銀行の規定による自己資金を持っていること、ロッテ内又はその郡内に

居住し、自ら農畜産業を営むこと、農業開発会社のオリエンテーションに従い、

作成された営農計画を実施すること、販売、資材の購入については農協のオリ

エンテーションを尊重し、経営については技術援助のオリエンテーションを尊

重すること等とした。この基準は７９年１１月の諮問委員会で最終的基準とし

て承認された。 
参加農協は、この基準に基づき入植農家の一次選定の作業を進め、また参加

地区の調査等参加を準備したが、この過程で南伯農協は割り当てられた地区の

利用度が低い等の理由で８０年３月になって参加を取りやめた。南伯の参加取

りやめは、協力事業に背を向けたものではなく、地区の実情等についての誤解

等によるものであった。農業開発会社は、止む無くコチア産組と協議した結果、

同組合が南伯予定地の入植事業への参加を快諾し、同組合がパラカツ地区全体

の入植事業に参加することに決定した。 
入植農家の一次選定に当たって、コスエル農協は、希望者は多かったが、組

合が独自に選考し、コチア産組は、公募方式をとり数百人の希望者のなかから

組合が選考した。コスエル農協は７９年１１月に選考を終わったが、コチア産

組は、旧南伯農協の地区を合わせて行ったことや、道路整備について８０年度
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のポロセントロ計画の大統領の承認を待って公募の受付を行ったこと等から作

業が遅れ、８０年５月に終了した。また、農業開発会社が行うミナス・ジェラ

イス州出身者の選定も１００名に近い希望者のなかからそれぞれの組合の選定

とほぼ同時期に選定を終わった。 
農協の一次選定した入植農家については、農業開発会社が最終選定を行い、

農業開発会社が選定した入植農家と合わせて入植農家を決定した。選定された

農家総数は７６戸（パラカツ地区の仮契約中のロッテ２戸を含む）で、このう

ち日系農家は４３％、ドイツ、イタリー系３２％、ミナス・ジェライス州出身

者２５％であった。平均年齢は、イライ地区で２８歳、パラカツ地区で３１歳

と若く、半数近くが未婚者あった。また教育程度は、イライ地区では、小学卒

と中学校中退者が半数近くを占め、大学卒は２０％であったが、パラカツ地区

の日系農家は、大学卒３３％、高校卒が２６％を占め、その７０～８０％が農

業従事者で、その他農業技師、農場管理者も含まれ、多くが農業経験の豊かな

青年であった。 
 

（４）栽植企業の選定と枠組みの作成 
栽植企業の選定については、７９年２月の諮問委員会において、候補企業の

条件としては、合弁基本協定の趣旨に即し、日伯合弁型のものにプライオリテ

ィーを与え、伯側がマジョリティーをもち、ブラジルの企業で農業の経験が深

く、投資に見合う財務、経営構造をもち、社会的信用力と経済力をもつものと

した。この条件を満たすようにするため、選定の方法としては、まず農業開発

会社が日伯両投資会社に問い合わせを行い両株主が推薦する形をとり、最終的

には農業開発会社が諮問委員会の意見を聴いて選定することとした 
この７９年２月の諮問委員会に先立ち、サンパウロ州の日系コロニアでは、

７８年１１月の農業開発会社設立総会の際、帰途サンパウロ市に立ち寄った日

伯農業開発協力株式会社の久宗社長が、日系コロニアの有力者と懇談し、非公

式に協力事業への参加を要請したのがきっかけとなり、コロニアを挙げてこれ

に参加する機運が急速に高まった。同年１２月には、コチア産組、南伯農協、

南米銀行その他コロニア企業は参加の構想を固め、７９年１月にはパラカツ地

区に土地調査団を派遣した。次いで同月、コロニアグループ（コーディネータ

ー山本勝三サドキン社長）は、パラカツ地区で農場を経営していたコチア青年

グループ（代表山口節三）及びコーヒー栽培、輸出業の大家グループ（代表大

家＊＊）とともに、農業開発会社にインランドレターを提出、参加の意向を表

明した。 
４月、農業開発会社は、伯側投資会社に栽植企業への参加希望の有無を問い

合わせた結果、関心を示しているものは７社あったが、そのうち同社の株主は
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上記のコロニアグループとミナーザの２社であった。このため農業開発会社は

５月、諮問委員会の承認を条件にコロニアグループによる栽植企業の設立準備

を認めることした。 
これを受けてコロニアグループでは、パラカツ地区のサンタマリア農場と土

地売買の仮契約を行うとともに、コチア産組及び南銀が入植事業に参加すると

した栽植企業への参加を見送ったため、南銀がリーダーとなり、南銀橘社長ほ

か７名の農場主、企業経営者が発起人となり、栽植企業設立のための投資会社

の設立準備を進め、５月末創立総会を開催してセラード農産出資株式会社（代

表橘南銀社長）を設立した。趣意書によると、戦後日伯間には多くの経済協力

事業が推進されたが、それらは製鉄、アルミ等の分野で、コロニアの手の届か

ないものであった。農牧に関しては経験と実績があり、これこそ協力できる分

野であり、日本移民７０年の総決算事業として推進したいというものであった。

会社の資本金は１，３００万クルゼーロ、うち発起人が８００万クルゼーロを

出資し、残りを一般募集とし、一口１０万クルゼーロ、５０名を予定した。資

本金のうち１，２００万クルゼーロを栽植企業に出資することとし、栽植企業

はパラカツ地区サンタマリア農場１万ヘクタールにおいて穀作を中心とした農

牧業を営むものとし、資本金を４，０００万クルゼーロ、農業開発会社は、南

銀との共同出資を予定した。 
出資会社は、設立とともに一般募集株主の募集を行うとともに、日本側に出

資参加を求め、６月には山本氏が来日して日伯農業開発協力株式会社久宗社長

はじめ関係者に協力を要請した。一般株主の募集は順調に進み、７月には予定

を上回る９４人に達し、そのほとんどが個人で、その後さらに申し込みがあり、

８月には１１８名にのぼり、会社の資本金も２，０００万クルゼーロに増資し

た。この事業を日本移民７０年の総決算事業として位置付け、利益を期待する

ものではないとしたにも拘らず、一口１０万クルゼーロ（当時約８０万円）に

このような多数の参加を得たことは、日系コロニアのける協力事業に対する関

心と期待がいかに高いものであったか、当時の熱気がうかがわれた。８月には

第２回日伯閣僚会議のため訪伯した渡辺農林水産大臣（当時）の出席のもとに

農場開きを行った。 
一方、日伯農業開発協力株式会社は、コロニアグループからの委託を受け、

株主に対して、日系コロニアグループとの合弁による栽植企業への参加は、協

力事業の効果的推進のみならず、両国間の友好関係の増進にも有意義であると

して参加を呼びかけた。株主各社においては、参加の意義を理解し、また日系

コロニアは合弁の相手方として申し分のないものと認めたものの、当時既に第

２次ブラジルブームも去り、国内経済情勢もきびしくなったことから参加を得

ることが出来なかった。 
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しかし、日系コロニアからの要請に対しては、それがコロニアの総力を挙げ

ての要請であるだけに、何とか対応する必要があると考えられ、関係者との協

議の結果、日伯農業開発協力株式会社がこの件に限り出資参加することとした。

日伯農業開発協力株式会社の栽植企業への参加は、当初計画にはなかったが、

現地法人への参加の一つとして会社目的の範囲内であり、また相手が日系コロ

ニアで、事業運営の適正を期するならば危険負担も小さいと判断され、協力事

業の推進にとっても有効と考えられた。幸いにして、会社においては、農業開

発会社に対する出資金が、会社設立時のクルゼーロで固定されたため、出資金

については払い込み時までの間のクルゼーロ価値の変動によって余裕金を生ず

る見込みとなったため、これを振り向けることによって出資は可能であった。 
このような事情から日伯農業開発協力株式会社は、９月末、臨時総会を開催

し、日系コロニアによる栽植企業への出資の承認を得て、出資参加を決定した。

農業開発会社も１１月開催の諮問委員会の承認を得て出資を決定し、南銀も出

資を決定したので、１１月末これを４者で合弁基本協定を調印し、栽植企業と

してセラード農産開発株式会社（以下「CDAC」という。）を設立した。 
会社は、本社をパラカツ市におき、セラード地帯において農牧畜業及び農産

加工業の開発を目的とし、農畜産物及び農産加工品の生産、販売等を行うこと

とした。出資金は４，６００万クルゼーロ、出資比率は日系コロニア３１％、

農業開発会社及び日伯農業開発協力株式会社がそれぞれ３０％、南銀が９％で

あった。会社は、経営審議会及び取締役会によって運営し、重要事項は株主総

会の全員によって決定することとした。経営審議会は、ブラジルに居住する４

名の会社の株主によって構成され、会社運営の基本的方針の策定等を行い、取

締役会は、ブラジルに居住する３名の取締役（専務取締役、財務取締役及び事

業取締役）によって構成され、経営審議会によって選任され、業務の執行に当

たることとした。 
開発用地は、７９年初めコロニアグループが確保したパラカツ地区サンタマ

リア農場約１万ヘクタールで、地区内では標高が高く、土地条件も比較的良好

で、価格は３，５００万クルゼーロ、資本金で賄うこととした。土地の利用に

ついては、約５，０００ヘクタールを大豆、とうもろこし、陸稲、フェジョン、

コーヒー等の生産に当て、１，５００ヘクタールを牧畜、残りを森林保存区等

とすることとした。初３ヵ年の所用資金は、土地を含め約１１，３００万クル

ゼーロ（７９年１０月現在）を見込み、資本金、木炭収入、農産物販売収入、

特別プログラム基金からの借入金によって賄うこととした。 
栽植企業の他の１社については、日本側企業に参加の関心がないため、伯側

企業等によって設立することとし、７９年末以来、ミナス・ジェライス州の企

業（多くは農企業）の連合による幾つかの案を検討したが、何れも成功しなか
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った。このため、農業開発会社は、ミナス・ジェライス州内の放牧中心の企業

農場を穀作中心の近代的経営に改造することとし、８０年２月頃から、前年の

実施地区選定のため日伯合同調査を行った際、候補地の一つとしたウナイ－パ

ラカツ街道の中間地点の東寄りに位置するクラル・ド・フォゴ農場を中心に調

査を行った。その結果、この地区は標高が低く、コーヒー、小麦の栽培は不可

能であるが、土壌は比較的良好で、大豆、とうもろこし、陸稲の栽培に適して

おり、また、この地区以外に適当な候補地もなかったことから、クラル・ド・

フォゴ農場の土地を取得して、第２栽植企業を設立することを決定した。 
５月、土地の所有者ジャルバス、ジャイロ（ＪＡＲＢＡＳ、ＪＡＩＲＯ）兄

弟と協議の結果、この土地を利用して第２栽植企業を設立することに合意した。

ジャイロは農業技師で、ブラジリアで外資系の農業機械の代理店を営み、ジャ

ルバスはこの農場のほか、親戚兄弟と約４，０００ヘクタールの農場で種牛の

生産を行うほか、倉庫、飼料の卸小売業を営むパラカツ市の事業家であった。

新会社はジャルバスが中心となり、南部出身の農業技師を雇用して経営に当た

ることにした。 
９月、農業開発会社は、諮問委員会並びに株主の承認を得て出資を決定し、

ＢＲＡＳＡＧＲＯも出資することとなり、ＪＡＩＲＯ，ＪＡＲＢＡＳ兄弟と合

わせ４者間で、クラル・ド・フォゴ農産工業株式会社（以下「Ｃ・ＦＯＧＯ」

という。）を設立した。会社の資本金は１０，１３４万クルゼイロで、うち農業

開発会社が約２５％、ＢＲＡＳＡＧＲＯが約５％を引き受け、残りをジャルバ

ス、ジャイロが土地の現物出資とした。会社は４名の経営審議会委員及び３名

の取締役によって運営され、農業開発会社は経営審議会委員１名、取締役（財

務担当）１名の指名、選任権をもつこととした。 
農場はほぼ南緯１７度、西経４７度３０分、ウナイ－パラカツ街道の中間地

点を東に約１２キロメートルの位置にあり、標高５７０メートル、面積約４，

８００ヘクタール、うち牧野約６００ヘクタール、農耕地３６０ヘクタールの

ほかはセラドンに属する、高い樹木が茂る土地であった。従来の牛の放牧中心

から穀作中心に改造することとし、約２，９００ヘクタールを大豆、とうもろ

こし、陸稲、ソルゴ、サンフラワー等の栽培に当て、約８００ヘクタールを人

工牧野、残りを森林保有地等とすることとした。所用資金を土地を含め約２３，

０００万クルゼーロ（８０年８月現在）と見込み、出資金、木炭収入、農産物

販売収入のほか、特別プログラム基金からの借入金によって賄うこととした。 
 

（５）農業開発会社の試験場及び展示農場の設置計画 
事業実施前の枠組みにおいては、農業開発会社は、ブラジル農牧業研究公社

の規則に従い、技術の改良に必要な研究活動を行い、また技術の展示普及のた
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め展示農場を設置することとなっていた。ブラジルでは１９７３年の農牧業研

究制度の改正により、農務省機関としてブラジル農牧業研究公社（以下「ＥＭ

ＢＲＡＰＡ」という。）が設立され、その統括のもとに全国ベースの研究機関､

州の研究公社、公私立大学の研究機関及び公共、民間企業の研究部門が全国農

牧研究システム（SNPA）として組織され、研究が進められた。農業開発会社の

研究活動もこのシステムのもとで行うものであった。 
日本側は、この事業が試験的事業として行われることもあって、特に研究活

動を重視し、専門家を派遣して支援することを予定した。農業開発会社もこれ

を重要業務の一つとして、土地取得、実施計画の作成の過程で設置計画を検討

するとともに、活動の在り方についても検討を進めた。しかし、研究活動はも

ともと直接に利益を生まないものであるだけに、民間企業としては実施に限界

があり、６月に事業の実施地区の選定方針を決定した際には、展示農場を条件

の比較的良好なコロマンデール地区に設け、研究活動はこれに隣接して小規模

の試験場を設け、関係機関の技術的、資金的協力を得て行うこととした。 
農業開発会社は、この方針に沿って EPAMIC、CEPAC に協力を要請したと

ころ、両機関とも協力的で、研究活動の実を挙げるためには、開発事業に密着

して研究を行い、成果を利用するのが効果的で、この趣旨から各事業地区に試

験場或いは観察農場、展示農場を設け、関係機関と協力して研究を行うのが適

当であるとの案が出された。１１月の諮問委員会で協議の成果として説明した

案は、２５０ヘクタールの試験場１ヶ所、１００ヘクタールの展示農場１ヶ所、

５０及び１００ヘクタールの観察農場２ヶ所、計５００ヘクタールの農場を造

成し、EPAMIG、CEPAC の協力のもとに、日本からの派遣専門家が中心となっ

て研究活動を行うというものであった。また、研究の内容については、１２月

初めの EPAMIG との協議では、研究分野を事業の効果測定、事業地区の自然資

源と適作の調査及び標準営農計画の技術研究の３分野とし、関係機関が一部を

分担、協力する案が出された。 
このように関係機関との協議が進むにつれ､関係機関の協力を緊密化し、効果

的な研究活動の実施を図るため、農業研究協力の合同委員会に小委員会が設け

られ、関係者により重要事項の協議が行われることとなった。また農業開発会

社、EPAMIG 及び EPAC の間で研究協力協定の締結が予定された。小委員会の

最初の会合は１２月末開催され、試験場の本拠地は、事業が集中し、利用でき

る研究施設もなく、CEPAC に最も近いパラカツに置くこと、３分野の研究のう

ち効果の測定については８０年早々から調査を始めること、また日本からの派

遣専門家は、到着後研究の状況把握や伯側研究者との相互理解を深めるため、

各地の研究機関で３ヶ月程度の研修を行うこととし、農業開発会社が計画を準

備することが決定された。日本からの派遣専門家は、８０年末着任し、小委員
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会の決定どおり農業開発会社の準備した計画に従って６月末まで各地の研究機

関で研修を行った。 
この間、研究活動の在り方については、さらに検討が続けられ、特に試験場

の規模については関係者の間で種々の意見が出た。農業開発会社では、収益を

生まない研究業務に多額の投資を行うことは適当でなく、リスクも大きいとす

る意見のほか、ミナス・ジェライス州では EPAMIG が長い歴史と優れた実績を

もって、組織的に研究を行っており、その中で会社が目立った研究活動を行う

ことは慎重を要するといった政治的配慮による消極的意見もあった。結局、派

遣専門家の研修終了を待って最終的に決定することとなり、６月末の小委員会

において、派遣専門家の意向をも反映し、試験場の本拠地をパラカツ地区にお

くことを再確認するとともに、費用の面を考慮して、規模は用地２３５ヘクタ

ールのうち差し当たり３０ヘクタールとし、将来、コロマンデール、イライ地

区に支場を設け、関係機関の協力のもとに研究を実施することに落ち着いた。 
次に展示農場は、８０年３月の諮問委員会の決定に従って、農業開発会社が

保有地として取得したコロマンデール地区の土地約１１，８００ヘクタールの

うち、約４，６１６ヘクタールをこれに当てることとした。展示農場用地を４，

６１６ヘクタールとしたのは、地形上除地があるほか、人工牧野、自然牧野を

含み、それらは農場経営安定上必要な畜産用地として利用でき、耕地、樹園地

として利用できる面積約１，５００ヘクタールで、実質的に当初計画と変わら

ないためであった。 
展示農場では、優良種子の生産事業と試験研究事業を行うことが考えられて

いたが、試験研究事業は当面行わないこととなったため、専ら種子生産農場と

して運営し、EPAMIG と協定を締結し、大豆、小麦の原種子生産を行い、新種

の倍加と技術の展示、普及を図り、併せて収益の確保に努めることとした。 
ブラジルでは、１９７５年、EMBRAPA に原々種子生産課（SPSS）が設け

られ、これを中心とした優良種子生産システムにより、農業生産者に、陸稲、

フェジョン、とうもろこし、大豆、小麦、綿花等の優良種子の提供が図られる

こととなった。当時、優良種子は、試験場における新種の開発（原々種）、原種

の倍加及び優良種子生産の段階を経て供給されたが、SPSS はその地方部、支部

を通じて原種の維持、倍増、配給、連邦、州政府機関及び民間企業との連携、

支援等を行い、原種は EMBRAPA とその協力者、EPAMIG、IAPR（パラナ州

農業研究所）、CATI（サンパウロ州総合技術援助調整室）でその９割を生産し、

優良種子は約２，０００人（法人、自然人）の各地方協力者が生産した。この

ような種子生産システムにより、優良種子の供給は増加し、１９７９年には、

優良種子を使用した作付面積の比率は、陸稲で約４２％、フェジョンで約７７％、

とうもろこしで約５５％、大豆で約９７％、小麦では約９７％に達した。しか
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し、優良種子生産者のうち、原種を確保して種子生産を行ったものは、全体の

２５～３０％に過ぎなかった。従って原種生産にはある程度の技術を必要とす

るものの、販売価格は通常の価格より３０％高く、採算上有利であった。農業

開発会社展示農場は、技術の展示、普及とともに、収益の確保の面でも重要な

役割をもつものとしてその運営に期待がかけられた。 
 

（６）基幹的インフラストラクチャーの整備の調整 
事業実施前の枠組みにおいて基幹的インフラストラクチャーの整備は、政府

がその責任において行うこととなっており、事業の開始に当たっては事業地の

実情からこれの早期実施が何より重要であった。事業実施地区は、いずれも広

域的には都市や町の中間地点にあり、国道や州道に比較的近く、ポロセントロ

計画の優先地域にあったが、国道や州道から事業地に至る道路や地区内の道路

はほとんど未整備の状況にあった。特にパラカツ地区では、中央部にコチア青

年のムンドノーボ農場（５，０００ヘクタール）があったが、公共施設は皆無

で、パラカツ市及びウナイ市から６０～１００キロメートルと離れ、国道４０

号線と２５１号線を結ぶ道路が地区内を貫通していたが、橋の落ちた所や、排

水不良の個所があり、機能を果たしていなかった。また、コロマンデール地区

は、近くを州道１７５号が通っていたが、これから事業地に至る道路は排水不

良や道幅の不十分な個所がかなりあった。イライ地区は、市街地は小規模であ

ったが、国道３６５号線に近く立地条件に恵まれたものの、地区内の道路は未

整備の個所が多かった。また電化については、各地区とも未整備で、既設送電

線からの延長、容量アップが必要であった。 
従って農業開発会社は、７９年１０月、入植基本計画及び展示農場の施設整

備の構想に基づき、基幹的インフラストラクチャーの整備の基本スキームを作

成し、これをポロセントロ計画のブラジリア及びミナス・ジェライス州の調整

事務所及び関連する連邦諸機関、ミナス・ジェライス州関係部局に提出し、具

体的な要請を行った。関係機関においては、これをもとに検討を行い、必要な

測量等の詳細な調査を行って整備計画を作成した。この計画は、幹線道路につ

いては、１８５キロメートル、送電線については、１７０キロメートルを建設

することを目標に、ポロセントロ計画の８０年度により、道路はミナス・ジェ

ライス州道路局が、電化は同州電力公社（CEMIG）が工事を担当し、８０年初

めに工事に着手、８１年初め頃には完成することを予定した。この計画は８０

年４月、大統領により承認された。 
 

２、導入技術の組み立てと特別プログラム作成への参加 
（１） 導入技術の組み立てとマニュアルの作成 

 17 



自然放牧と焼畑農業が跡を絶たないセラード地帯において、技術の革新は農

業の発展の動因であり、また協力事業が技術の開発、改良と一体的に行う試験

的事業として行われることから、導入すべき革新的技術の組み立ては開発事業

実施に当たって一義的に重要であり、農業開発会社はこれを重要業務として、

連邦、州の研究、普及機関、大学等と連携して早くから検討を進めた。 
開発事業の実施地区は、その自然的条件や社会的条件が比較的良好であった

が、セラード地帯に変わりはなく、土壌の化学性が劣悪で粘土質が多く、降雨

分布に雨期と乾期があり、雨期の降雨が不安定で、また人口密度の比例して労

働力も少なく、能率的な開墾、土壌改良、タイムリーな事業の遂行、労働の節

約等のためには機械化が不可欠であった。またそのような悪条件を克服して生

産性を高めるためには、機械化に適合した土壌改良、品種の選択、栽培、施肥、

防除等の技術が必要であった。 
当時セラード地帯では、南マット・グロッソ州を中心に、大豆生産の大規模

機械化農業が急速に進展していた。また、機械化栽培技術の研究も連邦、州の

研究機関、大学等で成果が挙がり、実用化されるものもみられるようになった。

農業開発会社は、このような情勢を踏まえ、７６年のフィージビリティー調査

で導入技術を機械化技術とした方針に従い、主として PAMIG や EMAEL/MG
における研究結果を取り入れ、これを応用、発展させ、事業実施地区の自然条

件に適合した技術システムを８０年初めまでに一応組み立てた。この技術は、

大豆、小麦、とうもろこし等の穀類の栽培を中心に、大型機械化体系を中核と

して、それの先導するセラード開発のために新しく開発、改良され実用段階に

ある開墾、土壌改良などの農業土木的技術、品種改良、栽培法などの生物学的

技術、並びに施肥、防除などの化学的技術を組み合わせ、体系的に総合化した

もので、当時セラード地帯において最高の生産性の実現が期待されたものであ

った。生産性の目標としては、ヘクタール当たりの収量水準で、大豆が第１年

次１.２トン、第２年次１.５トン、第３年次１.８トン、生産安定時２.０～２.１
トン。小麦がそれぞれ１.２トン、１.３トン、１.５トン、１.７トン。とうもろ

こしが２年次３.４トン、３年次３.６トン、生産安定時３.６トンとし、全国平均

の水準をかなり上回るものとした。農業開発会社は、同年２月、これを CPAC、

EPAMIC、EMATEL/MG、参加農協、栽植企業等の研究者、技術者５５名によ

る技術者会議を開催して検討し、必要な修正を加えてこれを導入技術すること

を決定した。 
次いで農業開発会社は、この技術者会議に基づき、これを「農業開発会社の

開発地域における農業生産システム」としてとりまとめ、指導者、農業生産者

の指導、営農の指針とした。このマニュアルは、まず、セラード地帯の開発に

当たっては、前提として対象地域の植生、土壌、気象等の自然条件を把握し、
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また育成すべき経営、コストについても十分配慮する必要があることを指摘し

たうえ、対象地域の自然条件の特性の分析を行った上、これに適合した開墾、

土壌改良の基本法式、大豆、小麦及び緑肥作物の栽培技術についてかなり詳細

に述べるとともに、営農計画作成のための設計基準を示したものであった。そ

の要点は次のとおりであった。 
１）開墾、土壌改良の基本方式 

開墾、土壌改良作業は、伐開に始まり、寄木、薪木の回収、石灰散布、

耕起、砕土、土壌保全、機械による抜根、加里及び燐酸の施肥、整地の行

程をとる。伐開は、セラドン、セラードでは、ブルドーザー２台により、

大型チェーンを使用して樹木をなぎ倒す方法をとる。また、カンポスージ

ョやカンポリンポでは、境界線の樹木を除去して火を入れて焼き払う。寄

木はなるべく行わないようにするが、止むを得なく行う場合は、寄木用ア

タッチメントを利用して等高線に沿って畝を造るようにする。コスト軽減

のため、薪木の利用は重要で、農作物の植付け予定のない場所に炭焼き場

を作り木炭を製造する。酸性を矯正するため、石灰を土壌分析の結果に基

づきヘクタール当たり２～４トン撒布し、PH を６.０程度に矯正する。 
PRNT８０％の苦土石灰の使用を優先し、撒布機は線條式を優先する。耕

起、砕土は、石灰を土壌中に深く鋤き込み、残留植物を切除し、土壌の通

気性、保水力を高め、表土の有機物の混合を図るために重要で、１４０～

１５０HPトラクターにより、耕起中３.３５メートルのハローを使用する。 
侵蝕防止のための土壌保全は、農場内の地力にあった開発、作付け、農作 
物の残滓の鋤き込み等の土壌についての技術、エロージョン防止林、緑肥

作物の栽培、輪作等の栽培技術、等高線に沿った寄木、テラス造り、攪土、

深耕等の機械化技術を集約して実行する。耕起、砕土後、表面に露出した

根や株は動力伐根機で除去し、さらに残った根や株は手作業で寄木をし、

焼き払ったり除去する。土壌中の燐の含有量を高めるため、P２O５をヘク

タール当たり１６０～２４０キログラム施用する。整地作業の前に石灰撒

布機で行う。毎年土壌分析を行い、含有量を調べて必要量を補給する。 
加里肥料は、土壌分析結果によりヘクタール当たり１００～５０キログ

ラム施用する。最後に、整地は、機械による植付け作業を容易にし、種子

の発芽を一斉にするため重要で、ハローテスコ２０を使用し、深度１０～

２０センチメートルとなるようにする。以上の開墾、土壌改良は、植生の

状況等により必要に応じて一部を変更し、また使用機械を変更する。なお

この作業は一般に請負によって行う。また設計基準として、作業のタイプ

別の作業工程及びヘクタール当たり所要時間、必要資材を別表で示す（省

略。）。 
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２）大豆の機械化栽培技術 
大豆は、本来温暖多湿で１日の気温差の大きな気候を好み、感光性が強

い反面、肥沃な土壌や多肥栽培の必要がなく、土壌の良否、栽培技術の巧

拙による収量差が比較的少なく、栽培、収穫の総ての段階を通じて機械化

が容易な作物である。従って、セラードの適作物で、ミナス・ジェライス

州のセラード地域でもすでに生産が増加し、収量も同じレベルに達してお

り、導入作物として重要である。 
大豆の栽培は、上述の開拓方式による土地の整備を前提として、次のよ

うに行う。先ず品種については、日長に鈍感で生産力が高く、機械化に適

するものが既に開発されており、このなかから適品種を選択するとともに、

土壌改良の状況や小麦作との二毛作に対応するほか、自然災害を回避する

ため、出来る限り熟期の異なる品種を組み合わせるのが理想的である。奨

励品種は、早生種として PARANA（ノースカロライナ系を選抜）、BOSSIR
（アメリカ種）、中生種として IAC２、IAC５（何れもサンパウロ州カンピ

ーナス農事研究所育成）、UFV－２（ヴィソーザ大学育成）、晩生種として

UFV－１（ヴィソーザ大学育成）、サンタローザ（カンピーナス農事研究所

育成）等である。このうち初年目は、セラード向きで生育が旺盛で生育期

間も長い IAC－２、IAC－５が、第２､第３年目は UFV－２、サンタローザ

が、肥沃土壌や第４年目以降は UFV－１、UFV－２、BOSSIR、PARANA
が適する。小麦作との二毛作の場合は早生種の PARANA が適する。 

大豆の播種期は、早生種１０月１０日～１１月３０日、中生種１０月２

０日～１１月３０日、晩成種１１月が理想的である。しかし大豆は発芽期

と生育期の水分欠乏に敏感で、この時期の水分欠乏は発芽を不揃いにし育

成を遅らせるので、降雨が正しく来るようになり、土壌中に水分の保持が

認められる時期に合わせて播種期を調整することが重要である。 
栽培初年目は、降雨が規則的にくるようになれば、造成した畑地を整地

したのち（第２年以降は、耕起、砕土したのち）トラクターと施肥、播種

機により施肥と播種を同時に行う。施肥は、土壌分析の結果に基づき行う

が、初年目は種子の播種や土壌の酸度矯正の不十分な場合があるので、蒔

き付け時窒素をヘクタール当たり１０キログラムの使用を奨める。地力維

持のための燐酸及び加里の施肥量は、燐酸については土質、土性に応じて

ヘクタール当たり９０～３０キログラム、加里については、土壌のカリウ

ム含有量に応じ、ヘクタール当たり６０～２０キログラムである。その際、

根瘤菌の接種を行う。播種は、畦幅を早生種４０センチメートル、中、晩

成種４５～５０センチメートルとし、播種密度を１メートルの条間に２５

～３０株とする＊＊密植として、大豆の最下着莢位置を低くなることを防
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ぎ、機械化収穫の損失を少なくする。 
大豆は雑草との共存関係に敏感であるので、生産性を高めるためには、

雑草のコントロールは欠かせない。除草の方法としては、円錐型鍬を後部

と中央につけた耕耘機の使用を奨める。除草剤の使用はあまり奨められな

いが、止むを得ない場合は表示のものを使用する。大豆の病原は種々ある

が、その防除に化学薬品の使用は奨励していない。これに反し、虫害はか

なり深刻で、害虫にはカメムシ類、りんし目害虫等多くの種類がある。し

かし天敵の種類も多く、生息密度も高いので、自然処理によりある程度防

げるが、発生状況に応じ表示の基準に基づき動力噴霧器による薬剤の撒布

を行う。 
最後にコンバインにより刈り取り、脱穀、調整を行う。大豆作のヘクタ

ール当たり資材、作業の所要時間等技術的基準は表示のとおり（省略）。 
３）小麦の機械化栽培技術システム 

小麦は、元来南北３０～４０度の冬期多湿で夏期乾燥する内陸型の温暖

ないし冷涼な地域が適地とされるが、春播種は栄養成長から生殖成長への

転換のための低温要求がなく、セラードにおいては標高８００メートル以

上の高地は適地とされる。従って数少ない裏作物の一つとして冬期乾燥期

間の作付けが可能であり、大規模機械化に適し、国内自給の向上のための

奨励作物でもあり、導入作物として重要である。 
事業地区は一部を除き標高８００メートル以上で適地であるが、小麦は

気温と降雨量の時期的分布に規制され、また土壌条件にも影響を受け、こ

れらは地区によって若干の相違があるので、無灌漑栽培の場合には収量確

保のため前作の大豆との作期の競合関係を考慮しつつ、品種の選定、播種

期の選定、栽培管理に十分な注意が必要である。 
品種は、乾燥をはじめ酸度及びアルミニューム障害、並びに病害に対す

る抵抗力があり、機械化に適したものを選択する。８０年度の奨励品種は、

IRC－５、MARINGA（カンピーナス農事試験場完成、広域適応性がある）、

BH１１４６（耐病性で収量変動が少ない）、CNT７（アルトパラナイバ及

び三角ミナス地域の奨励品種）である。奨励品種は毎年変更される。 
播種時期は、それぞれの地区の降雨分布に合わせて厳密に定める。ミナ

ス・ジェライス州においては、地域によって若干の相違はあるが、雨期は

１０月上旬から始まり、１２月及び１月に雨量が最も多く、その後乾期の

始まる５月まで漸次雨量の減少はあるが降り続く。従って播種時期は、降

雨分布に合わせ、１月１５日から始まり２月一杯とする。南部アルトパラ

ナイバ地区の理想的な播種時期は、雨期の終わりが延びることもあり、１

月１５日から初めて３月１０日までである。この地域の小麦の栽培は、雨
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期の終わりから乾期の初めにかけて降る雨と、貯えられた土壌水分により

栽培するので、播種が遅れたり、乾期が早く来ると減収を招く。 
開拓初年度の場合は耕起用ハローを使用して（第２年度以降は耕起用ハ

ロー又は整地用ハローを使用）整地し、大豆と同様、施肥と播種機により

施肥と播種を同時に行う。施肥基準としては、N は小麦が最も必要とする

栄養素で、通常ヘクタール当たり６０キログラムとされるが、大豆の後作

の場合は２０～３０キログラムで十分である。地力維持のための燐酸及び

加里は、土壌分析の結果に応じ、何れも９０～３０キログラムとする。畦

幅は使用する機械によるが、２０センチメートル以下とし、密度は１メー

トル平方当たり３５０粒となるように機械を調整する。 
雑草の防除については、この程度の栽植密度であれば問題にならないが、 

もし必要あれば除草剤を使用する。小麦は大豆と異なり、虫害より病害の

多い作物で、主要病害は黒さび病、赤さび病、斑点病、うどんこ病で、こ

れらについては薬剤散布機による防除を行う。 
最後の刈り取り、脱穀、調整は大豆と共用のコンバインにより行う。販

売は支持価格に基づきブラジル銀行に引き渡す。なお小麦作の技術的基準

は別表のとおり（省略）。 
４）緑肥作物の栽培 

セラードの未開地の土壌に含まれる有機物は３.８％以下である。有機物

の施用は、土壌の団粒構造を形成して理学的性質を改善するほか、分解し

て養分を放出し、塩基を吸収保持して土壌養分の＊＊の役割をもち、ある

いは微生物の活動を活発化して土壌の生物性を改善する等極めて重要であ

る。 
有機物の資材のうち、空中窒素を固定できる豆科の緑肥作物の栽培がセ

ラード開発に当たって最も合理的である。代表的緑肥作物としては、ムク

ナプレタ（MUCUNAPRETS）、クロタラハ（CROTALARA、JUNCEA）

を奨める。これらは土壌の酸性矯正と適当な燐酸、加里の補給がなされて

いれば、比較的短い期間に高い＊＊生産と窒素の固定を行う。肥料成分は

窒素のみでなく、加里、燐酸カルシューム、マグネシューム、その他微量

要素も含む。 
ムクナは１０～１１月に整地したのち、とうもろこし用のディスコを使

用して播種する。ＩＡＣ－２又はＲＡＪＡＤＡを使用する。密度は１メー

トルに９～１２粒、ヘクタール当たり７５～８５キログラムの割合とする。

普通開花期に刈り取りすき込んで利用する。 
なお、大豆、小麦以外の農作物の技術システムについては、ＥＭＡＴＥ

Ｌ/ＭＧの基準により、コーヒーについてはコーヒー院の基準によることに
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した。 
 
（２）特別プログラムの作成参加と手続き規定の作成 
前章で述べたとおり、融資関連の基本契約、プロジェクト契約及び貸付契約

は、会社設立に先立つ７８年５月の両国間の協議において、貸付契約の日本側

からの貸付条件を除き、合意済みで、伯側は７９年８月の第２回日伯閣僚会議

前に日本側からの貸付条件の提示を受けて調印を希望した。しかし、日本側が

貸付条件の国内での調整や契約書の細部の再調整に手間取ったこと等から調印

が遅れ、９月２８日、東京において３契約の同時調印を終えた。貸付契約の貸

付条件は、期間２０年（据え置き５年を含む）、金利年３.１％、貸付金の払い出

し期間は、終了日（契約締結の日より２年）までとなった。 
これによって事業に必要な資金は、日本側からブラジル中央銀行に貸し付け

られる資金と、ブラジル政府から供与される資金及び農業生産者の自己資金に

よって賄われ、このうち、日伯両国から供与される資金によって、ブラジル中

央銀行が農業開発会社のＢＤＭＧを通ずる参画のもとに作成する特別プログラ

ムの基金が構成され、この基金で維持される資金が、事業計画が特別プログラ

ムの基準及び条件に合致していることを条件に、農業開発会社とＢＤＭＧが共

同で作成する手続き規定に従い、かつ技術的観点からの貸付の供与に関する農

業開発会社のＢＤＭＧに対する文書による勧告に基づき、ＢＤＭＧを通じ農業

生産者に貸付の形で供与することとされた。 
ブラジル中央銀行による特別プログラムの作成については、７８年５月の協

議において、ブラジル中央銀行はあらかじめ原案を提示し、日本側も基本的に

は合意していたが、会社設立後の７９年２月、前年の原案を修正した二次案を

農業開発会社及びＢＤＭＧに提示し、改めて意見を求めた。 
この案は、基本的には前年の原案を引き継いだものであったが、特別プログ

ラムが事業における資金的支援として大きな役割をもつだけに、農業開発会社

は慎重な検討を行い、問題点を指摘して必要な修正を申し入れた。特に、農業

開発会社による必要な場合の農業生産者の債務に関する保証の提供、栽植企業

に対する融資限度額、技術援助の実施機関の規定等については修正を強く求め

た。債務保証については、枠組みにおいては、農業開発会社の業務の一つとし

て必要な場合は行うこととなっていたが、その後の激しいインフレの昂進等情

勢の変化に伴い、この業務は事実上不可能で、農業開発会社はこれを行わない

方針であった。このため中央銀行に対しては、融資に先立つ事業準備のための

援助（計画作成）を行うので、これがいわゆる経営＊＊しての役割を果たすと

して保証条項の削除を求めた。栽植企業に対する限度額は、過小と思われたこ

とから増額を求めた。また、技術援助の実施機関については、農業開発会社又
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はＥＭＡＴＥＬ/ＭＧとなっていたのを、原則として農業開発会社とするよう求

めた。 
協議の結果、同年８月に至り中央銀行は農業開発会社の保証条件を削除し、

栽植企業の融資限度額は特別の場合には限度を超えて認めることとした。技術

援助の実施機関を原則として農業開発会社とすることは、制度上困難であった

が、その他の修正意見はほぼ認めた。これにより日本側と中央銀行との間の融

資関連契約の締結を待って、国家通貨審議会に承認申請を行い、１０月２４日

承認を得、これを公表した。 
特別プログラムは、セラード開発のための日伯協力計画（ＰＲＯＤＥＣＥＲ）

と名付けられ、試験的事業の６万ヘクタール未満の地域において、近代的農牧

技術の正しい適用を保証する計画（ＳＩＭＰＬＥ ＰＬＡＮ、ＴＥＣＨＮＩＣ

ＡＬ ＰＲＯＪＥＣＴ又はＩＮＴＥＧＲＡＴＥ ＰＲＯＪＥＣＴ）に基づき実

施する事業に必要な短、中、長期資金を融資することにより、セラードの農牧

業の開発、近代化に寄与するものとされた。 
これの活動地域は事業の実施される特定地域とし、受益者は、入植農家、栽

植企業及び参加農協とされた。融資対象及び基準は、ポロセントロ計画（１９

７８年改正のもの）に準じて設定された。ただ、融資対象については、ポロセ

ントロ計画には土地取得費がなく、特別プログラムには入植農家の土地取得費

が含められ、大きな相違点であった。ブラジルの農業制度金融では、土地融資

は土地法その他の政府計画によって行われる殖民と農地改革の場合に限られ、

一般には行われていなかったが、この事業が入植方式をとる特別な性格のもの

であることから特に認められたものであった。また、ポロセントロ計画の融資

対象は、第１回整地作業資金、土地利用の継続に必要な投資資金、基肥用肥料、

機械化巡回＊資金、食肉用育牛資金及び農牧営農資金に区分され、特別プログ

ラムの区分と異なるが、内容的にはほぼ同様であった。 
特別プログラムの融資対象は、上記の入植農家の土地融資のほか、固定投資

（農地整備、土壌保全、電化、サイロ、道路等）、半固定投資（トラクター、収

穫機、機械、家畜等）、肥料、石灰（土壌改良用）及び営農資金であった。また、

固定、半固定投資には後に述べる計画作成費、受益者及びその家族の生計費、

機械等の交換部品を含めることが出来るとされた。このように、特別プログラ

ムの融資対象は、土地取得から始まり、伐開、開墾、土地改良、機械、施設の

整備、営農、さらに事業実施期間の受益者及びその家族の生計費に至るまで、

必要な総ての資金とされた。 
融資基準については、基本契約において、融資の諸基準は、セラード地帯の

他の類似の農業制度金融の融資条件と比較して農業生産者に不利にならないと

規定され、これに従ってポロセントロ計画のそれに準じた特別の条件とされた。
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融資基準は、対象ごとに次のように定められた。土地取得は、土地を持たない

自然人に限り、対象面積は５００ヘクタール以下、期間は最長６年の据え置き

を含む２０年、金利は年１２％、融資限度は１００％であった。固定投資は、

期間は最長６年の据置期間を含む１２年、金利は１０～１４％、融資限度は１

００～７５％である。半固定投資は、期間は最長４年の据置期間を含む８年、

金利は固定資本と同様年１０～１４％、融資限度額は１００～７５％である。

肥料、石灰は期間は最長２年の据置期間を含む５年、金利は、一般農業制度金

融と同様、石灰は年１３～１５％、肥料は無利子である。また営農費は、期間

は第１回融資は３年まで、債務残高の５０％を第１回収穫時に、次の２年間に

２回の均等分割償還、第１回融資に続く融資は農産物のサイクルにより収穫期

が期間となる。金利は年１３～１５％、融資限度は VBC の１００％である。な

お、据置期間中の金利は、土地取得、固定、半固定融資については、半月毎に

計算し、貸付金勘定に借記し元化する。営農費については、半月毎に計算し、

貸付金勘定に借記し、第１回融資の場合は清算時に支払い、第２回以降は償還

時に支払う。 
このような特別プログラムの融資条件を一般農業制度融資のそれと比較する

と、前者の土地融資の期間２０年、金利年１２％を別として、投資については、

期間は前者の１２年に対し、後者は通常５年で、後者については、据置期間の

定めがなく、金利が前者の年１５％以下に対し後者は８０年で年３８％、８１

年で年４５％と高く、融資限度も前者の１００～７５％に対し後者は小さい。

また、営農費については、前者の第１回融資は３年の中期資金として扱い、分

割償還を認め、利払いも営農活動の本格化する清算時に行うのに対し、後者の

期間は原則１年で、金利は年３３％、利払いも償還時である等、両者間には著

しい格差があった。さらに特別プログラムの金利を仮に一般銀行金利と比較す

ると、後者は８０年１２４％、８１年１６０％であったので、両者の間には隔

絶した格差があった。当時一般農業制度融資の実質金利は、８０年で３０％以

上、８１年で４５％程度の負の金利といわれ、特別プログラムの金利はさらに

これを上回る負の金利となる。特別プログラムの融資条件は、＊＊的性格の強

いものであった。 
また、特別プログラムにおいては、融資の実施について、必要資金が日伯両

国の供与資金によって調達されること、BDMG を独占的融資代行機関とするこ

と、中央銀行が BDMG の行った融資金額に対し再融資の形で融資すること、そ

の限度は融資額に据置期間中に元加された利息を加えた金額とすること、代行

機関は融資の貸し付けリスクを負担し、その代償として融資残高の５％の手数

料を受け取ること等を定め、融資の確実、円滑な実行をはかった。 
さらに、特別プログラムにおいては、貸付の供与に技術援助を義務付け、融
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資と営農指導を一体的に行う融資制度をとった。技術援助は、個別農業生産者

の計画作成（ELABORACAO）と技術指導（ORIENTACAO TECHNICA）か

ら成り、入植農家に対しては農業開発会社（EMATEL より信認を与えられた後）

又は EMATEL/MG、栽植企業及び農業開発会社に対しては、農業開発会社の選

択により EMATEL/MG 又はブラジル農業技術援助システム（SIBRTER）の他

の構成員が行うこととされた。技術援助の手数料は、計画作成については、貸

付額１，０００MVR までは２％、初年度以降は、契約に基づき債務残高の２％

とした。 
次に、農業開発会社と BDMG が共同して作製する手続き規定については、中

央銀行は７９年２月、上記の特別プログラム修正案と同時に案を農業開発会社

及び BDMG に提示した。この案は、特別プログラムに基づく農業生産者への融

資の実行に当たって従うべき農業生産者の融資申請手続き（ルール）、農業開発

会社の BDMG に対する融資の勧告及び農業生産者に対する技術援助、ならびに

BDMG の農業生産者に対する貸付の供与の手続きを定めたもので、農業開発会

社の行う技術援助の内容と手数料のほか、農業開発会社及び BDMG の責任範囲

の詳細な規定を内容としていた。しかし、この案では、融資を受ける農家の選

定およびそれに対する技術援助は農業開発会社が行うこととしたものの、融資

を受ける農家の融資申請書は直接 BDMG が受け取り、そこで金融的視点から選

別を行い、それを通過したものを農業開発会社に計画作成のため回付する仕組

みになっていた。また、農業開発会社の BDMG に対する融資の勧告も BDMG
の資金交付の際の必要書類として位置付けていた。そのほか、先の特別プログ

ラムの修正案と同様、農業開発会社の債務保証条項を含めたこと等、農業開発

会社として種々の問題を含むものであった。農業開発会社と BDMG は、この案

を基礎にそれぞれの立場から意見を出し合い検討を重ねた。農業開発会社は開

発事業の主体性を確保する立場から、融資を受ける農家の融資申請書はまず農

業開発会社が受け取り、計画作成を行った後融資勧告書を添えて BDMG に送付

し、また特別プログラム作成の場合と同様、債務保証条項の削除を求める等修

正を求めた。BDMG も金融機関としての独自性の立場から、農業開発会社の意

見を受け容れることは困難もあったが、７９年８月頃に至り、おおむねこれを

受け容れ、意見の一致を見た。これにより特別プログラムの通貨審議会での承

認をまって調印を予定した。また技術援助のため必要な EMATEL による信認に

ついても、農業開発会社は特別プログラム等の協議と並行して信認の認定申請

を行っていたが、１０月信任状の交付を受け、ブラジル農業技術援助システム

（CIBRATEL）の構成員となった。 
ところがこの手続き規定（案）の調印は、次項に述べるように、技術援助を

めぐる農業開発会社と EMATEL/MG との調整が紛糾し、これに伴って大幅に遅
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れた。技術援助の調整は８０年２月に至り農業開発会社が技術援助業務を

EMATEL/MG に委託することで決着し、これに伴い上記手続き規定（案）を基

礎とした協力協定を関係機関の間で締結した。この協定は、技術援助業務を

EMATEL/MG に委託することを定めたほか、前記手続き規定と全く同一であっ

た。農業開発会社はこれを手続き規定とし、EMATEL/MG の指導や

EMARTEL/MG からの報告等を通じて、技術援助と融資の勧告機能を実質的に

果たすこととした。 
 
（３）技術援助計画 
前述のとおり、特別プログラムにおいては、特定の一般農業制度金融と同様、

融資に技術援助を義務付け、融資と技術援助を一体的に行う措置をとった。農

業開発会社は、この技術援助を重要業務の一つとして実施することを予定し、

導入技術の組み立てと並行して早くから必要な体制の整備等を検討した。 
７９年１０月、特別プログラムが通貨審議会で承認されるとともに、

EMATEL/MG に協力を求め、その方法や範囲等を協議した。これに対し

EMATEL/MG は、積極的に協力する意向を表明し、自らそれを実施することに

強い関心を示した。EMATEL/MG は１９７４年のブラジル農業普及組織の再編

成前は ACAR と称し、ミナス・ジェライス州の農業技術普及組織として長い歴

史をもち、年々組織の整備と技術の蓄積をはかり、当時、１，５００人の技術

者を擁して、各所に事務所をおき、BDMG 等の融資につき独占的に技術援助活

動を行い、その組織､能力はブラジル随一と言われていた。従ってこの事業に対

する協力は、EMATEL/MG にとっては願ってもない魅力的なもので、その実施

に大きな期待をかけた。 
農業開発会社としては、技術援助業務は事業の推進のみならず、必要な収益

の確保の上からも重要で、自らの責任において実施する必要があった。しかし、

実施に当たっては、技術援助の性格から、技術の蓄積のほか、有能な技術者の

確保、機材、施設の整備等が必要で、このような体制の整備にはある程度の時

間が必要で、事業の実施を急ぐ会社にとってはかなりの困難があった。また、

これを行うためにはコストがかかり、これを考慮すると大きな収益を期待する

ことも困難であった。さらにこれら内部事情のほか、会社が EMATEL/MG の意

向を重視して実施する場合に起こると思われる摩擦やそれの事業に及ぼす影響

についての危惧もあった。 
農業開発会社では、これら問題点の解決の方策を含め技術援助の在り方を改

めて検討した。この中で伯側関係者は、特に EMATEL/MG の意向を重視した場

合予想される摩擦やそれの事業への影響は軽視できないとし、これを回避する

ためにも入植農家に対する技術援助は EMATEL/MG の全面的な協力を得る必
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要があり、それを事業の早期、効果的な推進をはかる上からも適当であると主

張し、技術援助の在り方としては EMATEL/MG への依頼を考えたいとした。こ

れに対し日本側関係者は、事情は理解出来るが、技術援助の重要性から全部で

なくとも出来る限り会社の責任において実施し、手数料の確保をも計るべきで

あるとした。 
７９年１１月の諮問委員会において、これの突っ込んだ議論がなされ、協議

の結果、技術援助は原則として EMATEL/MG の協力を得て行うこととするが、

EMATEL/MG の行う業務の範囲、手数料の配分については引き続き関係者と協

議することとした。 
諮問委員会の意見を受けて農業開発会社は関係者と協議を重ねたが、伯側の

主張が強く、結局技術援助業務は諮問委員会の意見にも拘らず EMATEL/MG に

全面的に委託せざるをえないこととなり、これに伴い手数料もほとんどすべて

を EMATEL/MG が受け取ることとせざるを得なくなった。農業開発会社は、受

益者の選定や EMATEL/MG の指導を行うほか、栽植企業の技術援助を行うこと

とした。これにより、先述したように、農業開発会社、BDMG、EMATEL/MG
及びミナス・ジェライス州の農務局の４者間で協力協定を締結し、農業開発会

社はこれを手続き規定とし、これに従って技術援助、融資の勧告を間接的に行

うこととした。 
協力協定（手続き規定）は、農業開発会社が EMATEL/MG に技術援助業務を

委託すること、並びに農業開発会社、BDMG、EMATEL/MG 及びミナス・ジェ

ライス州の農務局の行う技術協力の基準を定めることを目的とし、委託を受け

た EMATEL/MG の提供する技術援助の内容、手数料のほか、４者の責任範囲を

詳細に規定したものであった。その要点は次のとおりであった。 
EMATEL/MG の提供する技術援助は、実施手続き規定（案）において、農業

開発会社の業務であったものを EMATEL/MG の業務に書き改め、手数料も特別

プログラムの規定どおりEMATEL/MGが受け取り、そのうち農業開発会社が０.
０１％を受け取る。 
４者の責任範囲については、まず農業開発会社は、農家を選定し、融資申請

書のあった農家を BDMG に差し向ける。事業の調整を行い、EMATEL/MG を

指導し、翌年分の融資資金量を見込んだ予算書を作成し、BDMG を通じ中央銀

行に提出する。 
BDMG は、手続き規定（案）にならって融資申請書を受け取った後、候補者

の調書を作成し、銀行サイドの可能性を決定し、申請書を計画作成のため

EMATEL/MG に回付する。EMATEL/MG から計画の送付を受け、審査の上契

約を承認し、それに通知の上融資手続きを行い、事前の承認のある計画の金額

を交付する。また事業の進捗状況、申請の記録、支払い状況等を農業開発会社、
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EMATEL/MG 等に提出し、とくに農業開発会社に対しては申請書、契約書の写

し等を提供する。 
EMATEL/MG は、農業開発会社の指導のもとに、農家の計画を作成し、BDMG

に送付し、農家と契約して技術指導を行う。度々事業地を訪問して農家を指導

し、監査報告書を BDMG に提出する。業務の進捗状況を農業開発会社、BDMG
に報告し、とくに農業開発会社に対しては営農計画、監査報告書の写し等を提

供する。これら業務のため、現地に事務所を設け、最低１０農家に１人の割合

の技術者を配置する。 
ミナス・ジェライス州の農務局は、農業開発会社、BDMG、EMATEL/MG と

連携し、必要資金の確保、EMATEL/MG の技師の支援等を行う。 
 

３、農業開発会社の運営計画 
（１）業務計画 
事業実施前の枠組みにおいては、農業開発会社は、事業の実施主体として、

政府、関係機関の支援のもとに原則として必要な各種の業務を自ら総合的、一

元的に実施し開発事業の推進を図ることとされた。しかし、一部の業務につい

ては、その後の情勢の変化、特にミナス・ジェライス州の情勢や関係者の意見

等により、これを自ら実施することが困難となり、あるいは不可能となった。

このため、これら一部の業務については、上述のとおり実施計画の作成の過程

で、関係機関として協力して行い、あるいはこれを関係機関に全面的に委ね、

不可能となったものは実施を取りやめた。その反面、ミナス・ジェライス州の

実情等から事業の実施のためには多くの関連する機関との協力が必要となり、

これら機関には新たに協力を要請した。このようにして農業開発会社は、業務

の内容を一部変更するとともに、新たに協力、参加する関係機関や関連機関と

は必要に応じ協定を締結し、これにより農業開発会社を中心とする機能的、組

織的な事業の推進組織を整備した。 
先ず技術援助業務は、事業の推進のみならず収益の確保を図る上からも極め

て重要な業務であったが、前述のとおり、会社の実情やミナス・ジェライス州

の情勢等からこれを EMATEL/MG に全面的に委託せざるを得なくなった。この

ため関係機関と協力協定を締結し、それらの行う技術協力の基準や責任範囲を

明確にした。これにより農業開発会社は、技術援助業務については、受益者（入

植農家）の選定、EMATEL/MG の業務の指導を行うとともに、業務実績の報告

書を求め、それらを通じて間接的に機能を果たすこととした。また、BDMG に

対する融資の勧告も自ら行うことが出来なくなったが、技術援助と同様、

EMATEL/MG を通じて間接的に行うこととした。 
次に、入植農家の選定やそれに対する市場情報の提供、マーケッテングの支
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援等の業務は、人材の確保、流通の合理化を図ることで、重要な業務であった

が、農業開発会社がこれを独自に総て行うことは困難であり、会社は７９年２

月の諮問委員会の意見に従い、入植農家の選定は農協の協力を得て行い、流通

業務については、これをほとんどすべて農協に委託した。このため、基準に従

って参加農協を選択した上、それら農協と協議し、コスエル農協とは８０年初

めに、コチア産組とは同年半ばに相互の役割分担、業務の範囲等を定めた協力

協定を締結した。これによって農協は、選定基準に従い入植農家の８０％（コ

チア産組は６５％）までの一時選定を行うこと、入植農家のための役務提供、

生産資材の提供、生産物の販売等を行い、必要な施設を事業地に建設、維持す

ること、必要に応じ農産物の保存、精選、加工等を行い、施設を設けること、

その他農業開発会社及び関係機関の技術指導に協力し、必要な入植農家の指導

を行うこと等の業務を分担することとした。従って農業開発会社の入植農家の

選定、流通業務は、入植農家の最終選定（参加農協の一次選定の残りの一次選

定を含む）を行うこと、基幹的インフラストラクチャーの整備の促進、その他

全般にわたる調整を行うこと等とした。 
研究活動も事業の推進のためには重要で、日本側はこれを重視したが、その

性格上、農業開発会社のような民間会社がこれを行うには限界があった。その

ため、この業務については農業開発会社は、日本からの専門家の派遣を仰ぐと

ともに、関係機関の協力を得て行うこととし、EPAMIG、CEPAC、に技術的、

資金的協力を要請した。これに対し、これら機関は協力的で、研究活動の重要

事項は、農業研究協力の合同委員会に小委員会を設けられ、関係者による協議

を行うこととなった。また、農業開発会社、EPAMIG、CEPAC の間で研究協力

協定の締結を予定し、技術、研究資材、資金の相互協力を進めることとなった。

この協定の締結は、EPAMIG の責任者の交代等により遅れたが、後述するよう

に、８１年７月締結された。 
また、農業生産者の債務にかかる必要な場合の保証については、その後のイ

ンフレの昂進によって実施不可能となった。従ってこの業務は行わないことと

した。 
他方、コーヒーの栽培について、コーヒー院の協力を求めたほか、ミナス・

ジェライス州の実情等から事業の円滑な推進のために、その他の関係機関、関

連機関の協力を求めた。ミナス・ジェライス州では古くから農牧業の各分野に

わたって専門の州政府機関や関連機関があったが、７０年代後半以降急速に整

備され、「ミナス・ジェライス州農牧業及び農産物供給の運営システム」として

組織された。この構成員は既述の BDMG、EMATEL/MG、EPAMIG、州道路

局（DER）、電力公社（EMIG）のほか、農業生産資材の供給、受託開墾等を行

う農業公社（CAMIG）、倉庫事業を行う倉庫公社（CASEMIG）、農業開発、入
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植事業を行う農村財団（RURAL MINAS）、野菜、果実の供給、流通のための

供給センター公社、屠殺、冷凍を行う屠殺冷凍公社、森林行政を行う森林局等

で、それぞれの分野で組織的な活動を行っていた。 
農業開発会社は、事業実施地域が限られた地域であったとはいえ、これら機

関の活動を無視することは出来なかった。保守的なミナス・ジェライス州では、

政府関係事業の立て看板に多くの協力機関の名が連ねられているように、出来

る限り多くのこれら機関の協力を得ることが事業の推進に好ましく、また円滑

な推進に必要でもあった。従って農業開発会社はこれら関連機関と常時接触し、

場合によっては合意書や協定を結び連携関係を保つことに務めた。 
 

（２）経営計画 
農業開発会社は、事業の実施計画の作成と並行して、本社事務所をベロオリ

ゾンテ市 Pca Carloss Chagas 49/11°ande に置き、経営体制の整備を図った。

７９年２月の諮問委員会の意見に従い、社長、副社長を除く取締役の業務の分

担を、伯側取締役が事業を、日本側取締役が財務を担当することとした。７９

年６月には、スウエル・アブダラ社長が辞任し、代わってパウロ・アフォンソ

前連邦農務省次官が社長に選任され、執行体制が強化された。また同年１１月

には伯側指名の諮問委員会委員の改選が行われ、ゲラルド・レナルト、ミナス・

ジェライス州農務長官、デニス・リベイロ連邦農務大臣主席補佐官、ウリセス・

シルバ、イブラーザ総裁の３氏が委員に選任され、委員会が充実された。 
また、職員については、同じ委員会の意見により原則的に機動的、能率的に

業務を行うことの出来る少数、精鋭とし、業務の進捗に応じて逐次必要人員を

採用することとした。８０年３月末まで、本社２５名（うち基幹的職員は、農

業技師６名を含め１１名）となった。イライ、パラカツ地区には、区画割や調

査のため農業技師を長期出張させた。 
財務については、資本金を保有地の取得、栽植企業 CDAC への出資に当てた

ほか、分譲用土地の取得等に運用した。７８，７９年度は余裕金の運用により

経営収支は黒字であったが、価値修正の結果、若干の赤字であった。 
枠組みでは、経営に必要な費用は技術援助手数料、栽植企業からの配当、展

示農場収入等で賄うこととしていたが、技術援助業務を EMATEL/MG に委託し

たので手数料に多くを期待出来なくなり、栽植企業からの配当や展示農場収入

も短期に期待することが困難であったため、８０年度以降の必要経費を賄う収

益源の確保が発足早々緊急の課題となった。これについてロマノ社長は、技術

援助業務の在り方について審議した既述の７９年１１月の諮問委員会において、

当面の会社の運営の方針として、土地の取得、分譲による入植事業を業務の中

心とし、必要な収益もこの事業の継続的実施により確保することを提案した。
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委員会では、日本側委員は、入植事業の重要性は認めるが、これを継続的に実

施することは試験的事業としての妥当性や土地融資の可能性等の問題があると

し、難色を示した。協議の結果、技術援助業務の EMATEL/MG への委任の範囲、

手数料の配分を再検討するとともに、新たな収益源の確保対策を検討すること

となった。 
農業開発会社は、委員会の意見に従い、EMATEL/MG と技術援助の委任の範

囲等について協議したが、既述のとおり EMATEL/MG の＊＊がつかず、結局８

０年２月、関係機関と協定を締結し技術援助業務を全面的に委任し、手数料も

ほとんどすべて EMATEL/MG が受け取ることとなった。また新たな収益源の確

保については、８０年３月の諮問委員会において、分譲用土地の分譲により回

収した土地代金の運用に関連して、再び前回の案を持ち出し、回収した土地代

金を今後の新たな入植事業の実施に備え、分譲用土地の取得に当てたいと提案

した。また収益源確保の一環として、保有地１万ヘクタールのうち展示農場を

除く土地を借地農に賃貸することも併せ提案した。 
これに対し日本側は、前回と同様改めて入植事業の継続的実施は不適当であ

るとし、分譲に備えた分譲用土地の取得を認めなかった。また、日本側は、前

回の諮問委員会の意見にも拘らず、農業開発会社が技術援助業務を

EMATEL/MG に全面的に委任し、手数料もほとんどすべて EMATEL/MG が受

け取るとしたのは、余りにも行き過ぎであるとし、少なくとも手数料について

は再協議が必要であると主張した。また、技術援助の手数料のみならず、融資

の監督に対する手数料、調整業務に対する手数料等新たな収入源の発掘につい

ても関係者と協議するよう強く求めた。伯側も日本側の主張を了解し、関係者

と協議を行うことを約した。また委員会の議長であるミナス・ジェライス州農

務長官は、技術援助手数料につては、所管の EMATEL/MG に対し、適当な額の

配分を行うよう適切な措置をとる旨の発言もあった。保有地の一部の賃貸につ

いては、日本側は保有地利用の一つとしてこれを認めたが、このほかコーヒー

の植付け、ユーカリの植林等をも併せ検討する必要があるとし、これについて

も検討することとなった。 
なお、分譲による土地代金の運用については、日本側は、分譲用土地の取得

は認めなかったが、激しいインフレの下で経営の健全性を維持するためには、

価値修正の対象となる恒久資産の保全が必要であるとし、伯側も同意し、会社

は資本金の可能な範囲内で開発事業と別に有利な条件を備えた恒久資産として

の土地を取得することとなった。 
このように、必要経費を賄うに足る収入源の確保は、事業の実施に先立って

これを明確にすることが出来なかった。農業開発会社としては、本来ならば収

益の見通しが立たないまま事業の実施に移ることは出来なかったが、事業を急
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がなければならない事情の中で実施を遅らせることも出来なかった。止む無く

会社は関係者の協力のもとに、問題の解決を事業実施の過程で図ることとし、

実施に移らざるを得なかった。 
この間、日伯農業開発協力株式会社では、７９年８月、久宗国際協力事業団

副総裁が事業団を退任し、日伯農業開発協力株式会社の社長に専念することと

なった。１１月には、農業開発会社に対する出資金総額（１，１８９，６３９，

７１７円相当クルゼイロ）の払込を完了、１２月には CDA に対する出資金総額

（８１，３４２，２５４円相当クルゼイロ）の払込を完了した。また、７９年

８月には、農業開発会社の役員補佐として要員１名を派遣した。さらに株主総

会、派遣役員を通じて農業開発会社の経営に参加し、随時情報の提供を求め、

必要な調査を行って指導、支援に務めた。  
また、国際協力事業団は、前述のブラジル中央銀行への資金の貸し付けのほ

か、伯側との協議、開発地区の選定等のための調査団の派遣、試験農場への専

門家の派遣、関係者の研修員の受け入れ等を行い、開発事業の推進を指導、支

援した。 
なお、BRASAGRO では、７９年３月、役員の改選が行われ、BDMG の総裁

ルイス・アニバル・フェルナンデスが社長に就任した。BRASAGRO も農業開

発会社に対する資本金の払込を行ったほか、BDMG の負担により、総務部長及

び技師を派遣して支援した。 
 

（３）実施計画の総合的検討 
農業開発会社は、以上の開発事業の実施計画、農業開発会社の運営計画に基

づき事業の実施に移ることとなったが、実施に先立って、改めて開発計画調査

を実施し、実施の可能性を検討し、指針を得るのが適当と考えられ、８０年３

月の諮問委員会において、これを決定し、両国関係者に要請した結果、両国共

同で調査を行うこととなった。日本側では、国際協力事業団からコンサルタン

トを主体とした調査団が派遣され、伯側関係者と共同して、イライ、コロマン

デール、パラカツ地区について、土地利用計画、道路を主とするインフラスト

ラクチャーの整備計画、今後検討の対象となると思われる灌漑についての予備

的計画、ブラジルの経済情勢を踏まえた入植農家及び栽植企業の経営計画のほ

か、農業開発会社の経営計画の検討を行った。調査の結果は概略次のとおりで

あった。 
１）土地利用計画について 

地形は３地区とも平坦又は緩やかな傾斜地で、傾斜５％以下の土地が、

イライ地区で７６％、コロマンデール地区で５９％、パラカツ地区で５４％

を占め、傾斜１０％以上及び排水不良地は、イライ地区で１４％、コロマ
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ンデール地区で２４％、パラカツ地区で２６％である。 
各地区とも基部は先カンブリア系に属し、イライ地区は先カンブリア系

の上に玄武岩が、更にその上に白亜系の地層が分布している。コロマンデ

ール地区は、先カンブリア系の上に白亜系の地層が分布し、パラカツ地区

では、先カンブリア系の上部に第３系の地層が分布している。 
土壌は、赤色又は黄色のラトリールで、その生成が極めて古く、深層ま

で風化が進んでおり、一般に粘土質で、土壌断面に明確な層位の境界がな

い。物理的性格は良好であるが、腐植含量が少なく、酸性も、燐酸固定が

強い等化学的性質は芳しくない。しかし、セラード地帯の土壌としては比

較的良好で、開発に当たり土壌管理に注意を払えば、作物の栽培は十分可

能である。地下水位は５～１０メートルと推定され、深層の粘土層に基因

して緩やかな斜面に湧水が見られる。 
３地区の土地利用は、全体で耕地７８.６％、インフラ用地１.４％、保留

地２０％となっており、妥当な計画と見られる。保留地については、地形、

土壌、排水状況等を勘案して適切な選定が望まれる。 
２）インフラストラクチャーの整備計画について 

道路については、最寄の国道、又は州道との関係、地区内の道路網、開

発後の物流見通し等を考慮して、新設又は改修されるべき道路の検討を行

った結果、総延長３３５キロメートル、所用資金約６千万クルゼロと見積

もった。これについては農業開発会社が既に関係機関と折衝し、パラカツ

地区の１５０キロメートルを除き、８０年にポロセントロ計画の予算で着

工されることになっているが、パラカツ地区の１５０キロメートルを含め、

最優先して施行される必要がある。 
電力については、各農場へ給電するための既設送電線の一部容量アップ、 

送電線の延長工事で、総延長２０５キロメートル、所用資金約５千万クル

ゼイロである。既にミナス・ジェライス電力公社により８０、８１年に実

施されることになっており、計画どおりの実施が望まれる。 
３）灌漑 

地区内には大河川はなく、ほとんどが流量１㎡/sec の小河川で、これら河 
  川について流量を測定した結果、灌漑可能面積は、イライ地区で約１，０

００ヘクタール、パラカツ地区で約３，０００ヘクタールである。しかし、

地形の関係で流下方式による導水が不可能で、全てポンプ揚水による必要

がある。方法としては、各農家単位で施設を設ける方法と、団地構成を考

え大面積をまとめて灌漑する方法の２案を検討したが、小規模案が総合的

に優れている。何れにせよ灌漑施設のコストが割高となるので、初めから

組織的な灌漑計画を組み入れることは慎重を要する。今後の研究の成果、
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入植者の意向、生産の進捗等をみながら検討することが望ましい。 
４）農業生産者の経営 

入植農家については、イライ、パラカツ地区の入植基本計画に基づき、

栽植企業については CDAC の基本計画に基づき、経営のモデルを作成し、

最新のデータを用いて経営計画の検討を行った。その結果、入植農家につ

いては、自己資金６０，０００クルゼイロ程度を用意し、所用資金を特別

プログラム融資による場合には、資金繰りに問題はなく、損益では４年目

から黒字となり、６年後には累積赤字が解消し、以後健全な経営が期待さ

れる。栽植企業については、所用資金が特別プログラムの限度を超えるの

で、開発当初に自己資金の調達が必要であり、開発後数年間は期中のつな

ぎ資金が必要であるが、これを遂行することにより５年目から黒字となり、

６年目には累積赤字が解消し、年１５％程度の配当が可能となる。 
５）農業開発会社の経営 

検討の時期が８０年３～４月であったため、当時の状況に基づき、農業

開発会社は、資本金のほか、技術援助及び融資監督手数料（EMATEL/MG
の受け取る手数料の１０％、融資時の融資額及び毎年の融資残高の１％）、

展示農場の収益、展示農場を除く保有地の賃貸、栽植企業からの配当、試

験場の生産物販売代金によって運営されるものとして資金計画、損益予想

を試みた。その結果、この程度の手数料や試験場の生産物の販売代金のみ

では一般管理費を賄うことは不可能で、展示農場の収益や貸し農場からの

収入を合わせても一般市中銀行からの借り入れが必要となり、資金繰りは

非常に苦しい。５年目以降利益は得られるものの、配当は７年目以降とな

る。これに対し、展示農場の整備費、生産費、貸し農場の造成経費を特別

プログラム又はこれと同一の条件の融資によって調達できる場合には、初

めから余裕のある運営が可能で、配当も３～４年目以降可能となる。従っ

て特別プログラム資金に余裕がある限り、これら事業に対し、適用するこ

とが望まれる。 
農業開発会社は、この報告を当初の計画調査を補完するものとして、事業の

実施に役立てることとした。 
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第２節 開発事業の実施と農業開発会社の運営 
１、開発事業の実施 
（１）入植事業の実施 
１）実施作業の内容と手順 

開発事業は８０年半ば頃より、開発計画に基づいて本格的な実施の段階

に入った。この頃、ブラジル経済は、フィゲレート政権の積極政策もあっ

てインフレは騰勢を強め、７９年のインフレ率は７７％に達し、経常収支

赤字も拡大した。同年末には為替レートの３０％の切り下げ、年間価値修

正率の事前設定等を中心とした一連の政策変更を行い、農業については、

為替レートの切り下げに見合った輸出税の創設、インフレを加味した貸付

金利の引上げ等を行った。しかし切り下げは却ってインフレを加速化し、

８０年のインフレ率は１００％を超え、累積債務も５００億ドルを超える

に至った。このため成長政策の追求は最早困難となり、同年末には一転し

て引き締め政策に転換し、財政、金融の引き締め、輸入規制の強化等を打

ち出した。引き締め政策は農業にも及び、農業融資の自己資金比率や金利

を中、大農を中心に引上げた。このため８１年は深刻な不況とインフレの

昂進に見舞われ、不況対策が緊急に必要となり、カラジャス総合開発計画

の検討などが進められた。農業はフィゲレード政権の農業優先政策により、

８０年、８１年と豊作を記録し、穀類の生産は５千万トンに達したが、米、

とうもろこし等の国内向け農産物は減少或いは停滞し、増大する需要を賄

うに至らず、インフレの大きな要因となった。このため食糧の増産、特に

輸入に多くを依存する小麦の増産が緊急の課題となり、農業開発の必要性

が一段と高まり、政府は農業融資の優先配分などとともに６月には灌漑可

能低地帯開発（ＰＲＯＶＡＲＺＥＡ）を発足させ、またセラード地帯の小

麦の生産の検討などを進めた。このような情勢の中で、協力事業はその重

要性が高まり、国の重要プロジェクトとして重視され、農業開発会社は、

早期完遂のため実施を急いだ。 
開発事業は、イライ地区、パラカツ地区及びコロマンデール地区の３つ

の入植事業、パラカツ地区の２つの栽植企業、パラカツ地区及びコロマン

デール地区の農業開発会社の試験場及び展示農場の７つのプロジェクト

（サブプロジェクト）によって構成し、コロマンデール地区の入植事業を

除く６つのプロジェクトは８０年９月頃までに、コロマンデール地区入植

事業は８１年半ば頃より相次いで実施作業に移った。 
これらプロジェクトのうち、入植事業プロジェクトは、入植農家による

生産団地を建設する事業で、事業の実施に当たっては、入植農家の技術が

未熟で、資金も乏しく、かつ多数にのぼることから、入植の支援をはじめ、
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資金的、技術的支援、生産、流通にわたる合理化、定住地としての入植地

の整備等広汎な分野にわたる作業が必要であった。これら作業の内容と手

順はおおよそ次のとおりであった。 
○入植農家の入植の支援 

農業開発会社は、入植基本計画に即し現地でのロッテングを行い、基本

計画の段階で選定した入植農家のロッテの割り当て（抽選による）を行う。 
これと前後してＢＤＭＧは手続き規定に従って融資に備え、予め入植農

家の農業経験、財産状況等を調査し、台帳を作成し、銀行サイドの融資の

可能性を決定する。この決定をまって農業開発会社は入植祭を開催し、農

家に土地使用許可証（仮地権）を交付して、農家の土地取得前の入植を可

能にする。これにより農家は入植し、生産活動を開始する。農協は入植者

の移動を援助する等支援を行う。 
○土地融資と農業開発会社の土地分譲 

農業開発会社は、入植農家のロッテの概況、必要資金と融資の必要総額

を推計して融資の予備申請書を作成し、入植農家をＢＤＭＧに差し向け、

これを提出する。土地に対する融資は、土地が融資の担保となること等の

ため、他の融資と切り離し、それに先立って行う。このため農業開発会社

は、ロッテの実情に応じ地価を決定し、農家に代わって必要な資料を整備

し、ＢＤＭＧに土地融資を申請する。ＢＤＭＧはそれを審査の上問題がな

ければ承認する。これを受けて農業開発会社は土地移転登記を行い、これ

によってＢＤＭＧは農家と融資契約を締結する。この契約に基づき農業開

発会社は、融資金の直接払い出しを受け、農家に土地を分譲し、農家は土

地を取得する。なお、農業開発会社は、この間、現地ロッテング、その後

の事業の指導、調整のため現地に事務所を設け、農業技師を派遣し体制を

整備する。 
○投資及び営農費融資と技術援助 

投資及び営農費に対する融資は、原則として２農年度の事業に対して行

い、特別プログラムに従って技術援助と一体的に行う。投資に対する融資

は、担保提供の負担の軽減をはかるため通常これを数回に分けて行い、営

農費に対する融資はこれを農年度ごとに行う。１回目の投資に対する融資

は、ＥＭＡＴＥＬ/ＭＧが手続き規定に従って農家の融資申請書の作成を支

援し、申請は農家が行う。申請を受けてＢＤＭＧは審査の上営農計画作成

のためこれをＥＭＡＴＥＬ/ＭＧに回付する。ＥＭＡＴＥＬ/ＭＧはロッテの

詳細調査の上営農計画を作成する。営農計画は、農家毎の土地利用計画、

作付け計画、固定資本（伐開、開墾、土壌改良等）投資計画、半固定資本

（機械、施設の整備等）投資計画、永年作物の成園費、収支計画、貸し出
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し計画、資金繰り等である。ＢＤＭＧはこれを審査し、適当であれば契約

を承認する。農家は土地移転登記の終了をまって担保手続きを行い、これ

によってＢＤＭＧは農家と融資契約を締結し、ＥＭＡＴＥＬ/ＭＧに通知し

て融資手続きを行い、ＥＭＡＴＥＬ/ＭＧが事前に承認した金額の払い出し

を行う。２回目以降の投資及び営農費に対する融資も原則的にこれと同じ

方式で行い、申請―営農計画作成―承認―担保手続き―契約締結―払い出

しの方法をとる。払い出しは一般農業制度金融と同様、生産資材について

は、直接業者に対して行う。ＢＤＭＧは手続き規定に従って、融資のほか、

実行後の監督を行い、農業開発会社、ＥＭＡＴＥＬ/ＭＧに対し事業進捗状

況、申請の記録、払い出し状況等の資料を提供し、特に農業開発会社に対

しては、このほか申請書、契約書の写しを提供する。ＥＭＡＴＥＬ/ＭＧは

営農計画の作成のほか、農家と契約して技術指導を行い、度々事業地を訪

問して農家を指導し、監査報告書をＢＤＭＧに提出する。また、業務の進

捗状況を農業開発会社、ＢＤＭＧ、州政府農務局に提出し、農業開発会社

に対しては、この他営農計画、監査報告書の写しを提供する。これら業務

のため、現地に事務所を設け、最低１０農家当たり１人の割合の農業技師

を配置する。この間農業開発会社は、ＢＤＭＧ、ＥＭＡＴＥＬ/ＭＧより提

供された情報、資料を通じて事業の進捗状況のほか、融資、技術援助の状

況をフォローし、その適正な実施のため必要に応じＥＭＡＴＥＬ/ＭＧを指

導する。 
○入植農家の生産活動 

入植農家は、必要資金の融資と技術援助の支援を受け、若干の自己資金

を加え、ＥＭＡＴＥＬ/ＭＧの作成した営農計画に基づき、取得した土地に

おいて伐開、開墾、土壌改良等の固定資本投資、機械、施設等の半固定投

資を行い、これを基礎として、大豆、とうもろこし等の穀類を基幹作物と

し、コーヒー等の永年作物を合理的に組み合わせて植え付け、栽植、＊＊

等の生産活動を行う。これらの活動には参加農協が協力し、伐開、開墾、

土壌改良の一括実施、機械、資材の斡旋、共同購入、営農指導、生産物の

販売、処理等、生産、流通の組織化、合理化を図る。また、これにはコー

ヒー院がコーヒー栽培の適地の調査、技術指導に、森林院が伐開の指導、

監督に、ＣＡＭＩＧが農協の行う伐開、開墾等の一括実施に、ＣＡＳＥＭ

ＩＧが生産物の貯蔵に協力する等多くの関連機関が農業開発会社との協定

等に基づき協力する。 
○参加農協の施設の整備と入植地の定住地としての整備 

参加農協は、入植農家を組合員として組織し、ＢＤＭＧからの融資と自

己資金により、入植農家の支援のため必要な修理工場、倉庫、サイロ、種
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子精選施設等の生産共同利用施設を入植地に建設するほか、深井戸、水道、

集会所等の生活共同利用施設を建設し、入植地の定住地としての整備を図

る。これには地方公共団体等が学校、滑走路等の公共施設を建設し協力す

る。 
○基幹的インフラストラクチャーの整備 

入植事業と並行して、ミナス・ジェライス州道路局、電力公社が、その

負担において道路、電化幹線等基本施設を建設する。農業開発会社は常時

これら機関と接触し、情報を交換し、その促進を図る。 
 
２）イライ地区入植事業の実施 

イライ地区では、土地の取得や入植農家の選定が早く終わったため７つ

のプロジェクトのうち最も早く入植事業の実施に移り、７９年１２月、農

業開発会社は入植地基本計画に基づきロッテ割を行い、同月末にはロッテ

の抽選会を開催しロッテの割り当てを行った。ＢＤＭＧは入植農家の財産

状況等の調査を行い、その結果をまって、農業開発会社は８０年３月の諮

問委員会と同時期に入植祭を開催し、適格者にロッテの使用許可証（仮地

権）を交付した。この入植祭には諮問委員会に出席した日伯農業開発協力

株式会社の水上会長、久宗社長が伯側関係者とともに出席した。 
入植者の主体は、南部リオ・グランデ・ド・スール州のエンカンタード

郡出身のドイツ、イタリー系の農家で、一般に１０数ヘクタールの所有地

で親子２代が生活し、農業経験と能力をもちながら土地や資本の制約から

一時離農又は離村を企てた者もあった程の小農であった。それだけに入植

の機会を得たことは彼らに大きな希望を与え、南部リオ・グランデ・ド・

スール州から家財道具や農機具をトラックに積み込み、ある程度の資金を

用意して入植し、仮小屋に住んで農場建設に取り組んだ。 
入植農家の入植と並行して、農業開発会社はＥＭＡＴＥＬ/ＭＧと合同で

イライ市に事務所を設け、土地の分譲、地区事業の調整等の業務を開始し、

５月までにロッテの詳細調査を行い、価格を決定し、入植農家に代わって

ＢＤＭＧに土地取得資金の融資の申請を行った。ＥＭＡＴＥＬ/ＭＧも、営

農計画の作成の業務を始め、１０数戸の農家の営農計画を作成し、農家は

第１回の投資資金の融資を申請した。またコスエル農協も支援に乗り出し、

伐開、開墾、土壌改良の一括実施をＣＡＭＩＧと契約して開始した。こう

して５月末までに入植農家の入植戸数は２６戸のうち２０戸となり、また

ＣＡＭＩＧの伐開は初年度計画３，０００ヘクタールの約１割となった。

しかし伐開の進展とともに、農家の自己資金の資金繰りは次第に窮屈とな

り、止む無く伐開代金はコスエル農協が立て替えた。 
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このように融資の早期実施が望まれる中で、後に述べるように、５月末

中央銀行とＢＤＭＧとの間で特別プログラムの解釈をめぐる意見の対立に

よりＢＤＭＧの融資業務が停滞した。停滞は１ヶ月余も続き、６月末に至

り問題はなお十分解決しないまま、漸く中央銀行の指示により融資業務が

再開された。ＢＤＭＧは入植農家の土地取得資金の融資契約を承認し、投

資のための融資申請も審査を始めた。農業開発会社は、土地移転登記を開

始し、ＥＭＡＴＥＬ/ＭＧは残りの農家の第１回の投資のための融資にかか

る計画を作成し、農家は融資の申請を行った。 
入植農家は、７月初めまでに２５戸が入植し、その半数は家族を呼び寄

せロッテ内で生活を始めた。ＣＡＭＩＧによる伐開面積は初年度の計画３，

０００ヘクタールを上回り、その半ばが耕起、石灰撒布を終わり、また、

エステル農協の斡旋によるトラクターは２５台となった。これらに対する

代金の支払いは、農業開発会社の指導により、支払期限が来ても融資が実

行されるまで、月数％の金利を農家が負担して業者が待つこととした。ま

た、エステル農協は組合のポスト２９としてイライ近郊に土地を取得し、

事務所を設け、職員を配置し、支援活動を充実し、第１段階としてトラッ

ク計量機、倉庫、種子精選用サイロ等の建設を始めた。また飛行場の建設

も始まった。 
このように入植事業は進展したが、融資は土地移転登記の遅れもあって、 

さらに遅れ、８月初めに漸く土地取得のための融資契約の締結が終わり、

農業開発会社は直接払込を受けて土地を分譲した。これに引き続き投資の

ための第１回融資も契約の締結を終わり実行された。その後融資は順調に

進み、開発事業は軌道に乗り、伐開、土壌改良、機械、施設の整備、家屋

の建設等が急テンポで進捗した。１０月頃には第２回の投資及び営農資金

の融資契約の締結が終わり実行された。 
このようにして８０年中に、伐開面積は約５，０００ヘクタール、うち

３，０００ヘクタールには耕起、石灰撒布が終わり、購入機械類はトラク

ター５２台、コンバイン２５台、機具４００台に達し、家屋及び倉庫もそ

れぞれ２４棟の建設を完了した。入植農家は、ＥＭＡＴＥＬ/ＭＧの指導の

下に大豆、裏作小麦の約３，９００ヘクタールの８０/８１年度の作付けを

行った。この間コスエル農協は、機械、資材の購入や営農指導等幅広い活

動を行うとともに、第１段階の施設の整備を終わった。また、隣町のモン

テカルメロのＣＡＳＥＭＩＧの倉庫に６，０００トンの穀類を貯蔵できる

スペースを予約した。これら事業のため８０年中に受けた融資は、需要見

込み額に対し約７０％であった。 
第２年目の８１年においては、入植農家２６戸がすべて入植し、整地済

 
 

5 



み面積は７，０００ヘクタールに達したほか、機械、施設等の整備もほと

んど完了した。入植農家は、大豆、裏作小麦、コーヒー等の約９０００ヘ

クタールの８１/８２年度の作付けを行った。コスエル農協は、職員を増加

し、技術援助、購買部、種子工場の３部門の組織のもとに、技術営農指導、

資機材の供給、農産物の販売、生活用品の供給等を行い、第２期工事とし

てサイロ、穀物乾燥施設等の建設を進めた。これら事業のため第３回目の

投資及び営農費の融資を受け、８１年末の融資総額は需要見込み額の９

０％に達した。 
第３年目の８２年においては、９月までに幹線から各農家までの引っ込

み線の電化工事等の補完事業を実施した。コスエル農協は、農業技師を含

む３４名の従業員により農家の指導支援のほか、第２期工事の補完事業を

実施した。インフラストラクチャーの整備については、道路は８月より、

電化は１０月より実施に移り、道路約５０キロメートル、電化幹線約３０

キロメートルの工事が完了した。これにより、イライ地区入植事業はすべ

て完成し、総投資額は、インフラストラクチャーの整備を除き、８.４億ク

ルゼーロ（約２３億円）、うち融資が７.９億クルゼーロ（約２１億円）で、

残りは入植農家と農協の自己資金で賄った。 
３）パラカツ地区入植事業の実施 

パラカツ地区においては、農業開発会社は７９年１２月までに土地取得

と入植基本計画の作成を終わり、８０年初めから現地での区画割を始め、

５月初めまでにこれを終了した。この間、入植農家の選定は、コチア産組

がもとの南伯農協割り当て分をも併せ行うこととなり、また募集を基幹的

インフラストラクチャーの建設が本決まりとなってから行うこととしたた

め、作業が遅れたが、４月末大統領により８０年度ポロセントロ計画の事

業が承認されたのを受けて、５月初めから一次選定を開始した。これに対

応して農業開発会社及びＥＭＡＴＥＬ/ＭＧは事務所を設け、ロッテ割の基

礎調査等を開始した。 
コチア産組の入植農家の一次選定は５月末までに終わり、農業開発会社

の最終選定及び会社の選定農家の選考も７月初めにほぼ終了し、農業開発

会社は同月末抽選会を開催してロッテの割り当てを行った。入植農家の決

定とともにＢＤＭＧは農家の台帳作成を始めた。また、コチア産組は、ロ

ッテの割り当てが終わるとともに農家に代わって伐開に着手した。伐開作

業はＣＡＭＩＧのほか民間業者２名と契約し、初年度農家１戸当たり１０

０ヘクタールの整地を目指し、約６，０００ヘクタールを予定した。これ

の代金支払いはコスエル方式をとり、融資が実行されるまで業者が支払い

を猶予する方法をとった。 
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次いで農業開発会社は、ＢＤＭＧの台帳作成の進展をまって、９月初め 
  入植祭を開催し、約３０戸の農家に土地使用許可証を交付した。この入植

祭には、関係者約１１０名が出席した。なお残りの土地使用許可証は９月

末までに交付し、入植農家の入植が始まった。入植農家の主体は、パラナ

州、サンパウロ州等の日系農家で、多くは小農農家やその二、三男でイラ

イ地区と同様希望に胸を膨らませ所有農機具や自己資金を用意して入植し

た。入植者は一般に教育程度や生活水準がイライ地区の場合よりやや高い

こともあって、多くはパラカツ市に居住し、必要労働力を補充して農場建

設に取り組んだ。 
入植農家の入植と並行して農業開発会社は、イライ地区と同様、土地取

得資金の融資を農家に代わって申請し、ＥＭＡＴＥＬ/ＭＧは、投資資金の

融資のための営農計画を作成し、第１回目の融資を申請した。またこれに

引き続き小麦の作付けのための営農資金の融資を申請した。 
入植農家は８０年中にほとんど（４４名）が入植し、コチア産組の責任

のもとに予定の伐開、土壌改良を終え、８１年１～２月に１５ロッテにお

いて約７００ヘクタールの小麦の８０/８１年度の作付けを行った。また、

コチア産組の斡旋によりトラクター８６台、トラック２０台、その他農機

具２２５台を整備した。ＢＤＭＧによる融資は順調に進み、８０年中に土

地融資はほとんど契約の実行を終わり、これをうけて投資に対する融資も

実行を終わった。融資額は需要見込み額の約４０％であった。 
第２年目の８１年においては、ＥＭＡＴＥＬ/ＭＧは第２回目の投資のた

めの営農計画を作成し、入植農家はこれを申請した。入植農家の入植は９

月頃まで４８戸となり、伐開はＣＡＭＩＧ等により引き続き進展し、９月

頃までにほぼ完了、面積は約１９，０００ヘクタール、うち整地約１６，

０００ヘクタールに達した。機械施設の整備もトラクター９８台、コンバ

イン４８台、農業機械６７０台に達し、家屋も４８棟すべて完成した。入

植農家は計画に基づいて大豆、裏作小麦、陸稲、コーヒー、緑肥作物の約

１１，０００ヘクタールの８１/８２年度の作付けを行った。 
コチア産組は、中央会の支部として、パラカツ市に事務所、倉庫を設け、 

入植農家全員を組合員として営農指導、資材の供給に当たるとともに、市

街地区に１６ヘクタールの土地を購入し、第１期工事として事務所、機械

修理工場、倉庫、給油所、深井戸、貯水池、宿舎等を建設するとともに、

第２期工事として穀物サイロ、種子精選施設の建設に着手した。これら事

業のための第２回目の投資及び営農費の融資は需要見込み額の９５％に達

した。 
第３年目の８２年においては、イライ地区と同様電化工事の補完事業等
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を実施した。コチア産組は、５４名の作業員により、技術援助、資材、穀

物、農機具修理工場の４部門の組織を整備し、事業を行うとともに、第２

期工事とその補完工事を終わった。土地の仮契約中であったパラカツ地区

の２戸は、法的手続きが間に合わないため事業の実施を諦めた。インフラ

ストラクチャーの整備は、イライ地区と同時期に着工し、道路１４０キロ

メートル、電化幹線１００キロメートルの建設を終了した。また開発中心

地（ＮＥＵＣＬＥＯ）においては、農業開発会社が試験場を設置したほか、

コチア産組が施設用地を提供し、農機具代理店が用地を取得した。住宅用

地については、入植農家に地権を交付したが、農家はそれぞれのロッテに

家屋を建設したため、中心地での建設は将来に備えることとした。以上に

より、パラカツ地区の入植事業は、２戸を除きすべて終了し、インフラス

トラクチャーの建設を除く総投資額は、約１９億クルゼイロ（約４１億円）、

うち融資から約１７.８億クルゼイロ（約３８億円）で、残りを入植農家及

びコチア産組の自己資金で賄った。 
４）コロマンデール地区入植事業の実施 

この事業は、後に述べる中間評価の結果に基づき、農業開発会社の経営

維持を主目的とし、会社のコロマンデール保有地のうち展示農場を除く約

６，５００ヘクタールを入植農家に分譲し、農家が特別プログラムの融資

と農業開発会社の技術援助を受けて開発したもので、８１年６月事業を開

始した。 
入植農家については、パラカツ地区入植事業に参加を断念した南伯農協

がいち早く情報をキャッチし、組合員の中に入植希望者が多いことから、

全区画に入植を希望したが、既に他に多くの希望者があり、また南伯農協

のみに割り当てることは不可能であったため、参加を断念した。これとは

別に、入植農家については日本側は協力事業が両国の共同事業であり、特

にコロマンデール地区入植事業は農業開発会社の経営維持を主目的とし、

関係者の関心も高く、諮問委員会においても承認の条件として従来の基準

に基づく慎重な選定が求められた経緯もあり、少なくとも半数程度は日系

農家を選定するよう求めた。これに対し伯側は、協力事業の当面の最大の

問題は、後に述べる野党及びカトリック教会のプロジェクト批判であり、

とくにコロマンデールは批判の中心地で、既に地元地方紙を通じ、あるい

は司教の街頭演説により、反対運動が行われており、事業の実施について

は注意が必要である。日系人はその容貌から一目で分かり、ミナス・ジェ

ライス州のような日系人の少ない所では目立ちやすく、反対運動に利用さ

れる恐れが多分にあり、従って入植農家は政策的にその地域の希望者を優

先し、日系人の参加はこの際見合わせたい。日系人を含めない場合でも、
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日系人の比率は全体で約３０％となり、従来から関係者に説明してきたと

ころと変わるところはないとした。日本側関係者の中には、カトリック教

会等の批判は日本側が問題を起こしたものではなく、教会と政府の対立、

抗争によるものであり、そのために日本側が肩身の狭い思いをせざるをえ

ないことに不満をもつものも少なくなかった。６月初めに至り、事業の実

施を急ぐ必要があることから、日本側も止むを得ないものとして、伯側の

考え方を了承し、日本側の事情をも十分考慮し、実施に適正を期するよう

要請した。 
また、技術援助については、諮問委員会において日本側の要請により、

方針として農業開発会社が自ら実施することとしていた。ＥＭＡＴＥＬ/Ｍ
Ｇはこれに強い不満を示したが、協議の結果、方針通り実施することとな

った。 
開発事業は、他の入植事業に比し驚異的なスピードで進捗した。これは

農業開発会社が他の入植事業を通じてノウハウを蓄積し、体制を整備した

ことや、協力事業に対する評価や農業開発会社及び特別プログラム融資に

対する信用が定着し、業者が融資の実行に先立ち資材を提供する等積極的

に協力するようになったためであった。 
農業開発会社は、中間評価に先立ち区画割を完了しており、その面積規

模は、最大３７８ヘクタール、最小３０２ヘクタール、平均３３５ヘクタ

ールであった。農業開発会社は６月末入植農家の選定を終わった。入植農

家は１８戸のうち１５戸までがミナス・ジェライス州出身者で占めた。平

均年齢は３８歳で他の入植地よりやや高く、７割までが既婚者であった。

教育程度は小学校及び高校卒業者が７割を占め、大学卒業者は３０％であ

った。小規模農家の経営主など農業経験者が半数を占め、残りが他産業等

の従事者で、農業技師、大規模農場の管理人も含まれた。なお、コロマン

デール入植地を含め、入植地全体に占める日系人、ミナス・ジェライス州

出身者及び他州出身者の割合は、予想通りそれぞれ３０％となった。 
入植農家の選定に引き続き、農業開発会社は他の入植事業と同様、入植

を支援し、入植農家は７月初旬より入植を始め８月中旬までに全戸入植し

た。農業開発会社は、技術援助のためコロマンデール市に事務所を設け、

農業技師２名を配し、本社の技師が統括する体制を整え、農家別の営農計

画の作成等業務を進め、ＢＤＭＧの融資も順調に実行された。 
この事業においては、入植農家数が農協の設立要件（２０戸）を満たさ

ないため農業開発会社は、組合精神の醸成に務め、目的別に委員会を設け、

伐開の一括実施、機械、資材の一括購入、値引き等を行った。この委員会

は後に任意組合に発展、農協に代わる自主的組織として各種の支援活動を
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行うようになった。伐開、土壌改良は、ＣＡＭＩＧ及び民間業者が実施し、

９月初めまでに終了、機械類の代金の２～４ヶ月後払いで購入、住宅、倉

庫等の建設も１１月頃までに完了した。このようにして８１/８２年度には、

大豆、裏作小麦、コーヒーの約３，０００ヘクタールの作付けを行った。 
以上によりコロマンデール地区入植事業はすべて終了し、インフラスト

ラクチャーの整備を除く総投資額は約８億クルゼイロ（約１４億円）、うち

融資が約７億クルゼイロ（約１３億円）で、残りを農家の自己資金で賄っ

た。 
 
（２）栽植企業の事業の実施 
１）ＣＤＡＣの事業の実施 

ＣＤＡＣは設立とともに、会社設立の基本計画のもとに営農計画の作成

に着手し、融資の申請を急ぐ一方、８０/８１年度の作付けを目指して職員

を確保し、開発事業に着手した。営農計画は当初日系コロニア系のコンサ

ルタントが試案を作成し、８０年２月の経営審議会で検討したが、自己資

金の不足等問題が多く、このため農業開発会社が関係者とともに改めて検

討し計画を作成することとした。農業開発会社は作業を急ぎ、作成した計

画を３月の経営審議会で検討した結果、とりあえず第１年次の投資に必要

な第１回目の融資の申請をＢＤＭＧに提出するとともに、自己資金の不足

に対応して計画を再度見直し、機械、施設等の投資の圧縮、経費削減を図

るほか、新規株主の募集による増資の検討を行うこととした。ＣＤＡＣは、

設立時資本金の大部分を土地の取得に当て、当初から自己資金が極度に不

足していた。その上２ヵ年の免税期間で事業を実施するためには、特別プ

ログラムの融資による投資を集中的に行わざるを得ず、それには２５％の

自己資金の負担が必要となるため、その不足は一層深刻であった。ＣＤＡ

Ｃはセラドンの占める割合が高く、伐開による木炭収入があり、また生産

物の販売による収入も見込まれたが、これにより２年間で資本を蓄積する

ことは困難で、結局は増資を検討せざるをえなかった。 
一方、開発事業は、８０年２月までに職員１０数名を確保し、ブルドー

ザーにより独自に約４５０ヘクタールを伐開、木炭業者５社と請負契約を

締結して木炭の生産を開始した。また、日系コロニアグループの牛５００

頭を飼育し、コチア産組、三井肥料等と共同して小麦の栽培試験を行った

ほか、車両等を整備した。その後５月までに地元雇用を中心に職員を４０

数名に増員し、伐開を請負業者に委託して約１，０００ヘクタールの伐開

を行ったほか、コーヒー苗の造成、職員宿舎の建設、機械の整備等を進め

た。 
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ＢＤＭＧは、ＣＤＡＣからの融資申請を受け、５月初めには審査を終了、 
月末には融資を実行する予定であったが、イライ地区入植事業と同様、５

月末に融資業務が停滞し実行が遅れた。このためＣＤＡＣの資金不足は深

刻となり、既に４月末農業開発会社から当座の資金の融資を受けていたが、

さらにミナス・ジェライス州立銀行から繋ぎ資金を借り入れた。６月末に

至りＢＤＭＧは漸く融資契約を承認したが、契約の締結には役員の保証の

ほか、融資に必要な自己資金に見合う増資を求める等慎重であった。ＢＤ

ＭＧが契約締結に慎重であったのは、ＣＤＡＣの事業がＢＤＭＧの融資プ

ロジェクト中最大規模のものであったことのほか、ＢＤＭＧが特別プロジ

ェクト融資の独占的代行機関であったこと等のためであった。 
ＣＤＡＣは前記のとおり既に３月以降増資を検討してきたが、ミナス・

ジェライス州立銀行の参加が得られる見通しとなったこと等から７月初め

ＢＤＭＧの要求に従って増資を行うこととした。７月中旬の経営者会議に

おいて、日伯農業開発協力株式会社を除く株主および新規参加株主により

増資を行い、増資額のうち払込は当面必要な額とし、残額は授権資本とし

て８１年３月末までに払込を行う方針を決め、株主総会で正式に決定する

こととした。この決定を受けてＢＤＭＧは、契約の締結に応じ承認額の約

半額の融資を実行した。 
一方、開発事業は引き続き進展し、７月までに伐開面積は約２，６００

ヘクタールとなり、うち耕起、石灰撒布面積はその半ばに達した。このほ

か、コーヒー苗１０万本の育成、農場内道路の建設、トラクター等機械の

購入、滑走路の造成のほか、倉庫、修理工場、住宅等の建設に着手した。

これら事業に必要な経費は繋ぎ資金の借り入れに依存せざるを得ず、７月

までに南銀、ミナス・ジェライス州立銀行等から借り入れた金額は相当の

額に達し、その支払い金利のみでもかなりの負担になるものであった。 
この間、日本側は事態を重視し、日伯農業開発協力株式会社は中央銀行

に融資の促進を要請し、国際協力事業団は調査団を派遣し、関係者と協議

を行う等問題の解決に努めた。ＣＤＡＣの臨時総会は８月中旬に開催し、

日伯農業開発協力株式会社の承認のもとに増資を決定し、手続きの終了と

ともに融資は順調に実行された。 
事業は立ち上がり期の困難により大きな影響を受けたが、概ね計画に沿

って進展し、８０年においては、約２，６００ヘクタールの伐開、土壌改

良、整地を終了。炭焼き業者による木炭の生産は２５家族、２３０の窯を

設けて行った。また貯水池、深抜井戸、道路、滑走路、機械修理工場、倉

庫、住宅１４棟等の建設のほか、トラクター１６台、収穫機３台を整備し

た。会社は、大豆、小麦、陸稲、コーヒー等約１，８００ヘクタールの９
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０/９１年度の作付けのほか、緑肥作物を栽培した。また牛約６００頭を取

得した。これら事業のため特別プログラムからの融資は需要見込み額の４

５％であった。なお、先に授権資本とした資本金の払込は、１２月末伯側

株主の追加出資、南銀グループの新規出資によって行うこととした。 
８１年１月末、セラード農産出資会社は、ＣＤＡＣの事業の進捗状況を

関係者に披瀝するための視察旅行を実施した。出席者はサンパウロのセラ

ード農産出資会社の主要株主のほか、日系進出企業代表者、連邦、州政府、

地元パラカツ市関係者等約１６０名に上り、セラード開発の立案者パウリ

ネリ元農務大臣も駆けつけた。出席者は、不毛と言われたセラードの見事

な緑の耕地に変貌した光景に驚嘆するとともに、短期間によくここまで計

画を進めた役職員の努力を評価した。また取材した日系各紙は、壮大なセ

ラード開発と日伯協力事業の内容を紹介し、その意義を強調するとともに、

日系コロニアが事業の担い手の一員として大きな役割を果たしていること

を報じ、一般の関心を集めた。 
３月、農業開発会社は、第２年次の営農計画を作成、ＣＤＡＣはＢＤＭ

Ｇに２回目の投資及び営農費の融資を申請し、次いで同月末の株主総会に

おいて、融資に必要な自己資本を調達するため不足額に見合う額の増資を

決定した。この額は、８０/８１年度の生産や機械類の購入の際の値引き等

によって可能な限り自己資金を調達することを前提とし、それによっても

なお不足が見込まれる額とした。ところが、融資の申請がＢＤＭＧの審査

を終え、契約の時点となった６月初めに至り、ＣＤＡＣは８０/８１年度の

生産がベラニコの被害により、見込みどおりの収穫が得られなかったこと

や、激しいインフレにより機械類等の値上がりが著しく、見込みどおりの

自己資金の調達が出来なくなったことを理由に、必要な増資額の増額を発

起人株主によって引き受けて欲しいと要請した。 
このＣＤＡＣの要請は関係者に大きなショックを与え、コロニア（セラ

ード農産出資会社）からも高インフレ、不景気の影響で新規株主の参加は

期待出来なくなっており、増資に応ずることは出来ないとし、計画の見直

し、規模縮小を提案し、他の関係者も一致してこれに同意し、計画の改定

を行うこととなった。農業開発会社はＣＤＡＣとともに急いで計画を改定

した。 
改定計画においては、投資規模を縮小するとともに経営を多角化し、併

せて合理化を徹底することとした。投資規模の縮小については、予定の３，

０００ヘクタールの伐開を約２，０００ヘクタールとして当分土壌改良の

みを行って緑肥作物を植え付けることとし、機械類の購入費を約５０％削

減し、施設については約９０％削減して学校、畜産施設のみとし、畜産、
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コーヒーへの投資を約５０％削減することとした。経営の多角化について

は、降雨分布の不安定に伴うリスクを最小限にするため、生産安定時の収

入源を穀物のほか、コーヒー、畜産、野菜生産に分散することとし、畜産

については牛の飼養のほか養鶏、養豚を導入し現金収入の確保と有機質肥

料の生産を目指し、野菜生産については、完遂可能な土地を利用して乾期

の甘藷、かぼちゃ、グリンピース等の潅水栽培を行い、資金繰りや労働力

の配分の改善を図ることとした。また経営の合理化については、パラカツ

事務所を閉鎖し、事務を農場本部で行うこととし、高木技術担当取締役も

農場へ転居し、支配人を解雇し、職員、人夫を削減し、作業請負、臨時雇

に切り替え給与の引き下げのほか農場労働者向け食糧の自給体制を確立す

ることとした。 
これによって、総投資額は予定の約半額となり、必要自己資金も大幅に

減少することとなった。これに伴って、ＣＤＡＣは７月初めの総会におい

て、伯側株主により融資に必要な自己資金の不足に見合う第２回目の増資

払込を決定した。これにより融資の実行も順調に進んだ。 
事業は縮小計画に即し急速に進捗し、８１年中に約２，０００ヘクター

ルの伐開、土壌改良、約７００ヘクタールの人工牧野の整備を行い、機械

の整備もほぼ完了し、施設の整備も滑走路､事務所、一部の畜産施設を除き

完成した。会社は計画に基づき、大豆、小麦、とうもろこし、陸稲、野菜

のほか、コーヒーの約３，４００ヘクタールの８１/８２年度の作付けを行

い、緑肥作物９００ヘクタールを栽培し、牛の頭数も６８０頭となった。

８１年度末までに融資された金額は、需要見込み額の９０％にのぼった。 
なお年末の総会においてセラード農産出資会社及び日系銀行３行によって 
第３回目の増資を行った。 
８２年度においては、コーヒー１００ヘクタールを新規に植え付け、９

月までに乾燥機つき２，４００トンサイロを建設した。その他滑走路、家

屋等の残工事を終了した。これによりＣＤＡＣの事業を全て完成し、総投

資額は土地を含め５億５千万クルゼイロ（約１３億円）。うち融資額は３億

８千万クルゼイロ（約６億円）で、残りを自己資金で賄った。 
２）Ｃ・ＦＯＧＯの事業 

Ｃ・ＦＯＧＯは、８０年９月会社設立後、農業開発会社が基本計画に基

づき営農計画の作成を進め、１１月作業の終了とともに第１回目の投資及

び営農費の融資を申請した。計画では８０/８１年度に約３，０００ヘクタ

ールの伐開と土壌改良及び既耕地の土壌整備を行い最初の作付けを行うこ

ととした。事業は計画に従って急速に進捗し、融資も順調に進み８０/８１

年度中に予定の伐開、土壌整備を終了し、トラクター１０台、収穫機１台、

 
 

13 



その他農機具９０台等の整備のほか、深井戸、貯水タンク、倉庫等の施設

を建設した。会社はフェジョン、陸稲の約２４０ヘクタールの８０/８１年

度の作付けを行ったほか、７０ヘクタールの緑肥作物を栽培した。また、

人工草地５００ヘクタールを造成し、牛８０頭を購入した。特別プログラ

ムによる融資は、需要見込み額の約６０％であった。 
Ｃ・ＦＯＧＯはＣＤＡＣと異なり、設立時にかなりの自己資金を持ち、

第１回の投資及び営農費の融資申請に当たって増資の必要はなかったが、

８１/８２年度の第２回目の投資及び営農費の申請については、前年度の生

産物の収入等により自己資金の確保に努めたが、必要な額に達しなかった

ため、８１年１０月株主による増資を行った。農業開発会社も資金繰りは

楽ではなかったが、経営の合理化等により必要資金を捻出し増資に応じた。 
事業は引き続き進捗し、８１/８２年度には機械の整備を終わり、住宅、

事務所、倉庫、修理場、滑走路等の整備のほか、ピポットセントラ１基を

整備した。会社は、大豆、とうもろこし、陸稲、ファジョンの２，３００

ヘクタールの８１/８２年度の作付けを行い、２５０ヘクタールの緑肥作物

を栽培した。また人工草地４００ヘクタールを造成し、牛の頭数は既存の

ものを含め２，２００頭となった。 
これによりＣ・ＦＯＧＯの事業はすべて終わり、総投資額は、土地を含

め、約４億クルゼイロ（約７億円）、うち融資額は約２億５千万クルゼイロ

（約３億円）で、残りを自己資金で賄った。 
 
（３）農業開発会社試験場及び展示農場の事業の実施 
１）試験場の事業 

試験場は、８０年６月パラカツ地区に設置する方針が本決まりとなり、

開発中心地に隣接して用地２３５ヘクタールのうち差し当たり３０ヘクタ

ールを使用して試験場を造成し、最小限の必要施設を整備することとなっ

た。これを受けて農業開発会社は、７月までに事業計画をまとめ事業に着

手した。圃場用地の伐開、土壌改良、農業機械の整備は、８１年初めまで

に終了し、並行して試験業務を開始した。施設の整備は､農業開発会社の資

金繰りの事情から遅れたが、８１年半ばまでに事務室、実験室、倉庫、深

井戸等の建設は完了した。総投資額は、８１年末価格で約２千万クルゼー

ロ（約３０万ドル）であった。８０年、８１年には国際協力事業団からＣ

ＰＡＣを通じ、あるいは専門家の携行機材として多くの試験用機材が供与

された。研究業務は内容を簡素化し、農業生産者が直接利用できる成果を

得ることを目標に、国際協力事業団派遣の専門家を中心に行った。 
８１年７月には、遅れていたＣＰＡＣ、ＥＰＡＭＩＧ及び農業開発会社
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の３者協定が締結され、研究業務の強化、発展のため技術、研究、資材、

資金面での相互協力を緊密にすることを取り決めた。これにより、ＣＰＡ

Ｃは研究に対する協力のほか、実験室及び施設の整備に関する協力、試験

成果の評価等を行い、ＥＰＡＭＩＧは研究に関する協力、調整、必要な資

材等の提供を行い、農業開発会社は研究プロジェクトの作成、実施、専門

家の必要経費の負担、農場労務者の確保等に責任を持つこととなった。ま

た、この協定においては、試験場の将来の強化、発展のため、ＥＰＡＭＩ

Ｇへの譲渡を可能にする選択案を共同で検討することも取極めた。 
２）展示農場の事業 

次に展示農場は、８０年６月、コロマンデール保有地において４，６１

６ヘクタールの規模で設置することが決まり、農業開発会社は農場担当技

師を採用、コロマンデールに事務所を置き、体制を整備するとともに、第

１年次の営農計画の作成を開始した。 
営農計画は、農場設置の目的が技術の展示とともに、会社の必要収益を

確保することにあったことから、大豆、小麦の原種生産のほか、コーヒー

の栽培及び牛の飼育を行うこととし、これに即した土地利用、機械施設の

整備、要員の確保をはかった。営農計画の作成と並行してＢＤＭＧに第１

回目の投資及び営農費の融資仮申請を行うとともに、ＥＭＢＲＡＰＡと原

種生産の協定を締結し、また、コーヒー苗５０万本の育成を開始した。プ

ロジェクトは９月に完成、ＢＤＭＧに提出した。 
ＢＤＭＧでは、プロジェクトの審査を終わったが、展示農場の事業に特

別プログラムからの資金を融資してよいか、日伯間で意見の調整が必要で

あったため融資の実行は遅れた。この間農業開発会社は、自己資金をもっ

て計画に沿い開発事業を進め、８０年中に約１５０ヘクタールの伐開、寄

木、約９７０ヘクタールの土壌改良を行い、トラクター９台、収穫機２台、

その他農業機械約４０台、車両８台、牛約７８０頭を購入し、管理者、技

師用住宅１０棟、倉庫、機械修理工場、機械収納庫、計量機、深井戸、水

道、滑走路、配電線等の施設を建設した。８０/８１年度には、大豆、小麦、

緑肥作物等約１，０００ヘクタールの作付けを行い、コーヒーの定植１４

０ヘクタールのほか、８００ヘクタールの牧野改良を行った。後に述べる

ように、１２月、国際協力事業団からミッションが派遣され、伯側と協議

の結果、特別プログラムによる融資を行うことが最終的に決定し、ＢＤＭ

Ｇは融資を開始、同年度に融資した額は需要見込み額の約５０％であった。 
第２年度においては、農場面積が５，７８０ヘクタールに拡大され、これ 
をベースに第２期の営農計画を作成、前期の計画において予定した事業の

ほか、畜産部門で人工牧野を造成、フィードロット等の施設を建設するこ

 
 

15 



ととし、２回目の投資及び営農費の融資を申請し、引き続き開発事業を行

った。 
事業は、計画に即して順調に進捗し、第２年度中に伐開役７９０ヘクタ

ール、土壌改良約１，０８０ヘクタール、牧野改良、採草地造成約２，０

００ヘクタールを実施した。機械の整備はほぼ完了し、種子精選施設、収

納庫、住宅、小学校等を建設し、道路、配電線等を整備した。また牛５０

０頭を購入した。８１/８２年度には、大豆、小麦、緑肥作物約１，５００

ヘクタールの作付けを行い、コーヒーは約３３０ヘクタールの定植を行っ

たほか、約１２０万本の育苗を行った。これら事業のため供与された融資

額は、需要見込み額の約９５％になった。 
第３年度においては、補完事業としてピポットセントラル１基を設置、

コーヒーの定植のほか、乾燥場を建設した。農場開発事業と並行して、８

０年８月からミナス・ジェライス州道路局により基幹的道路約３５キロメ

ートル、同州電力公社により電化幹線約３３キロメートルが建設された。

またコロマンデール郡役所により郡の負担で州道２８号線より農場に通ず

る道路及び橋梁が建設され、農場内小学校に教師２名が派遣された。 
以上により農業開発会社展示農場の事業は全て完了し、インフラストラクチ

ャーを除く総投資額は、土地を含め約５億４千万クルゼイロ（約１３億円）、う

ち融資は約３億クルゼイロ（約４億円）で、残りを会社の自己資金で賄った。 
 
２、開発事業の調整と事業資金の配分 
（１）開発事業の調整 
農業開発会社は、プロジェクト契約に基づいて毎年翌年度の事業の総合開発

計画、事業計画、資金計画を作成し、関係機関の事前検討に供し、また事業実

施の過程では自ら支援活動を行う傍ら、多くの関係機関、農業生産者の生産活

動を調整して、その整合化、総合化を図った。調整に当たっては、関連機関が

広汎な分野にわたって異常なほど多く、入植事業では入植農家が９０戸と多く、

実施に伴って生ずる問題も技術的、経営的、経済的或いは社会的分野に及び広

汎、多岐にわたった。このため農業開発会社は、本社の管理者、農業技師のほ

か、各地区に事務所を設け、農業技師を配置し、全般的事項は本社で、地区の

農場段階の事項は事務所で処理した。これら各段階の管理者、農業技師は実施

期間が限られていたこともあって、常時最大限の注意を払い、情報を収集し、

おびただしい回数の協議、交渉等を行って迅速な処理に全力を挙げて取り組ん

だ。 
これを事務所の例で見ると、入植事業が早いペースで進んだイライ地区事務

所の指導、調整業務は８１年半ばまでにほとんど終わったが、事業の最盛期で
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あった８１年初めから６月までの業務量は、農業技師１名で関係機関訪問４１

回、会議２４回、出張２６回、訪問者のアテンド２９件に及んだ。またパラカ

ツ地区事務所では、この地区に入植地のほか栽植企業が集中し、農業開発会社

の試験場もあったことから、８１年１月から８月までの業務量は、農業技師２

名（うち８１年６月からは１名）、職員１名で、関係機関の訪問５０回、会議４

１回、出張９８回、訪問者のアテンド４３回、入植者を含む地域住民と接触し

た人数は６４０にのぼった。 
農業開発会社は、また、事業実施の過程で表面化した事業の枠組みにかかる

問題や、事業環境の変化に伴う経済的、社会的問題の解決のため政府、関係機

関に協力を要請し、調整を図り、障害の排除と事業の円滑な推進を図った。こ

れら問題のうち、特に重要、困難であったものは、立ち上がり期の８０年６～

７月の融資の遅れ、同年８～１２月の農業開発会社の展示農場への特別プログ

ラムの融資、８１年１月の中央銀行の特別プログラムによる融資の金利引上げ

提案、懸案となっていた事業実施期間の延長の問題であった。 
このうち融資の遅れの問題は、ＣＤＡＣ事業及びイライ地区入植事業におい

て、融資の承認に先立って中央銀行とＢＤＭＧとの間で特別プログラムの融資

資金の保証の規定をめぐって意見が対立したこと等によって起こった。意見の

対立の主要な点は、ＢＤＭＧが据置期間中に元加される金利の再融資が、中央

銀行の補助金勘定の廃止に伴って規定どおり実行されるかどうか懸念したこと

や、営農費融資についてはＶＢＣ方式では必要な営農費を賄えないとしたこと

等であった。金融機関にありがちな官僚性もＢＤＭＧが独占的代行機関である

だけに取り沙汰された。このため農業開発会社は、中央銀行、ＢＤＭＧに働き

かけ三者会議を開くなど意見の調整に務めた。日本側は事態を憂慮し、前述の

ように日伯農業開発協力株式会社は中央銀行に早期解決を要請し、国際協力事

業団はミッションの派遣を準備した。６月末に至りミッションの到着に先立ち、

問題はなお十分に解決しないまま中央銀行の指示により、当時融資を申請して

いたＣＤＡＣ及びイライ地区については融資を実行することとなり問題はひと

まず解決した。 
農業開発会社に対する特別プログラムによる融資の問題は、融資の可否につ

いて日伯関係者の意見が相違したことから生じた。中央銀行はじめ伯側関係者

は、特別プログラム規則における受益者が農牧生産事業を行う自然人又は法人

となってることから、農業開発会社は法人としてこれに該当し、資金的余裕の

ある限り融資は当然可能であるとした。これに対し国際協力事業団はじめ日本

側関係者は、もともと特別プログラムによる総融資額が７６年のフィージビリ

ティ調査の際の入植農家及び栽植企業の必要事業資金によって定めた経緯もあ

って、無条件にこれを認めることには難色を示した。もちろん、８０年度の実
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施計画の総合的検討の際の計画調査において、展示農場の事業には特別プログ

ラムによる融資が望ましい旨指摘しており、その必要性は認識していたものの、

これを行うには資金に余裕があり、また貸付契約等の契約の修正が必要である

とした。 
農業開発会社は、８０年半ばから会社運営上融資不可欠であるとし、両国関

係者にその適用を強く要請した。これを受けて中央銀行は国際協力事業団に対

し、農業開発会社に対する特別プログラムによる融資は農企業の範疇として可

能であり、契約を修正する必要もない旨連絡した。また１１月の諮問委員会に

おいて、農業開発会社は、特別プログラム資金に相当の余裕のあることを明ら

かにし、展示農場への融資の承認を求めた。日本側委員も原則的にこれを認め

たものの、最終的には国際協力事業団と中央銀行との協議によって決定すべき

ものとして協議を待つこととなった。これを受けて１２月国際協力事業団から

ミッションが派遣され、中央銀行その他関係者と協議し、その結果融資を認め、

契約書の修正は今後の検討課題とすることで合意書翰の署名を行い融資が決定

した。 
特別プログラムの融資の金利引上げ提案は８０年暮れの政策転換に伴う農業

融資の金利引上げ措置に基づき、中央銀行が国際協力事業団に特別プログラム

融資の金利の引上げを打診したことにより生じた。８０年末の農業融資の金利

引上げ措置の際、中央銀行は一般農業制度金融以外の融資についても金利の引

上げを関係機関と協議するよう定められたことから、中央銀行は特別プログラ

ム融資の金利引上げを打診して来た。これに対し、国際協力事業団は農業生産

者の負担を軽減するため、日本側資金の貸付条件は特別に緩和していることや、

事業の途中での変更は混乱をきたす恐れがある等を理由に引上げに反対した。

結局中央銀行もこれに同調し、８０年３月据え置きに原則的に合意した。 
事業実施期間の延長の問題は、先述のとおり、実施計画の段階から農業開発

会社は機会ある毎に関係者に要請して来たもので、関係者も事業の進捗状況に

応じ適当な時期に検討、協議を予定した。農業開発会社は８０年中に事業全体

の半ば近くを実施したが、残る事業を８１年９月末の期限までに完成すること

は困難になったことから、８０年末頃から改めて延長を要請した。時を同じく

して農業開発会社の運営も収支の均衡維持が困難と見通されるようになったた

め、後に述べるように８０年１１月の諮問委員会において、両国関係者による

中間評価を行い、事業実績の総合的検討と併せ期間延長等の問題も解決を図る

こととなった。この中間評価は、８１年４月に行われ、開発事業が短期間に急

速に進捗し、１万ヘクタールに近い作付けを行うに至ったことが確認され、高

く評価されるとともに、残る事業を完遂するためには期間の延長が必要であり、

日本側からの貸付金の払い出し期間を１年延長し、８２年９月末までとするこ
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とに原則的に合意した。 
また、その際、金利の据え置きを最終的に確認するとともに、前記の融資の

遅れと関連して、その要因の一つとなった融資代行機関のＢＤＭＧ独占を改め、

ブラジル銀行を加えて複数とすることが伯側から提案され、合意した。また据

置期間中の金利の元加部分の再融資に必要な原資につても、中央銀行で措置す

ることとなり、８１年５月その具体策が決定し、問題はすべて最終的に解決し

た。 
 
（２）カトリック教会の反対運動等への対応 
１９８０年ごろから８１年にかけ、一部野党議員はプロジェクトを批判し、

カトリック教会はプロジェクトの反対運動を行った。これは実質的には政府と

野党、教会との対立、抗争にこの事業が利用されたものであったが、その影響

は無視できないものがあり、農業開発会社はそれを最小限に喰い止めるため、

一時は関係者に対する事情説明や広報活動を行うなど対応に追われた。 
ブラジルは国民の９０％近くをカトリック教信者が占め、世界最大のカトリ

ック教国でカトリック教会はブラジルの歴史的発展と深くかかわってきた。軍

事政権になってからは、初めはブラジルの共産化を懸念していた教会は保守系

を中心に軍司革命を歓迎したが、まもなく政府が国家安全保障ドクトリンに基

づく国内開発と治安を優先し、強権的、抑圧的政策を打ち出すに及びブラジル

司教会議を中心に政府批判を強め、６０年代末からバチカンやラテンアメリカ

司教会議の開放路線を背景に、貧者の教会、大衆に奉仕する教会へと変貌し、

抑圧された人々、労働者、農民、インディオを守ることを標榜し、政府との抗

争を強めるようになった。 
７０年代末になると、政府の政治開放政策の推進によって政府と教会との抗

争は緩和される面があった反面、民政移管に向かって活動は一層活発化した。

８０年６月から７月にかけローマ法王ヨハネ・パウロ二世が訪問し熱狂的歓迎

を受けたが、一方で社会的不公正に対する関心を高める結果をも招いた。 
政府と教会との抗争は、人権問題、土地問題、インディオ問題等に置かれた

が、そのうち土地問題はその中心的なもので、７０年代末にアマゾン地方で税

制恩典を受けた農牧会社が土地占有者を追い出したため、占有者の暴動が起き、

ある神父がこれを扇動したかどで逮捕される事件等が起こり、ブラジル司教会

議は土地委員会を設け、８０年２月には「教会と土地問題」という文書を公表

し、大資本への土地集中を非難し、土地の公平な配分を求め基礎共同体を通じ

て活動を開始した。 
偶々このような時期の１９７９年、国際協力事業団が、ゴヤス、ミナス・ジ

ェライス、エスピリット・サント３州の３州開発委員会の要請を受け、国際開
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発センターに委嘱して行った３州開発計画調査の報告書が作成され、その要約

部分がポルトガル語に翻訳され、各方面に出回った。 
このポルトガル語報告書は、要約部分のため経緯等の説明がなく、読む者に

は事業団独自のプロジェクトのように思われ、開発が輸出を目的とするもので

もあったため、外国に利用されているとの誤解を生み、また翻訳上の誤訳から

中小農を駆逐するプロジェクトであるとの誤解を与えた。この報告書について

は、８０年初め企画庁経済社会研究所がコメント資料を作成したが、その内容

も報告書を辛辣に批判したもので、内部資料であったにも拘わらず外部に流れ、

読む者に多くの誤解を与えた。また国際協力事業団のプロジェクトと言う表現

を用い、面積も６７５ヘクタールが６，０００ヘクタールと誤記されたことも

あって、その後の３州開発計画や農業開発会社の事業の批判にそのまま利用さ

れることとなった。 
この報告書は、当然のことながら一部野党議員の目にとまり、８０年４月、

それらを材料に国会においてセラード開発プロジェクトの批判を行い、これが

マスコミに大きく取り上げられた。野党議員の発言要旨は国際協力事業団のプ

ロジェクトは５，０００万ヘクタールを対象とし、輸出を目的としたプロジェ

クトで、小農を駆逐し社会問題を引き起こすもので、政府はその詳細を国会と

国民の前に明らかにすべきであると言うものであった。また政府は既に日本人

１００家族を入植させるための５万ヘクタールのセラード開発プロジェクトを

実施に移しているが、これは５、０００万ヘクタールのプロジェクトに繋がっ

ているのではないのかと言う指摘もあり、３州開発計画と協力事業が混同され、

それが３州開発計画の一部をなしているかのような誤解が広まった。それまで

３州開発計画や協力事業についてのマスコミの扱いはそろって好意的であった

が、この国会審議以後批判記事が盛んに載るようになった。 
マスコミによって伝えられた「日伯セラード農業開発は、大規模農家を中心

とした計画で、小農、零細農は追い出される。」という誤報に、カトリック教会

農地委員会は敏感に反応した。８０年７月、農地委員会のゴヤス・ミナス支部

は、セラード開発の反対運動に立ち上がり「自分たちの土地は誰のものになる

のか。民衆は何処に追いやられるのか。」という小冊子を作成し、傘下の教会に

配布し始めた。この小冊子は、上記の報告書等と新聞記事をつなぎ合わせて挿

絵入りの扇動的なもので、「日伯セラード開発は、政府と国際協力事業団が共謀

して広大な土地を接収し、小農、零細農を追い出し流民化させ、その費用は労

働者が負うことになり、生産物は輸出に向けられ、利益を受けるのは日伯政府

と支配者階級だけであり、労働者は飢餓で死ぬことにもなる。ブラジルの土地

はブラジル農民のものである。民衆は団結して反対運動に加わろう。」というも

のであった。この反対運動の反響は協力事業の関係地域にも現れ、コロマンデ
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ール市では、ある司教が街頭で盛んに反対運動をはじめ、住民への影響が心配

であるとの郡長からの連絡があった程であった。 
このような反対運動と別に、８０年８月には、サンパウロの一流紙に１，０

００万人の日本人がセラード開発のため移住して来るという荒唐無稽な記事が

一面に掲載された。ブラジルでは当時左翼的思想をもつ外国人を排除するため、

８月には新外国人法等が審議されており、この記事の背景にはその早期成立の

ため関係筋が流したデマであると噂された。何れにせよ、この記事も一連のセ

ラード開発批判を使って根拠を説明しており、これが再びマスコミによって取

り上げられるようになった。 
その後９月には、ブラジリアで全伯カトリック司教会が開催され、前の農地

委員会ゴヤス・ミナス支部の小冊子と同様の批判が行われ、その内容はサンパ

ウロの邦字紙にも報道された。また１０月には、ベロオリゾンテでミナス・エ

スピリットサント支部の批判があった。８１年に入ってからは、司教会議は独

自のパンフレットを作成し、再度反対運動を展開し始めた。その内容はこれま

でのものとほぼ同様であったが、よりナーバスな攻撃的なものであった。２月

には司教会全国大会がサンパウロで開催され、批判決議は免れたが、従来同様

批判が行われ、また農地委員会がゴイアナで開催され、ここでも批判が行われ、

何れもマスコミに報道された。 
このように、反対運動はかなり激しいものであったが、各地の司教が一様に

行動を起こしたものではなく、協力事業の推進を直接妨害するようなものでは

なかった。配布した小冊子等から窺がわれるように、政府との抗争のためプロ

ジェクトを槍玉に挙げたというものであった。しかし一連の反対運動がその都

度マスコミに取り上げられ、またカトリック教会が一般に大きな影響力をもつ

こともあって、結果的に一般にも協力事業に対する誤解と不信が広まり、農業

開発会社のイメージダウンをもたらすことは避けられなかった。 
農業開発会社は、早くから事業の広報活動の重要性から８０年３月以降専属

職員を置いて活動したが、野党議員の批判が報じられた４月以降はマスコミ対

策を重視し、主要紙に対する記事の提供、テレビニュースへのインタビュー等

を通じて協力事業の目的と意義、３州開発計画との関係の説明を行った。また

マスコミ対策以外にも６月には社長が国会の農業委員会に出席して、事業の経

緯、意義の説明を行い、７月にはミナス・ジェライス州政府関係者への資料提

供等を行った。 
特に運動が激しかった８月には、司教会幹部との会見、農務大臣、関係国会

議員等への事業の説明、資料提供、広報用パンフレットの作成、配布のほか、

コロマンデール郡庁主催による事業の説明会の開催等を精力的に行った。９月

に入ってからは、プロジェクト地区への視察旅行に連邦、州政府、マスコミ関
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係者を招待し説明を行ったほか、パラカツ郡有力者への説明会を開催した。１

０月にはコチア産組と入植者との会合を持ち誤報記事の説明等を行った。 
また、農業開発会社以外でも８０年８月の１，０００万人移住の誤報記事の

直後、在伯日本大使館が反論を行い、伯農務省も公式見解を表明し、８１年初

めには農務大臣と司教会議リーダーとの個別会見、説明が行われた。 
このようにして、農業開発会社は運動の影響を最小限に喰い止めるため活動

を行い、政府においても政府の立場から説明を行ったが、もともとこの運動が

政治的意図に基づくものでもあり、これら活動や説得に容易に耳を傾けるもの

ではなく、運動は依然尾を引いた。しかし８１年５月頃から、農業開発会社は、

後に述べるように、連邦、州、マスコミ関係者をたびたびプロジェクト地区の

視察旅行に招待し、事業実績の説明とその拡大の必要性を訴えたが、参加者は

一様に実績を高く評価し、拡大に期待を寄せた。７月にはガイゼル前大統領が

イライ地区を視察し、実績を高く評価すとともに、プロジェクト批判の不当性

を指摘した。これら関係者や前大統領の視察を機に、一般にも実績の評価が高

まることとなり、これに反比例して反対運動も沈静化した。その後も事業に反

対のパンフレットや悪質の新聞記事も現れ、それらは以前のように問題となる

ものではなかったが、その根が深いだけに注意が必要であり、農業開発会社は

必要に応じてその都度適切な対応を行った。 
 
（３）開発事業資金とその配分 
試験的事業のために投入した資金は、イライ、コロマンデール、パラカツ地

区の３つの入植事業、パラカツ地区の２つの栽植企業、農業開発会社の試験場

及び展示農場及び連邦政府の基幹的インフラストラクチャーの整備の事業費を

合わせて約５７億クルゼイロ（約１２５億円）（土地取得を含む）であった。イ

ンフラストラクチャーの整備を除く総事業資金を事業実施前の枠組みと比較す

ると、円貨では枠組みの１２７億とほぼ同一であった。上述のとおり、試験的

事業の事業量は枠組みを遥かに上回るものであったが、資金面では枠組みとほ

ぼ同じ額でこれを実施することが出来た。これは、総額の８１％を占める特別

プログラム基金からの融資資金のうち、日本側からの供与資金が１９７６年当

時の円建て（１ドル２５０円）であったため、その後の対ドル・クルゼイロの

切り下げによるクルゼイロ貨の過大評価の緩和があったにせよ、対ドル円高（８

０年、８１年の２００～２２０円）の影響によるものであった。 
総事業費のうち、インフラストラクチャーの整備費、土地取得費及び農協施

設整備費を除く開発事業費（約４，６３０万ドル）を農用地（約４万ヘクター

ル）のヘクタール当たりでみると約１，１００ドルで、当時国際金融機関等で

一応の目安とされた水準（１，０００ドル）にほぼ等しいものであった。 
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総事業費を費目別に見ると、土地取得約１７％、固定投資約３７％、半固定

投資約３１％、営農費約１５％であった。また事業別にみると、入植事業６２％、

参加農協８.４％、栽植企業１７.１％、農業開発会社試験場及び展示農場９.５％、

インフラストラクチャーの整備約３％で、入植事業が大きな比重を占めた。 
入植事業各プロジェクトの投資額は、イライ地区約２，２６５百万円（約１

０百万ドル）、パラカツ地区約３，９７７百万円（約１８百万ドル）、コロマン

デール地区約１，３８４百万円（約６百万ドル）で、入植農家１戸あたり投資

額は、イライ地区約９，０００万円（約４０万ドル）、パラカツ地区約８，６０

０万円（約３８万ドル）、コロマンデール地区約７，９００万円（約３５万ドル）

で、このうち約１０％が自己資金であった。また、これを費目別にみると、土

地取得約２０％、投資約７０％、営農費約１０％であった。土地融資が地価の

高騰もあってかなり高い比重を占め、事業の推進上重要な役割を果たしたこと

が知れる。 
参加農協の投資額は、コチア産組約５２５百万円（約２３０万ドル）、コスエ

ル農協約９５百万円（約８７万ドル）で、このうち約２５％が自己資金であっ

た。費目別にはほとんどが半固定投資であった。 
栽植企業の投資額は、ＣＤＡＣ約１４億５千万円（約６４６万ドル）、Ｃ・Ｆ

ＯＧＯ約９億４千万円（約４２０万ドル）で、自己資金はそれぞれの２７％、

３８％であった。費目別には、土地取得費を除き、投資約８３％、営農費約１

７％であった。 
農業開発会社の試験場及び展示場投資額は約１３億９，８００万円（約６２

６万ドル）で、自己資金はその約３０％であった。費目別には栽植企業とほぼ

同様であった。 
連邦、州政府による基幹的インフラストラクチャーの整備費は、約５億円（約

２２０万ドル）で、うち約６割が連邦政府のポロセントロ資金で賄われ、道路

建設が約６割にのぼった。 
 
３、農業開発会社の運営 
（１）事業の推進と運営財源の不足 
農業開発会社は、上述のとおり開発事業の実施主体として役職員一丸となっ

て事業の推進に取り組み、また試験場及び展示農場の造成を進めた。取締役会

を構成する取締役は業務の分担に従って執行に当たった。取締役社長は、豊富

な農業政策や技術に関する学識、経験と、強引とも思える行動力によって陣頭

指揮に当たった。副社長の荒木外喜三氏は、７９年末病気のため退任し、代わ

って岩瀬幸氏が就任し、前副社長と同様ブラジル在任の経験と外交関係の経験

を生かし、総務関係業務を処理した。財務担当取締役は、ブラジル在住の経験
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と経営、金融の学識経験を生かし財務を処理した。技術担当取締役は、豊富な

農業技術の学識、経験と精力的な行動力によって、農業技師や職員を指揮し開

発事業を推進した。各取締役はよく協調し、意見の相違する場合も協力の精神

に基づき、話し合いにより解決を図り、社長が決定投票権を行使した例は一度

もなかった。 
諮問委員会は、原則として年２回開催し、実質的な経営審議会として、その

都度重要事項の審議と対策の方向付けを行った。 
会社は、開発事業の進展に応じ事業実施地区３ヶ所に事務所を置き、職員を

配置して業務に当たった。職員は少数精鋭を原則としたが、事業実施地区が３

ヶ所に分かれたことや事業を急いだこと等により、年々増加し、当初の予定に

比しかなり増加した。事業が最盛期に入った８０年末で職員数は、本社３２名、

現地事務所１３名、試験場及び展示農場８名、合計５３名となった。主要スタ

ッフは、農業技師９名、農業技手５名、事務職員１０名等であった。人員の増

加に伴って管理組織を整備し、直系組織を若干のスタッフで補完する方式をと

った。スタッフのうち、日伯農業開発協力株式会社から派遣した役員補佐は、

ブラジル在住の経験と優れた語学力を生かし、日伯間の意思疎通に貢献し、よ

く職責を果たした。その他のスタッフも有能で職務に専念した。一般に職員は

年齢が若く有能で活気に満ちてそれぞれの職場で作業に当たった。 
また、８０年には本社と事業地の距離が５００キロメートルに及ぶことから、

６人乗り双発の小型飛行機を購入し、管理の機動化、能率化を図った。会社は

就業規則等を制定し、職員の就業の適正を図るとともに、災害補償、福利厚生

にも留意し、傷害保険、生命保険、医療組合への加入、歯の治療費について必

要経費の一部を負担し、労務の充実を図った。 
一方、このような人員の増加、労務の充実のほか、試験場及び展示農場の整

備に伴って会社の経費も増嵩した。このため会社は収益源について、８０年３

月の諮問委員会の意見に従い、技術援助等手数料の配分を関係機関に強く要請

した。しかし技術援助手数料の配分は、諮問委員会の議長の発言にも拘わらず

実現しなかった。また融資監督手数料についてＢＤＭＧに配分を要請したが、

検討は約束したものの具体的な進展はなかった。さらに調整手数料についても、

８０年半ば融資の遅れの際、国際協力事業団が派遣した調査団が中央銀行、伯

農務省と協議し、これを受けて農業開発会社が再度中央銀行に要請した結果、

通貨審議会への提案を検討する旨約したが、これもその後の進展はなかった。

結局手数料収入は、関係機関の協力が得られず、栽植企業の営農計画の作成に

関するもののみとなった。 
コロマンデール保有地のうち、展示農場を除く土地の利用については、検討

の進展に従って賃貸方式は開発のための投資資金を必要とし、またコーヒー栽
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培等の直営方式も資金が必要で、これらの事業は会社にとって大きな負担とな

ることが問題となった。また、カトリック教会の反対運動の中で、特にコロマ

ンデールは地域の司教が街頭演説を行ったこともあり、農業開発会社が広大な

土地を保有することは批判の対象となりかねないという意見もあった。このた

め会社の内部では、賃貸や直営よりもむしろ入植農家への分譲による入植事業

を行う方式が一回限りではあっても収益が確保出来、資金的負担を免れ、社会

的にも評価され適当であるとの意見が有力となった。 
このように８０年３月の諮問委員会の意見に基づく関係機関との協議やコロ

マンデール保有地の利用に関する検討は進展せず、このため８０年度は期待し

た収益はほとんど得られなかったが、他方イライ及びパラカツ地区の土地分譲

によってかなりの収益を挙げ、経費が増嵩したにも拘らず前年度の欠損金（価

値修正による）をカバーしてなお若干の利益を挙げた。財産の状況については、

同じ諮問委員会の意見により８０年８月、イライ地区の土地分譲に伴い回収し

た資金により恒久資産としてＣ・ＦＯＧＯの東南、パラカツ市より約６５キロ

メートルのサンタローザ農場の一部約１３,０００ヘクタールを取得するととも

に、Ｃ・ＦＯＧＯに出資し、またコロマンデール展示農場及び試験場の整備に

投資した。その結果８０年度末資産のうち恒久資産は約８０％に上り、そのう

ち土地が約７５％を占めた。 
しかし、８１年度は引き続き経費の増加が見込まれるのに対し、入植地の土

地分譲による収益がなくなり、手数料収入や展示農場の収益も期待出来ないこ

とから、資金繰りが逼迫し収支の均衡維持も不可能となる見通しとなった。 
このため会社は、８０年１１月開催の諮問委員会において、事業報告に初め

て収入源が皆無になったことについて懸念を表明し、収益源を確保するため、

これまで認められなかった当初計画外の入植事業を実施せざるを得ないとし、

８１年度事業として特別プログラムによる融資を前提に、コロマンデール保有

地の展示農場を除く土地の入植農家への分譲による入植事業の実施を提案した。

また、サンタローザ保有地についても引き続き分譲を考慮したいとし、承認を

求めた。 
この提案は、これらの土地がもともと資産構成の健全化のための保有地で、

分譲目的のものではなく、仮に分譲するとすれば代替地を確保する必要があり、

そのようになれば当然試験的事業の枠を越えるものとなるなど問題の多いもの

であった。しかし他方収益を確保できる保有地利用の適当な方法が他にないと

すれば、分譲案も対策の一つとして検討せざるを得なかった。 
このため日本側は、この提案を直ちに認めることは出来ないとし、再検討を

求めるとともに、この際両国関係者に事業の中間評価の実施を要請し、これま

での事業の実施状況を総合的に検討し、これに基づき当面する問題の解決方策
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を協議することを提案した。伯側はなお入植事業の承認を求めたが、結局日本

側提案を了承した。なお、伯側投資会社の提案により、両国投資会社関係者に

より作業グループを設け、農業開発会社の経営の在り方を検討することも合意

した。 
 
（２）中間評価と経営維持対策の方向付け 
諮問委員会の決定に従い、農業開発会社は両国政府に中間評価の実施を要請

し、これを受けて両国政府は評価の方法等について調整を行い、その結果評価

は両国関係者による開発事業と農業開発会社の経営実績の総合的検討とこれに

基づく当面する問題の懸案別協議によって行うこととなった。このため日本側

は、８１年３月、政府、民間関係者による調査団を派遣し評価に当たり、伯側

は主として政府関係者が当たった。 
農業開発会社は、中間評価において開発事業の進展状況や会社の経営の実情

等について参考資料を用意し、また当面の問題について説明資料を提出した。

このうち会社の経営に関するものとしては、経営方針に関し、入植事業は政治

的、社会的、経済的にノーブルな事業であり、会社としてはこの事業を業務の

中心に置き、経営の維持もその継続実施により図ることを基本方針としたいと

する従来からの考え方を改めて述べ、その具体的事業として８０年１１月の諮

問委員会で提案したコロマンデール保有地及びサンタローザ保有地の分譲によ

る入植事業の実施計画を提出した。また、これの資金的裏づけに関し、前者の

事業実施に必要な資金は特別プログラムの余裕資金で賄えるとし、これの需給

見通し案を提出し、後者については今後政府の支援を求めたいとした。なお、

試験農場について整備はしたものの、運営のためかなりの経費が必要であり、

会社としてはこれを維持することは困難となっている実情を説明し、ＥＰＡＭ

ＩＧへの移管も考慮する必要があるとし、その検討を求めた。 
両国関係者は、農業開発会社の提出した資料と現地調査により実績の総合的

検討を行ったが、開発事業につては、大きな成果を収めていることが確認され、

評価したが、農業開発会社の経営につては、技術援助をＥＭＡＴＥＬ/ＭＧに委

託し手数料の収入の大半を失った反面、新しい収益源の発掘が出来ず、今なお

安定的収入源がなく、経営維持の目途が立っていないことに強い懸念を表明し

た。 
問題事項の協議においては、既述の開発事業に関するもののほか、農業開発

会社の経営維持安定方策について突っ込んだ意見交換を行い関係者の意見を明

確にし、対策の方向付けを行った。まず、農業開発会社の運営の基本方針とし

て、入植事業を業務の中心とし、経営の維持もこれの継続実施により図る考え

方については、日本側は従来同様慎重な意見であったのに対し、伯側はミナス・
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ジェライス州関係者と連邦関係者の間で大きな意見の相違があった。ミナス・

ジェライス州関係者はこれに賛意を示し支持したが、連邦政府、特に農務省関

係者は、入植事業はノーブルな事業とは言えず、むしろ土地転がし、土地投機

とみられる面があり、また、これら試験的事業の評価を行う段階で、事業を更

に拡大することは適当でなく、カトリック教会の反対運動から見ても慎重を要

するとした。経営の維持安定は、入植事業による手数料等の確保、新たな収益

源の発掘、経営の合理化等経営努力によって図るべきであるとした。また、従

来から会社が要請していた調整手数料の交付については、農務大臣は政府の緊

縮政策に基づく補助金廃止の方針に反するので認められないとし、これに代わ

る案として特別プログラムの金利の据え置きに見合った生産者から負担金を徴

収する方法もあり得ると示唆したが、基本的には会社自身の努力が重要である

と強調した。また、農業開発会社の運営がミナス・ジェライス州関係者によっ

て主導されていることに不満を示し、ＢＲＡＳＡＧＲＯをブラジリアに移転さ

せる意向も示した。このような連邦政府関係者の意見は、日本側が従来より主

張して来た意見とほぼ一致するものであり、両国関係者はこれを多数意見とし

て農業開発会社に強く申し入れた。 
次にコロマンデール及びサンタローザ入植事業については、伯側関係者のう

ち、ミナス・ジェライス州関係者は無条件に賛意を示したが、両国投資会社に

よって決定すべきものとしながらも、このうちコロマンデール入植事業は日本

側と同様、当面経営維持のため他に方法がないのであれば認めざるを得ないと

した。協議の結果、この事業については実施を特に認め、特別プログラム資金

による融資も行うこととした。なお、試験的事業の段階ではこれ以上の入植事

業は行わないものとし、従ってサンタローザ入植事業は認めず、またコロマン

デール入植事業についても、分譲後の代替地の取得は認めないこととした。な

お、試験場については、状況に応じ今後検討することとした。 
中間評価に引き続き開催した諮問委員会においては、日本側は中間評価にお

ける両国関係者の意見を重く受け止め、一層の経営努力の必要性を強調し、伯

側もこれに同意し、中間評価の意見を会社の今後の運営方針とすることとした。

また、コロマンデール入植事業については、日本側はこれが会社の経営維持を

主目的として行うものであるので、土地の分譲による回収資金の安全、有利な

運用、入植者の将来の基準に照らした慎重な選定、入植以外の分野での経営努

力を条件として認めるものであるとし、伯側も異議なく適正に実施することと

なった。 
諮問委員会終了後、作業グループによる検討を重ね、日本側役員は伯側投資

会社及び農業開発会社の役員と今後の経営安定の具体策について話し合った。

日本側は、緊急に実施すべき具体策として、コロマンデール入植事業において

 
 

27 



は、技術援助を農業開発会社自身により行うこと、融資監督手数料の配分につ

いてＢＤＭＧと重ねて協議すること、生産者からの調整負担金の徴収について

関係者の協力を要請すること、その他サンタローザ保有地の収益的利用、農牧

等の技術コンサルタント業務の実施等を提案し、伯側もこれを受け入れ、可能

なものから実施に移すことを約した。 
 
（３）経営環境の変化と経営対策の遅延 
農業開発会社は、中間評価と諮問委員会の意見を受け、コロマンデール入植

事業を実施するとともに、他の６つのプロジェクトの完遂に取り組む一方、両

国投資会社の話し合いの際日本側から提案した経営維持のための具体策につい

て日本側役員を中心に精力的に検討した。このうちコロマンデール入植事業の

技術援助については、先に述べたとおり、農業開発会社が自ら実施することと

し、他の方策についても関係機関の協力を要請し、また、８１年下期より予算

管理システムを導入することとした。 
先述のとおり、この頃ブラジルでは、緊縮政策により深刻な不況とインフレ

の昂進に見舞われ、そのため不況対策とともに食糧増産によるインフレ対策が

緊急の課題となり、協力事業も一般の関心を引くようになってきた。このよう

な経営環境の変化を背景に、農業開発会社の伯側役員は、従来からの入植事業

を業務の中心に置き、経営の維持もこれの継続実施により図るという考え方を

捨てきれなかった。日伯農業開発協力株式会社は、中間評価において方向付け

られた対策の実効を期するため、８１年５月久宗社長よりロマノ社長あて書翰

により、日本側意見を重ねて述べ、具体策の実行を強く要請し、ＢＲＡＳＡＧ

ＲＯ社長に対しても協力を要請した。これに対してもロマノ社長は、経営対策

の進捗状況を報告し今後もさらに努力するとしながらも、われわれは、ミナス・

ジェライス州において第２段階が早期に実現されることを期待し、第２段階に

おいても入植事業が中心となると確信しており、経営対策もこれを前提として

進めたいと答えた。 
伯側役員は、依然土地の取得分譲による入植事業は、サンパウロ州等の南部

諸州では妥当しないかも知れないが、少なくともミナス・ジェライス州ではノ

ーブルな事業として評価を受け、ミナス・ジェライス州関係者からも支持され

ているとした。事実、ミナス・ジェライス州知事は前から試験的事業の進展に

注目し、その拡大に強い関心をもっていると言われたが、５月初めには州農務

長官やＢＲＡＳＡＧＲＯ社長とともに入植地の現地を視察し、事業が予想以上

に進展し、大きな成果を収めていることを評価した。また、ＢＲＡＳＡＧＲＯ

は６月の経営審議会で農業開発会社の土地取得を支持した。 
伯側役員は、このようなミナス・ジェライス州関係者の支持のもとに、引き
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続き第２段階の協力事業が入植を主体としてミナス・ジェライス州で実現する

ことに望みを託し、その実現のため、ミナス・ジェライス州を通じて連邦政府

に支持、支援を働きかけるとともに、カトリック教会の批判をかわすことをも

兼ね、協力事業に関係する政府や団体、マスコミ関係者等に対し、６～７月の

小麦の収穫期を中心に開発事業の現地視察を奨め、事業の成果を披瀝するとと

もに、第２段階の必要性を訴え、その推進を働きかけた。 
７月半ばにはカイゼル前大統領が農業開発会社の招待に応じわざわざイライ

入植地を視察、これはパウリネリ元農務大臣始め３代のミナス・ジェライス州

知事が同行するなど、協力事業始まって以来の大行事であった。その際カイゼ

ル前大統領は、協力事業の成果を高く評価するとともに、マスコミの質問に答

え、事業の進捗に満足しており、入植事業の意義を認め、今後さらに他州にも

拡大すべきであるとし、カトリック教会筋の批判は全く根拠がないと述べた。

この前大統領の視察の模様は新聞、テレビに大きく報道され、協力事業につい

ての一般の関心を高め、その重要性を再認識させるものとなった。それ以後一

般の評価の高まりに反比例してプロジェクト批判は表立った動きがみられなく

なった。 
その後も開発事業の現地には連邦政府の企画省、内務省、ポロセントロ関係

者やＢＲＡＳＡＧＲＯの株主、農業団体等の視察が相次ぎ、こぞって協力事業

の成果を評価し、特に小麦栽培の成功に大きな関心を呼んだ。マスコミの取材

も盛んとなり、特集記事が組まれ、また、他州からも事業の実施の希望が出る

ようになった。 
このような協力事業に対する評価と関心の高まりは連邦政府に強いインパク

トを与え、従来時期早尚として慎重であった政府も、必要な食糧増産対策とし

て協力事業の拡大の検討を始めることとなった。デルフィン企画大臣は、８月

初め訪伯した園田外務大臣に対し協力事業の拡大の意向を表明し、農務省は予

定を早め協力事業の拡大の検討を始めた。また、農業開発会社に対する指導を

強め、中間評価の際農務大臣が明らかにしたＢＲＡＳＡＧＲＯのブラジリア移

転について州政府と本格的な協議を始め、第３章で述べるように第２段階の準

備が行われることとなった。 
このように農業開発会社は、協力事業の拡大についての連邦政府への働きか

けや、協力事業の広報活動によって、協力事業の拡大の促進には成功したが、

その間会社はそれに精力を費やし、経営の改善は手薄になり、経営維持のため

の具体策については関係者の協力が得られず、みるべき進展がなかった。事業

は最盛期をほぼ過ぎ、人員の削減を含む合理化が可能となったが、伯側役員は

協力事業の拡大についての関心の高まりに自信を得て、現在はむしろこれに備

えるべきで経営の合理化は行うべきでなく、行うとしても最小限に留めるべき
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であるとの態度であった。このため予算管理システムの導入のほかは、出張旅

費の削減や運転手数名の人員削減等を行ったに過ぎなかった。 
しかしその後の政府関係者の来日等の過程で連邦政府関係者が明らかにした

農業開発会社の業務や経営の在り方についての考え方は、農業開発会社の思惑

通りのものではなかった。連邦政府関係者の農業開発会社の業務や経営につい

ての考え方は次のようなものであった。①入植事業に関心はあるが農業開発会

社が土地の取得、分譲によりこれを行うことは適当と思われないこと、②農業

開発会社は今後調整機関とするのが適当と思われ、企画、調整、技術指導を業

務の中心に置く、③この事業は連邦レベルの事業であるので、ＢＲＡＳＡＧＲ

Ｏ及び農業開発会社をブラジリアに移転させたいこと、④農業開発会社は人員

の削減等合理化により経費の節減を図りたいこと等であった。 
農業開発会社は、このような連邦政府の意向が明らかになるに従って、従来

主張してきた入植事業における会社による土地の取得、分譲方式は断念せざる

を得なくなり、また、会社のブラジリア移転も止むを得ないとするに至った。

しかし会社の合理化については依然消極的態度を変えなかった。試験的事業は

８１年末で峠を越し、８２年は補完的事業を残すのみとなった。しかし会社は

若干の人員削減等は行ったものの、従来からの経営体制を維持した。 
それにも拘らず、８１年度はコロマンデール入植事業の実施により、資金繰

りに困難もなく若干の黒字を計上した。８１年度末の自己資本は資本・負債総

額の約８３％を占め、恒久財産の資産総額に占める比率は約７８％で、うち土

地がコロマンデール保有地の一部を分譲したものの、サンタローザ保有地を持

つため、その半ばを占め資産構成の健全性は維持出来た。しかし、８２年度に

ついては、残された補完事業のほかには新たな事業がないため、収益を確保す

る見込みがなく、会社の体制をこのまま維持する限り資金繰りの逼迫は避けら

れない情勢となった。会社の内部では、８２年度の事業計画の作成に関連して、

再びサンタローザ入植事業を実施に移す計画を検討し始めた。 
他方、ＢＲＡＳＡＧＲＯのブラジリア移転については、連邦政府はミナス・

ジェライス州との話し合いを積極的に進め、農務大臣自ら関係者を説得する等

精力的に調整を図ったが、州政府はＢＲＡＳＡＧＲＯの移転はやがては農業開

発会社のブラジリア移転につながり、協力事業に対する州の発言力を失うこと

になりかねないとの思惑から容易に同意しなかった。しかし８２年に入り経済

情勢が深刻さを増す中で、年初には５０万ヘクタールの規模の次期協力事業を

５州にわたって実施すると言う伯側案が新聞に大きく報道された。このような

情勢の中でミナス・ジェライス州関係者は、ＢＲＡＳＡＧＲＯの移転は止むを

得ないが、農業開発会社の移転は出来る限り延ばし、その間に州内で開発事業

を出来る限り実施するのが得策と考えるようになった。１月下旬には農務大臣
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と州知事が会談し、州知事は、ＢＲＡＳＡＧＲＯのＢＤＭＧ持ち株のうち１０％

を残し残余をＢＮＣＣが買い取ること、農業開発会社を少なくとも８３年半ば

までベロオリゾンテに残すこと、及び第２段階で少なくとも１０万ヘクタール

の開発を州内で実施することを条件にＢＲＡＳＡＧＲＯの移転を受け入れた。 
また、これに呼応するかのように、２月上旬、ＢＲＡＳＡＧＲＯの社長は、

日伯農業開発協力株式会社社長宛て書翰により、農業開発会社の８２年度事業

としてサンタローザ保有地１３，０００ヘクタールのうち１０，０００ヘクタ

ールを分譲して入植事業を行うことを提案してきた。その理由としては、農業

開発会社の現有スタッフを活用出来、資金繰りの改善に役立つことのほか、広

大な未利用地の保有は政治的に好ましくなく、農務大臣も１月の会談の際基本

的に了解し、融資金の見込みがあること、州知事がインフラ整備を約束したこ

と、イタイプー発電所水没農家等入植希望が多く、農業開発会社の準備作業も

終わっていること等を挙げた。 
しかし、この提案は、農業開発会社の経営に対する配慮というよりもむしろ

第２段階への移行期を利用して出来る限り多くの開発事業を州内で行う意図の

もので、融資金についての農務大臣の了解も明確なものではなかった。日伯農

業開発協力株式会社は、従来どおり、この保有地はインフレヘッヂのための恒

久資産として購入したもので、資金繰りの改善は他の経営努力によって行うべ

きであり、農業開発会社に対する一層の指導と協力を要請した。 
このように日本側がＢＲＡＳＡＧＲＯの提案に慎重であったにも拘らず、農

業開発会社はサンタローザ保有地の入植事業の計画案を新たに作成し、農務省

に融資資金の手当てを要請したが、農務省は緊縮財政のもとで、しかもＢＲＡ

ＳＡＧＲＯの移転を目前にして、この計画を認めることは出来ないとして積極

的姿勢を示さなかった。 
ＢＲＡＳＡＧＲＯは、農務大臣と州知事の合意に沿い、４月下旬の経営審議

会及び株主総会において、ＢＤＭＧの持ち株の一部のＢＮＣＣへの譲渡と本社

のブラジリア移転を決定し、ＢＮＣＣ渋谷総裁が社長に就任した。なおその際、

サンタローザ入植事業についても経営審議会として承認を決定した。 
この間農業開発会社は、サンタローザ入植事業の協議が進まず、経営の合理

化も進まないまま、資金事情は次第に窮屈となり、８２年度中にサンタローザ

入植事業を実施しない場合には、年末には資金繰りは極度に逼迫し、損益も大

幅な赤字が予想されるようになった。農業開発会社は、農務省に改めて融資資

金お手当てを要請するとともに、ＢＲＡＳＡＧＲＯの新役員に対しても協力を

要請した。 
農務省は、ＢＲＡＳＡＧＲＯの渋谷社長の要請もあって、７月賃貸案を示し、

日本側に対しても検討を求めて来た。その内容は農業開発会社が自己資金で１
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０，０００ヘクタールの投資を行い、イタイプー発電所水没農家等に賃貸する

と言うもので、会社の自己資金をどのようにして調達するか、短期に収益が期

待出来るか等、問題が多いものであった。８月に入り両国政府関係者による合

同調査が行われたが、その際、伯側は、この事業の実施につき関係者の合意が

得られるなら、特別プログラムの制度を利用し、必要な融資資金を伯側で用意

し、これを認めることとしたいと非公式に提案した。この正式提案は８月末、

農務大臣より当時の田沢農林水産大臣宛て書翰により、伯側はサンタローザ入

植事業を第２段階事業の一部として、日本側の同意があれば必要資金を前払い

する用意がある旨伝えて来た。日本側としては、サンタローザ入植事業を第２

段階の事業の一部とすることは出来ないものの、農業開発会社の経営維持対策

としてこの事業以外に方法が見当たらず、また地価も不況の影響によって低下

の傾向を示すようになったこと等から、伯側で資金の手当てが出来るのであれ

ば、これを認めざるを得ない情勢となった。従来慎重な態度をとってきた日本

側も止む無く検討を開始した。農業開発会社の経営問題は実施の過程において

も、結局解決がみられないまま、９月第１段階の試験的事業を終わった。 
以上の試験的事業の実施の過程で、日伯農業開発協力株式会社は、役員を派

遣して経営に参画するとともに、事業の進展、経営の推移について報告を求め、

情報を収集し、必要に応じて関係者が訪伯し指導、支援に務めた。また国際協

力事業団は、事業資金の貸し付け、調査団の派遣等のほか、研修員の受け入れ、

専門家の派遣を行い、事業の推進を支援した。 
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第３節 開発事業の成果と効果 
１、開発事業の成果（Ｏｕｔ Ｐｕｔｓ） 
（１）成果の総量 
試験的事業は１９７９年に始まり８２年９月終了したが、その間、農業開発

会社は事業の実施主体としてその推進を図るとともに、事業の進捗を監視し、

随時実績を評価、統制して結果を毎年の諮問委員会に報告した。ＥＰＡＭＩＧ

は農業開発会社との協定の基づき８０年から５カ年計画で各プロジェクトの評

価調査を行った。また８２年には両国政府関係者による合同評価が行われた。

これら評価結果によると、事業の実績は次のとおり事業実施前の枠組みを上回

った。 
先ず、試験的事業は大土地所有あるいは未利用所有から土地を解放し、利用

の高度化を図ったが、その面積は約５８，０００ヘクタールにのぼり、枠組み

を上回った。この土地は、入植農家が約３７，０００ヘクタール、全体の６４％、

栽植企業が約１５，０００ヘクタール、全体の２６％を所有し、残りを農業開

発会社が所有した。またこれら土地のうち、林地、自然牧野等の約１４，００

０ヘクタール、全体の２４％を環境保全のための保留地として保存し、残りの

平坦または緩やかな丘陵のセラード約４４，０００ヘクタール、全体の７６％

を農用地及びインフラ用地として開発し、そのうち約３９，０００ヘクタール、

農用地の８８％を耕地として造成した。 
これら土地に入植した農家は９２戸、枠組みのほぼ２倍にのぼり、３つの入

植地（定住地）に、後に述べるような近代的家族経営として定着した。設立し

た栽植企業は、枠組みどおり２企業で、近代的農企業として開業した。このほ

か農業開発会社は枠組みどおり直営の試験場及び展示農場を開設した。 
これら入植農家、栽植企業及び農業開発会社が技術マニュアルに従って整備

した機械は、８２年９月現在でトラクター２５３台、コンバイン１０８台、ト

ラックその他車両１６８台、農業機械アタッチメント１，５５７セットで、そ

のうちトラクターの平均稼動面積は８１/８２年度で、１台当たり約１１０ヘク

タール、コンバインのそれは約２４０ヘクタールと概ね妥当であった。また、

施設はピポットセントラル２基、資材倉庫９４棟、大型倉庫９棟、修理工場及

びガレージ１２棟、貯水池及び堰２５ヶ所、深井戸６基、車輌秤４基、穀物サ

イロ３基、種子精選施設２基、コーヒー精選施設１基等であった。また、土壌

改良剤、肥料の８０～８２年度の使用量は約２０万トンにのぼった。そのほか、

３つの入植地、２つの栽植企業の小集落に建設した住宅は約１８０棟であった。 
入植地において、参加農協が建設した共同利用施設は、車両用秤２基、資材

倉庫２棟、種子精選施設２基、サイロ６基、修理工場２棟等であった。郡役所

等の協力により整備された公共施設は、小学校３校、滑走路５本等であった。
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さらに、連邦政府、州政府によって整備された基幹的インフラストラクチャー

は、道路２１５キロメートル、電化幹線１７５キロメートルに及んだ。 
入植農家、栽植企業、農業開発会社展示農場では、プロジェクトの建設とと

もに、８０/８１年にはイライ地区、ＣＤＡＣ及び展示農場が８１/８２年度には

パラカツ地区（一部は８０/８１年度から）、コロマンデール地区及びＣ・ＦＯＧ

Ｏが大豆等穀類の作付けとコーヒー等永年作物の植付けを始めた。８０/８１年

度の延べ作付面積は７，５００ヘクタールで、うち穀類の延べ作付面積は７，

２００ヘクタールと全体の９６％を占め、そのうち大豆が約３，８００ヘクタ

ールと半ばを占め、裏作小麦が約２，６００ヘクタール、その他陸稲、フェジ

ョン等であった。コーヒーも約３００ヘクタール植え付けられた。８１/８２年

度においては、延べ作付面積は３１，０００ヘクタールと予想される生産安定

時の作付け面積の約７割に達し、うち穀類が約２８，０００ヘクタールと全体

の９０％を占め、そのうち大豆が約１９，０００ヘクタール、裏作小麦約７，

２００ヘクタール、その他陸稲、とうもろこし等であった。コーヒーの植付け

も進み約２，０００ヘクタールとなった。また緑肥作物の栽培、人工草地の造

成も進んだ。 
これら両年度の穀類の作柄は、８０/８１年度は偶々８１年２月から３月初め

まで３ヶ月に及ぶベラニコの被害を受け、生産量は約４，０００トンに止まっ

た。そのうち大豆の生産量は約３，０００トンで、ヘクタール当たり収量はイ

ライ地区、ＣＤＡＣでは約０.５トンに過ぎなかったが、農家にとっては目標収

量の１.５トンにほぼ近い収量を挙げ、展示農場では約１トンと目標収量にほぼ

等しい収量を挙げた。８１/８２年度も８２年１月から２月にかけてベラニコの

被害を受けたが、穀類の生産量は約３１，０００トンとなり、かなりの成績を

収めた。このうち大豆の生産量は約２２，０００トンで、ヘクタール当たり収

量は第２作目のイライ地区、ＣＤＡＣ、展示農場では約１.５～１.６トンと目標

収量の１.５トンに達し、イライ地区の農家の中には１.８トンに達したものもあ

った。裏作小麦も０.９トンの収量を収めた。第１作目のパラカツ、コロマンデ

ール、Ｃ・ＦＯＧＯでは、大豆で約０.９トンと目標に近い収量を収め、また、

とうもろこしもＣＤＡＣ、Ｃ・ＦＯＧＯではそれぞれ約３.９トン、２.４トンの

収量を収めた。 
このように、両年度の生産は、ベラニコの被害を受けたにも拘らず、大豆の

生産を中心にかなりの成績を収め、大豆のヘクタール当たり収量は、第２作目

のイライ地区、ＣＤＡＣ、展示農場では目標収量を上回り、ＰＡＤＡＰ計画の

該当年次の収量をも上回った。今後、技術の改良、管理の適正を図れば、生産

安定時の目標水準の達成は可能と見通された。 
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（２）入植農家及び栽植企業の技術と経営 
１）入植農家 

３つの入植地の自然条件は、土地の化学性が劣悪で肥沃度が低く、雨期と 
乾期が明確で雨期中に数年に一度のベラニコがある等セラード地帯の条件に

変わりはなかったが、標高が１，０００メートル前後と高く、コーヒーや小

麦の栽培が可能で、地形が平坦又は緩やかな丘陵地で機械化に適し、土壌も

セラード地帯としては比較的良好で、イライ地区やパラカツ地区では小川や

湧水があり、水源が豊富である等の特性があった。割り当てられたロッテは、

耕地、草地、林地等が出来る限り均等になるよう考慮された。９２戸の入植

農家は、このような自然条件に対応して、農業開発会社をはじめ参加農協、

関係機関の指導、支援のもとに、技術マニュアルに従った革新的技術を導入

し、経営の近代化に取り組んだ。 
○経営主と家族 

入植農家の経営主は、南部先進地の参加農協の組合員農家の子弟や地元ミ 
ナス・ジェライス州出身の小規模農家の経営主で、多くの希望者の中から選

定されただけに、一般に年齢が２０～３０歳と若く、半数程度が既婚者で、

学歴が概して高く、農業経験も豊かな意欲に富んだ青年で、経営の担当者と

して優れた資質を備えた人材であった。その家族は、既婚者は夫婦と子供１

～２人であったが、独身者も半数近くあり、家族労働力は平均１人余であっ

た。ほとんどの農家がオペレーター、農夫等の常雇いを２～３人もち、農繁

期には相当数の臨時雇いを雇用した。常雇いは参加農協の所在する州の出身

者が多く、臨時雇いはすべて近隣の町や集落の者であった。このように経営

は雇用労働力の割合が大きかったが、少なくともその管理は家族によって行

われ、本質的に家族経営であった。しかし経営活動の目的は労働所得のみで

はなく、利潤の追求においており、その意味で、いわば企業的家族経営であ

った。 
○土地所有面積（経営規模） 

入植農家の土地所有面積は、機械化に対応して平均３９８ヘクタールで、 
イライ地区平均３４３ヘクタール、コロマンデール地区平均３３５ヘクター

ル、パラカツ地区平均４５１ヘクタールであった。この規模は、ブラジルの

土地所有者の面積区分では中規模に該当した。アメリカの中西部の農産物販

売額４万ドル以上のとうもろこし、大豆農場と比較すると約２倍に相当する

ほどのものであった。 
○土地利用と開墾、土壌改良 

多くの入植農家は、全体の約２５％を保留地として保存し、残りを農地と 
して開墾し、その約９０％を耕地として造成した。平均耕地の面積は約２８

 3 



０ヘクタールで、イライ地区約２７０ヘクタール、コロマンデール地区約２

００ヘクタール、パラカツ地区３２０ヘクタールであった。各地区とも耕地

の概ね９５％を大豆、小麦等の短年性作物用地とし、残りの５％をコーヒー

等永年作物の用地とした。８１/８２年度で人工草地を含む土地利用率はイラ

イ地区はほぼ１００％、コロマンデール地区７２％、パラカツ地区７５％で

あった。耕地の造成は、参加農協の一括引き受けのもとにＣＡＭＩＧ又は民

間業者が行った。作業は技術マニュアルに従い、セラードやセラドンでは伐

開はブルドーザー２台によるなぎ倒し方式により、耕起、砕土等は大型トラ

クターでハロー等を使用して行った。残った樹木の根や株等の除去は抜根機

や手作業により、石灰肥料撒布や整地は撒布機、ハローデスコにより行った。

施用した石灰、肥料は、多くの農家で１ヘクタール当たり苦土石灰３トン、

溶性燐肥０．９トン、塩化加里０．１トンであった。 
○作目と作付方式 

栽培作物は、大豆、小麦、陸稲等の穀類とコーヒー等の永年作物及び緑肥 
作物であった。穀類の作付け方式としては、コンバインの収穫能力を考慮し

て、圃場を幾つかの単位に分け、初めの１～２年は陸稲、２～３年目から中、

晩生の大豆を主体に、一部で早生大豆と小麦の二毛作を取り入れた輪作を理

想とした。陸稲は酸性に強く、雨さえ順調に降ればかなりの収穫があり、開

発初期に好んで作付けされた。また大豆は既にセラード地帯での基幹作物と

して定着し、生産性も良好で、早生種と小麦の二毛作も南部地方で定着し、

セラード地帯でもＰＡＤＡＰ計画でその可能性が実証されていた。しかし実

際には、陸稲は病害があり、早生大豆は収穫が少なく、小麦も地域適正があ

る等のため作付けは必ずしも理想どうりではなかった。 
○作付面積 

各地区の平均作付面積は、イライ地区では、８０/８１年度には大豆が約１ 
００ヘクタール、裏作小麦が約４６ヘクタール、合計約１５０ヘクタールの

作付けを行い、一部の農家でコーヒーを植え付け、８１/８２年度には大豆約

２５０ヘクタール、裏作小麦約９０ヘクタール、合計約３４０ヘクタールの

作付けを行い、ほかにコーヒー約５ヘクタールを植え付けた。パラカツ地区

では、８０/８１年度には小麦約１５ヘクタールのほか緑肥作物を作付けし、

８１/８２年度には大豆約１５０ヘクタール、小麦約４５ヘクタール、陸稲約

１５ヘクタール、合計２１０ヘクタールの作付けを行い、ほかにコーヒー約

１８ヘクタールを植え付け、緑肥作物も約４５ヘクタール作付けた。コロマ

ンデール地区では８１/８２年度に大豆約１２０ヘクタール、小麦約４５ヘク

タール、合計１６５ヘクタールの作付けを行い、ほかにコーヒー約１０ヘク

タール植え付けた。早生大豆と裏作小麦の二毛作面積の割合は、イライ地区
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約４割、パラカツ、コロマンデール地区約２割であった。 
○技術 

作目の品種は、大豆では早生種ＰＡＲＡＮＡ、中生種サンタローザ、ＩＡ 
Ｃ２、５、晩生種ＵＦＶ１，４、ＤＯＫＯ（ＣＥＰＡＣが開発したもので、

当時の経団連土光会長の名に因んで命名したもの。）が、小麦ではＩＡＣ－５、

ＭＡＲＩＮＧＡ、ＢＨ－１１４６等が、コーヒーではアラビカ種のムンドノ

ーボ、アツアイ種が多く用いられた。種子は、大豆でヘクタールあたり８３

～９０キログラム、小麦で１５０～１８０キログラムと技術マニュアルに近

い量を使用し、接種、畦幅、密度はマニュアルに従った。肥料は、基肥とし

て大豆では０－３２－１５をヘクタールあたり３００キログラム、小麦では

４－３０－１８をヘクタールあたり３００キログラムとマニュアルより燐酸、

加里の成分の高いものを使用した。病害虫による被害は少なかったが、予防

のためマニュアルに従って機械による撒布を行った。 
○生産性 

作物の平均収量は、８０/８１年度は各地区ともきびしいベラニコの被害を 
受け、イライ地区では大豆は約８３トン、ヘクタール当たり約０．８トン、

小麦は約５トン、ヘクタール当たり０．２トンに過ぎなかったが、８１/８２

年度においてはベラニコ被害があったものの大豆約３６０トン、ヘクタール

当たり１．５トンと目標収量に達し、農家によっては１．８トンの収量を挙

げ、小麦は８２トン、ヘクタール当たり０．８トンと目標を下回った。パラ

カツ地区では、実質１作目の８１/８２年度に大豆約１３６トン、ヘクタール

当たり約０．９トンと目標に近い収量を挙げ、小麦は約３１トン、ヘクター

ル当たり０．７トンと目標を下回った。また、コロマンデール地区では、１

作目の８１/８２年度に大豆約１１６トン、ヘクタール当たり１トンと目標に

近い数量を収め、小麦は１５トン、ヘクタール当たり０．５トンに過ぎなか

った。このように各地の平均収量は、両年度ともベラニコの被害を受けた上

に、イライ地区が２作、パラカツ地区が実質１作、コロマンデール地区が１

作に過ぎなかったが、大豆の生産を中心にかなりの成果を収め、イライ地区

では第２作で目標水準に達し、他の地区でも１作目で目標水準に近い成績を

収め、生産安定時の目標水準の達成は十分可能と予想された。 
○収益性 

入植農家は、８１/８２年度には、生産性の向上により、かなりの粗収益を 
挙げたが、大豆の国際価格が８２年には前年の世界的豊作による在庫の増加

によって下落したことや資材価格の上昇、特別プログラムによる営農費融資

の利子支払い等によって経営は赤字であった。しかし生産安定時には、情勢

に大きな変化がない限り、予想される生産性の向上によって祖収益が増大し、
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かなりの純収益が期待され、据置期間中に資金を蓄積すれば、５～８年後に

ピークの来る特別プログラムによる投資資金の返済は可能で、経営の安定を

図ることが出来ると予想された。合同評価において、各地区の事例入植農家

の営農計画に基づき、価格を８２年５月に固定して、これまでの実績をベー

スに資金繰りと損益の予測を行ったが、イライ地区農家について見ると、資

金繰りは可能で損益は３年目より黒字となり、生産安定時には祖収益約１３．

７万ドル、経営費約９万ドルで、純収益は約４．７万ドルに達し、据置期間

中に出来る限り資金を蓄積すれば投資資金の返済のピーク時の返済額４～５

万ドルの返済は十分可能と予想された。また、合同評価に先立ち伯側が行っ

た評価調査によると、８２年５月現在で入植農家９２戸について、これまで

実施された投資と今後予想される収益を概算し、プロジェクトライフを１２

年として計算した内部収益率は２１～２８％とかなり高いものであった。 
○参加農協の活動 

また、入植農家は参加農協や生産者協会の支援による大きな恩恵を受けた。 
これら農協等は、技術、営農の指導のほか、資材の共同購入、農産物の協同

販売を行うとともに、必要な各種の共同利用施設を設置して入植農家を支援

し、入植農家はこれら支援のもとで規模の経済性を実現することが出来た。 
○定住地の整備 

他方入植農家は、かってのヨーロッパや日本の移住者と同様、定住方式は 
散居式をとり、それぞれ８０平方メートルの住宅、２００平方メートルの機

械の格納庫等の農業施設のほか、井戸水による水道、電気等の生活環境施設

を整備した。農協等は生活面でもサービス事業を行い、集会所等を整備して

生活を支援した。地域住民とのトラブルもほとんどなく、入植農家は円滑に

地域社会と融合した。郡役所等地方公共団体も学校、滑走路等の公共施設を

整備した。さらに、連邦政府、州政府による基幹的インフラストラクチャー

の整備も、入植農家や地域住民には計り知れない便宜を与えた。 
以上のような生産、生活両面における成果は一般の注目を集め、国の内外か

ら見学者や視察団が訪れ、これを高く評価し、将来の発展を期待した。 
２）栽植企業 

ＣＤＡＣの自然条件は、パラカツ地区の中ではセラドンの占める割合が

高く、土壌が比較的良好で、年間雨量も多かった。土地の６０％近くが平

坦で、耕作に適し、残りは傾斜地を含む自然牧野、自然林で、農場内には

サンフランシスコ川とパラナ川の分水嶺をなす小川や湧水があり、周辺農

場との境界も小川で水源が豊富であった。またＣ・ＦＯＧＯは標高は低い

ものの年間雨量はかなりあり、農場周辺には小川があり、農場内には湧水

があった。農場の一部は高い樹木の自然林となっており、地下に石灰岩が
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埋蔵され、土壌が良好であった。両企業は、このような自然条件を生かし、

農業開発会社、関係機関の支援協力のもとに技術マニュアルに沿った革新

的技術を導入し、経営の近代化に努めた。 
○管理体制 

   両企業とも経営は経営審議会及び取締役会によって管理した。ＣＤＡＣ

では、経営審議会は普通株の株主４社の代表委員４名によって構成し、農

業開発会社代表が会長となり、日系コロニア代表が社長となって全般的な

管理にあたった。取締役会は３名の取締役によって構成し、パラナ州の日

系農場主が専務取締役、元コチア産組職員の農業技師が技術担当取締役、

農業開発会社の推薦する会計士が財務担当取締役となり、経営審議会の定

めた方針に基づき業務を執行した。実際には、社長、専務取締役及び技術

担当取締役が中心的役割を果たし、社長が陣頭指揮し、技術担当取締役が

農場の総指揮を取り、専務取締役が経験を生かしてこれを助ける形をとっ

た。８１年に専務取締役が退任してからは、社長が専務取締役を兼任し、

技術担当取締役と共に業務を指揮した。経営の部門は、８１年の経営多角

化後は、穀作、コーヒー、牧畜、野菜、機械、事務の６部門とし、それぞ

れ農業技師（２名）、畜産技師（１名）、技手（２名）、会計士（１名）を責

任者として管理に当たらせた。 
   Ｃ・ＦＯＧＯの経営審議会は、旧農場所有者兄弟及び普通株株主２社の

代表委員４名によって構成し、旧農場主が会長となり全般的な管理に当た

り、取締役会は３名の取締役によって構成し、旧農場主が専務取締役、そ

の弟の農業技師が技術担当取締役、農業開発会社が指名する会計士が財務

担当取締役となって業務を執行した。実際には、技術担当取締役が中心と

なり、経験を生かして業務を指揮した。経営の部門は穀作、牧畜、機械、

事務の４部門とし、それぞれ農業技師（１名）、技手（２名）、会計士（１

名）を責任者として管理に当たらせた。 
○労働力 

   両栽植企業は、資本制企業として、ＣＤＡＣは８１年の合理化後も多数

の労働力を雇用した。８１/８２年度で、事務員、オペレーター、修理工、

農夫等常雇いがＣＤＡＣで約６０名、Ｃ・ＦＯＧＯで約５０名、臨時雇い

がピーク時それぞれ約１５０名、１００名にのぼった。ＣＤＡＣはオペレ

ーター等の常雇いはパラナ、サンパウロ州等南部諸州出身者もいたが、そ

の多くは地元ミナス・ジェライス州出身者で、臨時雇いはすべて地元の町

や集落から雇用した。Ｃ・ＦＯＧＯは常雇いのほとんどを地元で採用し、

臨時雇いはすべて地元から雇用した。賃金は常雇いの場合、概ね最低賃金

の２倍程度、臨時雇いは最低賃金程度であった。このように栽植企業は賃
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金労働による企業経営であった。 
○土地所有面積 

   農場面積はＣＤＡＣが１０，１２０ヘクタールで、Ｃ・ＦＯＧＯが４，

８４０ヘクタールであった。この規模は、ブラジルの土地所有者の面積区

分から見れば、全体の１０％程度の巨大経営に相当し、アメリカでもこの

規模の農場は全体の５～６％に過ぎない程の大きさのものであった。 
○資本装備 

   また両企業は、技術マニュアルに従って近代的経営に必要な高度の機器

施設を体系的に整備した。８２年９月現在で、ＣＤＡＣでは、機械はトラ

クター３０台、コンバイン９台のほかハロー、プラウ、播種施肥機、石灰

撒布機等、農業機械１１５、車両１５台、施設は倉庫、格納庫、修理工場、

サイロ、乾燥施設等を整備した。また、Ｃ・ＦＯＧＯでは、機械はトラク

ター１４台、コンバイン７台、ハロー、プラウ等農業機械６４、車両７台

のほか、施設はピポットセントラル１基、修理工場、倉庫、格納庫、タン

ク等を整備した。トラクター、コンバインの負担面積は８１/８２年度で、

ＣＤＡＣではそれぞれ１３０ヘクタール、３４０ヘクタール、Ｃ・ＦＯＧ

Ｏでは１４０ヘクタール、３１０ヘクタールであった。 
○土地利用と開墾、土壌改良 

   ＣＤＡＣでは、全体の２０％の自然林及び境界水源地を保留地とし、約

３０％の傾斜地等を自然牧野及び人工牧野とし、残りの約５０％を耕地と

した。人工牧野を含む土地利用率は約４８％であった。耕地は約４，００

０ヘクタールで、うち約８０％を大豆等の短期作に、残りの２０％をコー

ヒー等の永年作に当てた。Ｃ・ＦＯＧＯでは全体の約２０％の自然林等を

保留地、約２０％を人工牧野とし、残りの約６０％を耕地とした。人工牧

野を含む土地利用率は７４％であった。耕地の面積は約２，９００ヘクタ

ールで大豆等短期作の用地とした。両企業とも耕地及び人工草地の造成は

一部を除き民間業者に委託して入植農家と同様技術マニュアルに従って行

った。土壌改良のため施用した石灰、肥料は、ＣＤＡＣでは入植と同様で

あったが、Ｃ・ＦＯＧＯではヘクタール当たり石灰２トン、溶性燐肥０．

１５トン、燐鉱石０．３５トンとした。 
○作目と作付方式 

   両企業の経営方針は、当初はＣＤＡＣでは大規模な穀作とコーヒー及び

牧畜の複合経営を、Ｃ・ＦＯＧＯでは穀作と牧畜の複合経営により生産性

の向上を目指すこととしたが、このうちＣＤＡＣでは８１年度から経営の

多角化を図ることとなり、新たに野菜、養豚を加えた複合経営とした。穀

作の作目はＣＤＡＣでは大豆、小麦、とうもろこし、陸稲、フェジョン、
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Ｃ・ＦＯＧＯでは大豆、とうもろこし、陸稲、フェジョン等であった。両

企業とも圃場内に一部肥沃な土地を含むため、２年目からとうもろこしの

栽培を取り入れた。作付け方式はＣＤＡＣでは入植農家と同様大豆を主体

とし、早生大豆と裏作小麦の二毛作及びとうもろこしとの輪作を、Ｃ・Ｆ

ＯＧＯでは大豆を主体にとうもろこしとの輪作を行った。 
○作付面積 

   ＣＤＡＣでは８０/８１年度には大豆６００ヘクタール、裏作小麦４６０

ヘクタール、陸稲６００ヘクタールの作付けを行ったほか、コーヒー１０

０ヘクタールを植え付けた。また肉牛６００頭を取得した。８１/８２年度

には作目を多角化し、大豆１，４００ヘクタール、裏作小麦約１，５００

ヘクタール、とうもろこし約６０ヘクタール、陸稲約２７０ヘクタールの

作付けのほか、コーヒー約２００ヘクタールを植え付け、コーヒーの栽培

面積は３００ヘクタールとなった。また、緑肥作物も９００ヘクタールに

作付けした。肉牛、乳牛は６８０頭となった。このほか低湿地利用による

水稲の栽培、潅水によるかぼちゃ、ポテト、グリンピース、サヤエンドー、

ショーガ、ニンニク等の野菜を栽培した。 
   Ｃ・ＦＯＧＯは８０/８１年度には陸稲９０ヘクタール、フェジョン１５

０ヘクタールの作付けのほか緑肥作物を栽培した。８１/８２年度には大豆

１，１００ヘクタール、とうもろこし４００ヘクタール、陸稲７００ヘク

タールを作付けした。肉牛、乳牛の頭数は１，９００頭となった。 
○技術 

   作物の品種は入植農家と同様であったが、施肥は、ＣＤＡＣでは大豆で

基肥としてヘクタール当たり０－３０－１５を０．２６トン、小麦で０－

１４－８を０．３トン、追肥硫安０．１５トン、とうもろこしで４－１４

－８を０．３トン、追肥硫安０．２トンとした。Ｃ・ＦＯＧＯでは大豆で

０－２０－１０を０．３トン、とうもろこしでＣＤＡＣと同様４－１４－

８を０．３トン、追肥硫安０．２トンとした。防＊は技術マニュアルに従

って数回機械による薬剤の撒布を行った。 
○生産性 

   作柄は、８０/８１年度は激しいベラニコの被害を受け、ＣＤＡＣでは大

豆約２００トン、ヘクタール当たり０．５トンに過ぎなかった。小麦は約

３８０トン、ヘクタール当たり０．８トンであった。８１/８２年度もベラ

ニコの被害があったが、大豆は約２，０００トン、ヘクタール当たり約１．

５トンと目標に達した。小麦は約８００トン、ヘクタール当たり０．５ト

ンであったが、とうもろこしは約２４０トン、ヘクタール当たり３．９ト

ンと、目標の３．４トンを上回った。また陸稲は約３６０トン、ヘクター
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ル当たり１．３トンであった。また、Ｃ・ＦＯＧＯでは８０/８１年度には

陸稲、フェジョンそれぞれ約５２トン、１２トンで、ヘクタール当たり０．

５，０．０８トンに過ぎなかった。８１/８２年度には大豆約１，０００ト

ン、ヘクタール当たり０．５トンであった。とうもろこしは９００トン、

ヘクタール当たり２．４トンであった。また陸稲は約１，２００トン、ヘ

クタール当たり１．９トンであった。このように両企業ともベラニコの被

害があったにも拘わらず、大豆、とうもろこしを中心にかなりの成績を収

め、ＣＤＡＣでは２作目で大豆で目標水準に達し、とうもろこしでは目標

を上回った。生産安定時の目標水準の達成は可能と予想された。 
○収益性 

   生産性の向上により、８１/８２年度にはかなりの粗収益を収めたが、経

営費をカバーすることが出来ず、収支は両企業とも赤字であった。決算上

価値修正後黒字となるに過ぎなかった。財産の状況を８１年度（ＣＤＡＣ

は８１年８月３１日、Ｃ・ＦＯＧＯは８１年１２月３１日）で見ると、自

己資本はＣＤＡＣで２１４百万クルゼイロ（約３７６百万円）、Ｃ・ＦＯＧ

Ｏで約２０２百万クルゼイロ（約３５５百万円）で、総資本に占める割合

は、ＣＤＡＣ４１％、Ｃ・ＦＯＧＯ４８％と何れもブラジル企業の一般水

準を下回り、特にＣＤＡＣでは累次の増資にもかかわらず資本不足の状態

であった。恒久資産の資産総額に占める割合は両企業とも約８０％で当面

においては資産構成は健全であった。恒久資産の約５割は特別プログラム

基金からの借り入れによっており、経営の安定のためには入植農家と同様

返済のピークまでに出来る限り生産を増やし、収益を収めて資金を蓄積し、

返済に備える必要があった。これについては両企業とも生産安定時には、

情勢に大きな変化がない限り、予想される生産性の向上によって粗収益は

増大し、相当の純収益が期待され、特別プログラム基金からの投資資金の

返済は可能と予想された。合同評価において、栽植企業についても資金繰

りと損益予測を行ったが、資金繰りについては新規に短期資金の借り入れ

が必要なものの、損益はＣＤＡＣでは８５年以降、Ｃ・ＦＯＧＯでは８３

年以降黒字となり、投資資金の返済も可能と見通された。 
○従業員の福祉施設 

   また両企業は、生産活動とともに農場内に居住区を設け、管理者や労務

者の住宅のほか、各種生活環境施設、厚生施設を整備した。８２年度でＣ

ＤＡＣでは、管理者住宅２、技術者住宅６、労務者住宅９２、食堂２、学

校１、教会１、堰、水槽、深井戸、発電施設、無線施設等であった。Ｃ・

ＦＯＧＯでは管理者住宅２、技術者住宅２、労務者住宅１０、堰、深井戸、

発電施設等であった。これら施設は生産施設と合わせ小集落を形成した。

 10 



さらに両企業は農場内外に必要なインフラストラクチャーを整備した。Ｃ

ＤＡＣでは道路４０キロメートル、滑走路、貯水池、電化幹線８キロメー

トル、支線５キロメートル、Ｃ・ＦＯＧＯでは道路２０キロメートル、電

化幹線１５キロメートル、支線６キロメートル等であった。 
 
（３）農業開発会社の試験場及び展示農場の成果 
１）試験場 

   農業開発会社はパラカツ中心地に隣接して設置した試験場を整備し、各

種の研究活動を行った。運営は、会社の取締役会の決定する方針に基づき、

技術担当取締役が分担し、試験場長はパラカツ事務所長が兼務し、技手、

オペレーター各１名のほか人夫が業務に従事し、国際協力事業団派遣の専

門家３名（８１年３月までは２名）が試験業務を実施し、ＣＰＡＣ及びＥ

ＰＡＭＩＧの協力を得た。試験場は２３５ヘクタールの用地のうち差し当

たり３０ヘクタールを使用し、試験圃場を２８．５ヘクタールとし、残り

を施設用地とした。施設は２００平方メートルの研究室、２２０平方メー

トルの格納庫のほか、専門家及びオペレーター用宿舎各１棟、深井戸、貯

水タンク、水道、電気施設等であった。機械はトラクター２台、農機具１

４台、車両２台、発電機１式等であった。試験用機材としては、８０年度

に国際協力事業団からＣＰＡＣを通じて貸与された各種顕微鏡、写真機、

乾燥機、防除機、百葉箱等１５点、及び８１年度に専門家の携行機材とし

て供与された湿度計、温度計、土壌分析器、ＰＨメーター等３５点であっ

た。 
試験業務は、国際協力事業団派遣の専門家により、８０/８１年度には、

大豆、小麦の栽培試験（技術マニュアルの実証試験）、大豆の品種比較試験、

小麦に及ぼす緑肥の肥効試験、大豆基肥の肥効試験、ソルガムの品種比較

試験の５テーマについて試験を行った。８１/８２年度には専門家が３名と

なり、試験機材も充実したことから、試験研究の範囲を広げ、大豆の適品

種比較試験、系統選抜試験、施肥・肥効試験、小麦、とうもろこし、ソル

ガム及びヒマワリの適品種選抜試験、栽培試験、牧草の導入栽培試験等を

行った。専門家は任期を延長して試験業務に従事した。 
   このように、試験場は必要最小限の施設で国際協力事業団をはじめ関係

機関の協力と派遣専門家の努力によってそれなりに成果を収めた。しかし

試験研究の一層の充実のためには体制の充実強化が必要であった。これに

対し農業開発会社の伯側関係者は、もともと研究活動は会社の業務になじ

まないとし、必ずしも積極的ではなかった。そのうち会社の資金繰りが窮

屈になるに従って、必要な体制の充実は事実上不可能となり、体制の維持
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さえ会社にとっては大きな負担となるようになった。８１年７月に締結し

た農業開発会社、ＣＰＡＣ、ＥＰＡＭＩＧの三者協定においては、将来の

発展のため試験場のＥＰＡＭＩＧへの譲渡も選択肢のひとつとして検討せ

ざるを得ないこととなった。 
２）展示農場 

   次にコロマンデールに建設した展示農場の自然条件は、標高１，０００

～１，１００メートルの卓状地で全体の約２５％が傾斜地を含む自然牧野、

セラドンで、残りの約６５％が平坦な自然牧野、人工牧野で、土壌も比較

的良好であった。ベラニコの危険性はあったが、境界線の谷には水量の豊

かな川が流れ、高低差は大きかったが利用可能であった。農場はこのよう

な自然条件を利用し、技術の展示農場として整備し、大豆、小麦の原種生

産を中心とし、コーヒー、牧畜等各種の生産活動を行った。 
   農場は試験場と同様、技術担当取締役が分担し、農業技師の支配人（農

場長）が全般を指揮した。本部の下に穀物、コーヒー、牧畜及び機械の４

部門を置き、各部門に技手及び獣医を配置しそれぞれの管理に当たらせた。

本社社員は場長のほか８名であった。 
   農場は企業農場として多数の労働力を雇用した。８１/８２年度で事務員、 

オペレーター、修理工、農夫等の常雇いが約７０名、臨時雇いがピーク時

１５０名であった。これら常雇いは可能な限り地元で採用し、農夫、臨時

雇いはすべて地元及び隣接郡で採用した。賃金は栽植企業とほぼ同様であ

った。 
   農場の面積は、枠組みより若干増加し、５，７８０ヘクタール、ＣＤＡ

Ｃ、Ｃ・ＦＯＧＯと並ぶ巨大経営で、自然牧野、傾斜地等約２５％を保留

地とし、平坦又は緩やかな起伏の約３０％を耕地、残りの約４５％を人工

牧野、採草地とした。人工牧野を含む土地利用率は約７５％であった。耕

面積は約２，０００ヘクタールで、このうち１，５００ヘクタールを大豆、

小麦、とうもろこし、陸稲等の短期作用地とし、残りの約５００ヘクター

ルをコーヒー等の永年作用地とした。耕地及び人工牧野は農場が直接伐開、

開墾、土壌改良を行い、土壌改良にはヘクタール当たり苦土石灰３トン、

溶性燐肥と塩化加里の配合肥料０．９トンを施用した。 
   農場は展示農場として、高水準の技術を駆使し、高度の機械、施設を体

系的に整備した。８２年９月現在で、農業機械はトラクター１９台、ブル

ドーザー２台、コンバイン５台、車両１３台、ほかプラウ９、ハロー９、

播種施肥機３、農薬散布機６、＊転機３、ほかアタッチメント８７等であ

った。施設はピポットセントラル１基、事務所、格納庫、資材工場、修理

工場等２０棟、種子精選施設、コーヒー精選施設、追い込み場、貯水池、
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深井戸、発電施設等であった。トラクター及びコンバインの負担面積はそ

れぞれ１０３，３９０ヘクタールであった。 
   大豆、小麦の原種生産は、ＥＭＢＲＡＰＡ、ＥＰＡＭＩＧ、ヴィンソー

ザ大学との契約によって行った。コーヒーは、農場開設とともに育苗に着

手し、２年間にほぼ計画面積の作付けを終わった。牧畜は、異種交配によ

る種蓄の育成、供給と雄牛の育成、肥育を行い、セラードに適合した種蓄

の改良と肥育牛の販売による収益の確保を目指した。 
   ８０/８１年度においては、種子用大豆５２０ヘクタール、種子用小麦２

２０ヘクタール、緑肥作物３００ヘクタールの作付けのほか、コーヒー１

４０ヘクタールを定植した。人工牧野８００ヘクタールを造成し、牛７８

０頭を購入した。８１/８２年度においては、種子用大豆８００ヘクタール、

種子用小麦２５０ヘクタール、緑肥作物４００ヘクタールの作付けのほか、

コーヒー約３４０ヘクタールを定植し、人工牧野２００ヘクタールを造成

し、種牛１８頭、母牛１，０００頭、肥育牛４００頭を購入し、牛の頭数

は２，３００頭となった。 
   作物の栽培品種は、大豆はＩＡＣ―８、ＵＦＶ１、４，５、ＤＯＫＯ、

ＩＡＣ－Ｃ、小麦はＩＡＣ－５、ＢＨ１１４６、ＢＲ１０、コーヒーはア

ラビカ種のムンドノーボ及びカワアイであった。種子は大豆でヘクタール

当たり９０キログラム、小麦で１５キログラムとした。肥料は、大豆につ

いてはヘクタール当たり２－２０－１０を０．３トン、小麦については１

－１４－８０を０．３５トンとした。 
   作柄は８０/８１年度はベラニコの被害もあって、大豆約５００トン、ヘ

クタール当たりで約０．９トン、裏作小麦で約４０トン、ヘクタール当た

り０．２トンに止まったが、８１/８２年度はベラニコの被害があったにも

拘わらず、大豆１，３００トン、ヘクタール当たり約１．６トンと目標水

準を超え、小麦も約２，０００トン、ヘクタール当たりで０．９トンと良

好で、他の農業生産者の何れよりも高い収量を収めた。 
   経営収支について、農場会計を本社の別勘定として試算すると、両年度

とも、穀物部門の比重が相対的に小さく、牧畜 部門の収入もなお多くを

得られず、コーヒー部門は収穫期に達していないこともあって経営費をカ

バーすることが出来ず、収支の均衡を図ることができなかった。また、８

１年度末の財産の状況をみると、総資本に占める自己資本の割合は約６

３％とブラジルの企業の一般水準並で、恒久資産の総資産に占める割合は

約９０％に及んだ。特別プログラム基金からの借り入れの割合は約３０％

で、栽植企業より小さかったが、それの償還のピークまでに資金の蓄積を

急ぐ必要性は栽植企業と同様であった。農場は優良種子の生産においては
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ミナス・ジェライス州で最大規模のもので、コーヒーや改良種牛の生産で

も屈指のものであった。高度の技術と充実した経営内容から経営収支は遠

からず均衡し、特別プログラム基金からの借入れを償還して経営の安定を

図ることは可能と見通された。 
   また、農場は生産活動と並行して、農場本部、生産施設群に隣接して居

住区を設け、栽植企業と同様管理者や労務者の住宅のほか、各種の生活関

連施設を整備した。主な施設は、管理者住宅２、技術者住宅４、労務者住

宅１６、宿舎６棟のほか、水道施設、食堂、調理場、学校１、テニスコー

ト１、臨時雇い送迎用バス、日雇い労務者の宿泊（１週間）のためのベッ

ド１０４、日用品販売店等であった。農場周辺の基幹的インフラストラク

チャーはミナス・ジェライス州道路局によって整備され、農場内のインフ

ラストラクチャーは農場が整備し、牧柵２６０キロメートル、道路１７キ

ロメートル、電線１０キロメートル、給水管５キロメートル、電話等であ

った。またコロマンデール郡役所により道路、橋の改修が行われ、小学校

に教師２名が派遣された。 
   このように農場の生産、生活両面における充実した活動は、展示農場と

して、あるいは地域の模範農場として一般の注目を集め、内外から見学者、

視察団が相次ぎ、高い評価を受けた。 
  以上のとおり、開発事業は計画を上回る成果を収め、農業生産者の経営は、 
大豆を中心とした穀作の近代的経営として、概ね目標水準の生産性を挙げ、 
収益性も投資資金を返済して経営を安定させることが出来ると認められ、セ 
ラード地帯における新しい農業技術の確立と経営の安定の可能性を実証した。 
農業開発会社の試験場は、会社経営の制約から十分な成果を挙げることがで 
きなかったが、展示農場は、大豆、小麦の原種生産を中心として高度の技術 
を展示し、技術の確立に寄与した。 

 
２、開発事業の効果 
（１） 直接効果（Ｅｆｆｅｃｔｓ） 
１）総合的効果―資源利用の効率性と社会的公正への寄与 

開発事業の実施は、国民経済的に限りある資源の有効利用を実現し効率

性の高いものであった。合同評価において、８２年５月時点を基準とし、

これまでの生産額と今後予想される年々の生産額を便益とし、これまでの

投資額と今後予想される年々の生産費、維持管理費を費用とし、プロジェ

クトライフを２３年として計算した内部収益率は１４％であった。この数

値は農業開発事業としては高い優先度を持つもので、資源の適正利用を意

味し、開発事業は効率性の高いものであった、ということができる。 
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  また事業の実施地区は、未利用又は自然放牧の土地で、食糧生産はほとん 
ど行われず、雇用機会が乏しく所得水準も低く、消費財の供給不足をはじ

め、教育、医療、文化施設の不備等福祉水準の低い遅れた地域であった。

開発事業の実施は次に述べるように、食糧の増産をはじめ、雇用、所得の

増加、中心都市におけるサービス産業の発展、教育、医療施設の整備等地

域社会の開発を促進した。この意味で開発事業は、社会的公正の実現に大

きく寄与したということが出来る。 
２）食糧増産効果 

   開発事業は既述のとおり、農業開発会社の企画、調整、支援と、参加農

協、関係機関の協力、支援のもとに、選定された農業生産者が土地を取得

し、導入技術に従って、伐開、開墾、土壌改良等の固定資本投資と、機械

の整備、施設、建物の建設等半固定投資を行い、これをベースにして行っ

た２年間の生産活動を含むいわゆる開発の初期投資であった。これに投入

した事業の資金は５７億クルゼイロ（約１２５億円）であった。開発事業

はこのような投資によって大きな成果を収めるとともに、その結果として

多くの直接的間接的効果をもたらした。その一つは生産活動によってもた

らされた食糧増産効果であった。 
   開発事業によって実施期間に生産された穀物は８０/８１年度、４，００

０トン、８１/８２年度、３万２千トンに過ぎなかったが、生産安定時には

増加が期待された。もともと開発事業の実施地区は未利用又は自然放牧の

土地で、穀物の生産は不可能とされ、開発事業が行われなければ食糧の生

産が行われることはなかった。従って開発事業による食糧の生産は、生産

量は小さくても１００％増産となるものであった。生産された食糧のうち、

大豆はほとんどすべて搾油工場に、小麦は全量政府（伯銀）に、米は地域

の精米所又は政府（ＣＦＰ）に出荷した。従って地域住民にとっては直接

食糧供給の増加につながるものではなかったが、間接的には食用油脂、畜

産物、小麦、米の地元での供給増加となり、生活の向上に役立つものであ

った。 
３）雇用効果 

   第２は投資と生産活動によってもたらされた雇用効果であった。固定資

本投資の伐開、開墾、土壌改良はＣＡＭＩＧや民間業者が請け負い、作業

員を雇用し、ほとんど地域で生産される資材を生産業者又は販売店で購入

し、大部分機械で行ったが、機械の操作のほか寄木、根や株の拾い集め、

焼却、テラス造り等には人力が必要であった。必要労働力は１００ヘクタ

ール当たり４人程度といわれ、農用地面積を４０，０００ヘクタールとし

て約１，６００人であった。半固定投資のうち機械の整備は参加農協によ
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る斡旋、共同購入のもとにパラナ州クリチーバ市の農業機械中心地のメー

カー又は販売店から購入したが、施設、建物の建設は民間業者が請け負い、

作業員を雇用し、地域で生産される資材を購入して行った。これに必要な

作業員は、大工、左官、鳶等約１，４００人であった。また、生産活動は

農業生産者が必要な労働力を雇用し、資材を購入して行ったが、労働力は

農業技師、事務員約１００人、オペレーター、修理工、農夫等の常雇い約

３００人のほか、日雇い約１，６００人に上り、合計２，０００人の雇用

が生まれた。なお、この他基幹的インフラストラクチャー整備のための雇

用もあり、この事業の直接雇用は５，０００人を上回るものであった。こ

のうち農業技師やオペレーター等の一部は農協所在地域の出身者であった

が大部分は地元の労働力であった。一般に機械化農業の雇用効果は小さい

といわれたが、この事業の雇用はかなりの量とみることが出来、雇用機会

の乏しいこの地域でその効果は小さいものではなかった。 
４）所得効果 

   第３は所得効果であった。土地取得資金は事業資金総額の約１７％であ

ったが、この資金が少数の不在地主を除き５２名の地域の地主に支払われ、

地主の所得となった。固定資本投資のための資金は全体の３７％を占めた

が、この資金が作業を請け負ったＣＡＭＩＧや民間業者に支払われ、それ

ら業者から購入した資材費が支払われるとともに雇用した作業員に俸給、

賃金が支払われ、それらの所得となり、残りが業者の所得となった。機械

の整備費を除く半固定資本投資のための資金は全体の２１％であったが、

この資金のうち資材費を除く金額が固定投資の場合と同様作業員と業者の

所得となった。また生産活動のための資金は全体の１５％であったが、購

入した資材費を除く金額が雇用した労働力の俸給、賃金として支払われ、

それらの所得となり、残りが農業生産者の所得となった。なおこのほか基

幹的インフラストラクチャーの整備に伴う雇用者の所得もあった。開発事

業に伴う所得の増加は、地域の所得水準の向上に少なからず寄与した。 
５）税収効果 

   直接効果としては、租税収入の効果も挙げることができる。税収のうち

最も大きなものは州の商品流通税で、生産者から最終消費地に亙る全移出

段階毎に課税され（州内１６％、州境１１％）、税収はその２０％が郡に交

付される。これまで関係郡では流通農畜産物は肉牛等に限られ、見るべき

税収がなかっただけに、食糧の増産による流通量の増加はこれら郡の税収

を増大させ、郡の行政サービスの向上につながった。 
 
（２）間接効果（Ｉｍｐａｃｔ） 
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１）技術の伝播による生産の拡大効果 
   初期投資において導入された技術は、大型機械体系を中核とした革新的

技術であった。この技術によって裏付けられた開発事業は、これまで食糧

の生産は不可能で、精々自然牧野を利用した放牧しか出来ないと思われて

いたセラードで、大豆を中心に、小麦、とうもろこし、コーヒー等の効率

的な生産が出来ることを実証した。農業開発事業は生産の技術革新を展示

し、周辺地域社会に強いインパクトを与えた。 
   革新技術は、期待される高い生産性と収益性のために転移、伝播する。

イライ、コロマンデール、パラカツの各事業地区の周辺には、開発事業が

ほぼ峠に差し掛かった８１年ごろから南部地域の入植農家の親戚、知人等

で、自力で入植するものが現れ、その数は急速に増加し、８２年の事業終

了時には数十戸にのぼった。これら自立入植農家は従来南部地域で所有し

ていた土地を売却し、その代金で事業地区周辺により広い土地を取得し、

入植農家にならって機械、施設を整備した。 
   また、ＥＰＡＭＩＧの評価調査によると、開発事業のために土地を売却

した５２戸の地主のなかで、開発事業に触発されて従来からの牧畜の充実

とともに新たに農業生産を始めるものが現れた。これら地主の土地所有面

積は約９７，０００ヘクタールであったが、売却後は購入を含めて４７，

０００ヘクタールと半滅した。それにも拘わらず畜牛飼養頭数は売却前の

約３６，０００頭から売却後の８１年には１１８，０００頭と４倍弱に増

加し、耕作面積は同じ期間に僅か１１ヘクタールから大豆栽培を中心に約

３，０００ヘクタールに急増した。このような開発事業に直接関わった地

主以外の地主等の中でも開発事業を見習って耕作を始める者が急速に増加

した。パラカツ地域では８１年に従来の農牧場で約７，０００ヘクタール

の大豆生産が始まった。生産の拡大に伴って、事業地区の所在するイライ

郡（ロマリア郡を含む）、コロマンデール郡、パラカツ郡の大豆、とうもろ

こし、陸稲の作付面積は、８０年の約２３，０００ヘクタールから８２年

には５４，０００ヘクタールと２．３倍となり、生産量は同じ時期に約３

８，０００トンから約８６，０００トンへと約２．２倍に増加した。この

ような地主や自立入植農家の生産活動は、直接効果として述べたような効

果をそれぞれの地主や農家において発生し、雇用、所得、税収の増加をも

たらし、効果を増幅した。 
２）資材産業の活発化（後方関連効果） 

   初期投資のうち投資や生産活動（間接効果による生産活動を含む）は多

額の生産資材の需要を生んだ。生産資材のうち土壌改良剤や肥料、建設資

材はそのほとんどが地域又は周辺地域で供給され、それら生産業者の生産
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活動を活発化させた。土壌改良剤は膨大な量にのぼったが、そのすべてが

事業地区近辺の石灰山で発掘、粉砕され、そのための工場の新設、拡張、

作業員の増員をもたらした。事業地区への運搬も地元の運送業者が行った。

また肥料のうち溶性燐肥は事業地区周辺の州内で生産され、土壌改良剤と

同様、工場施設の拡張、作業員の増員をもたらした。セメント、レンガ、

木材、鉄製品もほとんど州内で供給され、施設の拡張等をもたらした。こ

のような資材産業の活発化は、いわば後方関連効果として、直接効果と同

じような効果をそれぞれの産業において発生し、雇用、所得、税収の増加

等の効果を増幅した。 
   以上のような生産の拡大や資材産業の拡張等の間接効果に伴う、増加し

た雇用は、８２年現在で直接効果のおよそ２倍、１０，０００人に達する

と推定された。従って創出された直接、間接の雇用は１５，０００人とい

われた。地域の中心都市や集落には失業者が減り、コロマンデール市では、

直接雇用３００人、家族の間接雇用１，５００人が発生し、失業者がいな

くなったといわれた。雇用の増加は所得の増加となり、交付された８２年

の関係郡の商品流通税は、８０年の約１．６倍となった。 
３）地域開発効果 

   開発事業は以上のような直接、間接の効果によって、農業生産の拡大の

みならず資材産業の活発化を誘発し、人口が増加し、地域経済を活性化し

た。開発事業に投入された事業資金は、機械の整備等一部域外に流出（約

１０％）したものを除き、地域を償還して地域経済の活性化を円滑にした。

関係郡の中心市街地では、食料品店、雑貨店、食堂、レストラン、肥料販

売店、建築資材販売店、修理工場等が増加又は新規に営業を始め、病院の

拡張、保健所、中・小学校の新設、公営住宅の建設等活況を呈するように

なった。また、イライでは国道３６号線と事業地区とが結ばれ、コロマン

デールでは州道２８号線が国道に格上げされ、近く舗装されることとなり、

パラカツでは事業地を貫通して国道４０号線と国道２５１号線を結ぶ郡道

が整備され、地域住民の便益が拡大した。 
４）自然環境の保全 

   また自然環境の保全については、２０％の保留地の留保、緑肥作物やコ

ーヒーの作付けによる周年緑地割合の維持、等高線に沿った寄木、テラス

造り等による浸蝕防止、防除の合理化による土壌保全等十分な配慮を払い、

開発事業の規模がセラード地帯の生態等を変化させるほどのものでなかっ

たことと相俟って、大きな問題を生ずることはなかった。むしろ各地区に

は近代的な定住地、企業の居住区等新しい農村の景観を形成した。 
５）地域を超えた波及効果 
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   上述したように、開発事業においては、必要な機械は主に地域外のパラ

ナ州クリチーバ市の農業機械中心地のメーカーより購入し、総額約１０％

の事業資金が流出した。従って開発事業は、これらメーカーの生産活動に

影響し、需要がまとまっていただけに効果は軽視出来ないものがあったと

思われる。 
   また開発事業の農産物のうち、大豆は州内ラベランジャに進出していた

ＡＢＣやカーギルの搾油工場に、一部はサンパウロ州の搾油工場に出荷し

た。出荷量がなお小さかったのでインパクトを与えるほどのものではなか

ったにせよ、当時の搾油産業が設備過剰の状態にあり、また将来生産量の

増加が期待されただけに影響は少なからずあったと思われる。このように

開発事業に伴う直接、間接の効果は予想以上のものであった。 
 
（３）新しいセラード農業開発方式の確立 
 さらに試験的事業の開発事業は、セラード農業開発に新しい開発方式を開発、

確立した。 
 既述のとおり、ブラジルでは７０年代の初めから各種の地域開発政策が進め

られ、セラード地帯についても多くの開発計画が実施されたが、それらは何れ

もセラード地帯のみを対象とした農業開発計画ではなかった。セラード地帯の

農業開発を目的とした最初の開発計画は疑いもなくミナス・ジェライス州政府

が実施した「セラード地帯における総合融資計画（ＰＣＩ）」であった。この計

画は、同州三角ミナス及びパラナ川上流地域の２０万ヘクタールを対象に７４

年より５カ年間に融資とそれに結びついた技術援助により企業的農場の育成を

図ったもので、セラード地帯でのコマーシャルな農業開発政策の嚆矢であった。 
 総合融資計画と並んでセラード開発史上重要な足跡を残したものは、７３年

にミナス・ジェライス州が計画したパダップ計画（アルト・パラナイバ開発計

画―ＰＡＤＡＰ）であった。この計画はパラナ川上流の約２７，０００ヘクタ

ールの土地で伝統的な入植を行うものであったが、従来のそれのように政府が

所有地や収用地を民間企業や入植者に割安に譲渡し、後は民間の資金と責任に

おいて開発するというものと異なり、官民協力の新しい方式をとり、その公式

名にも定着指導（Ａｓｓｅｔａｍｅｎｔ ｄｉｒｉｇｄｏ）の言葉を入れた。

コチア産組が州政府の委託を受けて実施にあたり、入植者を選考、入植させ、

大型機械化技術を導入し、営農指導のほか、資材の供給、生産物の販売等を行

い、州政府機関が道路、電化等のインフラストラクチャーの建設に協力し、必

要な資金はＢＤＭＧが中央銀行の代行機関となって融資した。入植者はこれら

の支援のもとで生産活動を行い、入植５年目で主力作物の大豆に好成績を収め、

小麦の導入に成功し、コーヒー栽培についても可能性を実証したほか、ばれい

 19 



しょ、蔬菜、果実等の栽培にも成果を挙げ、セラード農業開発のモデルとして

先駆的役割を果たした。 
 セラード農業開発に大規模に取り組み大きなインパクトを与えたものは、１

９７５年に連邦政府が制定したポロセントロ計画（セラード拠点開発計画―Ｐ

ｏｒｏｓｅｎｔｒｏ）であった。この計画はセラード地帯の８０％を占めるミ

ナス・ジェライス、ゴヤス、マット・グロッソ州のセラードに１２の優先地域

を選定し、これに投資により経済、社会インフラストラクチャーを整備、組織

化して拠点を構築するとともに、特別プログラムによる融資によって土地の農

牧地化を進めるものであった。このためＣＥＰＡＣを中心とした試験研究機関

の整備と地域内の調査研究、関係州の機械化巡回隊及び農村開発資金の援助、

州政府の支線道路の建設、農村電化、加工、貯蔵施設の建設、石灰の生産、税

＊恩典による植林の奨励等のほか、計画に参加する者に対する各州開発銀行等

が中央銀行の代行機関として特別プログラムによる融資を行った。計画は８１

年まで実施し、その間７０５億クルゼイロの資金をつぎ込み、研究体制の充実

をはじめ、道路約５，２００キロメートル、電化約４，２００メートル、倉庫

約５８万トン等の施設の建設のほか、農地約３６０万ヘクタール、うち耕地１

７７万ヘクタールを造成し、当初の目的を達成した。ポロセントロ計画は、セ

ラード開発の国家的事業として、特に研究体制を充実し、インフラストラクチ

ャーの整備により開発拠点を構築し、セラード農業開発の広域にわたる推進の

基礎条件を整備したものとして重要な役割を果たした。 
 試験的事業の開発事業は、パダップ計画に続き、ポロセントロ計画と並行し

て計画、実施した。試験的事業はこれまで述べてきたように、プロジェクト方

式により、指導入植及び栽植企業の方式をとり、農業開発会社が事業の実施主

体となり、参加農協と政府関係機関の協力のもとに、大型機械体系を中核とし

た革新的技術の導入をはじめ、農業生産者に対する必要な技術的、資金的支援

やインフラストラクチャーの整備を総合的、集中的に行い、その支援を受けて

中、大規模の農業生産者の近代的経営が生産活動を行うというものであった。

開発事業は事業期間の３年間に計画を上回る成果を収め、予想以上の効果をも

たらした。 
 これをパダップ計画と比較すると、試験的事業がその成果を受けたものであ

った。規模に大差がなく、指導入植の方法をとり、大型機械化技術の導入をは

じめ、政府、民間が協力して入植農家に対する必要な支援を総合的に行ったこ

と等多くの類似点があった。しかし、試験的事業はプロジェクト方式の開発方

式をとり、指導入植のみならず栽植企業による方法をも取り入れ、実施主体が

パダップ計画の州政府であったのに対し、合弁の民間会社であり、導入技術も

同じ機械化技術ではあっても、試験的事業はその後の技術の進歩を取り入れた
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最も新しい革新的技術であり、農業生産者の経営もパダップ計画では２００ヘ

クタール程度の規模の入植農家の家族経営であったのに対し、試験的事業では

より大きな中、大規模の近代的経営であり、その成果や効果も大きく、試験的

事業の開発方式がパダップ計画のそれを超えてより効率的、効果的であった。 
 またポロセントロ計画と比較すると、試験的事業の実施地区が、それのミナ

ス・ジェライス州の三角ミナス及びパラカツ優先地域に含まれ、インフラスト

ラクチャーの整備もそれの資金によって行われたこと等からすると、試験的事

業はポロセントロ計画の一部とみなされる面があった。しかし、試験的事業の

開発方式が、プロジェクト方式により指導入植と栽植企業の方式をとり、農業

開発会社が中心となり６万ヘクタールの土地に、農業生産者に対する必要な支

援を総合的、集中的に行い、中、大規模の近代的経営を育成するものであった

のに対し、ポロセントロ計画のそれは拠点開発方式をとり、１２の優先地域に

投資により各種インフラストラクチャーを整備して拠点を構築し、融資により

周辺の農地化を進めたものであり、方式の性格は基本的に異なるものであった。

事業実施主体や導入技術のパダップ計画との相違と同様に両者で異なったほか、

農業生産者もポロセントロ計画では、地主の大経営が多かったといわれた。ポ

ロセントロ計画の開発方式はセラード地帯の広域にわたる開発の基礎条件の整

備に大きな成果を挙げたが、試験的事業のそれは６万ヘクタールの開発プロジ

ェクトであったとはいえ、それの成果や効果は大きく、ポロセントロ計画に劣

らずより効率的、効果的であった。 
 このように試験的事業の開発方式は、経済の民主化、深刻化、財政金融の引

き締め等の新しい情勢の変化に適合した最も効率的、効果的な方式として評価

され、セラード農業開発に新しい途を開くものとされた。試験的事業はセラー

ド農業開発に新しい開発方式を開発し確立したものでもあった。 
 以上のように、試験的事業は、計画を上回る成果を収め、セラード地帯にお

ける大豆生産を中心とした農業技術の確立と近代的経営の成立、安定の可能性

を実証し、その直接、間接の効果も予想以上に大きく、農業開発事業として成

功を収めた。 
 
３、開発事業の成功の要因と持ち越された課題 
（１）開発事業の成功の要因 
 開発事業が成功を収めた要因は、次のように考えられる。 
 まず第１は、なんと言っても両国政府の支持、支援と、独自な協力形態、協

力方式がよく機能したことであった。両国政府は、この事業を両国政府、民間

の共同事業として大きな関心を持ち、積極的に支援した。日本政府は、この事

業を農業部門の最も重要な経済協力案件として、必要な伯国との協議、国際協
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力事業団を通ずる技術協力を行ったほか、閣議了解のもとに同事業団を通じて

特別プログラム基金への必要資金を供与した。伯国政府は、国の重要プロジェ

クトとして、事業の指導、監督に当たるとともに、政府関係機関を通じた技術

的支援のほか、特別プログラムを制定し基金の形成に必要な伯側資金を負担し

た。ミナス・ジェライス州政府は、連邦政府との間で地域主義による若干の意

思の相違はあったものの、関係機関を通じて基幹的インフラストラクチャーの

整備のほか、土地の取得、技術の研究、援助、融資の実施等に全面的に協力し

た。 
 農業開発会社は、両国の政府、民間の合弁会社として、経営資産の適正組み

合わせのもとに、両国関係者の間に若干の意思の相違はあっても協力の精神に

基づき協調して共同事業の実を挙げた。また会社は、ブラジルにおける公私合

同企業として、事業推進の中核となり、企画、調整に大きな成果を収め、土地

の取得、分譲、農業生産者の選定等を短期間のうちに枠組みを上回って達成す

るとともに、推進組織を整備して参加農協、関係機関とともに、農業生産者に

対する各種の技術的、資金的、経営的支援を総合的、機能的に行った。 
 この支援において、参加農協は入植農家の自主的組織として、入植の支援、

営農指導、流通の合理化等に重要な役割を果たした。また、必要資金の特別プ

ログラム基金からの融資は、その原資が両国折半負担によるものであっただけ

に、確実に実行され、また、日本側の供与資金がフィージビリティ調査当時の

１９７６年をベースにした円建てであったので、その後の円高の影響でクルゼ

イロの貸付金は予定を上回った。計画はされても実行されない政府プロジェク

トの多い中で、試験的事業は１００％の融資が実行され、コストオーバーラン

を起こすこともなく、計画外の事業の実施が可能であった。これら支援を受け

て、大豆を中心とした食糧生産の近代的中規模経営の入植農家と大規模企業経

営の栽植企業が、生産力の担い手として、あるいは技術の伝播、波及の送り手

となって規模の経済性を生かした活発な生産活動を行い、ほぼ目標水準の高い

生産性を実現した。 
 このような政府の支持、支援と協力形態、開発方式の機能の発揮は、開発事

業を成功に導いた基礎的条件であった。 
 第２は、事業実施地区が概ね平坦で、大豆の栽培を中心とした中、大規模経

営によって行われたため、導入技術がよく本来の機能を発揮したことであった。

実施地区の地形は、平坦又は緩やかな丘陵で、機械化が可能であった。大豆は

実施地区の自然条件によく適合した適作物で、栽培、収穫の全ての段階を通じ

た機械化栽培に適し、栽培は中、大規模によって行われた。このような条件の

もとで、導入技術はよくその機能を発揮した。 
 既述のとおり、導入技術は、大型機械体系を中核として、それの先導するセ
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ラード開発のために新しく開発、改良された開墾、土壌改良などの農業土木的

技術、品種改良、栽培法などの生物学的技術及び施肥、防除などの化学的技術

を組み合わせ、体系的に総合化したものであった。この技術は大豆の栽培を中

心とする中、大規模経営において、大型機械体系の先導のもとで行なわれる開

発事業において、農業土木的技術の基盤整備機能や生物学的技術及び化学的技

術の収益増進機能が同時に労働節約的機能を併有することなり、作業の単純化

と時間の短縮、能率的な開墾、土壌改良、地力の増進、優良品種の選択、適期

栽培、肥培管理の充実、効率的な作物保存等をもたらし、広い面積の経営で高

い生産性を実現した。従って、この技術は大面積での集約的栽培を容易にし、

面積の拡大とヘクタール当たり収量の増加を可能にするものであった。この技

術は、高い生産性を背景に伝播し、実施地区周辺やあるいはこれを超えて新た

な生産を誘発した。 
 このように導入技術が大豆の栽培を中心としたセラード開発の適正技術とし

てよく機能したことは、開発事業を成功させた原動力であった。 
 第３に、開発事業の環境条件が当時なお恵まれた状態にあったことが挙げら

れる。土地についてみると、未利用地はコーヒー栽培の北進に伴い減少傾向に

あったものの、なお豊富に存在し、農業開発会社の努力と資本金の運用による

一括取得によって、事業着手後僅か一年余の短期間に取得を終わり、その地形、

土壌条件、立地等も比較的良好で、価格も計画のヘクタール当たり３００ドル

に対し１３０～２００ドルと割安であった。労働力についてみても、良質な労

働力は人口の都市集中によって減少し、募集範囲を遠距離集落まで拡大する必

要があったものの、必要労働力は十分に確保出来た。また、賃金も常雇いで最

低賃金の２～３倍、日雇いで最低賃金程度と低いものであった。 
 また、経済情勢についてみると、開発事業に着手した１９７９年はカイゼル

政権下の成長政策や第２次石油危機等によりインフレの再燃、累積債務の増大

等情勢は深刻化の兆しを示したものの、開発事業は同政権の農業優先政策のも

とで重視され、優遇された。８１年からは一転して緊縮政策がとられ、金利も

引き上げられたが、特別プログラムによる融資は据え置かれた。また主作物の

大豆の国際価格も他の作物に比較すれば有利であった。事業はインフレによる

事業費の増加等の困難はあったが、８２年末の経済危機の直前に終了した。 
 また、環境条件と関連して、事業の実施に先立って周到な準備を行ったこと

も指摘出来る。開発事業は準備段階で４年近い期間を費やし、実施に移ってか

らも１年余の期間を実施の計画等に充てた。このような周到な準備は、事業の

迅速な実施を可能にした。 
 このような恵まれた環境条件や、周到な準備は事業を短期間で完遂させ、成

功させた重要な要件であった。 
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（２）開発事業の問題点 
 他方、開発事業の実施の過程では、内政的あるいは外政的にいくつかの問題

を生じ、また実施の成果についても将来の情勢の変化の見通しとも関連してい

くつかの問題を内包した。 
 第１は、開発事業の実施に関するものであった。その１つは農業開発会社が

行った土地の一括取得、分譲による入植事業の妥当性の問題であった。農業開

発会社は、この事業は本来ノーブルな事業であり、南部諸州ではかっては問題

があったかもしれないが、ミナス・ジェライス州では今でもノーブルであり収

益も期待出来ることから、これを業務の中心とし、経営の維持もこれの継続実

施によって図ることを主張し、ミナス・ジェライス州関係者や伯側投資会社も

これを支持した。これに対し連邦農務省は、入植事業の重要性は認めるものの、

土地の取得、分譲は必ずしもノーブルなものではなく、農業開発会社が計画面

積を超えて大規模に継続実施することは適当でないとした。とくにカトリック

教会の反対運動等社会的情勢の変化する中で、外貨を導入した農業開発会社が

土地所有に触れることは慎重を要するとした。 
 既述のとおり、ブラジルにおける入植は、１９世紀にはじまり、その後１８

５０年の土地法の制定や１８８９年の共和制の成立により、公有地の州有地へ

の移管等によって南部を中心として発展し、２０世紀の前半に制度的に確立し、

１９６４年の土地法に農業開発政策の一つとして規定され奨励されるようにな

った。リーン・スミスによると、入植は政府や民間の諸機関が大所有地を細分

化する際の計画ないし事業を指し、小農階級が土地所有を確保して小農社会を

確立する全過程を含むとされ、従って、入植は土地の再配分による社会正義を

達成し、未利用又は粗放利用の土地を開発して生産性を高め、さらにはブラジ

ルの近代社会を構成する中産階級の形成に途を開くものとされた。このような

面からすれば、入植は確かに本来ノーブルなものであった。 
 しかし反面入植は、連邦、州、地方政府と並んで多くの民間会社が創意を生

かして推進したが、その方法は公有地やグレーパの有償払い下げ、あるいはフ

ァゼンダの解体に伴う土地売却等を受けて土地を取得し、小区画に分割（ロッ

チャメント）するものであった。特にサンパウロ州の西部やパラナ州の北部は

このような事業を行う民間会社の本拠地であった。このロッチャメントは、小

農による新しいコーヒー産地の形成の基礎を築くなど大きな役割を果たしたが、

そのほとんどはこれを投機の対象として行った。この面では入植は必ずしもノ

ーブルなものではなかった。 
 ミナス・ジェライス州でもこのような民間会社によるロッチャメントがファ

ゼンダの解体等によって行われたが、サンパウロ州やパラナ州ほどのものでは
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なかった。従って、農業開発会社が少なくともミナス・ジェライス州ではノー

ブルであるとしたのは無理からぬことであった。しかしこれを会社の中心業務

とし、継続実施することは、土地投機を招くだけに、やはり慎重を要するもの

であった。 
 次の問題は、農業開発会社が技術援助業務を他に委託して初めからほとんど

行わなかったことであった。その背景にはこれに必要な技術の蓄積や体制の整

備を短期間で図ることが困難であったという内部的事情もあったが、長い歴史

と実力を持った州の機関（ＥＭＡＴＥＬ）を無視出来ないという外部的事情に

よるところが多かった。しかしこれらの事情は、会社の経営努力や相手機関と

の業務調整によってある程度は排除出来るものであった。日本側はこのことを

要請したが実現しなかった。コロマンデール入植事業では、開発事業に着手し

てから一年半経ってからではあったが、農業開発会社が自らこれを実施し、好

成績を収めた。技術援助は開発事業における最も重要な業務であり、特に試験

的事業では技術の開発、改良を進める重要な手段である。経費はかかっても収

益の期待出来るものでもあるので、初めからこの業務を放棄したことは適当で

なく、部分的にせよ実施すべきものであった。 
 さらに技術についても、今後は生産性の向上とともに、生産の安定のための

技術の開発、改良の必要性が指摘された。開発事業は作付け当初から２年とも

ベラニコの被害を受けた。ベラニコに代表される自然災害は、一般にセラード

開発においては、人為をもって統制しがたいものとして、これを前提として進

めなければならないものとされたが、これの実際の経験は、それを克服して生

産の安定を図る必要性を改めて認識させた。このため、一部地区では、低湿地

利用や灌漑の導入に対する関心が高まった。一般にセラード地帯は低湿地や畑

地灌漑の可能な土地がそれぞれ総面積の１０％程度あるといわれたが、事業地

区も北に向かうサンフランシスコ川と南に向かうパラナ川の分水界にあること

から湧水や小河川が多く、８０年の国際協力事業団の計画調査においても、既

述のように利用可能面積はほぼ１０％であった。灌漑はベラニコ対策のみでな

く、乾期裏作を可能にし、生産性の向上と生産の安定に大きな役割を持ち経営

の安定に寄与する。限られた面積ではあっても、これを導入したいとし、その

条件や方法についての検討が始まった。むろんセラード農業の主力は無灌漑畑

作であり、それの不安定性を少なくする技術対策にも大きな関心が持たれた。

セラード土壌は透水性はあっても保水性は不良であり、これに対する対策とし

て土壌改良を深層まで行い、根茎分布を深くする技術の開発も始まった。 
 第２は、農業開発会社の経営に関するものであった。当初計画において運営

に必要な収益は業務の実施を通じて確保することとしたが、その最も重要な業

務であった技術援助業務をミナス・ジェライス州普及機関に全面的に委託した
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ため手数料の大半を失った。生産物のマーケッティングの支援や情報サービス

業務は、農協の参加とともに、これに委せたため収益の確保は出来なかった。

その他の関連事業についても既にほとんどをミナス・ジェライス州の関係機関

や民間企業が手掛けており、これに参入することは困難で、またその余裕もな

かった。栽植企業への投資や展示農場についても短期に配当や収益は期待出来

なかった。会社の業務のうち最も重要で時間と経費のかかる企画、調整業務に

ついては初めから何らの補償措置が講じられていなかった。 
 残る業務の入植農家に対する土地取得、分譲のみは、マージンに制約があり、

かつ一回限りではあったがかなりの収益を収め、８０年まではこれによって経

営を維持した。８１年はコロマンデール保有地の一部を分譲して入植事業を行

って経営を維持したが、８２年には再びサンタローザ保有地を使って入植事業

を実施せざるを得なくなった。 
 安定収益源の確保については、日本側は、諮問委員会をはじめあらゆる機会

を通じて、会社に技術援助業務の部分的な実施等経営努力を要請し、また伯側

関係者に融資監督手数料の配分等協力を求め、会社もそれなりの努力はしたが

成果が挙がらなかった。もちろん経営努力の余地はなおあったと思われるが、

同時にその努力に限界のあったことも事実であった。何よりも開発事業を急が

なければならなかったため、収益の確保のための活動に多くを費やす余裕は必

ずしも多くはなかった。事業の円滑な推進のためには、ミナス・ジェライス州

の事情を考慮せざるを得なかった。例え経営努力によって収益を得たとしても、

その額は限られたものであった。 
 安定的な収益の確保が出来なかった基本的な要因は、始めからこのことに対

する配慮が十分でなかったことにあった。特に会社の業務のうち最も重要で、

かつ経費のかかる企画、調整業務について何らの補償措置がなかったことにあ

った。実施段階に入ってこのことが問題となり、政府に調整手数料の支給を求

めたが、農務省は財政緊縮を理由に補助金の性格を持つこの手数料の支給は出

来ないとし、これに代えて農業生産者から負担金を徴収する案を示唆したが、

実施の途中でこれを行うことは関係者の協力も得られず実現しなかった。この

業務に対する補償措置は、合意議事録の段階で行うのが最も適当であったが、

当時はこのことまで配慮が及ばなかった。 
 安定収入を確保出来なかったことと関連して会社は種々の批判を受けた。例

えば役員数が職員規模に比して多いこと、会社の役職員がミナス・ジェライス

州出身者によって多く占められていたこと、展示農場の機械施設が栽植企業に

比し過大であること等であった。これらの批判は事実ではあったが、それなり

の経緯や背景があり、一概には言えないものであった。 
 第３は、将来の見通しに関連する諸問題であった。農業生産者の経営につい
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ては、生産安定時には生産性が目標水準を十分に達成し、収益性も借り入れを

償還して経営の安定を図ることが出来るものと見通された。しかしこの見通し

は、経済情勢、政策環境に大きな変化がないことを前提とするもので、もし変

化がある場合には妥当しなくなる。当時既に交易条件は悪化が予想された。営

農資金の調達は８２/８３年度から一般農業制度金融によることとなり、その金

利はさらに引き上げが予想された。従って農業生産者の経営の見通しは必ずし

も楽観を許さないものがあり、情勢の変化に機敏に対応することが求められた。 
 また、農業生産者の経営の見通しと関連して、入植農家と栽植企業の間には

経営活動や成果に異同があり、これが将来の経営安定にどのように影響するか

注意を要する点もあった。 
 先ず、資金の調達については、入植農家は特別プログラム基金からの融資に

ほとんど依存し、困難がなかったのに対し、栽植企業は特別プログラム基金か

らの借り入れに限度があり、かなりの自己資金を必要とし、その調達に種々の

困難があり、運転資金の不足に苦しんだ。また営農に必要な機械施設の整備に

ついて、入植農家は原則的に自ら整備したが、乾燥貯蔵施設や修理工場等共同

利用施設は参加農協が整備したのに対し、栽植企業は、これら機械、施設を自

己完結的に整備する必要があった。従って耕地面積当たり、それらの投資額は

栽植企業のほうが大きく生産性に大きな差異がなかったので、本来小さいはず

の資本係数は栽植企業のほうが大きくなり、金利負担能力に劣る結果を生じた。

さらに資材の購入や生産物の販売における市場対応力も、入植農家は農協の活

動によって補完されたため、規模の経済性に大きな差異を生じなかった。栽植

企業は、また、従業員の作業能率の低位や管理費の負担等の問題も抱えた。 
 事業の効果の面では、入植農家は自力入植農家の誘発等各種の効果をもたら

したが、栽植企業は雇用の増加に限られた。事業の評価については、両者とも

高い評価受けたが、社会情勢の変化や政府の小農重視政策もあって、社会的に

は入植農家の事業により大きな関心が集まった。 
 
（３）持ち越された課題 
試験的事業は日伯両国の共同事業として農業部門では初めてのもので、特に

日本側にとっては農業部門の大規模な政府、民間協力の経済協力事業として、

また国際協力事業団の試験的事業として重要な意義をもった。その準備、実施

には数え切れない多くの政府、民間関係者が参加し献身的に協力した。それだ

けに失敗の許されない事業であったが、参加した関係者の協力と農業開発会社

の努力により目的を達成し、高い評価を受け、問題点も明らかにすることが出

来た。関係者の感慨は、８２年末の諮問委員会の際日伯農業開発協力会社の水

上会長が現地を視察して洩らした「うまくいっている。やってよかった。苦労
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の甲斐があった。」の一言に尽きた。 
 この成功の経験は、両国に協力計画の一層の発展、開発事業の拡大の検討を

促すこととなり、８２年の合同評価を経て、協力事業は第２段階の準備の段階

に入ることとなった。準備の段階に持ち越された重要な課題は上述の問題点に

対応して次の３つであった。 
 第１は、拡大事業の規模、立地、技術、資金等の基本的事項のほか、開発方

式の試験的事業の経験を踏まえた修正、改善であった。農業開発会社の機能を

どのように改めるか、必要な収益源をどのようにするか、入植事業のための土

地の取得、分譲方式や技術援助等をどのようにするか等であった。 
 第２は、農業開発会社の経営についての緊急対策の実施であった。農業開発

会社は事業の終了とともに、いわば経営の危機に陥った。準備の段階において、

どのようにしてこれを乗り切り、経営を維持するか緊急に対策を講ずる必要が

あった。合意されたサンタローザ入植事業を早急に実施して収益を確保すると

ともに、出来る限り早く本社をブラジリアに移転し、思い切った合理化を進め

ることであった。 
 第３は、試験的事業の生産安定時までのフォローであった。農業生産者の経

営は今後の経済情勢等の変化の見通しと関連して必ずしも楽観を許さないもの

があった。また、栽植企業の経営については、農業開発会社は株主として参加

する立場にあった。農業開発会社の展示農場は会社経営の重要部門として適正

に管理する必要があった。このため、追跡調査（事後評価）を行って事業の持

続的発展を図ることが第２段階事業とともに重要であった。 
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第 ３ 章 
 

第２段階拡大事業の準備と農業開発会社の経営の維持 
並びに第１段階試験的事業の展開（その１、２） 

（１９８２．１０～１９８５．３） 
 
第１節 第２段階協力事業の協議と農業開発会社の経営危機対策 
１、伯政府の協力計画拡大の要請と合同評価 
（１）協力計画拡大の要請 
 前章で述べたように、ブラジル経済は１９８１年の成長政策から緊縮政策へ

の転換により、国内総生産の減少とインフレの昂進を引き起こし、不況対策と

インフレの抑制が緊急に必要となった。農業はフィゲレード政権の農業重視政

策により８０年、８１年と豊作が続き穀類の生産は５千万トンに達したが、国

内向け生産は減少又は停滞し、それがインフレの重要な要因となった。このた

め食糧増産が、特に輸入に依存する小麦の増産が緊急の課題となり、農業開発

の必要性が一段と高まり、政府は８１年６月には灌漑可能低地帯開発計画（Ｐ

ＲＯＶＡＲＥＺＡ）を発足させ、またセラード地帯での小麦の生産拡大を検討

する等対策を急いだ。 
 このような情勢と背景に農業開発会社は、協力計画の拡大と会社の経営維持

のため、引き続きミナス・ジェライス州で協力計画が拡大することに強い熱意

を持ち、ミナス・ジェライス州を通じて連邦政府にその支持、支援を働きかけ

た。ミナス・ジェライス州関係者は、外資導入の決定権を持つ企画省を中心に

支援を働きかけ、州知事は同年５月末州の企画長官とともにデルフィンネット

企画大臣を訪問、協力計画の拡大の支援を要請し、引き続き州関係者は企画省、

農務省にその具体的検討を要請した。 
 これに対し企画省は、協力計画については従来からナショナルプロジェクト

として重視し、特に農業開発の必要性が高まるにつれ一層関心を高めていたが、

その段階的拡大は試験的事業の合意議事録に従い、合同評価の結果により協議

を行うことになっており、それには第２作又は第３作の結果を待つ必要があり、

現在は時期尚早であるとしていた。また農務省は協力事業を指導監督する立場

から協力計画の拡大や農業開発会社の経営に大きな関心を持っていたが、不幸

にしてプロジェクト批判に巻き込まれ、これに注意を払わなければならなかっ

たことや前述の低地帯開発計画を発足させたこと等もあって、しばらく様子を

見て検討する予定でいた。また、中間評価の際明らかにしたように、現行事業

がミナス・ジェライス州の主導の下に、いわば州レベルの事業として運営され

ていることに不満を持ち、少なくともミナス・ジェライス州において現行の事
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業方式や体制をそのまま維持することには消極的で、開発方式や農業開発会社

の経営のあり方についても改善が必要としていた。 
 また農業開発会社は、協力計画に関係する政府や民間団体、マスコミ関係者

に対して、６～７月の小麦の収穫期を中心に試験的事業の現地視察を勧め、事

業の成果を披瀝し、協力計画の拡大の必要性を訴えた。これに対しガイゼル前

大統領をはじめ多くの連邦政府、州政府関係者、ＢＲＡＳＡＧＲＯ株主、農業

団体、マスコミ関係者が訪れ、こぞって事業の短期間での進捗ぶりに驚嘆し、

その成果を評価し、特に小麦生産の成功に強い印象を受けた。マスコミの取材

も盛んとなり、協力計画に対する一般の認識と関心が急速に高まった。またこ

れに伴ってミナス・ジェライス州以外の州からも事業の実施の希望が出るよう

になった。 
 このような協力計画に対する関心と評価の高まりは、それまで慎重であった

連邦政府に強いインパクトを与えた。連邦政府はこれを機に協力計画の拡大を

当面の食糧増産とともに中、長期的な農業開発の重要な政策として打ち出すこ

ととなった。８月初め訪伯した園田外務大臣（当時）に対し、大統領は協力計

画の拡大を希望し、デルフィン企画大臣はカラジャス総合開発計画の説明のた

め訪日するコペル企画省次官が具体的話し合いに入るようにしたいとの意向を

表明した。また、農務省は予定を早め、園田外務大臣訪伯後協力計画の拡大を

検討し始めた。 
 偶々時を同じくしてブラジル政府は、セラードの既耕地を利用した灌漑計画

を打ち出した。この計画は８月の乾期の最中に政府要人がセラード灌漑地区を

視察し、小麦の生育振りに強い印象を受けたのがきっかけとなり、セラードの

既耕地を対象とした灌漑による小麦の増産を図るもので、食糧増産と不況対策

を兼ねる緊急対策としてデルフィン企画大臣がこれを発表した。この計画はセ

ラード灌漑計画（ＰＲＯＦＩＬ）と呼ばれ、協力計画の拡大と併行して進めら

れることとなった。 
 デルフィン企画大臣の説明によれば、国際収支の改善とインフレの抑制のた

めには、輸入に頼らず投資効果の早期実現が期待出来る農業開発、特に年間８

億ドルにも上る輸入小麦を国内の増産小麦によって代替することが緊急に必要

となっている。試験的事業によりセラードでの小麦の生産の可能性は実証され

たが、ＥＭＢＲＡＰＡの検討結果によればセラードの既耕地の灌漑により小麦

生産の飛躍的増大が期待出来る。従ってこの小麦の増産計画は今後の農業政策

の重要な柱となり、また労働力の吸収、灌漑設備工業、農機具工業を活気づけ

る不況対策の一環ともなるものである。というものであった。 
 このため農務省は、協力計画の拡大とともに急遽この灌漑計画の具体策の検

討を進め、その結果、８月末、向後５年間にセラード地帯で１００万ヘクター
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ルの灌漑を行うことを目標に、とりあえず既耕地を中心に電力施設等の整った

約１０万ヘクタールを対象に、ピポットセントラル等を導入することとし、所

要資金を１５０百万ドルと見積もり、５０百万ドルを米州開発銀行に、５０百

万ドルを日本に協力を要請し、残りを伯政府が負担することとした。 
 デルフィン企画大臣が予告したとおり、８月末、企画省ペコラ次官が同省池

田補佐官、農務省山中補佐官等関係者とともに来日し、カラジャス総合開発計

画についての説明を行うとともに、協力計画の拡大について、連邦政府は試験

的事業の成果を高く評価しており、その評価の上に立って、今後協力計画の拡

大について日本側との協議を進めたいとし、伯側の予備的考え方として次の点

を明らかにした。協力計画の拡大は試験的事業を拡大するのが原則であるが、

生産の安定と小麦の増産のため、灌漑施設の導入を併せ考えたいこと、入植事

業に関心はあるが、農業開発会社が土地の取得、分譲を行うのは適当と思われ

ないこと、この事業は連邦レベルの事業であるので、ＢＲＡＳＡＧＲＯ及び農

業開発会社をブラジリアに移転させたいこと、農業開発会社は今後調整機関と

するのが適当と思われる等であった。なおセラード灌漑計画の当面の計画に必

要な資金についても協力を要請した。 
 その後検討が進むにつれ、連邦政府部内でこの協力計画の拡大とセラード灌

漑計画とのセラード開発政策における位置付けをめぐって激しい議論が行われ

た。その結果、セラード開発計画の開発段階を（１）新たな未墾地の開発、（２）

灌漑等既耕地の２次開発、（３）より高度の技術の導入等の３つとし、リスクが

多く採算も困難を伴う未墾地の開発は日伯協力事業とし、政府が関与し、リス

クが少なく採算も可能な灌漑計画は民間事業として進めることに意見の一致を

見た。政府はこの方針に従って検討を深め、同年１１月、国際協力事業団の高

級研修員として来日した農務省デニー補佐官が検討結果を伯側の事務レベルの

一応のサジェスションとして日本側に説明した。その要点は次のとおりであっ

た。 
 事業の規模を５０万ヘクタールとし、対象地域をミナス・ジェライス、ゴヤ

ス、バイア、マットグロッソ、南マットグロッソ及び連邦区とする。開発事業

は農業開発会社の指導、監督のもとに栽植企業等の方法によって行う。土地は

参加農協及び栽植企業等が取得し、入植用地に４０万ヘクタール、１戸あたり

３００ヘクタール程度、栽植企業用地に１０万ヘクタール、１企業１万ヘクタ

ール程度を配分する。必要資金は１２億ドル（日本側４億ドル、伯政府資金８

億ドル）。事業資金の融資については、融資対象は試験的事業に準ずるが、融資

条件は、土地融資の期間を１０年に短縮するほか、投資営農資金の金利を一般

制度金融並とする。農業開発会社にコーディネーション手数料を保証する。日

本側資金にかかる為替差損は伯政府が負担する。資金の払い出し期間は３年と
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する。なお、協力計画の拡大は農業開発会社の経営問題とも関連するので早期

に行う必要があり、フィゲレード政権中の実施を希望し、このため合意議事録

に定められた合同評価を早期に実施して欲しいというものであった。 
 これに対し日本側は、伯側の考える協力計画の拡大はいわば本格的な事業で

あり、これまでの試験的事業の枠組みで対応することは困難であるとしながら

も、合同評価を８２年又は８３年のしかるべき時期に行うこととし、事業に必

要な打ち合わせのためミッションを派遣したいとした。デニス補佐官は来日後、

伯農務省は計画の検討を続けるとともに、独自に評価チームの編成に着手する

等意欲的に第２段階の準備を進めた。 
 
（２）鈴木総理（当時）の訪伯と協力の意図表明 
 ８２年に入り１１月には軍事政権成立後最大規模の総選挙が行われることも

あって、政治情勢は俄かに慌しくなり、また８１年の成長率は軍事政権下初め

てマイナスを記録し、インフレも昂進する等経済情勢が深刻化した。その中で

年初には協力計画の５０万ヘクタールの拡大がマスコミにより大きく報道され、

協力計画の拡大に対する期待が高まった。 
 デニス補佐官来日の際話し合われたとおり、１月中旬日本側は政府関係者に

よるコンタクトミッションを派遣し、試験的事業の評価の目的、評価事項、報

告の取りまとめの方法、スケジュール等を伯側関係者と協議した。伯側はスケ

ジュールに関し、協力事業の中断を避けたいこと、伯側資金源として小麦の延

払い代金を短期的に使用したいこと、１１月総選挙の結果によっては人事移動

が予想されるので出来る限り農務省の現体制で準備を行いたいこと等の事情を

説明し、また農業開発会社の経営対策をも考慮し、出来れば６月までに評価の

結果を得たいとした。日本側も出来る限り早く行いたいとしながらも準備の都

合もあり、５月に資料収集のための調査団を派遣し、７月に日本側で報告書の

ドラフトを用意し、日伯双方で協議した上、これを合同の評価報告書とするこ

とを提案し、伯側も了解した。また伯側で進めている独自の評価の報告書は日

本側に提供し、ドラフト作成の参考とし、伯側の考え方を反映させることとし

た。 
 その後伯側は評価チームによる独自の評価調査を行う一方、第２段階におけ

る対象地域、農業生産者の選定、土地の取得方式等について検討し、関係各州

との協議を行うなど計画の作成作業を進めた。３月には伯外務大臣、ゴヤス州

知事が来日し、日本側関係者と意見交換を行い、また日本側関係者が訪伯して

伯関係者の意向を聴く等非公式な協議が行われた。またスタビレ農務大臣は田

沢農林水産大臣に書翰をもって協力計画の拡大とセラード灌漑計画への日本の

協力を要請した。要請の内容は前年デニス補佐官が来日した際説明した伯側事
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務レベル案と実質的に同一であった。開発の規模を４０万ヘクタールとしてい

たが、これは伯大使館における翻訳上のミスで実際は５０万ヘクタールであっ

た。また所要資金も１２億ドルに変わりはなかったが、日本側資金は伯側で手

当ての困難な投資とインフラストラクチャーの整備に充てることに変更した。 
 鈴木総理は大統領との会談において、国際情勢及び日伯両国関係等について

意見交換を行ったほか、協力事業についても大統領は試験的事業が順調に進展

し、初期の成果を収めつつあることに満足し、日本の協力を高く評価するとと

もに、この協力計画をさらに拡大して実施したいとの希望を表明した。これに

対し総理は、５月に行われた伯側の要請については日本としても出来る限りの

協力を行っていきたいとの意向を表明するとともに、日本側の協力のあり方に

ついては、伯側の計画の詳細を承知した上で、かつ７月に予定される試験的事

業の合同評価を踏まえ十分検討したいとした。また灌漑計画についても１２０

億２１百万円までの円借款が供与されるよう所要の措置をとる旨述べ、協同し

てレリースによりこれを公表した。 
 また、鈴木総理の訪伯には田沢農林水産大臣が同行し、首脳会談の後事業の

実施地区を視察し、事業の予想以上の進展に満足し、関係者や農業生産者の努

力を評価した。 
 この鈴木総理の意図表明により、協力計画は伯側計画の詳細と評価の結果を

踏まえた日本側の検討を経て、両国間で正式に協議を行い、準備を進めること

となった。日本側の意図表明は、試験的事業が所期の成果を収めつつあったこ

とから、試験事業開始の際の閣議了解で認めたこの事業の意義に鑑み、協力計

画の拡大について応分の協力を行うとの考え方によるものであった。 
 
（３）合同評価の実施 
 １月中旬の両国関係者による打ち合わせに基づき、日本側では国際協力事業

団に政府、民間関係者による評価委員会を設け、評価の具体的な方法、内容等

の検討を行い、また委員によるかなり大規模な調査団を編成し、２回にわたり

調査を行った。第１次調査団は５月初めから６月初めまで、関係機関、関係者

との意見交換、全実施地区の現地調査を行った。また第２次調査団は７月末か

ら８月初旬にかけて、日本側で作成した報告書（案）をもとに伯側評価チーム

と協議を行った。 
 伯側では、農務省が編成した評価チームが５月頃までに現地調査と分析を終

え、報告書を作成した。この報告書は、日本側第１次調査団とデニス補佐官及

び評価チームメンバーとの会議の際ベーガ委員長がその概要を説明した。その

中で委員長は、開発事業は農業開発会社の調整と参加農協、関係機関の協力に

より順調に進展したことを評価した。生産は気象条件の不良により予測を下回
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ったが、今後向上の可能性があり、経営についても、標準的農家につき一定の

条件のもとに内部収益率を試算したところ２１～２８％で、災害や経済情勢の

大きな変動がない限り、経済性の確保は可能と見られ、事業は全体として目的

を達しつつあるとした。また試験的事業の管理の問題に触れ、これを担当した

農業開発会社の活動は目的達成に十分なもので注目に値するとしながらも、会

社の運営や土地の取得、分譲方式、収益源の確保等について若干の問題を生じ

たとした。そのため第２段階の事業の管理については、何らかの改善が必要で、

例えば農務省に直結した機構の設立、伯側の公的資金のみによる農業開発会社

又は類似の法人の設立、あるいは土地の取得、分譲を融資代行機関が行うよう

にすること等の代替案が考えられるとした。 
 この第２段階の管理の改善の考え方は、協力事業の経緯や内容についての配

慮を欠くもので、日本側としては理解しがたいものであった。しかし、これに

ついてのデニス補佐官の説明は、この報告書は評価チームが純粋に理論的な観

点から作成したもので、未だ省内で検討したものではなく、農務省としてはこ

のような極端な考え方はとっておらず、農業開発会社は今後は土地の売買から

ではなく、技術援助等から収入を得るよう方法を検討しているとのことであっ

た。 
 日本側第１次調査団は帰国後、調査結果を分析、検討し、伯側評価チームの

報告書をも参考として評価報告書（案）を作成した。この報告書（案）は第２

次調査団がデニス補佐官及び評価チームとの協議において日本側が説明し、内

容の詳細な討議を行った。その結果、この案は大きな内容の修正を見ることな

く双方意見の一致を見た。その後報告書（案）は日本側で所要の修文を行い、

９月末第２段階の協議のため来日したデニス補佐官と再度検討の後、これを正

式の合同評価書（英文）とし、１２月最終的に合意した。合同評価書の要旨は

次のとおりであった。 
１、開発方式 
 農業開発会社の活動と特別プログラム基金からの融資を基幹とし、参加農協、

関係機関の協力により農業生産者に対する支援を集中的、機能的に行う開発方

式はよく機能し有効であった。農業開発会社は、当初予定された機能を十分発

揮し、事業の順調な進展を可能にした。ただ経営については、経費の節減、合

理化が緊急に必要であり、また今後どのようにして収益を確保するか、検討し、

対策を講ずる必要がある。特別プログラム基金からの融資は、農業生産者の活

動、入植農家の定着に極めて有効であった。ただ５～８年後に償還のピークが

来るので、据置期間中に生産性を高め、資金を蓄積して償還に備える必要があ

る。また参加農協は入植農家の入植の支援、資機材の供給、生産物の販売に満

足すべき活動振りを示した。基幹的インフラストラクチャーの整備は関係機関、
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関係者の努力によりほぼ事業と並行して行われた。今後は出来る限り事業に先

行して施行することが望まれる。事業の実施期間は当初計画より１年延長した

が、事業の円滑、効率的推進の観点から、当初から３年間とすることが望まし

かった。 
２、農業技術 
導入技術はセラードにおける適正技術としてよく機能し、技術マニュアルに

より適切、効果的な技術援助が行われた。開墾、土壌改良は既にほぼ確立して

おり機械化により能率的に行われた。栽培は大豆、小麦等の穀作を中心に行わ

れたが、大豆作は品種、栽培の両面でかなりの水準に達していると思われるの

に対し、小麦作は品種改良、栽培技術の面で今後改善すべき点が残されており、

今後の改良が望まれる。雨期と乾期の存在、雨期中の小乾期（ベラニコ）及び

年雨量は年々変動しており、生産の不安定を招いている。これの対策として作

物の種類、作付け時期の異なる品種の組み合わせ等による危険分散を図るとと

もに、灌漑の可能な農場では熟畑となった段階で灌漑の導入を積極的に検討す

べきである。 
３、農場の経営 
 入植農家の大豆作は８２/８３年度以降２５０～３００ヘクタールの規模を維

持することが出来ると考えられ、効率的な機械化経営として評価出来る。出来

る限り早く生産性を高め、５～８年の償還ピークを乗り切れば、その後は安定

経営に移行することが出来るであろう。二つの栽植企業は何れも過小資本の状

況にあり、８２/８３年度から営農費は融資率５０％の一般農業制度金融に依存

することとなるので資金繰りに苦しむ場合もあるであろう。しかし、その後償

還ピークが終わるまでの間を乗り切れば経営の安定が期待出来るであろう。 
４、開発効果 
 試験的事業は、費用便益分析の計算結果によれば、内部収益率は１４％で、

農業開発事業としては十分優先度を与え得る値であった。事業地区の周辺には

自力入植農家による農業生産が始まっており、技術の伝播、波及の効果が見ら

れる。 
５、結論 
 試験的事業はセラードにおける技術の確立と近代的経営の成立、安定の可能

性を実証したのみならず、セラード農業開発の新しい開発方式を開発、確立し

た。今後この成果を踏まえ、技術の一層の改善、経営の安定を図るとともに、

農業開発会社の健全経営の維持に努め、協力計画の目標達成に努める必要があ

る。 
 
２、伯側計画案の提出と基礎一次調査 
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（１）伯側計画案の提出 
 伯政府は協力計画の拡大の早期実現を目指し、合同評価と並行して伯側計画

案の作成に本格的に取り組んだ。８２年半ばから農務省は担当スタッフを定め、

農業開発会社の技術陣と協力して作業を進め、９月に第１次案を作成し、同月

来日したデニス補佐官、山中補佐官が日本側関係者に提示し、意見交換を行っ

た。その後さらに検討を続け、８３年初めに第１次案を一部修正した第２次案

を作成、２月デニス補佐官が来日して日本側関係者に説明、意見交換を行った。 
 この伯側計画案の作成の間に、ブラジルは外貨危機に見舞われた。８２年の

累積債務残高は８００億ドルを超え、インフレ率は約１００％となった。同年

８月メキシコの危機発生を契機に外貨資金繰りが急速に悪化し、１１月の総選

挙終了と同時に国際通貨基金（ＩＭＦ）に救済融資を申請し、民間債権銀行団

に債務の繰り延べを要請した。悪化した事態に対しアメリカは緊急支援を発表

し、米州開発銀行（ＢＩＳ）は緊急融資を行った。次いで８３年２月ＩＭＦは

ブラジル政府の提出した経済再建策（リテンションレター）の実行を条件に総

額約５４億ドルの救済融資を承認し、国際民間銀行団も約８４億ドルの協調融

資を決定した。これによってブラジルは８３年以降ＩＭＦの監視下で国際収支

を改善、インフレの抑制を目指して厳しい総需要抑制策をとることとなった。

このため輸出促進のための為替の大幅切り下げを行う一方、輸入を制限し、補

助金の廃止等による財政赤字の削減、賃金の切り下げ等を強力に推進した。 
 このような政策の変更は農業にも影響し、特に農業融資の融資枠が削減され

るとともに、補助金の削減により金利が物価にスライドする方式に改められ、

大幅に引き上げられた。８３年１～６月の金利は国内消費者物価指数の７０％

プラス５％（アマゾン、東北地域、エスピリットサント州及びミナス・ジェラ

イス州ジェキニャ渓谷地域は５５％プラス５％）とされた。さらに８４年は価

値修正付国債（ＯＲＴＯＮ）の価格上昇率の１００％プラス３％（アマゾン地

域等８０％プラス３％）とされ、一般の金利よりなお有利なものの物価上昇率

を下回る従来の補助金つき低利融資は８３年ではほぼ消滅した。 
 農業融資の引き締めと対照的に、農産物の価格保証が８０年代初めから農業

生産者を奨励又は抑制する手段として農業融資に徐々に取って代わって実施さ

れるようになった。８１/８２年度以降は進行するインフレに合わせた最低価格

の価値を維持させるため、最初に基準価格を定め、以後各時期のインフレ調整

指数によって価格を調整する制度に変えた。また、調整の時期も当初の植付け

時期から収穫開始の時点までとした。最低価格は生産コストを一応の目途とし

ながらも、毎年の農業政策や金融政策の枠内で設定されるため、その水準は年

によって変動したが、８３/８４、８４/８５年度は農業融資の削減と実質通貨価

値の下落の影響を緩和するため、国内向け基本食糧農産物を中心に引き上げら
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れた。 
 農産物価格保証制度は改善されたものの、農業融資の枠の削減や金利の物価

スライド制への移行により既存の政府事業は整理し、新規事業は見送らざるを

得なくなった。しかし政府は、協力事業はセラード開発の最も重要な事業とし、

また外貨による資金手当てが一部可能な事業として、カラジャス総合開発計画

とともに、いわば例外的な事業として計画の作成を始めた。８３年２月、第２

次案の説明のため来日したデニス補佐官は、この計画はポロセントロ計画等従

来からのセラード開発計画を廃止し、ナショナルプロジェクトとしてこれに統

合したもので、伯側はプライオリティー第１の重要事業と考えており、日本側

の協力の具体化の早急な進展を期待したいと要望した。デニス補佐官が説明し

た計画案は、前年の鈴木総理の訪伯直前に提出した要請書を踏襲したものであ

ったが、内容的にはその後の検討結果により、事業を本格事業と試験的事業に

分け、栽植企業の方法を取りやめて指導入植のみとし、地元土地持ち農家の参

加を認める等、変更を加えるとともに、厳しい経済情勢と政策環境の変化に対

応して、日本側供与資金を伯側で予算措置の困難な土地購入、固定資産投資、

インフラストラクチャーの整備に充当するほか、融資条件を原則として一般制

度金融に準じて設定することを明確にしたものであった。また、農業開発会社

の役割についても、事業の企画、調整、促進及び融資の監督とし、運営財源は

融資時に契約額の１％を徴収することとし、融資代行機関の手数料のうちから

振り向けることとする等経費の節約を図った。計画案の要点は次のとおりであ

った。 
１）事業の目的、規模 

   ミナス・ジェライス、ゴヤス、南マットグロッソ、バイア、マットグロ

ッソ州の未開発のセラード地域５０万ヘクタールを開発し、そのうち４０

万ヘクタールは入植による１，０００家族の入植農家用とし、残りの１０

万ヘクタールを地域の土地持ち農家等約３１２戸に対する恩恵提供用とし、

食糧の増産と生産性の向上を図る。 
２）事業の形態 

   ミナス・ジェライス、ゴヤス、南マットグロッソ州の３州で本格事業を、

バイア、マットグロッソ州で試験的事業を実施する。バイア、マットグロ

ッソ州で試験的事業を実施するのは、両州が最も未開発で、自然条件も不

明な点が多いことから、地域の特性に応じた技術の開発モデルを開発する

必要があるためである。 
３）開発方式 

   基本的に第１段階試験的事業の方式を踏襲するが、指導入植の方法を基

本とし、農業開発会社は実施の中核として事業の企画、調整、促進、融資
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の監督にあたり、土地取得、分譲は参加農協が行うこととする。 
４）事業期間 

   全体で５ヵ年、各プロジェクトの実施期間を３年とする。 
５）総事業費と分担 

   総事業費を１，３３５百万ドルとし、うち４００百万ドルを日本側に、

８００百万ドルを伯政府、３１百万ドルを自己資金、１０４百万ドルを州

政府負担とする。単位当たり事業費が第１段階より大幅に増加したのは、

最近の土地、資材、燃料価格の上昇による。また、日本側資金は伯側で予

算措置の困難な土地取得、固定資本投資及びインフラストラクチャーの整

備に充当する予定である。 
６）融資対象、融資条件 

   融資対象を固定資本、半固定資本、肥料中和剤、営農費、農協特別融資

（土地取得を含む）とし、融資条件は原則として一般農業制度金融に準ず

ることとした。融資期間の延長、据置期間の容認、価値修正率の軽減等の

優遇措置を講ずるが、金利は一般農業制度金融と同一とする。 
７）農業開発会社の活動の根拠と収入源 

   農業開発会社の役割は両国の取り決め文書により具体的に規定し、これ

を活動の根拠として伯国内で強制力を持たせる。収入源は融資時に契約額

の１％を徴収することを予定しており、融資代行機関の手数料４％のうち

から振り向ける。 
 この伯側計画案についての意見交換の結果は次のとおりであった。 
１）開発規模と事業の進め方 

   日本側は一挙に５０万ヘクタールまで事業を拡大することは、財政上の

都合もあり現実的でなく、より柔軟性のある段階的取り組みをとる必要が

あるとし、第１段階試験的事業の成果を応用出来る州で、まず本格事業を

実施し、同時に本格事業が出来ない州では新たな試験的事業を検討するの

が適当であろうとした。伯側もこの考え方に原則的に合意し、本格事業は

ミナス・ジェライス州とゴヤス州を優先し、試験的事業はバイア州を優先

したいとした。 
２）調査団の派遣と候補地域の選定 

   伯側はこれら州の予想される地域の自然条件等のデータを日本側に提供

する用意があるとし、日本側は伯側の要請に沿って調査団の派遣を検討し

たいとした。このため伯側で候補地域を選定することとなった。 
３）日本側の協力のあり方 

   日本側は、試験的事業については第１段階の方法を踏襲するが、本格事

業については第１段階の方法では対応出来ないので、可能な形態について
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関係者と協議する必要があるとし、伯側も了解した。 
４）事業費の見積もり 

   事業費については、基幹的インフラストラクチャーの問題を含め、さら

に検討することに合意した。 
５）融資の条件 

   融資の条件は、本格的事業と試験的事業の間で差を設け、決定に当たっ

ては農家の経営に十分な配慮を払うことに合意した。 
６）農業開発会社の役割 

   双方は、農業開発会社の役割についてさらに検討するとともに、収入源

についても確保の方法を調査することで合意した。 
   なお、意見交換において日本側は、サンタローザ入植事業に必要な伯側

の資金手当ての遅れ等から現在農業開発会社の経営が深刻な危機に直面し

ているので、資金手当ての早期決着を要請した。これに対し伯側は資金手

当ての実行は既に決定しており、後は融資条件の決定を残すのみとなって

いるとし、この融資条件は第２段階事業の条件に合わせる必要があると考

えるので、現在検討中であるとした。日本側はサンタローザ入植事業は第

２段階とは別のものであり、また第２段階の準備には相当の時間がかかる

と予想されるので、これと切り離して伯側で早急に決定すべきであると主

張し、協議の結果、伯側も了解し、帰国後決定を急ぐこととなった。 
   また、農業開発会社の経営危機については、サンタローザ入植事業を急

ぐとともに、経営の合理化、経費の削減を直ちに実施することで合意した。

伯側はこのためには現行の管理組織のもとでの合理化と、管理組織を改変

して行う合理化の二つの方法があるとし、後者の案として後述の８２年１

１月に行われた農業開発会社諮問委員会で提案した経営審議会制度を導入

した再編案を再び提案した。もちろん伯側は前者の案でも容認できるとし、

今後双方でさらに検討を深めることとした。 
 
（２）日本側協力案の検討と予備協議 
 日本側は、鈴木総理訪伯の際の意図表明に従い、提案された伯側計画案と合

同評価の結果とを踏まえ、日本側の協力のあり方について検討をはじめ、関係

者との意見調整を始めた。しかし、日本側の協力のあり方は、第２段階の規模

が大きく所要資金も巨額に上り、内容的にも従来の協力方式では対応出来ない

面があり、慎重な検討と十分な協議が必要であった。このため日本側としては、

その最終的な決定はフィージビリティ調査（Ｆ/Ｓ）を実施した後に行うのが適

当であると考え、この考え方に沿ってＦ/Ｓの前にまず基礎一次調査（Ｐｒｅ Ｆ
/Ｓ）を実施し、基礎的な情報収集、現地調査を行うこととした。 

 11 



 ブラジルでは８２年も厳しい緊急政策により成長率は僅かな成長にとどまり、

インフレ率も依然１００％前後にのぼり、経済情勢は深刻であった。そのなか

で政府は８３年２月、ＩＭＦと合意した基本政策の着実な実行に努めたが、ブ

ラジル経済のパフォーマンスは良好でなく、第１四半期のＩＭＦ目標は早くも

未達成に終わり、５月以降ＩＭＦは融資の実行を停止し、民間債権銀行もこれ

にならった。これに伴いわが国の貸付債権も伯政府支払保証付ウラジミナス製

鐵所の債権の返済が滞る等投資環境の悪化が懸念されるようになった。日本側

としては協力の方針に変わりはないものの、情勢の変化に伴って拡大事業に対

する伯側のプライオリティー、資金手当ての見通し等協力の前提条件を改めて

確認する必要が生じた。 
 また、４月来日したデルフィン企画大臣との意見交換において、日本側が第

２段階について段階的拡大を主張したのに対し、企画大臣もこれに同意し、同

行した池田補佐官は１段階１５万ヘクタール程度であれば伯側の資金手当てに

問題はないとし、経済情勢の悪化のためか、伯側の考え方に変化がうかがわれ

た。他方、後述するように、そのような情勢の中で懸案のサンタローザ入植事

業に対する資金手当ては、２月のデニス補佐官来日後さらに遅れ、その間日本

側からは政府関係者が訪伯して促進を図り、伯側も重要案件として解決に努め

た結果、上記のデルフィン企画大臣来日の際、伯側は近く決定するとし、５月

の通貨審議会でそのように最終的に決定した。さらに農業開発会社は、４月ま

でに本社をブラジリアに移転し、合理化をはかり、管理組織の改善、経費節減

の問題も同社の６月の株主総会でひとまず決着し、第２段階の前提として解決

を必要とした最も重要な問題の最悪の事態は回避された。 
 ９月にフィゲレード大統領の来日が予定されていたことから、日本側は予定

の基礎調査を急ぐことになり、これに先立って７月に政府関係者によるコンタ

クトミッションを派遣し、検討中の日本側協力案を説明し、協力計画の拡大に

ついての予備的協議を行った。ミッションは協議に先立ち、第２段階事業のプ

ライオリティー、資金手当て、ＩＭＦとの協議状況、債務の支払い遅延問題等

協力の前提条件について再度説明を求めた。これに対し池田補佐官は、伯側は

困難な情勢にも拘わらず農業開発に第１のプライオリティーをおいており、第

２段階事業もそのための重要事業として高いプライオリティーをおいている。

資金手当てについては、確かに苦しい状況にあるが、第２段階については年度

毎の計画に基づく計画的な予算措置が可能である。ＩＭＦとの協議については

現在進展中であり、債務支払い遅延問題も徐々に解決されるものと信じている

とした。 
 次いでミッションは拡大事業における推進体制に関し、日本側としては農業

開発会社主導による体制を維持すべきものと考えており、このことは日本側の
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資金協力にあたり、国際協力事業団の開発投融資のみならず、海外経済協力基

金（当時）からの融資を利用する場合にも、民間企業としての農業開発会社に

よる事業実施が必要であるとした。また入植農家に対する融資の条件につき農

業開発の特殊性を配慮した優遇措置が講ぜられることに期待を表明した。 
 これに対し、池田補佐官は、伯政府としても第２段階において農業開発会社

が重要な役割を果たすことを期待しており、入植農家に対する融資の条件は農

業融資の中で最良なものを適用する等の措置を講ずる考えであるとした。なお、

ミッションが第１段階において経験したカトリック教会の反対運動に言及した

のに対し、池田補佐官は伯側も種々の対策を講じ、既に運動は影をひそめてお

り、セラード開発は今や世論の大勢となっている旨説明した。 
 このように日本側が協力の前提とした問題については伯側の理解が得られた

ので、ミッションは検討中の日本側協力案の考え方を説明した。その要点は次

のとおりであった。 
１）事業の形態と規模 

   現行試験的事業の成果を容易に応用出来る地域においては本格事業を実

施し、新たに試験的事業の実施を必要とする地域においては再度これを実

施する。事業の規模についてはなお検討中で伯側提案に対する正式対案は

出来ないが、現在の検討状況から言えば、あらゆる条件が整った場合でも

本格事業約１０万ヘクタール、試験的事業約５万ヘクタールの合計１５万

ヘクタールよりも小さいものになる見込みである。 
２）実施地域  

   本格事業の地域は、現行試験的事業の成果を応用し得るミナス・ジェラ

イス、ゴヤス州等の地域、試験的事業の地域は、現行試験的事業と自然条

件が異なる地域で開発の可能性があり、インフラストラクチャーが整備さ

れているバイア、マットグロッソ州の地域とする。対象地域の具体的選定

に当たってはインフラストラクチャーが既に相当程度整備されている地域

を優先するが、整備が必要な場合は基本的には伯側の負担で行う。 
３）総事業費と分担  

   事業費の算定は、最終的にはＦ/Ｓの結果を踏まえて決定し、日伯双方折

半して分担する。 
４）融資スキーム  

   本格事業及び試験的事業の融資スキームは現行試験的事業のそれ（海外

経済協力基金及び国際協力事業団→伯中央銀行特別勘定→伯側資金とプー

ル→融資代行機関→農協、入植農家）を踏襲する。この日本側からの融資

は、本格事業については海外経済協力基金の一般案件融資、試験的事業に

ついては国際協力事業団の開発投融資のメカニズムを利用するが、海外経
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済協力基金の一般案件融資については伯中銀に対する直接貸付を行うこと

につき困難な問題があるので、現在検討中である。 
５）貸付条件  

   日本側からの貸付及び伯国内での貸付の条件は、営農活動を行う上で妥

当と考えられる条件を今後Ｆ/Ｓにより調査、決定する。 
６）民間銀行の参加  

   本格事業、試験的事業とも民間銀行との協調融資とする。 
７）農業開発会社の役割、収入源及び組織  

   現行試験的事業において中核的な事業実施機関とされた農業開発会社を

第２段階においても引き続き活用する。農業開発会社に対する新たな出資

は行わない。農業開発会社は事業の遂行に出来るだけ実質的に関与するも

のとし、各入植地の総合開発計画、関係機関との調整、入植農家の指導、

監督、直営農場の運営等を行わせる。また、事業資金の流れをチェック出

来る権限をもたせる。安定収入源としては計画作成手数料、コーディネー

ション手数料、融資監督手数料等を確保する。会社の組織は、基本的には

現行体制を維持することとし、役員、職員の一部を双方からの派遣に切り

替える等により、出来る限り経費負担を軽減する。 
８）合意の形式  

   双方は合意議事録（Ｒ/Ｄ）で合意することとし、上記重要事項はＲ/Ｄに

明記する。 
 以上の日本側の考え方に対して、池田補佐官、デニス補佐官は、第２段階に

おいては本格事業と試験的事業の２本建てとすること、事業実施地域の決定の

仕方、伯側で基幹的インフラストラクチャーを整備すること、事業資金を折半

で負担すること、貸付条件を調査結果を待って最終的に決定すること、双方合

意の形式については特に異存はないとした。また事業の規模については、双方

の財政困難な事情は十分承知しており、現実的な規模とすべきであるとの日本

側の考え方は十分理解する。伯側としては長期的な目標は維持していきたいが、

何れにせよ日本側の正式回答を待ちたいとした。農業開発会社については、伯

側も第２段階において中核的役割を果たさせることを考えており、その際資金

の流れをチェック出来る体制をとることは可能である。なお収入源については

十分配慮を払うこととし、現在政府部内で検討中であるとした。 
 最後に今後の調査の進め方について協議し、日本側は、調査を基礎調査、計

画調査（Ｆ/Ｓ）、入植地建設計画調査、個別営農計画の作成の４段階とすること

を提案。調査の分担については、基礎調査は日本側より調査団を派遣し、伯側

の協力を得ることとし、計画調査（Ｆ/Ｓ）は伯側が責任を持って実施すること

とする。但し、試験的事業については日本側が然るべく協力する。入植地建設
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計画調査及び個別営農計画の作成は、農業開発会社が参加農協の協力のもとに

行うことで双方了解した。調査のタイミングとしては、日本側より基礎調査を

８月中旬に、計画調査を１０月下旬頃に行うことを提案、伯側も了解した。ま

た日本側は、伯側との連絡等のため１０月頃より長期調査員を２年間の予定で

派遣することを検討している旨説明したところ、伯側は歓迎するとし、所要の

手続きを進めたいとした。 
 
（３）基礎一次調査の実施 
 上記コンタクトミッションの伯側との打ち合わせに従って、国際協力事業団

は各分野の専門家により大規模な調査団を編成し、８月中旬から９月初旬にか

けて基礎一次調査を行った。調査は、伯側政府の提出した第２段階事業の候補

州及び候補地域について、技術的、社会経済的基礎資料を収集、解析し、開発

可能性、開発効果を確認するとともに、全体事業費の大凡の把握を目的とした。 
 調査団は、Ａ、Ｂ２班に分かれ、Ｂ班は本格事業の候補州ミナス・ジェライ

ス、ゴヤス、南マットグロッソ州について調査し、Ａ班は試験的事業の候補州

バイア、マットグロッソ州について調査した。両班とも各州政府において、各

州から提出された資料に基づいて、開発計画の背景、開発組織、予定地域の自

然的、社会経済的条件、予想される作物生産及び営農について州関係者から事

情を聴取し、更に必要な資料を収集した後、現地を調査した。現地調査は、Ｂ

班はミナス・ジェライス州では車により、ゴヤス、南マットグロッソ州では飛

行機により上空より概況把握を行い、Ａ班は候補地域の一部に出向いて調査し

た。 
 各州の候補地域は、連邦政府の指導のもとに関係各州が選定し、本格事業候

補地はミナス・ジェライス州７地区、約１２０万ヘクタール、ゴヤス州３地区、

１００万ヘクタール、南マットグロッソ州８地区、約１１万ヘクタール、試験

的事業候補地はバイア州２地区、約１００万ヘクタール、マットグロッソ州３

地区、約１３０万ヘクタールの合計２３地区、約５６０万ヘクタールであった。

調査結果の概要は次のとおりであった。 
１）候補州について 

   候補州はセラード開発の経験、財政力等に差はあるものの、何れもセラ

ード開発の重要性に対する認識、取り組みへの意欲は総じて極めて高い。

各州は企画、農務部局が中心となり、連邦、州の試験研究、普及等関係機

関と協力して実施態勢の整備を計画又は実施中である。また各州にはブラ

ジル銀行、協同組合信用銀行、商業銀行等の本支店のほか、州立銀行等の

地方銀行がある。ミナス・ジェライス、ゴヤス、バイア州には州の開発銀

行があり、南マットグロッソ州では設立準備中である。バイア州、マット
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グロッソ州は、それぞれＳＵＤＥＮＥ，ＳＵＤＡＭ地域に属し、またバイ

ア州の候補地域は旱魃被害地域に指定されており、それぞれ融資条件の緩

和措置がある。 
   候補州のうち、ミナス・ジェライス州は第１段階試験的事業の経験を持

ち、州の財政力、試験研究、普及、融資等体制の整備が最も進んでいる。

ゴヤス州は試験的事業の段階で一部にプロジェクト批判の動きがあったが、

その後はほとんど姿を消し、知事、農務長官等が試験的事業の現地視察を

行うなど積極的に取り組み、州の普及公社の活動も活発である。南マット

グロッソ州は分離独立後４年と日が浅く、行政組織の整備に取り組んでお

り、事業実施能力は急速に整備されている。バイア州は、西部セラード地

帯の開発を多年の宿願としていたこともあり、既に企画、科学局内にワー

キンググループを設け、農務局はじめ関係機関の関係者からなる支援グル

ープを組織し、体制を整備している。また、州開発銀行はＢＲＡＳＡＧＲ

Ｏの株主となっており、協力計画発足当時から西部セラード地帯の開発に

備えている。マットグロッソ州では州の農務局の農業企画委員会が中心と

なり、ワーキンググループを既に設置している。 
２）候補地域について 

   本格事業３州の候補地域は、何れもブラジル中部高原にあり、ミナス・

ジェライス州の地域は州の西北部を中心に、ゴヤス州の地域は州の東部ミ

ナス・ジェライス州寄りの地域に位置し、自然的、社会経済的条件は第１

段階試験的事業の地域に類似し、南マットグロッソ州の地域は州の西部及

び東北部の未開発地域で、標高がやや低く、内陸熱帯型で気温がやや高く、

乾期が短い等第１段階試験的事業地域とはやや異なる点がある。このよう

に３州の間には、地域の特性にやや異なる点がある。何れの州にも未開発

地域が広汎に存在し、その開発に当たっては第１段階試験的事業の成果を

応用することが出来ると考えられ、開発の可能性はきわめて高い。 
   また、試験的事業の候補地域のうち、バイア州の地域は州の西部メスト

レ山稜東北部台地上にあり、乾燥地帯（カーチンガ）に接するセラードの

東部限界地にあるだけに、第１段階試験的事業地域に比し、気象、土壌等

の自然的条件のほかインフラストラクチャー等社会経済的条件も著しく厳

しい。またマットグロッソ州の地域は、州の中央―西部のパレシス高原の

熱帯降雨林に接するセラードの北部限界地にあり、自然的条件はバイア州

に比しやや優れているものの、第１段階試験的事業の地域と比較すれば諸

条件の厳しさはバイア州と同様である。両地域とも未開発地が広汎に存在

し、その開発の可能性はあるものの、開発に当たっては地域の特性に即し

た作物の導入、営農体系の確立を含め、技術の開発、改良と一体的に行う
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試験的事業の実施が不可欠である。なお両州においては、小麦、コーヒー

の栽培が困難であり、バイア州ではベラニコ対策、水資源調査等が必要で、

マットグロッソ州では５０％の保留地を設けることが必要である。 
３）予想される効果  

   地域が広汎、多様であるが、総じて自然放牧等の未利用又は粗放利用の

状態にあり、一部地域で奥地在来型の自給農業が行われているに過ぎない

だけに、革新的技術の導入による大規模開発事業は計り知れない効果をも

たらすものと予想される。直接的な食糧増産の効果をはじめ、雇用、所得

の増大、税収の増加、地域開発の進展等のほか、技術の伝播、波及等の間

接効果は極めて大きいと考えられる。これらはブラジル経済の直面する困

難の打開に大きく貢献するものと予想される。 
 
３、農業開発会社の経営危機と本社のブラジリア移転、経営の合理化 
（１） 試験的事業の終了と農業開発会社の経営危機  
 ブラジルは８２年８月のメキシコの金融危機発生を契機に債務危機に見舞わ

れたが、これとほぼ同時期に第１段階試験的事業が終了し、農業開発会社も設

立以来最大の経営危機に直面した。 
 前章で述べたように、農業開発会社は第１段階試験的事業終了以前から、第

２段階事業のミナス・ジェライス州での早期実施に望みを託し、業務量が減少

したのも拘わらず経営の合理化に消極的で、事業の終了後も展示農場の臨時雇

い、下級職員の若干の人員整理等のほかは依然従来の経営体制を維持した。ま

た農務大臣とミナス・ジェライス州知事の話し合いによって決定した８３年の

本社ブラジリア移転いついても積極的でなく、移転は第２段階の開始が決まっ

てから行うことにしたいとするに至った。 
 他方、経営維持のための唯一の方法として両国関係者に承認を求めていたサ

ンタローザ保有地の分譲による入植事業については、伯政府は第２段階事業の

一部としてこれを認めたいと提案し、日本側も検討していたが、１０月に至り、

この事業を第２段階と切り離して行うこと、及び今後とも農業開発会社が１万

ヘクタールの土地を保有することを条件に伯側提案に同意し、その旨農林水産

大臣から通知した。しかし、その後の伯側における資金手当ての具体的措置は

経済情勢の悪化に伴って進展しなかった。 
 この間ＢＲＡＳＡＧＲＯの筆頭株主ＢＮＣＣでは、９月総裁が渋谷氏からＢ

ＹＬＯＮ氏に代わり、これに伴ってＢＲＡＳＡＧＲＯの社長も渋谷氏からＢＹ

ＬＯＮ氏となり、前任者が農業開発会社の経営に関心が深く、農務省への影響

力もあったのに対し、後任者がそれ程の関心を示さなかっただけに、ＢＲＡＳ

ＡＧＲＯの農業開発会社に対する指導、支援も若干の影響を免れ得なかった。
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また１１月の総選挙により、ミナス・ジェライス州知事は野党ＰＭＤＢのタン

クレットが当選し、これにより８３年３月にはミナス・ジェライス州政府をは

じめ政府関係機関等の人事異動が予想されることから、農業開発会社を取り巻

くミナス・ジェライス州関係者は声なしの状態となった。 
 農業開発会社は、有力な後ろ盾を失い、いわば孤立したまま資金繰りが悪化

し、８２年末には約４０百万クルゼイロの不足を来たし、損益においても多額

の欠損金を生ずる見通しとなった。このまま放置出来ない状態となったので、

日本側では１１月、日伯農業開発協力株式会社の関係者が訪伯して伯側関係者

と対策の予備的協議を行い、その結果１２月初め諮問委員会を開催し当面の運

営方針を審議した。 
 会議は諮問委員会及び臨時株主総会の合同会議とし、ＢＲＡＳＡＧＲＯのＢ

ＹＬＯＮ社長が議長となり５時間にわたって討議を行った。ロマノ社長は８２

年度を中心に会社発足４年にわたる活動実績を報告した後、８２年度の決算予

想について、資産構成の健全性は維持しているものの、損益においてはサンタ

ローザ入植事業が実施出来なかったこと等から約２２１百万クルゼイロの営業

損失を生じ、営業外収入を考慮しても当期損失は約２００百万クルゼイロ（約

２億円）に達し、また資金繰りにおいても４０百万クルゼイロの資金不足を来

たすことを明らかにした。これに対し日伯双方は強い懸念を表明し、即刻思い

切った措置を講ずることに意見の一致を見、当面の方策としてサンタローザ入

植事業の実施による収入の確保、本社のブラジリア移転、機構の改革、人員の

削減を含む合理化を早急に進めることとした。審議の経過及び結果の概要は次

のとおりであった。 
１）サンタローザ入植事業  

   議長は、農業開発会社の作成した計画案によると約３６億クルゼイロの

資金が必要で、伯政府の支援が不可欠であるが、これについては政府は既

に実施の方針を決定し、現在関係機関による具体的な措置を検討中であり、

８３年１月末には結論が出る見通しである旨説明した。また農務省デニス

補佐官も同様趣旨の説明を行い、見通しは明るいとした。日本側は農林水

産大臣の返書まで出して関係者の合意を取り付けたにも拘わらず、事情は

あるにせよ伯側でなお準備が整っていないことを遺憾とし、早急な決定を

強く要請した。伯側は努力を約束し、８３年２月までに問題を解決すると

し、協議の結果１万ヘクタールの保有地の売却を承認した。 
２）本社のブラジリア移転、機構の改革、合理化  

   本社のブラジリア移転については、伯側関係者の間では合理化とは別の

問題とする慎重論もあったが、移転は合理化と深い関係があるとの意見が

大勢を占めた。これに対応してＢＲＡＳＡＧＯは、これまでの農務大臣と
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ミナス・ジェライス州知事との話し合いにより移転は既に政府の方針とし

て決定しているとし、法的には８３年１月１日に移転することとし、農業

開発会社の定める作業計画に従って実際の作業を進めることにしたいと提

案した。日本側も異議なくこれに合意し、これにより移転が正式に決定し

た。なお移転後ベロオリゾンテには支店を置かないことにした。 
３）機構の改革  

   議長は、合理化は農業開発会社の管理組織の質と量の両面にわたって行

う必要があり、特に頭大な管理組織の改変がなければ経費の削減は困難で

あるとし、検討を求めた。農務省デニス補佐官は、第２段階の農業開発会

社の役割に対応するとともに、当面の経費削減を図る見地から管理組織の

改革案を提案し、日本側の検討を求めるとともに、次回株主総会において

何らかの改革が行われることを要望した。改革案の概要は次のとおりであ

った。 
（ⅰ）趣旨  

   経営の合理化のためには職員数の削減のみならず、一般管理費において

も大きな割合を占める役員報酬等役員関連経費（伯側は４０％とした）の

削減が必要であり、また第２段階においては農業開発会社は調整機能を主

体とすることにしたので、身軽で効率的な体制をとる必要があり、これに

対応出来る組織の簡略化と効率化を図り、かつ経費の削減を図る。 
（ⅱ）改革案の骨子  

   新たに業務執行の意思決定機関として経営審議会を設け、委員の報酬を

日伯双方で負担する。経営審議会のもとに業務執行機関として１名の専務

（Ｓｕｐｅｒｉｎｔｅｎｄｅｎｔ）、２名の支配人（Ｇｅｒｅｎｔｅ）を置

く。諮問委員会は従来のまま存置する。 
   これに対し日本側は、何らかの改善が必要なことは認めるが、経営新議

会制度は当初既に十分議論し、その採用は困難とした経緯があり、第２段

階の検討が十分になされていない段階で適当かどうか判断しがたい等問題

が多く、また合弁基本協定にもかかる問題があるので帰国後関係者と十分

検討したいとした。 
（ⅲ）合理化  

   日本側は、役員を除く組織の合理化について検討を求め、協議の結果、

議長の提案により役員報酬を除く本社経費を８２年１２月ベースで５０％

削減することとし、８３年２月までにこれを実施することとした。 
（ⅳ）協力計画の第２段階について 

   デニス補佐官は、伯側最終案を作成中で、１２月中に日本側に送付し、

８３年２月に訪日説明する予定であると報告した。（既述のとおり） 
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 以上のように、この諮問委員会と臨時総会において、懸案のサンタローザ入

植事業のための土地の売却、本社のブラジリア移転、経営の合理化が決定し、

これにより第２段階事業の準備期間中の農業開発会社の経営維持方策がひと先

ず方向付けされた。しかし、経済情勢の厳しさ等から伯政府のサンタローザ入

植事業の資金手当ての具体策の決定はなお予断を許さないものがあり、また日

本側での農業開発会社の機構改革についての対応も多くの困難が予想され、農

業開発会社の経営の危機状態の打開は容易ならざるものがあった。 
 
（２）本社のブラジリア移転と経営の合理化  
 上述の臨時総会の決議に基づき、農業開発会社は８３年１月末に本社職員３

２名のうち２５名を解雇、うち１７名を臨時雇いとして本社の移転するまで事

務の停滞を防ぎ、移転をスムーズに行う措置をとった。またこれに伴い事務所

の借り入れスペースを縮小するなど合理化を図った。 
 農業開発会社の移転を急ぎ、定款の変更、事務所、役職員住居の確保等必要

な作業を進めた。ブラジリアは住宅事情が悪く、民間企業の場合は一般に企業

が住宅を取得して賃貸する方式を取り、農業開発会社も役員及び幹部職員につ

いては家賃の１割を会社負担としてこの方式をとることとした。２月には役職

員の一部が引越しを開始した。 
 ４月に至り、北翼のはずれの農業土木、建築技師協会（ＣＯＮＥＦＡ）ビル

内に格安のスペース５３０平方メートルが見つかり、ＢＮＣＣが賃借し会社が

貸与を受けることとなり、同月中に移転を完了した。（新住所は、ＡＶＥＮＩＤ

Ａ Ｗ３ ＮＯＲＴＥ ＱＵＡＤＲＡ５，６、ＢＬＯＣＯ Ａ，４ＡＮＤＥＲ、

ＢＲＡＳＩＬＩＡ－ＤＦ）。移転に当たっては引越し費用、間仕切り、カーテン、

カーペット購入費用等についてＢＮＣＣの支援を受けた。本社の移転と前後し

て、役職員もすべて引越しを完了した。引っ越した人員は役員４名、職員１１

名で、臨時雇いとして雇用していた本社職員はすべて解雇した。４月末の職員

総数は３０名、うち本社１３名、パラカツ事務所６名、展示農場１１名となっ

た。 
 他方管理組織の合理化については、先述のとおり８３年２月来日したデニス

補佐官は日本側との協議においても前年の臨時総会で説明したものと同一の改

革案を提案し、日本側の検討を求めた。日本側では日伯農業開発協力株式会社、

国際協力事業団、政府民間関係者等により伯側案の問題点、特に経営審議会制

度の採用、委員、役員の経費の負担のあり方等をめぐり精力的な検討を行い、

対応策を協議した。 
 伯側提案は、法律に基づく経営審議会制度を採用し、業務実施の意思決定と

業務実施の機能を分離することにより、業務実施の適正、効率化が期待され、
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また審議会委員の報酬を両国で負担することにより会社の経費の削減出来る等

メリットは考えられるものの、他方これには次のような問題があった。 
（ⅰ）この案は、当面の経費削減と第２段階において農業開発会社を調整機関

とすることを前提としているが、後者についてはなお検討が必要であり、こ

れを前提とすることは適当でない。 
（ⅱ）経営審議会委員は、株主かつ居住者であることが必要で、日本企業等の

役員の兼務によらない限り、日本からの派遣は困難である。このことは発足

当初に議論済みのことである。 
（ⅲ）経営審議会委員の報酬の金額を両国で負担することは、農業開発会社の

経費の削減は出来ても、会社としての存在意義に問題を持たせるものになり

兼ねない。 
（ⅳ）諮問委員会は存置し、さらに経営審議会を設けることは却って組織の複

雑化、非効率化を招くことにもなる。 
（ⅴ）新たに役員としてＳｕｐｅｒｉｎｔｅｎｄｅｎｔ１名、Ｇｅｒｅｎｔｅ

２名を置き、これに業務の実施を委ねることは、業務実施の効率化は出来て

も日本側は不利益を蒙る恐れがあり、合弁企業として適当でない。 
 このような点を考慮すれば、日本側としては経営審議会の制度の採用には賛 
同し難いものであった。従って取締役会をそのまま維持する以外に方法はなか 
った。その場合日本側選任の２名の取締役の報酬を全額日本側が負担するか、 
あるいはその１名分を負担することとするか二つの方法があった。２名分の額

を負担する場合には、日伯農業開発協力株式会社は親会社とはいえ不可能で、

精々１名分の経費負担が限度で、他の１名は国際協力事業団に専門家派遣を要

請し、それの兼務で対応するしか方法はなかった。しかしこの案については民

間関係者の意見は厳しく、政府に一部支援を仰ぐことは会社の性格から原則的

に異論はないが、支援の受け方としては資金は一旦会社が受け入れ、役員はあ

くまで会社から適正な額を受け取るようにするのが筋であり、また、１名分を

日伯農業開発協力株式会社が全額負担することは、いくら子会社の救済が必要

であるからといって適当でなく、安易な経営の運営に流れ、自助努力を怠る結

果となりかねないとほとんどの関係者から異論が出た。 
 結局関係者による協議の結果、管理組織の改革については情勢の変化等によ

り慎重に対応するが、日本側の方針としては、当面従来どおり取締役会を維持

するとともに、暫定的な緊急措置として、４名の取締役のうち日伯それぞれ１

名については、役員報酬のほか住宅等に必要な経費を日伯双方で負担し、残り

の日伯それぞれ１名については従来どおり農業開発会社が支払うこととする。

なお、日本側の負担の方法としては、１名について別途国際協力事業団に専門

家の派遣を要請し、この派遣専門家の兼務によることとし、他の１名について
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生ずる派遣専門家との手当ての格差は日伯農業開発協力株式会社が負担するこ

ととする。この方針により、日伯農業開発協力株式会社の関係者が訪伯して伯

側関係者と調整を図り、株主総会において最終的に決定することとした。 
 
（３）関係機関の支援等と経営危機の回避   
 農業開発会社は８２年末には予想されたとおり資金繰りが逼迫し、止む無く

ＢＤＭＧから農業融資の補足融資として継ぎ資金４０百万クルゼイロを借り入

れ、また損益では約１億９千万クルゼイロ（約１億９千万円）の損失を計上し

た。 
 ８３年に入っても伯政府によるサンタローザ入植事業の資金手当てが債務危

機の真っ只中とあって容易に進まず、前年末の臨時総会で伯側が約束した１月

末の期限を過ぎても実現しなかった。２月末に来日した農務省デニス補佐官は、

前述のとおり融資の実行の方針は既に決定しており、あとは融資条件の決定を

残すのみとなっているとし、伯側が決定を急ぐこととなったが、当時金融政策

は既にＩＭＦの干渉を受けており、政府部内の調整は容易に進まなかった。 
 伯側が日本で説明した融資条件の原案は、当時の一般農業制度金融に比較す

れば、融資率が前者の７０～６０％に対し８０％（営農費は１００％）と大き

く、据置期間を認め、金利も消費者物価指数のほぼ７０％、石灰、肥料は無利

子と優遇した。しかし、第１段階試験的事業と比較すると、融資率が前者の１

００～９０％から８０％に、期間も、ものによっては短縮され（土地融資２０

年から１２年）、金利が物価にスライドする方式となり、大幅に引き上げられ、

かつ不確定となり、比較にならない厳しいものであった。農業開発会社は、こ

の条件では事業の経済性は確保出来ないとし、最小限必要な条件を提示し政府

に要請したが、当時の状況では条件の変更は望み薄であった。勢い会社は悪条

件での事業の推進方策を検討せざるを得なかった。 
 この間農業開発会社の資金繰りは更に逼迫し、３月にはミナス州立銀行（Ｂ

ＥＭＧＥ）から短期借り入れを行う状況であった。３月末会社の作成した資金

繰り予想によると、仮に４月中にサンタローザ入植事業の資金手当てが決定し

たとしても、分譲代金の入金は６月以降となることから、４～５月には約９，

５００万クルゼイロの短期借り入れが新たに必要となり、もしサンタローザ入

植事業が更に遅れる場合には、６月以降の資金繰りは不可能となるという憂慮

すべき事態に立ち至った。農業開発会社はこの事態に対処して、肥育牛の販売、

コロマンデール保有地の未利用の飛び地の売却等不足資金の捻出に努めた。 
 しかし、この局面で４月末ＢＮＣＣは農務大臣の指示もあって、９，５００

万クルゼイロの特別融資の措置を講じた。また遅れていたサンタローザ入植事

業の融資条件が４月末来日したデルフィン企画大臣の明らかにしたとおり５月
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末の通貨審議会で承認され、事業資金として総額４０億クルゼイロ（約２０億

円）が原案通りの融資条件で融資されることとなった。 
 加えて展示農場では、早生大豆が収穫時の長雨で若干の被害を受けたほかは

豊作で、アメリカの熱波の影響による大豆価格の高騰と相俟って予想以上の売

上を収め、約２億クルゼイロの収益を挙げることが出来た。また地権の確定が

出来ないまま取得、分譲を留保していたパラカツ地区の二つのロッテの土地取

得、分譲が可能となった。このような好条件が重なり、さらに一部の農業技師

の給与につき関係機関から支援を受け、経費を節減出来た。 
 このようにして事態は一挙に好転し、６月は新たな借り入れがなくても資金

繰りが可能になり、同月作成した資金繰り予想によるとサンタローザ入植事業

が計画どおり実施出来る限り、８３，８４年度の資金繰りは十分可能であり、

８３年度損益についても、意欲的に見通す場合には若干の黒字となり、慎重に

見通した場合でも赤字は小さいと考えられ、懸念された経営危機はひと先ず回

避される見通しとなった。 
 しかし、このような事態の好転は、伯側関係機関の支援による一時的な収入

増加によるところが多く、資金繰りが長期的に改善されるためには、サンタロ

ーザ入植事業の土地分譲による早期の収入確保が前提であり、また８３年度末

には累積赤字が約３億５千万クルゼイロ（約１億４千万円）と見込まれること

から、一層の合理化、収益源の確保等経営努力が必要であった。 
 このため５月末日伯農業開発協力株式会社関係者が訪伯して、当面の緊急課

題について事前の伯側関係者との意見調整を行い、６月下旬臨時総会を開催し、

次のとおり重要事項を審議、決定した。 
１）サンタローザ入植事業の実施の承認  

   ５月の通貨審議会で承認された資金手当てと融資条件に基づき、次によ

り事業の実施を承認した。分譲地価をヘクタール当たり８万クルゼイロ（約

＊＊＊円）とする。融資条件が厳しいので、新たに灌漑可能地区を中心に

小ロッテを設け、ロッテ数を小ロッテ（平均１６０ヘクタール）２４、大

ロッテ（平均３２０ヘクタール）１７、計４１ロッテとする。伯側農家の

計画作成手数料を確保するとともに、ＢＤＭＧと協議して融資監督手数料

を確保する。 
２）農業開発会社の経営の見通し   

   農業開発会社より、サンタローザ入植事業の本決まり、経営の合理化、

伯側関係機関の支援等による経営の改善状況を説明し、８３年度の資金繰

り及び損益予想について２案を提出した。何れの案も資金繰りは可能で、

損益については順調に行けば約４，０００万クルゼイロの黒字、慎重な見

方をすれば若干の赤字となる旨報告し、承認された。 
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３）農業開発会社の経営の合理化   
   機構の改革、役員経費の削減について日本側は既定の案を提案、承認し

たのに伴い、日伯各１名の役員の報酬を無給とした。本社職員数を１５名

以内とし、直営農場の経営の多角化を進め収益を確保し、独立会計による

財務管理の適正を図ることとした。また、農業開発会社は月次決算書を作

成し、株主に提出することとした。 
４）伯側役員の交代   

   ファンティーニ技術担当取締役が辞任し、ＢＲＡＳＡＧＲＯは後任にリ

カルド技術部長を指名し、新取締役は従来どおり技術部長を兼務し、職員

としての給与を受け取ることとする旨提案があり、承認した。 
 農業開発会社は、この臨時総会の決定を受けてサンタローザ入植事業の実施

等により収益を確保し、経営の合理化を更に進めて経費を節減し、経営を立て

直して第２段階準備期間の経営の維持を図ることとなった。幸いにして、この

経営危機を通じて、会社の役職員は初めて企業経営の恐ろしさを知らされ、経

営努力の必要性を深刻に自覚するようになった。この体験は今後の会社の運営

に大きなプラスとなるものであった。会社はサンタローザ入植事業の融資監督

手数料の分配をＢＤＭＧに強く要請し、その結果、１％の手数料を受けること

となった。リオドーセ（ＣＶＲＤ）との技術提供契約の締結による収入源の確

保に積極的に取り組むようになった。また、本社がブラジリアに移転し、伯側

が第２段階の早期実施に意欲を持ったこともあり、会社と伯側関係者との連携、

協力は従来以上に緊密となった。農務省の会社に対する積極的指導をはじめ、

関係機関の支援、協力も既定のとおり従来にもまして積極的に行われるように

なった。 
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第２節 具体的枠組みの合意と農業開発会社の経営の再建 
１、基礎二次調査（計画調査）と日本側協力案の作成   
（１）調査の前提条件の協議と実施の打ち合わせ 

ブラジルは８３年５月のＩＭＦ及び国際民間銀行団の融資の中断後、ＩＭＦ 
との間で合意した経済再建策を強化し、６月には農業融資等の補助金の削減に

よる金利の大幅引き上げ、政府系企業の支出の削減等を進める一方、ＩＭＦと

目標値の改定交渉を行い、第２回融資の早期実施を目指した。しかし情勢は更

に深刻となり、街は不況色一色となり、８月には外貨の中央銀行への全面的な

集中制をとったほか、公的債務についてもパリクラブに繰り延べを要請した。 
 この繰り延べ要請に伴い、第１段階試験的事業にかかる中央銀行に対する国

際協力事業団及び民間銀行団の債権についても９月期利払いが遅延した。この

ため日本側としては、第２段階の具体化のための調査を進め難い情勢となり、

予定された基礎２次調査の実施を延期し、協議を中断した。伯側は事態を憂慮

し、１０月にはスタビレ農務大臣が来日して、事情を説明し理解を求めるとと

もに、協力の継続を要請した。 
 その後１１月末に至り、賃金、家賃の引き下げを内容とする法案が国会を通

過したことから、ＩＭＦとの交渉がまとまり、目標値が改定され、融資が再開

され、民間銀行団もこれにならうこととなった。また公的債務についても、同

じ日にパリクラブにおいて、ブラジルと西側債権国１６カ国との間で基本的合

意が成立し、これを受けて二国間の具体的交渉を始めることとなった。 
 しかし、当時ブラジルに対しては、輸出保険の引き受けが全面的に停止され

ていたことにみられるように、新規の経済協力は一般には困難な情勢であった。

パリクラブの合意が成立し、貿易黒字も増大していたものの、その後の対外債

務問題の動向には債務額が大きいだけに、なお予断を許さないものがあり、ま

た、第１段階試験的事業にかかる債務についても、民間引き受け分は、政府保

証の公的債務でなかったことから、民間債務として処理することとなったもの

の、民間銀行団との交渉はなかなか始まらなかった。また公的債務にかかる二

国間交渉には時間がかかった。 
 このように協力の前提として最も重要な対外債務問題の改善は、なお不透明

で、日本側としては第２段階に対する融資を実施し得る見通しを立てることは

困難な状況であった。しかしながら、第２段階事業はその経緯に見られるよう

に、伯側はトッププライオリティーをおいて早期実現を要請しており、日本側

としてもその重要性から、関係者の間では可能な限り推進すべきであるとする

見解が大勢を占め、中には相手が困っているときの協力を真の協力であるとの

意見もあった。病気療養のため８３年９月訪日を延期していた伯大統領の訪日

も８４年５月に実現することとなった。 
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 このような情勢から、日本側は、将来対外債務問題の改善が進む等、両国が

協力しやすい環境となった場合、迅速に対応出来るようにするため、事前に可

能な技術的、事務的手続きを進めておく必要があるとの観点から、予定の基礎

２次調査を実施することとし、これに先立って、試験的事業にかかる債務の処

理方針等について協議を行うとともに、調査の枠組み等について打ち合わせを

行うため、８４年２月初め政府関係者によるコンタクトミッションを派遣した。 
 ミッションは先ず日本側の第２段階の検討に当たってはブラジルの対外債務

状況の改善が重要な条件になっているとし、特に第１段階試験的事業にかかる

民間引き受け分の債務支払い遅延問題は、第２段階においても民間参加が不可

欠なこともあり、早急な解決が必要であるとした。また、公的債務にかかる二

国間交渉についても、早い時期に交換公文の締結を終了することが必要である

と説明した。 
 これに対し、伯側は、説明の趣旨は十分理解したとし、民間銀行団の返済遅

延分については現在部内で手続き中であり、速やかに支払いを行うこととし、

公的債務の二国間交渉についても、日本側の準備が整い次第、速やかに対応出

来るよう準備を進めておくようにしたいと説明した。 
 またミッションは、第２段階事業の伯国でのプライオリティーについて再々

度見解を求めたのに対し、伯側はトッププライオリティーに変わりはなく、大

統領訪日の際の目玉案件のうちでも最も重要なものの一つであり、例え困難な

事情があっても大統領訪日の際には具体的な日伯協力として表明し得るように、

日本側の効力を得たいとした。 
 次にミッションは、基礎２次調査（Ｆ/Ｓ）の実施につき両国間で確認してお

くべき重要事項を説明し、伯側の意見を求め必要な打ち合わせを行った。先ず

調査の目的は、先に実施した基礎１次調査の結果を踏まえ、伯側の選定した地

域（予備選定地域）について、更に詳細なデータの収集、現地調査による評価

を行い、このうち開発対象地域を概定して事業計画を策定し、これに基づき総

事業費を算定して事業実施の妥当性を確認するためのものであるとした。予備

選定地域は、調査の前提としての事業規模を本格事業１０万ヘクタール、試験

的事業を５万ヘクタール、計１５万ヘクタールとし、基礎１次調査の際の候補

地域のうち、この規模の１０倍程度に絞り込んだ地域としたいとした。また調

査の内容は、予備選定地域の評価、開発対象地域の概定、開発基本構想（計画）

の策定及び事業費の算定と経済分析であると説明した。なお、調査は先に合意

したとおり、本格事業については伯農務省が行い、試験的事業は伯農務省と国

際協力事業団が共同して実施することにしたいとした。 
 これに対し伯側は、調査の前提として事業規模を１５万ヘクタールとするこ

とについて、この事業を大統領訪日の際の具体的成果としてうたいあげたいと
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の意向の為か提案どおり了解したものの、依然最終的には当初提案の５０万ヘ

クタールまで実現したいとの希望を捨てず、特に農務省は、日本側の最終協力

規模が１５万ヘクタール以下であるとの印象を一般に与えかねないとして強い

不満を示した。ミニッツの作成においても、この問題をめぐり、取りまとめは

難航したが、伯側提案は５０万ヘクタールであったとの事実関係を前文に挿入

することで了解した。その他の事項については特に異論はなく、伯側は本格事

業と試験的事業との日本側の窓口の一本化、農務省の行う本格事業の調査に対

する日本側の協力を要請した。 
 
（２）基礎二次調査（Ｆ/Ｓ）の実施    
 コンタクトミッションと伯側との打ち合わせ結果により、本格事業について

は伯農務省が政府職員によりワーキンググループを編成し、３月上旬から下旬

にかけて農業開発会社の技術陣の協力のもとに調査を行い、試験的事業につい

ては国際協力事業団が専門家による調査団を編成、伯国に派遣し、２月中旬か

ら３月下旬にかけて関係機関の協力のもとに調査を行った。調査の内容と結果

の概要は次のとおりであった。 
１）予備選定地域の評価と開発対象地域の概定    

   予備選定地域は伯側が先に実施した基礎１次調査の際の候補地域の中か

ら、前提された事業規模の１０倍程度に絞り込んだ地域で、決定に当たっ

ては自然植生の主体がセラドン又はセラードで、地形が機械化に適し、土

壌表土が厚く、石灰の投入が容易で作物栽培に適し、インフラストラクチ

ャーが比較的整備され、地価が妥当なこと等を考慮して選定したものであ

った。その面積は本格事業地域のミナス・ジェライス州４地域、約３８万

ヘクタール、ゴヤス州２地域、約３０万ヘクタール、南マットグロッソ州

３地域、約３０万ヘクタール、試験的事業のバイア州１地域、約３０万ヘ

クタール、マットグロッソ州１地域、約３０万ヘクタールの合計１１地域、

約１５８万ヘクタールであった。これら地域の特性は次のとおりであった。

本格事業地域のミナス・ジェライス州の地域は州の西北部を中心に、ゴヤ

ス州の地域は州の東部ミナス・ジェライス州寄りのゴヤス高原に位置し、

両地域は標高６００～１，１５０メートル、地形は平坦又は緩やかな波状

形で、域内に相当数の河川が流れる。気候は熱帯―亜熱帯型で、年平均気

温は２０度Ｃ前後、年降雨量は１，１００～１，６００ミリメートル、４，

５月頃から９月まで乾期で数年に一度ベラニコの現象がある。土壌は主と

して暗赤色ラトソールと赤黄色ラトソールの粘土質土壌からなり、石灰岩

の埋蔵量も豊富である。この地域はブラジリアを中心とした交通ネットワ

ークに組み込まれ、ビトリア及びサントス回廊に通じ、域内インフラスト
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ラクチャーの整備も進んでいる。一般に大土地所有の比重が高く、多くは

自然放牧であるが、既にフロンティアの前進地域として、大、中規模の農

家の入植が進み、一部で大豆、小麦、コーヒー等の栽培が始まっている。

また、南マットグロッソ州の地域は、州の西南部及び東北部に位置し、標

高３５０～８００メートルと比較的低く、気候は内陸熱帯型で、気温がや

や高く、雨量も多く、乾期も短く、ベラニコの現象も少ない。土壌は主と

して暗赤色ラトソールと石英砂土より成り、東北部では砂質の地域が多い。

この地域はサンパウロ及びブラジリアを中心とする交通ネットワークに組

み込まれ、西部地域は穀類の商品生産地帯となっているが、東北部は大土

地所有の比重が高く、牧畜が主体をなし、インフラストラクチャーの整備

も遅れている。 
   このように本格事業地域は３州の間で地域特性の若干の相違はあるもの

の、開発適地と目される地域を多く含み、開発の可能性の高い地域である。

従ってこれら地域のうち最も適当と思われる開発対象地域として、ミナ

ス・ジェライス州で２地域、４万ヘクタール、ゴヤス州で２地域、４万ヘ

クタール、南マットグロッソ州で１地域、２万ヘクタールの合計５地域、

１０万ヘクタールを概定した。 
   次に試験的事業地域のバイア州の地域は、州の西部バヘイラス市西方一

帯の地域で、標高７００～８００メートル、地形は平坦又は緩やかな波状

形で、少なからぬ河川がサンフランシスコ川に注ぐ。気候は熱帯半乾燥か

ら湿潤地帯への移行型で、年平均気温は２４度Ｃ前後と高く、年降雨量は

１，０００～１，５００ミリメートルで東に向かって少なくなり、乾期も

６～７ヶ月にのぼり、ベラニコの頻度も高い。土壌は主として赤黄色ラト

ソールと石英砂土からなり、砂壌土肥沃度は劣る。この地域にはブラジリ

ア及びサルバドールに通ずる国道２０号線及びサンフランシスコ川による

水路があるが、域内インフラストラクチャーの整備はかなり遅れている。

大土地所有が優越しており、地権のあいまいなものも少なくないといわれ、

自然放牧が一般的で、作物としてはフェジョン、陸稲、とうもろこしの栽

培が見られるものの、生産性は低い。しかし南部先進地域からの入植によ

り、一部で大規模な大豆作が始まり、かなりの生産性を挙げている。また、

マットグロッソ州の地域は、クイヤバ市北方国道１６３号線沿いのルカス

市一帯の地域で、標高３００～５００メートル、アマゾン熱帯降雨林につ

ながる、なだらかな波状丘陵地で、気候は熱帯湿潤型で、年平均気温２５

度Ｃ前後、年平均雨量１，７００～２，０００ミリメートルと多く、乾期

が短く、ベラニコの発生もほとんど見られない。土壌は主として赤黄色ラ

トソールで、酸性度が高く、肥沃度が比較的高い。この地域はサンタレン
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に通ずるアマゾン縦断道路に接するが、域内インフラストラクチャーは未

整備の状態にある。大土地所有が優越しており、大型粗放牧場が多く、不

法使用も多く見られる。牧畜のほか陸稲の栽培が行われ、また一部で南部

地域からの入植による大豆の大規模栽培が始まっている。 
   このように試験的事業の地域は、バイア州とマットグロッソ州で地域特

性に差異があり、何れも開発適地と目される地域があり、開発の可能性は

あるものの、開発の諸条件は厳しい。従って開発対象地域の選定は慎重に

行う必要があり、調査においてもランドサットデータによる土地利用の解

析を行い、対象地域の検討を行った。これら検討の結果、開発対象地域と

しては、バイア州で１地域、２万５千ヘクタール、マットグロッソ州で１

地域、４万ヘクタール（うち１万５千ヘクタールは自己資金による保留地）、

合計２地域、６万５千ヘクタールを概定した。 
２）開発基本構想（事業計画）の策定     

   概定した開発対象地域について次のように開発基本構想（事業計画）を

想定した。 
ⅰ）開発方式     

   基本的に第１段階試験的事業の方式を踏襲するが、日本側協力案の考え

方に即し、かつ伯側協力案並びに第１段階試験的事業の経験を踏まえ、事

業を本格事業と試験的事業として行い、何れも栽植企業の方法を取りやめ、

指導入植の方法のみによることにし、土地の取得、分譲は参加農協が農業

開発会社の指導のもとに行うこととする。 
ⅱ）土地の配分及び土地利用計画    

   概定した開発対象地域の土地は、本格事業地域にあっては１地域２万ヘ

クタールを５０戸の入植農家に配分し、１戸あたりの面積は４００ヘクタ

ールとし、試験的事業地域にあっては、バイア州は１地域２万５千ヘクタ

ールを５０戸の入植農家に配分し、１戸あたり面積は５００ヘクタール、

マットグロッソ州は１地域４万ヘクタールを５０戸の農家に配分し、１戸

あたり面積は８００ヘクタール（うち３００ヘクタールは自己資金で購入）

とする。１戸当たり面積のうち、本格事業地域では、農用地３１２ヘクタ

ール、その他用地８ヘクタール、保留地８０ヘクタールとし、試験的事業

地域では、バイア州の地域は農用地３９０ヘクタール、その他用地１０ヘ

クタール、保留地１００ヘクタールとし、マットグロッソ州の地域は農用

地３９０ヘクタール、その他用地１０ヘクタール、保留地４００ヘクター

ルとする。なお、土地の価格は、本格事業の地域はヘクタール当り約３０

万クルゼイロ（約３００万ドル）、試験的事業の地域はヘクタール当り約１

５万クルゼイロ（約１５０万ドル）と想定する。 
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ⅲ）インフラストラクチャーの整備計画    
   基幹的インフラストラクチャーは政府が整備するが、地域内の施設は次

のようなものの整備を予定する。組合施設として事務所、倉庫、修理工場、

穀物乾燥貯蔵施設、種子精選施設、井戸、受変電施設等、公共施設として

学校、診療所等。なお本格事業においては２地域に石灰工場、搾油工場を

整備する。 
ⅳ）栽培作物と導入技術    

   本格事業では第１段階試験的事業と同様、大豆、陸稲、とうもろこし、

小麦、コーヒー、緑肥作物等とし、試験的事業ではバイア州は大豆、陸稲、

コーヒー（ロブスター種）、柑橘等とし、マットグロッソ州は大豆、陸稲、

カシュー、ゴム等とする。導入技術は第１段階試験的事業と同様、大型機

械体系を中核として、セラード開発のために開発、改良され、実用化段階

にある最新の土壌改良、品種、栽培法等の技術を地域の特性に応じて総合

化した革新的技術を各州試験研究機関の協力を得て総てを導入する。 
ⅴ）営農モデルと財務計画    

   本格事業では、農用地３１２ヘクタールのうち、耕地２４０ヘクタール

に大豆２００ヘクタール、とうもろこし４０ヘクタール、裏作小麦５０ヘ

クタールを作付けし、樹園地１２ヘクタールにコーヒー等を植え付けるほ

か、採草放牧地６０ヘクタールを造成し、肉牛１２０頭を飼育する。試験

的事業では、農用地３９０ヘクタールのうち、耕地２４０ヘクタールに大

豆２００ヘクタール、陸稲４０ヘクタールを作付けし、樹園地５０ヘクタ

ールに永年作物（バイア州コーヒー等、マットグロッソ州カシュー等）を

植え付けるほか、採草放牧地１００ヘクタールを造成して肉牛２００頭を

飼育する。各農家の生産物販売先は全量参加農協とする。このような農家

の生産、販売活動を基礎に幾つかの前提を設けて財務計画を検討した。例

えば試験的事業では、特別プログラム基金からの融資が実質金利年６％、

５年据え置き、２０年償還の場合には資金繰りは可能であるが、損益も開

発初期を除き黒字となった。検討の結果、経済情勢に大きな変化がなく、

セラード農業開発に対応した融資条件の緩和が図られるなら、資金繰りに

大きな問題はなく、損益においても開発初期は苦しいが、その後は安定し

た利益が期待出来ると予想した。 
３）事業費の算定及び経済分析    

   以上の開発構想に基づいて、これに要する実施計画費、土地取得費、組

合施設費、固定半固定投資、生産費の初期３ヵ年の総事業は１９８４年１

月現在で、本格事業２，２５３億クルゼイロ（５１９億円）、試験的事業７

７７億クルゼイロ（１７９億円）であった。この本各事業と試験的事業の
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事業費の間には、算定上不整合な点があり、これを調整するとともに、本

格事業の石灰工場、搾油工場の事業費を除くなど修正を加え、それぞれ１

５％の予備費を計上して最終的な事業費とした。その結果、事業費の合計

は、本格事業２，１３６億クルゼイロ（４９２億円）、試験的事業８９４億

クルゼイロ（２０６億円）となり、総事業費は３，０３０億クルゼイロ（６

９８億円）となった。 
   また、１９８４年１月のデータに基づき、当初の投資とその後年々の生

産費を費用とし、生産額を損益として、２０年間の内部収益率を試算する

と、農家については９％、農家及び農協を含む全体事業では本格事業１３％、

試験的事業８％であった（本格事業は報告書の計画に基づき推定）。この内

部収益率の値は高いものではなかったが、本格事業では費用がやや過大に

見積もられていること、試験的事業では作付けの制約等により便益が本格

事業より劣るものの将来の技術の改善等が見込まれることを考慮して、事

業は可能性と妥当性を持つものと判断された。 
 
（３）日本側協力案の策定と閣議了解    
 ブラジルは１９８１年以来、不況とインフレ、対外債務危機に直面していた

が、この間世界的には８２年末からのアメリカ経済の回復とともに景気が回復

し、原油価格が低下する等経済環境が好転し、また国内的には多年の輸入代替

政策により資本材、基礎的中間材産業の整備を中心に産業構造が高度化し、エ

ネルギー構造も国産原油の増産、アルコール燃料の活用、水力発電の増強等変

化が進んだ。このような情勢の変化を背景に８４年以降産業活動は厳しい輸入

の制限にも拘わらず活発化し、工業製品を中心とした輸出の増大により貿易収

支の黒字が急速に増大し、成長率はプラスとなった。インフレはなお昂進し、

累積債務も増大したが、経済の好転はやがて債務問題の改善にもつながると期

待されるようになった。また大統領の訪日も間近に迫った。日本側では、これ

まで伯側との累次の協議において留保してきた日本側負担資金にかかる融資ス

キームを明らかにし、協力規模を明示した日本側協力案を策定、政府関係者の

意見調整を図ることとなった。この日本側協力案の原案は次のようなものであ

った。 
１）基本的考え方    

   第１段階試験的事業の成果を応用出来る地域においては海外経済協力基

金の一般案件融資の実施により対応する（日伯農業開発協力株式会社に対

する融資を行う）。同対応が困難な場合は他の融資制度により対応する。新

たに試験的事業の実施を必要とする地域においては、再度、国際協力事業

団の開発投融資による試験的事業を実施することとし、融資スキームは第
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１段階のそれを踏襲する。農業開発会社に対する新たな出資は行わない。

５月の大統領訪日の際に、閣議の了解を得て、協力の規模を明示した意図

表明を行う。 
２）事業の概要    
ⅰ）開発規模     

   面積は１５万ヘクタールを目途とする（うち本格事業１０万ヘクタール、

試験的事業５万ヘクタール）。 
   総事業費はＦ/Ｓ調査結果のとおり６９８億円（２９７百万ドル）、うち日

本側負担分３４７億円。本格事業４９２億円、うち日本側２４６億円。試

験的事業２０６億円、うち日本側１０３億円。本格事業、試験的事業とも

民間銀行との協調融資とする。 
ⅱ）実施地域等   

   事業実施地域は、本格事業―第１段階試験的事業の成果を応用出来るミ

ナス・ジェライス、ゴヤス、南マットグロッソの地域、試験的事業―第１

段階試験的事業と自然条件は異なるが、土壌、植生等からみて開発可能で、

かつインフラストラクチャーが整備されているバイア、マットグロッソ州

の地域。作付けは大豆、とうもろこし、小麦を中心とする。コーヒー及び

柑橘等を組み合わせる。 
ⅲ）貸付条件   

伯国内での貸付条件は、フィージビリティーの確保されるものとなるよ

う伯側と折衝する。日本側からの貸付条件の詳細は、大統領訪日後関係者

で決定する。 
ⅳ）開発実施調整機関   

   従来の事業において事業実施の中核機関とされた農業開発会社を拡大計

画においても引き続き活用する。 
この日本側協力案の原案の基本的考え方とされた日本側資金にかかる融資ス

キームのうち、試験的事業のスキームについては、第１段階のそれを踏襲する

ことに若干の意見があったものの、大きな意見の相違はなかったが、本格事業

のスキームについては、多くの意見があり、海外経済協力基金の一般案件融資

を本邦法人の日伯農業開発協力株式会社を通ずる通常の方式で行うことは関係

者の間で大きな意見の相違があり、激しい議論が交わされた。 
まず、海外経済協力基金の一般案件融資で対応すること自体は大方の関係者

がこれを認めた。当時海外の開発事業に対する制度金融としては、海外経済協

力基金の一般案件融資、直接借款及び日本輸出入銀行のバンクローンがあった。

本格事業は、日伯農業開発協力株式会社が出資する農業開発会社が行う事業で、

融資の条件にセラード開発の特殊性から緩和される必要があった。従って事業
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の性格に最も適合したものは海外経済協力基金の一般案件融資であった。直接

借款は低所得国を優先的に対象とし、かつローカルコストに対する融資が困難

で、日本輸出入銀行のバンクローンは融資条件が相対的にハードである等難点

があった。 
しかし、海外経済協力基金の一般案件融資が適当であるとはいえ、これを本

邦法人の日伯農業開発協力株式会社に融資する通常の方法をとることについて

は強い異論があった。本格事業は試験的事業の成果を応用して行う事業ではあ

っても、試験的事業と同様公的性格の強い経済協力事業であり、両国ともナシ

ョナルプロジェクトとして推進するものであり、また日伯農業開発協力株式会

社は物的担保とはなり得る資産がなく、保証人による担保も不可能で、会社設

立の経緯からしても増資や株主保証も不可能である。従って一般案件融資によ

る場合には試験的事業と同様伯中央銀行に対する直接貸付の特例措置を講ずる

のが当然であるというのが、それであった。 
他方、この主張に対しては、本格事業と試験的事業とはやはり性格を異にし、

本格事業は通常の開発事業とみるべきであり、これに試験的事業と同様な直接

貸し付けの特例措置をとることは困難であるとの反対意見があった。一般案件

融資は本邦法人又は本邦法人に対する国内融資を建前としており、対外直接貸

付を行った前例もない。仮に一般案件による伯中央銀行への直接貸し付けの特

例措置をとると同じ海外経済協力基金の直接借款と実質的に同じものになり、

また、それは日本輸出入銀行のバンクローンとも類似のものとなり、融資分野

の調整問題を新たに生ずる恐れがある。いずれにしても特例措置は制度にかか

る問題だけに極めて困難であるというのが、それである。 
この直接貸し付けの特例措置をめぐる両論にはそれぞれ相応の事情があり、

それに応じた条件が満たされない限り、妥協は困難であった。従って、その解

決の方法としては、日伯農業開発協力株式会社を経由する一般案件の通常の方

法をとり、その際には同会社に負担が及ばず、かつ債権保全が可能とあるよう

な措置をとること以外に方法はなかった。従って各省間では、直接貸し付けの

特例措置をめぐる検討と並行して、一般案件の通常の方法をとる場合の日伯農

業開発協力株式会社の負担の回避策についても検討が進められた。しかしこの

措置が制度にかかる問題を含むだけに検討は容易に進まなかった。 
この過程で海外経済協力基金は、債権保全上の原則からして直接債務者に対

する請求権を初めから放棄する訳にはいかないが、日伯農業開発協力株式会社

の設立の経緯や実情からみて、物的担保や株主保証、投資保険請求権の質入も

考えてみたが、買い付け担保方が伯中央銀行であること等から無理である。残

る対応策として伯政府の保証が直接基金になされることを期待しており、その

可能性を探ることも必要と考えるが、それが不可能となった場合は債権譲渡に
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よる債権保全策をも検討しているとし、問題の解決に努力する意向を示した。 
一方日伯農業開発協力株式会社は、政府側の検討と併行して調査検討を独自

に行い、大統領訪日直前の５月には重役懇談会、取締役会を開催し、政府関係

者の出席を求め、政府側の検討状況を聴き、対応策を協議した。その際出席し

た政府関係者の説明は、本格事業の融資スキームとしては、日伯農業開発協力

株式会社を経由する伯中央銀行への貸付の方法をとらざるを得ないというのが

各省関係者の意見であり、会社に負担をかけないで、この方法をとることは出

来ないか検討中であるとのことであった。これに対し役員から強い反対意見が

出された。会社は協力事業推進のため設立された会社ではあるが、起こり得べ

き伯側の債務不履行の責任を負う筋はない。負担をかけないで行う方法と言っ

ても可能かどうか疑問である。結局は会社に負担が及ぶということになっては

困るとの意見であった。協議の結果、今後の政府の方針に対応して、伯側の債

務不履行の責任を会社が負うことにならない方向で更に検討することとした。

このように日本側資金にかかる融資スキームについては関係者の意見がまとま

らず、日本側からの貸付条件案とともに大統領訪日後引き続き検討することと

し、大統領訪日に際しては原案により対応することとなった。 
事業の概要については、これまでの伯側との協議の際日本側で検討されてお

り、また技術的事項はＦ/Ｓ調査で検証されたこともあり、関係者の間で大きな

意見の相違はなかった。開発規模については、歯止めの措置が必要との意見の

ほか、財政当局から事業費の妥当性について過大ではないかとの指摘があった。

確かに事業費をヘクタール当りで見ると、第２段階は第１段階の約１，０００

ドルに対し、約２，０００ドルと倍増した。しかしこれは、当時のインフレに

よる資材等の実質的値上がりのほか、初期投資を第１段階の２年としたのに対

し３年とし、予備費を計上する等経済情勢の悪化に対応した措置をとったため

であった。また、農業開発会社の役割や運営財源については、＊＊＊の意見も

あったが、これは大統領訪日後改めて伯側と協議することとなった。 
このように日本側資金の融資スキーム等幾つかの問題は先送りしたものの、

事業の基本的枠組みがほぼ固まってきたのを受け、大統領訪日に先立って５月

２２日、第１段階と同様、日本側の援助につき閣議了解を行った。 
 
２、フィゲレイド大統領の訪日と共同発表並びに具体的枠組みの合     

意 
（１） フィゲレイド大統領の訪日と共同発表   
 フィゲレイド大統領は国賓として１９８４年５月２３日訪日した。大統領に

はゲレイド外務大臣、ジョスト農務大臣、デルフィンネット企画大臣等多くの

高官が同行した。大統領の訪日に先立ち５月中旬、農業開発会社は、ジョスト
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企画大臣、ベンチュリー国土担当大臣、ヌンクレッドミナス・ジェライス州知

事等をイライ地区コスエル農協のサイロ落成式に招待し、式後参列者は現地を

視察し、開発事業の成功を高く評価した。その模様は新聞、ラジオ、テレビを

通じ報道され、大統領訪日を前にして日伯農業開発協力事業についての一般の

関心を高め、その重要性を再認識させた。 
 中曽根総理（当時）と大統領は５月２４日会談し、双方が関心を持つ諸問題

につき広汎な分野にわたって意見交換を行ったが、農業分野の協力については、

第１段階試験的事業が大きな成果を収めたことに満足の意を表明するとともに、

協力計画の拡大に関し、総理より１５万ヘクタールを上限として必要と見込ま

れる総事業費約７００億円を両国で折半、そのうち日本側の分については民間

銀行から所要の融資が行われることを前提として、政府関係機関から２７９億

円までを融資する意図表明を行った。これに対し、大統領は伯側においても事

業の円滑な実施のため所要の措置をとる旨述べ、双方合意した。 
 両国政府は、総理と大統領との会談後共同新聞発表を行い、第９項で同様趣

旨の発表を行った。この総理と大統領との会談によって８２年６月当時の鈴木

総理訪伯の際に行った日本の協力の意図表明は具体化し、協力計画の拡大が漸

く本決まりとなった。これに伴って日本側は融資スキームの調整等残された問

題の解決を図り、具体的枠組みの合意を急ぐこととなった。 
 このため日本側では、融資スキームのあり方、特に本格事業のスキームの検

討のほか、事業の具体的枠組み、特に農業開発会社の役割等について検討を進

めた。このうち本格事業の融資スキームについては日伯農業開発協力株式会社

を経由する一般案件融資による場合の会社の負担の回避等についても政府関係

者の意見調整を進めたが、たまたまこの時期が人事異動の多い時期で担当者の

交代が相次いだこともあって、予定通りの調整が出来なかった。９月に入り、

この問題の調整を促進するため、まず関係省庁により、本格事業については日

伯農業開発協力株式会社を通ずる経済協力基金の一般案件によることとするが、

会社の実情や意向に十分留意して対処する旨の方針案を中心に検討したが、文

書による了解は一部省庁の反対によって出来なかった。また事業の枠組みにつ

いては、農業開発会社の役割や運営財源につき意見の調整を進め、７月には合

意議事録案を作成する等検討を進めたが、融資スキームと同様、担当者の人事

異動等によって予定より遅れた。 
 この間日伯農業開発協力株式会社は、事業の枠組みの検討に参加するととも

に、本格事業の融資スキームが会社を通ずる一般案件融資の方法とされた場合

の会社の負担の回避策について会社の主要役員に改めて意見を聴き検討を進め

た。役員の意見は依然厳しく、この事業は大統領と総理の間で合意した政府主

導の案件である。ブラジルの債務不履行は現実の事態となっており、起こり得
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べきリスクは当然に政府が負うべきである。仮にこの方法をとる場合には少な

くとも会社が負担を負うことはないとの強い意見であった。会社は負担の回避

のため必要な措置について具体的な検討を始めた。 
 また、伯側では、事業の枠組みや農業生産者に対する融資条件、農業開発会

社の役割、運営財源等の検討を行い、６月には合意議事録の案を作成するなど

作業を進めた。しかし、これらの問題のうち、融資条件や農業開発会社の運営

財源についての調整は、ＩＭＦの監視下にあることもあって遅れ、９月頃まで

日本側との合意議事録案の協議は出来なかった。 
 
（２）本格事業の融資スキームの調整   
 この頃ブラジル経済は、インフレの昂進、債務問題の深刻化に悩まされなが

らも、貿易黒字は８３年の６５億ドルから８４年には１３０億ドルに達する見

込みとなり、成長率も８３年のマイナス２．８％からプラス５％以上に回復す

ると見通され、急速に好転した。一方政界では８５年１月の大統領選挙を前に

一時盛り上がった大統領直接選挙の動きは抑制されたものの、相次ぐ与党議員

の離党、新党の結成、与党分派議員による自由戦線の旗揚げ、これとブラジル

民主運動党との民主連合の結成等民主化の動きが加速度に進展した。伯側は新

政権の成立するまでに是非とも第２段階の事業が開始出来るようにするため合

意議事録による具体的枠組みに関する合意を急ぎ、１０月初めに正式に合意議

事録の修正案を提出し、関係者が訪日して協議したいと申し入れて来た。 
 日本側も具体的枠組みについては、先述のとおり７月に第１次検討案を作成

し、関係者の意見の調整を図っていたが、伯側の修正案に対応してこれを再検

討するなど作業を急いだ。また、懸案の本格事業の融資スキームについては、

前述のように、政府の基本方針の決定は出来なかったが、１０月初めに至り、

経済企画庁は日伯農業開発協力株式会社を経由する一般案件融資による場合に

は、基金の会社に対する貸付にあたり、会社から、将来債務不履行の事態が生

じた場合、伯中央銀行に対する債権の譲渡を受けること及び伯政府に債権譲渡

後は伯政府の保証が基金に対して有効であることを保証状に明記することを合

意させることを条件に、無担保、無保証で貸し出しを行うことも可能であると

の見解を表明した。これを受けて関係省庁は基金と会社の間で直接協議を行わ

せることにした。 
 海外経済協力基金と日伯農業開発協力株式会社は、この政府の方針に基づき

正式に協議を始めた。しかし、債権譲渡を条件に無担保、無保証の貸し出しを

行う政府の方針は決定したものの、その具体的方法や措置等については、通常

の金銭貸借交渉と異なる多くの困難な問題がある上に、対象が多額の金銭の貸

借に伴うリスクにかかるものであり、その回避策は制度にかかるものをも含み、
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両者の立場の相違もあって話し合いは容易に進展しなかった。結局政府関係者

を交えて協議した結果、両者の考える会社の負担の回避に必要な措置案を出し

合って改めて協議を行うこととなった。このため会社は、負担の回避に必要な

特別措置を列挙し、基金並びに政府にその可能性の検討を要請した。会社の要

請した主な措置と、これに対する基金の見解は次のようなものであった。 
 会社の要請した主な措置は 
１）債権譲渡に関するもの    

   債権譲渡は会社の負担する債務の代物弁済として行う。従って債権譲渡

が行われる場合は基金と会社との間の債権関係は消滅する。 
   債権譲渡は、会社の伯中央銀行に対する貸付契約に規定する停止条項が

相当期間継続して改善されず、期限の利益の喪失を宣言すべき事態となり、

その他デホルト等伯側の債務不履行により会社の債務の履行が困難となっ

たとき、当然に行う。 
   上述の債権譲渡については、予め伯中央銀行及び伯政府の無条件の承諾

を取り付け、その旨貸付契約及び保証状に明記する。 
２）免責    

   伯側の債務不履行が上記の事態に至らない場合でも、基金は会社に対し

て履行の権利のほか、損害賠償の請求をせず、政府関係者との協議により

会社が責任を負うことにならない方向で解決することとし、その旨文書に

よる確認を行う。また強制執行をしない旨の特約を行う。 
３）費用の負担     

   この契約に関する費用は、会社が実質的に負担することにならないよう

両者協議して適切な措置を講ずる。 
４）関係各省の了解    

   関係各省において契約の締結及び履行にかかる意見の相異又は紛争解決

のため必要な協議、伯政府との交渉等を行い、事業の円滑な推進を図る旨

覚書による了解が行われることを要請する。 
 その他、契約書において損害賠償、強制執行認諾の特約条項を設けないこと

取引銀行に特別勘定を設けること、伯中央銀行に対する貸付契約に特別の措置

を設けること等であった。 
 これに対する基金の見解は、 
１）債権譲渡については、代物弁済として行う債権譲渡では、実質的に伯中央

銀行に対する直接貸し付けとなり、政府の了解が得られず、譲渡担保とせざる

を得ない。また代物弁済では公的債務と見做され、基金が不利益を蒙ることに

もなる。譲渡のタイミングを伯側の債務不履行の事態に伴って当然に行うこと

とするのでは、基金として判断の余地がなくなる。 
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２）免責に関して、基金としては初めから請求権を放棄することは出来ない。

契約証書も定型によらざるを得ない。覚書等によって会社に負担がかからない

ようにすることは出来る。 
３）費用については、会社に負担がかからないように具体的な措置の検討が必

要である。 
４）関係各省の了解については会社とまったく同意見である等であった。 
 関係各省及び経済協力基金では、会社の要請した措置を中心に検討を進めた

が、その間後に述べるように伯側との具体的枠組みに関する合意議事録（案）

の協議が行われたため、検討は中断した。１１月初めに至り合意議事録の協議

が一応合意に達し、残るは融資スキームの調整のみとなった。 
 海外経済協力基金及び日伯農業開発協力株式会社は政府関係者を交えて協議

を再開したが、依然両者の意見の調整は進まなかった。この間政府部内では、

債権譲渡を会社の主張に沿って代物弁済として行う方向で協議が進められた。

その結果、１１月下旬に至り、代物弁済としての債権譲渡を認め、これが行わ

れた場合基金が持つこととなる伯政府に対する債権は直接借款を行ったものと

は解さないとの特例措置を講じ、また事業は必要に応じ関係各省の協議のもと

に進めることとなった。また、免責や費用の負担等の重要事項についても、基

金は会社と協議し、必要があれば覚書等により特別措置をとることも可能であ

る旨了解した。債権譲渡後の伯政府の保証が基金に及ぶことの伯側の了解も可

能な見込みとなった。 
 このように経済協力基金及び政府の特別の措置により会社の負担は回避され

る見込みとなったため、会社は１１月末に推進懇談会、１２月初めに取締役会

を開催し、拡大事業の推進と本格事業における会社を通ずる一般案件融資につ

き取締役会としての大筋の了解を求めた。取締役会には関係各省庁及び基金、

国際協力事業団の担当者が出席し、政府として十分な配慮を払う旨発言した。

出席取締役からは、この事業は政府が責任を持つべきものであり、制度を変更

してでも行うべきであるが、会社を通ぜざるを得ないのであれば止むを得ない。

省庁間の了解のみでは不十分であり、基金と会社との契約において、会社が負

担を負わないことを明確にし、株主の十分な了解を得るための手続きを慎重に

行う必要があるとの意見が出された。協議の結果、取締役会は拡大事業の推進

と本格事業の融資スキームにつき大筋了解し、必要な定款の変更、基金との貸

付契約のつめ等を行うことを承認した。これを受けて関係各省庁では、先の融

資スキームに関する了解を文書により行なった。また、基金は本格事業の融資

スキームがほぼ固まったことを受け、伯国にプロジェクト審査ミッションを派

遣した。 
 なお、民間銀行の協調融資については、７月初め民間銀行に対する第２段階
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事業の説明会を開催し、政府側は第１段階の場合と同様、協力を要請した。民

間銀行はかねてから対伯貸付残高をこれ以上増やすことに難色を示し、国際銀

行団の対伯支援の一環として邦銀の行う枠内で再貸し出し（リレンティング）

によって対応したいとし、伯側との協議を進めることとした。その後１０月に

は日本長期信用銀行（当時）が幹事銀行となることが決まり、１１月末には担

当者が訪伯して協議を進めた。 
 
（３）具体的枠組みの合意と合意議事録の署名 
 事業の具体的枠組みについては、これまでの累次の両国間協議、日本側協力

案の策定、日本側融資スキームの調整によって基本的に重要な事項は大半決着

し、残る主な問題は伯側からの第２段階以降における５０万ヘクタールの開発

を目標とした段階的拡大の要望の扱い、農業開発会社の役割、任務（業務）、運

営財源の最終的調整、特別プログラムによる融資の規定、その他日本側からの

伯中央銀行に対する融資にかかる元本、利子等についての免税措置等であった。 
 伯側協議ミッション（池田企画大臣補佐官、山中農務大臣補佐官）は８４年

１０月末来日、１１月初めまで日本側との協議を行った。最初の伯側要望の５

０万ヘクタールの開発を目標にした協力計画の段階的拡大については、ミッシ

ョンは第１段階の合意議事録と同様、評価に基づいて段階的拡大について協議

する旨の記載を強く主張した。これに対し日本側は、第２段階の実施により、

協力事業はセラード地帯の５州に及び、セラード地帯の農業開発のモデルが出

来上がることにもなるので、第２段階以降の段階的拡大は将来の問題として、

合意議事録では触れないこととしたいとした。協議の結果、ミッションも了解

し、日本側のとおりとした 
 次に農業開発会社については、双方ともこれを事業実施の面で責任を負うも

のとして位置付けたものの、その役割、任務（業務）、運営財源については両者

の間に大きな開きがあった。役割については、伯側は第１段階の末期から主張

してきたようにコーディネーター（調整機関）として連邦政府、州政府等との

調整を主な役割として業務を行うものとし、伯側議事録案では事業実施の項目

の中で連邦政府、州政府等と並んでその旨記載していた。これに対し日本側案

では、行政面では連邦農務省が中心となり、政府、関係機関との調整に当たり、

実施の面では農業開発会社が中核となり連邦農務省と協議しつつ事業を推進し、

両者の連携、協調を図ることとし、独立の項目を設けてその旨記載した。この

ことは第１段階において連邦政府と州政府の間でとかく意見の相違を来たした

経験のほか、第２段階においては規模が大きく地域も５州にまたがることから

連邦農務省の主導とする関係機関の調整と、農業開発会社の実施主体としての

活動による推進体制の確立が必要であるとの考え方に基づくものであった。協
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議の結果、伯側も了解し、議事録に独立の項目を設け、その旨記載することと

した。 
 次に農業開発会社の任務（業務）については、伯側は当初はこれを入植適地

の選定、事業参加者（入植農家、参加農協、参加企業）の選定、農協の作成し

た入植計画の承認、展示農場の運営、事業参加者の事業実施上の監督等に限定

していたが、修正案の段階で日本側案を考慮して当初案の農協の作成した入植

計画の承認に代えて、入植地建設基本計画の作成とし、新たに事業参加者の事

業計画の作成、事業参加者の申請する融資手続きの援助及び事業参加者の技術

指導を加え、日本側にかなり歩み寄った。これに対し日本側は、伯側案の事業

参加者の事業計画の作成及び融資手続きの援助に代えて、事業参加者の融資申

請に先立つ事業計画の作成及び審査、技術的妥当性の観点からの融資代行機関

に対する文書による融資の承諾とし、新たに伯中央銀行の融資基準の作成への

参加、融資代行機関と共同して行う融資手続き規定の作成を加え、融資の適正

化のため農業開発会社に資金の流れをチェックする権限を与えた。協議の結果、

伯側も日本側の意図を了解したが、事業参加者の事業計画の審査及び代行機関

に対する文書による融資の承諾はプロジェクト契約で提出することとし、合意

議事録では、技術的妥当性を基に、事業参加者に対する事業計画の作成に改め、

その他の事項は日本側意見のとおりとした。 
 農業開発会社の運営財源に関する協議は最後まで難航した。双方とも第１段

階の経験から運営財源を合意議事録に明記し、確保することは累次の協議で合

意していたが、その方法や額についての伯側意見はその都度二転三転した。合

意議事録の当初案では、確保する財源は、農協との約定に基づき農家の営農計

画作成手数料として事業参加者から事業費の２％、監督手数料として当初３カ

年間融資残額の１％及び融資利用状況の監督手数料として伯中央銀行から融資

総額の１％としたが、修正案の段階では、これを変更して農協との約定に基づ

き、営農計画の作成及び技術指導手数料として、事業参加者から当初３年間事

業費の２％及び融資利用状況監督手数料として伯中央銀行から契約期間中融資

残高の０．５％に改めた。これに対し日本側は、入植地基本計画作成手数料と

して事業参加者から土地取得費の１０％、営農計画作成手数料として融資額の

２％、営農技術指導手数料として融資額（生産費を除く）の２％及び融資監督

手数料として伯中央銀行から融資残額の１％をそれぞれ徴収することとした。 
 この運営財源の確保についての双方の意見は、その額がそれぞれの業務に必

要な経費をそれぞれの立場で推定した融資手数料を基礎とするものであるだけ

に、双方ともこれを簡単に変更することは出来なかった。結局協議の結果、合

意議事録には、日本側案の営農計画の作成手数料及び融資監督手数料のみを記

載することとし、入植地建設基本計画作成手数料及び営農技術指導手数料は別
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途農業開発会社と事業参加者との約定により会社が支払いを受けることとし、

政府関係者による覚書（ｍｉｎｉｔｓ ｏｆ ｍｅｅｔｉｎｇ）にその旨規定

し、漸く決着した。 
 特別プログラムによる融資について日本側案では、両国から供与される事業

資金による特別プログラム基金の形成、それの本格事業、試験的事業との区分、

融資代行機関の日伯双方協議による指名、決定、特別プログラムの作成、公表、

特別プログラム基金からの貸付の融資条件の基本原則及び融資対象等を規定し

た。これは第１段階の合意議事録でも特別プログラム基金の形成等は規定して

おり、特に第２段階では、事業規模が大きく、その内容が本格事業と試験的事

業に分かれ、かつ地域も５州にわたること等の特殊性から、特別プログラムに

よる融資の重要事項を規定する必要があるとの考え方によるものであった。協

議の結果、伯側も了解し、日本側案のとおりとすることとなった。 
 その他日本側から、伯中央銀行に対する融資にかかる元本、利子等について

の免税措置は、融資の不可欠の条件となるので合意議事録に記載するよう求め

た。伯側は大蔵省の所管事項であるとして留保した。その他日本側から、基幹

的インフラストラクチャーの整備はその重要性から独立の項目とすることを提

案し、伯側も了解した。なお、日本側から合意議事録に基づいて締結する融資

関連契約を従来の基本計画、プロジェクト契約及び融資契約の３契約を基本契

約とプロジェクト契約を一本化したプロジェクト契約と融資契約の２契約とす

ることを提案し、了解を得た。このようにして協議は免税措置を除き終了し、

合意議事録案は概ね合意に達した。 
 １２月初めに至り、先に述べたように本格事業の融資スキームの調整が日伯

農業開発協力株式会社の取締役会で大筋了解され、ひと先ず決着し、民間銀行

のリレンディング方式の貸付及び免税措置も伯中央銀行及び大蔵省の了解が得

られる見通しとなった。これを受け１２月１１日東京において堂ノ脇外務省中

南米局長とアルブケルク伯農務省次官との間で合意議事録に署名し、また、担

当課長の間で前記運営財源に関する覚書に署名した。合意議事録の署名により、

今後はこれを指針として実施機関により事業実施の準備を進めることとなった。 
 合意議事録は９項目より成り、第１項では第１段階合意議事録と同文の協力

計画の目的（意義）を掲げ、また第１段階の事業が合同評価において予定通り

成功裡に進捗しており、農業開発会社については効果的な活動が認められたこ

とを述べている。 
 第２項は事業の内容について述べ、第２段階においては、第１段階の成果を

応用し得る地域で行う本格事業と、新たに試験を実施する必要な地域で行う試

験的事業が行われ、前者はミナス・ジェライス、ゴヤス、南マットグロッソ州

で１０万ヘクタールの規模で行われ、基幹作物として大豆、とうもろこし、小
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麦等がコーヒー等と合理的に組み合わされ栽培され、後者はバイア及びマット

グロッソ州で５万ヘクタールの規模で行われ、基幹作物として大豆、陸稲等が

コーヒー、柑橘、畜産等と合理的に組み合わされ栽培されるとしている。 
 第３項は、前述の連邦農務省及び農業開発会社の役割を規定し、連邦農務省

は、連邦、州政府及びその関係機関との調整を図り、農業開発会社による事業

の推進に支障を生じないよう最大の努力を払い、農業開発会社は事業実施の中

核として、連邦農務省と協議しつつ、農業生産者、農協、関連する企業（以下

事業参加者という）を選定し、事業の推進に最大の努力を払うとしている。 
 第４項は、事業資金の規定で、資金総額は６９７億９千万円で、うち本格事

業が４９２億１百万円、試験的事業が２０５億５千９百万円で、海外経済協力

基金の融資が供与される。日伯農業開発協力株式会社、国際協力事業団及び民

間銀行（以下「日本側」という）及びブラジル連邦政府（以下「ブラジル側」

という）により折半で賄われるとしている。 
 第５項は、事業資金の供与及び支払いに関する規定で、資金の供与は、第１

段階と同様の方式により日伯双方より同時、同額で行われ、ブラジル中央銀行

はこれにより第２段階のための本格事業と試験的事業に区分したＦＵＮＡＧＲ

Ｉ（農業と工業のための総合基金）の副勘定を形成し、次項の特別プログラム

に従って融資代行機関を通じて事業参加者に供与される。支払いについては、

第１段階と同様ブラジル側は日本側資金に係る、起こり得べき為替差損防止の

責任を持ち、日本側からの円建て融資に対する元本の返済及び利子の支払いを

保証する。また日本側資金に関しては前述の免税措置が講ぜられるとしている。 
 第６項は、特別プログラムに基づく融資に関する規定である。事業資金はブ

ラジル中央銀行の特別プログラム基金を形成し、それぞれ本格事業と試験的事

業に区分される。日本側とブラジル側は協議の上、融資代行機関を指名、決定

する。連邦農務省とブラジル中央銀行は事業参加者に対する融資の基準となる

特別プログラムを通貨審議会に提示し、その承認を経て公表する。この基準は

セラード地域内の他の農業制度金融より不利とはならない。なお試験的事業の

基準は事業の試験性に留意し、優遇する。特別プログラム基金で維持される資

金は、融資代行機関を通じ、融資を受けようとする事業参加者の事業計画が特

別プログラムの基準や必要条件に適応、合致しており、かつ融資代行機関と農

業開発会社が共同で設定した融資手続き規定に従い、農業開発会社のフィージ

ビリティー・スタディを受けることを条件に貸付の形で供与される。貸付の対

象は、事業参加者による固定及び半固定投資、営農費、土地取得のための融資

のほか、事業推進のために必要なその他の融資としている。 
 第７項は、農業開発会社の任務（業務）と運営財源の規定である。先述のと

おり、農業開発会社は事業実施の中核として、入植適地を明らかにすること、
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事業参加者の選定基準を作成し、選定すること、特別プログラムの作成に協力

すること、融資代行機関と共同で融資手続き規定を作成すること、取得された

土地の団地ごとに入植地建設基本計画を作成すること、技術的妥当性を基に事

業参加者に対する事業計画を作成すること、農業生産者に対する営農技術指導

を行うこと、事業参加者に対し融資資金が適正に使用されるよう指導、監督す

ること、必要に応じ土地を取得し展示農場又は種子生産、配布のための農場を

設置、運営すること、その他事業の円滑な推進に必要な措置を講ずることとし

ている。運営財源としては、営農計画作成手数料として融資額の２％を事業参

加者から徴収すること、融資監督手数料として契約期間中毎年融資残高の１％

を融資代行機関を通じてブラジル中央銀行から徴収することとしている。 
 第８項は、基幹的インフラストラクチャーの整備について、連邦政府、州政

府がこれを行うことを明らかにしている。 
 最後の第９項では、事業の具体化のため、両国関係者の間でプロジェクト契

約及びプロジェクト契約の規定に従い決定された条件に基づき、日本側とブラ

ジル中央銀行との間で貸付契約の締結の措置がとられることを述べている。 
 このように、第２段階の合意議事録は、基本的には第１段階のそれを踏襲し

たが、内容的には、第１段階の事業をその成果を応用し得る地域で行う１０万

ヘクタールの規模で大豆、とうもろこしの栽培を中心とした本格事業と、新た

に試験を実施する必要のある地域で行う５万ヘクタールの規模で大豆、陸稲の

栽培を中心とした試験的事業の合計１５万ヘクタールに拡大、発展させるとと

もに、第１段階の経験を踏まえ、事業の大規模化、広域化に対応した必要な改

善、充実の措置を講じたものであった。 
 その第１は、事業の推進に当たり行政面におけるブラジル農務省の政府、州

政府、関係機関との調整の役割と、実施面における農業開発会社の事業実施の

中核として農務省と協議しつつ事業参加者を選定して事業を推進する役割を明

確にした。 
 第２は、第２段階に必要な事業資金は約７００億となり、これを日本側の海

外経済協力基金の融資が供される日伯農業開発協力株式会社、国際協力事業団

及び民間銀行並びにブラジル連邦政府からそれぞれ折半により、本格事業に約

４９０億円、試験的事業に約２１０億円の資金が賄われる。事業資金の供与及

び支払いは第１段階と同様双方から同時、同額で行われ、日本側資金に係る起

こり得べき為替差損はブラジル側が責任を持つことを明らかにした。 
 第３は、事業資金は第１段階と同様、特別プログラム基金を形成し、特別プ

ログラムの基準等に従って、融資代行機関を通じて事業参加者に融資される。

その基金は本格事業勘定と試験的事業勘定に区分され、また、融資代行機関は

両国協議の上、指名、決定することとした。 
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 第４は、農業開発会社の任務（業務）について、従来の入植地の取得、分譲

に代えて、参加農協の取得する入植適地の判定を行い、また、新たに融資の監

督を行うこととする等改善を加え、第１段階で最大の問題であった運営財源に

ついても確保の措置が講ぜられた。 
 第５は、基幹的インフラストラクチャーの整備について、連邦政府、州政府

の責任を明確にした。 
 
３、農業開発会社の経営の再建   
（１）サンタローザ入植事業の実施     
 ８３年５月、サンタローザ入植事業に対する資金手当てが通貨審議会で承認

されたのを受けて、農業開発会社は事業実施に本格的に着手した。前章で述べ

たとおり、サンタローザ入植事業は、８０年初め農業開発会社が土地分譲代金

の有利子運用と、資産構成の健全化を維持する目的で、パラカツ郡エントロリ

ベイロのサンタローザ農場の土地を取得したのに始まり、その後会社の経営問

題と深く関わりつつ、両国関係者の意向やブラジルの経済情勢の影響を受けて

紆余曲折を辿ったが、結果的には第２段階が始まるまでの過渡期のつなぎ事業

となり、セラード開発の上から、また会社の経営維持のため重要な事業となっ

た。この事業は事業資金が伯側で賄われ、協力事業ではなかったが、イタイプ

発電所の水没農家等多くの希望者に職を与えてセラード開発し、またそれに伴

う収益は過渡期の会社経営の維持を可能にした。 
 サンタローザ農場の土地は、パラカツ市の東北７５キロメートル、パラカツ

川とエントレリベイロ川の合流点に位置し、面積１３，２１０ヘクタール、地

形は緩波状丘形で機械化に適し、土壌は暗赤色ラトソール及び赤黄色ラトソー

ルが７０％を占め、その肥沃度はセラード土壌の範囲で低いものから高いもの

まで場所によって異なるが、概して良好である。標高は５００～５４０メート

ルと低く、境界の８０％は河川で、域内にも中小の川があり、水源は豊富で灌

漑の可能性がある。降雨は１０月から３月に集中し、年間降雨量は１，３００

ミリメートルである。この土地には、パラカツ市から７５キロメートルのうち

５７キロメートルまではポロセントロ計画により砂利敷きの標準道路が整備さ

れ、また地区の先端まで３相の電化幹線が整備されていた。標高が低いことも

あってコーヒーや小麦の栽培は困難であるが、大豆、とうもろこし、ソルガム、

ヒマワリ、果樹等の栽培に適している。また機械化の困難なところは畜産的利

用が可能である。 
 農業開発会社は、地域の特性に応じ、数次に渡り入植計画を立てて来たが、

事業資金の融資条件が厳しくなったことを受け、計画の見直しを行い、必要な

修正を加え、最終的な計画を作成した。先ず入植地は総土地面積のうち約３，
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０００ヘクタールを会社の農場として残し、残りの約１０，０００ヘクタール

のうち約７割を農耕地とし、残りを保留地、インフラ用地とした。農耕地は、

当初計画では２０％の保留地を含め約３２０ヘクタールのロッテ２９に配分し

ていたが、融資条件、特に融資率が従来より厳しくなったこと等から伯政府と

協議の上、川沿いで灌漑の可能な場所はロッテの規模を縮小して１６０ヘクタ

ール、２４ロッテとし、残りの３２０ヘクタール、１７ロッテと合わせて全体

で４１ロッテに修正した。 
 インフラ用地については、入植地の中央を長辺に沿って直線の幹線道路を設

け、その両側にロッテを配置するとともに、入植地がパラカツ市より７５キロ

メートル離れているため、中央に約９６ヘクタールの中心地を設け、農協の生

産物、資材倉庫、修理工場、燃料ポスト、学校、診療所、事務所、滑走路等を

設けることとした。このほか、支線道路４１キロメートル、橋梁３箇所、電化

支線の建設、補修を予定した。 
 入植者については、原則的に第１段階の選定基準により、半数をミナス・ジ

ェライス州出身者、残りをイタイプ発電所水没農家等から選定することとした。

事業の実施が遅れ、また融資の条件が厳しくなったことから、基準にかなった

入植者の選定が出来るかどうか危ぶまれたが、幸いにして土地条件が良好で、

また一般農業制度金融の融資条件が６月に改定され、金利が従来の消費者物価

指数の７０％から８５％に引き上げられ、この事業が相対的に有利となったこ

と等から、パラカツ農牧組合、イタイプ発電所水没農家を中心に多くの希望者

があり、６月末これら農家から３０数戸を第１次候補者として選定し、８月頃

までに残りの選定を終わった。入植者の選定に当たっては、融資条件が厳しく、

耕地の予定分譲価格もヘクタール当たり８万クルゼイロと高いため、自己資金

をかなり持ったものを対象とする必要があり、これまでの入植事業とは若干性

格を異にするものにならざるを得なかった。しかし、入植者の構成をみると、

既婚者が８０％を占めたが、年齢は３５歳未満が５６％で、平均年齢が３０．

６歳と若く、学歴も小中学卒の３２％に対し技術専門学校及び大学卒業者がそ

れぞれ３４％と高く、第１段階と同様優れた農業者であった。出身別にはミナ

ス・ジェライス州４６％、その他サンパウロ、パラナ州等南部出身者で、日系

農家も１３名を数えた。 
 参加農協は、地元のパラカツ農牧組合、コペルバック農協、融資代行機関は

ＢＤＭＧであった。営農計画の作成、技術指導はすべて農業開発会社が行い、

第１段階の経験を生かし、本社とパラカツ事務所の技術陣がこれに当たった。

また、ＢＤＭＧに要請し、第１年目の融資の監督を農業開発会社が行い、監督

手数料を確保した。事業に要する融資額は前述の通貨審議会が認めたとおり４

０億クルゼイロ（約２０億円）であった。 
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 事業は、農業開発会社が早くから準備、計画していたこともあって迅速に進

捗し、９月までに入植農家は全員ロッテに入植し、会社の作成した営農計画に

基づいて伐開、開墾、土壌改良に取り組んだ。伐開は民間業者３社が作業を実

施、石灰は農協が供給した。ＢＤＭＧは中央銀行との間で据置期間中の元加分

にかかる金融費用の扱いに手間取ったが、その後は順調に融資を進めた。コペ

ルバップ農協は、組合員へのサービスの充実のため専属技師を雇用し、中心地

内に２５ヘクタールの土地を購入し、倉庫、修理工場、事務所等の建設に着手

した。 
 このようにして、入植農家は８３年中に開墾開地を終わり、コンバインを除

く農業機械を総て整備し、８４年初めにかけて大豆約４，２００ヘクタール、

陸稲約２，２００ヘクタール、その他フェジョン等の作付けのほか、採草放牧

地を造成した。インフラストラクチャーの整備は、ミナス・ジェライス州ルー

ラルミナス（農業財団）により精力的に進められ、幹線道路４３キロメートル、

支線道路６５キロメートル、橋梁３箇所の建設を終わり、２８キロメートルの

電化幹線、３５キロメートルの支線の架設も終了した。しかし、８３/８４年度

は不幸にして他地区と同様この地区も激しいベラニコに襲われ、甚大なる被害

を受け、大豆と陸稲は全滅した。このような状況にあっても入植農家は、農業

開発会社、ＢＤＭＧ、ＢＥＭＧＥ保険会社の協力のもとに、捲土重来の意気に

燃え、再起に取り組んだ。特に農業保険の効果は絶大で、入植農家が再起出来

たのはこれによるところが多かった。農業開発会社は生産の安定のため、灌漑

施設の整備、電化施設の整備、果樹園の造成等の検討を始めた。 
 ８４/８５年度は、入植農家は土壌改良のほか、農機具、倉庫、住居等の整備

を終了し、大豆約５，３００ヘクタール、陸稲約１，９００ヘクタール、とう

もろこし約７０ヘクタールを作付けした。また肉牛も１５０頭となった。農協

は中心地にサイロ２基、乾燥機、パラカツ市内にサイロと乾燥機、種子生産施

設、倉庫等を建設した。 
 ８４/８５年度はベラニコの被害もなく、生産は順調で、大豆約１０，０００

トン、米約３，７００トン、とうもろこし１００トンの収穫を挙げた。 
 この事業により整備された農機具、施設はトラクター６０台、アタッチメン

ト６５０セット、収穫機３０台、車両４０台、住宅、倉庫各４１棟、石灰、肥

料２３，０００トン等であった。開発に伴う直接雇用は８５０人、間接雇用１，

７００人と推定された。地域の道路の整備により８４/８５年度には約２，００

０ヘクタールの周辺開発が行われた。 
 農業開発会社は、この事業により、８３年には土地分譲収益約４億４千万ク

ルゼイロ、技術援助手数料及び融資監督手数料約１億７千万クルゼイロ、資金

運用益約１億千万クルゼイロ、合計約７億７千万クルゼイロの収益を挙げた。
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また８４年度には技術指導手数料３億２千万クルゼイロ、資金運用益約１億１

千万クルゼイロ、合計４億３千万クルゼイロの収益を挙げた。８５年度も引き

続き技術指導手数了等の収益を収めた。これらサンタローザ入植事業の収益は、

会社の総収益に対し、８３年度では約６０％、８４年度でも約１０％にのぼり、

経営の再建、維持に大きく貢献した。 
 
（２）農業開発会社の試験場及び展示農場の運営   
 試験場においては、開発事業終了後の８２/８３年度は、国際協力事業団派遣

の専門家が任期を延長して業務を続け、８３年３月専門家の帰国後は日系技師

が後任者となって業務を続けた。しかし、当時農業開発会社は、既述のとおり

経営危機に陥り必要な運営費の支出が容易でなく、業務の継続が困難となった。

８１年７月のＥＭＢＲＡＰＡ、ＥＰＡＭＩＧ及び農業開発会社間の研究協力協

定も担当者の交代等により、十分機能せず、試験研究については協力が行われ

たが、資金面では各機関とも予算不足のため協力が行われず、ＥＰＡＭＩＧか

ら種子、肥料、農薬等の資材の現物供給を受けるにとどまった。協定では８３

年３月までに試験場のＥＰＡＭＩＧへの移管について検討が行われることにな

っていたが、３月になっても検討は行われなかった。 
 このため会社は、何とか早い機会に問題の解決を図るため同年９月、ＥＭＢ

ＲＡＰＡ総裁の仲介と承認により、試験場を次の条件でＥＰＡＭＩＧに無償貸

与することになった。 
 貸与の期間  ５年間、但し合意があれば延長出来る。 
 対象面積   試験場の用地２３５ヘクタール（インフラ施設、器材、備品 

等を含む） 
 試験場の利用 ＥＰＡＭＩＧは、農事試験場として用地の開発、施設を整備

し、パラカツ地域の農牧畜の技術研究を行う。 
 貸地人の権限 農業開発会社は、自由に試験場に出入りし、借地人から研究

内容、進展状況等の報告を受ける。 
 ＥＭＢＲＡＰＡの管理 ＥＭＢＲＡＰＡは契約の完全履行を管理し、農業開

発会社に無償貸与した器材をそのままＥＰＡＭＩＧに移管す

ることを承認する。 
 これによって農業開発会社は、これまで推進して来た試験研究が拡充、強化 
されるとともに、それについての会社の関与が認められる反面、経費負担から 
免れることとなった。 
 ＥＰＡＭＩＧは、８３年１１月に試験場を継承し、従業員を技師、技手４名、 
オペレーター、労務者等１４名とし、必要機材、施設の整備を図った。ＥＰＡ 
ＭＩＧは研究の拡充に意欲を燃やし、８３/８４年度にはコチア農協と協力して 
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品種の比較栽培を行ったほか、８種の品種比較試験を行った。８４/８５年度に 
は、稲、とうもろこし、ソルガム、大豆、小麦、フェジョン、マンゴー、牧草 
等１８件の試験栽培及び４件の適応性確認栽培を行った。 
 次に展示農場は、開発事業が終了し、展示農場としての役割を一応達成した 
ことから、今後は収益の確保に重点を置いて運営することとした。農場は引き 
続き技術担当取締役が分担し、現地には農場長を含め１１名の職員を配置し、 
従来からの本部のほか、穀作、コーヒー、畜産、機械、セントラルピポットの 
５部門の管理に当たらせた。 
 従業員は８５年現在で、オペレーター２６名、運転手９名、修理工５名、左 
官３名、牧童１４名等の常雇い６８名のほか、必要に応じて日雇い平均２８０ 
名、ピーク時の５～７月は４００名を雇用した。給与はオペレーター等で最低 
賃金の２～３倍程度、日雇いは作業の請負制をとり、日給月給で最低賃金を若 
干上回る程度を支給した。労働力は不足気味で、近傍集落はトラック、遠方集 
落は送迎用バスを運行するほか、身分保障（登録）を行い、宿泊施設を整備す 
る等確保に努めた。また機械、施設の保守整備に努め、コーヒーの収穫に備え 
乾燥機、天日乾燥場を整備し、また気象観測施設を整備した。 
 ８２/８３年度は、増大する優良種子の需要に応ずるとともに、収益の増加を

図るため、種子用大豆の作付けを１，２００ヘクタールと大幅に拡大する一方、

収益の少ない小麦の作付けはピポットセントラルによる灌漑のみに縮小した。

ピポットセントラルの利用は１年に平均２．５作とし、大豆、小麦、陸稲のほ

かサヤエンドー等の野菜を栽培した。これにコーヒーの栽培４７０ヘクタール

を含め総作付面積は約１，８００ヘクタールとなった。牧畜は約２，２００頭

の肉用牛及び乳用牛を飼育し、人工授精による種牛の繁殖、育成と肉用牛の肥

育を行った。 
 ８３/８４年度には、種子用大豆の作付けを約１，０００ヘクタールと若干縮

小し、新たにとうもろこし２００ヘクタールの作付けを行った。また灌漑によ

る作目を多角化し、フェジョン、大麦（ビール麦）グリーンピース、スイート

コーン等を栽培した。牧畜はフィードロットによる肉牛の短期肥育を行った。

この他自家用を兼ねて養魚、養蜂、養豚も始めた。更に８６年に小型アルコー

ル蒸留施設の建設を目指し、砂糖黍の苗床を造成した。なお、大豆優良種子の

需要増大に伴い、ＣＤＡＣ、Ｃ・ＦＯＧＯと協定を結び、両農場で大豆優良種

子の栽培を行わせ、技術指導を行った。 
 ８４/８５年度においては、穀作の中、灌漑による作目の多角化、拡充、砂糖

黍栽培面積の拡張等を行った。牛の飼育頭数はほぼ２，２００頭で概ね安定し

た水準を維持した。 
 この間、農場は作目の多角化のほか技術の改良に努め、穀作部門では、毎年

 24 



土壌分析結果による土壌の改良、ＥＭＢＲＡＰＡ等との協定に基づく適品種の

選定、栽培法、病虫害防除の改善等に努めた。 
 大豆の品種は、地域適品種として９種の基礎証明書つき種（ＩＡＣ－８、Ｕ

ＦＶ－１、ＤＯＫＯ、ＣＲＩＳＴＡＬＩＮＡ、ＳＡＶＡＮＡ、ＥＮＧＯＰＡ－

３０１、同３０２、ＮＡＭＢＡＲＩＡ）を生産した。また、とうもろこしはア

グロセレスとの協定に基づきＦ１のＡＧ－４０１、ＢＲ１２６、ＣＡＲＧＩＲ

１１０Ｓ、小麦はＩＡＣ－５、ＢＨ１１４６、ＢＲ－１０を栽培した。なお、

グリンピースについても公認の種子生産を始めた。 
 栽培法については、熟畑化に伴う土壌分析結果に基づく化学肥料施用量の改

善、牛糞の利用、緑肥作物の栽培等に努めた。また大豆の不耕起栽培を一部実

施し、ヘクタール当たり５１俵という好成績を収めた。牧畜については、セブ

種とオランダ種の人工授精による改良牝牛の繁殖、育成に努め、８４年から毎

年４月頃セリ市を開催し、８５年のセリ市では若牝牛約２５０頭の競売を行い、

遠方からも多くの牧場主が集まり好評であった。 
 このような技術の改良、高度化を背景に、８２/８３年度は早生大豆の収穫期

の長雨による被害を受けたほかは大きな気象被害もなく、８３/８４年度のベラ

ニコによる被害も小さく、生産性は年々急速に向上した。穀類は、８２/８３年

度には大豆約１，７００トン、ヘクタール当たり約１．５トンと目標に近く、

小麦が１５トン、ヘクタール当たり１．０トン、陸稲２２トン、ヘクタール当

たり１．８トンであった。８３/８４年度は大豆約１，７００トン、ヘクタール

当たり約１．６トン、とうもろこし約８４０トン、ヘクタール当たり約４トン

と良好であった。８４/８５年度は大豆約２，４００トン、ヘクタール当たり約

２．２トン、とうもろこし約８５０トン、ヘクタール当たり４．１トンと目標

収量を上回った。 
 このように穀物の収量は概して他の生産者の何れよりも良好で、その大部分

は種子用であった。また、灌漑小麦は８３/８４年度にヘクタール当たり約２ト

ン、８４/８５年度は実にヘクタール当たり３．３トンと全国平均の約２倍に達

した。コーヒーの収穫も８２/８３年度より始まり、８４/８５年度には約２００

トン、ヘクタール当たり０．４トンであった。牧畜部門においても改良牝牛の

生産性は高く、購入した牧場主から高い評価を受けた。牛乳の生産も日量６０

０リットルであった。 
 一方、生産物の価格は、穀物については大部分が種子用で、一般穀物より高

く、種牛も一般の評価に伴って有利であった。８３/８４年度はアメリカの熱波

の影響による大豆価格の高騰に伴って、種子用大豆は更に高騰した。種子用穀

物の価格は一般に普通の穀物の３０％高とされたが、この年は実に６倍にも達

し、８４/８５年度も続いた。このような価格の好調により予想以上の売上を収
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め、資材や労賃、金利負担の増大にも拘わらず、経営収支は年々黒字を記録し

た。特に８２/８３年度は約２億クルゼイロの純収益を記録し、前述のように農

業開発会社の経営危機の回避に大きく貢献した。また８３/８４年度は約２０億

クルゼイロの純収益を収め、会社の経費を賄ってなお余剰を生じ、８４/８５年

度も約５０億クルゼイロの純収益を挙げ、会社の経費のほとんどを賄った。 
 
（３）経営の再建    
 農業開発会社は、８３年６月の臨時株主総会において、経営の再建の方向付

けが行われたが、この重要な時期の６月末、岩瀬副社長が急病のため急逝した。

両国関係者は、同氏が生前協力事業の推進に得がたい人材であっただけに、そ

の死を惜しんだ。サンタローザ入植地では後日遺績を記念して新設した滑走路

に「岩瀬滑走路」と命名した。会社としては、重要な管理者を失ったが、過渡

期でもあることから、当面副社長は空席のままとし、補充を見送った。 
 職員は、上記臨時総会の決定に従い、第２段階が始まるまで本社１３名、パ

ラカツ事務所６名、展示農場１１名の合計３０名体制を維持した。 
 業務は、サンタローザ入植事業の実施、展示農場の運営のほか、第２段階事

業の準備に関連して、農務省に協力して情報の収集、調査、計画案の作成、関

係各州に対する情報の提供等を行い、コンサルタント事業の実施、新たな収益

源の発掘、技術者の研修、第１段階事業のフォロー等を行った。 
 このうち収益源の発掘については、８２年から８３年初めの経営危機以来力

を入れ、８４年にはミナス・ジェライス州の要請に基づくプロジェクトの作成、

吉田工業（ＹＫＫ）の農場の計画作成、事業の監理、ＭＯＮＴＲＥＡＬ ＥＮ

ＧＥＮＨＡＲＩＡ農場の計画作成等の事業を行ったほか、バイア州政府の西部

セラード開発計画に技術コンサルタントとして参加した。また、技術者の研修

については、会社内技術者に研修の機会を与えたほか、外部希望者に対しても

会社の主催する講習会等への参加等研修の機会を与えた。そのほか次節に述べ

るように第１段階事業をフォローした。 
 一方、経営の合理化については、臨時総会の決定に従い、小型コンピュータ

ーの導入、月次決算の報告等による事務の合理化、経費の一層の節減に努めた。 
 このようにして農業開発会社は、第２段階の事業の準備期間中に、政府、関

係者の協力、支援のもとに、サンタローザ入植事業を実施するとともに、展示

農場を充実し、コンサルタント事業等新たな収入源を発掘する一方、経営の徹

底的合理化を図り、第１段階終了後の経営危機から脱出し、経営を再建、維持

することが出来た。会社の損益は、８３年度以降黒字を計上し、８３年度は価

値修正後２億９千６百万クルゼイロの利益を挙げ、８４年度は８２年度に生じ

た繰越欠損を消却して１億９千４百万クルゼイロの利益を挙げた。８５年度は
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後述のとおり、第２段階の開始とともに人員が増加し、経費が増大したが、第

２段階関連の若干の手数料収入、後述のサンタローザ保有地の残りの土地の売

却（入植用）のほか、展示農場の収益等により引き続き４，４００万クルゼイ

ロの黒字を計上した。 
 財産の状況を８５年１２月現在でみると、自己資本は価値修正を含め約５２，

１８７百万クルゼイロ（約１２億５千万円）で、資本、負債総額の約９４％を

占めた。一方資産は、恒久資産が約６９％を占めた。そのうち土地はサンタロ

ーザ保有地の分譲により３５％と比重を下げたが、代替地の購入を予定して必

要資金も留保していたので、次年度以降は改善する見込みで資産構成の健全性

は維持した。 
 経営規模は縮小したものの、懸念された経営の再建は一応達成された。しか

しこれは第２段階の実現を前提としたものであり、この間８３年９月には第１

段階に係る国際協力事業団の伯中央銀行に対する貸付の利払いが遅延し、両国

間の協議も中断され、一時は第２段階の実現が危ぶまれるに至り、農業開発会

社も経営のあり方を基本的に変更することを検討せざるを得なかった。幸いに

してその後情勢が好転し、協議の進展により第２段階の実施が本決まりとなり、

第２段階の実施に移ることとなった。第２段階においては、この過渡期の経験

を生かし、２度とこのような事態を繰り返すことのないよう、新たな決意のに

運営に万全を期することとした。もと 
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第３節 融資関連諸契約の締結等と第１段階試験的事業の展開 
－その１ 

１、融資関連諸契約の締結等 
（１） 海外経済協力基金と日伯農業開発協力株式会社との貸付契約の合意と

同会社の定款の一部変更 
 ブラジルでは、８４年１１月大統領の選挙人の顔ぶれが出揃うに伴って、民

主連合の推す前ミナス・ジェライス州知事のタンクレッドネーベスの当選が確

定的となり、８５年１月１５日の大統領選挙に与党候補に大差をつけて当選し

た。両国関係者は新政権の発足する３月１５日までに事業実施の準備を終える

ため、融資関連諸契約の締結、特別プログラムの制定等準備を急いだ。 
 ８４年１２月初め本格事業の日伯農業開発協力株式会社を通ずる融資スキー

ムが、同会社の取締役会によって大筋了解され、また合意議事録が両国関係者

によって署名されたのを受け海外経済協力基金と日伯農業開発協力株式会社は、

関係省庁、国際協力事業団関係者を交え、貸付契約書について協議を始めた。

しかし、貸付契約書についての基金の意見は、１２月中に基本的合意を得るよ

うにしたいとしながらも、契約書の定型の変更を避けるためか会社の取締役会

以前の基金の了解に必ずしも沿うものではなかった。貸付契約書の担保条項の

内容を債権譲渡に書き換えた契約書の定型を示し、これ以外の問題は基金を信

用して欲しい。覚書については、契約書で十分であると考えるが、必要とあれ

ば取り交わすことも考える。しかし必要な事項をケース毎に覚書にするつもり

はない。どうしても会社の役員の反対が強ければ基金が直接説得する意向をも

示した。費用の負担の問題については、会社が然るべきコンサルタントを雇い、

融資にかかる国内外の業務の一切をこれに行わせ、国外では農業開発会社と別

に会社の現地法人を設けることを提案し、会社に負担をかけないようにしたい

とした。 
 会社は基金の意見や提案が先の了解と異なる点を指摘し、協議したが、年内

には進展を見るに至らなかった。８５年に入り、会社は協議の時間が少なくな

り、合意が危ぶまれる状況となったため、基金に対し改めて協議の意向を質し

たところ、基金は先の了解に変わりはないとし、協議を再開したいとの意向を

表明した。このため両者は、関係省庁、国際協力事業団関係者の協力と、事業

団の顧問弁護士の指導のもとに協議を再開し、先の了解に沿って基金の示した

原案をもとに精力的に契約書のつめを行った。主な論点と合意の結果は次のと

おりであった。 
 先ず、政府関係者より、貸付契約は第２段階の合意議事録を受け、それに記

載される本格事業の海外経済協力基金（以下「甲」という。）の日伯農業開発協

力株式会社（以下「乙」という。）を通ずるブラジル中央銀行（以下「丙」とい
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う。）に対して融資を行うためのものであることを明らかにしておく必要がある

との意見があり、契約書の冒頭に前文としてその旨記載した。また同様に覚書

についても、貸付契約の締結に当たって、合意議事録及びそれに先立つ関係各

省庁間の覚書に十分留意し、了解した旨冒頭に前文としてその旨記載した。 
 次に債権譲渡につき基金の原案では「この契約により発生する甲の乙に対す

る債権を担保するため、乙が丙に対してもつ一切の債権について両者間で譲渡

予約契約を締結し、甲が乙と協議の上必要と認めた場合に限り、その債権を譲

渡することにより、乙の甲に対する債権の弁済に代えるものとする。」としてい

た。しかしこの表現は内容的に明確でない点があり、法的にも問題があるので

修正が必要であるとの弁護士の意見により、次のようにすることに合意した。

すなわち、「この契約により発生する甲の乙に対する債権を担保するため、乙は

乙が丙に対してもつ一切の債権を、甲に対して負担する債務の弁済に代えて譲

渡することを予約し、元本又は利息の支払い不履行による期限の利益の喪失等

の事態が生じた場合には、その債権を譲渡することにより乙の甲に対する一切

の債権の弁済に代えるものとする」とした。 
 同時に、期限の利益の喪失等の事由となる元本又は利息の支払い不履行の場

合について、これを具体的に明確にしておく必要があるため、覚書において次

の二つの場合を明記することとした。すなわち第１は、乙と丙との間で締結さ

れた限度貸付契約に基づき、貸付金にかかる期限の利益を宣言すべき事態とな

り、乙の債務の弁済が相当期間困難となった場合とし、第２はデホルト等の異

常事態による丙の債務不履行により乙の債務弁済が困難となった場合とした。 
 また、会社が従来から強く要請した丙の債務不履行が債権譲渡に至らない軽

微な場合における免責については、協議の結果、覚書において次のように規定

することに合意した。すなわち、丙の債務不履行に起因する乙の債務の不履行

にも拘わらず、甲が契約に基づく期限の利益喪失権を行使しない場合には、丙

の債務不履行の期間中、甲は乙に対して債務の履行及び損害金の支払いを強制

しないものとし、政府機関を含む日伯関係者との協議によって乙が責任を負う

ことにならない方向で解決を図ることとした。 
 契約に伴う費用の負担の問題は、最大の論点として協議は難航したが、種々

検討の結果、契約証書の作成等契約に関する費用は、契約書の定型に従い乙の

負担とするが、他方覚書において、この費用を含む融資の管理に要する費用に

ついて甲は乙が実質的に負担することのないよう配慮することを明記すること

で最終的に合意した。 
 融資スキームの運用の適正を図るための特別口座の設定については、覚書に

おいて、日本長期信用銀行にこれを設け、資金の入出があった場合直ちに丙又

は甲への送金が出来るよう自動振替の措置を講ずることとした。 
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 契約証書は上記の規定のほか、定型に従い元本限度額１９６億８千４０万円

の限度貸し付け証書とし、その使途も本格事業にかかる乙と丙との限度貸付契

約に基づく乙の貸付金に充当することとし、償還期限２００５年２月、金利年

５．５％としたほか、期限の利益の喪失等、債務不履行の場合の損害金、債務

承認及び弁済に関する契約、繰上げ償還、強制執行、公正証書の作成等の条項

を設けた。このうち、丙の債務不履行に起因する債務不履行の場合の乙の甲に

対する損害金については、覚書において乙が丙から受領する損害金を上回らな

いことを定め、弁済に関し償還期限及び方法等は対伯契約に基づくそれらと一

致させることとし、更に乙の債務不履行について強制執行の権利を行使しない

こととした。その他対伯契約の交渉等必要な丙との交渉は覚書において甲と乙

が共同して行うことした。 
 最後に、会社とその株主が強く求めた会社が負担を負うことにならないこと

の保証について、覚書において、この融資の運営並びに契約の運用に当たって

は、甲としては政府機関を含む日伯関係者との密接な連携のもとに行うものと

し、その際甲が実質的に責任を持ち、乙並びにその株主に負担が生じないよう

十分配慮するものとすると明記した。 
 以上のようにして、会社がかねてより要望していた事項が契約上ほぼ満たさ

れ、基金はこの融資並びに契約の運用に当たって会社とその株主が負担を負う

ことにならないよう十分配慮する旨保証した。このため会社は１月末の８４年

度決算取締役会に協議の経過を説明し、成案を得た旨報告し、その承認を求め

たところ取締役会は異議なくこれを承認した。次いで、会社は第２段階の推進

と本格事業におけるこの融資業務を行うため、２月下旬臨時株主総会を開催し、

会社の出資する現地法人の目的に第２段階事業の推進を加え、会社の目的の一

つとして第２段階の本格事業について供与される海外経済協力基金の資金の借

り入れ及びブラジル中央銀行への転貸業務を追加することを内容とした定款の

一部変更を諮り、承認を得た。これによって本格事業の会社を通ずる融資スキ

ームの運営に必要な諸条件はすべて整い、基金と会社の間の限度貸付契約の調

印を残すのみとなった。 
 
（２）プロジェクト契約及び貸付契約の合意   
 融資関連諸契約については、第１段階においては第１章で述べたとおり、日

本側資金に係る起こり得べき為替差損を防止するため、予定していた事業資金

の国際協力事業団から農業開発会社への直接貸付をブラジル中央銀行への貸付

に変更した際、資金の貸付とともに、そのプロジェクトローンとしての事業の

効率的、効果的な実施を確保し、融資における農業開発会社の主体性を実質的

に確保するため、貸付契約と一体的にプロジェクト契約及び基本契約の３契約
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を締結した。第２段階においても、基本的には、この第１段階の方法を踏襲し

たが、プロジェクト契約は基本契約の内容を含み、基本契約がなくとも貸付契

約とプロジェクト契約のみでその目的は達成されると判断され、合意議事録に

おいて、基本契約を除き、貸付契約とプロジェクト契約の２契約を締結するこ

ととなった。 
 国際協力事業団は、合意議事録の署名とともに８４年１２月、打ち合わせミ

ッションを派遣し、プロジェクト契約及び貸付契約の作成上の重要問題につい

て伯側と事務レベルの意見交換を行った。８５年に入り海外経済協力基金を含

む日本側関係者は、この意見交換の結果を参考に契約の内容を検討し、本格事

業、試験的事業別にそのドラフトを作成した。次いで２月初旬から下旬にかけ

て、国際協力事業団は同事業団及び基金関係者による調査団を派遣し、ドラフ

トに基づいて伯側と契約の最終協議を行い、合意した。 
 このうちプロジェクト契約は、第１段階プロジェクト契約を参考として、合

意議事録を指針として、第２段階協力事業を具体化し、その実施に関して契約

したもので、貸付契約の前提をなすものである。合意した契約の概要は次のと

おりであった。 
 契約は、前文のほか５章によって構成し、第１章は第２段階事業の内容とし

て、合意議事録に従って、事業の性格と目的、事業資金の調達、特別プログラ

ムの制定、公表、同基金の形成、基金からの貸し出しと対象、基幹的インフラ

ストラクチャーの整備等を規定するとともに、事業の具体化のため新たに次の

事項を追加した。 
１）第２段階協力事業のもとでの生産活動は、本格事業にあっては農業開発

会社の指導のもとに原則として各４００ヘクタールの面積をもつ約２５０

戸の個人農家と参加農協及び関連する企業（以下「事業参加者」という。）

によって行われ、試験的事業にあっては農業開発会社の指導のもとに原則

として各５００ヘクタールの面積をもつ約１００戸の個人農家と参加農協

及び関連する企業によって行われる。 
２）事業資金の調達に関し、事業参加者による自己資金を加える。 
３）特別プログラム基金からの貸し出しに関し、事業参加者が融資代行機関

から融資を受けるためには、農業開発会社のフィージビリティー・スタデ

ィに基づく融資代行機関に対する文書による勧告を得なければならない。   
 第２章は、事業の運営と関係機関の役割として、合意議事録に従って連邦農

務省及び農業開発会社の役割を規定するとともに、次の事項を追加した。 
１）農業開発会社の役割の中に、事業実施の期間を通じて事業の調査、企画、

調整、管理を行うことを加える。 
２）特別プログラム、手続き規定、あるいは事業の運営に必要な取り極めは、
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第２段階事業の円滑な実施と調和して整備される。 
３）関係各州政府は事業の円滑な推進を援助する。 
４）ブラジル中央銀行と融資代行機関は、手続き規定に基づき農業開発会社

の融資代行機関に対する文書による勧告を受けた事業計画に対してのみ融

資する。 
 第３章は、農業開発会社の任務（業務）と運営財源の規定で、会社の任務に

ついては、合意議事録に従って規定するとともに、融資代行機関に対する文書

による勧告を行うこと、及び事業参加者等との間で事業の円滑な推進のために

協力取り極めを行うことを追加した。運営財源については、合意議事録に規定

した計画作成手数料及び融資監督手数料に加え、営農技術指導を行った場合の

手数料（固定、半固定資産に対する融資残額の２％、５年間）及び入植地建設

基本計画作成手数料として、関係農協との取り極めによって決定される額を徴

収することを規定した。 
 なお、融資監督手数料は、合意議事録の表現のとおり「契約期間中毎年融資

残高の１％を融資代行機関を通じて伯中央銀行から徴収する」としたが、これ

についての協議はプロジェクト契約に関する協議の全体を通じて最も難航した。

合意議事録の署名に際し伯側政府部内での調整が十分でなかったためか、協議

においては、伯側はその後検討した結果手数料の原資はＦＵＮＡＧＲＩ勘定で

は手当て出来ないので、伯農務省の予算で手当てせざるを得なくなったとし、

その際は厳格に１％相当額を予算計上し支払うことは技術的に困難であり、ま

た支払いは国家予算の支払い機関であるブラジル銀行から融資残高の１％を上

限に支払うことになると説明した。これに対し日本側は、伯側の提案は合意議

事録の当該部分を変更するもので到底受け入れられないとし、協議は紛糾した。

結局、伯側内部で伯農務省が手数料相当額の予算措置を講じ、伯中央銀行に確

実に入金するよう取り計らうことで調整が図られ、最終的には日本側調査団長

と伯大蔵省ノブレが大蔵大臣代理との会談において、同大臣代理からこの問題

は伯中央銀行にとっては大きな問題であるが、協力事業の重要性に鑑み、合意

議事録の表現をそのまま受け入れることを表明し、決着した。 
 第４章は、特別プログラムのもとで供与される貸付の基本的諸条件の規定で、

合意議事録の融資の基準の規定に従って、特別プログラムに基づき供与される

貸付の基本的条件を決定する場合の基本的原則として次の三つを規定した。 
１）貸付対象は、合意議事録に規定される貸付が含まれる（事業参加者によ

る固定及び半固定資本投資、営農、土地取得のための融資並びに事業推進

のために必要なその他の融資）。 
２）貸付の諸条件は、現行農業金融制度に比較し得る貸付がある場合には、

特にセラード地域において、他の借受者にその時点で利用される比較し得
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る貸付金に採用される最も優遇された諸条件よりも事業参加者にとって負

担にならないものとする。 
３）試験的事業の貸付条件は、事業の試験性に留意し、優遇すること。 

 第５章は、事業の管理と報告の規定で、第１段階の規定をその経験等を踏ま

えて次のように改善、充実を図り規定した。 
１）伯中央銀行は特別プログラム基金の管理と運営の責任を負い、手続き規

定の運営についても監督する。 
２）農業開発会社は、貸付実行期間中は、毎年（初年度は特別プログラム制

定後直ちに）翌年度の総合開発計画、事業計画及び融資計画を作成し、融

資代行機関を通じ中央銀行並びに日本側に提出するとともに、毎年当該年

度の事業実施報告書、融資監督報告書を作成し、上記と同様に提出するほ

か、農務省にも提出する。 
３）農業開発会社は、生産活動及び農家の経営状況の情報を収集、整理し、

そのため農場経営調査を実施し、中央銀行及び日本側からの求めに応じて

報告書を提出する。 
４）両国政府は必要と認めるときは事業の合同評価を行う。 
５）日本側、中央銀行、農業開発会社及び融資代行機関は、事業の順調な運

営のため相互に協力する。そのため意見と論評、情報の支援、日本側によ

る現地調査等を行う。 
６）同上関係者は、事業の順調な調査運営等の妨げ又は妨げそうな事実を知

る場合には相互に通知する。 
 次に貸付契約は、原則として第１段階の貸付契約を踏襲したが、第２段階の

プロジェクト契約に基づく必要な修正を行い、本格事業については、日伯農業

開発協力株式会社を通ずる融資スキームに関連した必要な契約を追加した。契

約の概要は次のとおりであった。 
 契約は、貸付金の限度額を本格事業で１９６億８千４０万円、試験的事業で

８２億３千５６０万円とする限度貸付契約とし、貸付金の使途は、伯中央銀行

の特別プログラム基金に振替えられ、農業開発会社の勧告に基づき、手続き規

定に従い、特別プログラムの条項に則して融資代行機関によって行われる貸付

の再融資に限られる。払い出しの終了日は契約締結日から４年目に当たる日と

する。元本の償還は、償還期限を本格事業では２００５年２月、試験的事業で

は２００２年３月とする償還計画に従って行われる。利息は本格事業では元金

残高につき年５．５％、試験的事業では同じく２．７５％とした。手数料は、

本格事業では元金限度額の１％の管理手数料（Ｆｒｏｎｔ ｅｎｄ ｆｅｅ）、

試験的事業では同じく０．１％の管理手数料（Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ 

ｆｅｅ）とし、契約締結後なるべく早い時期に支払われる。 
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 契約に基づくすべての支払い（元金、利息、手数料等）は、日伯農業開発協

力株式会社、国際協力事業団に対して円貨でそれぞれの支払期日に日本長期信

用銀行の口座に入金することによって行われる。伯中央銀行が債務の履行を怠

ったとき等停止条項のいずれかが生じたときは、日伯農業開発協力株式会社、

国際協力事業団は、伯中央銀行の貸付金の払い出しの権利の全部又は一部の停

止、未払い出しの貸付金の取り消し、貸付金の残高及び利息等につき期限の利

益の喪失を宣言することが出来る。伯中央銀行が債務の履行を怠り、延滞金を

生じた場合は、日伯農業開発協力株式会社、国際協力事業団に対し年１４．５％

の損害金を支払う。 
 また第１段階と同様、両当事者はブラジル連邦共和国が起こり得べき、為替

差損を防止する責任を持ち、かつ契約に基づく元金、利息等の支払いを保証す

ることに関し、相互に理解し、伯中央銀行は共和国から伯中央銀行が支払うべ

き、または支払うこととなるべき元金、利息等の支払期限どおりの支払いに関

し、主債務者として無条件の保証状を取り付けることを約束するとし、日本側

資金に係る為替差損防止の国の責任と伯中央銀行の債務にかかる国の保証を明

確にした。 
 このほか、本格事業の契約においては、債権譲渡の条項を新たに設け、伯中

央銀行は日伯農業開発協力株式会社が伯中央銀行に対する貸付の原資を調達し

ている海外経済協力基金に対し、この契約により発生するすべての債権を譲渡

することに同意すること、譲渡の日は会社が書き留め航空郵便により通知する

日とすること等を規定した。これに関連して前記保証条項の中に、会社が債権

を譲渡した場合には伯中央銀行の債務に係る保証は海外経済協力基金に対して

有効である旨追加し、付属書類の伯国の保証状に伯国がこれに同意した旨挿入

した。 
 
（３）特別プログラムの制定と契約の調印   
 プロジェクト契約及び貸付契約の合意を受けて、連邦農務省及び伯中央銀行

は、通貨審議会にこれら契約の調印及び融資の基準となる特別プログラムの制

定等の承認を申請した。申請書には、契約案のほか審議会の検討のため農業及

びアグロインダストリーの特別プログラム規則案と手続き規定の基礎草案を添

付し、特別プログラム規則案については伯中央銀行に実施に際して必要な調整

を行う権限を付与することを要請した。 
 この特別プログラム規則のうち農業の特別プログラムは、形式的には第１段

階のそれを踏襲したが、内容的にはプロジェクト契約に従って必要な改訂を行

った。主な改訂と内容の概要は次のとおりであった。 
 先ず、規則の目的の条項の中の事業の内容をプロジェクト契約に従って第２

 7 



段階の事業に改め、第２段階協力事業は、総面積１５万ヘクタールのうちミナ

ス・ジェライス、ゴヤス、南マットグロッソの３州で１０万ヘクタールの本格

事業が、バイア、マットグロッソ両州で５万ヘクタールの試験的事業が行われ、

農業開発会社の監督と指導のもとに大豆、とうもろこし、陸稲、ソルガム等の

主要作物とコーヒーその他永年作物が栽培されるとした。 
 また、本格事業の１０万ヘクタールの農地は、農協によって予備選定され、

農業開発会社によって承認された入植農家に割り当てられ、各農家には平均農

地面積を約４００ヘクタールとして３００～６００ヘクタールの農地が割り当

てられる。その際各州とも土地持ち現地農家の参加を総面積の３０％まで認め、

試験的事業の５万ヘクタールの農地は、本格事業と同様、農協によって予備選

定され農業開発会社が承認した入植農家に割り当てられ、各農家には平均農地

面積約５００ヘクタールとして、３００～５００ヘクタールの農地が割り当て

られる。その際各州とも土地持ち現地農家の参加を農家総数の３分の１、総面

積の２０％まで認めることとした。 
 これの適用地域は上記事業の行われる州の地域に限定し、受益者は、農業開

発会社が定めた基準によって農協が予備選定し、農業開発会社が承認した生産

者及び農務省に登録された農畜産生産組合又は入植者組合とし、第１段階の法

人は削除した。 
 融資の種目（対象）は、プロジェクト契約の基本的条件に従ったが、土地取

得は農協が行うことを予定したため、第１段階の土地融資を削除し、固定、半

固定投資、肥料及び石灰、営農費融資に加え、農協に対する特別融資を設け、

これに施設整備のための融資のほか資本金増資割り当て金の名目で土地融資を

行うこととした。なお、投資に対する融資には第１段階と同様、計画作成費、

入植農家の家族の生活費、機械部品等を含めることが出来ることとした。 
 融資基準は、プロジェクト契約の基本的条件の規定に従い、かつ当時の金融

政策に即し対象毎に次のように改訂した。固定投資は、期間は第１段階の最長

６年の据え置きを含む１２年から最長４～５年の据え置きを含む８～１０年に

短縮し、金利は同じく年１０～１４％の固定金利から、本格事業ではＯＲＴＮ

の変動率＋３％、試験的事業ではＯＲＴＮの変動率×８５％＋３％の価値修正

付金利に変更し、引き上げ、融資限度は同じく１００～７５％から７０～９０％

に引き下げた。半固定投資は、期間は４年の据え置きを含む８年から２～３年

据え置きを含む６～８年に短縮し、金利は年１０～１４％の固定金利から固定

投資と同じ価値修正付金利に変更し引き上げ、融資限度は１００～７５％から

９０～８０％に、ものによっては引き下げた。肥料、石灰は期間は６年の据え

置きを含む１２年から４年の据え置きを含む８年に短縮し、金利は肥料の無利

子、石灰の１３％から固定投資と同じ価値修正付金利に変更し引き上げ、融資
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限度は１００％とした。営農費については、期間は、第１段階では第１回融資

を３年までとし、１年目に５０％、次の２年間に２回の均等分割償還とし、第

１回融資に続く融資は、農産物のサイクルによる１年の償還としたのに対し、

第２段階では、第１回融資は第１段階と同じ３年までとし、１年目及び２年目

にそれぞれ３５％、残りを３年目に償還することとし、第２回融資も２年の期

間を設け毎年５０％を償還することとし、緩和した。しかし金利は、年１３～

１５％の固定金利から固定資本と同じ価値修正付金利に変更し引き上げ、融資

限度は据え置いた。農協に対する特別融資のうち、土地融資については、期間

は第１段階の６年の据え置きを含む２０年から６年の据え置きを含む１５年に

短縮し、金利は年１２％から固定投資と同じ価値修正付金利（但し、試験的事

業もＯＲＴＮの変動率の１００％）に変更引き上げ、融資限度も１００％から

８０％に引き下げた。施設整備資金は、期間は据え置いたが金利や融資限度は

土地融資と同様に改めた。 
 このように、第２段階の融資基準は、第１段階に対し営農費について緩和が

図られたものの、投資については期間が短縮され、金利が一般制度金融並みの

価値修正付金利に変更され、融資限度も引き下げられ一段と厳しいものになっ

た。 
 しかし、これを一般農業制度金融と比較すると、金利は同一とされたものの、

投資については、期間は前者の８～１０年に対し後者は通常５年で、後者には

据置期間の定めがなく、融資限度は前者が７０～９０％に引き下げられたとは

いえ別枠として保証されるのに対し、後者はこれを下回り資金事情によって変

動を免れ得ない。また営農費については、前者の第１回融資は３年の中間資金

として扱われ、分割償還を認めて、利払いも清算時に行うのに対し、後者の期

間は原則１年で利払いも清算時に行い、融資限度も前者のＶＢＣの１００％に

対し後者は小さい等、なお有利な面が少なくなかった。なお、一般銀行に対し

ては金利が著しく高騰し、農家にとっては利用し難く、両者の間には依然著し

い格差があった。 
 第１段階の技術援助と計画の実施の条項は大幅に改訂し、重要な事項は次の

ようなものであった。 
１）技術援助は義務的とし、計画書は農業開発会社、農協又はそれが指名し

た機関が行い、技術指導は農業開発会社又は他の機関が行い、その選択は

会社が行い、他の機関が行う際は会社と協定を結ぶ。 
２）この事業の総監督（Ｇｅｎｅｒａｌ Ｃｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ）は農業

開発会社が行う。   
３）技術経営指導料は融資の対象となり、債務者が負担する。  
４）融資代行機関は日本側との合意を得て伯中央銀行が指定する。 

 9 



５）伯中央銀行は、融資代行機関に対し、生産費融資を除き、関連融資の再

融資を保証する。   
 またアグロインダストリーの特別プログラム規則は、形式的には農業のそれ

を踏襲したが、対象分野は農畜産加工、生産資材の生産、農業機械（アタッチ

メント）の製造、冷蔵施設の整備等で、融資対象は各種機械施設及び運転資金、

受益者は中小企業及び組合とし、貸付限度は９０～８０％、貸付期間は据え置

き３年を含む最長１０年とした。その他技術指導は義務的で、農業開発会社又

は会社が委託した者が行い、伯中央銀行は融資代行機関に対し全額再融資を保

証することした。 
 次に手続き規定の基礎章案は、第１段階の当初の手続き規定案を踏襲したが、

農業開発会社による受益者の融資申請書の作成及び申請の指導、技術援助役務、

融資代行機関に対する文書による融資の勧告等を明確にしたもので、内容は、

技術援助役務の内容と手数料、農業開発会社及び融資代行機関の責務に分けて

規定したものであった。 
 農業開発会社の技術援助役務の内容は、計画の作成、技術、経営指導その他

貸付期間の延長に係る鑑定書、担保物権の評価、農業保険適用の判定であった。

手数料は、計画作成手数料として貸付額の２％（アグロインダストリー１％）、

技術指導手数料として指導期間中貸付残高の２％で、融資代行機関より直接支

払われる。 
 農業開発会社の責務としては、上記の通常の技術援助役務のほか、事業参加

者の融資申請書の作成及び提出の指導、事業の調整、次年度必要事業資金の予

算表の作成、事業実施状況の関連機関への報告、事業地への農業技師の配置、

実施現場の巡回指導並びに入植農家の技術の利用度や経営の状況、融資目的を

脅かす違反行為等の銀行への通報等を定めた。 
 融資代行機関の責務としては、農業開発会社を通ずる事業参加者の融資申請

の受け付け、信用調査、農業開発会社の文書による融資の勧告に基づく融資の

実行、融資状況の関係機関等への報告、融資期限の延長願いの審査、融資返済

状況の農業開発会社への報告等を定めた。 
 通貨審議会は８５年２月２３日、先に連邦農務省及び伯中央銀行が提出して

いたプロジェクト契約の承認の申請を承認、また日本側融資資金に係る免税証

明も通達され、契約締結のための準備が完了した。これを受けて３月４日、東

京において調印式が開催され、伯側からデルフィンネット企画大臣を団長とす

るミッションが来日、日本側堂の脇中南米局長はじめ両国関係者立会いのもと

に、民間銀行団と伯中央銀行との間の貸付契約、国際協力事業団、日伯農業開

発協力株式会社と伯中央銀行及び農業開発会社との間のプロジェクト契約、国

際協力事業団、日伯農業開発協力株式会社と伯中央銀行との間の貸付契約を調
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印した。 
 また、海外経済協力基金と日伯農業開発協力株式会社との貸付契約も同日付

で調印を終わった。 
 
（４）農業開発会社の合弁基本協定補足協定の締結及び定款の一部変更並びに

第２段階拡大事業の制度的枠組みの確定   
 日伯農業開発協力株式会社は、農業開発会社が第２段階で十分に機能を発揮

出来るようにするため、合意議事録を指針として合弁基本協定の一部を改正す

る補足協定及び定款の一部変更案を作成し、関係者と協議の上融資諸契約の締

結に先立つ２月、関係者が訪伯し、補足協定案により伯側投資会社、農業開発

会社と協議した。伯側では日本側案に特段の異論がなく、２月末株主総会にお

いてこれを決定した。 
 合弁基本協定補足協定においては、次の点のように一部の修正を行った。 
１）農業開発会社の目的と主要業務を後に述べる定款の一部変更のとおり改

める。   
２）第２段階の融資原資の規定を合意議事録のとおり改める。 
３）取締役会の諮問委員会に対する諮問事項について、農業生産者の選定を

事業参加者の選定に改める等所要の改正を行う。 
４）新たに会社の運営財源に関する規定を設け、プロジェクト契約のとおり

定める。 
５）会社の事業実績報告書及び融資監督報告書についてプロジェクト契約の

とおり定める。 
６）第２段階における生産活動につきプロジェクト契約に従って所要の修正

を行う。 
 なお、合弁基本協定の条項で修正しなかったものは、そのまま存続すること

とした。 
 次に定款は、次のように変更した。 
１）農業開発会社の目的を、第１段階の試験的事業並びに第２段階において

行う本格事業及び試験的事業の実施の中核として、事業の企画、調整、管

理及び事業参加者の監督、指導に当たり、事業の推進に最大の努力を払う

に改める。      
２）主要業務を次のとおり改める。 
ⅰ）事業の調査、企画、調整を行うこと 
ⅱ）入植適地を明らかにすること 
ⅲ）事業選定基準を作成し選定すること 
ⅳ）融資の基準となる特別プログラムの作成に協力すること 
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ⅴ）融資代行機関と共同で融資手続き規定を作成すること 
ⅵ）取得された土地の団地毎の入植地建設基本計画を作成すること 
ⅶ）技術的妥当性を基に事業参加者の事業計画を作成し、事業参加者に対

する融資に関し融資代行機関に対して手続き規定に従って文書による勧

告を行うこと 
ⅷ）農業生産者に対する営農技術指導を行うこと 
ⅸ）事業参加者に対し、融資された資金が適正に使用されるよう指導、監

督を行うこと 
ⅹ）必要に応じ土地を取得し、展示又は種子の生産配布のための農場を設

置、運営すること 
ⅹⅰ）栽植企業又は農工企業の株式を取得する。但し企業の資本総額のう

ち３分の１までを限度とする 
ⅹⅱ）その他農産物のマーケッティングの支援、技術的、専門的サービス

の提供等は修正前のとおりとする。 
３）取締役会の諮問委員会に対する諮問事項を補足協定のとおり改める。 
４）取締役会の権限に、事業参加者の選定、融資についての勧告等を加える。 
以上の融資関連諸契約、特別プログラム、合弁基本協定補足協定の締結によ

って、第２段階事業は具体化されるとともに、実施の上でのルールが設定され、

その制度的枠組みが確定した。そのうち重要なものは次のとおりであった。 
第１に、国内において、本格事業の日伯農業開発協力株式会社を通ずる一般

案件融資についての特別措置が確定した。 
第２に、プロジェクトの実施に関し、プロジェクト契約によって、第２段階

では合意議事録に規定する１０万ヘクタールの本格事業と５万ヘクタールの試

験的事業を実施し、実施にあたっては伯農務省の政府、関係機関との調整のも

とに、農業開発会社が事業推進の中核機関として農務省と協議しつつ事業参加

者を選定、指導し、事業の調査、企画、調整、管理に当たり、事業を推進する

役割を持ち、その任務（業務）を遂行する責任を持つことが確定した。 
この農業開発会社の業務において、第１段階において実施した入植用地の取

得、分譲は入植適地の判定に改められ、これに伴って参加農協が従来からの営

農指導や流通合理化事業に加え、入植用地の取得、分譲を行うことになり、入

植事業において、より重要な役割を持つこととなった。また業務において、入

植地建設基本計画の作成、営農計画の作成、営農技術指導、融資の監督業務が

明確化されるとともに、それぞれの手数料によって農業開発会社の運営財源が

確保されることとなった。 
このような伯農務省及び農業開発会社の役割と並んで、関係各州政府が事業

の円滑な推進を援助し、また伯中央銀行、融資代行機関が農業開発会社の融資
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代行機関に対する文書による融資の勧告に従って融資を行う役割が明確にされ

た。 
第３に、事業資金の供与と支払いに関し、貸付契約によって貸付限度を８２

億３千５６０万円とし、使途を融資代行機関に対する再融資に限定し、払い出

し終了日を契約締結の日より４年とし、利息を本格事業で元金残高の年５．５％、

試験的事業で２．７％、手数料を本格事業で元金限度額の１％の管理手数料、

試験的事業で同じく０．１％の管理手数料とし、伯国による為替差損防止の責

任、債務に関する保証を明確にした。また本格事業については、債権譲渡につ

いての措置を定めた。 
第４に、事業資金の貸し出しに関し、特別プログラム規則によって、融資対

象については第１段階の土地融資を廃止し、農協に対する特別融資を設け、従

来の施設整備融資に加えて土地融資を行うこととし、融資条件については、第

１段階よりも融資限度を引き下げ、期間を短縮し、金利を一般制度金融並にし

た。 
第５に、生産活動を行う事業参加者に関し、プロジェクト契約及び特別プロ

グラムの規則によって、農業生産者は農協が予備選定し、農業開発会社が承認

した入植農家とし、参加農協は農務省に登録した農畜産組合又は拓殖組合の中

から農業開発会社が選定し、アグロインダストリーについては、農協又は農産

加工業等の中小企業とした。入植農家は本格事業では平均４００ヘクタールの

規模の農家２５０戸、試験的事業では平均４００ヘクタールの農家１００戸と

した。 
第６に、第２段階事業の実施と農業開発会社の業務に関し、合弁基本協定補

足協定と定款の一部変更によって、両国投資会社間で事業の実施を確認し、農

業開発会社の業務を最終的に確定した。 
このように第２段階事業の制度的枠組みは、伯中央銀行による特別プログラ

ムの実施上の調整と手続き規定の制定を残しほぼ確定し、第１段階より拡大、

充実したが、融資条件については経済情勢の変化により止むを得ないとはいえ、

一段と厳しくなった。 
制度的枠組みの確定により、新政権の成立を前にして事業実施に向けた必要

な準備はほぼ終了した。これに要した期間は、伯政府が事業の拡大の意向を表

明した８１年半ばから約４年、合同評価から約３年であった。 
 
２、第１段階試験的事業の展開―その１ 
（１） 農業生産の安定と多角化 
 次に第２段階拡大事業の実施に移る前に、第１段階試験的事業のその後の展

開の状況をみておきたい。第１段階の試験的事業は８２年９月に終了し、各地
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区の農業生産者は農業開発会社の支援を離れ、入植農家の生産活動は専ら参加

農協が管理、運営し、栽植企業の生産活動はそれぞれの企業が自らの責任にお

いて管理、運営した。また農業開発会社の試験場及び展示農場は従来どおり会

社が管理、運営した。農業開発会社は、協力事業の持続的発展を確保するため、

常時農業生産者の生産と経営の全般にわたり注意を払い、情報を収集し、毎年

度の生産活動終了後は参加農協及び栽植企業に事の実績の報告を求め、必要に

応じて調査を行い、助言、指導を行った。また、日伯農業開発協力株式会社は、

農業開発会社と共同で事業終了直後の８３年及び８５年に追跡調査（事後評価）

を行った。これらの情報、調査結果によると、事業終了後の８２/８３年度から

８４/８５年度までの９２（４）戸の入植農家、二つの栽植企業、農業開発会社

の展示農場を合わせた全体の生産の推移は次のとおりであった。 
 この時期はブラジルでは毎年のように気象変動による災害があったが、事業

地区は幸いにして８３/８４年度のベラニコによる被害を除くと概ね好天に恵ま

れた。８３/８４年度のベラニコの被害は激しく、８３年１１月及び１２月は降

雨に恵まれ豊作が期待されたものの、８４年１月から３月の間、場所によって

は７０日間も降雨がなく予想された豊作型が一挙に崩れ、大きな被害を受けた。

被害はイライ地区では比較的軽かったが、パラカツ地域の栽植企業、特にＣ・

ＦＯＧＯが甚だしく、また入植地も大きかった。 
 また、農産物価格の上昇率は一般にインフレ率を下回り、他方資材価格は高

騰したが、８３年８月、アメリカ中西部を襲った熱波により穀物の国際価格が

高騰し、その影響でブラジルでも大豆価格が高騰し、その傾向は他の穀物にも

及び、高値は８４年半ばまで続いた。また、８４/８５年度は最低保証価格が高

めに設定され農業生産者はその恩恵を受けた。 
 他方、農業生産者の営農資金の調達は、８２/８３年度からは一般農業制度金

融によったが、一般農業制度金融は財政、金融の緊縮により融資額が毎年抑制

され、金利も引き上げられた。これを８５年についてみると、実質的な融資額

は年々縮小し、８０年代初めのほぼ２分の１となり、金利も年々引き上げられ

８０年代初めの年３０％程度からインフレ率プラス３％となり、従来の補助金

付き低利融資はほぼ消滅し、農業生産者は著しい負担の増大を強いられた。 
 このような情勢のもとで、農業生産者は参加農協の支援のもとに収益性の高

い作目を中心に生産を拡大、多角化し、技術を改善して収量の増大を図り、生

産の安定と収益の増大に取り組んだ。８２/８３年度には、パラカツ地区やコロ

マンデール地区で残されていた整地を終わり、全体の整地済み面積は約３万１

千ヘクタールとなった。これに作付けた作物の延べ作付け面積は約３万４千ヘ

クタールとピークに達し、穀類の作付けが約３万２千ヘクタールを占め、うち

大豆が約２万４千ヘクタール、裏作小麦約４千ヘクタール、陸稲約３千ヘクタ
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ール、とうもろこし約６百ヘクタール、その他フェジョン等４００ヘクタール

となった。これを前年度に比較すると、大豆、陸稲、とうもろこしの作付けが

増加したのに対し、小麦の急減が目立ち、代わってとうもろこしが増加した。 
 小麦の作付けの減少は、裏作の早生大豆の収量が低い上に、小麦の収量も低

く、技術的にも小麦の地域の特性に応じた品種が少ないこと、小麦の生育上重

要な時期に降雨が不安定なこと、大豆の収穫と小麦の播種との作業が競合する

こと、加えて小麦の政府買取価格が相対的に安いこと等から、厳しい経済情勢

のもとで資金の蓄積を急ぐ入植農家が、リスキーで収益性の低い小麦の裏作を

避けて収益性の高い大豆の中晩生種の作付けを選択したためであった。パダッ

プ計画においても、この頃から小麦の作付けが減少した。 
 他方、とうもろこしの作付け増加は、耕地の熟畑化が始まり、肥沃な土壌を

好み吸肥性の強いとうもろこしの栽培が可能になったこと、とうもろこしが土

壌水分を最も必要とする出穂期、特に絹糸抽出期がベラニコの時期までにほぼ

終わり、収量の安定を図ることが出来る利点を持っており、ベラニコのあるセ

ラード地帯の適作物であったこと、とうもろこしの残滓物は土壌有機物となり、

空中窒素を固定する大豆との輪作を行えば、土壌養分の循環利用を図ることが

出来、セラード地帯で大豆との輪作に適した数少ない作物であったこと、とう

もろこしと大豆の間には用途の面でも密接な関係があり、もともと伝統的な食

用作物であったとうもろこしは、大豆の急速な生産の増大により生ずる大豆粕

とともに配合飼料の不可欠の原料として使用されるようになり、近代的な配合

飼料作物としての途が開かれ、大豆の増産とともにとうもろこしの生産も増加

する傾向となり、この傾向は更に増大すると考えられたからであった。とうも

ろこしはブラジルの気候に適し、ブラジル全土にわたって、専ら食用として栽

培されたが、元来は焼畑や農家の周りの空き地などに小規模に栽培される伝統

的な小農作物で、生産性も極めて低い水準にあった。しかし、配合飼料作物と

しての用途の拡大とともにパラナ、ミナス・ジェライス、リオ・グランデ・ド・

スール州の肥沃度の高い一部の地域では、ハイブリッド種により大規模な栽培

が行われ、かなり高い生産性を挙げていた。熟畑化の一層の進展と大豆作の増

加に伴って、セラード地帯でもとうもろこしの作付け増加が期待された。 
 ８２/８３年度は、農業生産者の生産活動が始まってから３年に過ぎなかった

が、生産活動は活発で、パラカツ地区やイライ地区では灌漑や低湿地利用が始

まった。小川の水源を利用したピポットセントラル２基のほか、湧水の溜池を

利用した普通型２１基が導入され、低湿地利用も１００ヘクタール利用された。

これにより大豆、米、小麦、フェジョンのほかグリンピース、ポテト、西瓜、

ニンニク等の野菜類が作付けされ、それらの作付面積は１千ヘクタールに達し

た。その他永年作物のコーヒーはほぼ２千ヘクタールとなり、作付けは多様化
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し、人工草地や自然牧野を利用した肉牛、乳牛も増加した。 
 続く８３/８４年度には、パラカツ地区で留保していた２ロッテに土地問題の

解決とともに入植し、入植農家は全体で９４戸となり、土地面積も若干増加し

た。作付けは第４年目に当たり、延べ作付け面積は約３万１千ヘクタールとな

り、前年度より減少し、穀類の作付けは約２万８千ヘクタール、前年度より約

４千ヘクタール減少した。これはとうもろこしは増加したものの小麦が更に減

少し、大豆も栽植企業の作付け縮小によって減少したためであった。永年作物

はコーヒーのほかバナナ、アルコール生産のための砂糖きびが作付けされ、灌

漑施設もピポットセントラルが４基、普通型が３０基となり、作付け作物も従

来のものに加え、ソルガム、ショーガ等が作付けされ、作目の多様化が進んだ。

牛の頭数も７千頭となった。 
 各地区の多くが生産安定期に入る８４/８５年度は、前年度ベラニコの被害は

あったものの、アメリカの熱波の影響による大豆価格の高騰もあって大豆作の

増加が期待され、パラカツ地区は期待通り拡大したが、他の地区は前年度のベ

ラニコの被害が大きかったことに加え、営農融資の枠の縮小、金利の引き上げ

等から作付けの拡大を見送った。特に栽植企業、中でも借り入れ依存度の高い

ＣＤＡＣが作付けを極端に縮小した。このため延べ作付面積は前年度とほぼ同

じ約３万１千ヘクタール、穀類の作付けも約２万８千６百ヘクタールであった。

このうち小麦は更に減少し、大部分が灌漑小麦となり、大豆との二毛作の作付

け方式はほとんど消滅した。これに対しとうもろこしは急速に増大し、３千ヘ

クタールとなり、穀類の作付けの１０％を上回った。 
 穀作の停滞に対し、コーヒーは引き続き増加し、灌漑や低湿地利用も増加し

た。農業生産者の灌漑に対する関心は高く、ピポットセントラルは５基となり、

低湿地利用も２００ヘクタールに増加し、これらによる穀類、野菜、果実樹の

作付けが引き続き増加した。畜産の拡大も進み、牛約８千頭、フィードロット

による肥育、養豚、養鶏も始まり、アルコール生産施設も２箇所建設された。 
 穀類の作柄は、８２/８３年度は好天に恵まれ、約５万２千トンにのぼり、８

３/８４年度はベラニコの被害のため約４万１千トンと減少したが、８４/８５年

度は約６万３千トンとなった。大豆の総生産量は、８２/８３年度の約４万トン

から、８３/８４年度は約３万４千トンと減少したものの、８４/８５年度は約４

万８千トンとなった。これをヘクタール当たりでみると、８２/８３、８３/８４

年度はそれぞれ約１．７トン、１．５トンであったが、８４/８５年度は２．２

トンと目標水準を上回った。イライ地区では第３作目の８２/８３年度から２ト

ンを上回り、８４/８５年度には２．３トンに達した。 
 とうもろこしの総生産量は、８２/８３年度約２千３百トン、８３/８４年度約

３千３百トン、８４/８５年度には１万１千トンとなった。ヘクタール当りでみ
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ると、８２/８３年度の約３トンから、８４/８５年度には約３．７トンとなり、

大豆と同様目標水準を上回った。イライ地区、農業開発会社展示農場では約４

トンを上回った。 
 コーヒーの収穫も８２/８３年度から始まり、同年度の約２００トンから、８

４/８５年度には約９００トンとなった。野菜、畜産物の生産も増加し、牛乳の

生産量は８２/８３年度の日量約４千リットルから８４/８５年度には約７千リ

ットルになった。 
 このようにして第１段階試験的事業地の生産は、第５作目の８４/８５年度に

おいて、作付け規模は栽植企業の縮小によって目標水準を下回ったものの、約

３万１千ヘクタールの水準に安定し、穀類の総生産量は約６万トンとなり、大

豆の生産量は約４万８千トン、ヘクタール当たり約２．２トン、とうもろこし

の生産量は約１万１千トン、ヘクタール当たり約３．７トンとなり、生産性は

目標水準を上回った。このように生産は栽植企業を除き、大豆栽培を中心に技

術的基礎が完全に固まり、安定の段階に達するとともに、多角化が急速に進ん

だ。 
 
（２）入植農家の技術と経営の確立 
 入植農家は８３年には９４戸となり、引き続き必要な土壌改良や機械施設を

整備するとともに、環境の変化に適応して収益性の高い作目を中心に作付けを

拡大、多様化し、技術を改良して生産性を高め、収益の増大に取り組んだ。 
 パラカツ、コロマンデール地区では、残されていた開墾、整地を終わり、ま

た各地区とも、ほとんどの農家が毎年土壌分析を行い、作付け年次の進むに伴

って起こる表層土壌の酸性化を防止するための石灰を補給した。また農業機械

も必要な一部の更新のほか、生産の多角化に対応したトラクターの増強、除草

機、ポンプ、とうもろこし収穫機、トラック等を整備した。 
 生産が安定期に入った８４/８５年度を中心とした各地区入植農家の技術と経

営の状況は次のようであった。先ず、穀作については、栽培作物は大豆、とう

もろこし、小麦、陸稲等で、当初は一部大豆―裏作小麦の二毛作を取り入れた

が、この方式は早くも８２/８３年度に半滅し、８４/８５年度にはイライ、パラ

カツ地区では灌漑によるもののみとなり、ほとんど崩壊した。これに代わって

とうもろこしの栽培がイライ地区では８２/８３年度から、パラカツ、コロマン

デール地区では８４/８５年度から、熟畑化とともに始まった。 
 ８４/８５年度の穀類の平均作付面積は、イライ地区では大豆約２４０ヘクタ

ール、とうもろこし約２７ヘクタール、パラカツ地区では大豆約２０５ヘクタ

ール、とうもろこし約１０ヘクタール、陸稲約３４ヘクタール、その他フェジ

ョン若干、コロマンデール地区では大豆約１６０ヘクタール、とうもろこし３
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４ヘクタールであった。 
 永年作物のコーヒーは、年々栽培面積が増加し、８４/８５年度の平均面積は

イライ地区７ヘクタール、パラカツ地区２７ヘクタール、コロマンデール地区

１０ヘクタールとなった。また水源の比較的豊富なイライ地区、パラカツ地区

では経営の安定と現金収入確保のため、灌漑や低湿地利用による穀類、野菜類

の栽培を始めた。パラカツ地区では８２/８３年度に用水ポンプ１９基による灌

漑が始まり、年々規模を拡大し、イライ地区では８４/８５年度にピポットセン

トラル１基が稼動を始めた。更に各地区とも肉牛、乳牛を導入し、８４/８５年

度では入植農家全体の飼育頭数は２千頭近くなり、牛乳の生産も日量２千リッ

トルに達し、経営の多角化が進んだ。 
 入植農家はこの間、参加農協の経営指導を受け、技術の改良に努めた。品種

は、多収性、耐乾性のものが多く選ばれ、大豆はクリスタリーナ、ＩＡＣ８、

ＤＯＫＯ、ＵＦＶ８、ＮＵＭＢＡＩＲＡ、ＳＡＶＡＮＡ等が、とうもろこしで

はハイブリット種のＡＧ４０１、ＢＲ１２６、ＣＡＲＧＩＲ１１５等が多くな

った。肥料は入手が困難な時期もあったが、一般に熟畑化とともに作物要求量

の増大する窒素、加里、微量＊素の成分比率の高いものを使用した。防除につ

いては、大豆は目立った病害の発生がなく、虫害は天敵に依存し、必要に応じ

て機械による防除を行い、とうもろこしは事業地区が乾燥するためか病害の発

生がほとんどなく、通常１～２回の防除で足りた。雑草は作付け年次とともに

増加したが、機械除草のほか、必要に応じ除草剤により防除することが出来た。 
 このような技術の改良によって穀類の生産は急速に増大し、イライ地区では

第３作目の８２/８３年度の平均収量は大豆約５５０トン、ヘクタール当たり２．

２トン、とうもろこし約３４トン、ヘクタール当たり約４．４トンと目標を上

回った。８３/８４年度はベラニコのため停滞したが、８４/８５年度の平均収量

は大豆約５５０トン、ヘクタール当たり約２．３トンとなり、とうもろこしも

約１３０トン、ヘクタール当たり４．７トンとなった。パラカツ地区では、実

質第２年目の８２/８３年度の平均収量は大豆約３００トン、ヘクタール当たり

１．５トン、小麦約４５トン、ヘクタール当たり１．０トン、陸稲約７０トン、

ヘクタール当たり１．９トンと良好であったが、８４/８５年度には平均収量は

大豆約４５０トン、ヘクタール当たり２．２トンと目標に達し、とうもろこし

約３０トン、ヘクタール当たり３．３トン、陸稲約２４トン、ヘクタール当た

り１．３トンとなった。またコロマンデール地区では、８４/８５年度の平均収

量は大豆約３４０トン、ヘクタール当たり２．０トンと目標に近い収量を挙げ

た。このようにして各地区とも８４/８５年度には、生産性は目標に達し、生産

の技術的基礎は大豆の栽培を中心に完全に固まった。このほかコーヒーも収穫

期に入り、野菜、果実、畜産物の生産も増大した。 
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 一方、農産物価格の上昇率は一般にインフレ率を下回ったが、アメリカの熱

波の影響や最低保証価格の引き上げに助けられ、生産の増大とともに粗収益は

増大した。他方経営費もインフレの昂進に伴う肥料、機械、労賃等の値上がり

により増大した。８３年の追跡調査によると、イライ、パラカツ地区の農家で

は肥料費は経営費の５０～６０％を占め、残りが種子２０％、労賃１５％程度

であった。また営農資金の利子の引き上げにより、利子負担率（粗収入に対す

る利子の比率）は２０～３０％にも上がった。 
 従って、入植農家の経営は容易ではなかったが、農協の支援と規模の経済を

生かした経営努力により概ね好調を維持した。同じ追跡調査によると、イライ、

パラカツ地区の農家では、８２/８３年度は、農産物を遅く販売した農家は熱波

の影響による価格の上昇に恵まれ、一般農業制度金融の金利の引き上げにも拘

わらず、かなりの現金所得を挙げ、その他の農家もある程度の現金所得を収め、

減価償却を考慮しても経営収支は黒字であった。８３/８４年度はベラニコの被

害を受け、金利も更に引き上げられたが、熱波による高価格が８４年も続き、

農家は相当の純収益を挙げ、一部の農家は地区内での土地の買い増し、他地域

での土地投資を行った。また農家は金利負担の増加により営農資金の借り入れ

に慎重となり、出来るかぎり自己資金で営農資金を賄うことを心がけるように

なった。８４/８５年度は農産物最低保証価格が高めに設定されたことや経営努

力により、経営は好調を維持した。８５年の追跡調査においてイライ、パラカ

ツ地区の農家について行った聴き取り調査によると、粗収益約１４万２千ドル、

経営費約７万ドル、農業所得約４万ドルで、ほぼ合同調査において予想したと

おりの所得を収めた。この額は、アメリカ中西部のとうもろこしー大豆の農業

粗収益４万ドル以上の農家の収益をかなり上回るものであった。従って経営の

脱落者は１戸もなく、経営は５作目の８４/８５年度までに近代的経営として概

ね確立した。 
 また、参加農協は開発事業終了後のプロジェクト管理主体となり、入植農家

に対するサービス活動を充実した。イライ地区のコスエル農協は、職員を約５

５名に増強し、技術、経営指導のほか資材の購買、農産物の委託販売、貯蔵、

組合員の社会活動の支援等を行い、後述の組合員の増加もあって、８６年まで

に２万２千トンの貯蔵能力のサイロ、１万５千トンの倉庫、種子精選工場、乾

燥機、計量機等を整備し、能力を増強した。パラカツ地区のコチア産組も職員

を約７０人に増強し、技術、営農指導のほか資材の購買、農産物の委託販売、

供給資材の延払い、営農融資の保証、コーヒーの精選、精米、青年婦人部活動

の支援等広汎な事業を行い、８６年までに２，３００㎡の資材倉庫、１万７千

トンのサイロ、乾燥場、計量機を整備し、また１年以内にサイロ貯蔵能力を４

万トンにするための工事を開始した。 
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 このほか、コロマンデール地区の生産者協会は、資材購入の斡旋、共同販売

等を行い、パトロシーニョ市に事務所を設け、種子生産工場を建設した。また

技術、営農指導については、契約に基づき農業開発会社が実施した。またイン

フラストラクチャーの補修、農村電話の架設等生活環境の整備にも努めた。 
 
（３）栽植企業の技術と経営の停滞   
 栽植企業のうちＣＤＡＣは、８１年の経営合理化後も年々合理化に努め、８

５年現在の職員、従業員は技術者６名、事務員５名、オペレーター、修理工、

牧童等４６名、日雇い平均７０名で、効率的な管理、運営に努めた。Ｃ・ＦＯ

ＧＯは同じ時期に技術者３名、事務員３名、オペレーター、修理工、牧童等４

０名、日雇い平均７５名であった。 
 ＣＤＡＣは、同じ８１年に定めた穀作、コーヒー、野菜、牧畜の４部門によ

る経営の多角化方針に沿い、第３作目の８２/８３年度においては、穀作は大豆

１，５００ヘクタール、裏作小麦５００ヘクタール、とうもろこし１００ヘク

タール、陸稲４５０ヘクタール、低湿地利用の水稲３０ヘクタールを作付けし、

コーヒーは前年同様の３００ヘクタール、野菜は湧水を利用したニンニク、シ

ョウガ、バナナ等の潅水栽培３０ヘクタール、牧畜は飼育頭数、肉牛約１，２

００頭、乳牛約２００頭であった。８３/８４年度は金利の引き上げ、インフレ

の昂進等のため大豆の作付けを１，０００ヘクタールと大幅に減らし、小麦の

栽培を中止した。８４/８５年度は前年度大豆栽培が雑草に苦しめられ、収量が

挙がらず、ひいては経営問題を引き起こしたことから、大豆の作付けを大幅に

減らし、前年度収量の多かったとうもろこしを増加した。作付け面積は大豆３

３０ヘクタール、とうもろこし９５０ヘクタール、陸稲３３０ヘクタールのほ

か、低湿地利用の水稲８０ヘクタール、フェジョン７０ヘクタール、バナナ、

ニンニク、ソルガム、砂糖きび等約２８０ヘクタールほか、コーヒー３００ヘ

クタール、牛約１，７００頭であった。 
 Ｃ・ＦＯＧＯは、第２作目の８２/８３年度は大豆１，４００ヘクタール、と

うもろこし４００ヘクタール、陸稲６００ヘクタールのほか、ピポットセント

ラル１基を設置し、フェジョン１２０ヘクタールを作付けした。牧畜は肉牛、

乳牛約２，２００頭となった。８３/８４年度はＣＤＡＣと同様、大豆の作付け

を減らした。８４/８５年度は前年度ベラニコによる大きな被害を受けたこと等

から大豆、とうもろこしを縮小し、ピポットセントラル１基増設し灌漑栽培を

拡大した。作付面積は大豆８７０ヘクタール、とうもろこし２００ヘクタール、

陸稲１３０ヘクタールのほか、灌漑による陸稲２４０ヘクタール、フェジョン

１１０ヘクタール、グリンピース、トマト等で、牛の飼育頭数２，３００頭で

あった。 
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 このように栽植企業は、厳しい経済情勢や自然条件等のもとで小麦の生産を

中止したほか、大豆、とうもろこし等の主要穀作の規模を縮小し、穀作は入植

農家の３～５戸分に過ぎないものとなった。中でもＣＤＡＣが穀作の規模を極

端に縮小したのに対し、Ｃ・ＦＯＧＯはその維持に努め、その結果、穀作につ

いてはＣ・ＦＯＧＯがＣＤＡＣの倍近くの作付け規模となり、全体の作付け、

飼育規模もＣＤＡＣを上回ることとなった。 
 この間、栽植企業は、穀作部門ではそれぞれの技術陣が入植農家と同様に、

毎年土壌分析結果による土壌の改良、適品種の選択、栽植、病虫害防除の改善

等に当たり、コーヒーや牧畜部門でも担当者が技術の改良を進め、低湿地利用

や灌漑栽培についても新たに専門の技術者を雇用し、技術の習得に努めた。 
 この結果、経営複合化の成果もある程度得られ、生産性も部門によっては向

上した。ＣＤＡＣでは、８２/８３年度には大豆約２，５００トン、ヘクタール

当たり１．６トンと好成績を収め、小麦４００トン、ヘクタール当たり０．８

トン、とうもろこし２２０トン、ヘクタール当たり２．２トン、陸稲８９０ト

ン、ヘクタール当たり約２トンのほか、コーヒーも初めて１００トン、ヘクタ

ール当たり０．３トンの収量を収めた。しかし、８３/８４年度は、各地区とも

ベラニコに襲われたが、ＣＤＡＣの農場は例外的に降雨に恵まれたにも拘わら

ず、雑草の被害により大豆のヘクタール当たり収量は１．２トンと停滞した。

８４/８５年度も生産規模の縮小に伴って、大豆は７００トン、ヘクタール当た

り２．１トン、とうもろこし３，１００トン、ヘクタール当たり３．３トン、

陸稲約７５０トン、ヘクタール当たり１．８トンであった。 
 次にＣ・ＦＯＧＯは、８２/８３年度に大豆１，７００トン、ヘクタール当た

り１．２トン、とうもろこし１，２００トン、ヘクタール当たり３トンと停滞

し、陸稲のみは１，８００トン、ヘクタール当たり３トンであった。８３/８４

年度はベラニコによる被害のため停滞し、８４/８５年度は大豆１，４００トン、

ヘクタール当たり１．７トン、とうもろこし７２０トン、ヘクタール当たり３．

６トン、陸稲９６０トン、ヘクタール当たり２．３トンとやや恢復した。 
 このように栽植企業、特にＣＤＡＣは生産が縮小し、生産性の上昇も入植農

家に遅れた。このため生産物の価格が概ね好調に推移したのも拘わらず、粗収

益の増大を図ることができなかった。ＣＤＡＣは８３/８４年度は例外的に降雨

に恵まれたにも拘わらず、雑草の被害のため粗収益が挙がらず、他方経営費は

増大し、中でも金利の引き上げによる金融費用が増大し、８３/８４年度までは

金利負担率は５０％にものぼり、このため会社設立以来悩んできた運転資金の

不足が深刻となり、一時は農場の一部伐開済の牧野１，０００ヘクタールの売

却を関係者に要請するに至った。幸いにして社長の知人が増資に応じたため、

土地の売却は免れたが、８２/８３年度以降経営収支は赤字を続けた。Ｃ・ＦＯ
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ＧＯはＣＤＡＣのような資金繰りの困難はなかったが、経営は容易でなく、８

３/８４年度を除き、辛うじて黒字を維持した。 
 財産の状況を８５年末でみると、ＣＤＡＣでは、自己資本は価値修正を含み

約１９０億クルゼイロで、資本負債に占める比率は約９０％であったが、恒久

資産も約１９０億クルゼイロ、資産総額に占める比率は９０％にも上り、経営

は極端な収益＊＊の遊休状態にあった。これに対しＣ・ＦＯＧＯは、自己資本

の資本負債総額に占める比率は７８％で、恒久資産の資産総額に占める比率は

７３％であった。 
 このように栽植企業の生産と経営は、期待に反し規模の経済性を生かすこと

ができないまま、安定、確定することが出来なかった。 
 
３、第１段階試験的事業の展開―その２ 
（１） 効果の拡大 
１）直接効果の持続    

第１段階試験的事業の効果のうち、地域における直接効果は引き続き持

続した。穀類の生産量は８１/８２年度の約３万２千トンから８４/８５年度

に約６万３千トンになり、増産効果は倍増した。また、コーヒー、野菜、

果実、畜産物の生産も始まり、地域住民の食生活の改善、多様化に貢献し

た。開発事業の終了とともに、雇用は減少したが、後に述べる間接効果に

よる需要等に吸収された。入植農家と栽植企業の年々の営農に伴う雇用は、

約２千人と見積もられ、所得も増加した。関係郡の税収も増加した。 
２）間接効果の拡大    

   開発事業に誘発されて事業地周辺に自力で入植した農家や地元で農業を

始めた農家は、開発事業の末期から始まり、開発事業終了後の１～２年の

間に急速に増加した。開発事業の終了した翌年の８３年末に行った追跡調

査によると、同年１０月現在でこれら農家数はイライ地区で５２戸、コロ

マンデール地区で１５戸、パラカツ地区で３６戸、合計１０３戸と開発事

業入植農家数を上回った。これら農家の購入した土地面積は約４万２千ヘ

クタールと開発事業入植農家のそれに匹敵し、とうもろこし等の作付面積

も約３万ヘクタールにのぼった。 
   自力入植農家等の入植はその後も続き、８５年の追跡調査によると、同

年初め現在で農協の組合員や会員となった農家数はイライ地区で７９戸、

コロマンデール地区で２５戸、パラカツ地区で３６戸、計１４０戸、入植

農家数の約１．５倍となった。農協には多数の加入希望者があったが、施

設の都合で加入を抑制した。これら農家の土地面積は約５万２千ヘクター

ル、作付面積は約４万８千ヘクタールとなった。 
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   開発事業農業生産者とこれら農家の農業生産活動によって地域の農業生

産は急速に増加した。開発事業地区の所在するイライ、ロマリア、コロマ

ンデール及びパラカツ郡の大豆、陸稲、とうもろこしの作付面積は８０年

の約２万３千ヘクタールから８５年には約８万５千ヘクタールと約３．６

倍となり、生産量は同じ時期に約３万９千トンから約１７万３千トンと約

４．５倍に増加した。これら関係郡の農業生産に占める開発事業農業生産

者と自力入植農家等の寄与率は約６０％にのぼった 
   また農業生産者の年々の営農活動や、自力入植農家等の生産活動によっ

て、資機材の需要も拡大した。農業生産者の年々の営農による資機材は、

肥料、石灰約３万５千トン、種子約４千トン、農機具約２００台と見積も

られ、自力入植農家等の需要もこれに匹敵した。地域の資機材業者の活動

は活発化し、石灰工場は８０年から８５年の間にコロマンデール郡で３工

場から５工場となり、パラカツ郡では新たに２工場が操業を始めた。 
   このような農業生産の拡大や資機材業者の活動の活発化は、直接効果に

ついて述べたと同様な効果をもたらし、それを増幅した。特に関係郡の８

５年の流通税は８０年の約３．３倍となった。８５年にはコチア産組がパ

ラカツ郡の最大の納税者であった。 
   また、地域の農業生産の拡大や資機材業者の活動の活発化は、地域の消

費経済を活発化し、人口の増加とともに各種のサービス産業の発展をもた

らした。各事業地区の中心地（都市）では人口が増加し、イライでは７９

年の約千人から８５年には約５千人に、コロマンデール市では同じ期間に

約７千人から約２万５千人に、パラカツ市では同じ期間に砂金の採取が一

部復活したことと相俟って２千２百人から６万３千人となった。市内では

食料品店、雑貨店、食堂、レストラン等の消費サービス店や肥料、農業機

械器具店、建築資材店、修理工場等の農牧品店のほか、学校、病院、保健

所、電話等の公共施設が増加し、市街地ロッテ数、住宅が増加した。イラ

イでは８０年から８５年の間に消費サービス店が７店から２１店に、農牧

品店が２店から４店に、公共施設は１５施設から２１施設に、また住宅が

２２０戸から５５０戸に増加した。コロマンデール市は昔から宿場町とし

て消費サービス店が多かったが、同じ期間に１８０店から２４０店に、農

牧品店が３店から１４店に、公共施設は１０施設から１９施設に、住宅は

１，７００戸から３，４００戸に増加した。パラカツ市は同じ期間に各種

店舗が５５店から２８０店に、農牧品店が新たに５店、公共施設が１０施

設から４０施設に、住宅が８，０００戸から１３，５００戸に増加した。 
   また関係郡では、開発事業によって建設された道路を郡道として管理、

補修を行い、一部新設と合わせて地域住民は引き続き恩恵を受けた。農業
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生産者と地域住民は完全に融合し、地域の開発とともに住民福祉は向上し

た。自然環境についても局部的に自然湧水の枯渇等があったものの、大き

な問題はなく、農村の景観は一段と美しさを加えた。 
３）地域を超えた効果の拡大 

   開発事業における技術は、その確立とともに各種のチャンネルを通じ事

業実施地域を超えて広くセラード地域に伝播、波及したと思われる。これ

を数字的に明らかにすることは不可能であり、推測するより方法はないが、

その一例として、当時のブラジルの農業生産、特にセラード地帯の大豆を

中心とした農業生産の拡大が、従来からの面積の拡大のみならず、ヘクタ

ール当たりの収量の増大によってもたらされ、また中、大規模農家が増加

した事実から、これをある程度窺い知ることができる。前述のように、開

発事業の技術は、面積の拡大とともに単位面積当たり収量の増加をも可能

にするもので、その送り手が中、大規模の農家を中心とするもので、セラ

ード地帯の農業の発展と符合する。 
   ８０年から８５年の時期は、フィゲレイド政権の農業優先政策や実質的

な通貨切り下げ等によって輸出向け農産物を中心に農業生産が拡大した時

期であった。この中で大豆の生産は７０年代の急速な成長の後８０年の約

１，５００万トンから８５年の約１，８００万トンとやや停滞したが、セ

ラードにおける大豆生産は驚異的に伸張し、８０年の２２０万トンから８

５年には６６０万トンと約３倍に増加した。地域的には７０年代から８０

年代初めは、南部諸州に接する南マットグロッソ州、ゴヤス州南部、ミナ

ス・ジェライス州３角ミナス地域を中心に増加したが、８５年頃にはフロ

ンティアはマットグロッソ州、ゴヤス州、バイア州西部のセラード地帯の

北辺に達した。これに伴いとうもろこし、コーヒー、綿花等の生産も増加

した。その結果大豆の全国生産に占めるセラード地帯の比率は、８０年の

約６％から８５年には実に３６％と増大した。また、とうもろこし、コー

ヒー、綿花等の比重も増加した。このような８０年から８５年の大豆を中

心としたセラード地帯の農業生産の拡大を、ゼツリオバルガス研究所は“１

９８５年の農業生産の回顧”の中で、ブラジル農業発展の新しいサイクル

ーセラード農業の始まりとして意義付けた。 
   セラード地帯の農業の発展は大豆の生産の拡大に先導されたが、これを

内容的にみると、８０年から８５年の間の大豆の生産量の増加率は実に年

平均約２４％に及ぶが、このうち面積の増加率が２１．３％、ヘクタール

当たり収量の増加率が２．７％であった。７５年から８０の間のヘクター

ル当たり収量の年平均増加率が１％程度と小さかったのに対し、８０年か

ら８５年の間のヘクタール当たり収量の増加率の増大が目立つ。これは７
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５年のＣＰＡＣの設立等によるセラード地帯農業の試験研究の成果による

ところが多いが、これを取り入れ発展させた開発事業の技術の伝播、波及

の効果も多分に影響したものとみることが出来る。 
   また、８５年農牧センサスによると、セラード地帯では８０年から８５

年は、不況を反映してそれまでの傾向と異なり零細、小規模農家が増加し

たが、その中で１００～１，０００ヘクタールの中、大規模農家は着実に

増加した。もちろんその背景には種々の要因があるであろうが、その一部

には開発事業の効果の波及により中、大規模農家が生育したことを物語る

ものでもあろう。 
   何れにせよ、セラードにおける大豆生産の拡大は大豆の搾油産業をはじ

め配合飼料、食品工業等の関連産業に強いインパクトを与え、いわば前方

関連効果として、それら産業の活性化を促した。ブラジルにおける大豆搾

油業等は大豆生産の増加とともに急速に成長し、搾油工場は政府の助成措

置もあって７０年代後半から８０年代初めの経済成長の時代にリオグラン

デ・ド・スール、パラナ州の大豆生産地やサンパウロ州の消費地に盛んに

建設され、搾油能力は８０年半ばには３，０００万トンに達した。これに

対し、搾油量は７０年代は搾油能力にほぼ見合っていたが、８０年代に入

ると１，２００～１，３００万トンで推移し、極端な設備過剰となり、稼

働率は５０％を切っていた。 
   搾油工場はもともと６０年代の半ばまでは落花生、綿実、ひまの実を搾

油していた中小規模の家族所有工場が、７０年代以降大豆の搾油に転向し

たこともあって小規模、老朽化したものが多く、淘汰と近代的大工場への

移行が進んでいた。大企業は上位１５社で搾油量の６割程度を占め、その

割合は増大の傾向にあり、この中には多国籍の穀物メジャーが含まれた。

また工場の一部は大豆生産の北上とともに搾油に有利な生産地に移動、進

出しつつあった。 
   ８０年代半ばのセラード地帯の大豆生産の増加は、稼働率の改善、工場

の合理化に寄与したのみならず、工場のセラード地帯への移動、進出を促

進した。この時期に南マットグロッソ州のドラードス、カンポグランデ市、

ゴヤス州のジャタイ、リオベルデ、アナポリス、ブラジリア、ミナス・ジ

ェライス州のウベランディア、ウベラバ等に工場の移動、建設が進んだ。

開発事業はこのような搾油産業の活動に間接的なインパクトを与えたとい

うことが出来る。 
   また、ブラジルの配合飼料工業は、６０年代に米国資本によるサンパウ

ロの養鶏業の近代化が進められ、７０年代後半にブロイラー産業が定着し、

本格的な配合飼料の需要が生じてから工業部門として活動を始めた。養鶏
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飼料として大豆粕の効果が認識され、とうもろこしとの配合による経済性

のある生産資材として生産を拡大し、養鶏場における品種改良に応じた製

品の多様化を図った。当時配合飼料の用途は９０％が養豚、養鶏で、この

中でブロイラーだけで４５％を占めた。ブラジルの畜産を代表する牛は放

牧地での飼育が大部分で、一部の舎飼いも穀類や糠＊類によって賄われ、

養豚も自家生産のとうもろこしや農場副産物による配合飼料の割合が高か

った。 
   配合飼料の配合率は、とうもろこし６０～７０％、大豆粕２０～３０％

であった。配合飼料の生産は、専門の飼料工場、農協及び民間業者のイン

テグレーションによる系統組織で、専門工場が過半を生産していた。生産

量は７０年代初めの約２００万トンから、７９、８０年には約１，５００

万トンに増加したが、その後は豚のアフリカペストの影響や８０年代の不

況の影響による需要の減退により停滞した。他方、この間、全国の大豆生

産やとうもろこしの生産も停滞したので、セラード地帯における大豆生産

の拡大は全国の大豆生産を下支えし、配合飼料工業の活動の維持に貢献し

た。その意味で開発事業は配合飼料工業の活動にもつながったということ

が出来る。 
 
（２）展開の背景   
 以上のように第１段階試験的事業は、事業終了後８５年までに生産がほぼ安

定、多角化し、入植農家は予定通り近代的経営として技術と経営を確立し、予

想を上回る効果をもたらした。しかし、栽植企業は期待に反し技術と経営を確

立することが出来なかった。このような事業の展開の背景には次のような事情

があった。 
 その第１は、入植農家においては、事業の管理主体となった参加農協の指導、

支援が適切、積極的であったことと、入植農家の経営能力が参加農協の指導の

もとで向上したが、栽植企業では経営能力が十分でなかったことが挙げられる。 
 イライ地区のコスエル農協、パラカツ地区のコチア産組は何れも優れた技術

能力、経営能力、財政基盤を持ち、事業終了後は各地区の管理主体となり、職

員を増強し、入植農家の営農技術指導をはじめ資材の購買、生産物の共同販売、

貯蔵等の流通合理化事業を充実し、必要サイロ、倉庫、種子生産施設等の共同

利用施設を建設し、サービスの向上を図った。これにより入植農家は規模の経

済性や市場対応力が補完され、大きな恩恵を受けた。 
 このような参加農協の指導、支援のもとで、入植農家においては、その経営

主は優れた資質に加えて営農の経験を積み、計画能力、経営管理能力、市場取

引能力を高め、近代的家族経営の経営主として成長した。耕地は、原植生の有
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機物が腐り、土壌改良剤の土壌中の分布も均一化し肥培管理による肥沃度も増

し、熟畑化が進んだ。必要な労働力の確保は引き続き可能で、オペレーター等

の常雇いは経験を積み、技術を身に付けた。資本整備は必要に応じて補修、増

強した。生産性の向上と経済性の増大によって資金もある程度蓄積した。入植

農家の経営能力は総合的に高まり、これによって経営は近代的経営として確立

し、生産力の担い手として事業地区の生産の安定、多角化を主導するとともに、

技術伝播の送り手として地域の内外でその伝播、波及による生産の拡大をもた

らし大きな効果を収めた。 
 これに対し、栽植企業、特にＣＤＡＣにおいては、管理者は企業経営に対す

る熱意は旺盛であったものの、大規模農業経営についての知識、経験が乏しく、

技術担当役員は資金対策に追われて農場管理に手が回らず、管理者の経営能力

は必ずしも十分でなかった。耕地は極端な作付けの縮小により、穀作に利用さ

れた部分は入植農家の３～４戸分に過ぎなくなり、残りは緑肥作物等を植え付

けたものの多くは遊休化した。資本整備のうち多くのものが遊休化し、投下資

本の不効率な利用を招いた。経営の縮小にも拘わらず、損益の改善は出来なか

った。経営能力は総合的に見て十分でなくなった。Ｃ・ＦＯＧＯはＣＤＡＣ程

ではなかったが実情はそれに類似したものであった。 
 第２は、入植農家においては、作物の栽培が機械化の容易な大豆を中心とし

て行われ、導入技術がセラードにおける適正技術として確立し、その機能を一

層高め、地域の内外にその伝播、波及による生産の拡大をもたらすとともに、

その用途が広いために、それが関連産業に強いインパクトを与えたのに対し、

栽植企業では、大豆の栽培が中心でなくなり導入技術を確立することが出来な

かったことが挙げられる。 
 入植農家では、早生大豆と小麦の二毛作方式は実施地区の自然条件に適さな

かったこと等から数年にして崩れたが、小麦に代わって大豆との輪作に適する

とうもろこしの栽培が増加し、また、灌漑等による穀類、野菜等の栽培も増加

し、生産は大豆を中心に多角化した。また大型機械等の先導する品種の選択、

栽植、防除等の生物学的、化学的技術は引き続き前進し、これによって導入技

術はセラードにおける適正技術として確立し、その機能を一層高め、地域の内

外にその伝播、波及を加速化して生産を拡大した。 
 また大豆は、たんぱく質、脂肪を豊富に含み、ビタミン、ミネラルをも含む

栄養価値の高いもので、直接食料として消費されるだけでなく、加工により多

くの用途がある。大豆は初めに搾油産業の原料として大量に消費され（生産量

の８０～９０％）、生産された大豆油、大豆粕は多くの２次、３次加工産業の原

料となり、食用、飼料用、工業用の広い用途の生産物となる。従って大豆の生

産の拡大はこれら多くの関連産業にインパクトを与え、大きな前方関連効果を
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もたらし、効果を拡大した。 
 これに対し、栽植企業、特にＣＤＡＣは８１年の経営多角化により、穀作の

うち大豆は作物栽培の中心ではなくなり、経営は多角化というよりも複雑化し、

基幹作物のないものとなった。管理者の注意は散漫となり、技術陣の能力も十

分でなく、運転資金の不足による管理の不徹底と相俟って８３/８４年度には大

豆の雑草被害が起こり、また潅水栽培の乱用による湧水の一部枯渇、コーヒー

園の一部荒廃が進むなど、技術的問題が多く生じ、導入技術を確立出来なかっ

た。Ｃ・ＦＯＧＯもこれに似た事情があった。 
 第３は、環境条件が比較的良好で、入植農家はこれを利用して経営の確立を

図ったのに対し、栽植企業はこれを利用することが出来なかったこと、技術の

伝播、普及についてはチャンネルや受け手の増加があったことが挙げられる。 
 開発事業の事業地区は、８３/８４年度のベラニコの被害を除き概ね好天に恵

まれた。農産物の価格は８２/８３、８３/８４年度はアメリカの熱波の影響によ

る大豆価格の高騰に恵まれ、８４/８５年度は最低保証価格が高めに設定された。

融資のうち長期資金は特別プログラム基金からの固定金利の融資を受けており、

インフレの昂進に伴って実質金利は著しいマイナスの金利となり、償還は極め

て容易な状況となった。問題は一般農業制度金融による営農資金で、当時金利

は価値修正プラス３％で、８４年度は価値修正率は２１５％にも及んだが、イ

ンフレ率２２４％に対してはやや下回り、インフレ率がこの程度であれば経営

は何とか成立する状況にあった。入植農家はこのような環境条件を利用して生

産性の向上と収益の増加に努め、厳しい金融情勢に対応して営農資金は出来る

限り自己資金で賄い、借り入れを慎重にする等の経営努力により経営の確立に

努めた。 
 これに対し、栽植企業は穀類、中でも大豆の作付けを極端に縮小しており、

折角の価格の好調もこれを利用することができず、反面、金融費用の増加によ

って運転資金の不足が加重され、経営を確立することが出来なかった。 
 また、地域の内外における技術の伝播、波及の背景には、伝播のチャンネル

の増加や受け手の増加が考えられる。技術伝播のチャンネルは、従来からの親

戚、知人等の人間関係や現地視察、うち新聞、テレビ等のマスメディアを始め、

情報化の進展に伴って増加、多様化した。また、これまで農業生産者によって

雇用されていたオペレーターのうちには、退職後セラード地域の他の入植農家

や農企業に移り、あるいは自ら開発を始めた。これまで農業生産者によって雇

用されていたオペレーターは全体で相当数にのぼり、定着割合が小さかっただ

けに、総数は年間千人を上回るといわれた。これらオペレーターは機械の操作

技術のみでなく、自ずと生産技術を身につけ、技術伝播の重要な役割を果たし

た。 
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 またインフレの昂進に伴って一般企業や大型農家は、金融資産を保有するこ

とへの不安が高まり、これを開発の可能性の増したセラード地帯での投資に向

ける者が増加し、８３、８４年頃は土地投資のブームを呼んだ。パダップ計画

や試験的事業のパラカツ地区入植農家でさえ他州での土地を取得する者がかな

りあった。コチア産組はバイア州西部のバヘイラス地域で組合員の入植地とし

て３０万ヘクタールの土地を取得し、後述のコアセラル農協も同じ地域で２０

万ヘクタールの土地を取得した。またセラード地帯の大土地所有者の中には、

農地改革による接収の回避をも兼ね、あるいは期待利益を求めて所有地の開発

を始める者が現れた。このようなセラード地帯での土地取得の増加や地主の新

しい農業開発は、技術の伝播、波及の受け手の増加を物語るものであった。 
 なお、栽植企業、中でもＣＤＡＣの経営の停滞の背景には、会社設立時から

の運転資金過小の経営環境があった。会社は設立時に出資金のほとんどを土地

取得に充て、運転資金が少なく、必要長期資金を賄った特別プログラムによる

融資には２５％の自己資金が必要であったこと等から、その後の累次の増資に

も拘わらず、その不足を解消することが出来なかった。会社は必要運転資金を

専ら一般農業金融に依存したため、金利の引き上げによって運転資金の不足は

更に加重され、金融費用の負担率は８３/８４年度までは５０％にも達し、経営

を圧迫し、経営不振の基本的要因となった。 
 
（３）持ち越された課題    
 第１段階試験的事業の展開の過程には幾つかの問題点が指摘出来、その解決

が次の段階の課題として持ち越された。その一つは技術の改良に関連するもの

であった。事業地区のうち、コロマンデール地区は小川と平坦地との高低差が

大きいため灌漑は初めから諦めたが、イライ地区やパラカツ地区では灌漑に対

する関心が高く、小川や湧水を利用した灌漑が一部で進展する中で、イライ地

区では灌漑の可能性の調査と計画の作成をＥＭＡＴＥＬ/ＭＧを通じて行い、パ

ラカツ地区では水量の不足が問題となり、入植農家が共同して入植地外に灌漑

可能地を求め、生産を行うことにより、経営の安定を図ることを検討した。ま

た、これら地区では灌漑栽培技術の習得の必要性が認識され、電力の不足も表

面化し、これらの指導、強化を関係機関に要請した。一方無灌漑地についても、

熟畑化に伴う作物の根系分布の変化に対する対応、あるいは大型機械による土

壌の圧密化等が問題となり、施肥法や土壌改良技術の一層の改善が求められた。

これらの問題に対応して、灌漑可能地での水量確保、電力の増強のほか、無灌

漑地や地区を含め生産安定化のための技術の一層の改良が次の段階の課題とな

った。 
 次に重要な問題は、栽植企業、特にＣＤＡＣの経営不振の問題であった。上
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述のとおりＣＤＡＣは期待された規模の経済性を活かすことが出来ないまま、

生産を縮小し経営不振に陥った。その背景には多くの技術的、経営的欠陥があ

り、再建は容易ではないが、その基本的要因をなす資本不足の解消のための抜

本的対策をはじめ、管理者、技術陣の一部の刷新強化等が次の段階の課題とな

った。 
 最後の問題は、農業開発会社の経営についてであった。農業開発会社は、先

述のとおり第１段階終了後陥った経営危機を回避して経営の再建を図り、第２

段階においては最大の懸案であった運営財源の確保が図られることとなった。

しかし、これらは政府、関係機関の協力、支援によるところが多く、会社の自

助努力によるところは多くない。従って次の段階においては、確保された運営

財源に安住することなく、経営努力、特に過渡期に新しく芽生えた新しい業務

分野を育て、更にこれを開拓することにより、経営の長期安定、発展を図るこ

とが最大の課題となった。 
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第４章  
 

第２段階拡大事業の実施と農業開発会社の運営ならびに  
事業の成果と効果（１９７５．４～１９９０．１）  

 
第１節 開発事業の実施計画と農業開発会社の運営計画の作成  
１、開発計画  
（１）参加農協の選定と開発計画の作成  
 農業開発会社は、１９８５年３月初め第２段階拡大事業の準備がほぼ終わっ

たのを受けて、同月開発事業の実施に着手した。これとほぼ時を同じくして、  
３月１５日、ブラジルは２１年ぶりに民政に移行した。この歴史的な民政移管

は、民主化のシンボルとして選出されたタンクレッド・ネーベス新大統領が就

任式の前夜急病で倒れ、４月上旬に死去し、副大統領のジョゼ・サルネイが代

わって大統領職に就任するという異常事態の中での幕開けであった。国民の間

に国家に対する意識が復活し、文民政権に対する期待が高まる中で、サルネイ

政権はタンクレッドの遺志を継ぎ、５月には大統領直接選挙に関する憲法改正

を実施し、これに基づく次期政権の成立までの４年間新共和国の建設に取り組

むこととなった。  
 このような政治的転換は必然的に経済政策の転換を伴った。当時ブラジル経

済は、世界経済の恢復や前政権の努力によって恢復し、８４年の成長率は５．

３％、貿易収支も１３０億ドルを超え、８５年には原油価格の急落もあって、

この傾向はさらに強まると予想される情況にあったが、年間インフレ率は２２

０％にも上がり、対外債務も１千億ドルを超え、失業者の増大、治安の悪化等

社会情勢は不安定になっていた。この中で新政権は、一方で前政権の緊縮政策

を受け継ぎ、インフレの抑制、財政赤字の縮減のため５月には主要必需品の価

格の統制、公共料金の据え置き等を、１１月には銀行預金、金融取引の増税、

政府系企業の支出削減等を講じ、他方では、政治的、社会的安定を維持するた

め、同じ５月と１１月には合わせて実質１２％の賃金引上げを断行し、IMF の

総需要抑制策と対立する賃金所得層の購買力引き上げを中心とした景気浮揚を

図った。１１月には「新国家開発計画」を国会に送付し、「経済成長の維持と貧

困の撲滅」を旗印とし、従来の政府主導の開発優先主義と過去５年間の経済抑

制から、民間主導型と社会的公正を重視した成長路線への転換を明確にした。  
 農業は８５年に６，０００万トンに近い穀類の生産を記録したが、国内向け

農産物は増加する需要を賄うに至らず、その振興は食料の国内自給のみならず、

輸出の増加、就業機会の創出のため、今後とも不可欠であるとし、小農や貧農

を重視しつつ従来からの農業融資や価格安定政策等を継続するほか、農業の研
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究、農地改革、植民等の長期政策に積極的に取り組むことを明らかにした。１

０月には５カ年間に１４０万家族に対して土地を分配する国家農地改革計画と

農業政策の強化を明らかにした国家農村開発計画を発表した。  
 このような情勢の中で、第２段階拡大事業は、政権交代の当初は、当時の異

常事態や担当者の交代等のためその推進は一時見送られ、また小農対策が重視

されることとなったこと等もあって、拡大事業は中、大規模農家の育成を目指

すエリートプロジェクトと看做され、自然破壊にもつながるとされ、推進に反

対する意見もあった。しかし新政権の国際約束は守るとの基本姿勢に変わりは

なく、特に日本との協力関係は大切にするとの立場から、政府部内の体制が整

い、日本からの訪伯も相次ぐに伴って、協力事業に対する理解も徐々に深まり、

国内食糧増産と輸出農産物の生産拡大につながる重要プロジェクトとして引き

続き高いプライオリティーをおいて推進されるようになった。  
 また、協力事業を実施する５州では、ゴヤス州を除き何れも事業の実施に熱

意と期待を持ち、入植地の斡旋、インフラストラクチャーの整備等を検討し、  
伯側投資会社も事業の推進に積極的に取り組む意向を明らかにした。  
 このように協力事業に対する関係者の認識や期待は高まったが、他方、事業

の経済的、政策的環境は前政権からの厳しいマクロ経済政策を受け継ぎ、特に

特別プログラム基金からの融資の条件は、前章で述べたように補助金廃止政策

により、第１段階とは比較にならない厳しいものであった。このことは事業規

模が大きいことと相俟って、事業の推進には多くの困難が予想された。農業開

発会社は、事業推進の中核的機関として、この困難の克服のため並々ならぬ努

力が必要であった。  
 農業開発会社は、事業着手後、政権交代の当初には事業の推進が見送られた

ため、専ら参加農協の選定や関係機関との協定の検討を行ったが、新政権の協

力事業に対する姿勢の好転とともに事業の実施に移った。  
 農業開発会社は先ず、前章で述べたプロジェクト契約、貸付契約、合弁基本

協定補足協定等に定められた第２段階拡大事業の制度的枠組みに基づき、実施

計画の作成作業を開始した。実施計画のうち、開発計画の作成に当たっては、

第２段階の事業は制度的枠組みの通り、ミナス・ジェライス、ゴヤス、南マッ

トグロッソ州で第１段階の試験的事業の成果を応用して行う１０万ヘクタール

の規模の本格事業とバイア、マットグロッソ州で新たに行う５万ヘクタールの

規模の試験的事業を行うこととし、栽培作物は、本格事業では大豆、とうもろ

こし等を基幹作物としてコーヒー等の永年作物を組み合わせ、試験的事業では

大豆、陸稲等を基幹作物とし、柑橘、畜産等を組み合わせることとした。また

開発方式は、原則として第１段階を踏襲し、何れもプロジェクト方式により、  
指導入植の方法をとり、未利用土地資源の積極的利用を図り、革新的技術を導
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入して近代的経営を育成することを目的に、４年間に、農業開発会社が実施の

中核となり、事業の企画、調整をはじめ、参加農協、入植農家の選定、参加農

協が取得する入植用土地の敵地判定、入植農家に対する営農計画の作成、技術

指導、融資の監督等の事業を行い、参加農協が入植用地の取得、分譲、流通合

理化事業を行い、特別プログラム基金からの融資、州政府による基幹的インフ

ラストラクチャーの整備と合わせて、入植農家に対する支援を機能的、集中的

に行い、この支援を受けて中規模の入植農家が農業生産活動を行うこととした。 
 従って開発計画の作成に当たっては、何よりも先ず参加農協の選定が先決で

あった。  
 参加農協の選定は、新政権発足前に農務省が農業開発会社と共同で作成した

選定基準に基づき、予め候補農協として８農協を選定した。選定基準は、穀類

の取り扱い経験を持ち、組合員の大半が小中農で、原則として設立後５年を経

過し、経営能力、技術能力に優れ、資産内容が健全で、組合インフラの建設に

一部負担の意志を持つもの等であった。  
 この８農協は、州別には本格事業でミナス・ジェライス州にコペルバップ農

協及び南伯農協、ゴヤス州にコカリ農協、南マットグロッソ州にカマス農協の

４農協、試験的事業ではバイア州にコチア産組及びコアセラル農協、マットグ

ロッソ州にラングイジュ農協及びコペルカーナ農協の４農協であった。州別農

協数は、基礎二次調査において概定した入植地を実情に即して一部修正し、こ

れに農協を割り当てたもので、本格事業ではゴヤス州の準備が遅れていたこと

から、２地域を１地域とし、農協も１農協とし、試験的事業ではバイア州やマ

ットグロッソ州が開発の前線地帯として開発の必要性が高く、参加を希望する

農協もあったことから、入植地をそれぞれ１地域加え、それぞれ１農協を割り

当て、４農協としたものであった。  
 農業開発会社は、新政権発足後この農務省案を基礎として検討し、参加の意

向を打診するとともに、一部の見直しを行い、本格事業では南マットグロッソ

州で入植地を１地域加え、これにコスエル農協を割り当て、試験的事業ではマ

ットグロッソ州のラングイジュ農協に代えてコベルカス農協とし、全体で９農

協、うち日系３農協とした。これら候補農協は何れも参加の意向を表明した。  
 これら農協は、一部を除き何れも経営基盤が強固で、技術能力にも優れた充

実した農協であった。本格事業のコペルバップ農協は、パラカツ郡の牧畜組合

として１９６３年に設立された組合であったが、サンタローザ入植事業の実施

を通じて農業開発の経験を積み、経営基盤も充実し、牛乳、乳製品をはじめ、

米、とうもろこし等の販売事業のほか、購買、乳製品加工の事業を行っていた。  
 南伯農協は、第２章で述べたように、コチア産組と並ぶサンパウロ州の古い

日系有力組合で、組合員数１万人で、穀物、野菜等の販売、資機材の購買事業
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を行っていた。第１段階に一度は参加を表明したが、その後取りやめた経緯が

あり、第２段階には組合員の要望もあり、早くから参加の意向を表明した。  
 コカリ農協はパラナ州で１９６２年に設立された古い農協で、組合員数約５、

０００人、平均土地所有面積７ヘクタール、穀物の取り扱いをはじめ多方面の

事業を行う堅実な組合であった。  
 また、カマス農協はパラナ州で１９７２年に設立された組合で、組合員数約

３，０００人、平均土地所有面積５ヘクタール、穀物の販売、資材の購買事業

を行い、経営基盤が強固で、技術能力にも優れた充実した組合であった。日系

の組合員は少なかったが、組合長は日系であった。なお、コスエル農協は既述

のように第１段階にコチア産組とともに参加をした農協であった。  
 試験的事業のコチア産組は、第２章で述べたように、第１段階に参加した南

米随一の規模を持つ古い日系の組合であった。  
 コアセラル農協は、１９８２年頃からバイア州バヘイラス北部地域に入植し

たパラナ州出身の日系農家によって８４年に設立された新しい農協で、組合員

数１５０人、上野下院議員が組合長であった。組合の経営基盤は必ずしも強固

ではなかったが、組合員の旺盛な開発意欲とパラナ州農協中央会の指導により

開発事業の遂行は可能と期待された。  
 コペルルカス農協も８０年の初めにマットグロッソ州ルカス地域に入植した

サンパウロ州オランブラ農協の組合員によって８１年に設立された新しい組合

で、組合員数約７００人、経営基盤は強固ではなかったが、親組合の指導が得

られること等から開発事業の遂行は可能と見られた。またコペルカーナ農協は

７０年代の初めにマットグロッソ州に入植したリオグランデ・ド・スール州の

コベルカーナ農協の組合員によって７５年に設立されたガウショーの組合で、

組合員数も約２，０００人にのぼり、経営基盤の強固な堅実な組合であった。  
 農業開発会社は、これら選定した候補農協のうち参加の意志を決定した農協

とは、業務協定と技術援助契約を結び、入植業務と技術援助業務における相互

の役割分担を明確にし、協力して事業を推進することとした。このため４月半

ばこれら候補農協に対する説明会を開催し、２月末の通貨審議会が承認した特

別プログラム規則、組合、事業参加者及び入植地の選定基準、標準営農計画等

につき説明を行い、参加の最終的決定を求めた。  
 この説明に対して候補農協は一様に事業の実施条件が予想外に厳しく、特に

融資条件が一般農業制度金融に比し、融資期間や期限については緩和されてい

るものの、金利はこれと同じ ORTN の変化率の１００％（試験的事業は８５％）

＋３％とされており、将来の金利負担が大きくなり、また不確定になることに

強い懸念を示した。また、期間や限度も一般農業制度金融より緩和されている

とはいえ、第１段階に対比すれば、長期資金の期間が短縮され、限度も引き上
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げられており、入植農家は多額の自己資金（２～３億クルゼイロ）が必要とな

り、強い不満を示した。融資条件については、今後伯中銀により細部の調整が

行われるとはいえ、これではセラード開発は困難であるとの意見であった。  
 もちろん当時ブラジルでは、厳しい金融引締め政策がとられ、農業融資につ

いても長期資金の貸し出しは抑制され、融資は事実上営農資金の貸し出しに限

られ、しかもそれが十分でなく、８４年の融資額は７９年のそれに比し実質的

に３分の１に減少していた。このような金融情勢のもとで特別プログラムによ

る融資は、土地取得資金を含め必要額の借り入れが別枠として保証され、また

営農資金の借り入れは最高３年の中期資金として扱われる等、メリットはなお

大きなものがあった。しかし第１段階の場合のような魅力に乏しく、参加希望  
者の期待に反する面も否定出来なかった。農業開発会社は資料を用意して融資

条件の緩和を要請し、候補農協はそれぞれ参加希望農家の意向を確かめるなど、

参加についての検討を始めた。  
 その過程で、開発事業に積極的な本格事業のコペルバップ農協、カマス農協、

試験的事業のコペルルカス農協及びコペルカーナ農協は、将来の融資条件の緩

和を期待して５月までに農業開発会社と協定を締結して参加を決定した。これ

に対し開発事業に慎重なあとの５農協は、融資条件の調整を待ち、あるいは候

補入植地の調査を続け、協定の締結、参加を延期した。しかしこれら参加を延

期した農協も、参加の意向に変わりはなく、６月、既に参加を決定した農協と

ともに、ブラジル協同組合連合会（OCB）と連名で農務大臣に対し、金利を

ORTN 変化率の８０％（試験的事業は７０％）＋３％に引き下げることを骨子

とした要請書を提出し、融資条件の緩和を求めた。  
 農業開発会社は、このような参加農協の選定と並行して開発計画の作成につ

いても検討していたが、上記のような候補農協の一部とは協定を締結し、参加

が決定し、他の候補農協も参加の意向が確認されるようになったことを受け、

７月下旬、諮問委員会を開催し、プロジェクト契約に規定される総合開発計画、

事業計画及び資金計画を提出し承認を求めた。これら３計画のうち総合開発計

画は全入植地を対象とした総合的な中期の農業開発計画とし、事業計画は総合

開発計画に基づく単年度の事業計画、資金計画は総合開発計画及び事業計画で

算定された事業費を賄う資金のうち融資資金の計画とした。総合開発計画の主

な内容は次のとおりとした。  
１）開発の基本的構想  

   開発総面積及び入植農家１戸当たり規模は、開発の制度的枠組みの通り、

本格事業１０万ヘクタール、１戸当たり２５０～５００ヘクタール、平均

４００ヘクタール。試験的事業５万ヘクタール、１戸当たり３００～６０

０ヘクタール、平均５００ヘクタールとした。従って入植農家数は本格事
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業で２５０戸、試験的事業で１００戸となる。  
   栽培作物も枠組みのとおりとし、生産安定時の穀類の総生産量は３３万

トン（９千万ドル）と予想した。  
２）対象地域  
  原則として、基礎二次調査で既定した開発対象地域を中心とし、予備選定

地域の中から本格事業５地域、試験的事業４地域を選定する。  
３）開発事業の推進とスケジュール  
  開発事業は、入植地の選定から始まり土地取得、入植地建設基本計画の作

成及び入植農家の選定に至る基本計画の段階と、基本計画に基づくロッチン

グから始まり、土地の分譲、伐開、開墾、土壌改良、機械施設の整備、農協

の施設整備に至る実施作業の段階に分けられる。８５ /８６年度においては、

本格事業、試験的事業とも基本計画の段階を終わり、その約半数で２～３年

の間に開発事業を完成する予定で実施作業に着手し、一部で第１回の作付け

を行い、残りの約半数の入植地で２年間に事業を完成する予定で次年度の事

業実施を準備する。８６ /８７年度においては全入植地で実施作業を行い、入

植地の全部について作付けを行うこととした。  
４）関係機関の役割  
  枠組みに定められた農業開発会社、参加農協、融資代行機関、連邦政府、

地域開発庁、州政府、郡の開発事業における役割を調整した。  
５）営農計画と財務見通し  
  下記によりロッテのモデルを想定し、財務見通しを行った。  
 モデルの前提としては、  
（ⅰ）ロッテの面積、土地利用、作付面積、生産性は基礎二次調査のとおり。  
（ⅱ）投資、生産費等は８５年３月現在の ORTN 変動率で価値修正を行った。 
（ⅲ）農産物価格は８５年３月現在の市価。  
（ⅳ）融資条件は８５年３月の通貨審議会で承認した特別プログラムによる。  
 財務見通しの結果は、  
（ⅰ）当初２年間の資金繰りはネガティブとなるが、その後は可能。  
（ⅱ）本格事業３１２ヘクタール、試験的事業３９０ヘクタールの耕作面積で

営農しても、当初の数年間を除き採算が合う。（生産安定時の粗収益約１４万

ドル）  
（ⅲ）入植農家は当初１年間に２３万クルゼイロを投資する。  
（ⅳ）１５カ年間の内部収益率は１１．６２％。  
６）事業費の見積もり  

自己資金を含め総額７７５億５千万円（約３億３千万ドル）、うち日伯双方

から供与される融資資金６９７億９千万円（約３億ドル）とした。事業別の
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融資資金は、プロジェクト契約の通り、本格事業４９２億円（２億９百万ド

ル）、試験的事業２０６億円（８千８百万ドル）である。なお８５年のディス

バースは本格事業５千万ドル、試験的事業２千６百万ドル、計７千６百万ド

ルを予定した。  
  審議会は原案通り承認したが、推進に当たっては、事業をめぐる諸条件の

厳しさに鑑み、交通立地や水利用の可能性を重視した入植用地の選定を、入

植農家の基準に基づいた適正な選定、経営の収益性の確保に留意した営農計

画作成等の意見具申があった。農業開発会社は、これを関係機関に提出する

とともに、これを基準とした事業の推進を図ることとした。  
 
（２）入植地の選定、土地取得  
 前述の伯中央銀行による特別プログラムの細部の調整は、後に述べるように  
新政権成立直後の混乱もあって予定より遅れ、８月に漸く決定を見た。これに  
よると、金利は依然一般農業制度金融と同一とされたが、融資期間が据置期間  
を含め単純化され、対象によっては若干緩和され、営農費融資も全額再融資の  
対象とされ、農協の分譲用土地取得融資が新たに設けられるなど若干の改善を  
見た。これを受け、参加の決定を保留していた５農協のうち、本格事業のコカ  
リ農協、試験的事業のコチア産組及びコアセラル農協は、調整になお不満を残  
しながらも、同月農業開発会社と協定を締結し、参加を決定した。残る２農協  
のうち、南伯農協は、後に述べるように、入植地の選定には早くから着手した

ものの、融資条件がなお厳しいことや、入植希望者の地盤である南部地域がこ

の頃旱魃に襲われ、その影響もあって協定の締結を更に延期し、またコスエル  
農協はミナス・ジェライス州での実施を希望していたが、同様の事情で１０月

に至り参加を断念した。  
 この頃ブラジルでは、サルネイ政権の景気浮揚政策により、国際金融界との

関係は一気に冷え切ったものの、国内的には賃金上昇と主要産品の価格の凍結

もあって、インフレ率は８月を除き低率に推移し、抑圧されていた国民の購買

力が急上昇し、消費財の需要増加を基礎に経済は好循環を開始し、久し振りに

国民の間には明るさが蘇った。農業も気象条件に恵まれ６千万トンの穀類の豊

作を記録し、最低保証価格が高めに設定されたこともあって、農家の手取り価

格も良好であった。また８４年以降相対的に上昇傾向にあった農地価格も依然

上昇傾向が続いた。  
 このような情勢の中で、参加を決定した農協は、将来における金利負担の不

確実性等の不安を持ちながらも、土地価格の上昇が予想されることもあって、

入植地の選定、土地取得を急いだ。農業開発会社は、参加農協の入植地の選定、

土地取得の指導、支援を開始した。  
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 入植地の選定、土地取得は次の手順によって進めた。まず農業開発会社は、

参加農協との協定に基づき、基礎二次調査において選定した予備選定地域（５

州で開発予定面積の１０倍の約１５５万ヘクタール）について、特に基幹的イ

ンフラストラクチャーの整備状況又は整備の可能性、雨量とその分析、灌漑の

可能性、ベラニコの頻度、標高、土壌、地価等を基準に調査、検討し、幾つか

の適地を選定し、その情報を参加農協に文書で提供した。参加農協は、提供を

受けた幾つかの適地を中心に更にその自然的、社会的条件を調査、検討し、農

業開発会社の指導、承認を得て入植地を決定した。次いで参加農協は第１段階

と同様の手順により地主と売買交渉を行い、土地を取得した。これに要した資

金は、後に述べる特別プログラム基金からの融資を受けた。なお、この過程で、

試験的事業については、国際協力事業団が調査団を派遣し、参加農協の入植地

の選定に協力した。  
 このようにして本格事業のミナス・ジェライス州のコペルバップ農協は９月

初め入植地を購入、同月末融資を受けた。ゴヤス州のコカリ農協は急遽１０月

より入植地の選定を始め、８６年１月までに入植地を選定、土地を購入、同年

３月までに融資を受けた。また南マットグロッソ州のカマス農協は、４月頃よ

り選定を始め、９月入植地を一旦決定したが、地価が高い等から候補地を再三

変更した。この間南伯農協と同様、入植希望者の出身地が旱魃に襲われた等か

ら、初めは１，０００名を越えた希望者が３分の１程度に減少したが、１２月

初め入植地を最終的に決定、８６年初め土地を購入した。しかし、後に述べる

クルザード計画の影響で伯中銀の再融資が中断され、融資が遅れたため、組合

長が代金を立て替えた。また、試験的事業のマットグロッソ州のコペルルカス

農協及びコペルカーナ農協は、共に５月までに入植地を選定、１１月までに土

地を購入し、前者は１１月、後者は８６年２月に融資を受けた。これら土地取

得を終わった５農協の入植地の概要は次のとおりであった。  
 本格事業のコペルバップ農協の入植地は、南緯１７度、西経４６度２０分、

ミナス・ジェライス州サンタローザ入植地に隣接し、農業開発会社の保有地約

３，０００ヘクタールを含み、面積約１０，４００ヘクタール、パラカツ市か

ら国道４０号線を東に約１０キロメートルの地点から未舗装の州道を北東に約

７５キロメートル、エントレリベイロ川とパラカツ川の合流点に位置する。標

高は５３０メートルと低く、地形は平坦で、土壌は黄赤色及び暗赤色ラトソー

ル、気候は熱帯―亜熱帯型で年平均気温２２度 C～２４度 C、年雨量は１，０

００～１，２００ミリメートル、ベラニコの頻度が高い。植生はセラード及び

セラドンで、大豆、とうもろこし、陸稲、フェジョン等の栽培に適する。地主

は農業開発会社を含め２名、地価はやや高い。サンパウロ市を中心とする交通

ネットワークに組み込まれ、国道４０号線によりヴィトリア、サントスに通ず
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る。  
 コカリ農協の入植地は南緯１７度１５分、西経４７度５５分、面積約８，３

００ヘクタールで２地区に分かれ、第１地区は国道５０号線沿いのゴヤス州ク

リスタリーナ市から南へ７０キロメートル、第２地区は同国道から南西へ１８

キロメートルの位置にある。標高９００～１，０００メートル、平坦な卓状地

で、土壌は黄赤色ラトリール、気候は熱帯―亜熱帯型で、年平均気温は２２度

C、年平均雨量は１，２００～１，６００ミリメートル、ベラニコの危険があ

り、植生はセラード、大豆、とうもろこし、陸稲、コーヒー等の栽培に適する。

地主は２名で、地価はやや高い。ブラジリアを中心とする交通ネットワークに

組み込まれ、国道５０号線によりサントスに通ずる。  
 カマス農協の入植地は、南緯１９度１５分、西経５５度１０分、面積約２０，

０００ヘクタールで、南マットグロッソ州カンポグランデから国道１６３号線

を北に約１１０キロメートルの地点から州道を北東３０キロメートルのカマプ

アン市から１００キロメートルの位置にある。標高は６５０メートル、地形は

丘陵又は平坦、土壌は赤黄色ラトソール及び石英砂土、気候は熱帯内陸型で年

平均気温２０～２２度 C、年平均雨量１，２５０～１，５００ミリメートル、

乾期が短く、ベラニコがほとんどなく、植生はセラード又はカンポリンポ。大

豆、陸稲、とうもろこし、ゴム等の栽培に適する。地主は２名で、地価はやや

高い。サンパウロを中心とした交通ネットワークに組み込まれ、州道、国道１

６３号線によりパラナグアに通ずる。  
 試験的事業のコペルルカス農協の入植地は、南緯１３度２０分、西経５６度

１０分、面積約１７，０００ヘクタール、マットグロッソ州クヤバ市より国道

１６３号線を３２０キロメートル北上した地点にあり、一部国道に面する。標

高４１３メートルと低く、平坦又は北に向かう傾斜地で、土壌は赤黄色ラトソ

ールの粘土質。気候は熱帯内陸型で年平均気温は２４～２６度 C、年雨量は１，

６００～２，０００ミリメートルと多く、乾期が短く、ベラニコがなく、植生

はセラード喬木と草地。大豆、とうもろこし、砂糖きび、ゴム等の栽培に適す

る。この地域には石灰工場があり、また電化幹線の建設計画もあり、地主は２

名、地価はやや高い。国道１６３号線によりパラナグア又はサンタレンに通ず

る。  
 同じ地域のコペルカーナ農協の入植地は、南緯１２度３０分、西経５６度４

０分、面積約１８，０００ヘクタール、国道１６３号線のピウーバから未舗装

の州道３３８号線を１３５キロメートル北西に入った位置にある。予備選定地

域には含まれていなかったが、参加農協が選定、農業開発会社が適地と判定し

たものである。標高３５０メートルと低く、緩傾斜地で、土壌は赤黄色ラトソ

ール。気候はルカス農協の入植地と同じく熱帯内陸型で、年平均気温２４～２
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６度 C、乾期が短く、ベラニコがない。植生はセラドン又は樹林。大豆、とう

もろこし、ゴム等の栽培に適する。地主は２名、地価は比較的安い。州道、国

道によりパラナグア又はサンタレンに通ずる。  
 以上の土地取得を終わった５農協以外の日系３農協は、候補地の地権が複雑

であったことや、バイア州では当時の旱魃指定地域の特別金利の適用にかかる  
事情等から、入植地の選定、土地取得が遅れた。バイア州のコチア産組は、協

力事業開始とともに３月、当時多くの組合員が進出していたバイア州西部地域

で試験的事業に参加することを決め、州政府の斡旋を得てポストミモーゾ（国

道２０号線の曲折点）近くの前州知事の所有地を候補地として調査を始めた。

しかし、この候補地は、地権が複雑で、関係書類を整備するのに多くの日数を

要することが１０月頃になって判明し、これの取得を諦め、他の候補地を求め

ざるを得なくなった。また、当時東北地方の旱魃地帯には年３５％の特別金利

が適用され、バイア州西部地域はこの旱魃地域に含まれていたため、組合は９

月、この特別金利の適用を伯中銀に要請したが、調整がつかないまま、この金

利は１２月に廃止され、価値修正付の新金利が制定された。この新金利は地域

の反発が強かったため、再三緩和の措置が講じられ、特別プログラムの金利よ

りはかなり有利なものであった。農務省はプロジェクト契約の融資の基本原則

に反するとして伯中銀に対し協力事業のバイア州での事業について、金利をこ

れと同一とするよう要請し、組合はその決着を待った。しかしこの金利は後で

述べる２月末のクルザード計画による価値修正の廃止により消滅した。更に、

これとは別にミナス・ジェライス州東北部のジェキチニョーヤ流域地域は、従

来から東北地方の一部として特別の扱いを受けていたが、８６年１月末サルネ

イ政権が東北地方灌漑計画を打ち出したことから、ミナス・ジェライス州政府

は、この計画を利用して灌漑の導入による同地域の入植計画を立て、有力農協

の参加を呼びかけた。同地域は予備選定地域には含まれていなかったが、コチ

ア産組は、この計画にも関心を持ち、同地域が協力事業の対象地域として認め

られるならば、これに参加して本格事業を実施することも検討するなど、これ

にも気をとられた。このようにコチア産組は、候補地の選定は進めたものの、

旱魃地帯の特別金利等にかかずらって時間を費やし、選定ははかどらなかった。 
 同地域のコアセル農協も５月に農協手持ちの土地のうちから入植地を選定し、

１０月バイア州開発銀行に融資を申請したが、地権が複雑で、旧地主の相続権

者から異議が出るなど、必要書類の整備に手間取った。なおコチア産組と同様、

候補地が旱魃地帯にあったことから特別金利の適用をめぐる問題もあった。  
 また、本格事業の南伯農協は、第１段階に参加出来なかったこともあり、第

２段階の具体化してきた８４年終わり頃から、いち早く参加の意向を固め、ミ

ナス・ジェライス州グワルダモール地域の土地を物色するなど準備を進めた。
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８５年に入ると同州西北地域のセラボンタ地域を候補地とし、入植希望者の現

地調査を行うなど調査を進めたが、入植希望者の出身地の南部諸州が８５年後

半に旱魃に襲われ、当初２００人に上った希望者が１４～５人に減少し、融資

条件の厳しさと相俟って参加の熱意が急速に冷却し、加えてコーヒー栽培の可

能性についてのコーヒー院の調査に時間がかかったことから、同年中に入植地

として決定するに至らなかった。同地域のオプションの期限は８５年末であっ

たが、情勢が好転しないため更新を見送った。また組合は、コチア産組と同様

ジェキチニョーヤ入植計画に関心を持ち、同地域に組合員が既に入植していた

こともあって、同地域での本格事業の実施を検討した。なお、一旦参加を見送

ったコスエル農協も同入植計画に関心を示した。  
 以上のような参加農協の入植地の選定、土地取得の間に、ブラジル経済は８

５年末からインフレの再燃、８６年２月末のクルザードプランの実施により激

しく変動した。８５年のブラジル経済は、サルネイ政権の景気浮揚政策により、

年率８％の成長を記録し、貿易黒字も石油価格の下落により前年に次ぐ１２５

億ドルに達し、農業の成長率も年１０％にのぼった。しかし急速な需要の増大

に対する供給の遅れを背景に、インフレ率は１１月頃から急騰の兆しを見せ、

１２月末には月間１６％に達し、８６年１～２月には加速化し、これを放置す

る場合には年間３００％を越すインフレが予想されるに至った。このため政府

は２月末ブラジルの歴史にかって例を見ないインフレ収縮の強硬手段による経

済安定化政策を打ち出した。  
 この政策はクルザードプランと呼ばれ、従来の総需要抑制政策や金利政策に

よるオーソドックスな経済安定化政策と異なり、当時ラテンアメリカやイスラ

エル等で議論されていた慣性インフレ論に基づき、インフレの持続要因とされ

た慣性インフレを一気に押さえ込むヘテロドックスな安定化政策であった。そ

のため価値修正制度を廃止するとともに、物価やサービス料金を凍結し、１，

０００分の１デノミネーションを行って価値を失ったクルゼイロに代わる新通

貨クルザードを発行した。また ORTN を OTN と改称し、その価値を凍結し、

為替の小刻み変動性を改め固定相場制とし、賃金の調整を年１回とし、追加引

き上げを行った後、物価が２０％上昇した場合には自動調整を行う等の措置を

とった。  
 このクルザードプランは、インフレにより実質所得の低下した国民大衆に歓

迎され、かってみない熱狂的な支持のもとに進められ、インフレ率は３月マイ

ナスを記録した後、６月まで僅か２％と急激に低下した。この間経済の各部門

では、このプランによる経済のシステムの変化に対応して関連政策の見直しが

進められ、農業部門では農業制度金融、とりわけ金利の改訂が急がれた。価値

修正が廃止されたのを受けて３月初めの通貨審議会で金利をとりあえず３％と
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することが決定され、引き続き農業制度金融全般にわたる検討が行われること

となった。  
 この金利の暫定措置は、農業団体等から好意的に評価され、資材等の価格の

凍結のもとで、この程度の金利水準は計画的な営農を可能にするものとして正

式決定に期待を寄せた。入植地の選定を終わり、土地を取得した先発の５農協

は自信を深め、金利問題等で足踏みしていた日系３農協も事業の取り組みを積

極的に前進させる姿勢に変わった。南伯農協は４月、農業開発会社と協定を締

結して参加を決定し、入植地をミナス・ジェライス州グワルダモールに的を絞

って調査を始めた。コチア産組も新しい候補地の選定を始め、コアセラル農協

は地権問題の解決を急いだ。  
 この間農業開発会社は、正式な新金利を可能な限り抑えるよう政府に要請し、

協同組合機構（ODB）も条件の緩和を政府に求めた。また、２月の内閣改造で

農務大臣に就任したレゼンデ農務大臣は、４月末灌漑大臣等とともにミナス・

ジェライス州エントレリベイロⅠ地区を視察し、開発事業の成果を評価し、入

植農家等からの融資条件の緩和に関する要請書を受け取り、検討を約した。  
 その後、農業金融制度の再検討には時間がかかり、金利の正式決定も遅れ、

日系３農協は年度内に入植地を決定し、土地を取得することは出来なかった。  
 
（３）入植地建設基本計画の作成及び入植農家の選定  
 農業開発会社は、入植地を選定し土地を取得した農協の入植地については、

協定に基づき、入植地建設基本計画の作成を進めた。協定では、農業開発会社

は農協の土地取得後、入植地建設基本計画を作成し、その費用は会社の提出し

た予算に基づき農協の受ける土地取得資金の融資に含められ、会社が受け取る

こととなった。  
 入植地建設基本計画は、第１段階の基本計画とほぼ同様に、土地取得の際に

行った入植地の測量結果に基づく土地利用（配分）計画、現地調査及び空中写

真の分析による区画割（ロッティング）予定計画、予定計画に沿った測量と現

地での区画割、起伏の調査及び空中写真の分析によるロッテ毎の土地利用計画、

標準区画の施設の整備及び営農計画の概要、道路網及び共同利用施設の建設計

画の概要、所要資金の概算等を内容とした。区画割り予定計画では、地形に即

して一辺が道路に沿い、一辺が水利を得られるようにした。測量と現地での区

画割りは測量請負人が行い、区画毎の１万分の１の図面を作成した。ロッテ毎

の土地利用計画は、この図面を基礎に起伏の調査、空中写真の分析等によりミ

クロ流域を明示した詳細な利用計画とした。これら入植地建設基本計画の作成

作業は概ね２ヶ月で行うこととした。  
 このようにして、入植地建設基本計画の作成は、本格事業のコペルバップ農
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協の入植地では８５年９月に終わり、コカリ農協及びカマス農協の入植地は８

６年初めに着手し、５月頃までに終わり、試験的事業のルカス農協及びコペル

カーナ農協の入植地は、前者が１月、後者が５月頃終了した。これにより、各

参加農協が定めた入植地の名称と各入植地のロッテ数及びロッテ当たり平均面

積は次のとおりであった。  
（本格事業）  
 コペルバップ農協入植地・・・・・エントレリベイロⅡ地区  
 （エントレリベイロⅠ地区はサンタローザ入植地）  
  ロッテ数  ２７、 ロッテ平均面積  ２８７ヘクタール  
 コカリ農協入植地・・・・・パイネイラ地区  
  ロッテ数  ２９、 ロッテ平均面積  ２８４ヘクタール  
 カマス農協入植地・・・・・アルボラーダ地区  
  ロッテ数  ５１、 ロッテ平均面積  ３８６ヘクタール  
（試験的事業）  
 コペルルカス農協入植地・・・・・ピウバ地区  
  ロッテ数  ３９、 ロッテ平均面積  ４１６ヘクタール  
 コペルカーナ農協入植地・・・・・アナテラ地区  
  ロッテ数  ４０、 ロッテ平均面積  ４４６ヘクタール  
 参加農協及び農業開発会社は、協定に基づきこれら入植地の入植農家を選定

した。選定は参加農協が全体の８割を予備選定し、農業開発会社がそれを最終

的に承認、選定するとともに、残りの２割を自ら選定することとした。選定基

準は、第１段階と同様、土地を持たないブラジル人で、開発の意欲と体力を持

ち、農業の経験があり、伯中央銀行の要求に従い自己資金又は資機材を持って

入植すること等であった。  
 入植に当たっては、融資条件が厳しく、相当の自己資金が必要であったにも

拘らず、これら地区では入植希望者が多く、当初はエントレリベイロ地区では

２５０～３００人、パイネイラ地区では９００～１，０００人、アルボラーダ

地区でも１，０００人を越えた。その後希望者は減少したが、参加農協はその

中から基準に従って厳正に選定を行い、アルボラーダ地区では４回の選考を行

った。選定は農業開発会社の選定分を含め、本格事業のエントレリベイロ地区

では８５年１０月に、パイネイラ及びアルボラーダ地区では８６年３～５月頃

までに、試験的事業のピウバ及びアナテラ地区では８６年初め頃までにほぼ終

了した。  
 選定された入植農家をみると、本格事業のエントレリベイロⅡ地区は、地元

ミナス・ジェライス州出身者が約半数を占め、その他は南部諸州出身者（うち

日系人３人）で、年齢は３０～４０歳台が６０％と、エントレリベイロⅠ地区
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入植者よりやや高く、７０歳台までが既婚者である。職業別には農業は５０％

を割り、あとは農業技師やその他の職業従事者で、農業経験も１０年未満が５

０％と比較的短く、学歴も大学卒が３０％程度と比較的高い。パイネイラ、ア

ルボラーダ地区は、共に参加農協の所在するパラナ州出身者が７０％を占め、

他はパラナ州以外の南部諸州出身（日系人は前者で７人、後者で４人）である。

年齢は２０～３０歳台がそれぞれ３５％、４５％と比較的若く、未婚者が４０％

と多いが、４０歳以上も２０％程度ある。職業は農業が６０％を占めるが、農

業経験は１０年未満が６０％と短く、学歴は大学卒が４０％に近く、その程度

が高い。試験的事業のピウバ、アナテラ地区は共に参加農協のルーツを反映し

て、ピウバ地区はリオグランデ・ド・スール州が２０％と最も多く、次いでパ

ラナ、サンパウロ、ミナス・ジェライス州出身者（うち日系４人）で、アナテ

ラ地区はリオグランデ・ド・スール州出身者が７５％を占め、他州出身者は少

ない。年齢は共に３０～４０歳台が最も多く、第１段階よりもやや高く、この

うちアナテラ地区がピウバ地区よりやや高く、７０％以上が既婚者である。職

業は農業がピウバ地区で７０％、アナテラ地区で８０％と多く、農業の経験年

数も後者が長く、学歴は前者がやや高い。このように入植農家は参加農協の所

在する州の出身者が多く、第１段階に比較して一般に年齢がやや高く、学歴も

高く、農業経験もエントレリベイロ地区を除き比較的長いのが特徴であった。  
これは入植農家が、融資条件の厳しさや必要な自己資金の携行に耐え得る農家

であったことを反映するものであろう。この中でパイネイラ、アルボラーダ地

区では、一部に年齢の多いものも含むが、一般に年齢が若く、学歴も高く、農

業経験も比較的長いものが多いのが特徴であった。  
 
（４）基幹的インフラストラクチャーの整備の促進  
 事業実施前の枠組みにおいて、ブラジル連邦政府及び関係州政府は、開発事

業を成功させるため必要な幹線道路及び電化幹線等の基幹的インフラストラク

チャーを事業の推進に支障のないよう整備することとなった。農業開発会社は

この枠組みに基づき、８５年６月までにゴヤス州を除く関係各州代表機関と協

定を締結し、開発事業における農業開発会社と州代表機関との役割を明確にし、

整備の促進を図ることとした。協定においては、基幹的インフラストラクチャ

ーの整備については、農業開発会社は各段階における調整、開発の進展状況の

州代表機関への報告等を行い、州代表機関は基幹的インフラストラクチャー、

特に道路、電力の基幹線及び保健所、学校等の必要施設の建設を図ることを定

めた。  
 上述の選定を終わった入植地は、道路、電力等に比較的恵まれた地域もあっ

たが、多くは未整備の状態で、事業の実施に先立ち整備が必要であった。本格
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事業のエントレリベイロⅡ地区は、入植地まで国道４０号線から砂利敷きの州

道があり、電力も入植地から７キロメートルの地点に幹線があり、サンタロー

ザ入植事業の施設もあり、比較的恵まれていたが、州道の整備、電力の補設等

なお整備が必要であった。パイネイラ地区は、一部は国道５０号線に沿い、立

地条件に恵まれていたが、第２地区は国道から離れ、それに至る道路の整備が

必要で、また電化幹線の整備も必要であった。アルボラーダ地区は国道１６３

号線から入植地に通ずる州道はほとんど舗装されていたが、電化幹線の整備が

必要であった。また、試験的事業のピウバ地区は一部は国道１６３号線に面し

立地条件に恵まれたが、奥地に通ずる州道の整備が必要で、また電化幹線の整

備計画の促進も必要であった。アナテラ地区は国道１６３号線から入植地まで

の州道３３８号線は砂利敷きで未舗装の箇所もあり、距離が長いだけに整備を

急ぐ必要があった。  
 農業開発会社はこのような入植地の実情に対応し、協定に基づくコーディネ

ーターを定め、関係各州の代表機関と常時接触を保ち、入植地建設基本計画の

作成等事業の進捗状況を連絡し、必要な整備について計画の提案などその促進

を図った。  
 
２、導入技術の組み立てと特別プログラムの調整  
（１）導入技術の組み立てとマニュアルの作成  
 農業開発会社は、上述の開発計画の作成とともに、重要業務の一つとして導

入技術の組み立てとマニュアルの作成を進めた。導入技術の組み立ては第１段

階の経験を踏まえ、その後の研究の成果、技術の進歩を取り入れ、各州毎に入

植地の実情に即して組み立てた。方法としては、各州毎に農業開発会社が素案

を作成し、これを CPAC、各州の研究、普及機関、参加農協等の研究者、専門

家による技術会議において検討し、必要な修正を行った上、これを導入技術と

して決定した。この技術者会議はミナス・ジェライス州及びマットグロッソ州

では８５年１１月までに、南マットグロッソ州及びバイア州では８６年６月ま

でに開催した。  
 この技術は第１段階と同様に、大型機械体系を中心にして、それの先導する

ほぼ確立された開墾、土壌改良等の農業土木的技術、その他セラード開発のた

めに開発、改良された品種の選択、栽培法等の生物学的技術、施肥、防除等の

科学的技術を各州の入植地の実情に合わせて組み合わせ、体系化したもので、

各州入植地において最高の生産性を実現することが出来ると期待されるもので

あった。従って生産性の目標としては、ヘクタール当たり収量で、大豆につい

ては、本格事業で第１年次１．２トン、第２年次１．５トン、第３年次２．２

トン、生産安定時２．２トン。試験的事業ではマットグロッソ州では本格事業
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と同一とし、バイア州ではそれぞれ１．２トン、１．５トン、１．８トン、２．

０トンとした。これを第１段階と比較すると、バイア州ではほぼ同一であった

が、他の州では３年目以降やや高めとした。陸稲は第１年次１．５トン、第２

年次１．８トン、第３年次２．２トン、生産安定時２．５トンとした。  
 導入技術は「第２段階の技術指針」として各州毎のマニュアルにまとめ（ミ

ナス・ジェライス州及びゴヤス州は自然条件が類似するため共通）、指導者、農

業生産者の指導、営農の指針とした。また、マットグロッソ州では、これと別

にゴム栽培の専門家の協力によりゴム栽培の技術指針をまとめ、ゴム栽培の指

針とした。  
 このマニュアルは、第１段階のそれと同様、各州入植地の自然条件を分析し

た上、これに適合した州別の開墾、土壌改良技術、大豆及び陸稲の栽培技術に

ついてかなり詳細に述べ、営農計画作成のための設計基準を示している。その

大要は次のとおりであった。  
１）開墾、土壌分析  

   各州のマニュアルとも第１段階の方式を踏襲しているが、土壌改良につ

いては、土壌分析を精密に行い、アルミニュームの含有量を検知するため

の土壌の一定の深さ毎に標本を集め分析し、得られたアルミニューム、カ

ルシューム、マグネシュームの含有量の化学的性質に従って散有量を決定

することを奨め、また蟻対策を加えるなど改善を図っている。  
２）大豆の栽培  

   各州のマニュアルとも基本的には第１段階の方法を踏襲しているが、推

奨品種は地域に適した品種改良の成果もあって多様化しており、施肥法も

地域の特性に応じた配慮を加えている。  
   推奨品種は、本格事業では初年度 DOKO、IAC８、SUCUPIRA、SAVANA

が、第２年度以降は CRISTALINA、DOKO、IAC７、８、１１、SAVANA、

NUMDAIRA、UFV１０、UBERABA 等である。また試験的事業では、バ

イア州で初年度 DOKO、TROPICAL、CRISTALINA、IAC７、第２年度

以降 IAC７、８、PARANA、GOIANA、ENGOPA３０１、J２００、SAVANA
が、マットヅロッソ州で、初年度 CARATAS、DOKO、TROPICAL、IAC
８、TEREZINA、TIMBIRA、第２年度以降 CARAJAS、DOKO、EMGOPA
３０１、SAVANA、CRISTARINA、IAC７、８、TROPICAL 等である。

施肥については、本格事業のミナス・ジェライス州では、ヘクタール当た

り P２０５、８０～４０キログラム、K２０、７０～３０キログラムであ

るが、試験的事業のマットグロッソ州では P２０５、６０～５０キログラ

ム、K２０、６０～４０キログラム、硫化亜鉛又は酸化亜鉛２０～５０キ

ログラムとするなど地域の特性に対応したものとしている。  
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３）陸稲の栽培  
   毎年収穫後土壌分析を励行する。推奨品種は、本格事業では早生種で IAC

２５、IAC１６４、１６５、中生種で IAC２７、４７、PAREIBA、試験的

事業で早生種は本格事業と同様、中生種は IAC４７、マットグロッソ州で

CUIABANA、バイア州で IAPARA９等である。  
   植付けに先立ち種子消毒を十分に行う。植付け時期は１０月半ばから、

本格事業では１１月末、試験的事業では１２月末であるが、出来る限り早

い方がいい。植付け間隔は１メートルの線上に早生種は６０～７０粒、中

生種は５０～６０粒の種を播き、線の間隔は４０～５０センチメートル、

深さは３～５センチメートル、１ヘクタール当たり収穫量は４０～５０キ

ログラムとする。  
   植付け時の施肥は概ねヘクタール当たり N、１０～１５キログラム（バ

イア州は２０～３０キログラム）、P２０、６０～８０キログラム（マット

グロッソ州では（１０～６０キログラム、バイア州４０キログラム）、亜鉛

３～４キログラムである。  
   害虫については、植付け初年度には考慮する必要はないが、２年度以降

は駆除剤の使用が必要である。病害については窒素肥料の過度の使用を避

け、健康な種子を使用し、可能な限り短期間にかつ風向きの方向と反対の

方向に植付けるなど、適正な栽培法により被害を防ぐとともに殺菌剤を使

用する。  
   最後にコンバインにより刈り取り、脱穀の後乾燥保管する。刈り取りに

当たっては機械の作動を損失率５％以下とするよう適正にし、乾燥は水分

１２～１３％を標準とする。  
 
（２）特別プログラムの調整及び手続き規定の作成  
 事業資金の融資については、３月日本側と伯側との間でプロジェクト契約及

び貸付契約が締結され、それに先立つ２月末の通貨審議会でこれの契約案とと

もに特別プログラム規則案及び手続き規定の基礎草案が承認され、必要な取り

決めは一応終わっていた。残っていた問題は特別プログラム規則の細部の調整

（通貨審議会が承認の際、実施に必要な細部の調整の権限を伯中銀に与えてい

た。）及び基礎草案に基づく融資代行機関と農業開発会社との共同による手続き

規定の作成であった。このほか、融資の実施のためには、これら取り決めと別

に伯側での日本側供与資金に見合う資金の予算化による確保が重要な問題とし

て残っていた。  
 特別プログラムの細部の調整については、融資条件を調整、緩和すること、

営農融資資金を融資代行機関に対する伯中銀の再融資の対象とすること、並び
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に土地代融資の方法を明確にすることの三つの問題があった。このため日本側

は、新政権発足直後の４月及び５月に関係者が訪伯し、これらの問題について

協議し、農業開発会社は対案を提出するなど、調整作業に協力し、特に融資条

件については緩和を要請した。また、参加農協は既述の通り農務大臣に融資条

件の緩和を要請した。  
 伯中央銀行はこのような情勢を踏まえ調整の作業を進め、６月末作業を一応

終わり、その結果を中銀回章に取りまとめ日本側に提示した。  
 先ず、融資条件については、前政権の厳しい補助金削減政策のもとで、特別

プログラムについても金利は一般農業制度金融並とせざるを得なかった８３年

の伯側第２段階計画案を受け継ぐもので、前政権の政策を受け継いだ新政権と

してこれを変更することは不可能であった。しかし緩和の必要性は否定出来な

いので、当面の通貨供給量に関係のない融資期間、据え置き期間については、

これを単純化して緩和する措置をとった。  
 次に営農融資の方法については、特別プログラム規則では通貨供給量を抑制

する見地からこれを融資代行機関に対する伯中銀の再融資の対象から外してい

たが、日本側の主張の通りプロジェクト契約に即して再融資の対象に含めるこ

ととした。  
土地代融資の方法については、特別プログラム規則では、土地代融資の表現

を避けるため農協の増資割り当て金（Quatas  Pastes）融資として農協に対す

る特別融資に含めていたが、この方法は複雑で実務に適さないので、農協に対

する増資割り当て金融資と別に東北地方半乾燥地帯開発援助特別プログラム

（セルタネージョ）の方法を一部援用して、新たに組合員に分譲するため購入

した土地代の融資を対象として設けることとなった。  
中銀回章案は、特別プログラム規則による融資を行う金融機関に対する実務

の手引きとして、上記の調整結果による一部改正を含む融資の基準と方法をま

とめたもので、内容は融資の前提、受益者のほか、融資の対象、限度、期間（償

還の方法）、金利、土地購入融資の条件、技術援助等となっていた。このなかで、

融資の対象は、固定及び半固定投資、第１作と第２作に係る営農費、農協の投

資、増資割り当て金、及び分譲のため購入した土地代である。融資限度は特別

プログラム規則の通り。融資の期間（償還の方法）は、固定及び半固定投資は

６年据え置きの１０年払い、農協への融資は６年据え置きの１５年払い、営農

費は第１作については３年目までで、価値修正残高の３分の１、２分の１、１

分の１の割合で償還する。金利は特別プログラムの規則の通り。  
土地購入融資の条件は次の通り。見積書には土地代のほか入植地建設基本計

画作成費、道路建設等の費用を含める。購入された土地は融資の保証物件とす

る。農協は購入した土地を農業開発会社の入植地建設基本計画に従って境界を
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画定し、バイア、マットグロッソ州では３００～６００ヘクタール、その他の

州では２５０～５００ヘクタールの農耕地に分割する。分割した土地は譲渡契

約により組合員に分譲する。分譲を受けた組合員はその土地にかかる土地代の

融資残高の債務を引き受ける。このため、組合員、農協、融資代行機関の３者

で追加契約を行う。農協は２年間に土地の譲渡を完了する。農協の債務は組合

員の債務引き受けとともに消滅する。  
なお、技術援助は義務的に行うものとし、内容は営農計画の作成及び技術指

導で、原則的に農業開発会社が行い、場合によっては第３者に委託する。  
このような中銀回章案の提示を受けて日本側は７月、国際協力事業団が計画

打ち合わせ調査団を派遣し、伯側関係者と特別プログラムの調整に関する最終

的な協議を行った、その結果、融資条件は第１段階と比較して著しくハードで

あったが、当時の諸情勢のもとでは直ちにこれを是正することは困難と判断し、

プロジェクト契約の融資の基本原則は満たされていたので、今後の情勢を見極

めた上必要な措置をとることとし、回章案に合意した。  
次に融資代行機関と共同で作成する融資手続き規定については、農業開発会

社は伯中銀の代行機関の指名に先立ち、各代行機関と協議し、８月までに作成

した。手続き規定の内容は、各代行機関との協議により若干の相違はあったが、

２月の通貨審議会に提出された基礎草案を踏襲した。  
最後に伯側見合い資金については、伯農務省は新政権発足直後とられた政府

金融機関を通ずる融資の停止措置が解除された５月、資金計画のスケジュール

に基づく８５年度の事業実施に必要な約１千万 ORTN（７千６百万ドル）の半

額の予算化を大蔵省に要請した。厳しい財政事情の中ではあったが、８月初め

調整を終わり、同月半ばの通貨審議会で２千６百万ドル（要請額から事業の遅

れ２か月分を差し引いた残りの２分の１、伯側負担分）の支出が承認された。

これを受けて伯中銀は上記の回章を農業融資マニュアルの特別プログラム規則

の付録として公表した。  
なお、日本側と伯中央銀行との融資契約においては、特別プログラム規則が

日本側として満足できるものであること、政府保証状等の書類が提出されるこ

とを条件に、契約の有効日を決定することになっていたが、これら条件が満た

されたので、本格事業、試験的事業とも８月２７日を有効日とし、伯側に通知

した。また、プロジェクト契約では、伯中銀は日本側の同意のもとに融資代行

機関を指名することになっていたが、９月日本側の了解を得てミナス・ジェラ

イス州開発銀行（BDMG）、バイア州開発銀行（DESENBANCO）、マットグロ

ッソ州開発銀行（BEMAT）、協同組合信用銀行（BNCC）及びブラジル銀行

（BANCO DO BRASIL）の５行を正式に融資代行機関として指名した。  
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（３）技術援助計画  
 特別プログラム規則では、第１段階と同様、融資については技術援助を義務

付け、原則的に農業開発会社がこれを行い、場合によっては農業開発会社が資

格を有する第３者に委託して行うことが出来ることとなった。農業開発会社は、

技術援助の重要性に鑑み主要業務の一つとして自らこれを行うこととし、早く

からその方法や体制を検討した。しかし第２段階では入植地の数が多く、かつ

広域にわたることから、農業開発会社がそのすべてについて自らこれを行う場

合には、農業技師のかなりの増員が必要となり、援助の内容も希薄になる恐れ

があった。従って技術援助を効率的、効果的に行うためには、必要となる農業

技師の増員を極力抑制するとともに技術援助の内容の充実を図る必要があった。

この要請にこたえるためには、農業技師の増員を抑制し、かつ同一技師が営農

計画の作成及び技術指導を一貫的に実施出来る次の二つのタイプの農業技師の

間接雇用による方法をとることが最も適当であるとの結論に達した。  
 その一つのタイプは、参加農協が技術援助を行う能力に欠け、その意思もな

い場合で、参加農協が農業開発会社の要請により農業技師を雇用し、その技師

は農業開発会社の派遣するコーディネーターの調整、指導に従って技術援助業

務を行い、給料等必要経費も農業開発会社から支払いを受け、３～４年後参加

農協がその技師を引き取り、以後農協が自ら技術指導を行うタイプであった。

二つ目のタイプは、参加農協が独自に技術援助の実施を主張する場合で、参加

農協が農業技師を採用し、その技師は農業開発会社の派遣するコーディネータ

ーの調整、指導を受けて技術援助を行い、参加農協は給料等必要経費は融資代

行機関から直接受け取り、その中からコーディネーターの経費として一定額を

農業開発会社に支払うタイプであった。  
 農業開発会社はこの二つの方法による技術援助の方法を参加農協と協議した

結果、コチア産組を除く参加農協は前者の方法により、コチア産組は後者の方

法によることとなり、農協との業務協定のほかに、前者とは技術契約を、後者

とは特別技術契約を締結した。技術契約においては、技術援助の内容を営農計

画の作成及び技術指導のほか、融資代行機関又は保険会社に対する技術報告書

の作成等とするとともに、農業開発会社は入植地の周辺都市に地域事務所を開

設し、現地コーディネーターとして有能な農業技師を派遣すること、試験的事

業地区には地域事務所のほかに現地事務所を開設すること、参加農協は農業開

発会社の要請により農業技師を雇用すること、農業開発会社は、参加農協の雇

用した農業技師を地域事務所又は現地事務所に配置し、コーディネーターの調

整、指導のもとに技術援助業務を行うこと、農業技師は全面的にコーディネー

ターの指導に従うこと、農業開発会社は半期毎に農業技師の給料等経費を参加

農協に支払うこと、契約の有効期間を４年間とすること等を定めた。特別技術
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契約においては、農業開発会社は、コーディネーターを派遣して技術援助の調

整、指導を行うこと、参加農協は入植地周辺の都市に事務所を設け、農家１２

戸に１名の割合で採用した農業技師を配置し、コーディネーターの調整、指導

のもとに技術援助業務を行うこと、参加農協は融資代行機関から直接手数料を

受け取り、その中から農業開発会社にコーディネーターの経費として初年度３

０％、第２年度及び第３年度それぞれ３５％を支払うことを決めた。  
 
３、農業開発会社の運営計画と８５ /８６年度の実績の総合的検討  
（１）業務の実施計画  
 前章で述べたように、第２段階においては、第１段階の経験を踏まえ、かつ

事業の大規模化、広域化に対応して、事業の円滑、効果的な実施を確保するた

め合意議事録において、連邦政府農務省の政府関係機関との調整の役割と、農

業開発会社の事業実施の中核機関としての役割が明確にされるとともに、農業

開発会社の業務（任務）は定款において、事業の企画、調整をはじめ参加農協

の取得する入植適地の判定、入植農家、農協等事業参加者の選定、入植地建設

基本計画の作成、技術援助、融資の監督、展示農場の設置、運営、農業生産者

に対する技術情報サービスの提供、生産物のマーケティング支援等とすること

が定められた。  
 農業開発会社は、これら業務の効率的、効果的実施のため、事業に参加、協

力する参加農協、関係機関と協定を締結し、第１段階と同様農業開発会社を中

核とした事業の組織的、機能的な推進組織を整備した。まず各州の参加農協と

は、前述の通り業務協定と技術契約を締結し、業務契約においては、開発事業

における両者の役割を定め、協力の緊密化を図り、技術契約においては、農業

技師の間接雇用により、農業技師の増員を抑制し、同一技師による技術援助の

一貫的効果的実施を図った。また、業務協定においては、参加農協が入植地に

おける生産、流通の合理化事業を行い、必要な共同利用施設を整備することを

定め、第１段階と同様農業開発会社の入植農家に対する技術、市場情報の提供、

生産物のマーケッティングの支援業務を農協に委ねた。  
 次に各州融資代行機関とは共同して手続き規定を作成し、農業生産者に対す

る融資に関する両者の役割を定め、連携の強化を図るとともに、農業開発会社

の行う技術援助、文書による融資の勧告を明確にする一方、融資監督業務に伴

う入植農家の融資目的を脅かす違反行為の銀行への報告義務を明確にした。  
 また、各州政府とは、代表機関との間で協定を締結して開発事業における両

者の役割を定め、州政府による基幹的インフラストラクチャーの整備、農業技

術の研究、普及機関の導入技術の組み立て等に対する協力を確保した。  
 そ の ほ か 、 こ れ ら 直 接 参 加 機 関 の ほ か 、 EMBRAPA 、 EMBRATEL 、
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CIBRAZEM、SUDENE、SUDAM、地方自治体政府等とも必要に応じて合意

書等を取り交わし、関連分野での協力を確保した。  
 農業開発会社は、このような推進組織の整備と合わせて、各州入植地区周辺

都市に地域事務所を開設し、コーディネーター及び間接雇用により雇用した農

業技師を配置して事業の調整、指導、技術援助を行い、また試験的事業地区で

は地域事務所のほかに各入植地に現地事務所を置き、間接雇用の農業技師を配

置して技術援助を行うこととした。  
 なお、展示農場については、従来からの体制を維持し、事務所をコロマンデ

ール市から地域経済の中心地パトロシーニョに移し、経済活動の充実を図った。 
 
（２）経営計画  
 農業開発会社は、業務の実施計画とともに管理体制の整備を図った。伯側ロ

マノ社長及びリカルド技術担当取締役、並びに日本側宇佐美財務担当取締役は

留任し、欠員中であった日本側副社長には南坊元ベレン総領事が就任し、体制

の強化を図った。また諮問委員会委員は、伯側では協同組合信用銀行新総裁ダ

ルパスクワレ、同銀行のカバルカンテ取締役及びブラジル農牧研究公社のベル

オゾ資源局長が就任し、日本側は留任した。  
 人員、組織については、事業の大規模化、広域化に伴って増員、拡充が必要

となったが、経営をめぐる諸情勢の厳しさを考慮して事業の進展と収入に見合

った漸進的整備を図る方針のもとに、本社の人員、組織の抑制とともに地域事

務所、現地事務所の要員の間接雇用方式等により合理的、能率的経営を目指す

こととした。これにより、本社においては事業の企画、調整機能の充実のため

農業技師を補充して３０名程度とするほか、地域事務所の人員を４０名程度、

うち３０名を間接雇用によることにした。なお、展示農場の要員は従来の通り

維持した。地域事務所は、本格事業では、ミナス・ジェライス州は従来どおり

パラカツ市に、ゴヤス州はクリスタリーナ市に、南マットグロッソ州はカマプ

アン市に、試験的事業では、バイア州はバヘイラス市に、マットグロッソ州は

ディアマンテーノ市に、現地事務所は各入植地に開設した。これら事務所は、

ゴヤス州を除き８６年初めまでに開設した。  
 また、農業開発会社は財務の充実のため必要な措置を講じた。会社はサンタ

ローザ保有地の分譲の際留保していた約３，０００ヘクタールの土地を第２段

階のコペルバップ農協のエントレリベイロⅡ地区のため同農協に売却するとと

もに、分譲したサンタローザ保有地の代替地を予定していたとおり８６年３月

バイア州バヘイラス地区で取得した。この土地は約３，５００ヘクタールで、

コチア産組の組合員の進出地域にあり、国道２０号線に近く、地形は平坦、土

壌は砂質、植生はセラードで、小川があり、開発の適地であった。これにより
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会社の保有地は約８，８００ヘクタールとなったが、１万ヘクタールにはなお

不足するため、更に買い増しを行い、資産構成の健全化を図ることとした。  
 第２段階においては、必要な運営財源は、営農計画作成手数料及び融資監督

手数料をそれぞれ事業参加者及び伯中央銀行から徴収することとされ、このう

ち融資監督手数料はプロジェクト契約に関する両国間の協議において実際には

農務省が相当額を毎年予算化して伯中央銀行に入金するよう取り計らうことと

なっていた。しかし、この手数料の扱いについては伯国内での関係者による取

り極めがなく、農業開発会社としては、関係者の責任分担を明確にした何らか

の取り極めが行われる必要があることから、新政府成立後関係者と協議を続け

た。協議は関係者の意見の相違のため難航したが、７月の国際協力事業団のミ

ッションが訪伯の際、関係者による協議が行われ、その結果伯農務省、中央銀

行及び農業開発会社の３者間で意見の一致を見、取り極めが行われた。その要

旨は、伯農務省は第２段階の調整、実施機関である農業開発会社に技術サービ

ス手数料として毎年農業生産者に対する融資残高の１％を支払う。この支払額

は毎年農務省予算に計上し、農務省作成のスケジュールに従い、伯中央銀行に

振り込む。中央銀行はこの振込みと同時に、これをブラジル銀行の農業開発会

社の口座に振り替えるというものであった。  
 農業開発会社はこの融資監督手数料のほか、上記の営農計画作成手数料、土

地融資に含められる入植地建設基本計画作成手数料及び入植農家との契約によ

る技術指導手数料が支払われ、事業実施期間は安定収入を確保することが出来

ることとなった。一方事業実施期間中の経費は年２００万ドル程度と見込まれ、

これら手数料収入によりこれを賄うことは十分可能と見通された。これに展示

農場の収入をはじめ、コンサルタント活動の収入を合わせると、事業実施期間

中はかなりの利益が予想された。農業開発会社の長期見通しによると、５年目

までは初年度を除き利益を挙げ配当も可能となるが、６年目以降は手数料の減

少又は消滅により現体制を維持する限り赤字になると見通された。また国際協

力事業団の計画調査においても同様の傾向が指摘された。経営の長期的安定の

ためには、事業実施期間中も手数料収入に安易に依存することなく、出来る限

り収入源の多角化等経営努力を続ける必要があった。  
 この間日本側投資会社の日伯農業開発協力株式会社は、株主として農業開発

会社の開発計画作成等を指導し、経営に参加して運営計画の作成等に協力し、

また本格事業における伯中央銀行への貸付の当事者として参加農協の土地取得

のための融資資金の貸付を行った。また国際協力事業団は入植地の選定や特別

プログラム規則の調整等のため調査団を派遣し、研修員を受け入れ、事業の推

進に協力し、試験的事業の伯中央銀行への貸付を行った。  
 また、日伯農業開発協力株式会社は、伯中央銀行との貸付契約に基づき、契
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約額の１％のフロントエンドフィー（前払い手数料）を受け取った。この手数

料の扱いについては、海外経済協力基金との調整や税法上の問題の解決等に手

間取ったが、８６年５月、これを日伯農業開発協力株式会社の特別積立金とし

て処理し、伯中銀に対する融資の管理に要する費用に充てることとした。  
 なお、伯側投資では協同組合信用銀行総裁に就任したサンタカタリーナ出身

の元下院議員ダルパスクワレが農業開発会社の社長に就任し、第２段階に取り

組む新体制の整備を図った。  
 
（３）８５ /８６年度の実績の総合的検討  
 以上のように農業開発会社は、８５ /８６年度中に開発計画を作成するととも

に、導入技術の組み立て、特別プログラム規則の調整について協力し、手続き

規定を作成し、会社の運営計画についてもこれを定め、業務実施の計画の策定

をひとまず終わった。しかし、開発事業は総合開発計画で予定したスケジュー

ルからみると著しく遅れた。  
 総合開発計画では、前述したように本格事業、試験的事業とも８５ /８６年度

に参加農協の選定、それによる入植地の選定、土地取得を終わり、入植地建設

基本計画を作成して、その約半数の入植地で事業の実施作業に着手し、一部で

第１回の作付けを行うこととしていた。これに対し実績では、参加農協は本格

事業、試験的事業合わせて９農協を選定したが、このうち農業開発会社と協定

を結んで参加を決定した農協は８農協で、うち入植地を選定し、土地を取得し

た農協は５農協で、入植地建設基本計画を作成し、入植農家を選定した農協も

これら５農協のみであった。取得した土地面積は、本格事業で約４万ヘクター

ル、試験的事業で約３万４千ヘクタールの合計約７万４千ヘクタールで、予定

総面積の半ばに達しなかった。実行された融資額も約３千５百万ドルで８月に

決定した予定額の５千２百万ドルの６割に止まった。  
 このような事業の遅れの背景には、ミナス・ジェライス州やバイア州では候

補地の地権が複雑で調整に手間取ったことや、南伯農協やカマス農協では入植

希望者の出身地の南部諸州が８５年度後半長期旱魃に襲われ、その影響で希望

者の多くが動揺したこと等の事情があった。しかしその基本的原因は、前政権

からのマクロ経済政策の安定化政策へのシフトとそれに伴うめまぐるしい政策

の変化や混乱であった。８０年代初期の債務危機までのブラジルのマクロ経済

政策は、主として国家主導の産業化による成長政策であった。しかしその後国

際収支の悪化やインフレの昂進に伴って政府は政策の優先度を経済安定化の方

向に移さざるを得なくなった。８２年には IMF の監視のもとに国際収支の改善

を優先して厳しい総需要抑制策をとり、輸入の抑制、財政赤字の削減、賃金の

削減等を進め、農業についても一般農業制度金融の融資枠を削減し、金利をイ

 24 



ンフレにスライドする方式に改め、各種特別プログラムの金利も原則としてこ

れと同一とした。この安定化政策によって経常収支は均衡し、成長も恢復した

が、インフレは８１年の１００％から８４年には２３０％に昂進した。８５年

には政権交代時のタンクレッド大統領の急死により、新政権の初期は混乱した

が、経済政策は前政権の緊縮政策を受け継ぎ、主要産品の価格の統制、公共料

金の据え置き等をとる一方、賃金の引き上げによる景気浮揚策をとった。農業

についても前政権の政策を続け、一般農業制度金融の金利のインフレにスライ

ドする方式を維持し、日伯協力の特別プログラムの融資金利も前政権の定めた

原則に従い、これと同一とした。また、東北地方の旱魃地帯の特別金利も農業

制度金融に準じて改訂した。この新政権の政策によりインフレは一時沈静化し、

８％の成長を達成したが、同年末からインフレが再燃し、８６年初めには加速

化した。このため８６年２月には物価、賃金、為替の凍結を含む非正統的なシ

ョック療法のクルザード計画を実施した。  
 このようなめまぐるしい情勢の中で、長期的視野に立った計画に基づく事業

の実施は困難であった。第２段階特別プログラム融資条件の厳しさは、協力事

業の第１段階のような魅力を欠き、入植希望者の期待に反し、候補農協の参加

の決定を遅らせた。新政権成立直後の混乱は協力事業を一時見送らせ、特別プ

ログラムの細則の決定も遅らせ、事業の開始や参加農協の参加を遅らせた。バ

イア州では旱魃地帯の特別金利の決定が、これの適用にかかずらっていたコチ

ア産組、コアセラル農協に時間を空費させた。クルザード計画の実施により価

値修正が廃止され、農業融資の金利も暫定的に年３％となり、遅れていた日系

３農協も力づけられたが、正式決定の遅れ等から年度内に入植地を決定するに

至らなかった。事業の遅れの基本的要因は前政権からの変更等による情勢の変

化であったということができる。  
 言うまでもなく、これらの情勢の変化は農業開発会社の管理の不可能なもの

であった。農業開発会社としては政府に必要な調整、支援を要請しつつ、情勢

の変化に積極的に対応して出来る限り計画的に事業を推進する以外に方法はな

かった。従って農業開発会社は、８６ /８７年以降は、前年度の実績を踏まえ、

毎年計画を改定し、内容を更新し、これに基づき事業の推進を図る、いわばロ

ーリングプランによる事業の推進を図ることとした。  
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第２節 開発事業の実施と農業開発会社の運営 
１、開発計画の年次改定と事業の推進        
（１）８６/８７年度の改訂と事業の推進    
 農業開発会社は８６年初め、前年度の事業の実績がほぼ明らかとなり、２月

のクルザード計画の実施により経済情勢が激変する中で、これら前年度の実績

を踏まえ、当時の情勢をベースに開発計画の改訂を行い、これを８６/８７年度

計画として４月の諮問委員会に提出、承認を得た。 
 計画の改訂に当たっては、前述した通り、前年度は前政権の経済安定化政策

に伴う農業融資金利のインフレ・スライド方式をそのまま受け継いだことや、

政権交代に伴う混乱等を主因に事業が遅れたが、８６/８７年度はクルザード計

画により価値修正制度が廃止され、物価、賃金の統制によりインフレも沈静化

し、事業環境の好転が期待されることから、入植地建設基本計画の作成を終わ

った入植地（以下「先発グループ」という。）の実施作業の推進を図るとともに、

年度内に入植地の選定、土地取得がすべて終了し、それら入植地においても可

能な限り入植地建設基本計画の作成を進め、実施作業が行われるよう意欲的に

事業の推進を図ることとした。このため入植地の選定、土地取得については、

遅れた参加農協の入植地の選定、土地取得を指導、支援するとともに、参加を

断念したコスエル農協に代わる農協やその他の関心のある農協を新たに選定し、

入植地の選定、土地取得を進め、本格事業６１，０００ヘクタール、試験的事

業２５，０００ヘクタールの必要面積の取得を完了することとした。また、こ

れら事業に要する融資額は１７０百万ドルを予定した。 
 農業開発会社は、この計画により事業を進めたが、８６/８７年度はクルザー

ド計画の実施によりブラジル経済は激しく変動し、計画の推進もプラス、マイ

ナスの両面の影響を強く受けた。８６年中は期待通り情勢が好転し、開発事業

はかなり進展した。クルザード計画の実施に伴う政府の農業制度金融の再検討

は５月中旬に至り漸く方針の決定を見るに至り、農業融資の金利は金融制度機

関が支払う１８０日の定期預金の利息を基準とし、これから１０％を差し引い

たものとし、これにより８７年２月末までの地方別、規模別の金利を定め、融

資限度、期間の改訂とともに通貨審議会の承認を経て公表した。これによると、

金利は８７年２月末までは投資、営農費とも、北伯、東北伯の特殊地方は規模

により３～８％、その他の地方は一律１０％とし、８７年２月末以降は上記の

方針により６ヶ月ごとに調整することとした。この金利は営農費融資について

は新しい契約のみに適用し、投資については以前のものにも適用することとし

た。融資限度は営農費については基本食糧はＶＢＣの原則１００％、投資につ

いては５０～１００％、期間は３～６年（据え置き１～２年）とした。この新

融資条件の設定に伴い、利子補助が復活され、投資が奨励されることとなった。 
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 必要資金の調達については、安定化政策による商業銀行の当座預金残高の急

増を見越して農業融資の義務額の比率を若干引き下げるとともに、義務額の３

０％を零細、小農に、３０％を投資資金の融資に当てることを義務づけた。 
 このような農業融資の価値修正なしの金利１０％（北伯、東北伯は３～８％）

は、インフレのない場合にはかなり高い水準のものであったが、従来農産物価

格の相対的低位のもとで価値修正による金融費用の負担を強いられた農業生産

者にとっては、極めて魅力的なものとして関心を集め、融資需要が急速に増大

した。これに対する資金の供給も商業銀行の当座預金の急増により増大し、農

業融資は投資を中心に当初予想の２倍にも達する勢いで増大した。 
 協力事業の融資条件については特段の変更がなく、金利は上記の一般農業制

度金融と同一とされたが、融資限度、期間は従来どおり維持されることとなり、

融資条件は一般農業制度金融より優遇されたものとなった。 
 また、融資に必要な８６年度の伯側見合い資金は、前年８月初め農務省が必

要額を８６年度の国家予算として大蔵省に要求したが、資金の性格から通貨予

算に計上すべきものとして国家予算に計上されなかった。このため伯中央銀行

は８６年１月末８６年度のＦＵＮＡＧＲＩ勘定の中で必要額を確保したが、ク

ルザード計画に伴い、その見直しが必要となり、通貨審議会による決定が遅れ

ていた。６月末に至り審議会においてＦＵＮＡＧＲＩ勘定の１９８６年度資金

計画が承認され、その中で伯側見合い資金の必要額が承認され、同時に禁止さ

れていた伯中銀の再融資も解除された。 
 ただこの承認事項の中には、厳しい財政事情のため融資の実行が遅れ進行中

の事業が中断されることがないよう、農業融資を行う金融機関に融資総額の３

５％の負担を義務づける旨の決定が含まれていた。このことは事業実施前の枠

組みに違反するとともに、伯銀を除き融資代行機関に３５％の負担能力がない

ことから、事業の中断を招きかねない大きな問題を含むものであった。後に述

べるように日本側は事態を重視し、伯側に協力事業を例外とするよう強く申し

入れ、両国間で協議が続けられた。 
 このようにしてクルザード計画により農業部門では農業制度金融の見直しに

伴って金利負担が軽減され、融資額も拡大される中で、協力事業については従

来同様の優遇措置が継続され、伯側見合い資金も一応確保されたことから、参

加農協は開発事業に対する取り組みを一層積極化し、協力事業に関心を持つ農

協も参加の意向を表明するようになった。 
 先発グループは意気盛んとなり、５月末から７月にかけてそれぞれロッテの

抽選会を開催し、現地でのロッテの割り当てを行い、入植を開始し、実施作業

に移った。出遅れていた日系３農協のうち南伯農協は、グワルダモール地区を

入植地として選定することをほぼ決定し、地権の調査を急いだ。コチア産組は
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６月末入植地を最終的に決定し、バイア州バヘイラス地域に進出していたパダ

ップ計画参加農家とそれら農家がフォルモーサ、リオ・オーロプレト郡のオー

ロベルデ地区で所有していた土地のうち未利用地を入植地とすることに話し合

いがまとまり、それら農家と個別に売買契約を締結することとし、準備を急い

だ。コアセラル農協は新金利の決定とともに改めて土地融資を申請した。 
 協力事業に参加を表明した農協は、サンパウロ州のフェメカップ農協、パラ

ナ州のコプラップ農協、サンパウロ州のコーナイ農協等で、そのうちフェメカ

ップ農協は、６月農業開発会社と協定を締結し、入植地の選定に着手し、他の

農協も候補地の物色を始めた。フェメカップ農協は１９６０年コーヒーの販売

と資材の供給を目的とし、サンパウロ州カンピーナスに設立した連合会で、８

５年現在傘下に３１組合、組合員約９，０００人を持ち（コペルルカス農協も

その傘下）、コーヒーのみならず綿花、大豆、穀類を大量に扱い、事業部門を拡

大して輸出も行い、近代的施設を整備し、技術水準も高い農協であった。コプ

ラップ農協は１９６２年にパラナ州のコーヒー生産農家等が設立した農協で、

組合員は２，７００人、コーヒー、綿花、とうもろこし、大豆、小麦等の販売、

資材の購買事業を行い、技術水準も高く経営の安定した組合であった。またコ

ーナイ農協は約５，０００人の組合員を持ち、牛乳、コーヒーを主に取り扱っ

ていた。 
 ところがブラジル経済は、この頃物価の安定と所得の増加により、長年抑制

されていた購買意識が一挙に反発し、空前の消費ブームを現出した。これに対

し生産面では需要に応じた生産態勢の切り替えが急速に進まず、農業も８５年

後半の中央、南部地方の長期旱魃により、穀類は前年度を９％下回る不作とな

り、食糧輸入を余儀なくされ、特定産品の不足が顕著となり、商店での長蛇の

列やヤミ値の横行等がみられるようになった。農業部門でも融資条件の改善や、

農機具、肥料等の資材価格の公定により需要が増大し、供給の遅れと相俟って、

これら資材の入手が困難となり、ヤミ値が横行するなど、農業生産者にとって

は深刻な問題が生じた。 
 このため政府は７月末、クルザード計画の補完措置として自動車、ガソリン

等の値上げ分を強制預託金とし、これによる国家開発基金を創設し、消費の沈

静化と投資資金の確保の措置を講じ、また新国家開発計画の目標を数量化した

８６年から４カ年間の国家投資計画を発表して投資の促進を奨励した。またそ

の一環として８月半ばには農業３カ年計画を発表し、農業開発基金及び農業預

金（ポーパンサルーラル）を創設し、農業融資、特に投資資金を充実するほか、

最低保証価格を多年度制にする政策を発表した。この多年度最低価格保証は、

米、とうもろこし等の国内向け農産物に適用し、８６/８７年度に定められた価

格を３年間継続し、毎年農業生産者が支払う資材価格指数（ＩＰＰ）によって
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調整し、その間ＩＰＰの上昇が２０％を越えるときは賃金の調整と目標に自動

的に調整するというものであった。また輸出農産物については国際価格を勘案

して定めることとした。 
 また、懸案であった融資代行機関による３５％負担問題についても伯側の検

討が進み、８月末伯側がブラジル銀行を除く他の代行機関については例外扱い

とする方針を決定し、９月末日本側と原則的な合意に達し、問題は実質的に解

決した。 
 このように８６年半ば以降からの異常な消費ブームの中で、協力事業は新た

な困難に直面したが、政府の農業融資の拡充、最低価格保証制度の改善等農業

政策の充実が図られ、また融資代行機関の３５％負担問題も解決されたことも

あって、参加農協や参加を表明した農協は、引き続き活発に実施作業や土地取

得等を進めた。 
 先発グループは後に述べるように資材の入手難等の困難を克服して実施作業

を進めた。出遅れていた日系３農協のうちグワダモールに的を絞って地権の調

整や取得の交渉を進めてきた南伯農協は、コーナイ農協が一時この地区を候補

地として地主と交渉したため一時は取得を断念したが、その後地主の意向によ

り交渉を復活し、８７年初め土地取得契約を締結し、融資を受けた。入植地を

オーロベルデ地区に決定したコチア産組は、地主数が多かったため契約の締結

に手間取ったが、９月にこれを終わり８７年初めに融資を受けた。またコアセ

ラル農協も地権問題が９月に至り示談によりすべて解決し、８７年初めに融資

を受けた。 
 また６月に農業開発会社と協定を結んで参加したフェメカップ農協は、ミナ

ス・ジェライス州西北地域のボンフィノポリス郡を中心に選定作業を進め、９

月頃までに土地売買契約を締結、８７年初めに融資を受けた。参加を表明し候

補地を物色していたコプラップ農協は、９月農業開発会社と協定を締結し、ゴ

ヤス州ニケランジャ地域で、またコーナイ農協はミナス・ジェライス州西北地

域で土地選定を進めた。なお、入植地の拡大を検討していたパラカツのコプラ

ップ農協は、エントレリベイロ地区に隣接する土地を取得し、８７年初め融資

を受けた。 
 これら新に選定した入植地（以下「後発グループ」という。）の概要は次のと

おりであった。本格事業の南伯農協のグワルダモール地区は、南緯１７度３０

分、西経４７度１５分、ミナス・ジェライス西北のゴヤス州との州境にまたが

る広大な高原地帯にあり、面積約１０，４００ヘクタール、標高は１，０２０

メートル、平坦で機械化に適し、土壌は暗赤色ラトソール、雨量は年１，５０

０ミリメートル、水利が良好で、植生はセラドン、大豆、陸稲、とうもろこし、

コーヒーの栽培に適する。地主は１名で地価は高い。フェメカップ農協のボン
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フィーノポリス地区は、南緯１６度３０分、西経４６度１５分、ミナス・ジェ

ライス州西方地域ウナイ、ボンフィーノポリス郡にまたがり、面積約１７，０

００ヘクタール、標高は約１，０００メートルの卓状地で機械化に適し、地区

内に湧水があり、土壌は暗赤色ラトソール、雨量は年１，９００ミリメートル、

植生はセラドン、大豆、陸稲、とうもろこし、コーヒーの栽培に適する。地主

は３名で地価はやや高い。コペルバップ農協の入植地はエントレリベイロ入植

地に隣接し、面積約６，０００ヘクタール、地区の状況はエントレリベイロ地

区と同様であった。 
 試験的事業のコチア産組のオーロベルデ地区は、南緯１１度２０分、西経４

５度２０分、バイア州西北のバヘイラス地域の国道２０号線の北方８０キロメ

ートルの広大な台地にあり、面積約１３，８００ヘクタール、標高は８１０メ

ートル、地形平坦で、土壌は赤黄色ラトソール及び石英砂土。気候は熱帯内陸

型で、平均気温２４～２５度Ｃ、半乾燥地帯カーチンガに接し、雨量は年１，

０００ミリメートル、ベラニコの危険がある。植生はカンポセラード、大豆、

陸稲、とうもろこし、果樹の栽培が可能で、地主はパダップ計画参加農家１６

名、地価は安い。国道２０号線によりブラジリア、サンパウロに通ずる。また

同地域のコアセラル農協の入植地は、南緯１０度３０分、西経４５度４５分、

地域の西北端マンガベイラス台地にあり、ピアウイ、ゴヤス、バイア州の境界

に近く、面積約１２，５００ヘクタール、交通の便が極めて悪く、当時は道路

の新設計画はあったが、一般にゴヤス州のライアナポリスを迂回する未舗装の

３００キロメートルの道路を使用していた。標高は７８０メートル、平坦で、

土壌はオーロベルデ地区と同様で、気候は熱帯内陸型で平均気温２３～２４度

Ｃ、年雨量１，０００ミリメートル程度でベラニコの危険がある。植生はカン

ポセラード、大豆、陸稲、とうもろこし等の栽培が可能。地主は２名、地価も

安い。 
 農業開発会社は、これら入植地のうち８６年中に土地取得を終わった試験的

事業のコチア産組及びコアセラル農協については１１月に入植地建設基本計画

を作成し、８７年初めに土地を取得した南伯農協、コペルバップ農協及びフェ

メカップ農協については土地取得とともに入植地建設基本計画の作成に着手し

た。これに伴い各参加農協の定めた入植地と各入植地のロッテ数及びロッテ当

たり面積は次のとおりであった。 
（本格事業） 
 南伯農協入植地―――グワルダモール地区 
  ロッテ数３３、ロッテ当たり面積３３２ヘクタール 
 コペルバップ入植地――エントレリベイロⅢ地区 
            （エントレリベイロⅡ地区隣接地） 
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  ロッテ数２０、ロッテ当たり面積２９７ヘクタール 
 フェメカップ入植地―――ボンフィーノポリス地区 
  ロッテ数５２、ロッテ当たり面積３３２ヘクタール 
（試験的事業） 
 コチア産組入植地―――オーロベルデ地区 
  ロッテ数３５、ロッテ当たり面積３９４ヘクタール 
 コアセラル農協入植地―――ブラジルセントラル地区 
  ロッテ数３０、ロッテ当たり面積４１８ヘクタール 
 
 上記の本格事業後発グループの入植地についての入植地建設基本計画の作成

中に、ブラジル経済は急速に悪化し、後発グループは入植農家の選定が困難に

なるなど、大きなマイナスの影響を受けた。ブラジル経済は、７月のクルザー

ド計画の補完措置により一応の安定を持続し、１１月の総選挙には政府与党が

圧勝するという成果を収め、８６年の成長率も７．５％と前年に次ぐ高い成長

を記録した。しかし消費の過熱、低金利政策と信用制限の緩和、対ドルレート

の長期の固定、旱魃による農業生産の不振と食糧輸入、債務交渉の中断等によ

り、選挙の終了を待って行われた物価凍結のひずみ是正の一連の調整措置の時

期を境として、インフレが再燃し、インフレ率は１２月の月７％から８７年１

月には１６％となり、金利が高騰し、貿易黒字も急減して外貨準備高は４０億

ドルを割る状況となった。２月２０日大統領は、民間銀行団の債務の利払いを

停止すると発表するとともに、財政引締め政策を強化することを表明した。イ

ンフレはその後も昂進し、消費者の購買力は再び低下し、ブラジル経済は混迷

を極めた。 
 農業部門でもインフレに伴い金利が上昇し、予定されていた８７年２月末の

金利の調整は困難となり、クルザード計画時の融資条件を継続することは不可

能となった。消費者の購買力の低下により大半の農産物の価格は下落した。８

７年の収穫を前にして乾燥、貯蔵施設は不足し、８６年に手当てした輸入食糧

が８７年になって到着する等の農政の不手際が表面化した。このような事態に

対して農政は明確を欠き、一貫性のない場当たり農政に対して農業生産者は抗

議を始めた。 
 ２月中旬、各州から集まった２５，０００人がブラジリアで農民大会を開催

し、また地方でも多数の農民がトラック、トラクターに乗り主要道路を遮断し

気勢を上げた。農民大会の主要団体は協同組合機構（ＯＬＢ）、農村民衆同盟（Ｕ

ＯＲ）で、農業融資の金利の引き下げ、最低保証価格の引き上げ、安定的な農

業政策の確立をスローガンに国会議事堂前までデモ行進し、代表者が大統領に

陳情書を手渡し、同席したレゼンデ農相が大統領に代わって農業融資金利の改
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定、最低保証価格の引き上げ等を約束した。 
 政府は２月末、約束に従って農業融資金利を改定し公表した。これによると、

価値修正を復活し、投資資金については金利を北部、東北地方の統制地域を年

３％、その他地域を年６％とし、価値修正は農業預金（緑の預金通帳Ｃｄｅｒ

ｎｅｔ ｄｅ Ｐｏｕｐａｎｃａ Ｒｕｒａｌ）の金利の変動率とし、営農資

金については金利を特別地域年３～８％、その他地域１０％、価値修正は生産

者受け取り価格指数（ＩＰＲ）又は伯中銀債権（ＬＢＣ）の変動率の低いもの

とした。この改訂金利には多くの疑問があり、農業融資の金利がどのような高

金利になるか予想のつかないものとなる危険性を含むものであった。農業開発

会社は問題点を指摘し、資料を作成して政府に是正を求めた。この金利の改定

とともに農業融資は高金利時代に逆戻りするものとなり、不安定を一層増すも

のとなった。 
 また、政府は３月以降の最低保証価格を決定し、価格を引き上げたが、イン

フレには及ばなかった。このような情勢の悪化はクルザード計画の中で融資を

受けた債務を増大させ，支払いを困難にするなど、農業生産者は深刻な問題に

直面し、前年度増大した農業融資の需要は急速に冷却した。 
 協力事業も大きな影響を受け、先発グループは２年目の実施作業を前にして、

資材価格の高騰や金利の引き上げ等により営農計画の再検討が必要となった。

後発グループは入植希望者が将来に対する不安を増し、自己資金の負担の増大

と相俟って協力事業に対する魅力を失い、一部地区では入植を延期又は中止し、

希望者が減少した。 
 特に本格事業の南伯農協は、１月末グワルダモール地区の地主と土地売買契

約を締結したが、地価が高く、土地融資の限度額が７５％に抑えられたことに

加え、融資契約の時期が３月初めにずれ込んだため、金利の改定により莫大な

利子を背負い込むこととなった。入植農家はこの土地融資に伴う予想される自

己資金の負担と、資機材等営農融資の自己資金負担と合わせると、必要な自己

負担は３５０万クルザード（約２５万ドル、３千８百万円）にも達することと

なった。先発グループで８６年に作付けを行った入植地の農家の自己負担がほ

ぼ８２万クルザード（約６万ドル）であったから、その４倍にものぼる額とな

った。南伯農協は金利の引き上げによる、その重圧に苦しむこととなり、入植

希望者は金利の引き上げと自己負担の増大により急速に熱意を失い、農協が５

月中旬入植希望者を確認したところ、入植希望者は僅かに４戸に減少した。コ

ペルバップ農協やフェメカップ農協でも希望者が減少した。この間農業開発会

社は、残っていた南伯農協、コペルバップ農協及びフェメカップ農協の入植地

の入植地建設基本計画の作成を終わった。 
 試験的事業のコチア産組は、２月下旬入植希望者のロッテ抽選会を行い、全
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３５ロッテにつき入植者をほぼ確定した。しかし、産組では土地融資の契約が

旧クルザード計画の期間の終わる直前であったため南伯農協のような新金利の

負担は免れたが、地主に土地代を払ったのが前年の１０月頃であったため、融

資代行機関から融資を受けた２～３月までの間の産組の立替金の利息を入植農

家の負担としたため、入植農家の不満が高まった。また８７年はこの地域がベ

ラニコの被害を受け入植の意欲をそがれたことや金利の引き上げ等により、抽

選に参加した者の中からも入植を中止する者が続出し、入植者は１２名に減少

した。コアセラル農協のブラジルセントラル地区では、入植予定者が早くから

決定していたこともあり、２月抽選会を行い３０ロッテ全部のロッテ割りを終

わった。 
 また前年参加を決定したコプラップ農協は入植地の選定を一時見合わせ、コ

ーナイ農協は参加を中止した。 
 以上のように８６/８７年度は、８６年下半期においてはクルザード計画の実

施による経済の激変の中で、開発事業はプラスの影響を受け比較的恵まれた事

業環境に置かれ、参加農協の努力と関係機関の協力と相俟ってかなりの進展を

見た。先発グループは実施作業を進め、後発グループは５つの入植地において

本格事業で約２３，０００ヘクタール、試験的事業で２６，３００ヘクタール、

合計４９，３００ヘクタールとなり、農業開発会社の入植地建設基本計画の作

成も一部地区を除きほぼ終了した。しかし、これを改訂計画と比較すると、土

地の取得面積はその約６割に止まり、入植地建設基本計画の作成も一部地区を

残した。融資額も約３３，０００千ドルに止まった。 
 ８７年に入ると、クルザード計画の失敗からブラジル経済は急速に悪化し混

迷を極める中で、開発事業は深刻なマイナスの影響を受け、停滞した。先発グ

ループは２年目の実施作業を前にして営農計画の再検討が必要となり、後発グ

ループは農業開発会社の入植地建設基本計画の作成は終わったものの、入植希

望者が減少して、入植農家の選定が困難となった。 
 
（２）８７/８８年度の改訂と事業の推進   
 農業開発会社は前年度と同様８７年初め、クルザード計画の失敗から経済が

混迷する中で、前年度の実績を踏まえ、当時の情勢をベースに開発計画の改定

を行い、これを８７/８８年度計画として５月の諮問委員会に提出、承認を得た。 
 計画の改訂に当たっては、当時の情勢は深刻で開発事業の推進は困難とさえ

思われたが、事業の実施に期限があることもあり、また近い将来何らかの安定

化措置がとられ、情勢の好転もあり得ることから、先発グループの実施作業の

進展と後発グループの農業生産者の選定、実施作業への移行を図るとともに、

本格事業の土地取得をすべて終わり、入植地建設基本計画の作成し、可能な限
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り実施作業が開始されるよう事業の推進を図ることとした。このため、土地取

得については、将来の需要の増加に備えて本格事業の実行面積を１万ヘクター

ル増加して１６万ヘクタールとし、年度内の取得面積を約５万ヘクタールとし

た。これら事業に要する融資額は、総額の約５０％、１２８百万ドルを予定し

た。 
 農業開発会社はこの計画に従って８７/８８年度の事業を進めたが、初めは経

済の混迷が続いたものの、６月半ばには早くも予想通り新クルザード計画が実

施され、これに伴い経済は落ち着きを取り戻し、開発事業の環境も好転するよ

うになった。８７年４月、月間インフレ率は遂に２０％を越え、５月には危険

視されるレベルの２６％に達したため、６月半ば政府は２回目の経済安定化政

策を実施した。この計画は新クルザード計画又は当時の大蔵大臣の名にちなん

でレッセルプランとも呼ばれ、クルザード計画の失敗を生かし、物価、賃金の

凍結の非正統的対策と通貨切り下げ、金融引締めの正統的対策を結合させたも

ので、クルザード計画よりもフレッキシブルな政策であった。主な施策は、物

価、賃金を９０日間凍結し、その後物価については調整を行い、８８年より統

制を解除し、賃金については自動調整制度を廃止し新しい調整指数（ＵＲＰ、

３ヶ月ごとに過去３ヶ月間のインフレ率の平均値で賃金上昇を緩和する。）によ

って調整する。為替レートの中幅切り下げを行い、以後ミニ切り下げを継続す

る。通貨予算を連邦予算に組み入れ一本化し、伯中銀の優遇条件での原資の供

給を禁止し、中銀の機能を通貨政策に限定する。南北鉄道等公共事業を一時延

期又は中止し、輸入小麦にかかる補助金を廃止、公共料金を値上げする等であ

った。 
 この安定化政策は、前回のクルザード計画の時のような熱狂的政府支持はな

かったが、経済の安定は誰しも望むところであり、財界やマスコミはこれを現

実的、包括的な計画として概ね歓迎した。一般に複雑な沈滞した空気の漂う中

で経済はやや落ち着きを取り戻した。 
 農業部門においては、８６/８７年度の穀類の生産は６，４００万トンを超え、

政府在庫も増した。しかし経済面から見ると市場価格は最低保証価格を下回り、

生産農家が収穫直後債務の返済のため資金を最も必要としているときに資金不

足から政府の買い上げが行われないことを示すものであった。７月この安定化

政策に対応した一連の農業政策を発表し、食糧の増産、特に基礎食糧の確保、

価格の安定の措置を明らかにした。この中で、農業融資については７月以降金

利を農業投資、営農費とも全国一律年７％＋ＯＴＮ変動率１００％（但し営農

費の中、大農及びその組合は年９％＋ＯＴＮ変動率１００％）、融資期間を固定

投資６年を１２年（据え置き２年）、半固定投資３年を６年（据え置き１年）に、

融資限度を零細、小農及びその組合はＶＢＣの１００％、中、大農及びその組

 9 



合はＶＢＣの９０～５０％とした。この新基準は新クルザード計画に即応して

融資補助を撤廃する一方、営農費については僅かながら実質金利を引き下げ、

融資期間、限度をかなり緩和し、農業生産者の負担の軽減を図ったものであっ

た。またクルザード計画中に借り入れた農業生産者の債務の増大を救済する措

置を講じた。 
 農産物の価格については８月、最低価格保証を改定し、若干の基礎食糧を除

き、インフレ率には及ばなかったが引き上げを行った。またこの価格は収穫の

開始時点まで毎月ＯＴＮ変動率による修正を行い農業生産者のインフレによる

被害の軽減を図った。農業生産者はクルザード計画の失敗によって大きな被害

を受けたが、このような施策によって漸く落ち着きを取り戻すに至った。 
 協力事業については、クルザード計画の失敗後の混乱による事業の停滞を打

開するため何らかの措置が必要となっていたため、農業開発会社は、一般農業

制度金融の融資基準の改定を機に、ＢＣＢや参加農協の協力のもとに政府関係

者に特別プログラムの融資条件の緩和を強く要請し、日本側からも国際協力事

業団は試験的事業の優遇措置を求めた。これに対し伯側も開発事業の実情から、

融資条件の改善の必要性を理解し、９月、農業開発会社の要請をほぼ受け入れ、

金利は従来どおり一般農業制度金融と同一としたものの、融資期間を固定投資

は１０年から１２年（試験的事業は１５年）、半固定投資、営農費及び組合融資

は従来のそれぞれ１０年、３～２年、１５年を維持し、融資限度を営農費及び

土壌改良剤は従来どおりＶＢＣの１００％、その他融資７０～９０％から９

０％（試験的事業は９５％）に引き上げた。これにより金利は一般農業制度金

融と同一であったが、融資期間及び限度は大幅に緩和され、一般農業制度金融

に比しかなり有利なものとなった。融資対象に土地融資等あらゆる必要資金が

含まれたことと相俟って、協力事業に対する魅力が再び高まった。 
 また、特別プログラムの融資条件の改定とともに、伯中銀は前年に定めた融

資金の３５％の負担を融資代行機関に義務付ける措置を全面的に撤廃し、以後

中銀は融資代行機関の行う融資に対し全額再融資を行い、融資の円滑な実行が

確保されることとなった。またこの頃大豆の国際価格はアメリカ、ヨーロッパ

の需要の増大、アメリカの作付面積の減少によって久しぶりに持ち直し、大豆

を主作物とする生産農家の生産意欲が高まった。 
 このような内外の環境の好転によって開発事業は一般の評価も高まり再び活

発化した。先発グループは２年目の実施作業を進め、新融資条件の決定の遅れ

により若干の遅れはあったものの、ほぼ順調に作業を行った。後発グループで

は、これまで入植希望者が減少した地域も再び増加するようになり入植農家の

選定が進捗した。 
 本格事業のエントレリベイロⅢ、グワルダモール、ボンフィーノポリス各地
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区の農協は、７月の一般農業金融融資基準の決定を受けて、農業開発会社の作

成した入植地建設基本計画に基づいて、８月初めそれぞれロッテ抽選会を開催

し入植農家のロッテの割り当てを行った。エントレリベイロⅢ地区は十分な入

植候補者があり、２０ロッテ全部のロッテを決定した。グワルダモール地区も

希望者が増加し３３ロッテ中１２ロッテを決定し、その後特別プログラムの融

資条件の改定により増加し、１８戸が入植した。ボンフィーモポリス地区でも

希望者が増加したが、地主のほかに約３，０００ヘクタールの土地の所有権を

主張するものが現れ、これを除き５２ロッテ中３１ロッテの入植者を決定し、

２９戸が入植した。 
 試験的事業では、オーロベルデ入植地はその後入植希望者が３戸増え１５戸

が入植した。ブラジルセントラル地区は３月に決定した３０戸すべてが入植し

た。これら入植農家は、農業開発会社の作成した営農計画に従って実施作業を

開始した。 
 また入植地の選定を見合わせていたゴヤス州のコプラップ農協は、６月新ク

ルザード計画の発表とともに入植地の選定作業を再開し、７月ブラジリアの北

方ジョンダアリアニサ及びニケランジャ郡の地域で入植地を選定し、地主と取

得交渉を行い、７月交渉がまとまり、１０月土地融資を受けた。 
 さらに、新クルザード計画発表直後の６月半ばコパデフ農協が参加を表明し、

７月農業開発会社と協定を締結し、ミナス・ジェライス州クオルモーゾ郡で入

植地を選定、土地を取得し、１２月土地融資を受けた。また特別プログラム融

資条件の決定直後の９月にはコパゴ農協が参加を強く希望し、１０月農業開発

会社と協定を締結し、ミナス・ジェライス州のブリティス郡で入植地を選定し

た。このほかゴヤス州のコカリ農協は前からパイネイラ地区の拡大を予定して

いたが、年末になってクリスタリーナ地域で入植地を選定した。またミナス・

ジェライス州のコペルバップ農協もエントレリベイロ地区の拡大を目的に隣接

地を新入植地として選定した。 
 新に参加を決定したコパデフ農協は、ブラジリア連邦区に入植した農家によ

り１９７８年に設立した農協で、ブラジリアに住所を置き、組合員１１１名、

主に大豆、とうもろこし、陸稲、肥料、農薬を取り扱い、一応の技術能力を持

ち、堅実な農協であった。またコパゴ農協はコパデフ農協より分かれ１９８５

年に設立したもので、参加農協中最も新しく、ゴヤス州の国道２０号線沿いの

フォルモーザに住所を置き、組合員１９７名、主に大豆、陸稲のグレーン及び

種子を扱っていた。協力事業の魅力が高まるとともに地元農協として参加を強

く希望し、経営基盤は強固ではなかったが、その熱意を評価し特に参加を認め

たものであった。 
 これら新しく参加した農協が選定した入植地と既参加農協が追加選定した入
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植地（以下「終発グループ」という。）の概要は次のとおりであった。コプラッ

プ農協の入植地は南緯１４度１５分、西経４７度４５分、ブラジリアの北方１

２キロメートルのゴヤス州ジョンダアリアンサ及びニケランジャ郡にまたがる

４団地からなり、面積約１０，０００ヘクタール、国道２０号線より州道があ

り、標高１，０００メートル、地形は丘陵又は緩傾斜、植生はセラード、土壌

は暗赤色ラトソール、年雨量は１，５００～１，７００ミリメートル、大豆、

陸稲、とうもろこし、コーヒー、柑橘等の栽培に適し、地主は３名、地価は普

通である。 
 コパデフ農協の入植地は南緯１４度５０分、西経４６度３０分、ミナス・ジ

ェライス州西北端フォルモーゾ郡のゴヤス州との州境にあり、国道２０号線に

近く、面積約１４，０００ヘクタール、標高１，０００メートル、地形は卓上

地、平坦で、土壌は赤黄色ラトソール、植生はセラード、年雨量１，２００～

１，６００ミリメートル、大豆、陸稲、とうもろこし、コーヒー、柑橘の栽培

に適し、地主は２名、地価は普通である。 
 コバゴ農協の入植地は南緯１５度２５分、西経４６度３０分、ミナス・ジェ

ライス州西北端のブリティス郡にあり、面積約１３，５００ヘクタール、標高

９００メートル、地形は卓上地、平坦で、土壌は赤黄色ラトソール、植生はセ

ラード、年雨量は１，２００～１，６００ミリメートル、大豆、陸稲、とうも

ろこし、コーヒー、柑橘の栽培に適し、地主は３名、地価は普通である。 
 コカリ農協のクリスタリーナ入植地は、南緯１６度０５分、西経４７度２０

分、ゴヤス州のクリスタリーナ郡にあり、パイネイラ地区に近く、面積約５，

０００ヘクタール、標高９００～１，０００メートル、地形は卓上地、平坦で、

土壌は暗赤色ラトソール、植生はセラード、年雨量は１，２００～１，５００

ミリメートル、大豆、とうもろこし、陸稲、コーヒー、柑橘の栽培に適し、地

主は２名、地価はやや高い。 
 なお、コペルバップ農協の入植地は、エントレリベイロ地区の隣接地で、面

積約２，５００ヘクタール、入植地の状況はエントレリベイロ地区と同様であ

る。 
 以上のように開発事業は８７年下半期においてはかなりの進捗を見たが、こ

の間ブラジル経済は、貿易収支が為替の切り下げ等により１１０億ドルを超え

た他は一般に停滞し、経済成長率は３．６％に低下し、失業者も増大した。ま

た物価も新クルザード計画以降低く抑えられていたが、調整段階に入った１０

月以降は再び上昇し、公共赤字の削減や財政改革の進まないまま１１月には月

間インフレ率は１４．５％にものぼり、１２月には更に１５．９％となった。

新クルザード計画は所期の目的を達成することが出来ず、計画は挫折し、ブレ

ッセル蔵相は１２月辞任した。 
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 相次ぐ安定化政策の失敗は、これら政策が効果のなかったことを示すものと

して国民に失望と不安を与え、８８年の成り行きが注目されたが、８８年の年

頭にサルネイ政権の４代目蔵相に就任したノブレガ蔵相は、過去２回の失敗を

繰り返すことを避けてオーソドックスな物価管理法を採用し、外債にかかわる

債権銀行との再交渉、輸出の増進による高い貿易収支の維持、公共経費の削減、

ＣＩＰ（省間物価審議会）及びＳＥＡＰ（供給及び価格特設局）による物価管

理等を優先事項として進め、月間インフレ率を１５～１７％に押さえる方針を

とった。これにより経済に大きな変動はなく、インフレは上半期は月間インフ

レ率は１６～１９％と高率ながら安定的に推移した。終発グループのコバゴ農

協やクリスタリーナ農協は、選定した入植地の土地取得を進め、農業開発会社

は土地取得の終わった入植地について入植地建設基本計画を作成した。 
以上のように８７/８８年度においては、下半期に開発事業は活発化し、１０

地区の入植地で事業の実施作業を行い、終発グループでは既参加の３農協と新

に参加した２農協が５つの入植地を選定し、そのうち２入植地で土地を取得し

た。これによって入植地は１２の参加農協による１５地区となり、取得した土

地面積は本格事業９７，０００ヘクタール、試験的事業６０，０００ヘクター

ル、合計１５７，０００ヘクタールとなった。しかしこれを年度始めに予定し

た実行面積には及ばず、その８６％に止まり、入植地建設基本計画の作成も一

部に止まった。融資額も約８０，５００千ドルに止まった。 
 
（３）８８/８９年度の改訂と事業の推進     
 農業開発会社は前年度と同様、８８年初め、ノブレガ蔵相によるオーソドッ

クスな価格管理によって、これまでのような経済の大きな変動もなく、インフ

レ率は高率ながら安定的に推移する中で、前年度の実績を踏まえ、当時の情勢

をベースに開発計画を改定し、これを８８/８９年度の計画として４月の定時総

会に報告した。 
 計画の改訂に当たっては、先発グループ及び後発グループの事業実施作業の

終了又は促進を図るとともに、終発グループの土地取得を年度内に終わり、入

植地建設基本計画を作成して事業実施作業を進め、全体の開発事業を年度内に

概ね終了することとした。このため終発グループの土地取得については、一般

の評価と関心の高まりに伴う入植希望者の増加や参加農協の入植地の拡大の希

望に対応して、本格事業の実行面積を更に１万ヘクタール増加し、第１段階と

同様２割増の１２万ヘクタールとし、試験的事業と合わせて総実行面積を１８

万ヘクタールとし、年度内に４万ヘクタールを新に取得することとした。これ

ら事業に必要な総融資額を１６８，０００千ドルと見積もった。 
 ノブレガ蔵相のオーソドックスな安定化政策は引き続きつづけられ、５月に
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は経済調整近代化計画を発表し、公共支出の削減、技術導入の促進、工業製品

の輸入の簡素化、輸出の原則自由化を打ち出した。物価はこのような努力によ

って６月頃までは高率ながら安定的に推移したが、７月以降は再び月間インフ

レ率が２０％を越えた。 
しかし、貿易収支は好調で、外債問題についても６月には民間銀行団との債

務交渉が決着し、７月から８月にかけて５年半ぶりにＩＭＦのスタンドバイク

レジットが供与され、パリクラブの公的債務の繰り延べも大筋決着し、先進各

国による救済が実現することとなった。 
 農業は概ね好天に恵まれ、穀類の生産高は前年を上回る６，５００万トンに

達し、またアメリカの５０年振りといわれた中西部の旱魃をはじめ、中国南東

部の高温、旱魃、ソ連ボルガ川以東の旱魃等異常気象によって大豆、とうもろ

こし等の国際価格が４月以降高騰し、生産農家特に大豆生産農家の生産意欲が

高まった。 
 ８８年にとられた農業政策として最も重要な措置は、３月、政府の市場介入

にルールを設けて農業生産者の保護と政府支出の削減を図ったことと、１０月

の新憲法の制定により農業政策の方針が明らかにされたことであった。 
 伝統的にブラジル政府は農産物の買い付け、輸送、流通、輸出入のすべてに

かかわってきたが、８６年以降の経済の激変、政策のめまぐるしい変化の中で、

その欠陥が表面化し、特に民間の在庫保有市場の萎縮と相俟って辺境地域の穀

物の主要買い手となった政府の手に大量の穀物在庫が積み増しされ、食料価格

の調整のため輸入とともに放出されたが、この放出や輸入は特定の基準もなく

随時行われ、時として国内市場を乱し、価格の低下を招き、生産者の収益を圧

迫するとともに公的部門の在庫管理の非能率性から財政支出の増大を招いた。

政府の市場介入のための支出は８５～８８年には農業支出全体の８０％にもの

ぼったといわれる。 
 このような政府介入に伴う弊害を除去するため、３月、政府は農産物市場を

規律を保たせて自由化し、在庫の放出や輸入は市場価格が一定限度に達したと

き初めて行い得ることとし、介入のルールを明確にした。この政策は効果的に

機能し、大豆、オレンジ等の国際価格の上昇と相俟って、農業部門は全般的に

例年を上回る収益を得、資本を強化した。その結果生産者は安い市場価格で農

産物を手放さざるを得なかった過去に比し、より長期に農産物を保留する力を

蓄えることが出来た。 
 ８８年にはまた５月、繰綿、米、とうもろこし、大豆を対象に輸出入を自由

化した。但し、米、とうもろこしについては事前承認制が設けられ、またこれ

ら農産物の輸入については輸入品のコストが国内市場価格に見合うよう輸入関

税の見直しが行われた。 
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 制憲議会は９月、１年７ヶ月にわたった新憲法の審議を終え、１０月、ブラ

ジルの史上８番目の新憲法を公布した。この中で農業部門に対しては、農業政

策及び農地改革に関する章を設け、国は社会利益のため農地改革を目的とした

遊休地の接収を行う権利を明らかにするとともに、生産中の農地や中小農業者

の農地は接収の対象とされないこと、接収は実質価格を保証する農業債権によ

り補償されること等を定め、農業政策は、農業者、労働者、関連部門の参加の

もとに企画され、融資、生産コストに見合う価格の保証、調査及び技術開発援

助、技術指導及び普及、農業保険、協同組合活動、農村電化及び灌漑、農村労

働者住宅が考慮され、暫定措置として国は灌漑のための資金を中西部地方に２

０％、東北地方特に半乾燥地帯に５０％を適用すること等を規定した。 
 その他の措置としては、８月初めパコッテを発表し８８/８９年度の農業政策

を明らかにし、農業融資については特に変更することなく、前年同様の基準を

継続したが、営農費の融資限度について大豆の融資限度を引き下げるとともに、

とうもろこしの融資限度を引き上げ、国際価格の上昇による過熱気味の大豆生

産を抑制し、飼料作物のとうもろこしの生産を奨励する措置をとった。また、

最低保証価格をＯＴＮの変化率による修正付きで設定し、とうもろこし、米、

フェジョンについてはプレミアム（５％）を付けた。 
 このように８８年は高いインフレ率とクルザード計画による傷痕は残ったも

のの、国内政策に大きな変動もなく、大豆、とうもろこしの国際価格の上昇や

政府の市場介入の後退等もあって、比較的安定した生産体制にあった。この中

で協力事業は引き続き国の重要事業とされ、４月にはエントレリベイロⅠ地区

に導入した４５基のピポットセントラルの完成式にサルネイ大統領が出席し、

セラード開発の重要性と協力事業の成果を賞賛した。 
 また、８月のパコッテにおいて発表した大豆作の営農費融資限度の引き下げ

等の措置も協力事業には適用せず従来どおり据え置かれた。この間１月には新

クルザード計画に基づく伯中央銀行の機能の変更により、特別プログラムが大

蔵省に移管され、後に述べるように両国間で融資スキームの調整が行われた。

調整には時間がかかり、その間日本側からの中央銀行への貸付が中断し、事業

参加者への融資も遅れを免れ得なかったが、幸いにして融資スキームの変更も

最小限に止められ、日本側からの資金の供給が中断した間は伯側資金で融資が

継続され、事業の推進に大きな支障を来たすことはなかった。 
 また、開発事業の進展に伴って前年度半ば頃から農畜物の流通、加工、石灰

製造等のアグロインダストリーの導入についての要望が出始めた。もともと第

２段階準備の段階から開発事業には農業生産活動のみでなくその効果を高める

ため必要なアグロインダストリーを出来る限り導入することが考えられていた

が、農業生産活動を優先する方針のもとに、この事業についての具体的扱いは
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明確にされていなかった。伯政府、中央銀行はこれを積極的に導入したいとし、

８７年８月、融資基準とともに実施案を日本側に提案して来た。日本側も検討

を進め、１０月、日本側の対案を提示するとともに、調査ミッションを派遣し

協議した結果、合意に達し、８８年２月合意書を取り交わした。これによって

アグロインダストリーの事業種目は農産物の流通、処理加工及び資材の供給と

し、事業参加者は原則として参加農協、施設の利用者の過半は入植地区及び周

辺地域の農家、施設の立地は入植地区内又はその周辺地区とすることとなった。

融資についても融資限度、融資枠、融資条件についての方針を定めた。 
 さらに第２段階の日本側からの資金の貸付期間は１９８５年３月から４年間

であったが、この間の相次ぐ悪条件により、期間内に開発事業を完成すること

は困難となったため、３月、日本側は政府関係者によるミッションを派遣して、

事業の進捗状況についての中間評価を行い、事業の進め方を伯側と協議した。

伯側は３年間の延長を求めたが、日本側は返済スケジュールに変更を及ぼすよ

うな延長は困難であるとし、協議した結果、約１年の延長の措置をとることで

合意した。 
 このような事業環境の好転の中で、前年半ば以降活発化して来た開発事業は

一般の評価と関心が益々高まり、一段と活気を増し、後発グループや終発グル

ープの地区では入植希望者が増加し、本格的な事業の進展を見るようになった。

先発グループは残っていた実施作業を行い、第３作の作付けを進めた。後発グ

ループのグワルダモール、ボンフィーノポリス、オーロベルデ地区では入植希

望者が増加し、それぞれの農協は８月頃までに多くの希望者の中から残ってい

たロッテの入植者を選定し、ロッテの割り当てを行った。割り当てを受けた農

家は、ボンフィーノポリス地区を除き農協の支援のもとに入植し、実施作業に

移った。ボンフィーノポリス地区では所有権をめぐる係争が長引き入植した農

家は２戸に止まり、残りは次年度に持ち越さざるを得なかった。 
 選定を終わった後発グループの入植農家のプロフィールを見ると、エントレ

リベイロⅢ地区は、同Ⅱ地区と同様ミナス・ジェライス州出身者が半数を上回

り、年齢は２０～３０歳が半数に近く、Ⅱ地区より若い。学歴はⅡ地区と同様

比較的高く、職業も農業が半数を下回り、農業経験も比較的短い。次にグワル

ダモール、オーロベルデ、ブラジルセントラルの日系３農協の地区では、日系

農家がそれぞれ６０％を占め、出身地は共にサンパウロ、パラナ州が最も多く、

年齢は２０歳台が５０～６０％を占め、一般に若く、学歴は第１段階の場合と

同様高く、大学卒業者が３０～４０％を占める。職業は農業が半数を上回り、

農業経験も１０年以上が６０％を上回り豊かである。なおボンフィーノポリス

地区ではサンパウロ及びミナス・ジェライス州出身者が多く、年齢は２０歳台

がやや少なく、３０～４０歳台が３５％を占める。学歴は中学卒が半数に近く、
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職業は農業が４０％とやや低い。このように後発グループ地区の入植者の中で

は、選定が難航したにもかかわらず、日系農協の地区の入植者が第１段階と同

様、年齢が若く、教育程度も高いのが特徴である。 
 また、終発グループの入植地では、農業開発会社は土地取得の終了したもの

から順次入植地建設基本計画の作成を進め、コプラップ及びコパデフ農協の入

植地は８８年初めまでに、コパグロ及びコカリ農協の入植地は５月頃土地取得

の終了後間もなく、コペルバップ農協の入植地は土地取得に先立ち作業を一応

終わった。この間これら農協では事業環境の好転に加え、パイネイラ地区やグ

ワルダモール地区の８７/８８年度の作柄が良好であったことから、入植地の拡

大意欲が旺盛で、コプラップ、コパデフ、コパグロ農協は入植地の隣接地を追

加取得して入植地を拡大した。その結果、入植地面積は、コプラップ農協入植

地は約１４，３００ヘクタール、コパデフ農協入植地約１７，９００ヘクター

ル、コパグロ農協入植地約１５，１００ヘクタールとなり、農業開発会社はこ

れに応じて改めて入植地建設基本計画を見直し調整した。これにより各参加農

協が定めた入植地名と各入植地のロッテ数、ロッテ当たり面積は次のとおりで

あった。 
（本格事業） 
 コプラップ農協入植地・・・ブリティアルト地区 
  ロッテ数 ３７、 ロッテ当たり面積 ３８５ヘクタール 
 コパデフ農協入植地・・・・ピラティンガ地区 
  ロッテ数 ４７、 ロッテ当たり面積 ３８１ヘクタール 
 コパグロ農協入植地・・・・ブリティス地区 
  ロッテ数 ３８、 ロッテ当たり面積 ３９０ヘクタール 
 コカリ農協入植地・・・・・クリスタリーナ地区 
  ロッテ数 １３、 ロッテ当たり面積 ３８０ヘクタール 
 コペルバップ農協入植地・・エントレリベイロⅣ地区 
  ロッテ数 ７、  ロッテ当たり面積 ３６７ヘクタール 
  （エントレリベイロⅢ地区隣接地） 
 これら農協はコペルバップ農協を除き、土地取得とともに入植農家の選定を

進めたが、各地区とも希望者が殺到し、選定は順調に行うことが出来た。コペ

ルバップ農協は土地取得が地価を巡って難航し、入植農家の選定を見送った。

この農協を除く４農協は、７月頃ロッテの割り当てを行い、入植農家は実施作

業に移り、農業開発会社や関係機関の支援により作業は一気に進捗した。 
 この間、ブラジル経済は８７年に次ぎ停滞し、成長率は８３年に次ぐマイナ

ス０．１％であった。貿易収支のみは国内需要の減退等により１９０億ドルと

史上最大を記録した。しかし物価は年間を通じて各種の努力が払われたが上昇
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し、月間インフレ率は７月以降は２０％を超え、年末には３０％近くとなり、

予想を大幅に上回りハイパーインフレーションへの危険性を見せるに至った。

このため８９年に入った直後の１月１５日、サルネイ政権最後の安定化政策「夏

プラン」が実施された。 
 この政策は当時年１，０００％にも達していた物価の上昇傾向のハイパーイ

ンフレ化を阻止することを目的とした物価の凍結、流動資金の吸収のための高

金利政策を特徴とした。その内容は、物価の無期限凍結、財政均衡、行政改革、

デノミネーション（１，０００クルザードを１クルザードノーボに切り替える）、

価値修正に用いられたＯＴＮの廃止、給与調整に用いられたＵＲＰの廃止（調

整を労使の交渉に委ねる）、公共投資の制限等であった。 
 この夏プランは前２回の失敗に懲りた国民の政府への信頼感の希薄化からク

ルザード当時のような政府支持は得られなかった。公的支出に対する統制力を

失った政府は、財政赤字を賄いインフレを阻止するために、高利回りの短期国

債に全面的に依存した。４月には生活必需品の価格の調整、ＯＴＮに代わるＢ

ＴＮの発行等プランの手直しが行われたが、物価は５月までは月間インフレ率

１０％以下で推移した。各地区の入植農家は、経済の不確実性の増大する中で、

将来に対する懸念が増幅したものの、次期営農計画の検討を進めた。 
 
（４）８９/９０年度の改訂と事業の完遂    
 農業開発会社は、８９年初め延長された最後の８９年度の事業計画を作成し

た。計画は残されていた一部地区の土地取得を終わり、全地区で実施作業を行

い完了して開発事業の完遂を期することとした。 
 夏プランにより物価は５月までは月間インフレ率１０％以下で推移したが、

一部産品やサービス料金の凍結解除の後６月以降再び上昇を開始し、第３四半

期は月間３０％、第４四半期には４０％を越えた。しかし需要の増加により工

業部門はやや恢復し、貿易収支も好調であった。 
 農業は前年の大豆の国際価格の高騰に刺激されて、多くの農家が資金の不足

を自己資金で賄い、穀類の生産は史上初の７千万トンに達し、３年連続して記

録を更新した。大豆も飛躍的に増産し、前年を６百万トン上回る２４百万トン

に達した。しかし農業は短期間ではあったものの夏プランにより深刻な影響を

受け、また大豆の国際価格も下半期には急速に下落し、農業生産者は苦しい立

場に立たされた。 
 夏プランによる最も大きな影響は、財政引締めや高金利政策に伴う農業融資

資金の極度の不足であった。農業融資の原資は商業銀行の当座預金の一定割合

の義務額、ブラジル銀行のポーパンサルラル（農業貯蓄預金）及び国家予算に

よる資金であったが、商業銀行の義務額は金融投資に資金が流れ利息のつかな
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い当座預金は減少し、ポーパンサルラルは支払利息と受け取り利息の幅の縮小

により運用が困難となり、国家予算による資金は大幅に抑制された。その結果、

農業融資資金は極度に減少し、８９年の農業融資の貸付残高は８８年に比し実

質的に５０％減少した。 
 また、農業融資の融資条件についても、＊＊＊初め新規の融資については、

価値修正の基準をＯＴＮからＩＰＣ（消費者物価指数）に、金利を年７又は９％

から、１２％又は自由金利（農業ポーパンサ預金を原資とするもので２５～３

０％程度）に変更する措置をとった。 
 次に大きな問題は、価格の凍結や為替レートの固定が農業生産者の収益を圧

迫したことであった。穀類を中心とする夏作物の販売時期は年の上半期に集中

するが、この時期に夏プランにより小売価格が凍結され、高金利政策により需

要の伸びがないまま生産者価格が停滞し、また為替レートが凍結されたため輸

出農産物、特に大豆の国際価格がまだ比較的高かったにも拘わらず販売収入は

実質的に低く、農業生産者は大きな被害を受けた。５月下旬から６月にかけ大

豆生産者による政府に対する抗議運動が全国的に展開し、為替レートの大幅引

き下げを要求した。中西部地方で始まったこの運動は、東南部、南部地方に伝

播し、これに大豆を原料とする工業が同調し、所によっては自治体も応援し、

騒ぎは全国的なものとなり政府は緊急対策を迫られた。６月末政府は遂に為替

レートの中幅１２％の切り下げを発表し、事態は一応収束した。夏プランに対

する批判は大豆生産者のみでなく、米作や砂糖きび生産者等の間でも続いた。 
 また、大豆の国際価格は、８９年初めから下降し始め、下半期には８９年初

めの５０％近い水準に下落した。一部の生産農家は小売価格の凍結解除や大豆

の価格の恢復等を期待して収穫直後の販売を手控え、価格の安くなった下半期

に販売したため収益が減少し、次期作付け資金の欠乏といった最悪の事態を経

験した。一部前線地帯では融資の返済に窮する生産者が出る等の問題を生じた。 
 このように８９年は農業の内外環境は厳しく、協力事業も同様であったが、

伯政府はこれを引き続き国の重要事業として、特別の配慮のもとに推進した。

一般農業制度金融が抑制されたにも拘わらず、特別プログラム基金からの融資

は別枠とされ、融資条件も据え置かれた。また特別プログラム基金からの融資

を受けられないまま第３作目以降の入植農家に対しても、８９/９０年度に限り

この基金からの営農融資を行うことを日本側に提案し、日本側もこれに同調し

円滑な資金の調達が確保された。 
 また、農業生産の増大の必要性が続く中で、協力事業に対する一般の評価と

関心は事業の進展とともに年々高まり、８８年末頃から事業の継続を望む声が

高まった。次章で述べるように、伯側は８９年初め次期協力事業の計画案を提

出するとともに合同評価の実施を要請した。これを受けて合同評価が５月から
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６月にかけて両国政府関係者によって行われた。引き続き次期協力事業に関す

る両国間の協議が行われ、同年末次期協力事業の調査検討を深めるとともに、

本格事業については、貸付期間の延長により残された経営の多角化、灌漑施設

の整備、アグロインダストリーの導入等の事業の継続実施が原則的に決まった。

これにより本格事業は、事業の補完とともに、その効果が一段と高められるこ

ととなった。 
 このような状況の中で開発事業は延長された事業期間の終わる９０年初めま

でに完遂を目指して参加農協、関係機関、入植農家が一体となって推進した。

その間後発グループのボンフィーノポリス地区の土地紛争問題も解決し、土地

面積が若干減少したものの入植を保留していた入植農家は入植し実施作業を行

った。また、価格問題で土地取得が遅れていたエントレリベイロⅣ地区の土地

取得も決着し、予定していた入植農家は入植し実施作業を行った。 
 これら終発グループの入植農家のプロフィールを見ると、エントレリベイロ

Ⅳ地区は７戸で、エントレリベイロⅡ、エントレリベイロⅢ地区と同様ミナス・

ジェライス州出身者が主体で、年齢は３０歳台が多く、学歴の程度が比較的高

く、農業以外の職歴の者もかなり含まれる。ピラティンガ及びブリティス地区

は地元農協のコパデフ及びコパグロ農協の入植地で、入植者の入植前の住居地

はＤＦ及びゴヤス州が多いが、出生地はルーツのリオグランデ・ド・スール、

パラナ州等の南部諸州が多い（ブリティス地区は日系７戸を含む。）。年齢は２

０歳台がピラティンガ地区では約７割、ブリティス地区では約５割と若く、学

歴の程度は中学卒が多いが、大学卒も３０％近くを占める。入植前の職業は農

業が大部分であるが、農業技師等もかなりある。農業経験も豊かである。ブリ

ティアルト及びクリスタリーナ地区はパラナ州のコプラップ及びコカリ農協の

入植地で、パラナ州出身者が多く、ミナス・ジェライス、ゴヤス州出身を含む

（日系農家が前者で１名、後者で２名ある。）。年齢は２０歳台が約半数を占め、

学歴の程度は中学卒が半数を占めるが、大学卒も３割程度ある。職業は農業が

ほとんどであるが、農業技師もかなり含まれる。このように終発地区の入植者

は一般に年齢が若く、学歴の程度も比較的高いのが特徴であるが、これは希望

者が何れの地区も殺到し、多くの希望者の中から選定出来た結果であろう。 
 以上により、８９年までに土地取得はすべて終わり、入植地建設基本計画の

作成と入植農家の選定もすべて終了した。入植地区は１２の参加農協により１

５地区となり、取得した土地面積は約１８万７千ヘクタール、入植農家は約５

００戸であった。これら各地区の入植農家は各年次の改訂計画に基づき実施作

業を進めた。 
 ８９年１２月には、大統領選挙が行われ、コロール氏が当選し、９０年３月

コロール新政権がサルネイ政権に代わることとなった。開発事業は予定より約
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１年多い５年を要したが、政権の交代を前にして９０年初め完了した。 
 
２、開発事業の実施と調整、事業資金の配分     
（１） プロジェクトの構成と実施作業の手順    
 上述の通り、第２段階の開発事業は、本格事業が８参加農協による８入植地、

試験的事業が４参加農協による４入植地、合計１２参加農協による１５入植地

のプロジェクト（サブプロジェクト）によって構成した。本格事業のエントレ

リベイロⅢ、Ⅳ地区は、コペルバップ農協によるエントレリベイロⅡ地区の拡

張地区で、クリスタリーナ地区もコカリ農協によるパイネイラ地区の拡張地区

であるので、実質的には１２参加農協による１２プロジェクトであった。 
 これらプロジェクトは、入植地の決定の時期により先発グループ、後発グル

ープ及び終発グループの３グループに分けることが出来、概ね８６年から８８

年の間に逐次入植、実施作業に移った。グループ毎の地区と、入植地の決定及

び実施作業の開始時期を改めて整理すると次のとおりであった。 
１）先発グループ・・・入植地の決定８５～８６年      

            実施作業の開始８６年（一部を除く） 
（本格事業） 
 エントレリベイロⅡ地区 
 パイネイラ地区 
 アルボラーダ地区 
（試験的事業） 
 ピラバ地区 
 アナテラ地区 
２）後発グループ・・・入植地の決定８７～８８年 

            実施作業の開始８７～８８年 
（本格事業） 
 エントレリベイロⅢ地区 
 グワルダモール地区 
 ボンフィーノポリス地区 
（試験的事業） 
 オーロベルデ地区（日系） 
 ブラジルセントラル地区（日系） 
３）終発グループ・・・入植地の決定８８年 

            実施作業開始８８年 
           （エントレリベイロⅣ地区は８９年） 
（本格事業のみ） 
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 ピラティンガ地区 
 ブリティス地区 
 ブリティアルト地区 
 クリスタリーナ地区 
 エントレリベイロⅣ地区 
（これら地区はエントレリベイロⅣ地区を除き何れもミナス・ジェライス、ゴ

ヤス州のシャパトンに位置する。） 
 次に、これらプロジェクトの実施作業と手順は、原則的には第１段階入植プ

ロジェクトと同様、入植の支援、土地の分譲、融資及び技術援助、入植農家の

生産活動、参加農協の施設の整備、入植地の定住地としての整備及び基幹的イ

ンフラストラクチャーの整備の作業を概ねこの順に従って実施した。ただ第１

段階とは開発方式に若干の相違があるので、部分的には異なる方法をとった。

その主要なものは次のとおりであった。 
１）土地の分譲及び土地融資      

   第２段階では、参加農協が土地の取得、分譲を行うこととなっていたた

め、８５年８月の中銀回章に従い、次の手順でこれを行った。先ず参加農

協は農業開発会社の指導のもとに土地を取得し、融資代行機関から土地代

（入植地建設基本計画作成費等を含む）の融資を受ける。次いで参加農協

は取得した土地を農業開発会社の入植地建設基本計画に従って境界を画定

し、定められた面積のロッテに分割する。農業開発会社と参加農協は共同

して抽選会を開催し、ロッテ割を行い、譲渡契約により入植農家に分譲す

る。分譲を受けた入植農家は、その土地にかかる土地代の融資残高の債務

を引き受ける。最後に入植農家、農協、融資代行機関の三者で追加契約を

行い、分譲を完了する。 
２）投資及び営農費融資 

   融資に必要な営農計画の作成は、コチア産組を除き農業開発会社が一元

的に行い、本社の技術スタッフの全般的な調整のもとに、参加農協との技

術契約に基づき各州入植地の周辺都市に設けた地域事務所のコーディネー

ターが州内入植地の指導、調整を行い、その指導調整のもとに配置した間

接雇用による農業技師（試験的事業では各入植地の現地事務所に配置した

間接雇用の農業技師）が作成に当たり、融資代行機関に提出した。コチア

産組では、特別技術契約に基づき、同産組の農業技師が地域事務所のコー

ディネーターの指導、調整のもとに作成した。営農計画は第１段階と同様、

数回に分けて行った。融資代行機関は審査の上、農業開発会社の農業技師

又はコチア産組の農業技師の文書による勧告に従って融資を実行した。 
３）技術指導 
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   技術指導は、営農計画の作成と同様、間接雇用による農業開発会社又は

コチア産組の農業技師が、地域事務所のコーディネーターの指導、調整の

もとに実施した。 
４）融資代行機関 
 各地区の融資代行機関は次の銀行であった。 

（本格事業） 
 エントレリベイロⅡ地区 
  ミナス・ジェライス州開発銀行（ＢＤＭＧ） 
 エントレリベイロⅢ及びⅣ地区 
  ブラジル銀行パラカツ支店 
 グワルダモール地区 
  ブラジル銀行パラカツ支店 
 ボンフィーノポリス地区 
  ミナス・ジェライス州開発銀行 
 ピラティンガ地区 
  ブラジル銀行クオルモーザ支店 
 ブリティス地区 
  ブラジル銀行ブリティス支店 
 パイネイラ地区 
  ブラジル銀行クリスタリーナ支店 
 ブリティアルト地区 
  ブラジル銀行フォルモーザ支店 
 クリスタリーナ地区 
  ブラジル銀行クリスタリーナ支店 
 アルボラーダ地区 
  ブラジル銀行カマプアン支店 
（試験的事業） 
 ピウバ地区 
  マットグロッソ州立銀行 
  ブラジル銀行ディアマンティーノ支店 
 アナテラ地区 
  協同組合信用銀行 
  ブラジル銀行ディアマンティーノ支店 
 オーロベルデ地区 
  ブラジル銀行バヘイラス支店 
 ブラジルセントラル地区 
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  バイア州開発銀行（ＤＥＣＥＮ ＢＡＮＣＯ） 
 
（２）開発事業の実施      
１）先発グループの事業実施 

   先発グループの各地区の参加農協は何れも早くから参加を準備し、事業

開始後いち早く参加し、厳しい融資条件にも拘わらず積極的に計画を進め、

開発の熱意の高い組合であった。このうちコカリ農協とカマス農協は早く

から参加を準備し、前者はクリスタリーナ市、後者はカマプアン市に支部

を設け、倉庫等の施設を整備し、事業開始後間もなく事業に参加し計画を

進めた。各組合は８６年５月にはクルザード計画による事業環境の好転に

恵まれ、勇躍実施作業を開始した。５月から７月にかけて（コペルバップ

農協は８５年１１月）一斉にロッテ抽選会を開催し、１８６戸の入植農家

のロッテ割りを行い、土地の分譲を行った。入植農家は農業開発会社の指

導により、融資代行機関に土地代及び営農資金の融資の申請を行い、農業

開発会社は営農計画の作成を進めた。この営農計画の作成は９月頃までに

終わり、融資代行機関に送付した。入植農家は伐開、開墾、土壌改良、資

機材の購入等の作業を進めた。 
   ところが、この頃のブラジルでは、空前の消費ブームによる品不足が著

しくなり、農業部門でも資機材は農業融資の金利負担の軽減や価格の公定

等により需要が増大し、これに対する供給の遅れと相俟って入手が困難と

なり、一部では業者が価格を提示しないといった状況であった。融資につ

いても、融資代行機関の３５％負担問題の解決の遅れのほか、融資代行機

関のほとんどが協力事業については初めての経験で融資事務の不慣れのた

め、融資申請の審査や契約に手間取り、実行が遅れた。このような困難に

も拘わらず参加農協はこの事業を組合と組合員の将来を拓く大事業と位置

付け、必要な資機材の購入代金を立て替える等、組合と組合員が一丸とな

って事業を推進した。アルボラーダ地区のカマス農協は、既述の通り計画

段階で土地代を組合長の個人保証で商業銀行から借り入れ立て替えたが、

入植農家の開墾、機械の購入についても再度組合長の個人保証で、市中銀

行を利用して適期に実施し、安い価格で購入させた。また融資代行機関の

融資も経験とともに円滑化し、１１月以降は順調に契約、実行された。実

施作業はこのような参加農協の努力と融資代行機関の協力のほか、農業開

発会社の実績を評価した業者の協力によって急速に進展した。 
   このようにして８６/８７年度には、伐開、開墾、土壌改良面積は、本格

事業の３組合で予定の７０～９０％、試験的事業のピウバ地区で９０％に

達した。ただ試験的事業のアナテラ地区は植生が熱帯降雨林に似たセラド
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ンであったため開墾に手間取り、８６/８７年度の作付けに間に合ったのは

２戸に止まり、他の大部分は一旦故郷に帰り８７年の雨期明けを待った。

従ってグループ全体の伐開、開墾、土壌改良済み面積は約３２，０００ヘ

クタールで、改訂計画に対してはかなり遅れ、入植農家も１４８戸となり、

ほかに土地持ち農家６戸が参加した。機械施設の整備は、遅れはしたもの

の、計画に沿って進展した。各地区では８６/８７年度の第１回の作付けを

行い、約２８，０００ヘクタールに大豆、陸稲を作付けたほか、コーヒー、

ゴム等の植付けを行った。このほか参加農協は穀物倉庫、サイロ等の施設

の建設を計画し、融資を申請した。また各州政府道路局の協力により、地

区内、地区外の道路の整備が着手され、パイネイラ地区ではゴヤス州電力

公社の協力による一部電化工事も着手された。なお、パイネイラ地区では、

電力公社の協力のもとに灌漑施設の整備について計画の作成を始めた。 
   ２年目の８７/８８年度においては、初めはクルザード計画の失敗による

混乱から営農計画の見直し、融資代行機関との協議に時間を費やさざるを

得なかったが、下半期には新クルザード計画後の金利の改定や協力事業に

ついての融資限度や期間の緩和のほか、大豆の国際価格の持ち直しによっ

て情勢は好転し、融資は若干の遅れはあったものの順調に実行され、入植

農家はアナテラ地区を含め１８６戸となり、第２年目の実施作業を進める

ことが出来た。８７/８８年度の伐開、開墾、土壌改良面積はグループ全体

で４６，０００ヘクタールとなり、予定の９０～１００％とほぼ完成した。

機械、施設の整備もほぼ完成した。８７/８８年度の作付面積は約４４，０

００ヘクタールとなり、大豆、陸稲等の作付けのほか、コーヒー、柑橘、

ゴムを植え付け管理を行った。また、参加農協による共同利用施設の建設

や、州政府道路局による道路、電力公社による電化工事も進んだ。パイネ

イラ地区の灌漑施設の整備は、電力公社の協力を得て、入植農家の２９戸

のうち２４戸がピポットセントラル（平均６０ヘクタール規模）を導入し、

動力は電力、水は小川に接したロッテは直接小川から揚水し、その他の大

部分は湧水を堰き止めて造成した溜池（６箇所）の水を取水する計画がま

とまり融資を申請した。 
   ３年目の８８/８９年度は、インフレは高い水準にあったものの、事業環

境は概ね安定し、大豆の国際価格の高騰する中で各地区は整地のほか水道、

電気引っ込み線の整備、農協施設の建設等、残っていた作業を特別プログ

ラム資金で行うとともに、８８/８９年度の作付けを一般農業制度金融によ

って行った。８８/８９年度の作付面積はグループ全体で約４９，０００ヘ

クタールと前年度を上回り、大豆、陸稲、とうもろこしの作付けのほかコ

ーヒー、柑橘、ゴム、ウルクン等の植付け管理を行った。組合施設もほぼ
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完成し、グレーン倉庫１３万トン、乾燥機、種子精選施設、資材倉庫等を

整備した。州道路局の協力による地区内道路約２００キロメートルの整備

が終わり、地区外道路も着手され、アルボラーダ地区では１５０キロメー

トルの工事が始められた。電力公社による電化工事も進み、中でもパイネ

イラ地区では１８０キロメートルの送電線が整備され、電力によるピポッ

トセントラル２４基の灌漑施設の整備が完成した。これによる灌漑面積は

地区作付面積の約５，０００ヘクタールの半ばに達すると見込まれ、投資

額は平均３，０００ドルであった。また一部地区では電話も開通し、小学

校等公共施設も整備された。 
   このように、先発グループは、途中で多くの困難があったが、関係機関

の協力のもとに参加農協と入植農家が一体となってこれを克服し実施作業

を完遂した。入植農家は８７年後半から８８年には大豆の国際価格の高騰

に恵まれ、経費も増大したがかなりの経営成果を収めることが出来た。８

９年は経営環境は厳しくなったが、幸いにして営農資金は前述の特別措置

によって特別プログラム基金からの融資を受けた。８９/９０年度の作付け

面積は、グループ全体で前年度を若干上回る４９，０００ヘクタールであ

った。 
２）後発グループの事業実施     

   後発グループの各地区の参加農協は、先発グループと同様、早くから参

加を準備し、事業開始後間もなく参加したが、農業融資の金利問題や地権

問題等のため入植地の選定、土地取得や入植農家の選定に手間取り、事業

実施が遅れた日系３農協と、８６年に新に参加した農協と既往入植地を拡

大した農協であった。これら農協の入植地の選定、土地取得は、８７年初

めまでに終わったが、入植農家の選定は８７/８８、８８/８９年度の２年度

にわたって行い、８７/８８年度には８７年下半期の事業環境の好転した時

期にエントレリベイロⅢ地区とブラジルセントラル地区は全部の入植農家

の選定を終わったが、グワルダモール地区は３３ロッテ中１２戸（後に増

加して１８戸）、ボンフィーノポリス地区は５２ロッテ中３１戸（２９戸入

植）、オーロベルデ地区は３５ロッテ中１５戸を決定し、８８/８９年度の事

業環境の安定した時期にボンフィーノポリス地区を除き、各地区の残りの

ロッテ全部の入植農家を選定した。 
   従って、実施作業はエントレリベイロⅢ地区及びブラジルセントラル地

区は初めから耕地の全部につき作業を開始したが、その他の地区は決定し

た入植農家のロッテに応じて作業を分けて行わざるを得なかった。その上、

実施作業に不可欠なインフラストラクチャーについても、ミナス・ジェラ

イス州はルーラル・ミナスにより整備が進められたが、バイア州は州財政
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の悪化のため協力が得られず作業は難航した。ブラジルセントラルの地区

では、資材の運搬をゴヤス州にまたがって迂回する３００キロメートルの

私道によって行い、うち２０キロメートルの砂漠状の個所を組合役員の私

財によって盛土して乗り越えた。オーロベルデ地区では組合が整備し作業

を進めた。 
   このようにして８７/８８年度は１１２戸の入植農家が作業を行い、全体

の伐開、開墾、土壌改良済み面積は、本格事業のエントレリベイロⅢ地区

では予定の９７％に達したが、グワルダモール、ボンフィーノポリス地区

では５０％に止まり、試験的事業のブラジルセントラル地区では９５％、

オーロベルデ地区では４６％に止まった。グループ全体の伐開、開墾、土

壌改良面積は約３３，０００ヘクタール、作付面積は約３０，０００ヘク

タールで、大豆、陸稲、とうもろこしを作付けたほか、コーヒー等を植え

付けた。その他、参加農協のうちグワルダモール、ブラジルセントラル地

区では穀物倉庫、資材倉庫等の建設に着手し、その他の組合でも計画を進

めた。 
   ８８/８９年度は１３９戸の入植農家が作業を進め、前年度に入植した農

家は２年目の、新に入植した農家は１年目の作業を行った。８８年初めに

は特別プログラム基金が大蔵省に移管されたが、事業の推進に大きな支障

もなく、事業は概ね順調に進展し、グループ全体の８８/８９年度の伐開、

開墾、土壌改良済み面積は約４６，０００ヘクタールで、予定面積に対し

てボンフィーノポリス地区の７０％のほかは総て１００％となり、作業を

完了した。機械施設の整備もボンフィーノポリス地区を除き完了した。同

年度の作付面積約４６，０００ヘクタールで、大豆、とうもろこし、陸稲

等を作付けたほか、コーヒー、柑橘、ウルクン等の植付け管理を行った。

このほか、グワルダモール、ブラジルセントラル地区では穀物倉庫、乾燥

機、資材倉庫等の建設が進み、他の地区も施設の建設のため融資を申請し

た。また、ミナス・ジェライス州地区では、地区内外の道路の整備が完成

し、遅れていたバイア州の地区も地区内道路は組合と入植者で整備を終わ

り、地区外道路はバイア州政府と組合により整備を始めた。 
   ８９/９０年度は、ボンフィーノポリス地区の土地紛争が決着し、１５戸

の農家が新に入植し、グループ全体の入植農家は１５４戸となり、８７/８
８、８８/８９年度に入植した農家は永年作物の管理等を行い、最後に入植

した農家は実施作業を一気に進めた。また、農協の共同利用施設の建設も

ほぼ完成し、バイア州地区の地区外道路の建設も州政府と組合によりほぼ

完成した。８９年は事業環境が悪化したが、８７/８８年度に入植した農家

も営農資金は前述の特別措置による、特別プログラムによる融資を受けた。
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同年度の作付面積は約４４，０００ヘクタールであった。 
   以上のように後発グループは、計画、実施段階を通じて多くの困難に遭

遇したが、ほとんどの組合が有力組合で、新しく設立したコアセラル農協

も開発の意欲が高く、関係機関の協力のもとで組合と組合員が一丸となっ

てこれを克服し、実施作業を完遂することが出来た。また８７年に入植し

た農家は８８年の大豆の国際価格の高騰により、かなりの経営成果を収め

ることが出来た。 
３）終発グループの事業実施 

   終発グループの各地区の参加農協は、４農協までが７７年の新クルザー

ド計画に続く事業環境の好転と、先発、後発グループの事業の進捗に誘発

されて７７年後半に急遽参加し、あるいは既往入植地を拡大した農協で、

地元農協のいわば分村計画の地区であり、残り１農協も入植に時間をかけ、

何れも地域農業事情に明るく、入植希望者が殺到したこともあり、開発の

熱意の高い組合であった。８８年半ばまでに入植農家のロッテ割りが終わ

るとともに入植し、実施作業に着手した。エントレリベイロⅣ地区を除く

１４４戸の入植農家が作業を進めた。エントレリベイロⅣ地区は地価を巡

って地主と合意が出来ず、入植農家の決定を見送った。この間８８年初め

には後発グループと同様基金の大蔵省移管問題が起こったが、作業の推進

に大きな支障はなく、入植農家の熱意に加えて資機材の供給業者が農業開

発会社の１０年の実績を評価し、前渡に応ずる等関係者の協力が得られ、

作業は急ピッチで進捗した。伐開、開墾、土壌改良は８８/８９年度中にほ

とんどすべて完了し、機械、施設の整備もほとんど完了した。同年度の作

付面積は約３５，０００ヘクタールで、大豆、陸稲、とうもろこし等を作

付けたほか、コーヒー、柑橘、ウルクン等を植え付けた。コペルバップ、

コカリ農協以外の農協は、穀物倉庫、資材倉庫等の建設を進めた。地区内

道路の整備は一部郡役所の協力のもとに進めたが、必要な地区外道路の整

備は州政府に要請した。 
   ８９/９０年度は、前年度見送ったエントレリベイロⅣ地区も地価問題の

決着とともに急遽作業に着手し、各地区は残された作業の完遂に全力をあ

げた。８９/９０年度の作付面積は約４１，０００ヘクタールであった。農

協の共同利用施設の整備もほぼ完成し、地区外道路や電化施設の整備も州

政府や郡役所の協力により一部地区では進展した。このようにして終発グ

ループは参加農協と入植農家の熱意と努力、関係機関や業者の協力により

短期間に実施作業を完遂した。 
 
（３）開発事業の調整 
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 第２段階の開発事業は、入植地区が５州にわたる１５地区に及び、入植農家

が約５００戸、事業を支援する参加農協、関係機関、関係団体等も夥しい数に

のぼった。従って事業の円滑、効果的な推進のためには、これら多くの地区の

入植農家の生産活動と支援機関の活動を指導、調整し、その統合化、斉合化を

図ることが不可欠であった。また第２段階を巡る事業環境はめまぐるしく変化

し、特に政策環境の変化は事業の推進に大きな影響を及ぼした。従って事業の

推進に当たっては政府、関係機関に事業の進捗状況を連絡するとともに必要に

応じてセラード農業開発の特殊性に対応した特別の措置を要請、折衝する必要

があった。農業開発会社は、このような開発事業の内外における指導、調整活

動を最も重要な業務とし、多くの時間と労力を費やしてこれに当たった。その

間の努力は筆舌に尽くし難いものがあった。 
 開発事業の指導、調整は、本社の役員及び技術スタッフ、各州地域事務所に

配置した農業技師のコーディネーター及び地域事務所、地区現地事務所（コチ

ア産組を除く試験的事業地区、コチア産組地区は組合事務所）に配置した間接

雇用の農業技師（コチア産組地区は組合技師）の３段階を通じて行った。本社

の役員、技術スタッフは、地域事務所からの定期的な事業進捗状況、融資の勧

告実績等と収集した関連情報を分析し、事業地区と支援機関の全般にわたる調

整を行うとともに、必要に応じて地域事務所に指示を与え、政府、関係機関と

協議、折衝を行った。地域事務所のコーディネーターは、各地区の農業技師、

組合技師（コチア産組地区）からの事業の進捗状況、融資の勧告等の報告と収

集した関連情報を分析し、各州毎の事業地区の事業と支援機関の活動の調整を

行うとともに、必要に応じて農業技師又は組合技師に指示を与え、州政府、関

係機関、参加農協等と会合を重ねて協定に基づく活動の調整、要請を行った。

各地の農業技師又は組合技師は常時事業の進展に最大限の注意を払い、入植農

家の生産活動と支援機関の活動を指導、調整した。 
 また、政府、関係機関に対する要請、折衝に専ら本社の役員、スタッフが当

たり、常時情勢の変化に注意し、地域事務所からの報告や収集した関連情報を

分析、検討し、必要に応じて資料を作成して農務省をはじめ関係各省に提供し、

特別な措置を要請、折衝し、場合によっては両国投資会社を通じて両国政府の

協力を要請した。このうち特に重要、困難であったものは、融資条件、特に金

利の改定、８６年の融資代行機関の融資金の３５％負担問題及び８８年の特別

プログラム基金の大蔵省移管問題の３つであった。 
 このうち融資条件は、それがセラード農業開発の決め手となるだけに改定の

たびごとにセラード農業開発の特殊性に応じた特別措置を政府に要請した。融

資条件の改定は事業実施期間中に６回に及んだ。このうち重要な最初の改訂は

８５年８月の中銀回章による調整であった。それまでの融資条件は、前政権時
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代の８５年２月の通貨審議会で決定したものであったが、この条件は既述のよ

うに第１段階とは比較にならない厳しいものであった。一般農業制度金融に比

し、なおメリットはあったものの、当時参加を予定していた農協や入植農家の

期待に反するもので、その多くが参加を躊躇した。農業開発会社は財政当局等

にセラード農業開発の実情を説明し、資料を用意して条件の緩和を要請、折衝

した。しかし、条件の厳しさは誰しも認めたものの、それは既に前政権の補助

削減の方針を引き継ぎ、決定済で、これを変更することは不可能であった。調

整は融資期間や据置期間を単純化し、融資代行機関の営農費融資を再融資の対

象とし、土地融資を明確化するに止まった。農業開発会社は止む無く情勢を見

ながら次の機会を待つこととなった。 
 次の重要な改訂は、８６年２月のクルザード計画に伴う農業融資条件の改定

であった。この改訂はクルザード計画に伴うインフレのない経済における条件

の決定で、長年インフレとの共存の中で、その時々の国の経済政策に応じて農

業融資条件を定めてきた政府にとっては初めての経験で、慎重な検討が必要で

あった。政府は３月初め暫定的に金利を３％とするとともに、関係国会議員を

含め精力的に検討を行った。この間農業開発会社は、新金利を可能な限り抑え、

少なくとも年７％以下とするよう政府に要請した。５月中旬に至り政府は漸く

方針を決定し、農業融資の金利は金融機関が支払う１８０日定期預金の利息を

基準とし、これから１０％を差し引いたものとし、これにより８７年２月まで

の金利を価値修正なしの年１０％（東北、北＊地方は３～８％）とし、８７年

２月以降はこの方針に沿って６ヶ月ごとに改訂することとした。協力事業につ

いては金利は一般農業制度金融と同一としたものの、融資限度や期間は据え置

いた。開発事業は活発化し、新に参加を表明する農協も現れるようになった。 
 しかし、この融資条件は長くは続かなかった。クルザード計画の失敗により、

８６年末からインフレが再燃し、市中金利は高騰し、８７年２月に予定した農

業融資の改訂は不可能となった。経済の混乱する中で８７年２月末、政府は農

業融資金利を改定し、価値修正を復活し、農業融資は高金利時代に逆戻りした。

この改訂は多くの問題を含むもので、農業開発会社は問題点を指摘してその是

正を要請した。開発事業は再び停滞した。 
 次の重要な改訂は、６月半ばの新クルザード計画に伴う改訂であった。この

改訂は農業融資の金利を全国一律年７％＋ＯＴＮ変動率の１００％（大中農及

びその組合の営農費融資は年９％＋ＯＴＮ変動率１００％）とし、補助を撤廃

する一方、融資限度や期間をかなり緩和し負担の軽減を図ったものであった。

この融資条件は当時の情勢のもとでは一般に止むを得ないものとされたが、開

発事業の停滞を打開するためにはなお十分なものではなかった。農業開発会社

はこの改訂を機会にＯＣＢや関係農協の協力のもとに財政当局や関係機関に開
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発事業の実情を説明し、条件の緩和を強く要請した。日本側も改善を申し入れ

た。その結果、政府は農業開発会社の要請をほぼ受け入れ、金利は一般農業制

度金融と同一としたものの、融資限度や期間を大幅に緩和し、開発事業に対す

る魅力は再び高まり、その後の事業の本格的展開の契機となった。 
 最後の改定は、８９年１月の夏プランに伴う改訂であった。この改訂は、融

資資金の不足が著しくなる中で、実質金利を引き上げ、価値修正を消費者物価

指数により行うこととしたもので、農業生産者の負担は増大した。しかし、開

発事業の各地区は、ボンフィーノポリス地区の一部とエントレリベイロⅣ地区

を除き、８８年までに投資を完了しており、営農費融資については、金利負担

は増加したものの、第３作目以降について８９/９０年度に限り特別プログラム

基金からの融資を行う特別措置が講じられたため、夏プランによる影響は最小

限に止めることが出来た。 
 次に融資代行機関の融資金の３５％負担問題は、８６年度の伯側見合い資金

の手当てに関連して生じた。「討議の記録」において、伯側見合い資金は伯政府

が適当な予算によりこれを留保し、その資金は日本側資金と共に伯中銀のＦＵ

ＮＡＧＲＩ勘定の副勘定を形成し、融資代行機関を通じて農業生産者に融資さ

れることとなっていた。このため農務省は８６年８月、８６年度の予算の中で

所要金額を大蔵省に要求したが、資金の性格上通貨予算に計上すべきものとさ

れたため、伯中銀は８７年１月に定めたＦＵＮＡＧＲＩの資金運用プログラム

の中で見合い資金の枠を確保したが、クルザード計画に伴いプログラムの見直

しが必要となり、資金の前払いは禁止された。６月に至り同プログラムの見直

しが行われ、承認され、資金の前払いが解除されたが、融資については融資代

行機関に融資額の一定割合（３５％）の負担が義務づけられた。この決定は、

上記のＲ/Ｄの合意に反し、また融資代行機関にはブラジル銀行を除きこの額の

負担能力がなく、これを実施する場合には事業の中断又は縮小を招きかねない

重大な問題であった。 
 このため農業開発会社は、関係省庁に開発事業の扱いを要請するとともに、

両国投資会社に協力を求め、両国政府に対しても支援、協力を要請した。日本

側は事態に重大性から８月初めから外交ルートを通じて、伯側に８６年度伯側

見合い資金の「合意議事録」に沿った国家予算による確保を強く申し入れた。 
 伯側は日本側からの申し入れを受け、改めて検討を行い、８月の伯中銀理事

会において、ブラジル銀行を除く他の融資代行機関の進行中のプロジェクトに

ついては、８６、８７年度において３５％を伯中銀が負担し、新規プロジェク

トの融資はブラジル銀行に集中することとし、事実上の例外扱いを決定し、９

月初めの通貨審議会の承認を受けた。この決定は、ブラジル銀行に資金の一部

を負担させる措置は残ったものの、他の資金はすべて伯中銀が負担するもので、
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伯側は日本側にブラジル銀行の資金は政府資金の性格を持ち、「合意議事録」に

沿うもので、また、この資金がＦＵＮＡＧＲＩ勘定を通らない点は日本側の柔

軟な対応を望みたいとして同意を求めて来た。 
 日本側は、ブラジル銀行の負担資金の性格については理解するものの、その

資金がＦＵＮＡＧＲＩ勘定を通らない点については問題があるとし、両国の実

施機関の間で実務的な詰めを行うことを条件に、この措置を認め９月末同意し

た。これに基づき、日本側国際協力事業団及び日伯農業開発協力株式会社と伯

中銀の間でプロジェクト契約及び貸付契約の関連規定に関し必要な取り極めを

補足的に行い、１２月、これの調印を行った。なおこの措置は新クルザード計

画後の８７年９月に至り伯中銀により全面的に撤廃された。 
 最後の特別プログラム基金の大蔵省移管の問題は、８７年６月の新クルザー

ド計画において、公共赤字の削減と予算の一元的管理を目的に伯中銀の管理す

る基金及び特別プログラムを８８年１月に大蔵省に移管することとされたこと

に端を発する。この問題は協力事業の融資スキームの基本にかかわるもので、

その扱いは、両国政府間で協議されたが、事業の推進に重大な影響を持つだけ

に、農業開発会社は協議の推移に注意しつつ必要に応じて情報、資料を提供す

る等その促進を図った。基金の移管に先立ち伯中銀は８７年１１月日本側に対

し、協力事業の特別プログラム基金も移管されることになる旨連絡寄越すと共

にコメントを求めて来た。日本側は中銀との貸付契約は、貸付金が特別プログ

ラム基金に振替えられ、その資金が農業生産者に融資されることを前提として

おり、基金が移管される場合には貸付の根拠がなくなる等多くの問題があり、

移管には反対であるとした。 
 日本側の反対のためか伯政府内では日本側に実質的に迷惑のかからない形で

解決すべく検討が行われた模様であった。８８年２月、大蔵省国庫局長は在伯

日本大使宛て書翰により、基金の移管は公共赤字の削減と予算の一本化のため

の措置であることを説明し、１月初め基金はＦＵＮＡＧＲＩ基金とともに大蔵

省に移管された旨述べ日本側の了解を求めると共に伯側内部手続きのスキーム

案を提示して来た。この案は、基金の管理を大蔵省国庫局に移管し、融資資金

の配分、融資代行機関に対する再融資等プログラムの実施の権限を国庫局に集

中し、中銀は契約上の条件に従って単に国庫局に移転される融資資金の借入者

の地位に止まるというものであった。また４月末には基金の移管に関する協議

の期間中伯側が融資資金のディスバースを継続することを約束するとともに、

日本側に対して協議終了後日本側の負担部分の支払いを求めて来た。 
 日本側では関係者による協議を行い、解決の方法として考えられる３つの案、

すなわち、１）特別プログラム基金を特別扱いとして従来どおり中銀が管理す

る。２）基金は国庫局に移すが運営は中銀が行い、大蔵省と中銀との間で転貸
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契約等を結ぶ。３）日本からの融資先を中銀から大蔵省に変更し、契約をやり

直す、の３案について検討した。このうち２）、３）案は何れも問題があり、特

に３）案は日伯農業開発協力株式会社が融資を引き受ける際の経緯から契約の

やり直しに株主の了解が得られるか問題であり、また定款の変更も必要となる

ため、強く反対した。 
 結局１）案によって協議が行われたが、伯側は例外措置は取れないとし、６

月末新方式を提案した。この案は基本的には２月の提案と同様であったが、大

蔵省と中銀との任務分担をレターの形で取り決めるというものであった。 
 この伯側提案に対し、国際協力事業団顧問弁護士の意見は、この方式では基

金を所管する大蔵省の対外債務が表示されておらず、国際契約上負うべき義務

の意思表示が無く、適当でない。対処の方法としては１）伯側提案に沿って日

本側と中銀との契約をそのままとし、大蔵省が中銀の負担している総ての債務

を重畳的に引き受け、中銀と連帯して一切の債務の履行の責を負うことを確保

する、中銀との連名によるレターを日本側に発出する。２）契約相手方を中銀

から大蔵省に変える、の２案が考えられるとの事であった。海外経済協力基金

の顧問弁護士も同意見であった。 
 日本側はこの意見を検討した結果、８月上記１）案により解決を図ることと

し、伯側にその旨伝えた。伯側はこの提案に謝意を表明し、必要な措置を協議

することとなった。その結果、１２月、「討議の記録を修正する討議の記録」が

署名され、その中で大蔵省はプロジェクト契約及び貸付契約に関し、協力事業

の実施の責任を引き受けるとともに、中銀と重畳的にプロジェクト契約及び貸

付契約上のその他の履行義務を負う旨定められた。また、大蔵省と中銀から日

本側実施機関宛て、この趣旨のレターが発出され、８９年１月日本側実施機関

がこれを受け取り、問題は解決した。 
 
（４）開発事業資金とその配分 
 第２段階開発事業に投入した事業資金は、特別プログラム基金からの融資の

ほか、入植農家及び参加農協の自己資金、政府によるインフラストラクチャー

の整備資金を合わせて、本格事業で約２１４百万ドル（約３０１億円）、試験的

事業で約１０７百万ドル（約１５１億円）、合計約３２１百万ドル（約４５２億

円）であった。このうち、総額の約８５％を占める特別プログラム基金からの

融資額を、事業実施前の枠組みの額と比較すると、実績は、円ベースでは本格

事業では約５１．９％、試験的事業では約６２％、全体で約５５％であったが、

ドルベースではそれぞれ８６．９％、１０２．６％、全体で約９１．５％であ

った。円ベースとドルベースで達成率が異なるのは、融資資金のうち日本から

供与される資金が８４年当時の円建て（１ドル２３５円）で定められ、その後
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事業期間中クルゼイロ貨の対ドル過大評価が生じたにも拘わらず、急激な対ド

ル円高（８７、８８年の１ドル１４０～１３０円）の影響によるものであった。

枠額の金額には１５％の予備が含まれていたことを考慮すると、実質的には必

要額をほぼ満たすものであった。 
 総事業費のうち、土地取得費、農協施設整備費及びインフラストラクチャー

の整備費を除く開発事業費（本格事業で約１４９百万ドル、試験的事業で約８

３百万ドル）を農用地（本格事業９５千ヘクタール、試験的事業４４千ヘクタ

ール）１ヘクタール当たりで見ると、本格事業で約１，５７３ドル、試験的事

業で約１，８９３ドルで、第１段階より増加した。しかし事業期間中のクルゼ

イロ貨の過大評価の影響を考慮すると、第１段階との格差はそれほど大きなも

のではなかったと思われる。 
 総事業費を事業別に見ると、本格事業では入植事業８１％、農協施設整備１

８％、インフラストラクチャーの整備１％、試験的事業では、それぞれ８３％、

１６％、１％と入植事業の比重がやや高かった。入植事業の１プロジェクト当

たり（エントレリベイロⅣ地区は同Ⅲ地区に含む）投資額は、本格事業では最

大アルボラーダ地区の約２，４００万ドル、最小クリスタリーナ地区の１，２

００万ドル、平均１，７３０万ドルで、試験的事業では最大ブラジルセントラ

ル地区の約２，７００万ドル、最小ルカス地区の約１，９００万ドル、平均約

２，２１０万ドルと試験的事業が多く、第１段階を上回った。 
 また、入植農家の１戸当たり投資額は、本格事業で約４７５千ドル（約６，

８００万円）、試験的事業で約５４４千ドル（約７，８００万円）で、試験的事

業の方が多く、第１段階よりドルベースではやや増加し、円ベースではやや減

少した。入植農家の自己資金の比率は、何れも１４％で、第１段階より増加し

た。なお、土地持ち農家の投資額は、本格事業で４０８千ドル（約５，７００

万円）、試験的事業では約５０８千ドル（約７，７００万円）であった。 
 入植農家の融資額の費目別割合は、本格事業で、土地取得費１５％、固定資

本投資４６％、半固定資本投資１８％、営農費２１％で、試験的事業では土地

取得費７％、固定資本投資５２％、半固定資本投資８％、営農費３２％で、土

地取得費は本格事業で大きく、営農費は試験的事業で大きい。第１段階と比較

すると、土地取得費が小さく、営農費が大きい。 
 参加農協の投資額は、本格事業では最大コカリ農協の７６２万ドル（約１１

億円）、最小ボンフィーノポリス農協の１７１万ドル（約２．５億円）、平均４

４３万ドル（約６億円）で、試験的事業では最大ルカス農協の５８０万ドル（約

７．７億円）、最小コアセラル農協の２６４万ドル（約３．５億円）、平均３２

５万ドル（約５．１億円）で、第１段階より格段に増加した。自己資本の比率

は約２５％であった。費目別にはほとんどが半固定資本投資である。 
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 連邦、州政府による基本的インフラストラクチャーの整備費は、本格事業、

試験的事業合わせて３１８万ドルと推定され、第１段階と比較して総事業費に

対する割合では下回ったが、実額では上回った。 
 
３、農業開発会社の運営 
（１） 開発事業の推進と経営管理 
 農業開発会社は、上述したとおり何よりも開発事業の推進に全力で取り組ん

だ。ロマノ取締役社長は従来同様卓越した指導力を発揮して陣頭指揮に当たっ

た。新任の南坊取締役副社長はブラジル在住の経験と農業開発の学識を生かし

て総務関係を中心に業務を分担した。宇佐美取締役は従来同様財務を分担し、

新任のリカルド取締役は農業技術の学識、経験を生かして開発事業の実施に当

たった。諮問委員会は毎年開催され、実質的な経営審議会として開発事業と経

営の重要事項の審議、対策の方向付けを行った。 
 会社は、開発事業の進捗に応じ本社のほか、事業地区に事務所を設け、職員

を配置して業務を推進した。事務所は年々増加し、最盛期の８９年度は地域事

務所９箇所（パラカツ２箇所、ウナイ、クリスタリーナ、カマプアン、クオル

モーザ、ブリティス、バヘイラス、デアマンチーノ）、現地事務所４箇所（試験

的事業地区）となった。開発事業に従事する職員も年々増加し、８６年６６名、

８７年７７名、最盛期の８９年には９８名と１００名に近くなった。このうち

農業技師等基幹的職員は約半数、組合との協定による間接雇用の農業技師が約

３０名であった。 
 職員数の増加に対応して組織を整備し、第１段階当時と同様、直系組織を若

干のスタッフで補完する組織とした。また第１段階と同様、就業の適正、災害

補償、福祉厚生にも留意し、災害保険、生命保険等の必要経費の一部を負担し、

労務の充実を図った。 
 第２段階においては、会社の必要財源の多くは事業の推進に伴う各種役務提

供料（手数料）によって確保することとなっていた。しかし、入植地建設基本

計画作成手数料を始め入植農家の営農計画作成、技術指導手数料は事業の遅れ

によって大幅に遅れた。また融資監督手数料は財政事情の悪化等により協定ど

おり支給されなかった。この手数料は８７年上期までは農務省が予算に計上、

要求したにも拘わらず、財政当局によって削除された。農業開発会社や日本側

による折衝の結果、８７年上期までは補正予算により漸く遅れて支給された。

８７年下期と８８年分は予算に計上されたにも拘わらず、農務省で他に流用さ

れた。この時も農業開発会社や日本側が折衝した結果、補正予算で手当てされ

た。８９年度以降漸く毎年農務省予算に計上、支給されるようになった。 
 これら各種手数料は、事業期間中は収入の太宗を占め（６０～７０％）、原価

 35 



率も低い（約３０％）ことから農業開発会社の運営財源として重要な位置を占

めた。 
 
（２）展示農場の運営とコンサルタント活動 
 農場は引き続き技術担当取締役が分担し、現地には農場長の農業技師のほか

農業技師、技手等８９年で１５名を配置し、従来からの穀作、コーヒー、畜産、

農業機械、ピポットセントラルのほか、砂糖きび、ピンガの６部門のそれぞれ

の管理に当たらせた。 
 農場は国や州の研究機関等と連携して技術の改善、高度化を図り、必要な機

械、施設を整備したほか、８６年にはピンガ醸造施設を建設した。また、引き

続き多数の労働力を雇用し、８９年現在でその数はオペレーター２４名、運転

手１０名、コーヒー精選工場、種子精選工場３３名の常雇い６７名のほか、臨

時雇い平均２１０名、計２７７名を雇用した。 
 穀作部門では、８７年の降雨不足を除き概ね好天に恵まれ、良好な成績を収

めた。大豆の種子生産は引き続き連邦農牧研究公社、州研究公社、ヴィソーダ

農業大学等から原々種の供給を受け原種を生産した。品種はＳＡＶＡＮＡ、１

ＡＣ－８、ＣＲＩＳＴＡＲＩＮ４、ＤＯＫＯ、ＵＦＶ－１０、ＥＭＯＧＯＰＡ

－３０１等であった。また、とうもろこしの種子生産ではアグロセレス社から

親種の供給を受けハイブリッド種子を生産した。品種はＣＡＲＧＩＬ－１１５、

ＢＲ－２０１、ＡＧ－４０１等のほか新品種ＬＩＧＥＩＲＩＮＯであった。栽

培面積は、大豆約１，１００ヘクタール、とうもろこし約２００ヘクタールで、

ヘクタール当たり収量は大豆２．２トン、とうもろこし４～５トンと好成績を

収めた。これら種子、特に大豆は、価格が８９年を除きグレーンの２～４倍と

高く、高い収益を挙げ、中でも８８年はかってない好成績を挙げた。 
 コーヒー栽培は、面積約４７０ヘクタールで、８６年の旱魃のためやや減産

したものの、８８年には初めて７千袋を越えた。畜産部門では、牛の飼養約２

千頭、肥育牛の生産、フードロット方式の肥育のほか、改良牝牛の生産、牛乳

生産等を行った。 
 この他農場では、ピポットセントラルにより小麦、フェジョン種子、サヤエ

ンドウ、スイートコーン、トマト、馬鈴薯の灌漑栽培を行った。品種はフェジ

ョンがＣＡＲ１０ＣＡＩ、馬鈴薯がＡＣＨＡＴ等であった。また、砂糖きびに

よるピンガの生産を行った。 
 経営収支は、大豆種子価格の上昇等もあって毎年黒字を計上し、農業開発会

社の収益の確保に貢献した。粗収益は、事業期間中、会社の粗収益総額の３０

～４０％を占めた。部門別には、原価計算によると、８９年度を除き、大豆種

子生産、とうもろこし種子生産、畜産、コーヒー、ピポットセントラルによる
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フェジョン、馬鈴薯の種子生産が黒字で、ピンガ、小麦の灌漑栽培等が赤字で

あった。 
 また会社は、８４年度以来コンサルタント活動を始め、ミナス・ジェライス

州、バイア州等で開発計画の作成等を行ってきたが、８６年度からはＰＲＯＩ

ＮＡＴ計画、ＦＲＥＥＺＡＧＲＯ計画のＦ/Ｓ調査を行い、報告書を提出した。

前者は灌漑省及びリオ・ドーセ社の要請を受け、マラニヨン州、パラナ州、ゴ

ヤス州の３州にまたがるセラード地帯で食糧生産基地の建設、地域開発を目的

とした総合開発計画であった。また後者は、セラード地帯において、野菜類の

急速冷凍加工による、地域の商品生産の刺激、開発の促進、流通の円滑化を目

的としたパイオニア企業の計画であった。農業開発会社は、これらＦ/Ｓ調査を

行った後、その成果が評価され、事業実施についても協力するよう要請された。 
 その他、マット・グロッソ州西北部でＣＯＰＥＲＴＵＮＡ農協の実施してい

た入植事業を支援するＰＡＭＰＡ計画、ミナス・ジェライス州サンフランシス

コ川流域の灌漑計画への参加等を行った。 
 これらコンサルタント活動は経費も必要なことから、収益は全体の５～６％

に過ぎなかったが、農業開発会社の活動に通じ、開拓の余地の大きい事業とし

て重要であった。 
 
（３）その他の活動と財務 
 農業開発会社は、会社内外の技術者の研修等人材の養成事業を行った。８６

年には同年までに採用した農業技師に対して連邦農牧研究所において約８０日

間のセラード農業開発の講習会を開催した。８７年にはマット・グロッソ州に

おいてゴム栽培の研究会に６名の技師を参加させ、またサンパウロ州カンピー

ナス農業研究所で行われたコーヒー栽培セミナーに３名の技師を参加させ、そ

の他機会あるごとに技師をセミナー等に参加させた。更に８７年には外部の農

業技師に会社の地域事務所において研修の機会を与えた。 
 会社は、８８年１１月の諮問委員会の了承を得て、８９年１月、マラニヨン

州で土地を取得した。取得の目的は、当面は会社の資産構成の健全化のためと

し、将来は会社設立１０周年を記念して役職員の福祉増進のため肉牛を飼育し、

職員の定着率を高める事業に供することとした。位置はマラニヨン州グラジワ

ウ郡メアリニ川流域で、アスファルト道路より５９キロメートル、ＰＲＯＩＮ

ＡＴ計画の近隣にあり、面積は５，３２２ヘクタールであった。気温は平均２

５，８Ｃ、雨量は１，３００ミリメートル、セラード及びセラドンで、肥沃度

が高く、水利用が可能であった。また牛の価格が安く、労働力の確保が容易で

ある等の利点もあった。役職員の福祉事業に供する場合は、役職員によりＡＳ

ＳＯＣＩＡＴＩＯＮを作り、会社がこれと賃貸契約を結び、肉牛飼育の利益を
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メンバーに配当する計画であった。なお会社の保有地はこれで１４，０００ヘ

クタールとなった。 
 会社の財務については、人員の増加やインフレによる経費の増大、収入の遅

れ等によって資金繰りが一時困難な時期もあったが、各種手数料や展示農場の

収入等によって経費を賄った。８９年度の各種手数料収入の総収入に占める割

合は約６０％、そのうち１％を監督手数料が占め、展示農場の収入は約４０％

であった。会社は８６年度以降年々黒字を計上し、税引き前利益は８６年度約

２３０万クルザード（約１５万９千ドル）、８７年度約４４８万クルザード（約

３６万６千ドル）、８８年度２５３万クルザード（約３８万２千ドル）、８９年

度は８７万新クルザード（約９万５千ドル）であった。利益金の法定準備金の

５％を除き、残額の半額を株主に配当し、残りを利益準備金とした（８８年度

は配当２５％）。財産の状況を８９年度決算で見ると、資本金は価値修正を含め、

資産・負債総額の８０％を占め、恒久資産の資産総額に占める比率は約７０％、

うち土地が約３３％で、土地の比率がサンタローザ保有地の売却によって従来

より低下したが、資産構成の健全性は一応確保した。 
 この間日伯農業開発協力株式会社は、株主として農業開発会社を指導して開

発事業の促進を図り、経営に参加して管理の充実に協力し、必要に応じて政府

の支援、協力を要請し、また本格事業の伯中銀への貸付を行った。また、国際

協力事業団は、開発事業を巡る諸条件の激変に伴う諸問題の伯側との協議のほ

か、事業の進捗状況の調査等のための調査団の派遣、研修員の受け入れを行い、

また試験的事業の伯中銀への貸付を行った。 
 なお、日伯農業開発協力株式会社は、配当金の４９％を受け取り、次期繰越

金として積み立てた 
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第３節 開発事業の成果と効果 
１、開発事業の成果 
（１）成果の総量 
 農業開発会社は、第１段階と同様事業を推進するとともに、随時その実績を

評価、統制し、結果を毎年の諮問委員会に報告した。日伯農業開発協力株式会

社は、毎年株主等関係者により、事業の進捗状況を調査し、必要に応じて指導、

助言を行った。また８９年には両国政府関係者による合同評価が行われた。こ

れら調査、評価結果によると、事業の実績は実施前の枠組みを上回った。 
 先ず、第２段階においては、大土地所有者あるいは未利用土地所有者から土

地を解放し、利用の高度化を図った。その面積は約１８７，０００ヘクタール

にのぼり、実施前枠組みの１５０，０００ヘクタールを上回った。この土地に

土地持ち参加農家の土地約１１，０００ヘクタールを合わせ、開発面積は１９

９，０００ヘクタールであった。これら土地のうち、林地、自然牧野等約５０，

０００ヘクタール、全体の２５％を環境保全のための保留地として保全し、残

りの平坦又は緩傾斜地、丘陵地約１４９，０００ヘクタール、全体の７５％を

農用地、そのうち約１３６，０００ヘクタール、農用地の９１％を耕地として

造成した。 
 この土地に入植した農家は約５３０戸、実施前枠組みの３５０戸（土地持ち

農家を含む）の１．５倍にのぼり、１５の入植地に入植し、食糧生産の近代的

家族経営として定着した。また１３の参加農協がそれぞれの入植地に事務所を

設け施設を建設した。 
 入植農家が技術マニュアルに従って整備した機械は、１９９０年１月現在で、

トラクター１，０２０台、コンバイン４１２台、農業機械アタッチメント８，

３５７セット、トラック３５台等であった。また施設、家畜は、ピポットセン

トラル３３基、資材倉庫５３５棟、深井戸９３基、送電線８２キロメートル、

家畜（牛）１，７６９頭、集中柵５基、鉄線１２４キロメートル等であった。

更に土壌改良剤、肥料の８５～８９年の使用量は約８０トンにのぼった。なお、

入植地に建設した入植農家の住宅は６４２棟であった。 
 参加農協の整備した施設は、車両用秤１２、資材倉庫１２棟、サイロ５３基、

穀物倉庫１５棟、種子精選施設７、修理工場１２、職員住宅６０棟、上下水道

１０、小学校６等であった。このうちサイロ等の農産物収容能力は約５５万ト

ンにのぼった。 
 更に州政府、農協による道路の建設、改良約５００キロメートル、橋梁１０

箇所、電化幹線２８０キロメートル、その他電話架設３０戸等であった。これ

らによって、生産物流通の合理化と生活環境の整備が進んだ。 
 入植地ではプロジェクトの建設と並行して、先発グループはアナテラ地区の
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大半を除き、８６/８７年度から、後発グループはアナテラ地区を含め、大半が

８７/８８年度から、また終発グループは大半が８８/８９年度から作付けを行っ

た。８６/８７年度の総作付面積は約２８，６００ヘクタール、うち大豆約１６，

４００ヘクタール、陸稲約１２，０００ヘクタール等であった。８７/８８年度

の総作付面積は約７４，０００ヘクタール、うち穀類が約７３，０００ヘクタ

ールで、大豆約５２，０００ヘクタール、陸稲約２１，０００ヘクタール、と

うもろこし約３００ヘクタール等であった。永年作物も約１，０００ヘクター

ルとなり、コーヒー、ゴム、柑橘の作付けが進んだ。続く８８/８９年度の総作

付面積は約１２７，０００ヘクタールとなり、うち穀類が約１２０，０００ヘ

クタールで、大豆約１１３，０００ヘクタール、陸稲約４，０００ヘクタール、

とうもろこし約２，０００ヘクタール等であった。永年作物も約７，０００ヘ

クタールとなり、コーヒー約２，８００ヘクタール、ゴム約２，７００ヘクタ

ール、柑橘約２，０００ヘクタールとなった。 
 これら３農年度の穀類の作柄についてみると、８６/８７年度は本格事業のエ

ントレリベイロⅡ地区が８７年度初めミナス・ジェライス西北部、ゴヤス州東

部を襲ったベラニコによる被害を受けたが、他地区は概ね好天で、総生産量は

約３３，０００トンで、うち大豆の生産量が約２１，０００トン、ヘクタール

当たり約１．３トン、事業別には本格事業のパイネイラ及びアルボラーダ地区

が約１．６トン、試験的事業のピウバ地区が約１．５トンと何れも目標の１．

２トンを上回り、第１作としては異例の高い収量であった。陸稲の生産量は約

１２，０００トン、ヘクタール当たり約１トン、本格事業のエントレリベイロ

Ⅱ地区、試験的事業のアナテラ地区が良好であった。 
 ８７/８８年度はエントレリベイロ地区がこの年もベラニコの被害を受け、ま

た、他の地区もボンフィーノポリス、ブラジルセントラル地区等が局地的に旱

魃の被害を受けたが、穀類の総生産量は約１０７，０００トンに上がった。こ

のうち大豆が約８０，０００トン、ヘクタール当たり収量で目標の１．５トン

に達し、事業別には第２作の本格事業のパイネイラ、アルボラーダ地区は２ト

ンを越え、試験的事業のピウバ地区も約１．７トンと高い収量を収めた。第１

作の後発グループは、本格事業のグワルダモール地区が約１．４トンと目標を

越え、他の地区は旱魃の被害により目標に達せず、試験的事業も１トン前後と

目標に達しなかった。また陸稲の生産量は約２６，０００トンと増加し、ヘク

タール当たり約１．２トンで、本格事業のパイネイラ地区や試験的事業のアナ

テラ地区で約２トンと目標を越えた。 
 また、８８/８９年度は一部地区で降雨不足があったが概して好天に恵まれ、

穀類の総生産量は約１８１，０００トンとなった。このうち大豆の生産量は約

１７０，０００トン、ヘクタール当たり１．５トンで、事業地別には第３作目
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の先発グループのパイネイラ、アルボラーダ地区で約２．５トンと目標の２ト

ンを上回り、試験的事業のピウバ地区は約２トンと目標に達した。第２作目の

後発グループは、本格事業のグワルダモール地区が約１．５トンと目標に達し、

その他の地区が約１．３トン、試験的事業地区が約１，４トンと目標に近い収

量を挙げた。第１作目の後発グループの地区は、クリスタリーナ地区が目標に

達したほかは何れも目標に近い収量に止まった。前年度に作付けの始まったと

うもろこしの生産量は約５，０００トン、ヘクタール当たり約２．５トン、第

３作目の本格事業のパイネイラ地区で約３トンの収量を収めたが、他の地区は

２トン前後に止まった。陸稲の生産量は約４５，０００トンと減少し、ヘクタ

ール当たり１．５トンで、エントレリベイロ地区等で比較的良好であった。 
 以上のように３農年度の穀類の生産の実績はかなりの成果を収め、８８/８９

年度には生産量は１８０，０００トンにのぼり、生産性も概して高く、大豆で

本格事業のパイネイラ、アルボラーダ地区、試験的事業のピウバ地区では目標

に達した。これを第１段階の初期の３農年度の実績と比較すると、３作目以降

の目標水準を高めに設定したのも拘わらず、大豆では第３作目の先発グループ

はエントレリベイロⅡ地区を除き、これに達し、後発グループ、終発グループ

も多くが良好な成績を収め、生産性は第１段階より格段に向上したといえる。

技術の改良と管理の適正を図れば、各地区とも生産安定時の目標水準の達成は

可能と考えられた。 
 なお、８９/９０年度の総作付面積は約１２４，５００ヘクタールで、うち穀

類が約１７５，０００ヘクタール、永年作物が９，６００ヘクタールであった。 
 
（２）本格事業地区入植農家の技術と経営 
 本格事業の地区は広汎な地域に分布するので、その自然条件は地域によって

大きな相違があった。これを自然条件の相異によって大別すると、ミナス・ジ

ェライス州西北のエントレリベイロ地区、ミナス・ジェライス州西北からゴヤ

ス州東部にまたがるシャバドン地区群及び南マット・グロッソ州東北のアルボ

ラーダ地区の３つであった。エントレリベイロ地区は、標高が５３０メートル

と低く、地形は概ね平坦、周辺に大きな川が流れ水源が豊富で、土壌は赤黄色

ラトソール及び暗赤色ラトソール、気候は熱帯―亜熱帯型で、平均気温が２２

度Ｃから２４度Ｃと高く、年降雨量は１，０００～１，２００ミリメートルで

乾期が６ヶ月に及び、ベラニコの頻度が高い。シャパドン地区は、標高が９０

０～１，０００メートルと高く、典型的な卓上地で、地形は平坦、水源は地区

内に小川や湧水があるが、パイネイラ、グワルダモール、ボンフィーノポリス

地区以外は水量が少なく、土壌は暗赤色ラトソール及び赤黄色ラトソール、気

候は熱帯―亜熱帯型で、年平均気温が２０度Ｃ～２２度Ｃとやや低く、年降雨
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量は１，２００～１，６００ミリメートルと多く、乾期が５ヶ月程度で、数年

に１回のベラニコがある。また、アルボラーダ地区は、標高が６５０メートル

とやや低く、丘陵地で水源が無く、土壌は赤黄色ラトソール及び石英砂土、気

候は内陸亜熱帯型で、年平均気温２０度Ｃ～２２度Ｃ、年降雨量が１，２５０

～１，６００ミリメートルとやや高く、乾期が短くベラニコはほとんど見られ

ない。本格事業の３６６戸の入植農家は、このような自然条件に対応して、農

業開発会社、関係機関の指導、支援のもとに、高生産性農業生産の実現と近代

的経営の確立を目指し、技術の一層の改良、経営の近代化に努めた。 
 入植農家の経営主は、参加農協所在の州の出身者が多く、経済環境が厳しく

多額の自己資金が必要であったにも拘わらず、第１段階と同様年齢が２０～３

０歳と若く、農業経験を持ち、学歴も大学卒が３０～４０％と概して高く、特

に先発グループのパイネイラ、アルボラーダ地区、後発グループのグワルダモ

ール、ボンフィーノポリス地区、終発グループのピラティンガ、ブリティス地

区等は、多くの希望者の中から選定されただけに、この傾向が強かった。これ

ら経営主は経営の担当者として優れた資質を備え、開拓精神の旺盛な人材であ

った。その家族は第１段階と同様、既婚者は夫婦と子供１～２人であったが、

独身者も多く、家族労働力は平均１人余りであった。ほとんどの農家がオペレ

ーター、農夫等の常雇い２～３人を持ち、農繁期には相当数の臨時雇いを雇用

した。このように経営は雇用労働力の割合が高いが、第１段階と同様経営は家

族が管理し、本質的に企業的家族経営であった。 
 入植農家は技術マニュアルに従って、総て７９馬力のトラクター２台、１０

０馬力のコンバイン１台のほか各種農業機械、アタッチメントを持ち、典型的

な機械化農業の近代的経営であった。 
 入植農家の土地所有面積は、機械化に対応して平均約３６０ヘクタール、最

大はブリティス地区の約３９０ヘクタール、最小はパイネイアラ地区の約２８

５ヘクタールで、第１段階よりやや小さい。この規模はブラジルの土地所有区

分では中規模に相当する。この規模については、アンケート調査によると、大

き過ぎるとした者は僅か２％で、半数の農家が適当であるとし、残りが小さ過

ぎるとしていたが、拡張の計画を持つ者は少なかった。従ってこの規模は概ね

妥当と考えられたが、地区によっては小さ過ぎるとした者がかなりあり、注目

に値する。土地持ち農家の参加は全体で１８戸であった。 
 土地持ち農家を含め多くの農家は、全体の約２７％を保留地として保存し、

残りを農地及びインフラ用地として開発し、その９０％を耕地として造成した。

耕地面積は平均約２５７ヘクタール、その約９０％を大豆、とうもろこし等の

短期作に、残りの約１０％を永年作の用地とし、第１段階より永年作の割合が

やや増加した。造成作業は参加農協の一括引き受け又は民間業者が行い、技術
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マニュアルに従って伐開、耕起、砕土、石灰、肥料撒布、整地を行った。施用

した石灰、肥料は、ヘクタール当たり石灰３～４トン、溶性燐肥０．９トン、

塩化加里０．１トンが一般的であった。 
 作目は、大豆、陸稲、とうもろこし等の穀類と、コーヒー、柑橘（シャパド

ン地区群）、ウルクン、柑橘（エントレリベイロ地区）、ゴム（アルボラーダ地

区）等であった。穀類の作付け方法は、圃場を幾つかの単位に分け、初めの１

～２年は陸稲を栽培して地ならしを行い、２～３年目から大豆を主体にとうも

ろこし等との輪作を行うのが常識とされ、指導されたが、収益の確保を急ぐ入

植農家の多くは初めから大豆の連作を行うものが少なくなかった。 
 各地区入植農家の８６/８７年度から８８/８９年度までの穀類の平均作付面

積は次のとおりであった。エントレリベイロ地区のうち先発グループのエント

レリベイロⅡ地区では、初年度の８６/８７年度に大豆約１５０ヘクタール、陸

稲約９０ヘクタールのほか、フェジョン若干であったが、８８/８９年度には大

豆を約２２０ヘクタールと増やし、陸稲を約２０ヘクタールと減らす一方とう

もろこし、フェジョンを作付けた。同地区の後発グループのエントレリベイロ

Ⅲ地区は初年度の８７/８８年度は大豆約２０ヘクタール、陸稲約９０ヘクター

ル、フェジョン若干であったが、８８/８９年度には大豆約２００ヘクタール、

陸稲約３０ヘクタールとした。また同地区の終発グループのエントレリベイロ

Ⅳ地区は、８９/９０年度に初めて約２００ヘクタールを作付けた。 
 シャパドン地区群のうち先発グループのパイネイラ地区では、初年度の８６/
８７年度に大豆約１２５ヘクタール、陸稲約７０ヘクタールを作付けたが、８

８/８９年度には大豆約１８０ヘクタールと増やし、とうもろこし約２０ヘクタ

ールを導入した。同地区の後発グループのグワルダモール地区では初年度の８

７/８８年度に大豆約１４０ヘクタール、８８/８９年度には大豆約２２０ヘクタ

ール、ボンフィーノポリス地区では８７/８８年度に大豆約７０ヘクタール、陸

稲約３０ヘクタール、８８/８９年度には大豆約２００ヘクタール、陸稲約１０

ヘクタールとした。同地区の終発グループの各地区は、初年度の８８/８９年度

に大豆約２００～２４０ヘクタール、陸稲約３０～４０ヘクタールを作付けた。 
 また、アルボラーダ地区は初年度の８６/８７年度に大豆約１２０ヘクタール、

陸稲約７０ヘクタールを作付けしたが、８８/８９年度には大豆約２７０ヘクタ

ール、とうもろこし約１０ヘクタールとした。 
 各地区の８８/８９年度の永年作物の平均作付面積は、エントレリベイロⅡ地

区で柑橘約１０ヘクタールのほかウルクン若干、シャパトン地区群のパイネイ

ラ、グワルダモール、ボンフィーノポリス、ブリティス地区等でコーヒー約２

０～２５ヘクタール、ブリティアルト、ピラティンガ、ブリティス地区等で柑

橘約１５～２０ヘクタール、アルボラーダ地区でゴム約１５ヘクタール等であ
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った。 
 このように本格事業地区の入植農家の穀類の作付けは、大豆がエントレリベ

イロ、シャパドン地区群では総作付面積の８０～９０％、アルボラーダ地区で

は９０％を占め、大豆単一化の傾向が強かったが、一部ではとうもろこし、フ

ェジョン等を取り入れ、作目を複合化する動きも見られた。永年作では、コー

ヒーのほか、柑橘、ゴム、ウルクン等が植え付けられたが、柑橘は当時１０年

位は過剰生産の恐れはないとされ、ゴムは当時天然ゴムが見直され、消費が増

大し、ウルクンも当時人口着色料の禁止の動きから有望とされた。 
 作物の品種は、大豆ではＤＯＫＯ、ＩＡＣ－８、ＣＲＩＳＴＡＮＡの中晩生

種を中心に、ＩＡＣ－７、ＵＦＶ１０等を、陸稲ではＩＡＣ２５、２７、ＰＡ

ＲＡＮＡＩＢＡ等、とうもろこしではハイブリッド種のＡＧ４０１、ＢＲ１２

６等を使用した。肥料は一般に基肥として大豆はヘクタール当たり０－２０－

１０の中に０．５％の亜鉛を加え３００キログラム。陸稲は４－１４－８を２

００キログラム。とうもろこしは４－１４－８を３００キログラム施用したが、

施用量は地区の自然条件に応じて異なった。また、先発グループのパイネイラ

地区では、州の電力公社の協力と、時間的余裕があったことから大部分の農家

がピポットセントラルを整備し、灌漑が必要で水源もあるエントロリベイロ地

区では灌漑計画の作成を進めた。 
 各地区の穀類の平均収穫量は、エントレリベイロ地区では、８６/８７、８７/
８８年度と連続してベラニコの被害を受け、エントレリベイロⅡ地区で、大豆

は両年度それぞれ１５０トン、ヘクタール当たり０．２，０．９トンに過ぎな

かった。とうもろこしも８８/８９年度で約１７トン、ヘクタール当たり２．７

トンに過ぎなかった。陸稲は比較的良好で、８８/８９年度約８０トン、ヘクタ

ール当たり約３トンであった。 
 シャバドン地区群のうち先発グループのパイネイラ地区では８６/８７年度、

大豆が約２１０トン、ヘクタール当たり約１．６トンと目標を上回り、８８/８
９年度には約４００トン、ヘクタール当たり約２．５トンに達した。とうもろ

こしも８８/８９年度約７０トン、ヘクタール当たり約３．５トンであった。後

発グループのグワルダモール地区では、８７/８８年度大豆が約２００トン、ヘ

クタール当たり１．４トンと目標を上回り、８８/８９年度も約３００トン、ヘ

クタール当たり１．５トンと目標に達した。ボンフィーノポリス地区は８７/８
８年度には目標に達しなかったが、８８/８９年度には目標に近い収量を収めた。

また終発グループでは、８８/８９年度大豆が、クリスタリーナ地区が約３００

トン、ヘクタール当たり１．３トンと目標に達したほか、何れも２００トン前

後、ヘクタール当たり０．８トンと目標に達しなかったが、これは、これら地

区を襲った旱魃の影響であった。 
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 アルボラーダ地区は、８６/８７年度に大豆は約１９０トン、ヘクタール当た

り約１．６トンと目標を上回り、８８/８９年度には約６８０トン、ヘクタール

当たり２．５トンに達した。 
 このように本格事業地区の入植農家の穀類の生産性は、大豆で先発グループ

や後発グループでは、エントレリベイロ地区を除き、ほぼ目標に達し、終発グ

ループでもクリスタリーナ地区はかなりの収量を収めた。とうもろこしや陸稲

も地区によっては良好な成績を挙げた。エントレリベイロ地区やその他の終発

グループの地区も、灌漑の導入や技術の改良によって目標水準の達成は可能と

考えられた。 
 他方、農産物の価格は、８０年代初め以降年々実質的に低下の傾向にあった

が、８７，８８年にはアメリカの旱魃の影響等による大豆の価格の高騰により、

エントレリベイロ地区を除く先発グループや後発グループの地区の農家は予想

外の恩恵を受け、農家の中にはかなりの収益を収めた者も少なくなかった。し

かし８９年にはアメリカの生産の恢復や夏プランによる為替レートの固定等に

より大豆価格が急落し、価格の持ち直しを期待していた農家の収益は減少した。

このように農家の収益性は不安定を免れ得なかったが、今後経済情勢に大きな

変化が無い限り生産の拡大とともに粗収益は増大し、生産安定時にはかなりの

純収益を挙げることが出来、６～９年先にピークの来る投資資金の返済も可能

と考えられた。合同評価において、パイネイラ、アルボラーダ地区の事例農家

につき、これまでの負債をベースに、価格を夏プラン後の８９年５月時点に統

一し、資金繰りと損益見通しが行われたが、このうちパイネイラ地区の農家の

場合は、資金繰りは当初３カ年間は自己資金が必要であるが、その後は可能と

なり、損益も当初３カ年間はかなり苦しいが、その後は順調に経営が可能とな

り、生産安定時には粗収益約１４７千ドル、経営費約９９千ドル、純収益約４

８千ドル（所得率３２％）で、据置期間中に資金を蓄積すれば７年目にピーク

の来る投資資金の年約７４千ドルの返済は十分可能と見通された。この見通し

はアンケート調査によってもほぼ同様であった。 
 また、入植農家の居住の方式は第１段階と同様散居式で、ロッテに住居を建

設した。しかし散居式は圃場の管理に便利な反面、教育、医療、文化等の面で

不便があり、一般に農家は子供が小学校を卒業するまではロッテに住居し、卒

業と同時に中心都市等に別に住居を設けてそこから圃場に通った。アルボラー

ダ、グワルダモール、ピラティンガ地区等ではほとんどの農家がロッテに居住

したが、パイネイラ、エントレリベイロ地区等ではロッテに居住している者は

全体の半数程度であった。パイネイラ、アルボラーダ地区等では一部電灯線の

入ったところもあったが、多くはディーゼルによる自家発電で、生活の不便は

否めなかった。しかしアンケート調査によると９５％までが入植して大変満足
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しており、不満足の者は１戸も無かった。 
 入植農家は参加農協の活動により大きな恩恵を受けた。各農協は試験農場設

置等指導体制を整備して営農指導の充実に努め、コカリ農協、カマス農協は州

の研究公社と連携して品種比較試験を行い、南伯農協は独自に品種、肥料の試

験を行い、コペルピンガ農協は民間種子会社と契約して原種の生産を行うなど、

技術の改良と成果の普及に努めた。流通活動においては、農産物の販売は、特

に大豆の販売は、委託販売の方式をとり、集荷した大豆を組合の倉庫、サイロ

に保管し、組合の提供する市場情報に基づき農家が指示する最も有利な時期、

販売先に販売した。大豆の販売先はほとんどが搾油向け、一部が輸出向けで、

搾油向けはミナス・ジェライス州ウベランジャ、ブラジリア、パラナ州ポンタ

グロッサに、輸出向けはサントス、ヴィトリア、パラナグア港に出荷した。米

はウベランジャ等の集散市場のほか地元精米工場に販売、とうもろこしは集散

市場のほか地域の飼料工場、養鶏、養豚場に販売した。手数料は農産物の販売

については、増資積立金、貯蔵手数料を含め、販売額の５％程度であった。資

材の取り扱いは組合によって範囲や方法が異なり、一般に販売額の１０％程度

であった。 
 農協はこれら事業のために倉庫、サイロの整備を中心に思い切った建設を進

め、入植農家の規模の経済性を補完した。アンケート調査によると農協の支援

に満足している者が全体の９０％にのぼった。 
 農産物や資材の円滑な流通のためには、基幹的インフラストラクチャーの整

備や地区内道路の整備が不可欠であったが、各州政府は財政に余裕のあった開

発の初期には積極的に協力したが、財政の逼迫とともに協力が得られなくなっ

た。そのためバイア州の地区やミナス・ジェライス州の終発グループの地区で

は農協が州の機械を借り、あるいは郡役所の協力のもとに農協が整備に当たっ

たところもあった。 
 以上のように、本格事業の入植農家は、事業実施期間内に先発グループや後

発グループでは技術の確立と共に高生産性の農業生産を実現し、近代的経営と

して概ね確立し、終発グループも今後その可能性が見通された。先発グループ

や後発グループの立地条件に恵まれたエントレリベイロ、パイネイラ、アルボ

ラーダ、グワルダモールの各地では、マスコミの報道と相俟って国の内外から

見学者、視察団が訪れ、成果を高く評価した。 
 
（３）試験的事業地区入植農家の技術と経営 
 試験的事業の地区は、バイア州とマット・グロッソ州に位置するので、その

自然条件は本格事業地区のそれと異なるのみでなく、両州の地区の間でも著し

い相違があった。 
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 バイア州の地区は、標高が７００～８００メートルと高く、地形は平坦、オ

ーロベルデ地区は地区内に小川があるが、水量が乏しく、ブラジルセントラル

地区は周辺に川があるが高低差が大きく、土壌は赤黄色ラトソール及び石英砂

土で砂質、気候は赤道内陸型で半乾燥のカーチンガ地域に接し、平均気温２４

度Ｃ～２５度Ｃ、年降雨量１，０００～１，５００ミリメートル、乾期が長く

ベラニコの危険が高い。マット・グロッソ州地区は、標高３５０～４００メー

トルと低く、地形は緩やかな傾斜又は平坦、周辺に川があり水源が豊富で、土

壌は赤黄色ラトソール、粘土質、気候は赤道内陸型でアマゾンの高温、湿潤地

域に連なり、年平均気温は２４度Ｃ～２６度Ｃ、年降雨量１，６００～２，０

００ミリメートル、乾期が短く、ベラニコの危険が無い。試験的事業地区１６

４戸の入植農家は、このような自然条件に対応して、農業開発会社、参加農協、

関係機関の指導、支援のもとに、効率的な農業生産と近代的経営の成立を目指

し、技術の改良と経営の近代化に努めた。 
 入植農家の経営主は、参加農協所在の州やそのルーツの州出身者が多く、本

格事業と同様、一般に年齢が若く、農業経験が豊かで、学歴も高いが、年齢が

バイア州の地区では２０～３０歳と若いのに対し、マット・グロッソ州の地区

では３０～４０歳とやや高い。何れも経営の担当者として優れた資質を備えた

開拓精神旺盛な人材であった。その家族は夫婦と子供１～２人で、バイア州の

地区では独身者も多く、労働力は平均して１人余りである。ほとんどの農家が

オペレーター、農夫等の常雇いを２～３人もち、農繁期には相当数の臨時雇い

を雇用した。その賃金はまちまちであるが、一般に常雇いは最低賃金の２～３

倍に食事つき、臨時雇いは最低賃金程度であった。このように農家は雇用労働

力の比重が高かったが、経営は家族によって管理され、本格事業の農家と同様、

企業的家族経営に変わりは無かった。 
 入植農家は総てトラクター２台、コンバイン１台のほか、各種農業機械、ア

タッチメントを備え、本格事業の農家と同様、典型的な機械化農業の近代的経

営であった。 
 入植農家の土地所有面積は、バイア州の地域は平均約４００ヘクタール、マ

ット・グロッソ州の地域は５０％の保留地が義務づけられたことからピウバ地

区が約４２０ヘクタール、アナテラ地区が平均約４５０ヘクタールと大きい。

アンケート調査によると、この規模が小さすぎると答えた農家が本格事業の地

区よりも多く、特にピウバ、オーロベルデ地区で多かった。自然条件の厳しさ

を反映して面積の拡大を指向していたためであろう。土地持ち農家の参加はオ

ーロベルデ地区で１２戸、ブラジルセントラル地区で８戸であった。 
 入植農家は、バイア州の地区では所有面積の約２０％、マット・グロッソ州

の地区ではその約５０％を保留地として保存し、残りを農用地及びインフラ用
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地として開発し、前者はその約９０％を、後者はそのほとんどを耕地として造

成した。耕地面積はバイア州の地区は２７０～３００ヘクタール、マット・グ

ロッソ州の地区は２００～２５０ヘクタールで、前者はそのほとんどを大豆等

の短期作の用地とし、後者はその９０％を短期作の用地とした。 
 耕地の造成作業は参加農協の一括引き受け、又は民間業者がマニュアルに従

って行った。施用した石灰、肥料は、へクタール当たり石灰が３～６トン、溶

成燐肥又は過燐肥石灰が０．９トン、塩化加里が０．１トンであった。 
 作目は大豆、陸稲、とうもろこし等の穀類と、ゴム、ウルクン等の永年作物

であった。各地区とも穀類については、開発初年目は陸稲を、２年目から大豆

を作付けし、地力が安定してからとうもろこしとの輪作を行うよう指導された。

バイア州の地区では初めから大豆への依存度が大きく、マット・グロッソ州の

地区では概ね指導に沿って作付けする農家が多かった。永年作物はバイア州の

地区ではウルクン、マット・グロッソ州の地区ではゴムの栽培が指導された。 
 各地区入植農家の８６/８７年度から、８８/８９年度までの穀類の平均作付面

積は次のとおりであった。バイア州のオーロベルデ地区では８７/８８年度は１

５戸が作付けし、大豆約２８０ヘクタール、陸稲約１００ヘクタールで、８８/
８９年度は全戸作付け、大豆約２７０ヘクタール、陸稲約１５ヘクタールであ

った。ブラジルセントラル地区では、初年度の８７/８８年度に大豆約１４０ヘ

クタール、陸稲約１７０ヘクタール、８８/８９年度には大豆約３００ヘクター

ル、陸稲約１５ヘクタールのほか、フェジョンを作付けた。 
 マット・グロッソ州のピウバ地区では初年度の８６/８７年度に大豆約７０ヘ

クタール、陸稲約１１５ヘクタール、８７/８８年度から新にとうもろこしを導

入し、８８/８９年度には大豆約１８０ヘクタール、とうもろこし約２０ヘクタ

ールを作付けた。アナテラ地区は８７/８８年度が第１作（８６/８７年度の作付

けは１戸のみ）で、大豆約２２０ヘクタール、陸稲約１６０ヘクタール、とう

もろこし若干を作付け、８８/８９年度には大豆約１７０ヘクタール、陸稲約１

０ヘクタールであった。 
 各地区の永年作物の平均植付け面積は、バイア州ではブラジルセントラル地

区で若干のウルクンを植え付けたのに止まり、マット・グロッソ州の地区では

初年度にゴムの育苗を行い、８７/８８年度に２０ヘクタールに定植した。 
 このように試験的事業地区の入植農家は、穀類は、バイア州の地区では大豆

が全体の１００％近くを占め、マット・グロッソ州の地区でも８０％以上に上

り、大豆単一化の傾向が強かったが、一部ではバイア州の地区ではフェジョン、

マット・グロッソ州の地区ではとうもろこしを導入した。永年作は、バイア州

の地区では若干のウルクンを導入したに止まり、マット・グロッソ州の地区で

は予定通りゴムを導入した。 
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 作物の品種は、大豆はＤＯＫＯとＣＲＩＳＴＡＬＩＮＡが多く、この他ＩＡ

Ｃ－７，８、ＰＡＲＡＮＡＧＯＩＡＮＡ、ＳＡＮＴＡＮＡ等が栽培された。と

うもろこしは一代雑種のＡＧＲＯＳＡＬ３０１、４０２、ＣＡＲＧＩＬ６０６、

Ｃ１１１等が多かった。陸稲はＩＡＣ－２５、１６４、４７、ＣＵＩＶＡＮＡ

が、フェジョンはＣＡＲＩＯＧＵＩＮＨＡ等が使用された。 
 肥料は一般に大豆では播種前に根瘤菌の接種を行い、０－２０－１１＋２Ｎ

又は０－２０－２０＋２Ｎをヘクタール当たり３５０～４００キログラム、と

うもろこしは基肥として５－２５－２５をヘクタール当たり４００キログラム、

陸稲は５－２５－２５（亜鉛入り）をヘクタール当たり２５０キログラム、フ

ェジョンは５－２５－１５をヘクタール当たり３００キログラムを施用したが、

地区の自然条件に応じて施肥量は異なった。微量要素は、バイア州の地区では、

僅かな農家が使用するに止まったが、マット・グロッソ州の地区では６０％の

農家が使用した。 
 各地区の穀類の平均収量は、バイア州の地区では、８７/８８年度は旱魃に襲

われ、オーロベルデ地区は大豆約２５０トン、ヘクタール当たり約０．９トン

と低収で、８８/８９年度も約３８０トン、ヘクタール当たり約１．４トンと目

標に達しなかった。しかし陸稲は８７/８８年度約１４０トン、ヘクタール当た

り約１．４トンと良好で、フェジョンも少量ながらヘクタール当たり約１トン

であった。ブラジルセントラル地区は、大豆で８７/８８年度約１６０トン、ヘ

クタール当たり約１．１トン、８８/８９年度も約４００トン、ヘクタール当た

り約１．３トンに止まった。陸稲も８７/８８年度は不作で約５０トン、ヘクタ

ール当たり約０．３トンであったが、フェジョンは少量ながらヘクタール当た

り約１トンであった。 
 マット・グロッソ州の地区では、ピウバ地区は大豆で第１作の８６/８７年度

に約１１０トン、ヘクタール当たり約１．５トンと好成績を収め、８８/８９年

度には約３６０トン、ヘクタール当たり約２トンと目標に近い収量を挙げ、農

家によっては２．４トンの収量を収めた。陸稲は８６/８７年度約９０トン、ヘ

クタール当たり約０．７トンと収量は少なく、とうもろこしは８８/８９年度約

３０トン、ヘクタール当たり約１．２トンであった。アナテラ地区は大豆で８

７/８８年度は不作で約３０トン、ヘクタール当たり約１．３トンであったが、

８８/８９年度には約３２トン、ヘクタール当たり約２トンと２作目にしてピウ

バ地区とほぼ同じ収量を収めた。また陸稲は８７/８８年度に約３００トン、ヘ

クタール当たり約２トンと良好で、とうもろこしも８８/８９年度約１０トン、

ヘクタール当たり約２．３トンと良好であった。 
 このように、試験的事業地区の入植農家の生産は、バイア州の地区は第２作

目であったこともあり、的確な方向付けは時期尚早であったが、条件の厳しさ
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にも拘わらずある程度の成績を収めたことから、生産の安定と生産性向上の可

能性は十分に認められた。また、マット・グロッソ州の地域は、第３作目でと

のうもろこしを導入し、大豆を中心に目標に近い収量を収めたことから、生産

の安定と生産性向上の方向にあると考えられた。 
 また、収益性については、条件が第１段階や本格事業地区に比し格段に厳し

いが、今後技術の改良と生産の多角化、生産性の向上を図れば、経済情勢に大

きな変化が無い限り、生産安定時にはかなりの純収益を確保し、当為資金の返

済も不可能でないと考えられた。合同評価においては、アンケート調査に基づ

き、農家の経営予測を行ったが、バイア州の地域では厳しい局面もあり得ると

しながらも、生産安定時にはかなりの純収益を確保し、投資資金を返済し、経

営の安定を図ることが可能とした。 
 入植農家の居住方式は本格事業と同様、散居式で圃場に住居を建設した。し

かし地区によっては子供の教育等のため、市街地に別に住居を設け圃場に通っ

た。ほとんどの地区がディーゼルによる自家発電で、生活の不便は否めなかっ

たが、入植に不満を持つ者はいなかった。 
 入植農家は本格事業と同様、参加農協の活動による大きな恩恵を受けた。オ

ーロベルデ地区のコチア産組は地域内に試験場を設け、各種品種の比較試験、

肥料試験等を行い、成果を農家に普及した。ブラジルセントラルのコアセル農

協は技術部を設け、またピウバ地区のルカス農協は州研究公社と連携して試験

場を設け、技術指導の充実を図った。また各農協とも農産物の販売、資材の購

入、貯蔵等流通の合理化事業を充実し、必要な倉庫、サイロ等を整備し、入植

農家の規模の経済性を補完した。更に農協によっては、生活環境の整備につい

ても飲料水の確保、通信等に協力した。 
 また、バイア州の地区では国道２０号線、１３５号線にアクセスする道路が、

マット・グロッソ州の地区では地区内道路や州道が未整備で、これの整備が不

可欠であったが、両州とも開発の初期にはある程度の協力があったが、バイア

州は財政再建の途上にあったため、マット・グロッソ州は南マット・グロッソ

州との分割直後であったため十分な協力が得られず、結局農協が州政府所有の

建設機械を借用する等州政府と共同して整備に当たった。 
 以上のように、試験的事業の入植農家は、種々の困難はあったが、事業実施

期間内に技術の改良による効率的農業生産と近代的経営の成立の可能性を実証

することが出来た。オーロベルデ地区やピウバ地区には見学者や視察団が訪れ、

入植農家の生産活動や定住地の整備等成果を高く評価した。 
 
２、開発事業の効果 
（１） 直接効果 
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１）総合的効果――資源利用の効率性と社会的公正 
   第２段階開発事業の実施は、第１段階と同様、国民経済的に見て資源の

有効利用を実現し、効率性の高いものであった。合同評価において、８９

年５月時点を基準とした開発事業の内部収益率を試算したが、その結果に

よると、本格事業のパイネイラ地区では１７．５％、アルボラーダ地区で

は１８．３％、試験的事業地区では大豆の収量、価格条件に応じて１７．

６％～１１．４％と高いものであった。このことは資源の適正利用を意味

し、効率性の高いものであった。 
   また、事業の実施地区は、これまで未利用又は粗放利用の自然牧野や木

炭の生産しか行われず、雇用機会に乏しく、所得水準が低く、消費財の不

足、教育、医療、文化施設の不備等福祉水準の低い地域であった。開発事

業の実施は、住民生活に不可欠な食糧を生産し、雇用の創出、所得の増加

を始め、地域の消費経済の活性化、租税収入の増加による教育、医療、文

化施設の整備等地域社会の開発を促進し、社会的公正の面でも大きな意義

をもつものであった。 
２）食糧増産効果 

   開発事業は既述のとおり総額３億２千１百万ドルの資金を投入（ｉｎｐ

ｕｔｓ）し、土地を取得し、導入された技術に従って伐開、開墾、土壌改

良等の固定資本投資、機械の整備、施設、建物の建設等半固定資本投資を

行い、これによって入植農家の近代的経営の育成を図り、それの行う２年

間の生産活動の経費を含む、いわゆる初期投資であった。土地取得は約５

０名の地主から参加農協が特別プログラムの融資を受けて取得し、入植農

家に債務分割により分譲した。固定資本投資と半固定資本投資のうち伐開、

開墾、土地改良は民間事業者が請け負い、施設、建物の建設は民間建設業

者が行い、同じ特別プログラムの融資により作業員を雇用し、地域内外で

生産される資材を生産業者又は販売店から購入し、導入技術に従って作業

を実施した。半固定資本投資のうち機械の整備は、同じ特別プログラムの

機械整備資金の融資により参加農協の斡旋、共同購入によってパラナ州ク

リチーバ市の農業機械中心地のメーカー又は販売店から購入、整備した。

入植農家は同じ特別プログラムの営農資金の融資と自己資金により常雇い

や日雇いを雇用し、参加農協を通じて、地域内外で生産される資材を購入

し、生産活動を行い、生産物を販売した。また参加農協は特別プログラム

の融資と自己資金で事務所を設け、施設を建設した。このようにして投入

した資金のうち少数の不在地主からの土地購入資金と機械購入資金、一部

の肥料購入資金は地域外に流出したが、残りの大部分は地域に循環して地

域経済の活性化をもたらした。 
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開発事業はこのような投資によって大きな成果（ｏｕｔｐｕｔｓ）を挙

げると共に、多くの直接、間接の効果（ｅｆｆｅｃｔｓ， ｉｍｐａｃｔ）

をもたらした。 
   その第１は食糧増産効果であった。開発事業によって実施期間内に生産

された穀類は８６/８７年度の約３３，０００トンから８８/８９年度には約

１８１，０００トンとなったが、生産安定時には更に増加が期待された。

もともと開発事業の行われた地域は未利用又は自然牧野等の行われた土地

で、穀類の生産は不可能とされ、開発事業が行われなければ食糧の生産が

行われることはなかった。もちろん生産物のうち大豆はほとんど搾油工場

に、とうもろこしは地元の養鶏、養豚業者等に、米は地元の精米工場又は

政府（ＣＦＰ）に売り渡された。従って地域住民にとっては直接食糧増産

につながるものではなかったが、間接的には食用油脂、畜産物、米の地元

での供給増加となり、生活の向上をもたらすものとなった。 
３）雇用効果 

固定資本投資の伐開、開墾、土壌改良はほとんど機械で行ったが、機械

の操作を始め寄せ木、根や株の拾い集め、焼却、テラス造り等には人力を

必要とした。これの必要作業員は通常１００ヘクタール当たり４人程度で、

農用地面積１３９千ヘクタールであったので約５，０００人が必要であっ

た。また半固定資本投資の施設、建物の建設には大工、左官、鳶等の作業

員が１地区２００人程度必要で、１４地区（エントレリベイロⅣ地区は同

Ⅲ地区に含める）で約３，０００人必要であった。更に入植農家と参加農

協の生産活動等には、１地区平均で農業技師、事務員２０名、オペレータ

ー、修理工約６０人、日雇い約４２０人、合計約７，０００人程度が必要

であった。従ってこの事業の直接雇用は１５，０００人程度であった。こ

れら労働力の大部分は地元出身者で、雇用機会の乏しいセラード地域にか

なりの量の雇用を創出した。 
４）所得効果 

投入された資金は、投資や生産活動等を通じて俸給、賃金等様々な所得

を形成した。賃金の水準は、通常常雇いが最低賃金の２～３倍、日雇いが

最低賃金程度で高いものではなかったが、地域住民にとっては重要な生活

の支えとなった。 
５）租税収入効果 

８８/８９年度の生産額は約２，１００万ドルと推定され、これに対する

流通税及び農村福祉基金は約４１０万ドルと見られた。関係郡ではこれま

で見るべき税収が無かっただけに、開発事業は税収の増加に大きな役割を

果たすものであった。 
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（２）間接効果 
１）技術の伝播による生産の拡大効果 

   先述したように第２段階開発事業は、期間内に本格事業では技術の確立

による高生産性と近代的経営の確立を実現し、試験的事業では技術の改良

による効率的な生産と近代的経営の成立の可能性を実証した。このため地

区周辺には確立、改良された技術の伝播、誘発により期間内に自力で入植

する農家や既往の入植農家、地元牧畜農家で新規に農業生産を始める農家

が出現、増加した。特に本格事業の先発グループのパイネイラ、アルボラ

ーダ、エントレリベイロ地区、試験的事業の先発グループのピウバ地区等

で顕著に見られた。パイネイラ地区では、プロジェクト参加農家に追随し

て参加農協コカリ所在のパラナ州からの自力入植農家が約３０戸、これに

パラナ州等からの既往の入植者や地元の牧畜農家で新に農業生産を始める

農家を加えると、その数はプロジェクト参加農家の８倍にも達し、取得し

た土地面積も７倍にのぼった。アルボラーダ地区は、事業開始の直後から

自力入植農家が現れ、年々増加してその数はプロジェクト参加農家にほぼ

等しい５０戸、購入した土地面積はプロジェクト参加農家のそれを上回っ

た。また、エントレリベイロ地区では、ベラニコの被害を受けて、期待さ

れた生産性を実現出来なかったが、利用可能の水量豊かな河川があること

から、将来は灌漑による生産性の向上が期待出来るとして自力入植農家２

０戸のほか、地元酪農農家等で耕作を始める農家が増加し、その数はプロ

ジェクト入植農家の２倍近くにのぼり、取得した土地面積もプロジェクト

入植農家の半ばに達した。試験的事業のピウバ地区では、自力入植農家は

２０～３０戸にのぼり、取得した土地面積は８，０００ヘクタールであっ

た。 
   また、これら自力入植農家等は後発、終発グループの地区でも見られ、

本格事業のボンフィーノポリス、ピラティンガ地区等では、自力入植農家

が事業開始とともに現れ、試験的事業地区のオーロベルデ地区では、事業

開始前から入植していたコチア産組組合員がプロジェクト参加農家の技術

を導入し、ブラジルセントラル地区では入植と前後して隣接のピマウイ州

に入植したパラナ州農家４０戸が導入した技術を見習った。 
   このような自力入植農家等の生産の拡大は周辺地域の急速な作付けの増

加をもたらした。パイネイラ、アルボラーダ、エントレリベイロは各地区

の関係郡の穀類の作付面積は、８０年代初めから増加したが、同年代半ば

より大豆を中心に顕著となり、８９年には８５年の２～１．５倍に増加し

た面積の割合は８９年で７５～４０％に及んだ。 
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   言うまでもなく、これら自力入植農家等の生産の拡大は、直接効果のと

ころで述べたような効果を各々の入植農家等において発生し、雇用、所得、

税収効果を増幅した。 
２）資材産業の活性化（後方関連効果） 

また開発事業や、その間接効果による生産の拡大によって発生した土壌

改良剤や肥料、建築資材の需要は、そのほとんどを供給する地域内又は地

域周辺の生産業者の生産活動を刺激、活性化させた。土壌改良剤は莫大な

量であったが、そのほとんどは地域内又は地域周辺の石灰山で発掘、粉砕

され、そのため工場の新設、拡張、作業員の増員をもたらした。事業地区

への運搬も地元の運送業者が当たり、運転手の増員等となった。また肥料

のうち窒素や加里肥料は他州からの供給に依存したが、燐酸肥料はミナ

ス・ジェライス州で生産され、石灰工場と同様、施設の拡張、作業員の増

員をもたらした。セメント、レンガ、木材、鉄製品等もそのほとんどが夫々

の地域周辺で供給され、工場施設の拡大に繋がった。このような資材産業

の活性化は、いわば後方関連効果として直接効果と同じような効果を夫々

の産業において発生し、雇用、所得、税収の増加等の効果を増幅した。 
   以上のような農業生産の拡大や資材産業の活発化によって発生した雇用

は、８９年で直接効果のおよそ２倍、３万人と推定された。従って第２段

階において創出された直接、間接の雇用は４万５千人といわれた。 
３）地域開発効果 

地域における雇用、所得の増加は自ずと地域の消費経済を活性化し、各種

のサービス産業の発展につながり、郡の税収の増加は行政サービスの向上を

もたらした。これを本格事業のエントレリベイロ地区の中心地パラカツ市で

見ると、第１段階試験的事業地区を始め、グワルダモール、ボンフィーノポ

リス地区等の最寄の中心都市として機能していることもあって、１９８５年

から８９年の間に、各種店舗２８０店から４１５店に、肉類販売店４店から

１５店に、食堂４店から２０店に、農牧用品店５店から１２店に、建築資材

店２店から１２店に、学校、病院等公共施設４１施設から７５施設に、医師

５名から２６名に増加した。またアルボラーダ地区の中心都市カマプアンに

ついてみると、同じ期間に各種店舗１７店から５０店に、肉類販売店１店か

ら４店に、食堂５店から３５店に、農牧用品店２店から１０店に、建築資材

店２店から５店に、学校、病院等公共施設１５施設から４５施設に増加した。 
   試験的事業のオーロベルデ地区の中心地オーロベルデについてみると、

同じ期間に各種店舗３１店から８２店に、肉類販売店１６店から８２店に、

農牧用品店１１店から２３店に、建築資材店５店から１８店に、病院５施

設から１１施設に増加した。またピウバ地区の中心地ルカス・リオ・ベル
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デ市では、同じ期間に、各種店舗３４店から１００店に、建築資材店５店

から７店に、飲食店２店から６店に、病院１施設から３施設に増加した。

そのほか各地区の中心地についても同様の傾向が見られた。これら中心都

市のうち、パラカツ市の発展が目を引いた。この町の発展がすべて開発事

業の効果とはいえないが、昔の田舎都市の面影は薄れ、近代的な地方都市

へと変貌し始めた。地域住民はこれらサービス産業や公共施設のサービス

のほか、道路等インフラストラクチャーによる便益を受け、生活、福祉の

向上に大きな恩恵を受けた。 
４）自然環境への影響 

ブラジルではアマゾンハイウェイの建設に伴う森林破壊に対する国際世

論の高まりを契機に、環境破壊に対する関心が高まった。開発事業はセラ

ード地帯において相当面積の伐開、開墾を行うことから、これと環境破壊

との関連を明らかにする必要があった。これについてブラジル側関係者は、

アマゾンの自然破壊は６０年代の南部地方からの無秩序な入植によって惹

き起こされたものであり、セラード地帯の開発は南部地方からの入植をセ

ラード地帯に定着させることにより、アマゾンの自然破壊を喰い止め、む

しろアマゾンの自然を保護する役割を果たしているとのことであった。自

然環境の保護は、単に放置すればよいというものではなく、秩序ある開発、

適正な管理によって、むしろ目的を達成することが出来る。セラード地帯

の開発は、それが適切に行われる限り、セラード地帯の自然を保護し、ひ

いてはアマゾンの自然を保護する役割を果たしているとの主張は正鵠を得

たものであろう。 
   農業開発会社は、適地調査、入植地建設基本計画の作成の段階から自然

環境、土壌保全に十分留意してきた。農業開発会社はブラジル森林院の規

定により、アマゾン地域のマットグロッソ州は所有地の５０％、その他の

州は所有地の２０％を林地として保留することが義務づけられていること

を踏まえ、保留地を基本計画における土地利用計画の作成、ロッテ割りに

当たり次の優先順位に従って設定した。 
１）水源地区 
２）川、小川等に沿った自然林 
３）耕作に不適で自然保護に利用出来る土地 
４）処女地 
５）必要な場合耕地に適する土地 

    この場合、保留地の取り方は、保留地を各ロッテに設ける場合、一定

地域に共同保留地としてまとめる場合および両者をミックスする場合の

三通りの方法を用い、地域の実情に即して選択した。この保留地の設定
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は、自然湧水、河川流量の減少、地下水位の低下等を防止し、森林保水

を通ずる地下水補給の従来の生態系の維持に寄与した。 
    穀物生産地区については、地力にあった開発、作付け、農産物の残＊

の鋤き込み、緑肥栽培、輪作、等高線に沿った寄木、テラス造り等の総

合的対策を始め、微流域の共同土壌保全、高台波状地における、等高線

に沿った盛土による表土流亡の防止等の対策を進めた。また、水、土壌

の汚染は特に発生しなかったが、マニュアルに従った農薬の使用等に留

意した。 
 
（３）地域を超えた効果の拡大 
１）技術の伝播による生産の波及 

伯農務省は１９８６年８月の国家投資計画の一環として発表した８６～ 
８９年の農業３カ年計画において、中西部地方の新規農業開発面積３００

万ヘクタールの目標に対して、第２段階開発事業は間接効果を含めて約３

６万ヘクタール、目標の１２％を達成したとして、目標の実現に大きく寄

与したと評価した。 
   しかし、開発事業の革新技術は、各種の人的関係や現地視察、マスメデ 

ィア等のチャンネルを通じ、開発事業の実施地区の地域を超えてセラード 
地域に伝播、波及したと思われる。特に第２段階の開発事業は５州にわた 
る１４の実施地区で行われ、その技術は夫々の地区をいわば普及拠点とし 
て伝播、波及し、新しい食糧生産の農業地帯を形成したと思われる。これ 
を数量的に明らかにすることは不可能であるが、既述のとおり、当時ブラ 
ジルの農業、特にセラード農業生産の増大が将来の面積の拡大のみならず、 
ヘクタール当たり収量の増大によってもたらされた事実によってある程度 
窺うことが出来る。 

   １９８５年から８９年の時期はブラジル農業が８０年代前半に続いて一 
層大きく拡大した時期であった。相次ぐ経済安定化計画の失敗から経済は 
混乱したが、気象条件は概ね良好で、サルネイ政権の食糧の国内自給、輸 
出の増加を重視する政策や８８年のアメリカの旱魃の影響による価格の高 
騰等により、主要食糧、特に米、小麦、とうもろこしの生産は加速度的に 
増加し、輸出農産物、特に大豆生産の伸びも続いた。穀類の生産は８５年 
度の約６千万トンから８９年度には史上最高の７千万トンに達し、８７年 
度以降連続して記録を更新した。中でも大豆は史上最大の２，４００万ト 
ンを記録し、空前の大豆ブームを現出した。地域的には、セラード地帯の 
生産拡大が進み、全国の作付面積及び生産量に占めるセラード地帯の比重 
は、夫々大豆で４１％、４４％、米で５６％、３７％、とうもろこしで３ 
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６％、３５％と増大した。 
   セラード地帯における生産の拡大を大豆についてみると、生産量は８５ 

年度の約６６０万トンから８９年度には約１，０６０万トンに増加し、年 
平均増加率は約１３％にのぼった。また作付面積とヘクタール当たり収量 
の増加率はそれぞれ１０，３％、２，７％であった。つまりこの期間の面 
積の拡大は８０～８５年度のそれより鈍化したものの、ヘクタール当たり 
収量の増加率は依然３％程度の伸びを持続した。もちろんこの傾向は、気 
象条件や７５年のセラードの試験研究体制の充実の効果によるところが大 
きいが、同時に既述の第２段階事業における導入技術の性格を反映する面 
が多分に窺われる。 

２）肥料、農業機械産業へのインパクト 
ブラジルでは、肥料のうち窒素質肥料は石油化学工業基地のあるサンパ

ウロ、バイア、リオグランデ・ド・スール州で主に生産され、燐酸肥料は

ミナス・ジェライス、ゴヤス、サンパウロ州で生産され、販売量に対する

国産量の割合は前者で８７％、後者で９３％と高い割合を占めるようにな

った。また加里肥料は、東北地方のセルジッペ州で生産が開始されたが、

依然大半を輸入に依存し、自給率は４％程度であった。農業機械のトラク

ターは、パラナ州の農業機械工業の中心地等で生産され、８８年当時約４

万台でうち約１万台を輸出し、国内市場のウエイトは約７５％であった。 
   開発事業とその間接効果による肥料の需要は大雑把に見て６４万トンで 

あったが、８７～８８年の国内生産量１，２００万トンに対比すれば５％ 
程度であった。また同様にトラクターの需要は約２，０００台と推定され 
たが８７～８８年の国内販売台数６４，０００台の約３％程度に過ぎなか 
った。しかし開発事業の需要はまとまったものであっただけに、これら産 
業に与えたインパクトは少なからぬものがあったと思われる。 

３）大豆加工産業へのインパクト 
開発事業やその技術の伝播、波及による生産の拡大は、大豆加工産業等

に対しても、いわば前方関連効果として、少なからぬインパクトを与えた。

開発事業による大豆生産量は、間接効果を含めても３０万トン程度と見ら

れ、搾油工場の原料大豆を２，０００万トンとすれば１％程度に過ぎなか

った。しかし地域を超えた技術の伝播による生産の波及効果をも考慮すれ

ば、既述のように、当時搾油産業は著しい設備過剰の状況にあり、小規模、

老朽工場の淘汰、近代的大規模工場への移行、産地での工場建設が進んで

いた。このような状況の中で、開発事業に伴う大豆生産の拡大は原料供給

の増大、工場の近代化等をもたらしただけでなく、セラード地帯への工場

の進出に契機を与えたと考えられた。カーギルは８０年代初めにブラジリ
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アに建設されたＯＫ工場を買収し、ブラジリアに近いゴヤス州でもトマジ

ーニが操業を開始した。また、アルボラーダ地区の出荷が予想されたテレ

スラゴアス、パタドラスにも工場の建設が進み、バイア州のバヘイラスで

もＢＥＭＧの大規模工場の建設計画が進むに至った。 
 
３、開発事業の成功の要因と課題 
（１） 開発事業の成功の要因 
 以上のように第２段階開発事業は、多くの困難があったが着実に進展し、実

施前の枠組みを上回る成果を挙げ、予想以上の成果を収め一先ず成功した。そ

の要因は次のように考えられた。 
 第１は第１段階開発事業と同様、両国政府の支持、支援とそのもとでの協力

形態、開発方式がよく機能したことであった。特に政府の支援は環境条件が厳

しかっただけに重要であった。日本政府はこの事業を農業部門の最も重要な経

済協力事業として、閣議了解のもとに、必要な伯国との協議等のほか、政府関

係機関を通じて必要な技術的、資金的協力を行った。伯国政府はこの事業を国

の重要プロジェクトとして、事業の指導、監督に当たるとともに、政府関係機

関を通じて所要の技術的、資金的支援を行った。関係各州政府は、州財政悪化

に伴い基幹的インフラストラクチャーの整備が予定通り進捗しなかった面はあ

ったが、技術の研究、融資の実施等に全面的に協力した。 
 農業開発会社は、８８年で設立満１０年を迎え、その間第１段階開発事業の

実施により技術を蓄積し、経験を積み、これを生かして広汎、多様な実施地区

において十分に機能を発揮した。会社は引き続き事業推進の中核として各州地

区における事業の企画、調整を始め、入植適地の判定、参加農協、入植農家の

選定等を行い、関係機関、参加農協等とともに農業生産者に対する支援を集中

的、機能的に行った。この中で特に各地区参加農協は、従来からの入植農家に

対する営農指導、流通の合理化事業等のほか、農業開発会社の指導のもとに新

たな土地の取得、分譲を行い、入植事業の推進に大きな役割を果たした。必要

資金の特別プログラム基金からの融資は、第１段階開発事業同様、実施前の枠

組みを上回る事業を実質的に概ね賄い、確実に実行された。 
 これら支援を受けて中規模経営の入植農家（土地持ち農家を含む）が経営能

力を充実し、生産力の担い手となり、あるいは技術の伝播、波及の送り手とな

って活発な生産活動を行った。 
 第２は、第１段階開発事業同様、大豆が依然基幹作物となり、導入技術が大

豆を中心とした作物栽培において十分に機能したことと、大豆の多様な用途に

起因して多くの大豆加工産業にインパクトを与えたことであった。第２段階開

発事業は５州にまたがる高緯度の広汎な地域にわたったが、日長に鈍感な品種
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の育成の進展によって高緯度の地域での栽培が可能となり、高緯度のセラード

地域の適作物として引き続き基幹作物となった。導入技術は、前述のとおり機

械体系を中核として、それの先導する農業土木的技術、生物学的技術、化学的

技術を組み合わせ、体系的に組み立てた技術であったが、第２段階においては、

各州の自然条件に応じて４種類とした。この技術は、栽培、収穫の各段階を通

じて機械化の可能な大豆を中心とした作物栽培において、機械体系の労働節約

機能と農業土木的技術の基盤整備機能や生物学的技術の収益増進機能等の共働

により、地域の自然条件に応じて十分にその機能を発揮した。 
 また第２段階開発事業においては、農業開発会社が技術援助を一元的に総て

行い、各州の地域事務所に配置したコーディネーターの指導、調整のもとに同

事務所や現地事務所の間接雇用による農業技師がこれに当たった。このコーデ

ィネーターは何れも第１段階の技術援助を経験した農業開発会社の優れた技師

であった。また間接雇用の技師は、農業開発会社が事前に研修を行い、選考し

た、優れた技師であった。従ってこれらコーディネーターや間接雇用の農業技

師は、導入技術の機能の発揮を一層高めた。 
 また大豆は、既述のように大豆加工食品のほかに、搾油原料として大量に消

費され、生産された大豆油や大豆粕は二次加工、三次加工により食用、工業用、

飼料用などに広く利用される。従って大豆の生産拡大は、これらに関連する大

豆加工産業に強いインパクトを与えた。 
 第３は、開発事業を巡る環境条件は第１段階に比し一段と厳しかったが、資

源はなお豊富にあり、政府の支援や農業開発会社の努力等によって悪条件の克

服を図ったことであった。開発事業の実施期間は、度重なる安定化政策の失敗

によって経済は混乱し、インフレは破局的に昂進した。しかし開発事業に必要

な土地についてみると、インフレによる金融資産を保有することの不安から土

地投資が増加し、条件の良好な土地は次第に減少し、残った土地は地権問題が

ある等取得は必ずしも容易ではなかったが、適地はなお豊富に存在し、農業開

発会社の適地判定や参加農協の努力によって比較的良好な土地を取得すること

が出来た。価格もグワルアモール地区やボンフィーノポリス地区では、ヘクタ

ール当たり５００ドル前後と高かったが、その他地区は１５０～２００ドルと

第１段階のそれとほぼ等しく、バイア州のオーロベルデ地区やブラジルセント

ラル地区では夫々６０ドル、４０ドルと安かった。また労働力の確保も可能で、

賃金も第１段階の場合と実質的には変わらなかった。 
 また、この期間は、マクロ経済政策が短期安定化の方向を強めたのに対応し、

農業政策も短期場当たり的性格のものとなった。農業融資の条件はこの期間に

６回も変更され、最低基準価格は８６年までは高めに設定されたが、８７年以

降実質的に急速に引き下げられた。また累次の為替レートの固定によりクルザ
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ード貨は過大評価（１５～３０％といわれた）となった。農業はこれら政策の

変更によってマイナス、プラス両面で大きな影響を受け、開発事業も同様であ

った。 
 しかし、開発事業については、政府はこれに高いプライオリティーを置き、

融資条件のうち金利は一般農業制度金融と同一としたものの、融資限度や期間

は可能な限りの緩和措置を講じた。融資代行機関の融資の３５％負担問題が生

じた際も特例措置を講じ、後にこれを撤廃した。伯中銀の特別プログラム基金

の大蔵省移管についてもスキームの変更を最小限に止め、日本側からの資金の

供給が一時中断した際は伯側資金で融資を継続した。また８９年の農業融資額

の極端な不足の際には、営農資金を第３作目以降の農家についても特別プログ

ラム基金から融資する特別措置を講じた。このような政府の支援のほかに、民

間業者も農業開発会社の１０年の実績を評価し、これを担保に資機材の前渡を

行うなど事業の推進に協力した。 
 
（２）問題点 
 他方、第２段階開発事業は厳しい環境条件の中で実施しただけに、事業の実

施上あるいは将来の見通しと関連して幾つかの問題や不安定要因があった。 
 その第１は、事業は一応完遂したものの、生産性の一層の向上、生産の安定

を図る見地からすれば、必要な事業が実施期間中に必ずしも十分出来なかった

ことであった。第２段階開発事業においては、道路、電化幹線等の基幹インフ

ラストラクチャーの整備は、州政府が行うこととされ、開発の初期には州の財

政力の相異により一様ではなかったものの、一般に州政府の協力は積極的であ

った。しかしその後は州財政の悪化とともに一般に消極的となり、本格事業の

後発グループ、終発グループやバイア州の地区では、参加農協が州政府から建

設機械の貸与を受け共同して整備を進め、あるいは郡役所の協力や単独で整備

に当たった。 
 また実施地区のうち灌漑可能な地区では灌漑に対する関心が高まったが、本

格事業のパイネイラ地区等を除き、これを計画、実施する時間的余裕や資金的

余裕が無く、あるいは必要な幹線水路や貯水池の整備についての政府の支援も

得られず、多くの地区で整備を見送った。 
 さらに、入植農家は厳しい環境の中で、収益の確保を急ぐあまり、収益の多

い大豆単作に走り、作付け１～２年の陸稲の栽培や緑肥作物の導入による土地

の馴化、地力の培養、他作目の導入による経営の多角化等の配慮に欠け、その

ための時間的余裕も無かった。もともと畑作は輪作を本来の姿とし、これによ

り地力の維持増進、病虫害の予防、雑草の抑制が可能となり、灌漑と並んで生

産の安定に不可欠とされた。本格事業のパイネイラ地区や試験的事業のピウバ
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地区でのとうもろこしの導入やアルボラーダ地区での緑肥作物の導入姿勢以外

には実施はほとんど見られなかった。 
 なお、参加農協のうちには大豆の搾油、ゴムの一次加工等のアグロインダス

トリーに関心を持ち、８７年には融資の基本方針も決定されたが、時間的、資

金的余裕が無く、実施に至らなかった。 
 第２は、経営の将来には不安定要因が多いことであった。上述した経営の収

益性の見通しについては、経済情勢に大きな変化の無いことを前提とした。し

かしそのような前提が実現する保証は実際にはない。 
 言うまでもなく、セラード農業開発は、劣悪な土壌の改良や機械施設の整備

等に多額の投資を必要とする反面、熟畑化には時間がかかり、リスキーで、収

量も少ない。開発事業の対象は土地を持たない農家やその二、三男の入植農家

であった。従って事業の実施に当たっては、土地取得資金を初め必要な多額の

投資資金のほとんどを特別プログラム基金から融資し、その条件も金利は一般

農業制度金融並としたが、融資限度や期間は出来る限り緩和する措置をとった。

この措置はセラード農業開発の特質や事業の目的に照らし不可欠で、また妥当

なものであった。 
 しかし、特別プログラム基金からの融資は、生産が本格化するまで据置期間

を設け、その間の金利は元加する措置をとったものの、元利合計の償還は７年

目より始まり９年目にピークに達する。従って据置期間中に出来る限り収益を

挙げ、資金を蓄積して、このピークを乗り切ることが経営安定の決め手となる

が、そのような据置期間中の収益の確保や資金の蓄積には不安定要因が多い。

自然条件の変化による生産の不確実性については言うまでもない。経済政策の

変化等によって景気や雇用、所得等農業を巡る情勢は変化する。農産物の価格

や農業生産者の所得は、農産物の需要、供給の非弾力性に起因して変動が激し

く、不安定を免れ得ない。最低基準価格は政策的決定に依存し勝ちである。輸

出農産物の価格は海外市況や為替政策によって影響を受ける。 
 このような不安定要因がひとたびマイナスの方向に作用すると、経営の収益

は減少し、資金の蓄積は困難となる。既に第２段階の末期には多くの入植農家

がそのことを経験した。８９年９月の大豆のシカゴ市場での価格はブッシェル

当たり５．８ドルと前年の１０ドルを超える価格の半分に近い水準に急落し、

国内価格もこれに伴って下落し、その後も停滞が続いた。価格の端境期の恢復

を期待して販売を先に延ばした農家は甚大な被害を蒙った。８９年は穀類生産

の史上最高の年であったが、農産物市場では過去１３年間で最悪の年であった

といわれ、協力事業の対象地区ではないが、マットグロッソ州の最縁地帯の中

心地ディアマンティーノ地方では大豆の国際相場の下落の影響で大半の農家が

債務返済に窮した。開発事業の経営の見通しには楽観を許さないものがあった。 
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 第３は、農業開発会社の経営が長期的に依然不安定なことであった。農業開

発会社は事業実施期間中は事業に伴う各種手数料収入や展示農場収益等によっ

て経営の安定を維持したが、事業の終了とともに手数料収入は減少し、従来の

体制を維持する限り経営の維持は再び困難となる極めて不安定なものであった。

経営の長期的安定のため収益源を確保する必要性はいささかも減少するもので

はなかった。 
 長期的な収益源の確保については、事業実施期間中も展示農場の充実、コン

サルタント活動の拡充に努めたが、困難な環境の中で事業の遂行に全力を傾け

ざるを得なかったことから、収益源の発掘は必ずしも十分に行うことが出来な

かった。 
 
（３）持ち越された課題 
 上記のような問題点に対応して、今後解決を要する課題を列挙すれば、第１

に事業実施期間中に必ずしも十分出来なかった事業の補完であった。本格事業

については、８９年末の両国関係者の協議において、引き続き経営の多角化、

灌漑施設の導入、アグロインダストリーの導入等の補完事業を実施することと

なったので、これの実施により問題の解決が期待され、試験的事業においても

参加農協の指導により適切な対応が期待された。 
 第２は、将来における経営の不安定性の克服であった。そのためには政府に

よる施策の充実とともに入植農家においても経営管理の充実が必要で、企業的

経営として生産、流通管理のほか、特に金融、財務の管理の充実が求められた。

農業開発会社も参加農協と連携して追跡調査を行い、必要な助言、指導を行う

必要があった。 
 第３は、農業開発会社の経営の長期的安定を図ることであった。農業開発会

社は事業の終了とともに、経営のあり方を再検討し、会社の目的に相応した収

益源の発掘に意を新にして取り組む必要があった。 
 
４、第１段階試験事業の展開 －その３ 
（１） 生産の安定と多角化の一層の進展 
 度重なる経済安定化計画の失敗等により経済がめまぐるしく変化し混乱する

中で、農業生産者はプラス、マイナス両面の影響を受けながら、収益性の高い

作物を中心に生産を拡大し多角化した。 
 先ず、３つの入植地区、２つの栽植企業及び農業開発会社の展示農場を合わ

せた作付け延べ面積は、栽植企業の引き続く穀作規模の縮小や、後に述べる入

植農家の若干の転出等により穀作面積がやや減少したものの、コーヒーの増植

や灌漑面積の増加により８４/８５年度の約３１，０００ヘクタールの水準を維
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持した。穀類は８４/８５年度の約２７，０００ヘクタールから８８/８９年度に

は約２４，７００ヘクタールとやや減少したが、作目別には８４/８５年度の大

豆約７８％、とうもろこし約１１％、陸稲約９％、その他小麦（灌漑）、フェジ

ョン等２％から８８/８９年度には大豆約５４％、とうもろこし約４１％、フェ

ジョン約３％、その他陸稲、小麦等約２％と大豆が減らした反面とうもろこし

が収益性の増大を反映して著増した。コーヒーは８４/８５年度の約２，２００

ヘクタールから８８/８９年度には入植地区を中心に２，９００ヘクタールと増

加し、栽植企業では減少した。（ＣＤＡＣでは従来の２００ヘクタールから４０

０ヘクタールとなった。） 
 農業生産者は灌漑施設の導入意欲が強く、ピポットセントラルは２５基（イ

ライ地区１７基、コロマンデール地区１基、パラカツ地区４基、Ｃ・ＦＯＧＯ

２基、農業開発会社展示農場１基）となり、このほか撒水機等によるものを合

せ灌漑面積は約２，０００ヘクタールとなった。また低湿地利用や湧水利用も

増加した。これらにより、小麦、とうもろこし等の穀類を初め、フェジョン、

グリンピース、トマト、水瓜等の灌漑栽培が増加し、灌漑による作付け延べ面

積は約４，２００へクタールとなった。またパラカツ地区ではカノン砲式撒水

機によりコーヒー約６００ヘクタールの潅水を行い好成績を収めた。 
 牛の飼育頭数も増加し、８４/８５年度の約８，０００頭から８８/８９年度に

は約９，０００頭となった。また、養豚やピンガの製造も始まった。 
 穀類の作柄は、８６/８７年度はミナス・ジェライス州西北地域やゴヤス州東

部は激しいベラニコに襲われ、８７/８８年度もミナス・ジェライス州西北地域

は降雨不足により被害を受けたが、８８/８９年度は好天に恵まれ、生産量は８

４/８５年度の約６３，０００トンから約８３，０００トンに増加した。このう

ち大豆は８４/８５年度の約４７，０００トンから８８/８９年度には面積の減少

を反映して約３３，０００トンに減少したが、ヘクタール当たり収量は栽植企

業を除き約２．２トンから約２．４トンに増加した。またとうもろこしは８４/
８５年度の約１１，０００トンから８８/８９年度には４８，０００トンと著増

し、ヘクタール当たり収量も同じ時期に約３．７トンから約５トンに増加した。

コーヒーも８４/８５年度の約６００トンから８８/８９年度には約２，３００ト

ンと増加した。 
 このように、第１段階試験的事業の事業地は、作付け９年目で延べ作付面積

はやや減少したものの、３１，０００ヘクタールの水準を維持し、安定した。

内容的には大豆が減少しとうもろこしが著増するとともに、灌漑栽培や低湿地

利用等による穀類、野菜類の栽培、畜産の拡充等により生産の多角化が引き続

き進行した。また穀類の生産量は約８３，０００トンとなり、ヘクタール当た

り収量も栽植企業を除き、概ね大豆で平均２．１トン、とうもろこしで平均４．
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５トンの水準に達した。 
 
（２）入植農家の経営の発展と栽植企業の経営の停滞 
 １９８６年は特別プログラム基金から借り入れた投資資金の据置期間が満了

し償還の始まる年であった。償還額は据置期間中の利息の元加により増加した

が、金利が最高１５％に固定されていたため、その間の年２００％にも及ぶイ

ンフレにより実質的には著しく減価していた。多くの農家は担保の解除の必要

もあって据置期間の満了を待って繰り上げ償還を予定していた。このような時

に偶々同年２月のクルザード計画において価値修正の廃止と共に計画実施前の

価値修正のない債務については、クルザード貨に転換の際一定比率による減価

措置が認められた。それでなくとも繰上げ償還を予定していた入植農家は予想

外の恩恵に恵まれ、これを機に据置期間の満了とともに繰上げ償還を始め、年

内に全戸償還を完了した。これによって入植農家の経営上最大の難関とされた

長期資金の返済の必要は無くなった。当時入植農家の間では宝くじの当選にな

ぞらえて、入植農家に選定された幸運に引き続きクルザード計画の減価措置の

適用を受けた２回目の幸運に恵まれたといわれた。入植農家はこのような幸運

にも助けられて発展の軌道に乗ることとなった。 
 入植農家はほとんどの農家が地区に定住し経営を続け、転出者は特別の事情

のあるものに限られた。イライ地区では全戸定住して経営を続けたが、コロマ

ンデール地区で６戸、パラカツ地区で７戸の農家が土地を売って転出した。し

かし転出者は何れも特別の事情のもので、売却されたロッテのほとんどは譲り

受け者が入植農家と交代して耕作を続けた。コロマンデールの６戸は、この地

区がコーヒー栽培の中心地となったパトロシーニョ郡に隣接し、地価が急騰し

たことが主要因で、子弟の成長とともに手狭になったロッテを売って地価の安

いより広い土地を求めて転出したものであった。売却された土地のうち２ロッ

テはコーヒー畑として利用されたが、４ロッテは譲り受け者が入植農家と交代

して従来どおり耕作を続けた。パラカツの７戸は、うち５戸は農業経験や能力

の不足から農業を諦め転出したもので、２戸は経営主の死亡や兄弟の債務の責

任のため転出したものであった。売却された土地のうち５ロッテは譲り受け者

が入植農家と交代して経営を続け、２ロッテは畜産に利用された。従って農家

数はコロマンデール地区１６戸、パラカツ地区４８戸となった。 
 他方、定住した農家は、この期間に土地を買い増し、又は借地して経営規模

を拡大した。イライ地区では入植農家の半数を超える１５戸の農家が平均４０

０ヘクタールの土地を買い増し、うち３戸の買い増し土地面積は１戸当たり１，

０００ヘクタールにのぼり、また９戸の農家が平均３７０ヘクタールの借地を

した。コロマンデール地区では７戸の農家が平均２１５ヘクタールの土地を買
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い増した。またパラカツ地区では７戸の農家が平均１２０ヘクタールの土地を

買い増し、うち１戸はバイア州で２，０００ヘクタールを買った。 
 入植農家及び交代農家の穀類の平均作付面積は８８/８９年度で、イライ地区

では大豆約１６０ヘクタール、とうもろこし約１００ヘクタールで、８４/８５

年度に比し大豆の作付面積が減少し、収益性の高まったとうもろこしの作付面

積が増加した。この傾向は他の２地区でも同様で、コロマンデール地区では大

豆約９０ヘクタール、とうもろこし約１００ヘクタール、フェジョン若干、パ

ラカツ地区では大豆約１１０ヘクタール、とうもろこし約１００ヘクタール、

陸稲約５ヘクタールで、何れも８４/８５年度に比し大豆が減少し、とうもろこ

しが増加した。このほか、イライ地区及びパラカツ地区の灌漑農家の灌漑栽培

面積はフェジョン２０ヘクタール前後のほか、エンドー、とうもろこし、小麦、

馬鈴薯２０～１０ヘクタールであった。コーヒーの平均作付面積は８８/８９年

度で３地区とも２０～１５ヘクタールで８４/８５年度より増加した。牛の飼育

頭数も入植農家全体で２，０００頭を上回り、経営の複合化が進んだ。 
 ８８/８９年度は作付け９年目に当たり、農家は作物栽培の経験を積み、技術

の知識を身に付け、熟畑化した耕地の一層の土壌改良、多様化した品種の選択、

進歩した栽培管理技術の採用等技術の改良に努めた。 
 このため８８/８９年度は好天にも恵まれ、主要穀類のうち大豆の生産量は面

積の縮小によって８４/８５年度より減少したものの、ヘクタール当たり収量は

増加し、とうもろこしは８４/８５年度より生産量、ヘクタール当たり収量とも

増加した。大豆のヘクタール当たり収量は、イライ地区で約２．６トン、コロ

マンデール地区２．４トン、パラカツ地区２．４トンに達し、とうもろこしの

ヘクタール当たり収量もイライ地区４．８トン、コロマンデール地区４．４ト

ン、パラカツ地区４．６トンに上った。コーヒーの生産量も入植農家全体で約

３，３８０トンと８４/８５年度の１０倍となった。灌漑農家では小麦、フェジ

ョン、野菜類で好成績を収めた。 
 ８８/８９年度は、大豆価格が下落したものの、とうもろこし、フェジョン等

の最低基準価格は引き上げられ、資材価格や労賃は概ねインフレ並であった。

入植農家は生産性の向上と経営複合化の成果もあって、かなりの粗収入を挙げ、

所得を収めた。聴き取り調査によると、多くの農家は１０万ドル前後の粗収入

を挙げ、４万ドルの農業所得を収め、金利や家計費を賄ってなお相当の余裕が

あった。イライ地区の灌漑農家では１６万ドルの粗収入を挙げ６万ドルの所得

を収めた農家もあった。多くの農家は厳しい金融情勢に対応して営農費を出来

る限り自己資金で賄い、借り入れ依存度の低下を図った。大規模農家やピポッ

トセントラル導入農家の中には、必要投資資金の一部を一般農業制度金融から

の借り入れによったものもあったが、これらの農家も債務の縮減に努めた。 
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 参加農協は、組合員農家の生産拡大、多角化に対応して、営農指導をはじめ、

資材の共同購入、農産物の委託販売等活発な活動を行った。また自力入植農家

の増加に伴う組合員の増加に対応してコスエル農協、コチア産組は合わせて４

５，０００トンの貯蔵能力を持つ穀物サイロ、倉庫を建設し、組合員農家は流

通の合理化等大きな恩恵を受けた。 
 以上のように入植農家の経営が発展の軌道を歩んだのに対し、栽植企業の経

営は停滞した。ＣＤＡＣは８５/８６年度には事業規模を一時縮小し、低湿地利

用の水稲や湧水利用の野菜類、コーヒーを合わせて作付面積を１，４００ヘク

タールと前年度の半分近くに縮小した。反面畜産部門を拡大し、牛のほか豚の

飼育を始め、またアルコールの生産のための小型蒸留装置を設置し、経営の複

合化を図り、不要機械を売却した。 
 このような経営再建途上の８６年にはクルザード計画に伴って入植農家と同

様、長期負債に減価措置が適用され、また金利負担が軽減された。このためＣ

ＤＡＣは８６年中に長期負債を総て償還し、営農資金の金利負担が大幅に軽減

され、会社設立後初めて黒字を計上した。しかしこれは金利負担の軽減による

一時的なもので、経営の実態の改善によるものではなかった。８７年には新ク

ルザード計画に伴って価値修正が復活し再び高金利時代に逆戻りし、運転資金

に乏しいＣＤＡＣは再び金利負担に苦しめられることになった。 
 ８６/８７年度は前年度と同様穀作の縮小と経営の多角化を進めたが、同年度

は激しいベラニコに襲われた上に大豆が雑草の被害を受け、コーヒーが一部荒

廃する等管理の不行き届きもあって全般に著しい減収を招いた。このため８７

年８月時点で損益は再び赤字となり、毎月の金利支払いが百万クルザードにも

及ぶ状況となった。この未払い債務は社長の個人資産を担保に資金を工面し穴

埋めしたものの、役員人事を含め経営の抜本的建て直しが必要となった。 
 この農場はもともと南米銀行がリーダーとなって日系コロニアの事業として

発足したもので、南米銀行は最初から経営審議会委員となって経営に関与して

きたが、農場の経営が危機的状況に陥るに及んで、自ら再建に乗り出した。８

７年末農場の従来の技術担当取締役が辞任したのを受け、南銀グループのクワ

イバラ農工の責任者を後任の技術担当取締役として送り込み、南銀が引き受け

て第８回目の増資を行い、経営の充実を図った。 
 ８７/８８年度は前年度のベラニコに懲りて穀作を入植農家１戸分に相当する

程までに縮小していたが、この年もベラニコの被害を受け減収した。８８/８９

年度からは、新技術担当取締役を中心に体制を整備し、大型トラクター３台の

増強等を図り、大豆、とうもろこしを１，５００ヘクタールに拡大し、コーヒ

ーの肥培管理を充実し、養豚も充実した。収量は大豆５７０トン、ヘクタール

当たり１．９トン、とうもろこし４，９００トン、ヘクタール当たり４．３ト
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ンとまずまずの成績を収めた。しかし経営の損益は金融費用が減少した反面、

管理費や減価償却が大きく、引き続き赤字であった。また財産の状況を８９年

度末で見ると自己資本の資本・負債総額に占める比率は８２％で、恒久資産の

資産総額に占める比率も８２％で、依然設備過剰の状態にあった。 
 これに対しＣ・ＦＯＧＯは、８５/８６年度は大豆の作付けを大幅に縮小する

と共に、とうもろこし、陸稲の作付けを増やし、ピポットセントラルによるグ

リンピース、スイートコーン、トマト等の灌漑栽培を拡充し、前年度の作付け

総面積を維持した。また牧畜の拡充を図った。８６/８７年度はクルザード計画

の恩恵やとうもろこしの最低基準価格が引き上げられたことから、大豆、陸稲

のほか、とうもろこし１，０００ヘクタールに拡大する一方、灌漑栽培や牧畜

の充実を図り、作付け総面積を増やして経営の発展を目指した。しかしこの年

はベラニコの被害が特に大きく穀作は著しい減収であった。このため８７/８８

年度は大豆、とうもろこしを大幅に縮小し、陸稲の栽培を中止し、灌漑栽培に

重点を移したが、この年もベラニコの被害を受け、穀作は前年に近い減収で、

経営の損益は初めて赤字となった。この２年続きの穀作の減収は偶然の事態と

はいえ、低地での穀作は灌漑によらない限り無理であることを示すものであっ

た。このため８８/８９年度は穀作を諦め、とうもろこしの灌漑栽培のみとし、

経営を野菜類の灌漑栽培や牧畜に集中することとした。しかし８９年も損益は

前年に引き続き赤字であった。ただ財産の状況はＣＤＡＣよりは健全で収益的

であった。 
 以上のように、栽植企業は、ＣＤＡＣでは経営の再建を南米銀行に委ねるこ

ととなり、Ｃ・ＦＯＧＯは経営を野菜類の灌漑栽培や牧畜に切り替えるに至り、

今後の成り行きが注目されることとなった。 
 
（３）効果の拡大 
 開発事業の効果はこの期間も引き続き拡大した。直接効果についてみると、

大豆、とうもろこし等の穀類の生産は、栽植企業を除き８４/８５年度の６３，

０００トンから８８/８９年度には８３，０００トンに増大し、内容的にもとう

もろこし、フェジョン等の穀類をはじめ、コーヒー、野菜類や牧畜の比重が高

まり、地元住民に対する食糧増産の効果が高まった。入植農家の若干の離脱や

栽植企業の穀作の縮小はあったものの、定着農家の規模拡大や経営の複合化に

よって、雇用や所得は維持され、また生産の拡大によって税収は増加した。 
 間接効果についてみると、自力入植農家や地元の地主や牧畜農家等で新に耕

作を始めた農家は引き続き増加し、開発事業末期以来のこれら農家は、イライ

地区で１０９戸、コロマンデール地区で２５戸、パラカツ地区で約５０戸、合

計１８０戸となり、プロジェクト参加農家の２倍に達した。これら農家の土地
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所有面積も約２９，０００ヘクタールと推定され、プロジェクト参加農家のそ

れに近い面積にのぼった。 
 このような自力入植農家等の増加に伴って関係郡の穀類の生産は増大し、面

積の増加率は鈍化したものの、８５年の８５，０００ヘクタールから８９年に

は１１９，０００ヘクタールと約１．３倍となり、生産量は同期１７３，００

０トンから２５６，０００トンと１．５倍になった。このうちプロジェクト参

加農家等の生産の比率は約６０％で、特にパラカツ郡では８６％を占めた。パ

ラカツ郡は協力事業の実施により一躍有名となり、ミナス・ジェライス州の中

では最大の穀物生産郡となった。 
 地域の中心地、都市は一段と発展した。イライ地区の中心地イライはプロジ

ェクトの始まる前は一集落に過ぎなかったが、１０年にして人口９，００００

人の都市の様相を呈するに至り、知名度が急に高まった。コロマンデール市は

昔は宿場町として栄えたが、農業開発会社の展示農場や入植地の開発等によっ

て、かっての活況を取り戻し、人口１８，０００人の都市に発展した。パラカ

ツ市は既述のように第１段階のみならず第２段階地区の中心的役割を持つこと

から、特に発展が急速で、当時既に人口９万人の近代的都市施設を持つ新しい

地方都市に変貌した。 
 開発事業の技術は、更に地域を超えて波及し、生産の拡大をもたらし、大豆

搾油産業に少なからぬ効果を及ぼしたと考えられ、また第２段階開発事業の効

果との相乗効果により、両者の効果を一層高めたと考えられた。第１段階開発

事業は、第２段階開発事業を先導し、その基礎となったが、効果の面でも重要

な役割を持つものであった。 
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第 ５ 章 
 

第３段階協力事業の準備と農業開発会社の運営並びに 
第２段階、第１段階開発事業の展開（１９９０．３～ 
１９９４．３） 

 
第１節 第３段階協力事業の協議と第２段階本格事業補完事業の実施    
１、伯政府の次期協力事業の要請と合同評価     
（１） 伯政府の次期協力事業の要請   
 前章で述べたように、ブラジルでは度重なる安定化政策が失敗し、経済は停

滞し、インフレが激しくなり、８８年にはオードソックスな価格管理政策が行

われ種々努力が払われたが、同年後半からインフレの昂進が加速し、８９年１

月には物価の凍結を含むサルネイ政権最後の安定化計画が実施されるに至った。 
 この間農業は、経済の深刻化の影響を受けながらも８７年、８８年と連続し

て豊作を記録し、特に国内向け農産物は政府の優遇措置もあって増産したが、

増大する需要に対してはなお十分でなく、インフレの抑制のためにも一層の生

産の拡大が必要であった。また農産物輸出は政府の貿易、為替政策の影響もあ

って、年によって変動したが、８５年以降停滞し、輸出総額に占める比率は低

下した。農産物輸入は８８年以降増加し、特に小麦は８７年には国内自給にあ

と一歩の生産を記録したが、以後再び減産し、輸入増加の一因となった。生産

の拡大の必要性は対外取引の面でも重要であった。 
 このような情勢の下で、第２段階開発事業は、困難な環境にも拘わらず着実

に進捗し、それについての関心と評価が年々高まり、事業の継続を望む声が高

まった。ことにセラード地帯の生産が飛躍的に増大し、８７～８８年には大豆

の全国生産に占める比重が４０％にも達したことから、事業の継続を望む声は

急速に増大した。 
 伯政府は、８８年末訪伯した国際協力事業団の調査団に対して、拡大事業を

高く評価するとともに、事業の継続を希望し、近く計画案を準備して正式に要

請する意向を表明し、併せてその前提として合同評価の早期実施を希望した。

その後政府部内では計画案の検討が進み、８９年１月末、レゼンデ農相は小村

駐伯大使に書翰を送り、伯側はセラード農業開発の新しい提案として、第２段

階拡大事業の追加事業と中央ブラジル開発計画の二つのプロジェクトに対し日

本の協力を期待し、日本側との協議を希望する旨正式に要請した。 
 要請のうち第２段階の追加事業は、第２段階に余剰資金があること、関係州

等から要望があること、Ｆ/Ｓ等を必要とせず直ちに実行可能なこと等を理由に、

第２段階と同じスキームで当初の事業目標を拡大することを目的に第２段階と
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同じ規格の事業を８９年より３年間にわたって実施するというものであった。

また中央ブラジル開発計画は、中央ブラジル開発計画が既に存在すること、内

外の需要に応えるため農業生産の拡大が必要であること、外国資本の流入が必

要であること等を理由に、第２段階と同じ地域のほか、ピアウイ、マラニヨン、

トカチンス州において、農業開発事業を９１年より４年間にわたって実施する

というものであった。 
 この伯側提案について、日本側としては、追加事業については、試験的事業

の追加事業は事業の性格から困難であること、本格事業の追加事業は不可能で

はないが、その必要性や現行諸契約等の扱いが明らかでなく、中央ブラジル開

発計画については、第２段階事業や追加事業との関係が明らかでない等多くの

疑問点があった。しかし、日本側は、当時世界の食糧需給は緩和したものの、

中長期的には楽観を許さないものがあり、ブラジルにおける食糧増産は世界の

食糧需給の安定に資するところが大であり、また、これまでの協力事業が大き

な成果を収め、予想以上の効果を挙げたこと等から、引き続き協力する方向で

検討を始めた。このため、早期に現行事業の合同評価が必要との認識のもとに、

伯側と評価の実施について打ち合わせを行うとともに、伯側要請について意見

交換を行うこととした。 
 
（２）合同調査の打ち合わせ及び次期協力事業の打ち合わせ調査 
 この方針を受けて国際協力事業団は８９年３月、事業団及び政府関係者によ

る打ち合わせ調査団を派遣した。この調査団には海外経済協力基金からも関係

者が参加した。調査団は伯農務省をはじめ関係者と合同評価の方法、内容等と

伯側要請の次期協力事業について打ち合わせ調査を行った。その概要は次の通

りであった。 
１）合同調査の方法、内容、日程等    

日本側より、評価は日伯共同評価とし、関係機関との協議、現地調査、 
アンケート調査、ヒヤリング調査によって行い、調査項目は第１段階開発

事業の評価調査の項目に準ずることとしたいと提案したところ、伯側から

はアンケート調査は経験も無く困難であることや環境問題を項目に加える

ことを希望する等の意見があったほか、基本的に、特に問題は無く、環境

問題を項目に加えることとして日本側提案のとおり合意した。 
なお、スケジュールは、アンケート調査４～５月、５月中旬日本側より 

調査団派遣、調査実施、７月評価報告書作成とすることで合意した。 
２）伯側提案の次期協力事業 

   伯側は１月の農務大臣からの駐伯日本大使宛て要請の説明を行ったが、 
特に変わった点はなかった。これに対し調査団は、試験的事業の追加事業
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は対応が困難であることを説明するとともに、試験的事業の新規事業が

試験的事業の性格に合致するものであれば、現地調査、協議を含め前向

きに検討する用意があるとした。 
    これに対し伯側は、現在の実施体制、事業スキームは非常に有効で、

運営の面でもモデル的なプロジェクトになっている。このため次期事業

においても、これまで重要な役割を果たしてきた国際協力事業団が試験

的事業を新に実施する方向で参画するよう強く要請した。またその試験

的事業としては、マラニヨン、ピアウイ、トカチンス州等新たな地域を

対象として事業を行うことや、新たな地域を対象とし小農（３００ヘク

タール未満、平均１００ヘクタールの規模）の入植を協同組合方式で行

うこと、あるいはゴムをはじめ新作物を小農により栽培し、付加価値の

高い農業を開発する等の検討を要請した。 
    一方、海外経済協力基金による次期協力事業についても、既往事業地

区の面積拡大、農村電化、灌漑施設整備、アグロインダストリー導入等

の面で、国際協力事業団と歩調を合わせる形で事業を実施することの検

討を要請した。 
なお、伯側は次期協力事業の検討は、第２段階に移行する際のような空白期

間が生じないよう、出来る限り早く進めるよう要望した。調査団はバイア州地

区の調査等を行った。 
 調査団の帰国後日本側では、合同評価の準備を進めるとともに、伯側の意向

を踏まえ今後の協力の方針を検討した。この頃ブラジルでは、夏プラン後イン

フレは一時沈静化したものの、その期間は前回の新クルザード計画の場合より

短く、予定された財政赤字対策の挫折や消費の拡大等によって４月頃よりイン

フレが再び昂進する等経済情勢は深刻となった。従って次期協力事業の実施は

容易ではないと考えられたが、わが国としては、協力事業はブラジルのインフ

レの抑制と輸出の増大に寄与するばかりでなく世界の食糧の安定供給にもつな

がり、更に日系農家の支援にもなることから引き続き協力を続けることとした。

協力事業の内容としては、マラニヨン、ピアウイ及びトカチンス州で新規試験

的事業を行い、既往の試験的事業を行ったミナス・ジェライス、ゴヤス、マト

グロッソ、南マットグロッソ及びバイア州を対象に本格事業を実施することと

し、これら事業には小農の参加及び新規作物の導入も検討することとした。ま

た、８９年中に合意議事録の署名を目標として、７月上旬～８月下旬に長期調

査員及び基礎一次調査団の派遣を予定した。 
 伯側では、９０年３月に政権が交代することから協議を急ぎ、レゼンデ農務

大臣は５月中旬駐伯日本大使に対し、協力事業の継続を重ねて要望し、ハイレ

ベルでの合意を要請した。伯側の協力事業に対する熱意がうかがわれた。 
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（３）合同評価の実施 
 先に行った合同評価の打ち合わせ結果に基づき、日本側は５月下旬から６月

上旬にかけ、本格事業は日伯農業開発協力株式会社と海外経済協力基金が、試

験的事業は国際協力事業団がそれぞれ関係者、専門家及びコンサルタントによ

り相当規模の調査団を編成、派遣し、伯側ＥＭＢＲＡＰＡと共同で調査を行っ

た。調査は関係機関との協議のほか、本格事業については先発グループのエン

トレリベイロ、パイネイラ及びアルボラーダの３地区の現地調査、その他地区

のヒヤリングを行い、試験的事業についてはバイア、マットグロッソの２地区

の現地調査を行い、伯側ＥＭＢＲＡＰＡが本格事業、試験的事業とも事前にア

ンケート調査を行った。この調査において、伯大蔵大臣、農務大臣をはじめ政

府関係者、関係州政府関係者、郡、農協関係者、入植農家に至るまで協力事業

を高く評価し、事業の継続を強く要請した。伯側の関心と期待は予想以上のも

のであった。 
 日本側調査団は帰国後調査結果を分析検討し、伯側意見をも踏まえ、本格事

業、試験的事業別に報告書（案）を作成した。この案は後に述べる基礎１次調

査の際別途作成した要旨をもとに伯側と協議し、伯側の意見を取り入れて必要

な修正を行い最終報告書とした。この報告書は本格事業、試験的事業それぞれ

の趣旨の相異に応じ、本格事業報告書においては、開発方式の有効性のほか、

技術の確立、近代的経営の確立状況、参加農協の活動と流通、効果の評価に重

点を置き、試験的事業報告書においては、第１段階試験的事業の報告書に準じ、

開発方式の有効性のほか、技術の確立、近代的経営の成立の可能性、効果の評

価に重点を置いてまとめたものであった。その要旨は次の通りであった。 
１）本格事業報告書 

指導入植によるプロジェクト方式の開発方式は、政府の支援と関係機関

の協力のもとで農業開発会社の努力、特別プログラム基金からの融資、参

加農協の協力によって良く機能し、既に実施前の枠組みを上回る成果を挙

げるに至っている。農業開発会社は事業推進の中核として、広汎な分野に

わたり活動し、特に企画、調整をはじめ入植農家に対する技術援助をほと

んど総ての農家について行うなど、支援に全力を挙げ、予定の期間内に事

業をほぼ完遂する実績を収めた。特別プログラム基金からの融資は、農業

開発会社の活動とともに車の両輪として最も重要な役割を果たし、特に土

地購入資金をはじめ、あらゆる必要資金が優遇された融資率や期間を条件

として融資されたことが最大の魅力となり、事業を推進させた。参加農協

は、この事業を組合と組合員の将来を開く大事業として位置付け、プロジ

ェクトの建設段階では土地の取得、分譲に期待通りの実績を挙げ、運営段

 4 



階では流通活動を中心に活発な活動を展開している。投入した資金は円高

の影響もあって予定をかなり下回る見通しであり、インフラストラクチャ

ーの整備等残された問題はあるにせよ、事業は成功裡に進捗しており、延

長期間の終了までには完遂出来ると見通される。 
技術については、開発、改良が更に進み、定着、確立しつつあり、先発

グループの地区では既に高い生産性を挙げている。しかし今後の生産の高

位、安定のためには水の問題がクローズアップするとともに、経営複合化

のための技術問題が重要となっている。灌漑農業についての技術研究、輪

作のための作付け体系、栽培技術の開発、永年作物の栽培技術の改良等が

急がれる必要がある。 
入植農家の経営は、中規模企業的家族経営の近代的経営として確立しつ

つある。ただ現状では化学肥料や農薬等の使用を前提とした大豆単作経営

の彩りが強く、長期的な経営の安定を図る見地からは、灌漑の導入のほか、

作目の多様化、輪作の推進、地力の維持培養等農法の改善が必要となって

いる。これらの問題はあるにせよ、現在大豆の収益性は良好とはいえない

が、これを前提としても今後経営は生産性の上昇とともに収益が増加し、

長期資金借り入れの返済も可能となり安定が期待される。入植農家はほと

んど総て生活に満足している。 
農産物や資材の流通については、輸送コストの割高が重要な問題であり、

その低減のため政府によるインフラストラクチャーの整備が期待される。

また生産の拡大、流通の大量化によって流通組織は集散市場の拡大、地方

中心地の集荷機能の拡大、大豆等の加工を中心としたアグロインダストリ

ーの設立等急速に変化しており、これに即応した農協の流通活動の充実が

望まれる。 
開発事業は効果の面でも予想以上のものがあった。先発グループの地区

では食糧増産、雇用、所得、税収の増加等の直接効果のほか、地区周辺で

の自力入植農家や地主、牧畜農家で新に耕作を始める農家が増加している。

開発事業の技術は更に地区を超えて波及していると思われ、今や事業地区

を核として新しい食糧生産の農業地帯の形成が進んでいる。 
環境保全については、開発事業はマクロ的にはアマゾンの自然破壊を食

い止める役割を果たしており、ミクロ的には計画の段階から自然、水の保

全に十分留意されており、保留地の合理的配置、等高線に沿った盛土によ

る土壌浸食の防止等が行われている。 
伯政府はこのように開発事業が大きな成果を挙げ予想以上の効果を収め

たことから事業の継続を強く希望している。事業の効果を更に拡大する観

点からも出来る限り継続が望ましい。 
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２）試験的事業報告書 
   事業の推進に当たって重要な役割を担ったのは、農業開発会社の活動、

特別プログラム基金からの融資及び参加農協の活動であった。農業開発会

社は事業推進の中核として、企画、調整をはじめ参加農協、入植農家の選

定、技術援助、融資の監督等に期待された通り機能を発揮した。特別プロ

グラム基金からの融資は、厳しい経済情勢の下で必要資金を優遇された融

資率や期間を条件として確実に実行され、事業の推進に大きく貢献した。

参加農協は土地の取得分譲に期待された通りの実績を収め、流通活動にも

大きな成果を挙げている。このほかＣＰＡＣや各州農牧研究公社等関係機

関が積極的に協力した。州政府が実施する筈であった基幹的インフラスト

ラクチャーの整備は州の財政事情のため必ずしも満足すべき状態に達しな

かった。早急な改善が望まれる。 
   技術については、農業開発会社の作成した技術マニュアルに基づき指導

されており、入植農家はほぼこれに従っている。両地区とも作物のヘクタ

ール当たり収量は栽培年次を重ねるに従って増加しており、導入技術は概

ね適正なものと判断される。事業実施地区の自然条件は、バイア州とマッ

トグロッソ州との間で著しく異なるので、それに対応した生産の長期的安

定に留意する必要がある。土壌条件はバイア州の地区が砂質であるのに対

しマットグロッソ州の地区は粘土質で、現在は両地区ともＰＨが高まり無

機栄養成分も増加し、有機物の含量も高まる傾向にあるが、作付け年次の

進むに従ってこの傾向は変化すると思われるので、前者については効果的

な土壌管理に、後者については病虫害や雑草の防除に留意する必要がある。

また気象条件もバイア州の地区では降雨が比較的少なく、不安定でベラニ

コの被害があるのに対し、マットグロッソ州の地区では降雨量が多く５～

１０月に集中し、気温も高いので、前者の地区では何よりもベラニコの被

害を回避するため、地力の維持培養、複数作物、品種の選択、適確な栽培

管理が必要であり、後者の地区では品種の選択や栽培法の改善のほか、輪

作作物、永年作物の導入を急ぐ必要がある。 
   経営については、各地区とも近代的経営としてその基盤の整備を終わり、

本格的な生産活動に入る段階にある。現状では各地区とも大豆単作経営の

傾向が強く、特にバイア州の地区では大豆に集中する傾向にあるが、一部

でフェジョンの導入も試みられており、マットグロッソ州の地区では大豆、

とうもろこしのほか永年作物のゴム等による複合経営を指向するようにな

っている。現在の段階で将来を展望することは困難であるが、現在大豆の

収益性が低下していることもあり、借入金の償還が始まるまでに資金を蓄

積し、償還のピークを乗り切るには相当の努力が必要で、特にバイア州の
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地区では厳しいと考えられる。しかし各地区とも生産性は年毎に高まって

おり、経営複合化の動きもあるので、参加農協の指導のもとに技術の一層

の改良、経営管理の適正等を図れば、近代的経営としての成立、発展は十

分に期待出来る。 
   開発事業は効果の面でも食糧増産、雇用の拡大、社会開発に大きな効果

を収めた。環境に与えた影響は、現時点では何ら問題となる点は見られず、

むしろ適切な対策により保全の役割を果たした。 
   伯政府の事業継続の要請については、追加事業は試験的事業の性格上困

難な実情にあるが、中央ブラジル開発計画については、新たな試験的事業

の実施の可能性が十分にあるので検討が必要である。 
 
２、伯側計画案の提出と基礎調査の実施、本格事業補完事業の合意 
（１） 伯側計画案の提出と試験的事業基礎一次調査及び本格事業基礎調査の

実施 
 一方伯側では、同年（８９年）６月初め、第２段階事業実施の５州にピアウ

イ、マラニヨン、トカチンス州の３州を加えた８州の農務長官のほか、ＯＣＢ

（協同組合機構）、ＣＮＡ（農業連合）代表により次期協力事業について協議を

行ない、これを積極的に推進することを合意した。 
 伯政府はこの関係者の合意と合同評価の結果を踏まえ、具体的な事業計画を

作成し、７月初めシメネス大蔵次官が来日し、農務省からも担当者が同行し、

これを提出して協力を求めた。この計画は中央ブラジル農業開発計画と名付け、

先の要請を一本化し具体化したもので、その概要は次のとおりであった。 
１）目的 

   ブラジル中央部における農業開発を行い、農産物の増産と経済効率の向

上を図る。 
２）目標 

   指導入植計画――実面積（以下同じ）４２万ヘクタール、うち５万ヘク

タールは小農家対象 
  うち本格事業３０万ヘクタール 
   試験的事業１２万ヘクタール 
   充実・強化計画――２５万ヘクタール、既入植地の追加投資、うち５万

ヘクタールは灌漑。永年作物生産６万ヘクタール 
３）実施地域 

   試験的事業――ピアウイ、トカチンス、マラニヨン州 
   本格事業――バイア、マットグロッソ、南マットグロッソ、ミナス・ジ

ェライス、ゴヤス州、連邦区 
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４）事業内容 
   土地融資を含む指導入植、土地持ち農家の参加、経済効率向上のための

追加投資、農場のインフラストラクチャーへの投資、アグロインダストリ

ーの導入、プロジェクト地域のインフラストラクチャー整備に対する融資

等 
５）事業費 

   総額約１５億ドル 
    うち本格事業約１１億７千万ドル 
      試験的事業約３億３千万ドル 
６）資金援助要請額 

   約１２億７千万ドル（事業総額の８５％） 
    うち海外経済協力基金分約１０億ドル 
      国際協力事業団分約２億８千万ドル 
７）借受者 

   ブラジル連邦共和国大蔵省 
８）期間 

   契約より５年 
９）実施・調整 

   農業開発会社 
   この計画は、ブラジル経済の深刻化に伴う財政赤字の削減、金融の引き

締め、外資の導入の方針を反映し、事業規模や事業費が著しく大きく、事

業内容に経済効率向上のための追加投資、小農の入植、アグロインダスト

リーの拡充、インフラストラクチャー整備等を新たに加え、総事業費の８

５％を日本の負担としたもので、従来の協力事業とは性格を異にしたもの

であった。日本側はこれらの点について意見交換を行うと共に、基礎１次

調査団訪伯の際更に検討、協議を行なうこととした。 
   予定の通り国際協力事業団は、８月中旬から９月上旬にかけて長期調査

員及び基礎１次調査団を派遣し、試験的事業の評価報告書の調整のほか、

次期事業における試験的事業のあり方に関する協議並びに現地調査を行な

った。また同時期に海外経済協力基金も評価報告書の調整のほか、次期事

業における本格事業の問題点に関する協議並びに第２段階試験的事業の実

施地域の調査を行なった。結果の概要は次の通りであった。 
１０）試験的事業の協議、結果 
（ⅰ）日本側から伯側計画案の１２万ヘクタールは広過ぎるので、５万ヘ

クタール程度にしたいと提案したところ、伯側は出来る限り広い面積とす

るよう要請した。 
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（ⅱ）営農規模について、日本側は既往の協力事業のそれと同様にしたい

とし、伯側も原則的に了承した。また営農形態については、伯側案の灌漑

の導入、小農の入植をどのように扱うか現地調査の結果を見て日本側案を

決めたいとした。 
（ⅲ）融資対象事業の内容について、日本側は現地調査の結果を見て検討

したいとした。 
（ⅳ）日本側は貸付の相手を従来どおり中央銀行及び大蔵省とするよう主

張したが、伯側はＦＵＮＡＧＲＩ勘定の大蔵省移管により中央銀行が借り

手となることは不可能になったとし、もし日本側で大蔵省が借り手となる

ことが問題であれば、他の公的金融機関を借り手とする方法も考えられる

とした。 
（ⅴ）日本側から事業費負担を従来より多くした理由を質したところ、伯

側は第１、第２段階当時よりブラジルの財政、経済状態は悪化しており、

必要資金の予算手当てが出来なくなったこと、最近世界銀行の農業融資が

決まったが、負担割合は世銀８５％、残りが民間市中銀行となったこと、

財政赤字削減のため政策的補助金は次々と打ち切られており、次期事業の

為替差損も末端受益者の負担とせざるを得なくなったことを挙げ、理解を

求めた。これに対し日本側は財政事情の説明資料の提出を求めると共に為

替差損と末端農家の負担とすることは、協力事業の基本に係る重大な問題

であることを指摘した。 
（ⅵ）日本側はリレンティングの可能性について質したところ、伯側はリ

レンティングは通貨の増加を抑えるため現在規制中であり、可能性はほと

んどないとした。 
１１）試験的事業の現地調査結果    

   調査対象３州のうち、トカチンス州は８９年ゴヤス州から分離独立した

州で、州政府の体制も未整備であったが、次期協力事業に対する関心と意

欲は充分で、またマラニヨン州は協力事業の趣旨をよく理解し積極的であ

ったのに対し、ピアウイ州は事業の内容にやや認識を欠くうらみがあった。 
   調査団はそれぞれの州の担当者の誘導に従ってトカチンス州５地域、マ

ラニヨン州３地域、ピアウイ州２地域の合計１０地域を調査した。これら

地域は何れもこれまでの協力事業の地域に較べてその自然的、社会的条件

は一段と厳しいものがあった。これら地域は概ね南緯７～１２度、西経４

６～４７度の熱帯圏に位置し、標高４００～７００メートルと低く、地形

は平坦又は丘陵、台地、土壌は赤黄色ラトソール、石英砂土、植生はセラ

ード、セラドン、気候は熱帯性気候で、年間平均気温２４～２８度Ｃと高

く、雨量は地域によって異なり年間１，０００～２，０００ミリメートル、
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雨期と乾期があり、地域によってはベラニコが発生する。陸稲、大豆、と

うもろこし等の栽培が可能である。道路はブラジリアと北伯ベレン及び東

北伯を結ぶ国道とこれに連絡する州道があるが、地域周辺のアクセス道路

は土道で、電力事情も一般に不良であった。 
   このうち入植地としての適地は、トカチンス州のタルベス川周辺、ポル

トナショナル周辺、マラニヨン州のパルサス周辺低地、ポルトフランコ周

辺の５箇所であった。これら地域は生活用水が確保出来、まとまった土地

取得が可能で、土壌、水利条件が比較的良好なほか、社会環境も比較的良

く、開発の可能性のある地域であった。 
１２）本格事業の協議及び現地調査結果 

   海外経済協力基金側から、基金としてはこれまで実施した事業の効果を

高め、開発の促進を図る見地から今後も積極的に協力する基本的考え方を

伝え、今後の検討のための計画の細部にわたる説明を求めたのに対し、伯

側は以下のように説明した。 
（ⅰ）入植計画の事業規模 

   少なくとも第２段階の規模を下回ってはならないとの考えで、各州３～

４組合による６万ヘクタールの入植事業を予定し、全体で３０万ヘクター

ルとした。 
（ⅱ）充実、強化計画 

   面積の拡大のみでなく、灌漑、アグロインダストリー、インフラ整備等

を予定している。 
（ⅲ）小農参加、新作物の導入 

   小農参加については、例えば畜産の飼料生産から屠殺、処理加工に至る

システムの構築とともに、その中での小農による養鶏等を考えている。 
（ⅳ）第２段階貸し付け契約の再延長 

   伯側としては、金額はそのままにして対象面積やバイア、マットグロッ

ソ州を加える等、事業内容の変更を加えて再度期間延長を行い、９０年以

降の事業の中断を避ける方法の検討を希望する。このような対応が出来れ

ば、当面リレンティングの問題や国会承認の必要も無く、負担割合も従来

同様の予算措置が可能であり、３年間の計画を作成する用意もある。 
（ⅴ）現地調査 

   ミッションは、第２段階試験的事業の実施地域のバイア、マットグロッ

ソ州の現地調査を行った。 
 以上の基礎１次調査を通じて、政府関係者との協議においては、試験的事業、

本格事業とも、日本側と伯側との間には考え方に大きな違いがあり、調整のた

め伯側の意向をも踏まえ引き続き検討するとともに、現地調査においては、試
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験的事業予定地域は開発の条件は厳しいものの開発の可能性はあると認められ、

更に調査を行なって開発の具体化を図ることとした。 
 
（２）伯側調査団の来日と日本側協力案の策定 
 伯側では、上記の日本側の基礎１次調査の際問題となった諸問題に関する対

応を関係者で検討した結果、９月中旬次のように方針を変更した。 
１）為替リスクの負担は従来どおり政府が行なう。 
２）伯側借受者は、国際協力事業団分についてはブラジル銀行 
を通ずることを日本側に要請し、海外経済協力基金分については貸付契約

を再延長して現行どおり中央銀行とする。 
３）次期試験的事業の資金負担割合は１５％から３５％の間で出来る限り伯

側の負担を少なくする。 
４）基幹的インフラ整備は従来どおり政府が行うこととし、計画案から除く。 
５）伯側としては、第２段階終了後出来る限り空白期間を生じないよう年内

にも何らかの合意を目標に、日本側との交渉を促進するため９月中にも関

係者による協議ミッションを派遣する。 
 伯側からは、この方針に基づき１０月初めヴァス農務次官、関係機関担当者

による調査団が来日し日本側関係者と協議を行った。この協議において、伯側

は出来る限り早く問題を解決出来るよう日本側の協力を求めるとともに、伯側

の検討状況を説明し、日本側の理解を求めた。特に資金の負担割合等について

は、伯側の厳しい財政、金融情勢についての資料を提出し、説明を行い、検討

を要請した。また海外経済協力基金の貸付契約の再延長についても計画案を提

出し追加投資の実施を重度要請した。 
 日本側では、基礎１次調査により、試験的事業については開発の可能性が明

らかとなり、また伯側調査団との協議により重要問題の調整が行われたのを受

けて、関係者の間で日本側協力案を検討した。その結果、１１月初め日本側の

協力は次の方針によることとした。 
１）新規事業 
（ⅰ）基本的考え方―第２段階と同様、従来の試験的事業を応用出来る地域

において海外経済協力基金の一般案件融資による事業（本格事業）を実施

し、新たな試験的事業を必要とする地域においては国際揚力事業団による

事業（試験的事業）を実施することとする。この場合、双方について従来

同様民間銀行との協調融資を行う。 
（ⅱ）事業の枠組み―事業面積も第２段階と同様、本格事業１０万ヘクター

ル、試験的事業５万ヘクタールとする。小農の入植は市場との距離が遠く

適作物もないので行なわない。総事業費は、試験的事業については基礎二
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次調査の結果をみて決定する。資金の負担割合は従来どおり折半とする。 
（ⅲ）実施地域―本格事業はバイア、マットグロッソ州、試験的事業はマラ

ニヨン及びトカチンス州とする。 
（ⅳ）開発実施機関は従来どおり農業開発会社とする。 
２）本格事業の再延長 
（ⅰ）延長の目的―第２段階事業はほぼ目的を達成したが、期間内に十分出

来なかった入植農家の経営の安定のための永年作物、農協の農産物の貯蔵、

処理施設の整備のほか、農産物の加工施設等アグロインダストリーの導入

を図る。原則として新規入植は行なわない。 
（ⅱ）実施地域―第２段階の３州（ミナス・ジェライス、ゴヤス、南マット

グロッソ）の既入植地とする。 
（ⅲ）総事業費は約２５０億円と予想し、うち日本側負担は５０％、約１２

５億円として第２段階の残額の範囲内とする。 
（ⅳ）延長の手続き―第２段階本格事業を３年延長し、貸付契約のディスバ

ース期間及び返済方法を変更する。 
（３）試験的事業基礎２次調査（計画調査）の実施と本格事業補完事業の合意 
   この日本側協力案に基づき、国際協力事業団は１１月伯農務省に専門家

を派遣するとともに、同月下旬から１２月上旬にかけて政府関係者、専門

家、コンサルタント等による大規模な基礎２次調査団を編成、派遣し、新

規の試験的事業の協議（計画調査）を行なった。また経済協力基金におい

ても同じ時期にミッションを派遣し、第２段階本格事業の貸付期間の再延

長について協議を行なった。なお日伯農業開発協力株式会社も関係者が基

金のミッションに同行、協議に加わった。調査、協議の結果は次のとおり

であった。 
１）試験的事業の協議結果 
（ⅰ）対象州、実施地区―トカチンス、マラニヨンの２州とすることで合意

した。ピアウイ州については別途経済協力基金のミッションと協議する。

実施地域は各州１地域とし、参加農協の数により１～２地区に分けること

も可能とする。 
（ⅱ）事業面積、灌漑面積―日本側から灌漑の導入等資金が多額にのぼるの

で第２段階と同様５万ヘクタールとしたいと提案したが、伯側は保留地を

除く実面積としたいとし、引き続き検討することとした。灌漑の面積は１

農家５０ヘクタールとすることに合意した。 
（ⅲ）永年作物―カシュー及びヒマワリについて検討したが、市場、栽培技

術等の観点からカシューを導入することとした。 
（ⅳ）融資スキーム―ブラジル側から貸付先をブラジル銀行又は子会社の投
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資銀行とすることを提案したが、引き続き検討することとした。為替リス

ク及び債務保証のブラジル政府負担実施を確認した。また日本側から末端

実質金利の１２％の引き下げを求めたところ、伯側は検討を約した。 
（ⅴ）事業費負担割合―日本側より日本側負担割合の８５％は高過ぎるとし

て伯側の負担割合の引き上げを求めたところ、伯側は連邦予算が少ないこ

とや負担割合を高くすれば市中銀行から調達することになり、末端金利が

高くなること等を理由に日本側負担割合を高くすることを再度要請した。

この問題は難しい問題であるので引き続き検討することとした。 
（ⅵ）重要問題の解決の先送り―伯側は、ブラジル経済が更に深刻化し、８

月に公社の民営化、公舎の売却等を実施したが、インフレの加速は収まら

ず、１２月には月間５０％を超えると予想されたこと等から、融資スキー

ム、事業費負担割合等の重要事項は現政権では決定せず、次期政権のスタ

ッフに申し送り、次期事業の計画は次期政権のプロジェクトとして検討す

ることにしたいと提案し、日本側も了承した。 
２）試験的事業の計画調査結果 
（ⅰ）対象地域―基礎１次調査により入植適地とされた５地域のうち、トカ

チンス州はポルトナショナル地域（充分な面積が確保出来ないときはディ

アノポリス地域を含める）、マラニヨン州はバルサス地域の２地域とした。 
（ⅱ）開発基本構想（事業計画）の策定―開発方式は第２段階開発事業に準

ずることとし、事業面積は法定保留地を５０％と想定し、１地域約４０，

０００ヘクタール、実利用面積約２０，０００ヘクタールとした。入植農

家は１地域当たり６０戸（土地持ち農家を含まない）、１戸当たり標準土地

所有面積を３２０ヘクタールとし、うち短期作物栽培面積を５０ヘクター

ルの灌漑面積を含め３００ヘクタール、永年作物栽培面積を１５ヘクター

ル、その他宅地、作草用地等を５ヘクタールとした。導入作物は陸稲、搾

油用及び種子用大豆、とうもろこし、カシューとした。なおアグロインダ

ストリーとして、精米所、大豆種子精選施設、カシュー処理施設、石灰工

場の整備を図ることとした。 
（ⅲ）事業費の算出及び経済評価―開発基本構想（事業計画）に基づいて算

出した総事業費は約１２億ＮＣ＄（約１億６千万ドル、２３４億円）であ

った。また内部収益率は８．０～８．７％、農家の損益を予想すると、金

利１２％の場合は単年度黒字転換１３年度後、累計黒字転換は２０年度後、

金利６％の場合はそれぞれ５年度、１０年度後となった。 
３）本格事業の期間再延長の協議結果 

海外経済協力基金及び日伯農業開発協力株式会社ミッションは、日本側

協力案に基づき補完事業の目的、事業内容、実施地域、予定事業費につき
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説明を行い、手続きについては、貸付契約を修正し、ディスバース期間を

３年延長するとともに、返済方法を一次分と二次分に分け、返済計画を作

成し、返済は３年の延長期間終了時より始まり、返済期限は従来のとおり

とすることにしたいとした。これに対し伯側は別段の異論も無く合意した。

しかし伯側は実施に当たって、出来ればアグロインダストリーのガイドラ

インの弾力的運用、土地持ち農家の参加の容認を要請した。このため双方

は伯側要請事項について改めて協議を行い、事業の効果的推進に努めるこ

ととした。 
 また、在伯大使館及び農業開発会社から新規事業について国際協力事業団

の検討に歩調を合わせ積極的に検討を進めるよう要請があった。ミッション

は協議終了後、乳製品、鶏肉ブロイラー、飼料、トマト加工、精米、石灰工

場、野菜栽培農家の団地を視察した。 
ミッションは帰国後、１９８９年１月末貸付契約の一部を変更する補足協定

を締結し、本格事業の期間延長が正式に決定した。なお試験的事業は契約の通

り、２月、貸付が終了し事業が完了した。 
 
３、第２段階本格事業補完事業の実施 
（１）実施計画の作成 
農業開発会社は１９９０年１月末補完事業の実施が正式に決定したのを受け、

実施計画の作成に着手した。計画の作成に当たっては、上述の日伯両国間の合

意に基づき、事業の目的、内容等を次のようにすることとした。 
１）事業の目的 

   第２段階本格事業の実施期間内に充分出来なかった事業を補完的に行い、

生産性の向上と経営の安定を図り、本格事業の成果を高める。 
２）事業の内容 
（ⅰ）入植農家の経営多角化等 

   永年作物の植付け、管理、土壌改良、土壌浸食防止、農業機械の整備、

農業施設の整備等。 
（ⅱ）入植農家の灌漑導入 

   灌漑機器、揚水施設、配管、配電等。 
（ⅲ）参加農協の施設の整備 

   倉庫、荷受施設、修理工場、コーヒー、種子精選施設、配電、通信施設。 
（ⅳ）アグロインダストリーの導入 

   １９８９年５月決定の融資基準に基づく農産物の流通施設、処理加工施

設、資材供給施設等の建設。 
  なお、補完事業合意の際、伯側の要望した土地持ち農家の参加は、アグロ

 14 



インダストリー融資基準の見直しとともに改めて協議することとなっており、

協議終了を待って決定する。 
３）事業費２５０億円と予想、日本側負担１２５億円、第２段階の残額の範

囲内。 
４）事業の実施期間、１９９０年１月から１９９３年１月まで。 
農業開発会社は、これにより実施計画の作成を進め、その試案を９０年３月

の株主総会に提出した。この案の作成は、各地域事務所の農業技師が地区の入

植農家、農協の計画を個別に分析検討し、結果を集計する方法をとったが、ア

グロインダストリーの希望案件が多く、これと灌漑事業案件で予定事業費を超

える状況となったので、本社において更に調整し、予定事業費の枠内で出来る

ようにしたものであった。これによると、入植農家の経営多角化等は全地区を

対象とし、灌漑の導入及び農協の施設整備は、期間内に整備を完了したパイネ

イラ地区及びコカリ農協を除く各地区及び農協を予定し、土地持ち農家の参加

はとりあえず各地区８０～１００戸を対象とし、アグロインダストリー案件は、

コチア産組のブロイラー飼料コンプレックスを始め、農協による精米、とうも

ろこし、トマトの加工、私企業による石灰工場等９件としたものであった。従

って試案は単なる指標に過ぎなかったが、入植農家の経営多角化等、灌漑の導

入及び参加農協の施設整備は、実施計画として問題の無いものであったので、

農業開発会社はこれらの事業についてはこの計画に基づき事業を推進すること

とした。ところが、次節に述べるように、時を同じくしてコロール政権による

新経済政策が実施され、経済情勢は激変し、極端な流通資金の不足等により経

済は全面的なリセッションの様相を呈するに至った。影響は協力事業にも及び、

第２段階における貸付金の償還及び利払いが停止されるとともに、８９/９０年

度の不作の影響もあって、補完事業で予定したアグロインダストリーや灌漑の

導入等の事業は一時見合わせる動きがみられるようになった。日本側は補完事

業の資金の供与を３月以降一時停止し、予定していた土地持ち農家の参加やア

グロインダストリー融資基準についての協議も一時見合わせた。しかし７～８

月頃になると、新経済政策実施直後の経済的混乱は一応収まり、協力事業関係

の債務の支払いも７月末再開され、日本側からの資金の供与も再開され平常に

復した。 
 この間、農業開発会社は、入植農家や参加農協の困難な情勢に対応して、事

業の実施は生産の増大に直接効果のあるものに限るよう指導し、必要な計画の

練り直しを行なって推進した。その結果各地区とも借入額は計画よりかなり減

少したが、永年作物の植付け、農業機械の整備等の経営多角化等は、必要な自

己資金も少なく進展した。また灌漑施設の整備も進展し、グワルダモール地区

では５月頃ほとんど整備を終わった。参加農協の貯蔵施設の整備等の建設もそ
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の必要性が高かったことから計画に則して進められ、ブリティス地区は５月、

ボンフィーノポリス地区及びピラティンガ地区は９月末それぞれ完成した。 
 また、補完事業の灌漑施設の整備の進展に伴い、協力事業の第２段階事業で

はないが、パラカツ、エントレリベイロⅠ地区から灌漑施設の増設を要望して

来た。同地区は既述の通りエントレリベイロⅡ、Ⅲ、Ⅳ地区と隣接し、協力事

業の第２段階への過渡期に農業開発会社の経営維持のため保有地を分譲し、伯

側資金で入植事業を実施した地区で、４１ロッテ中３５ロッテに既に３０ヘク

タールのピポットセントラルを導入していたが、これに加えてディーゼル発電

により３０ヘクタールピポットセントラルを増設したいというものであった。

この地区は、これまで協力事業の灌漑農業のパイロット的なモデル地区とされ、

知名度が高く、大統領を始め数多くの視察者が訪れた地区であった。 
 また、同じパラカツ地区の第１段階ムンドノーボ入植地区からも補完事業に

よる灌漑の施設の整備のため融資の希望があった。同地区は５０ロッテ中２４

ロッテが既に何らかの形で灌漑を実施していたが、さらにピポットセントラル

２０基を設置する意向であった。 
 このように厳しい経済情勢にも拘わらず、入植農家の経営多角化等や灌漑の

導入、参加農協の施設事業はかなり進展し、第２段階以外の地区からも要望が

出るようになった。このため一時見合わせていた土地持ち農家の参加やアグロ

インダストリー融資基準の見通し等いついての協議を急ぐこととなり、１１月

末の次期新規事業の協議の際、延長事業についても海外経済協力基金と伯側関

係者の間で協議を行った。その結果双方は次のように合意した。 
１）アグロインダストリーについて 

   アグロインダストリーに対する融資は、融資基準にも明記されている通

り、入植事業を主体とする第２段階事業の円滑な推進のため必要と判断さ

れる範囲に限るものである。従って伯側の希望する施設利用者の過半を入

植事業地区及びその周辺地区の農業生産者とする規定及び融資枠をその地

区の入植事業本体以下として入植事業の実施を妨げない額とする規定の弾

力的運用、並びに融資限度額の大幅引き上げは行なわない。但し、融資限

度額は融資基準決定の際の約４億円を実質に維持した額とする。なお、決

定前に日伯農業開発協力株式会社に事前協議を行う。 
２）土地持ち農家の参加について 

   アグロインダストリーの場合と同様、入植事業を主体とした本格事業に

おいては土地持ち農家の参加は慎重を要するが、組合施設やアグロインダ

ストリー等の利用の効率化、輸送の合理化等に必要と考えられる場合は参

加を認める。但し、その戸数の上限は、入植農家戸数の一割から既参加の

土地持ち農家数を除いたものとする。 
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３）入植農家の経営多角化、灌漑施設の整備、及び参加農協の施設整備事業

は引き続き促進する。 
４）第１段階事業地区の事業（エントレリベイロⅠ地区を含む）について 

   この事業が第２段階本格事業の近隣に位置し、本格事業にとってもデモ

ンストレーション的効果が期待される場合、又は本格事業のスケールメリ

ットの確保に有効な場合には特例としてこれを認める。但し、決定前に日

伯農業開発協力株式会社に事前協議する。 
 これにより懸案となっていたアグロインダストリーや土地持ち農家の参加等

の問題が解決され、また第１段階地区の事業も特例事業として補完事業の対象

とすることとなった。 
 ９０年度の事業の実績は、入植農家の経営多角化等約８億５千万円、灌漑導

入（グワルダモール地区ピポットセントラル２０基）約４億円、農協施設整備

（ボンフィーノポリス地区、グワルダモール地区、アルボラーダ地区）約８億

５千万円、合計約２１億円に止まった。 
 
（２）事業の実施 
 補完事業の融資は、第２段階本格事業の投資及び営農費融資の手順と同様、

農業開発会社の地方事務所のコーディネーターの調整の下に、所属農業技師が

灌漑コンサルタント等と共同して営農計画を作成し、農業技師の文書による勧

告に基づき融資を実行した。しかし、厳しい財政金融事情を反映して融資代行

機関の審査、担保の徴求が厳しく、融資の実行までには時間がかかり、資金の

不足する代行機関もあり、過年度債務の固定化している農家等一部で融資を受

けられない農家もあった。また技術援助に当たっては、特に灌漑は投資額に見

合う生産性を挙げ、これを維持する必要があることから、指導を強化し、毎年

土壌分析を行い、土壌改良のための石灰の投与、施肥も非灌漑農家の場合の１

５～２５％増とした。通常石灰はヘクタール当たり、３年ごとに１～３トン、

燐酸０．５～１．５トンとした。また農業機械については、本格事業において

整備したトラクター、コンバイン等の汎用機械は対象とせず、とうもろこしの

プラットホーム、永年作物用除草機、噴霧器、灌漑栽培用中耕除草機、フェジ

ョン収穫機等に限って融資を行った。 
 ９１年度はセラード地帯は一般に豊作に恵まれたものの、前年度の不作や新

経済政策の影響を受け、入植農家の経営は不振であったが、多くの農家は永年

作物の植付け、管理や灌漑施設の整備等経営多角化事業は必要な自己資金も比

較的少なく、生産性の向上、経営の安定を目指して意欲的に推進した。 
 土地持ち農家の参加は、ピラティンガ、ブリティアルト、ブリティス地区等

に１６戸が参加した。 
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 アグロインダストリーの導入は、入植農家の経営不振の影響を受けて参加農

協の資金繰りが苦しくなり、実施を見合わせたため、実際に実施したのはパラ

カツ市のコペルバップ農協の飼料工場のみとなった。ほかにパラカツ地区で私

企業の石灰工場が融資を希望したが、環境問題等もあって融資を行うに至らな

かった。 
 特例事業としては、前から希望していたエントレリベイロⅠ地区の入植農家

３５戸の１戸当たり３０ヘクタールの灌漑施設の増設は、採算性の劣るロッテ

を除き、必要機械の整備を含めて５月に融資を行うこととした。また第１段階

試験的事業のパラカツ地区コチア産組、イライ地区コパシル農協、及びコロマ

ンデール地区生産者協会は、６月頃それぞれ組合施設の整備を図るとして融資

を要請して来た。コチア産組の施設は前から検討していたコーヒー精選、貯蔵

施設及び資材倉庫の建設で、事業費約１４０万ドル、コバル農協の施設は本部

の鉄道引っ込み線及びバラ積み倉庫、並びにペトリノポリス地区のサイロ建設

で、事業費約６００万ドル、コロマンデール生産者協会の施設は種子精選工場

を収容する建物の建設で、事業費約３０万ドルであった。これら施設の整備は

採算性が必ずしも十分といえないものがあり、また期間内の建設が危ぶまれる

ものもあったが、本格事業の成果を高めるものとして評価出来ることから、９

１年末に至りコパミル農協はペトリノポリス地区のサイロ建設約２００万ドル、

コチア産組及びコロマンデール生産者協会は要請の通りこれを融資対象とする

こととした。 
 ９１年度の融資額は、入植農家の経営多角化等事業約１４．６億円、灌漑施

設の整備事業（クリスタリーナ地区等ピポットセントラル１７基）約３７百万

円の合計約１５億円で、９０年度を下回った。 
 続く９２年度には、前年度と同様豊作を記録したが、９０年度以来の債務の

固定化等により経営はなお不振を続けたが、多くの農家は残りの経営多角化等

の事業を引き続き推進し、ピラティンガ、プリティアルト地区では灌漑施設の

整備を実施した。ただ灌漑の最も必要なエントレリベイロⅡ、Ⅲ地区及びボン

フィーノポリス、ブリティス地区は、政府による共通水路や貯水池の建設を前

提としたもので、これについては国家灌漑局（ＳＥＮＩＲ）が関係州政府に無

償援助を行なうこととなっていたが、資金の支出が間に合わず、残念ながら整

備を見送ることとなった。参加した土地持ち農家は戸数は僅かであったが、土

地改良や機械の整備等を進めた。 
 特定事業については、エントレリベイロⅠ地区は予定の灌漑施設の整備を続

けた。前年度末融資の対象とすることを決定した第１段階試験的事業の農協施

設の整備は、その後の農協の資金繰りの悪化等から、コロマンデール生産者協

会は実施を見送り、コチア産組もコーヒー価格の低迷等のため計画を再検討す
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ることとなった。またコパミル農協はペトリノポリス地区の計画を縮小して本

部の倉庫を建設するなど計画を再編、調整して事業を進めた。 
 なお、年央になって農務省等から第１段階試験的事業パラカツ地区の入植農

家の土地改良に対する融資につき要請があった。検討の結果、この事業が本格

事業の効果を高める上で有意義であることから、営農の意志の強固なものに限

り、融資が適正に行なわれることを条件に３０戸余りの農家とＣＤＡＣの土地

改良事業を融資により実施した。このほか農協の増資等についても要請があっ

たが、貸付期間の再々延長は困難であり、貸付対象の拡大も困難であることか

ら、これに応ずることは出来なかった。 
 ９２年度の融資額は、入植農家の経営多角化等事業約２．９億円、灌漑の施

設整備（ピラティンガ地区、エントレリベイロⅡ、Ⅲ地区の単独設置のピポッ

トセントラル）約９億円、農協施設の整備約２．６億円、合計約１５億円であ

った。 
 以上の９０年から９３年１月までの補完事業の総融資額は約５８億７千万円

（約４千３百万ドル）、うち日本側負担額２７億５千万円で、当初計画を大幅に

下回り、本格事業の残枠の約２４．８％に止まった。このような事業の不振は、

事業中の予想外の経済情勢の悪化、それに起因する州政府の灌漑インフラに対

する支援の後退、参加農協の新規投資の抑制等によるものであった。しかし、

灌漑やアグロインダストリー導入の希望は依然強く、灌漑計画のＦ/Ｓを終了し

たものは融資を受けたものの２倍近くに上り、アグロインダストリーの希望案

件は、一時は２０数件に上ったが、実現するに至らなかった。 
 融資額を使途別にみると、灌漑施設の整備が最も多く、全体の約３３％、次

いで固定投資約２４％、農協の施設整備が約２３％、半固定投資約１２％であ

った。地区別には、灌漑ではグワルダモール、ピラティンガ、クリスタリーナ、

特例事業のエントレリベイロⅠ地区等、永年作物の植付け、土地改良ではグワ

ルダモール、ピラティンガ、ブリティアルト、アルボラーダ、特例事業のパラ

カツ、ムンドノーボ地区等、農協の施設整備ではフィメカップ農協のサイロ、

コベルティンガ農協のサイロ、倉庫、特例事業のコパミル農協のサイロ、倉庫、

コペルパップ農協の飼料工場であった。 
 
（３）補完事業の成果   
 補完事業は予定のとおり１９９３年１月終了した。事業は当初計画を大幅に

下回ったが、事業を実施した入植農家や参加農協は経営の多角化、施設の整備

等を進め、本格事業の成果を高めることも出来た。 
 灌漑施設の整備は、この事業の最も大きな成果で、本格事業の実施期間内に

整備を終了したパイネイラ地区を除くグワルダモール、ピラティンガ、クリス
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タリーナ、ブリティアルト地区等のピポットセントラル及び在来型撒水機の整

備台数は約１６０基に上り、灌漑面積は約８，０００ヘクタールに上った。各

地区の土壌改良用石灰、肥料等の投入量は６万トンに上り、農業機械の整備台

数も約５００台を越えた。永年作物の植付け面積は約９，２００ヘクタールに

達した。 
 土地持ち農家の参加は１６戸に過ぎなかったが、営農の改善を進めることが

出来た。アグロインダストリーの導入は１件に過ぎなかったが、地域の飼料生

産に寄与するものとなった。参加農協のうちグワルダモール、フェメカップ、

コペルティンガ、アルボラーダ農協等はサイロ、倉庫等施設の補強を図った。 
 また、特例事業として実施したエントレリベイロⅠ地区の灌漑施設の整備、

コバミル農協のサイロ、倉庫の整備、ムンドノーボ地区の土壌改良事業は、関

係農家や農協の営農の改善、施設の補強をもたらしただけでなく、本格事業の

効果の拡大に寄与したと思われ、補完事業は目的を達成した。 
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第２節  第３段階試験的事業の具体的枠組みの合意と農業開発会社の運営 
１、次期試験的事業の枠組みの協議 
（１）新政権との協力事業の打ち合わせ    
 １９９０年３月、ブラジルの政権はサルネイ政権よりコロール政権へ交代し

た。当時ブラジルは、前年の８９年に国内消費の増大を背景に工業を中心とし

た経済活動リズムの復活により成長率は３．６％に達したものの、下期からイ

ンフレが昂進し、年末には月間５０％を超え、９０年に入ると更に加速し、３

月には８４％となっていた。従って新政権は昂進したインフレの撲滅を緊急の

課題とし、これに対する対策を実施しながら、新生ブラジルを目指し、政府の

市場への介入を排し、補助を撤廃して民間主体の自由解放経済への移行を目標

とする新経済政策を打ち出した。 
 この新経済政策コロールプランは、最初のショック療法として預金残高及び

投資資金の一部を封鎖して、流通通貨量の極度の収縮を図る通貨措置から始め、

次に物価を３月１２日現在の価格で凍結し、５月以降給与とともに事前調整し

てインフレ率の先決めを行い、インフレの段階的抑制を図った。同時にインフ

レの構造的要因とされる国家財政赤字の解消のため税制改革、輸出恩典の廃止、

輸入関税免除恩典の廃止、国営企業の閉鎖等の措置を講じ、財政収支の均衡を

目指した。対外取引の面では為替レートの自由化（クローリングペックに代え

て中央銀行の操作に強く影響される変動制）、輸出入の全面自由化による貿易政

策の変革等を行なった。この改革はブラジルの歴史にかって例を見ないドラス

ティックな安定化、構造調整政策であった。 
 この政策はいわば富裕段階の犠牲のもとにインフレを抑制しようとするもの

であり、厳しい内容であったにも拘わらず、国民から高い支持を得た。このた

め、この計画は無事議会を通過した。しかし、預金封鎖による急激な流動性不

足は経済活動に深刻な影響を与え、即事の支払い、特に企業従業員の給料支払

いが不可能となる等経済界の混乱は大きく、物価は下落したもののブラジル経

済は全面的なリセッションの様相を呈するようになった。政府は情勢の緩和の

ため、中央銀行に預託された資金のうち給与支払い分の解除、自動車、建設、

資本財産業等に対する特例的な金融措置を講じ、情勢の沈静化につとめた。 
 新経済政策の影響は農業をも直撃し、自己資金の封鎖により収穫資金が不足

し、農産物価格が下落するとともに農業融資は前政権の政策を引き継ぎ、４月

以降新たに融資するものはＩＰＣ変動率による価値修正プラス１２％（財政資

金によるもの及び銀行の義務的融資枠のうち６０％）又は自由金利１８～２

０％（義務的融資枠の残り４０％と農業ポウパンサ預金を原資とするもの）と

した。その他農業所得税の引き上げ、各種の税務恩典の廃止等により農業者の

負担は増加し、長年優遇されてきた農業も転換期を迎え、厳しい競争＊裡にお
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かれることとなった。 
 対外政策の面でも既に８９年７月から外貨事情の悪化から民間銀行団に対す

る利払いを停止し、８７年以来の第２のモラトリアムの状況となり、協力事業

の貸付金についても、本格事業分では１１月利払いに相当期間の遅れが生じ、

９０年２月からは償還及び利払いを総て停止していたが、新政権になってから

も同じ状態が続いた。前述の通り、日本側は本格事業補完事業についての資金

の供給を３月以降停止するとともに、予定していたアグロインダストリー等の

事業の進め方についての協議も一時見合わせた。 
 しかし、このような厳しい情勢にも拘わらず新政権の協力事業に対する態度

は、事業がこれまで高い評価を受けてきたことや新生ブラジルの建設に農業生

産の拡大が一層重要となって来たことのほか、大統領の日本重視の姿勢もあっ

て、これを重要視し、事業の継続に強い熱意を示した。かって、サルネイ政権

発足当時には、協力事業をエリートプロジェクトと見なし、一般に推進に消極

的態度であったが、新政権の態度はこれと対照的で、政権の交代による態度の

変化は無かった。４月、農業開発会社の役員がカブレラ農相に表敬訪問した際、

同相は日本との協力は極めて重要と考えており、今後協力事業を益々発展強化

していきたいとし、また５月初め駐伯日本大使が同相に表敬訪問した際にも日

本との協力を更に深めてゆくことを希望し、特にセラード農業開発協力がこれ

まで成功裡に進捗したことをブラジルとしては誇りに思っており、現在問題と

なっている債務の返済問題や次期事業資金の負担割合等についても合意が早急

に得られるよう努力したいと意欲を示した。 
 日本側では、前政権時代の８９年に実施した基礎１次、２次調査の結果によ

り協力のあり方を更に検討していたが、このように新政権の協力事業に対する

態度が明らかとなったのを受け、国際協力事業団は５月下旬から６月初めにか

けて政府関係者による打ち合わせ調査団を派遣し、新政権の協力事業に対する

態度を確認するとともに、基礎１次、２次調査の結果に基づく協力のあり方等

について打ち合わせを行った。打ち合わせの概要は次のとおりであった。 
１）協力事業に対する新政権の対応    

   新政権は、この事業に高いプライオリティーを置き、事業の継続、促進

を図る意向であることを確認した。カブレラ農務大臣は、この事業に大き

な関心を持っており、政権は代わっても協力事業の中心的担当者を代えな

かったのは事業を継続、促進する意思があるためであり、債務返済問題に

ついても担当大臣として最大限の努力をするとした。テイシエイラ経済省

次官は、この事業は二国間協力を代表する大事業であると認識しており、

次期事業についても高いプライオリティーが置かれ、債務問題についても

大臣から早急に解決するよう指示が出ている。これまでは日本がブラジル
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に対し融資を継続して実施したのに対応し、特別扱いで解決することを言

明した。またセーラ外務省アジア太平洋局長は伯外務省としても協力事業

を高く評価しており、二国間協力の中でも特筆すべきもので、大統領の就

任演説の中で日本との関係強化の方針を明らかにしていることもあり、外

務省としても協力を惜しまないとした。 
２）次期協力事業について   
 事業対象はトカチンス、マラニヨンの２州とし、原則として１州１地域

とし、灌漑面積を１戸あたり５０ヘクタール程度とすることを確認した。

事業面積については伯側は依然実面積５万ヘクタール（日本側実面積４万

ヘクタール）とすることを主張し、土地持ち農家の参加に係る経費の計上

の申し入れがあり、入植農家数、営農規模、営農形態等と併せ次回調査団

で検討することとした。日本側からは農協施設、アグロインダストリー及

びインフラストラクチャーの整備の伯側案の作成を求めた。 
   融資スキームについては、債務保証、為替差損の政府による実施、負担

を確認した。入植農家への貸付金利引下げの日本側要請に対し、伯側は金

利は調達財源ごとに定めることとしたいとした。事業費負担割合について

は、政府のインフラストラクチャー整備費を含む全体事業費を日本と折半

する方法もあるとし、引き続き検討することとした。 
   なお、伯側は今後のスケジュールとして９～１０月に合意議事録を締結

し、１１月の大統領訪日（予定）時に貸付契約を締結出来るようにしたい

との希望があったが、貸付金の返済問題もあるので外交ルートを通じて協

議することとした。 
３）既貸付金の返済問題    

   伯側は、現在特別な配慮をもって支払いを検討中であるとした。 
 
（２）伯側見直し案の提出と懸案事項の協議 
 コロールプランは実施後６月までの３ヶ月間インフレ率は月間１０％を下回

り、１００日間でインフレ率を１０％以下に押さえ込むという公約は一応達成

し、財政収支も好転する等成果を収めた。しかし他方急激な流動性不足により

経済は全面的なリセッションに陥り、９０年上半期の成長率はマイナス３．３％、

失業率は５．３％（８９年３．４％）に達した。また賃金のインデクセーショ

ンの廃止、国営企業の民営化、公務員の人員削減等が実施に移されるとともに

労働組合を中心に強い反対運動が起こり、ストライキの頻発を招いた。 
 このような情勢の中で、政府は６月末新工業及び通商政策を打ち出した。こ

の政策は工業生産の活性化と自由化政策の基本方針を明らかにしたもので、工

業生産構造を近代化、再編成し、技術の向上による生産性の向上と品質の国際
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基準への到達を図るとともに、関税を段階的に引き下げ、補助を撤廃し、国際

競争力の強化を図るとし、結果として、生活水準の向上が期待されるとしたも

のであった。この政策は、その後のブラジル経済の徹底した自由化の嚆矢とな

るものとして極めて重要な意義を持つものであった。 
 農業においては８９/９０年度の農業生産の成長が突然停止し、穀類の生産は

約５，６１０万トン、前年度の７９％と大幅減産見通しとなり、農業生産者の

困難をもたらすのみでなく、インフレの再燃や貿易収支の不調の大きな要因と

なることが危惧された。農業生産の不振の原因は、まず、悪天候にあった。９

０年は中央南部地方を中心に天候が異常で、前年の１１月から９０年１月初め

まではほとんど毎日雨が降り続いたが、その後はパタッと止み、２月上旬まで

一滴も落ちなかった。通常ベラニコの期間は１週間乃至１０日間とされたが、

９０年のベラニコは４０日間にも及んだ。大豆などは開花阻害が起こり、生育

が妨げられた。また農業生産の不振は、天候異変のみでなく、８９年半ばから

の大豆を中心とした価格の急落、経済情勢の悪化に伴う農業融資の削減、更に

は８８年以降の国内市場の自由化政策による政府支持の後退、８９年の為替レ

ートの固定等が重要な要因をなした。政府は事態を重く見て、これに対する対

策と中長期的な政策について検討を急いだ。 
 このため、政府は６月、次期農業融資財源の確保を目的に農産物販売融資を

大幅にカットし、各銀行の当座預金残高の農業融資義務枠の一部を中央銀行に

預託する措置をとった。また、中長期的政策については、国会において審議中

であった新憲法に基づく農業法案に盛られた、農業政策の方向と基準をも考慮

しつつ検討を続けた。 
 その結果８月１５日に至り、新農業政策を発表し、自由開放政策を指向する

政府方針に即応した農業部門の政策を明らかにした。この政策は従来の惰性的

な農業前線拡大による農業生産増大のモデルを生産性の向上による生産拡大の

モデルに改めることにより、国内食糧の自給体制を確立するとともに、国際市

場における競争力の強化を図るというものであった。 
 このため短期的には９０/９１年度の作付けに対する農業融資資金量を４，５

００億クルゼイロ（約５２億ドル）とし、うち３，５００億クルゼイロを営農

融資に充当する。最低保証価格及びＶＢＣを現実に即し大幅に改訂し、同時に

価格に地域別価格差を設け、奥地方の単位重量当たり輸送コストの高い穀類は

輸出港や消費地までの輸送コストを差し引き、地域の特性に即した農業生産の

方向付けと財政負担の軽減を図ることとし、対象品目を従来の４１品目から１

０品目とする。国家資金及び民間銀行の農業融資義務枠の資金を原資とする農

業融資については、従来の実質金利１２％を９％に引き下げる。ポーパンサル

ーラル資金の三分の一は実質金利１２％とする。 
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 中長期政策としては、生産資材の輸入関税を引き下げ、うち機械については

２５％に引き下げる。ＢＮＤ－ＥＳ（経済社会開発銀行）、ＦＩＮＡＭＥ（工業

特別融資資金）を農業部門でも利用出来るようにする。協力計画（ＰＲＯＤＥ

ＣＥＲ）、灌漑計画（ＰＲＯＦＩＲ）等の資金として９０年度に２７０億クルゼ

イロを解除する。国家農業開発計画及びアグロインダストリー開発計画への世

銀融資資金を解除する。等であった。 
 協力事業は惰性的な開発前線拡大と異なり地域の特性と調和した生産性の高

い食糧生産の開発事業として新農業政策の趣旨に合致するものとされ、中長期

的政策の中に位置付けられ資金措置が講じられた。 
 これに先立ち、次期協力事業については、先の計画打ち合わせ調査団訪伯の

際伯側が説明した通り、７月末伯中銀は１９８３年３月以降外国の公的機関又

はその保証のもとに契約された債務は支払いを中銀の集中管理から除外するこ

ととなり、協力事業に係る債務の支払いは延滞損害金を除き再開され、正常化

した。これに伴い日本側は本格事業補完事業にかかる資金の供与を再開すると

ともに、次期新規事業の最大の障害となっていた問題も一応解決した。 
 ブラジルでは、この頃新政権発足直後の経済的混乱が漸く落ち着いて来たこ

と、１９９１年度連邦予算編成法が国会を通過したこと等から次期新規事業計

画の伯側案の見直しが進み、試験的事業については８月初め見直し修正案を日

本側に提出した。また７月末来伯したＩＭＦミッションとの債務交渉も８月末

大筋合意に至り、９０年１０月から９２年２月までの１７ヶ月に２０億ドルの

スタンド・バイ・クレジットを供与する仮趣意書の署名を行なった。伯側は前

述の新農業政策の発表や債務問題の解決と相俟って、次期新規事業並びに本格

事業補完事業等についての懸案事項の協議の条件は整ったとして、日本側に調

査団の早期派遣を要請してきた。 
 日本側では従来どおり前向きに協力する方針のもとに、次期試験的事業の伯

側見直し案等により残された問題点の検討を続けていたが、伯側は１１月の即

位の礼に大統領の訪日が予定されたことから、その際何らかの取り極めが出来

るよう日本側の速やかな対応を求めてきた。日本側としては、協議に先立ち国

内関係者との調整を図る必要もあり、未提出の次期本格事業の伯側見直し案の

提出を求めるとともに、次期試験的事業の伯側見直し案で明らかにされていな

かった懸案事項の融資スキーム、資金負担割合、リレンデイングの可否等につ

き伯側の考え方の説明を求め、それらを踏まえたうえで調査団を派遣すること

とし、派遣を１０月下旬もしくは１１月上旬に予定した。伯側は日本側の要請

に応えて本格事業見直し案を提出したが、試験的事業の見直し案とほぼ同様で、

懸案事項についても従来の伯側の主張とほぼ同様であった。日本側は予定通り

１０月末から１１月初めにかけ、政府、国際協力事業団及び海外経済協力基金
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関係者による調査団を派遣し、伯側関係者との間で懸案事項を中心に協議を行

なった。協議結果の概要は次のとおりであった。 
１）協力の前提について   

   伯側は次期協力事業がブラジルの農業開発分野においてトッププライオ

リティーであることを表明した。コロール大統領も次期事業に強い関心を

示し、農務大臣に努力するよう指示しているとのことであった。農務大臣

は次期事業はセラード地帯の農業開発を促進し、食糧増産のみならず、ブ

ラジルの中部に開拓者を入植させ、アマゾン地帯を開発から保護する上で

も重要で、全面的、最大限の支援を行なうと言明した。なお、日本側は第

１段階、第２段階にかかる延滞損害金が支払われない限り協定の締結は困

難であるとしたのに対し、伯側は出来る限り早く支払うよう最善の努力を

払う旨表明した。 
２）懸案事項について 

   解決を要する最も重要な問題は資金の負担割合であった。日本側はこれ

までの協力事業の日伯５０：５０の原則を大きく崩すことは共同事業の建

前から到底受け入れられないとして伯側の譲歩を求めた。しかし伯側は現

在財政支出の削減、金融の引き締めが至上命令となっているとし、従来か

らの日伯８５：１５（インフラ整備を含めると５０：５０となるという。）

の主張を繰り返し、インフラ整備の経費を州から農協に移すメカニズムも

検討しているとした。協議の途中で伯側は日本側７５：伯側政府の財政負

担１５を含む２５の提案を示したが、依然均衡ある負担に大きな隔たりが

あり、日本側は受け入れられないとするとともに、日本側としても対案を

示すこととし、関係者の間で調整を図った。調整は難航したが結局次期試

験的事業の負担割合を次の条件のもとに日本側６０：伯側４０（政府負担

３０）とすることで調整が纏まり、その旨伯側に提案した。その際の条件

は、総事業費の２０％程度に相当するインフラ整備費を政府が負担するこ

とと、この負担割合はいかなる意味においても次期本格事業の負担割合に

影響を及ぼさないことであった。伯側はこの案を受け入れ、提案どおり決

着した。 
   次の重要な問題はリレンディングの問題であったが、双方の立場が真っ

向から対立し、合意することが出来なかった。伯側の立場は、新経済政策

の基本方針は財政及び通貨の引き締めであり、通貨の拡張要因となるリレ

ンディングは一切認められない。従ってインフレが撲滅されるまでの間、

短期的には何の方策もありえない。しかし次期新規事業が実際にディスバ

ースされるのは１年先であることから、その頃には状況の変化も考えられ

る。従って近い将来中銀でリレンディングの検討が開始される可能性があ
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ると考えられているようでもあった。これに対し日本側の立場は、伯側の

困難な状況は理解するも国際協力事業団の開発投融資は本邦法人を支援す

るという性格のもので民間銀行団の参加は不可欠で、仮にリレンディング

が不可能となれば事業自体の遂行に支障を来たす恐れがあるとするもので

あった。 
   なお、懸案となっていた融資スキームの日本側資金の借受者の問題につ

いては、伯側は連邦政府とすることを提案したので、日本側はこれを検討

することとした。 
３）次期試験的事業のその他の問題について 

   次期試験的事業のその他の問題については次のとおり合意した。保留地

を除く事業面積の実面積を４万ヘクタールとし、２農協、入植農家１２０

戸、１戸当たり３２０ヘクタールとする。総事業費は基礎２次調査で算出

した２３４億円を上限とする。事業実施期間は５年間とする。事業参加者

に対する融資条件は事業の試験性に鑑み他の農業制度金融より十分優遇し

たものにする。農業開発会社は事業実施の中核機関として事業推進に必要

な任務を果たすものとする。 
   また日本側は農業開発会社の運営財源として融資監督手数料（契約期間

中融資残高の１％を政府が支払う）、営農計画手数料（農家に対する貸し付

け実行時融資総額の２％を農家から徴収）、入植農家に対する営農技術指導

手数料（貸付翌年から５年次までの間契約により土地融資を除く固定、半

固定資本に対する融資残高の２％を農家から徴収）、参加農協との契約によ

る入植地建設基本計画作成手数料（土地代融資に含めて徴収）を確保する

ことを提案し、伯側はこれを検討することとした。 
   なお、環境政策との関連について、これまでの協力事業は環境に悪影響

を及ぼすことはなかったが、次期事業においては環境へのインパクト調査

報告書（ＲＩＭＡ）を作成し、これを大統領府環境局（ＩＢＡＭＡ）に提

出し、承認を得ることとした。 
   その他双方は基礎２次調査とは別に、事業計画作成のための日伯合同調

査を１２月に実施することに合意した。 
４）次期本格事業について 

   日本側は次期本格事業の検討において、伯政府が円借款対象事業に係る

返済滞納を解消するための必要な措置をとることが重要であるとした。ま

た、伯政府は次期本格事業に関する計画調査（Ｆ/Ｓ）報告書を作成し、早

急に提出することを表明した。 
５）農家のベラニコ災害救援対策について 

   伯側は８９/９０年度の農業生産がベラニコにより大きな被害を受け、多
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くの農家が営農資金の返済が困難となった事態を重く見て、これに対する

救援対策として、全伯で約１千億クルゼーロにのぼると予想される支払不

能額について、支払繰延べ措置をとる予定であり、また、プロアグロの適

用、農村保険（ミナス・ジェライス州のみ）の適用、ベラニコ被害による

収入減の農協を対象とした新クレジットを実施すると説明した。 
 
（３）次期試験的事業の事業計画作成のための日伯合同調査の実施 
 ブラジルでは１１月初め総選挙が行なわれ、政府与党が過半数を制すること

は出来なかったが、コロール支持と見られる勢力が上下両院でかなりの数を占

めたため、コロール政権の政策は一応支持を得た。コロール大統領は１１月即

位の礼に参列のため訪日し、海部総理（当時）と首脳会談を行い、農業開発協

力の推進に合意した。他方、国内のインフレは、州政府や市政府が封鎖の対象

外であったことや民間の封鎖預金の合法的解除が進み、９月頃から再び上昇を

始め１２月には月間１９％に達し、コロール政権は苦しい立場に立つこととな

った。また、債権銀行団とのリスケ交渉も１０月頃より始められたが、８９年

７月以来の利払停止による延滞利息を巡り、伯側は支払能力の範囲内で返済を

行うというゼリア蔵相の対決姿勢を崩さず、銀行団の主張と対立したまま年末

に打ち切られた。ＩＭＦのスタンド・バイ・クレジットも実行されなかった。 
 このように情勢は厳しいものがあったが、日本側は先の調査団訪伯の際合意

したとおり１２月、残された問題の協議と事業計画作成のための日伯合同調査

のため、政府関係者及びコンサルタントによる調査団を派遣した。調査結果の

概要は次のとおりであった。 
１）協議について 
  前回の協議で残された問題のうち重要なものは農業開発会社の運営財源

の確保問題であった。日本側は前回提案した融資監督手数料、営農計画作

成手数料、技術指導手数料、入植地建設基本計画作成手数料及びＲＩＭＡ

作成料について重ねて必要性を強調した。伯側は融資監督手数料について

は支払方法や料率は別途検討したいが、農業開発会社への支払は行う旨約

束した。またその手数料は日本側提案のとおり合意した。 
   その他延滞債務問題、融資スキーム、末端融資金利等については引き続

き外交ルートを通じて協議することとなった。 
なお、重要な懸案事項の解決に伴って、日本側は合意議事録の草案を作

成し、次に述べる事業計画の報告書案とともに９１年３月頃協議を行なう

ことを提案し合意した。 
２）事業計画作成のための合同調査について 

   この調査は、８９年に行なった基礎２次調査と別に、その後の政権交代
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や経済情勢の変化を踏まえ改めて詳細な事業計画を作成し、これにより事業

実施の可能性、妥当性を検討したものであった。なおこの調査は、合同調査

においては必要なデータの蒐集、現地調査を行い、これに基づき 日本側が

報告書を作成し伯側と調整する方法をとった。 
  計画の作成に当たっては、前提として、次期試験的事業は環境保全に配慮

して農業開発を進め、灌漑の導入により生産性の向上と経営の安定を図り、

アグロインダストリーを組み込んで効率的な生産システムを構築し、政府の

新農業政策に合致した開発事業とすることにした。また実施地域が低緯度地

域に位置し、高温で乾期が厳しく、ベラニコの危険もある等自然条件が格段

に厳しく、その上消費地からの距離が遠く輸送コストもかかる等社会的条件

も不利であるため、これらの条件に適応した技術の開発、生産性の高い作付

け体系の導入、経営の高度化、流通の合理化等に十分配慮することとした。 
  事業の枠組みについては、事業実施州はこれまでの協議で合意したとおり、

マラニヨン、トカチンス州とし、実施地区は自然条件の異なる代表的な２地

区とし、マラニヨン州はバルサス市周辺、トカチンス州はポルトナショナル

市周辺とした。また開発規模は実利用面積４万ヘクタール、保留地率５０％

として約８万ヘクタールとした。 
  開発方式は、第２段階と同様、指導入植によるプロジェクト方式とし、入

植農家は１地区当たり６０戸、２地区、２農協、１２０戸とし、１戸当たり

実利用面積は３２０ヘクタール、うち灌漑面積が５０ヘクタールとした。事

業の実施は第２段階に準じ，５年間に両国政府の支援のもとに農業開発会社

が実施の中核となり、関係機関、参加農協とともに入植農家に対する必要な

技術的、資金的、経営的支援を機能的、集中的に行い、これら支援を受けて

入植農家が生産活動を行なうこととした。資金的支援は、従来と同様、特別

プログラムによる融資の方法を踏襲したが、資金の負担割合は日伯６０：４

０とし、融資条件の実質金利は年６％とした。なお、リレンディングは従来

同様行なわれるものとした。 
 このような前提に基づき、具体的な事業計画として、詳細な用地配分計画、

基盤整備計画、営農計画、農協・アグロインダストリー計画、農業開発会社事

業計画を作成した。これら計画のうち用地配分計画は、１地区当たり４０，０

００ヘクタールのうち入植用地１９，２００ヘクタール、組合施設用地３２０

ヘクタール、道路等４８０ヘクタールとし、保留地は２０，０００ヘクタール

とした。営農計画においては、１戸当たり３２０ヘクタールのうち、短期作物

３００ヘクタール、永年作物１５ヘクタール、住宅用地５ヘクタールとした。

灌漑はピポットセントラルによることとした。栽培作物は短期作では大豆、陸

稲、とうもろこし（灌漑作では大豆、陸稲、とうもろこし、フェジョン）、永年
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作ではカシューとした。生産性は大豆１年目１．５トン、２年目１．８トン、

３年目２．０トン、生産安定時２．４トンとした。聴き取り調査等による価格

を前提に農家の経営試算を行なった結果、内部収益率（２０年間）は８．１～

８．３％、黒字転換年度は１４年目であった。また農協・アグロインダストリ

ー計画では、農協は営農指導や流通合理化事業のほか、精米加工、カシュー実

加工、石灰生産等のアグロインダストリー事業を行うこととし，経営試算の結

果では内部収益率は１２．３％、黒字転換年度は３年目であった。 
 以上の事業計画による２事業地区の総事業費は２０１億８，４００万円（予

備費１５％を含む）、約１億５，３００万ドルであった。また２０年間の内部収

益率は９．６％で、基礎２次調査の結果をやや上回った。この値は一般に高い

ものではなかったが、フロンティアの農業開発としては、将来の技術の改良を

も予想し、開発の可能性と妥当性は十分に認められた。 
 
２、第３段階試験的事業の具体的枠組みの合意と本格事業計画調査報告書の提

出 
（１）第３段階試験的事業の合意議事録案の合意 
 既述のとおり９０年９月頃より上昇を始めた物価は９１年に入ると月間２

０％を超え、このまま放置する場合は悪性化してゆく情勢となったため、政府

は１月末コロールプランの新段階コロールプランⅡを発表した。これは物価を

１月３０日現在で無期限に凍結し、通貨価値修正制度を全面的に廃止し、これ

に代えて中銀の設定する新たな指標を賃金、預貯金、税金等の基準とし、オー

バーナイトを廃止して新に社会振興基金を設け投資の対象とすることや２月の

給料、家賃等を過去１２ヶ月の平均実質額を基準にして調整、凍結する等であ

った。 
 ９０年の成長率はコロールプランによる全面的リセッションに伴いマイナス

４．４％に落ち、農業部門もマイナス４．６％となった。貿易収支も輸入の自

由化に伴い１０７億ドルと８８年に達成した１９２億ドルのほぼ半分に減少し

た。大統領は政権担当１年を迎えた３月１４日今後４年間の基本政策となる国

家再建計画を発表し、今後は国民の合意の下にインフレを克服しつつ，小さな

政府を目指して贅肉を削り、民間主体で経済各部門の近代化を推進する決意を

表明した。このような緊迫した情勢の中で、日本側は前年末の調査で合意した

とおり、日本側で作成した合意議事録案及び日伯合同事業計画書案の協議のた

め３月初め政府関係者による調査団を派遣した。 
 協議においては日本側は、協力の前提として、延滞金および延滞損害金の支

払、リレンディングについて重ねて伯側の努力を要請したが、伯側は出来る限

り解決に努力する旨従来からの姿勢を維持するに止まった。合意議事録案及び
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合同事業計画書案については、伯側は日本側案に実質的な修正を加えることも

なく受け入れた。 
 合意議事録案は、第２段階の合意議事録に準拠し、これまでの協議と合同事

業計画書案に基づき、第３段階において行なわれる試験的事業の具体的枠組み

を取り決めたもので、全体で５項目より成るものであった。 
 第１項は、従来と同様、協力事業の意義（目的）を掲げ、第２項で事業の内

容を次のように定めている。事業実施州はマラニヨン及びトカチンス州で事業

面積規模は保留地を除く５万ヘクタール、栽培作物は基幹作物の大豆、とうも

ろこし、陸稲等がカシュー等と合理的に組み合わされる。事業資金の総額は２

０１億８４百万円で、国際協力事業団等（日本側）及びブラジル連邦共和国政

府等（ブラジル側）から賄われる。負担割合は日本側６０％（１２１億１０百

万円）、ブラジル側４０％（３０％はブラジル連邦政府、１０％は融資代行機関

及び事業参加者）である。（融資代行機関とは事業参加者に融資を代行する金融

機関、事業参加者とは試験的事業に参加する農業生産者、農協、関連する企業

等）。日本側負担資金はブラジル連邦政府経済大蔵企画省に対し供与される。ブ

ラジル連邦共和国農務農地改革省及び経済大蔵企画省は事業参加者の資金需要

に応ずるために融資の基準を定めた特別プログラムを作成公表し、その作成に

おいて農業開発会社が協力する。ブラジル連邦共和国経済大蔵企画省は試験的

事業のために「第３段階試験的事業勘定」を形成し、融資代行機関を通じて事

業参加者に対し資金を供与する。事業参加者に対する資金の貸付条件は、この

事業の試験性及び日本側からの融資条件を考慮してブラジルにおける他の農業

制度金融に比し十分優遇したものとする。ブラジル連邦共和国政府は従来と同

様日本側供与資金にかかる、起こり得べき為替差損を負担する責任を持ち、ま

た日本側からの資金の元本、利息、約定手数料等については税金及び手数料が

免除される。 
 第３項は、第２段階と同様ブラジル連邦共和国農務農地改革省及び農業開発

会社の役割を定め、農業開発会社の運営財源として融資監督手数料のブラジル

農務農地改革省からの徴収、その他の事業の推進に必要な手数料の事業参加者

からの徴収を定めている。 
 第４項は、第２段階と同様、基幹的インフラストラクチャーの整備について

定め、ブラジル連邦共和国政府は必要な基幹的インフラストラクチャーを連邦、

州、市を通じて整備すること、整備に必要な資金は試験的事業資金総額の２０％

を下らない金額を前記のブラジル側負担額とは別に連邦政府及び州政府が負担

することとする。 
 第５項は、プロジェクト契約及び貸付契約について規定し、この合意議事録

の具体化のため日本及びブラジル関係者の間のプロジェクト契約及び日本側と
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ブラジル経済大蔵企画省との間の貸付契約を締結することとする。なお日本側

ではこのプロジェクト契約についても第２段階に準じてドラフトを作成し伯側

に提示し、伯側の検討に供した。 
 第３段階試験的事業の具体的枠組みは、ブラジル経済、財政の緊迫や制度の

変化等によって協議が難航したが、両国関係者の熱意と粘り強い努力の結果、

比較的短期間に合意を見るに至った。合意議事録案は、これまでの協力事業の

それを踏襲しながら実施地域や栽培作物、事業資金の負担割合、融資スキーム、

基幹的インフラストラクチャーの整備等について地域の特性や、ブラジル経済、

財政の実情等に応じた配慮、修正が行なわれているが、基本的には、両国の共

同事業としての性格を維持したものということが出来る。合意議事録案の合意

により協力の前提条件をなす延滞金及び延滞損害金の支払及びリレンディング

の問題の解決をまって合意議事録の署名を行い、続いてプロジェクト契約及び

貸付契約を締結し、事業を開始することとなった。 
 
（２）延滞債務問題の解決とリレンディング代替案の提出 
 ９１年１月末のコロールプランⅡによる物価の凍結は４月頃までインフレ率

を当時許容限度とされた月間７～８％に抑制したに過ぎなかった。５月初めに

はハイパーインフレ退治と国際金融界との対決姿勢のブラジル版ジャンヌダル

クといわれたゼリア経済相がインフレ対策の失敗を理由に辞任した。後任には

元駐米大使モレイラ氏が就任し、その誠実な人柄と外債問題にも関与の経験の

ある適材として国の内外から好感を持って迎えられた。 
 モレイラ経済相は引き続き金融の引き締めと税制改革、民営化、自由化等イ

ンフレの抑制とリセッションからの脱出を図る一方、対外的には外国債権団と

の交渉をまとめ協調を取り戻すことに努力を集中した。しかしインフレ率は凍

結の一部解除とともに再び上向きとなり１０月頃には月間２０％にも達し、銀

行ストが激しくなり、公共赤字の削減も十分に進まず、民営化も実施を見たの

はウジミナスのみに止まる状況で、景気後退が著しくなり、９１年の成長率は

わずか１％に止まった。対外債務の面では９月に１５％の為替の切り下げを行

なったにも拘わらず工業製品の輸出の不振、農産物輸出の減少等によって貿易

黒字は前年並みの１０６億ドルに止まった。 
 この間農業は緊縮政策のもとで農業融資の不足、遅延、最低保証価格の地域

別設定等により深刻な影響を受け、９０/９１年度の穀類の生産は南部地域の旱

魃もあって不作の８９/９０年度並みの約５，６００万トンに止まった。そのた

め穀類輸入は約６５０万トン、金額で１３億ドルにも上った。農家はこのよう

な不作に加えて価格の低迷と金利負担の増大の狭間にあって収益性の低下に苦

しみ、農協も資金繰りの悪化等の影響を受けた。政府はこのような事態は基本
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的には農業部門も政府の進める自由開放政策の枠内においたことに起因すると

の認識のもとに一部農業保護の政策を優先し、７月、１０月及び９２年３月の

３回にわたって振興策を講じた。１０月のパコッテにおいては農業融資の追加、

地域別最低保証価格の画一化、ポーパンサルーラル資金を原資とする融資の実

質金利の１８％から１２．５％への引き下げ、零細、小農家に対する債務の現

物換算による返済方法の採用等を行なった。 
 また政府は、大統領府地域開発庁において、リオドーセ社や関係機関ととも

に北部セラード地帯の開発を促進するため「北部輸出回廊」計画を検討してい

たが、９月、その一部を発足させた。この計画は北部セラード地帯（マラニヨ

ン州南部、トカチンス州東北部、ピアウイ州南西部）で大豆等穀類の生産を増

進し、国内供給とともに余剰品をカラジャス鉄道、南北鉄道を通じて搬出する

もので、前年、農務、経済、インフラ各大臣がコロール大統領に提案した中央

ブラジル開発計画の一環をなすと見られ、協力事業第３段階試験的事業を包含

するものであった。 
 他方、債務問題については、４月に民間銀行団との間で前年末交渉を中断し

た遅延金利の支払いについて合意が成立し、支払が開始されたのを受けて９月

以降元本の一部カットを含むブレディ型リスケを指向し始め、元本の削減交渉

が続けられ、ある程度進展を見たものの決着は次年度に持ち越された。ＩＭＦ

との交渉も９月から再開され、１２月再度趣意書を提出しスタンド・バイ・ク

レジットの供与を要請した。またモレイラ経済相は国際金融界との関係正常化

とともに９月には訪日し、海外経済協力基金に対する滞納金を一括返済し、当

時の通称中曽根ファンド４案件の融資契約に調印した。 
 このような情勢の変化の中で、伯政府の協力事業関係者は次期試験的事業の

合意議議事録の署名を急ぎ、その前提条件の解決に鋭意努力した。 
 前提条件のうちでは、延滞債務問題よりもリレンディング問題が困難とされ、

農務省や経済省の一部関係者はリレンディングに特例を設けることを主張し、

これにより試験的事業が実施した場合には、事業の成果のみならず各方面に影

響するところが大であり、メリットは全般的立場から判断すべきであるとした。

これに対し中銀はリレンディングは既に多くの要請が出されており、その中で

特例を設けることは不可能であるとした。９月にはカブレラ農相がモレイラ経

済相に対し特例措置を要請したのに対し、経済相はリレンディングの措置は進

行中の民間銀行団との債務交渉の結果により考慮すべきものとの回答があった

との事であった。９月の経済相の訪日の際、海外経済協力基金への延滞債務の

返済は行なわれても協力事業の延滞債務の返済をみなかったものの、協力事業

は延滞債務とリレンディング問題の同時解決が必要との判断によるものであっ

た。結局この問題は８１年度中には解決を見るに至らず、従って合意議事録案
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の署名も次年度に持ち越された。 
 ９２年に入りモレイラ経済相の強力な緊縮政策、開放政策により、インフレ

は年央までやや沈静化の傾向であったが、それ以降は再び上昇傾向を示すよう

になった。それとともに不況は大統領の弾劾に伴う政治的混乱と相俟って深刻

となり、大企業は赤字に転落し、過去２０年間の最悪といわれた。スタグレー

ションの様相は一層深まり、９２年の成長率はマイナス０．５％となった。 
 この間農業部門では９１/９２年度の穀類の生産は好天に恵まれ、前年の振興

策の効果もあって８８/８９年度に次ぐ約６，８００万トンを記録し、特にとう

もろこしの生産は３，０００万トンと史上最大の規模に達した。農業は国民食

糧の確保、輸出の拡大、インフレの抑制に大きく寄与した。農家の経営もある

程度の改善をもたらしたが、方策の要因は好天によるところが多く、営農資金

は依然不足し、その確保は多くの農家が近年の不況により債務が固定化してい

ただけに容易でなく、金利負担の増大を招いた。また農産物の価格もやや好転

したもののインフレ率の上昇に及ばず、その格差は前年からの２年間に３割に

も達し、多くの農家は経営の大きな改善を図ることが出来なかった。政府は９

２/９３年度の作付けについて営農融資財源の確保措置を講ずるとともに、とう

もろこしの在庫を避ける為保証価格を引き下げた。 
 一方対外債務については、モレイラ経済相の誠実な人柄と熱意により好調に

進展し、９２年１月、ＩＭＦが前年末に提出した趣意書を承認し、期間１年半

のスタンド・バイ・クレジット２１億ドル供与の協定が成立し、次いで２月に

はパリクラブでリスケの基本協定に合意した。このパリクラブの合意によって、

議会の承認を経て二国間交渉に移り、延滞債務問題についても交渉が行われる

こととなるので、合意議事録案署名の前提条件の一つは実質的に解決されるこ

ととなった。 
 残る問題はリレンディングのみとなり、解決が急がれたが、３月訪伯した対

伯経済協力総合調査団がモレイラ経済相に対し、この問題の考え方を質したの

に対し、同相は伯側の考え方は明白であり、協力事業には最大限のプライオリ

ティーをおいているが、リレンディングの問題については既に方針を決定済み

であり、政策全般に係る問題であるので議論を繰り返すつもりはない、他の方

法であればいかなる方法であれ検討するにやぶさかでないとし、伯側のリレン

ディングの問題に対する否定的態度の堅いことを窺わせた。従って日本側とし

ては、打開策として融資を国際協力事業団の単独融資とすることをも含め検討

せざるを得なかった。 
 このような状況の中で、他方前年末繰越となっていた民間銀行団とのブレデ

ィ型リスケ交渉は、粘り強い関係者の努力によって７月初め決着し、基本合意

が成立した。このブレディ型リスケは、対象が旧中長期債権元本３４０億ドル
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と８８年リスケ協定時保留されたニューマネー４０億ドルの合計３８０億ドル

で、これらを期間最長３０年の６種類のボンドに転換するもので、代表的なも

のは額面金額を３５％カットする元本削減債、額面をそのままにして金利条件

を市場相場により安くする金利減免債等であった。 
 民間銀行団との基本合意の成立によってリレンディングについても、これま

で伯側が繰り返してきた民間銀行団との交渉中は検討出来ない旨の主張の根拠

がなくなり、検討を始める環境が整ってきた。伯側は９月半ば駐伯日本大使宛

て書翰を送り、先の経済協力総合調査団に対してモレイラ経済相が検討を約束

したリレンディングの代替案であるとして、リレンディングの伯側提案を提出

した。 
 その骨子は、これまでの協力事業で締結された民間銀行融資契約の期間を延

長し、未使用資金残高及び今後支払われる返済金を従来の条件又はよりよい条

件で使用するというもので、延長する場合でも対象となる資金はボンド化交渉

の対象となる債権に該当することに変わりは無いので、この提案の延長スキー

ムはボンド化実行日までに実施される必要があるとした。当時民間銀行との債

務交渉の予定は、１０月タームシート合意、９３年２月上旬協定署名、１ヵ月

後債権のボンド転換となっていた。従ってこのスキームは９３年１月中に終わ

る必要があった。具体的手続きは、１）融資契約の期間延長を行う、２）対象

資金は中銀特別勘定にある未使用額及び今後の返済額とする（当時未使用額約

２，６８７百万円）、３）期間延長と同時に伯国内でそれに見合う金額の第３段

階に関する特別勘定を創設する。４）債権のボンド化を行なう、５）この勘定

の資金を国際協力事業団の資金のディスバースに併せて第３段階の民間銀行融

資分に該当する資金を伯政府が責任を持ってディスバースする、６）民間銀行

はディスバースされる資金を関係資金としてモニタリングするという案であっ

た。これまでの協力事業の民間融資残高を第３段階に振り向けることにより、

リレンディングの新規承認を回避し、同時に民間銀行団も債権のボンド化によ

り不利にならないようにしたものであった。 
 この提案を受けて民間銀行団（当時の幹事銀行日本長期信用銀行）では鋭意

検討したが、ボンド化の例外ではないとしてもリスケ交渉が大詰めを迎えてい

る現在、リスケ債権の内容を変えることはＢＡＣ（銀行諮問委員会）の了解取

り付けが必要ではないか、また契約の使途変更にもなるので延長契約でなく再

契約が必要ではないか、契約を修正する場合債権者全員の同意が必要であるが、

債権者の中には米有力銀行に債権を売却したものもあり日本国内で解決出来な

い問題もある。新たな貸付条件を設定する場合には外国債権銀行から債権者平

等の原則に反する等の苦情は無いか等種々な問題があった。これらに対し伯側

は、ＢＡＣとの関係は、このスキームが債務交渉の大枠を変化させるものでは
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ないので了解を取り付ける必要は無い等説明し、銀行団の間で協議が続けられ

た。両者とも何とかして第３段階に必要な民間銀行の協調融資を可能にしたい

という熱意はあったものの、両者の主張は堅く、協議は容易に進展せず、決着

は９３年に持ち越した。 
 この間９２年９月、大統領は弾劾により休職、１２月辞任し、イタマル副大

統領が大統領となった。また、国内経済の再建と国際金融界との関係正常化に

多くの成果を収めたモレイラ経済相も９２年９月自らの意思で辞任した。 
 
（３）伯政府による次期本格事業の計画調査（Ｆ/Ｓ）の実施と報告書の提出 
  一方、次期本格事業については、伯農務省が農業開発会社の協力のもとに

計画調査を実施し、９１年３月その報告書を提出した。その概要は次のとお

りであった。 
１）計画の基本構想     
ⅰ）目的     

   基本的には地域農業の生産性向上と効率化を図るため近代的な企業的中

型農家の育成を促進する。 
ⅱ）目標    

   ３箇所の指導入植事業と３箇所の統合された開発拠点の充実強化計画を

５カ年間で実施する。 
ⅲ）対象州と実利用面積 

   マットグロッソ、バイア、ピアウイ、ミナス・ジェライス、ゴヤス、南

マットグロッソ州の６州とし、その実利用面積は１２万ヘクタールとする。 
ⅳ）直接受益者戸数 

   指導入植事業１８０戸、既存農家の充実事業３００戸。 
２）事業計画 
ⅰ）指導入植事業 

   これまでの入植事業の方式を踏襲し、この事業に６０，０００ヘクター

ルを当て、１事業地の実利用面積を２０，０００ヘクタールとし、１戸当

たり平均面積を３２５ヘクタールとする。栽培作物は大豆、とうもろこし、

陸稲等の穀類のほか、柑橘、ゴム、果樹等とする。 
ⅱ）既存農家の充実事業 

   この事業に実利用面積６万ヘクタールを当て、２００戸は平均面積２６

０ヘクタール、残りの１００戸は１００ヘクタールとする。開発地域、農

家、農協を一定の基準により選考し、農協及び農家の協力のもとに総合的

な開発案を策定する。これに基づき農家は十分な土地改良、技術の導入、

農機具の整備、灌漑、電化、土壌保全等を行なう。栽培作物は大豆等穀類
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のほか、柑橘、コーヒー、ゴム、果樹等とし多様化を図る。農協は、サイ

ロ、倉庫、種子精選工場等の施設を建設し、地域の生産、流通を支援する。

また生産物の加工及び資材（石灰）の生産を行なうアグロインダストリー

の設置を考慮する。 
３）地域の選考 

   バイア、マットグロッソ及びピアウイ州では第２段階協力事業の波及効

果がなお十分でない事業地区周辺の中から選考する。これに対しミナス・

ジェライス、南マットグロッソ及びゴヤス州では、これまでの事業の影響

がまったく及んでいない地区の中から選考する。 
４）推進作業 
ⅰ）土地取得 

   指導入植事業のみ既往の協力事業の方法を踏襲する。 
ⅱ）技術協力 

   農業開発会社が関係機関の協力のもとに基準を作成し、営農指導、技術

指導を行なう。 
ⅲ）融資スキーム 

   第２段階協力事業の方式を踏襲する。 
ⅳ）インフラストラクチャーの整備 

   農協の各種共同利用施設は第３段階資金により農協が整備する。基幹的

インフラは連邦政府、州政府、又は市・郡の責任により整備する。 
５）調整 

   従来同様農業開発会社が政府の全面的調整のもとに行なう。 
６）総事業費 

   ５０２百万円（入植事業１９７百万円、充実強化事業２１３百万円、イ

ンフラ整備４７百万円、予備費４５百万円） 
７）内部収益率 

   指導入植モデル    １０．７４％ 
   充実強化モデル 
    大型農家      ２１．１１％ 
    小型農家      ２１．９８％ 
 このように、この計画は、次期試験的事業で除外したピアウイ州のほか、マ

ットグロッソ、バイア州において引き続き指導入植事業を実施し、残りの３州

では小規模農家の再開発事業を行なうというものであった。伯政府の説明によ

ると、この計画はコロール政権の農業政策に合致し、実施の必要性の高いもの

であるとのことであったが、従来の協力事業とは若干性格を異にする面があっ

た。計画の内容は十分検討する必要があったが、日本側としては、その前に事
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業実施の前提が今後どのように満たされるのかが最大の問題であった。また国

内的にも第２段階の融資スキームを踏襲出来るか問題があった。このため当時

本格事業補完事業を実施中でもあったので、次期試験的事業の協議の推移を見

ながら検討することとした。 
 
３、農業開発会社の運営 
（１）新規業務の開発と組織の整備 
 農業開発会社は第２段階の終了に伴い、実施中であった両国政府間の次期協

力事業の協議に参画するとともに、その過程で合意された第２段階本格事業の

補完事業に着手したほか、これまで実施した事業のフォローアップ、展示農場

の運営、コンサルタント活動等に従事した。 
 会社では社長をはじめ技術担当取締役の伯側役員は留任したが、日本側役員

は第２段階終了の機会に８９年には南坊副社長に代わって松村慶次郎氏が就任

し、９０年には宇佐美取締役に代わって島田和彦氏が就任した。松村副社長は

外交官として在外経験が長く、島田取締役は商社マンとしてブラジル勤務の経

験が長く、会社にとって何れも適材であった。諮問委員会委員は、伯側では９

１年の農業開発会社定時総会において、ＯＣＢ会長ロベルト・ロドリゲス、ミ

ナス・ジェライス州農務長官アリソン・パウリネリ及びＢＲＡＳＡＧＲＯ社長

ウイルソン・テイセン氏が選出され、強化された。日本側では、日伯農業開発

協力株式会社会長・経団連経済協力委員長春名和雄氏及び日伯農業開発協力株

式会社社長・前国際協力事業団副総裁佐野宏哉氏が就任し、農業団体代表とし

て全国農業協同組合中央会専務理事田本貞行氏が就任した。職員は第２段階事

業の終了に伴う地方事務所の廃止等により減少したが、なお約８０名に上り、

うち基幹的職員は４０名で、そのうち農業技師が参加農協との協定によるもの

を含め約２５名であった。 
 先述のとおり、この頃ブラジルの農業を巡る情勢は、９０年の作柄が近年稀

な不作となったほか、３月に発足したコロール政権が市場経済をベースとした

ドラスティックな経済安定化・構造調整政策を打ち出し、８月にはそれに即応

した農業部門の政府方針を明らかにした新農業政策を発表し、永年優遇されて

きた農業も市場経済のもとで激しい競争にさらされることとなった。農業は、

このようないわば危機的状況に対応し、技術の一層の改良、経営の近代化によ

り生産性を高め、競争力を強化し，市場経済の中で自立する努力が必要となっ

た。 
 協力事業についても、これまで実施してきた地区の充実、強化とともに、次

期事業を一層効率的、効果的に実施することが必要となり、このため農業開発

会社は技術能力の向上、経営指導能力の充実等会社機能の一層の強化が必要と
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なった。また、９０年は展示農場の不作により収入減のほか、第２段階事業の

終了に伴い技術援助手数料収入等が減少したのに加え、コロールプランによる

預金の封鎖に伴う資金繰りの一時的悪化等深刻な問題が生じ、経営の充実、多

角化の必要性が急速に高まった。このような協力事業や農業開発会社を巡る情

勢の急変は、従来から課題となっていた農業開発会社の機能の一層の充実、経

営の多角化による長期的安定性の必要を改めて認識させ、早急な実施を促すも

のとなった。 
 農業開発会社では、従来から関心の高かった灌漑技術の充実のため専門コン

サルタントとの提携の検討を行い、また新技術の習得のため社長の訪日時に日

本における組織培養技術の状況の視察を行い、あるいは自然保護技術の蓄積の

ため保留地の調査を行なうなど技術能力の向上に留意していたが、情勢の急変

とともにこれを強化し、９０年には社内に灌漑部を設け灌漑専門の農業技師を

雇用した。また新技術の習得については、組織培養による種苗の開発研究に着

手することとし、島田取締役がＥＭＢＲＡＰＡ総裁を訪問した際、当時ＥＭＢ

ＲＡＰＡのバイオテクノロジーの第一人者であった松本氏の指導を受けること

となり、研究計画を作成、実施に移すこととなった。このため新に新卒の研究

員を雇用し、ＥＭＡＴＥＬ/ＭＧに無償貸与していたパラカツ地区の試験場の返

還を求め、バイオテクノロジー研究所を開設した。また日伯農業開発協力株式

会社はかねてから農業開発会社に対し新技術の蓄積努力を求めていたが、農業

開発会社の要請に応じ、国際協力事業団に専門家の派遣、研修員の受け入れに

よる協力を要請し、研究に必要な参考図書、資料等を送付し、協力した。 
 日伯農業開発協力株式会社は、このような農業開発会社の経営努力の進展等

に鑑み、９０年度の農業開発会社の定時株主総会において、運営の基本方針を

改めて明確にし、これに即応した組織の改革を図るため、諮問委員会の開催を

要請した。諮問委員会は９１年７月に開催され、審議の結果、運営の基本方針

としては、次期新規事業を一層効率的、効果的に推進するとともに、新たな情

勢に対応して新規業務を開発し、ソフトサービス活動を中心に業務を多角化し、

それに即応した組織の抜本的改革を図り、会社機能の飛躍的充実と、それを通

じた経営の自立、安定を図ることを決定した。その際経営自立の目標としては、

今後５年間に経営自立の基盤を確立し、開発事業以外の業務で必要な一般管理

費を賄い得るようにすることとした。 
 農業開発会社は諮問委員会の決定に即し、当面の業務の重点を新規事業の協

議の促進、及び本格事業補完事業の推進のほか、展示農場の充実、種苗開発研

究の推進、コンサルタント活動の拡充、灌漑技術の充実におき、９１年度の新

規業務の開発においては、種苗開発研究について、研究室の拡張、網室の整備

を進めるとともに、国際協力事業団による専門家の派遣、研修員の受け入れを
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仰ぎ、技術能力の向上を図り、またＥＭＢＲＡＰＡの松本氏の指導のもとにイ

チゴ、カシュー、ランのほかバナナの増殖研究を開始した。また灌漑技術の蓄

積についても、担当技師を増員して充実を図った。 
 また組織の改革については、従来社長に直結していたスーパーインデントを

廃止し、それが担当していた総務、財務部を総務部と財務部に分け、日本側財

務担当取締役が総務財務取締役として統括することとしたほか、種苗開発研究

を総務財務取締役と技術・開発担当取締役の共管とした。また、コロマンデー

ル展示農場を特別会計として区分経理し、本格事業補完事業の推移に応じ地方

事務所の整理を進めることとした。 
 ９２年度においては、４月に諮問委員会が開催され、前年度の実績報告と９

２年度の事業計画を審議し、新規業務の推進等業務の一層の充実を図るととも

に、第３段階開発事業の見通しが定かでなくなったことや、９１年度の決算が

法律により９０年度の追加価値修正を義務づけられたこと等により、損失を計

上したことから、人員、組織の思い切った合理化を図ることを決定した。 
 農業開発会社はこの決定に基づき業務の充実と組織の合理化に努め、種苗開

発研究については、引き続き研究員の国際協力事業団の受け入れ研修を仰ぎ、

研究能力の向上を図るとともに、イチゴ、カシュー、ランのほかバナナの増殖

技術の研究を進め、イチゴは若干の試験出荷を行い、バナナは相当量の出荷が

可能となるに至った。組織の合理化については期末になって不要となった地方

事務所の廃止を決定し、総務、財務部を一本化し総務部長を解約し、技術部門

の人材の再編成等を行なった。 
 また、協力事業開始当時から社長として陣頭指揮に当たったロマノ社長が９

１年に下院議員に繰上げ当選したため、９２年末社長を辞任、代わって協力事

業に参加して多くの実績を収めたパラカツのコペルバップ農協組合長ペレイ

ラ・エミリアーノ氏が選出され就任した。なお松村副社長は８３年の任期満了

とともに退任した。 
 ９３年度においては、危惧された両国政府間の第３段階試験的事業の協議が

進展し、必要に応じて資料を提供する等これに協力するとともに、新規業務の

推進等業務の充実に努めた。種苗開発研究については、研究所の施設の拡充整

備を図るとともに、国際協力事業団による日本での組織培養技術の研修を終了

した３名の研究員を含む１０名の職員によって、バナナ、イチゴ、ラン、カシ

ュー等の培養技術の研究と優良種苗の普及、販売を行った。これによりバナナ

３２品種、イチゴ２５品種、カシュー４品種などの原種を確保し、増殖技術に

良好な成績を収め、９４年からはバナナ苗を中心に本格的な販売を開始する見

通しとなった。また引き続き国際協力事業団に組織培養技術の受け入れ研修の

ほか、灌漑技術についても２名の専門家の受け入れ研修を仰ぎ、業務の充実を
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図った。 
 また１０月の諮問委員会の承認を得て、コンサルタント部門と営業部門を社

長直轄とする機構改革を行なうとともに、第３段階試験的事業の開始を視野に

入れて、新規業務として農業資機材を取り扱う新会社の設立と事業地の土壌分

析等を行う分析センターの設立に向け準備を進めた。 
 ９４年度には第３段階試験的事業のプロジェクト契約及び貸付契約が締結さ

れ、農業開発会社は実施地区の具体的土地選定、参加農協の選考等の実施の準

備を進めるとともに、引き続き新規業務の推進等に努めた。種子開発研究につ

いては研究所の施設の拡充、整備と人員の増強、訓練により増殖技術等の研究

をするとともに、バナナ、イチゴ等の優良種苗の商業ベースでの本格的な販売、

供給を開始した。このようにして第３段階試験的事業が漸く実施に移り、経営

の多角化による充実もかなり進展した。 
 
（２）展示農場の運営とコンサルタント業務   
 農場では引き続き農場長を含む１３名の農業技師、技手が、穀作、コーヒー、

畜産、農業機械、ピポットセントラルの５部門の管理に当たり、生産事業を行

った。従業員は１９９２年現在でオペレーター２０名、運転手１０名、種子精

選工場、コーヒー精選工場等の作業員、牧童、修理工等約６０名、計９０名の

常雇いのほか、一般作業員、臨時雇い月平均約１６０名、合計約２５０名に上

った。  
 穀作部門では、引き続きＥＭＢＲＡＰＡ、ヴィソーザ大学、ＥＰＡＭＩＧ、

ＥＭＧＯＰＡ等と協定を結び、大豆、とうもろこし、小麦、フェジョン等の種

子の生産を行い、また民間会社のＢＡＴＥＣと協定したポテトの種子も生産し

た。８９/９０年度は、セラード地帯の他地域と同様ベラニコの被害を受け、大

豆の作付面積は前期並みの約１，０００ヘクタールであったが，収穫量は約１，

７００トンと前期の７割に止まり、また、とうもろこしの作付面積は前期並み

の約２００ヘクタールであったが、収穫量は前期の半ばに止まった。しかし９

０/９１年度は豊作を記録し、大豆、とうもろこしの作付面積は前期並であった

が、収穫量は大豆が前期を４０％上回る２，５００トン、とうもろこしが前期

の約２倍の１，３００トンに達し、生産性もこれまでの最高を記録した。９１/
９２～９３/９４年度は気象条件が概ね良好で、豊作を記録し、生産性も高い水

準を維持した。 
 穀作以外の部門では、コーヒー部門で年々５，０００俵前後の収穫があり、

畜産部門では１，７００頭前後の牛を飼育し、肥育牛のほか改良牡牛の生産、

フィードロット等を行った。またピポットセントラル部門では、小麦、ばれい

しょ、フェジョン等を栽培し、概ね良好な成績を収めた。また９４年にはピポ
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ットセントラルを利用したコーヒー栽培を始めた。 
 当時、ブラジルでは一般に大豆、とうもろこし、コーヒー等の価格が低迷し、

種子についてもその影響を受けたが、価格は相対的にはなお有利で販売も好調

であった。また９３/９４年度にはブラジル南部地方の霜害によりコーヒー価格

が高騰し、コーヒー販売収入が増加し、会社の資金繰りに寄与した。農場は９

２年度から特別会計として運営し、営農の改善と経営合理化に努め、生産性が

高くベラニコに強い品種の選択、緑肥作物の導入による土壌改良、畜産の収益

性の向上等のほか、作業の効率化、生産物のコストの引き下げ等に努めた。 
 コンサルタント業務については、従来から展示農場と並ぶ会社の主要な収入

源として拡充に努めてきたが、９２年よりこれを強化し、国際協力事業団の委

託による第１、第２段階地区の環境モニタリング調査、リオドーセ社との協定

によるマラニヨン州バルサス地域の農業の実態調査、農務省組合局との協定に

よる協力事業参加農協の実態調査、農務省との協定による農業分野の総合的な

品質、生産性の向上プログラムの関連業務、東北開発庁との協定による東北伯

地方果実輸出プログラム関連業務、民間のリオ・デルフィン社との役務提供契

約による開発調査等を行なった。 
 国際協力事業団の委託による環境モニタリング調査は、９０年に農業開発会

社がＥＭＢＲＡＰＡと共同して実施した第１、第２段階地区の保留地における

自然環境の変化の調査を国際協力事業団の技術協力事業として拡充したもので、

事業団の経済的、技術的支援のもとに土壌浸食、水質、水量、植生、昆虫等の

変化を調査し、基礎的データを整備するもので、第１、第２段階地区は１９９

２年～９６年、第３段階地区は９７～２，０００年に行なう計画であった。 
 リオ・ドーセ社との協定によるマラニヨン州バルサス地域の農業実態調査は、

既述の北部輸出回廊計画の発足に伴い、バルサス地域の輸出回廊を構成する各

郡の農業技術モニタリングを行い、基礎データを整備するほか、大豆のヨーロ

ッパ向け輸出の追跡調査を行うものであった。 
 伯農務省組合局との協定による協力事業参加農協の実態調査は、コペルルカ

ス、コペルテラ、コアセラル、コペルティンガ、コアセン等の農協の経営分析、

診断を行い、組織の再編成、人材の育成等に資するものであった。 
 伯農務省との協定による農業分野の総合的な品質、生産性向上プログラムの

関連業務は同プログラムの一環としてパラカツ台地と同質地帯の農産物の品質

及び生産性の技術調査、必要な融資等の調査等を行うものであった。 
 東北開発庁との協定による東北伯地方果実の輸出プログラムの関連業務は、

地域の青果物生産拠点とその特徴の明確化、青果市場の構造、政府と民間との

調整等を行なうものであった。 
 リオ・デルフィン社との役務提供契約による開発調査は、同社が所有する約
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２７ヘクタールの農場の入植計画のための計画調査を行なうものであった。 
 その他農業開発会社は、フェメアス農場についてこれまで行ってきた調査結

果に基づき、開発計画を作成し、またサンジュリオ農場についても柵造り、農

場内道路の整備等を行なった。また、引き続き会社職員を研修会、講習会に参

加させ、農業技師、参加農協組合長等を国際協力事業団の受け入れ研修に参加

させ、能力向上を図った。なお、本社、展示農場のコンピューター化を進め事

務の能率向上を図った。 
 
（３）経営の合理化と財務 
 先述したように、農業開発会社は第２段階事業の終了とともに、業務を終了

した地方事務所を廃止し、人員の縮小を図ったが、それでも９０年度において

職員数は８０名に上り、うち基幹的職員が半ばを占めた。９１年は種苗開発研

究の開始等によって若干増加した。当時会社は、本社、展示農場、バイオテク

ノロジー研究所のほか、５箇所に地方事務所を持ち、展示農場を除く年間経費

は約１８０万ドル、うち人件費が５０％近くを占めていた。これに対し収入は，

１％手数料は支払を受けたものの、その他の技術援助手数料等は事業の終了と

ともに急減し、何よりも経費の節減が必要で、思い切った経営の合理化が不可

避であった。 
 ９２年４月の諮問委員会においては、経費の節減の合理化を速やかに進める

よう意見が出され、農業開発会社はこれに従って残存地方事務所の本格事業補

完事業の推移に応じた閉鎖、参加農協との協定による農業技師の解約等を進め、

人員も若干減少し、農業技師は１５名となった。９３年度も引き続き従業員の

削減、軽飛行機の使用停止等合理化を進め、期末職員数は６７名となった。 
 ９４年度も経費節減につながる組織、機構の改変、整備を進めるとともに、

職員の人事異動を行なったが、第３段階試験的事業の実施に伴う地方事務所の

新設、バイオテクノロジー研究所の充実等により職員は前年度より増加し、１

００名となった。 
 財務については、第２段階事業の終了や本格事業補完事業の遅れ等による手

数料収入の減少により資金繰りに困難な年もあったが、１％監督手数料が支払

い時期の遅れや価値修正が行なわなかったことはあったものの、両国関係者の

協力によって予定通り支払われたため、展示農場その他の収入と併せて必要な

収入を確保することが出来、合理化による経費の節減と相俟って、９１年度を

除き収支の均衡を維持し黒字を計上することが出来た。経営の多角化はかなり

進展したが、これによる収入の増加はなお僅かであり、この間の経営の維持は

依然１％監督手数料に依存した。 
 ９０年度から９４年度までの損益の状況は次のとおりであった。９０年度は
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税引き後約３５，０００ドルの黒字を計上し、引き続き若干の配当を行なった。

９１年度は法律により前年度の追加価値修正が義務付けられたため、約２６，

０００ドルの赤字となった。９２年度は税引き前利益約１，０００ドルと辛う

じて黒字を維持した。９３年度は１％監督手数料の価値修正が行なわれなかっ

たものの、経営合理化努力もあって約＊＊＊＊ドルの黒字を計上した。９４年

度は前年度の１％監督手数料の追加価値修正による増収のほか、年度後半のレ

アルプランの実施により通貨の減価がなくなったことや展示農場のコーヒー販

売収入の増加等によって約１００万ドルの利益を計上した。また、財産の状況

を９４年度決算によってみると、資本金は価値修正を含め資本・負債総額の約

８３％を占め、恒久資産の資産総額に占める割合は約６１％、うち土地が約３

８％で引き続き資産構成の健全化を維持することが出来た。 
 この間日伯農業開発協力株式会社では、８９年に協力事業の当初から事業の

推進に尽力した水上会長が死去し、９０年経団連経済協力委員長春名和雄氏が

会長に就任した。また、９０年には久宗社長が死去し、同年前国際協力事業団

副総裁佐野宏哉氏が社長に就任した。なお９３年には足利専務取締役に代わっ

て前国際協力事業団農林業計画調査部長永井英氏が専務取締役に就任した。 
 会社は株主として農業開発会社の経営に参加し、新規業務の開発に協力し、

経営の合理化を指導するとともに、本格事業補完事業についての伯中銀への事

業資金の貸付を行った。また国際協力事業団は、次期協力事業に関する伯側と

の協議のための調査団の派遣、研修員の受け入れ等を行なった。 
 なお、伯側投資会社ＢＲＡＳＡＧＲＯでは、９２年ＯＣＢ会長ロベルト・ロ

ドリゲスに代わって会長となったウイルソン・ティセン氏が社長を兼務するこ

ととなり、経営審議会委員の強化を図るなど伯側の協力事業推進体制を整備、

強化した。 

 24 



第３節 第３段階試験的事業合意議事録の署名と関連諸契約の締結、第２段階

及び第１段階事業の展開 
１、第３段階試験的事業合意議事録の署名と関連諸契約の締結 
  （仮題） 
２、第２段階拡大事業の展開―その１ 
（１）生産の安定と多角化 
第２段階拡大事業は、１９９０年の初め終了し、第１段階と同様各地区は農

業開発会社の支援を離れ、政府の指導のもとに専ら参加農協が管理運営した。

農業開発会社は協力事業の持続的発展を確保するため、常時入植農家の生産、

経営活動の全般にわたり注意を払い、情報を収集し、毎年度の生産活動終了後

は参加農協に事業の実績の報告を求め、追跡調査を行い、必要に応じて指導を

行なった。また日伯農業開発協力株式会社は懇談会メンバー、技術者等により

調査団を編成し、９１年、９２年に現地調査を行い、９４年には海外経済協力

基金関係者を中心に評価調査を行なった。これら報告や調査結果により拡大事

業の終了した８９/９０年度から９３/９４年度までの拡大事業実施地区の土地

持ち農家を含む約５４０戸の入植農家の生産の推移は次のとおりであった。 
先ずこの時期の初めの８９/９０年度は、近年稀な天候異変に加えて経済情勢

の悪化による農業融資の削減、大豆価格の急落等により予想外の不作になり、

入植農家の農業生産も協力事業始まって以来の最悪の年であった。第２段階地

区では８９/９０年度に限り特別措置として３年目以降の農業費についても特別

プログラム基金からの融資が行われたため、穀類の作付面積は前年度を上回る

１２５，０００ヘクタールであったが、生産量は前年度の５７％に急減し、ヘ

クタール当たり生産量は大豆で約０．９トン、とうもろこしで２．５トンに過

ぎなかった。 
続く９０/９１年度は南部地方で異常気象があったほか、コロールプランに即

応した新農業政策が実施されたが、農業融資は前年度を下回り、かつ実施が遅

れ、金利の引き下げも一部に止まり、最低保証価格も地域別に設定されるなど

農業生産の条件は厳しいものであった。このため全国の農業生産は依然停滞し、

穀類の生産量は前年並みに止まり、その結果大量の穀類の輸入をせざるを得な

かった。第２段階地区では幸いに天候に恵まれたが、営農資金の調達は容易で

なく、農家は農業制度金融からの融資がほとんど受けられず、止む無く自己資

金のほか農協、商人等民間からの借り入れに依存した。農家は収益性の高い作

物を中心に作付けを行ない、とうもろこし、米、フェジョンの作付けは前年度

の４倍以上に増加した反面、大豆は価格の低迷や悲観的な市場予測も加わって

前年度の７割程度に縮小し、穀類の総作付面積は前年度を下回った。しかし総

生産量は前年度の２．５倍の約２６万トンに止まり、ヘクタール当たりで大豆
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２．１トン、とうもろこし２．５トンで、第２段階の大豆の地区平均の生産量

としては初めて２トンを越えた。第５作目のアルボラーダ、パイネイラ地区で

はそれぞれ２．４トン、２．３トンに達し、第４作目のグワルダモール、ピラ

ティンガ、オーロベルデ地区等で２トンを超えた。試験的事業地区ではソルゴ、

綿花の栽培が始まり、永年作物の栽培面積も本格事業地区では補完事業の成果

もあって約９，０００ヘクタールとなり、牛の飼育頭数も約６，０００頭とな

った。 
９１/９２年度から９３/９４年度までは一部地域でベラニコの被害があった

ものの全国的に総じて好天に恵まれた。９１/９２年度には政府は前年度の全国

の穀類生産量が８９/９０年度並に止まり、大量の輸入を招いたことの反省から

一部農業保護の政策を復活し、農業融資の増額、地域別最低保証価格制度の一

時中止、ポーペンサ保険を原資とする農業融資の金利の１８％から１２．５％

への引き下げ等を講じた。その結果、穀類生産量は２年の停滞を脱し８８/８９

年度に次ぐ大型となり、大豆は依然停滞したものの、とうもろこしは史上最大

の規模に達した。 
第２段階地区も融資の適期実施もあって、とうもろこし、米類を中心に作付

けが増大し、穀類の総作付面積は第２段階事業として最大の１３万ヘクタール

に達し、総生産量も２７万トンに達した。ヘクタール当たり収量は、一部地区

でベラニコの被害があったため、地区平均では大豆１．９トン、とうもろこし

は前期並みの３．５トンに止まった。しかし大豆のヘクタール当たり収量は先

発グループのアルボラーダ地区では２．５トン、ピウバ地区では２．４トンと

目標を上回った。各地区とも灌漑に対する関心が高まり、補完事業の成果もあ

って灌漑面積は９，０００ヘクタール、ピポットセントラル１８０基となり、

計画面積は３０，０００ヘクタールに止まった。永年作物の作付面積も９，０

００ヘクタールを越え、牛の飼育頭数も７，０００頭となった。 
９２/９３年度には、政府は前年度のとうもろこしの生産増大による在庫の増

大から、次年度以降これを避ける為とうもろこしの最低保証価格を引き下げ、

９３/９４年度のイタマル政権下では農業融資を７０億ドルに増額し、最低保証

価格の地域差を復活するとともに融資返済の現物換算方式の拡大適用等を実施

した。その結果全国の生産は９２/９３年度は大豆を中心に成長し、９３/９４年

度には穀類の生産量は史上最高の７，５００万トンを記録し、ブラジル農業の

力強さを示した。 
第２段階地区では９２/９３年度は作付け資金の多くを民間に求めたこともあ

り、大豆の作付けは増加したものの、とうもろこし、米、フェジョンの作付け

は減少し、総作付面積は約１２４，０００ヘクタールと前年を下回り、９３/９
４年度も１１４，０００ヘクタールであった。各地区は９１/９２年度～９３/９
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４年度に第６作目に達するので、穀類の作付面積はほぼ１２万ヘクタール前後

の水準に安定してきたと見ることが出来る。また作目も大豆、とうもろこし、

陸稲のほか、フェジョン、ソルゴ、綿花、灌漑栽培の穀類、野菜類、永年作物

のコーヒー、柑橘、ゴム、牛の飼育等多角化してきた。総生産量は９２/９３年

度の約２９万トンから９３/９４年度の約３２万トンに増加し、地区平均のヘク

タール当たり生産量は大豆約２．１トンから２，３トン、とうもろこし５トン

から５．４トンと増加し、一部地区を除き、地区によるヘクタール当たり収量

の差も縮小し、生産性が向上してきた。 
 
（２）入植農家の技術の改良と経営の多角化、債務問題の発生 
 入植農家は第２段階事業の終了後、本格事業地区では農業開発会社の調整、

指導のもとに事業期間内に実施出来なかった永年作物の作付けや土壌改良、灌

漑施設の整備等の補完事業を行い、試験的事業地区では永年作物の育成、土壌

改良、農家施設の整備等を行い、各地区とも収益性の高い作物を中心に生産を

拡大、多角化し、技術を改良して生産性の向上と収益の増大に取り組んだ。 
しかし、８９/９０年度は予想外の不作に加えて農産物価格の低迷、コロール

プランによる価格の凍結、債務の修正と最低保証価格の調整との乖離等により、

全国の農家の経営の多くは極度の不調に陥り、債務の返済が困難となる事態と

なった。第２段階地区の農家もこのような事態に変わりはなく、生産安定期に

達していない地区もあり、生産が振るわず、農産物販売収入をもって経費を賄

うことが出来ず、営農資金の融資の返済に事欠くこととなった。入植農家は大

豆を中心に平均して大豆約２１０ヘクタール、とうもろこし約７ヘクタール、

陸稲約５ヘクタール等の作付けを行ったが、収穫量は大豆約２１０トン、ヘク

タール当たり約０．９トン、とうもろこし約２０トン、ヘクタール当たり約２．

５トン、陸稲約４トン、ヘクタール当たり約１．４トンに過ぎず、価格の低迷

等と相俟って、これら農産物の販売収入で経費を賄うことが出来ず、営農融資

の債務が発生した。 
入植農家の債務は、特別プログラム基金からの融資の仕組みと関連して農家

によって相異した。８９/９０年度は投資資金の債務は６年の据置期間内にあり、

償還も利払いも無かったが、営農資金の債務は第１作分３年償還（３３％づつ）、

第２作分２年償還（５０％づつ）であったので、先発グループの８６年入植農

家は入植５年目に当たり営農融資の３作分の償還をすべて終わり、８９年の一

般農業制度金融からの営農融資の債務１００％のみであったが、後発グループ

の８７年入植農家は入植４年目に当たり、営農融資の第１作分の債務３３％、

第２作分の債務５０％、一般農業制度金融からの債務１００％、合計１８３％

となり、終発グループの８８年入植農家の債務は第１作分の債務３３％、第２
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作分の債務５０％の合計８３％であった。従って先発グループ、終発グループ

入植者の債務は一般農家とほぼ同一であったが、後発グループの入植者の債務

はかなり大きかった。 
このような事情もあって農業開発会社は、政府に対し農業融資の返済の繰り

延べ等の救済策を要請した。その結果、政府は特別プログラム融資規則を改正

して、営農融資の１年目を固定資本融資に含め、灌漑の融資限度を１００％と

したほか、８７年以降契約した営農融資の返済については、１年据え置きを含

む３年の繰り延べの措置を講じた。しかしこの措置の実施が１１月であったた

め、これにより繰り延べを行なった地区は一部に止まり、他の地区ではこの措

置が出る前に融資代行機関と交渉して繰り延べを行い、あるいは代行機関がこ

の措置による繰り延べに消極的で９０/９１年度融資で債務の返済を求めたこと

等のため、この恩恵に浴しなかった。繰り延べを行なわなかった農家は、９０/
９１年度融資で債務を返済したため資金が不足し、これを農協や業者等からの

借り入れによって補い、作付けしたが、その結果は金利負担の増加により経営

の資金繰りが苦しくなり、再び債務が発生するという悪循環を招いた。多くの

農家は８９/９０年度の経営不調を契機に営農融資の債務が固定化することとな

った。 
９０/９１年度は全国的に生産が停滞を続け、農産物価格も１月の凍結により

伸び悩み、インフレの昂進による資材価格の高騰等により全国農家の多くの経

営は停滞し、債務が固定化した。第２段階地区は全国に先駆けて生産は立ち返

ったものの、入植農家の経営は全国農家と同様で、価格も市場に近い地方より

も不利で、経営は困難を極め、多くの農家は営農融資の返済が困難となり、特

に返済額が大きくなる終発グループの農家等では営農融資の債務が更に固定化

した。 
９１/９２年度から９３/９４年度までは全国的に生産が恢復、増大し、９３年

からは価格もやや持ち直し、農家の経営も概ね好調に推移した。しかし、過年

度債務が固定化した農家には銀行が貸し渋る等のため一部農家では経営の改善

が進まず、離農が増加し、債務はなお累積した。 
更に日本での出稼ぎが増加し、債務はなお累積した。当時出稼ぎ者は２２万

人に達し、このうち農家からの出稼ぎが７～８万人で、日系の農業人口の３～

４割に上った。また９４年にレアルが登場したときには、全国で１５０億レア

ルに達したとも言われた、累積債務問題は政治問題化するようになり、９３年

には国会内に農家債務問題調査委員会が設けられ、検討が行われた結果、９４

年にはブラジル銀行により債務繰り延べが、中央銀行により救済融資の措置が

講じられた。 
第２段階地区においても高い生産性を挙げた農家は粗収益が増加し、インフ
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レによる資材価格の高騰にも拘わらず、かなりの純収益を収めた。しかし他方、

既往債務の固定化した農家や不作に見舞われた地区、生産安定期になお達して

ない地区、清算中であったＢＮＣＣから融資を受けた地区等では経営の改善は

大きな進展を見るに至らず、経営は多様化した。先発グループは９２年から投

資資金の融資の返済が始まったが、据置期間中に資金を蓄積し返済に備えるこ

とが、当初の予定通り進まず、年々の生産物販売収入で営農資金の融資の返済

とともにこれを返済することは農家にとって大きな負担となった。 
農業開発会社はこのような事態を憂慮し、９２年６月、９１/９２年度の収穫

の終了とともに「協力事業の現状、問題点と解決策私案」という文書を作成し、

政府、関係機関に提出し、債務の統合、繰り延べ等を提案し救済を要請した。

この文書は直接的な効果は無かったが、政府関係者の注意を喚起し、政府はミ

ナス・ジェライス州連邦大学に農家経済の実情分析等の技術調査を委託する一

方、救済策の検討を行い、９３年９月、当時の債務の２００４年までの繰り延

べ措置を講じ、負担の軽減を図った。 
このような厳しい経営状況のもとで、入植農家の一部は、農業経験や技術能

力の不足からこれに対応出来ず、あるいは金融機関から融資を受けられなかっ

たことや農協からの交代の勧告、斡旋等により、地区内農家や他地域の農家に

土地を売却して転出した。土地を譲り受けた農家は南部地方で所有していた土

地を売却し、より広い土地を求めて転入した農家等で、農業を続けた。日伯農

業開発協力株式会社が９２年及び９４年に行なった調査によると、そのような

入植農家の交代は当初の入植農家総数に対して９２年時点で約１０％、９４年

時点で約１５％であった。この程度の移動は情勢の厳しさから見て、必ずしも

多いものではなかった。反対に土地を購入して規模を拡大した農家が、当初入

植農家総数に対し約１０％あった。 
次に、先発、後発、終発の各グループの入植農家の経営がそれぞれ生産安定

期に入る９１/９２、９２/９３、９３/９４年度の状況を見ると次のとおりであっ

た．まず本格事業の地区別の平均作付面積は、先発グループのエントレリベイ

ロⅡ地区では９１/９２年度に大豆と陸稲それぞれ約１００ヘクタール、とうも

ろこし１０ヘクタール、同じ地区の後発グループのエントレリベイロⅢ地区で

は９２/９３年度に大豆１６６ヘクタールと大豆を中心とし、その他陸稲、とう

もろこしであった。シャパドン地区群のうち、先発グループのパイネイラ地区

では９１/９２年度に大豆１２０ヘクタール、とうもろこしと陸稲それぞれ約５

０ヘクタール、同じ地区群の後発グループのグワルダモール地区では９２/９３

年度に大豆１８０ヘクタール、灌漑栽培を含むとうもろこし４０ヘクタール、

灌漑栽培のフェジョン等で、ボンフィーノポリス地区では同年度大豆１６０ヘ

クタール、とうもろこし６０ヘクタール、その他陸稲、フェジョン等であった。
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また、同じ地区群の終発グループでは９３/９４年度にピラティンガ、ブリティ

ス地区が大豆２００ヘクタール前後、その他とうもろこし、陸稲。クリスタリ

ーナ、ブリティアルト地区が大豆１００ヘクタール前後、その他とうもろこし、

陸稲、フェジョン等であった。先発グループのアルボラーダ地区では９１/９２

年度に大豆のみ３００ヘクタールであった。なお、パイネイラ、グワルダモー

ル、エントレリベイロⅡ地区では灌漑による穀類、野菜類の栽培を行なった。 
永年作物の平均植付け面積は、９３/９４年度でパイネイラ、グワルダモール、

ボンフィーノポリス、ブリティス、クリスタリーナ地区でコーヒー約２５ヘク

タール、エントレリベイロⅡ、グリティス、ピラティンガ、ブリティアルト地

区では柑橘約１０ヘクタール、アルボラーダ地区ではゴム１５ヘクタール、エ

ントレリベイロⅡ、Ⅲ地区ではウルクン若干であった。また各地区とも牛の飼

育のほか、地区によっては養豚、養鶏を導入し、大豆単作傾向の中で経営複合

化の動きも見られた。 
次に試験的事業の地区別平均作付面積は、バイア州の後発グループのオーロ

ベルデ地区では９２/９３年度に大豆２１６ヘクタール、とうもろこし２２ヘク

タール、その他陸稲。同地区のブラジルセントラル地区では同年度大豆１２４

ヘクタール、とうもろこし２２ヘクタール、その他陸稲、綿花等であった。ま

た、マットグロッソ州の先発グループのピウバ地区では９１/９２年度に大豆１

７１ヘクタール、とうもろこし１０ヘクタール、陸稲３２ヘクタールで、同地

区の後発グループのアナテラ地区では９２/９３年度に大豆１９０ヘクタール、

とうもろこし５２ヘクタール、その他陸稲等であった。 
また永年作物の平均植付け面積は、９３/９４年度で、ブラジルセントラル地

区ではウルクン８ヘクタール、ピウバ、アナテラ地区ではゴム２０ヘクタール

であった。各地区とも牛の飼育のほか、地区によっては養豚、養鶏が行なわれ、

経営複合化の動きが見られた。 
入植農家は参加農協の指導や契約による農業開発会社の指導のもとに、技術

の改良に努め生産性の向上を図った。９２年の日伯農業開発協力株式会社の調

査によると、作物の主要品種は、大豆ではＣＲＩＳＴＡＬＩＮＡ、ＤＯＫＯ，

ＩＡＣ－８、ＦＴ１１，ＵＦＶ１０，ＳＥＲＩＮＡ、ＣＡＮＡＲＡＮＡ、ＰＡ

ＲＡＮＡＧＯＩＡＮＡ、ＢＲ１５等１０数品種に及び、とうもろこしではＢＲ

２０１、ＡＧ４０３、３０３、３０１、Ｃ１２５、５２５、Ｐ６８７５等、陸

稲ではＧＵＡＲＡＮＩ、ＲＩＯ－ＰＡＲＡＮＡＢＡ、ＩＡＣ４７、１６４等、

フェジョンではＣＡＲＩＯＣＡ８０、８０ＳＨ等、綿花ではＩＡＣ－１７、オ

レンジではＰＥＲＡＲＩＯ、ＶＡＲＥＮＯ等、コーヒーではＣＡＴＵＡ１、Ｍ

ＵＮＤＮＯＶＯ等で、特に大大豆の品種が豊富であった。大豆の品種改良はセ

ラード農牧研究センター（ＣＰＡＣ）を中心に進められ、当時既に何れの地域
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にも適合する品種が開発されており、各地区入植農家はこれらの中から適品種

を選択した。その他不耕起栽培の普及、燐酸施肥法の改良、害虫のビールスや

天敵による生物学的駆除、雑草の駆除、病害の生物学的コントロール等技術の

進歩は著しく、入植農家はこれら進歩した技術を積極的に取り入れ、技術の改

良を進めた。 
このようなセラード農業開発の技術の進歩は、ＣＰＡＣと国際協力事業団と

の農業研究協力の貢献が大きい。これまでの農業研究協力については余り触れ

なかったが、この事業は１９７７年に協力事業と並行して開始された。以後１

９８５年までフェーズⅠとして８年間、フェーズⅡとして８５～９２年の７年

間にわたりミナス・ジェライス州、バイア州及びマットグロッソ州を中心とし

たセラード地帯の大豆栽培、土壌、施肥、作物保護等に関する技術の開発・改

良研究が行われ、多くの成果を収め、セラード農業開発の技術を変革した。 
また、参加農協のうちパイネイラ地区のコカリ農協、アルボラーダ地区のカ

マス農協、グワルダモール地区の南伯農協、ボンフィーノポリス地区のフェメ

カップ農協、オーロベルデ地区のコチア産組、ピウバ地区のルカス農協等は農

業技師の増強等体制を充実するとともに、試験圃場を設置し、品種の比較試験、

栽培法、施肥法等の試験を行い、農家の指導に努めた。 
このような技術の改良によって、各地区の生産量は顕著に増大し、生産性が

急速に増大した。平均生産量は本格事業地区では、エントレリベイロ地区はベ

ラニコの被害が著しく、エントレリベイロⅡ、Ⅲ地区とも、それぞれ大豆の９

１/９２、９２/９３年度の生産量は１３０～１６０トン、ヘクタール当たり１．

３トンに過ぎず、とうもろこし、陸稲の生産も低位に止まったが、他地区は生

産が増大し、高い生産性を収めた。シャパドン地区群のうち先発グループのパ

イネイラ地区では９１/９２年度の大豆の収量はベラニコの被害があったにも拘

わらず２６０トン、ヘクタール当たり２．２トンと目標に達し、とうもろこし

の収量も１６５トン、ヘクタール当たり４トンであった。同地区の後発グルー

プのグワルダモール地区は９２/９３年度の大豆の収量は３８３トン、ヘクター

ル当たり２．１トンと目標に近い収量を収め、とうもろこしの収量は２０７ト

ン、ヘクタール当たり４．２トンであった。同じ後発グループのボンフィーノ

ポリス地区もグワルダモール地区とほぼ同様であった。 
また、シャパドン地区群の終発グループのピラティンガ及びブリティス地区

の９３/９４年度の大豆の収量は２００トン前後、ヘクタール当たり２．３～２．

６トンと目標を上回り、とうもろこしの収量は５０トン前後、ヘクタール当た

り６トンを越えた。同グループのクリスタリーナ、ブリティアルト地区の９３/
９４年度の大豆の収量は１００トン前後、ヘクタール当たり２．１トンと目標

に近い収量を収め、とうもろこしも収量は５０トン前後、ヘクタール当たり４
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トンであった。 
ただ永年作物のうちブリティス地区等のコーヒーは、土壌条件の不適等もあ

って生育が不良であった。以上のようにベラニコの被害のあった一部地区を除

き、各地区とも生産安定期に入るとともに生産は増加し、生産性は目標水準を

概ね達成した。生産の技術的基盤は強固となり、技術は確立した。 
入植農家はグワルダモール、ボンフィーノポリス、パイネイラ、コペルティ

ンガ、ピウバ地区では農家の２／３以上が農場に住み、経営を行い、その他の

地区では大部分が町に住んで農場に通った。また多くの農家は常雇い２～４名、

臨時雇い年間５００人日雇用した。 
生産の増加、生産性の向上とともに、相当数の農家は農産物価格の低迷にも

拘わらず粗収益を増大し、かなりの純収益を収め、近代的経営としてほぼ確立

した。９２年の農協組合長の受け入れ研修の際各地区から提出した資料による

と、地区によって相違があるが、代表的農家の粗収益が１２万ドル前後、経営

費が９万ドル前後、純収益は３万ドル前後で、合同調査で予想した額に近いも

のであった。しかし、同じ資料によると、他方では同程度の粗収益を挙げなが

ら金融費用の増加等により純収益は僅かに止まり、あるいは赤字で債務の累積

を招き、経営の確立が困難な農家もあり、経営の多様化が進んだ。このように

一方でかなりの純収益を収め、債務はあっても返済可能な農家と、他方経営が

不調で債務の返済が困難な農家との割合がどのようであったかは詳らかでない

が、同じ組合長研修の際の組合長の意見等からして、９２年度時点で前者が６

０％程度、後者が４０％程度と推定された。これに交代農家が１０％程度あり、

これら農家は土地を売った自己資金を投資し、技術、経営能力に優れた農家で

あったので、これを前者に含めると前者は７０％程度と見られた。 
このような多くの農家の経営の不振は参加農協の経営に深刻な影響を与えた。

参加農協は農家と市場との接点にあって農産物の販売、資材の購入等の流通の

合理化、あるいは営農指導を行い、政府が低利で大型の資金を提供していた時

代には、最低保証価格制度や一般農業制度金融制度にせよ、あるいは技術の普

及にせよ、農協は農家への伝達を仲介する中心的な存在として、手数料等多額

の収入を確保し経営を多角的に拡大した。しかし８９/９０年度の不作やコロー

ルプランによる融資の抑制、高金利によって不足する資材や販売融資、作付け

融資を農協が代わって供給せざるを得ず、必要な資金の調達のために無理な銀

行借り入れを行なったが、農家からの償還は焦げ付き、経済のリセッションも

相俟って急速な資金繰りの悪化、経営難に陥った。営農団地を数多く持ち、経

営を多角化していたコチア産組は、９０年より赤字に転落していたが、９３年

には極度の資金繰りの困難に陥り、９４年解散した。南伯も同年資金繰りが悪

化し、支払不能の混乱を避ける為の任意解散手続きにより倒産した。この他ア
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ナテラ地区のコベルカーナ農協が解散手続きに入ったのを始め、パイネイラ地

区のコパゴ農協等多くの農協が経営難に陥った。このような状況の中で、地区

によっては親組合より独立し、入植者により新しい農協が設立され、９０年に

はピラティンガ地区でコペルティンガ農協が、９２年にはアナテラ地区でコペ

ルテラ農協及びブリティアルト地区でコパセン農協が設立された。農協の経営

不振は協力事業地区のみならず全国の多くの農協も同様で、パラナ州農協連合

会傘下の５０組合のうち１４組合が経営難に陥り、そのうち数組位が解散した。

農家経営の危機はそのまま農協組織の危機でもあった。 
 
（３）効果の拡大 
１）直接効果の持続 

   地域における直接効果は事業終了後も持続した。穀類の生産量は８８/８
９年度の１８１，０００トンから９３/９４年度には３２万トンとなり、増

産効果は１．８倍になった。また灌漑による野菜、穀類等の生産も始まり、

地域住民の食生活の改善に貢献した。開発事業の終了によって雇用は減少

したが、入植農家や参加農協の年々の雇用は７，０００人程度と見られ、

所得は増加し、関係郡の税収も増加した。 
２）間接効果の拡大 

   開発事業に誘発されて事業地周辺に自力で入植した農家や地元で農業を

始めた農家は、先発グループのエントレリベイロ、パイネイラ、アルボラ

ーダ、ピウバ地区では既に事業期間中に増加したが、事業終了直後の９０

年、９１年にはコロールプランによる流通資金の極度の逼迫や不作によっ

て一時低調であった。しかし９２年以降農業生産の恢復等とともに後発グ

ループ、終発グループの地区でも自力で入植する農家等が増加を始めた。

９２年の調査によると、自力入植農家はグワルダモール、ボンフィーノポ

リス地区でそれぞれ８戸、１３戸。ピラティンガ、ブリテス地区でそれぞ

れ３５戸、１１戸で、入植農家の半ば近く、その面積で３０％程度に達し、

その後も増加した。 
   入植農家とこれら自力入植農家の生産活動によって、地域の農業生産は

増加し、また資機材の需要も増加した。これによって関係郡の税収は増加

し、資機材業者も活発な活動を維持した。また各地区の中心地（都市）で

は、一般的な不況の中で各種サービス産業、特に農牧用品店や機械器具店

は引き続き活況を維持し、学校、病院等の公共施設の整備も進んだ。パラ

カツ市やウナイ市には高層のホテルが建設され、ピウバ地区の中心地ルカ

ス・リオ・ベルデにはホテルが開業した。 
   ９２年６月には国連環境開発会議が初めてリオデジャネイロで開催され、
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世界の９０数カ国の首脳が一堂に会して地球はわれらの家という理念を確

認しあった。それに先立ってマナウスではアマゾン川流域の開発と保護と

の調和を協議する準備会議が関係国の間で開催された。アマゾンの熱帯雨

林は全世界の熱帯雨林９００万平方キロの半ばを占める。環境保護に関す

る国際世論も急速に高まり、特にアマゾンの自然保護に大きな関心がもた

れるようになった。協力事業のアマゾンの自然を守る役割は益々重要とな

った。第２段階各地区では局地的な土壌浸食等は見られたものの、大きな

問題はなく、農業開発会社は環境モニタリング調査を実施し、開発と環境

保護の調和を図る基礎的資料を整備し将来に備えた。 
３）地域を超えた効果の波及 

   開発事業の技術は、その確立とともに各種のチャンネルを通じ、事業実

施地域を超えて広くセラード地域に伝播、波及したと考えられる。これを

数字的に明らかにすることは出来ないが、これまでと同様，この時期にお

けるセラード地域の農業生産、特に大豆の生産がどのようなファクターに

よって拡大したか見ることによって、いささかでもその影響を推測するこ

とにしたい。 
   ９１年から９５年の時期は、農業生産の９０～９１年の急落から国内向

け農産物や一部輸出農産物を中心に恢復した時期であった。穀類の生産は、

９０年の約５，６００万トンから９５年の約７，９００万トンと約１．４

倍に増加した。その中で大豆の生産は、同じ時期に約１，９００万トンか

ら約２，５６０万トンと約１．３倍であったが、セラード地帯の大豆の生

産は約７４５万トンから約１，２５０万トンと１．７倍に増大した。従っ

て大豆の全国生産に占めるセラード地帯の比重は、同じ時期に約３８％か

ら４９％に増大した。 
   このように、この時期の全国の大豆生産の恢復は主にセラード地帯の大

豆の生産拡大によって先導されたが、これを内容的に見ると、生産量の増

加率は平均約１１％であるが、面積の増加率が２．１％、ヘクタール当た

り収量の増加率は実に７．３％であった。既に述べたとおり、開発事業の

技術は面積の拡大とともに収量の増加をもたらすものであった。もちろん

ヘクタール当たり収量の増加はＣＰＡＣやこれに協力した日本の研究協力

の成果等に負うところが多いが、これを取り入れ改良した開発事業の技術

の伝播、波及の影響も窺い知ることが出来る。 
   何れにせよセラードにおける大豆生産の拡大は、大豆の搾油産業を始め

配合飼料、食品工業等の関連産業に強いインパクトを与え、前方関連効果

として、それら産業の活動を維持、活性化した。 
   セラードの大豆の生産拡大は、９０～９１年の大豆の減産の時期には操 
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  業度の維持に、９２年以降の生産の増大時期には活動の活性化をもたらし

た。また工場の産地への移動、進出も、バイア州ではミモーゾにＣＥＶＡ

Ｌ、バヘイラスにブンゲが、マットグロッソ州ではロンドノポリスにＣＥ

ＶＡＬ、クイアバにＰＥＲＤＩＧＡＯ等が、ゴヤス州ではカタロンにＣＯ

ＭＯＵＥ等が工場を建設または計画を始めた。 
   また、セラードの大豆の生産拡大は多国籍穀物メジャーの活動領域の拡

大をもたらした。ブラジルにおける穀物メジャーの進出は、６０年代の終

わり頃落花生、綿実、ヒマワリの実の搾油に始まり、７０年代に入り大豆

の生産拡大とともに主要企業が輸出、加工、肥料、生産資材等の分野にこ

ぞって進出していたが、この時期には農家への青田貸しによって生産金融

の分野まで領域を拡大した。大豆、大豆粕の輸出分野では８９年にＣＥＶ

ＡＬ、ＩＮＴＥＲ－ＣＯＮＴＩＮＥＮＴＡＬ、ＣＡＲＧＩＬ等が輸出総額

の２５～２０％を占めていたが、この時期には更に増大した。加工分野で

は、大豆搾油に占めるＣＥＶＡＬ、ＣＡＲＧＩＬ等の比重が特に大きかっ

た。 
   さらに、セラードの大豆の生産拡大は産地の北進により河川と鉄道を利

用した新しい輸出回廊の開発をもたらした。一般にブラジルコストと呼ば

れる輸送コストの割高は６０数％を占める道路輸送にあることから、これ

を水路と鉄道輸送によって削減し、国際競争力の強化を目的とするもので

あった。先述したとおり、９１年には政府とリオ・ドーセ社等により北部

輸出回廊の開発が始まり、９３年頃にはマットグロッソ州でマギーグルー

プが関係機関の支援を受けて北西部回廊の開発に着手した。北部輸出回廊

は北部セラード地域の穀類を中心とした農業開発を促進し、国内供給の増

加とともに余剰品をカラジャス鉄道、南北鉄道を通じてサンルイス市マデ

イラ港とイタキ港に搬出するものであった。また、北西部輸送回路は、マ

ットグロッソ州サベザル地区で大型の農業開発を行っていたマギー社と船

会社のＨＥＲＮＡＶＥ ＭＡＲＩＴＩＮＡ社の共同計画になるもので、同

地区からロンドニア州ポルト・ペーリョ港まで陸路輸送、ここからアマゾ

ン川本流のイタコアチマラ港まで河川輸送によって搬出するものであった。 
 
（４）展開の背景と持ち越された課題 
 以上のように、第２段階拡大事業地区は事業終了後９４年までに生産がほぼ

安定、多角化し、予想を上回る効果をもたらした。しかし、入植農家の経営に

おいては、農家によって異なったが、一般に生産の安定と釣り合いの取れた収

益がもたらされず、営農融資の返済が困難となり債務を累積した。これらの背

景には次のような事情があった。 
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 先ず、第１に生産の安定、多角化は事業の管理主体となった参加農協の指導、

支援が積極的、適切であったことと、入植農家が厳しい環境のもとで収益の確

保のため、積極的に技術の改良を図り、必要資金の調達を多角化し、生産性の

向上に努めたことによってもたらされた。各地区の参加農協の多くは、試験圃

場を設け、州の研究普及機関と連携して各種の試験を行い、成果を入植農家に

提供し、技術の改良を指導した。また多くの農協は農業融資の不足分を組合が

肩代わりし、金融機関で資金を調達して入植農家に融資補助を行った。さらに

農業資材の補給面で入植農家を補助し、次の収穫と引き換えに資材を配給した。

参加農協は職員を増強して体制の整備を図るとともに、各種の流通合理化施設

を整備し、サービスの向上を図った。これによって入植農家は生産に必要な資

金や資材が確保出来、また規模の経済が補完され、生産安定化の重要な要因と

なった。 
 しかし、参加農協はこのような農家に対する支援によって自らの財務体質が

弱化し、多くの農協が経営不振に陥らざるを得なかった。遂には幾つかの農協

が倒産し、開発事業の展開に重大な問題を投げかけた。 
 入植農家は参加農協の指導、支援のもとで、収益の増加のため積極的に進歩

した技術を取り入れ、生産性の向上に努めた。また、農業制度金融の不足を自

己資金や参加農協をはじめ、資材業者や国際穀物メジャー等の青田貸しによっ

て補い、必要資金の調達を多様化し、作付けの維持、増大に努めた。 
 もちろん、この過程で入植農家の一部は特別な事情により技術の改良に追い

つけず、資金の調達が困難であったこと等により脱落した。しかし南部地方等

で所有した小規模の土地を売ってより広い開発事業実施地区に入植を希望する

農家が多く、脱落農家に代わって入植し、譲り受けたロッテで農業を続けた。

これら交代農家は優れた農家が多く、生産の安定に寄与した。 
 第２に効果の拡大の背景には、技術の改良の進展、チャンネルの増加、受け

手の増加があった。この時期の技術進歩は著しく、入植農家は積極的にこれを

取り入れ改良した。その結果、技術の伝播、波及の力は一段と高まった。また

第２段階地区は５州にわたる多くの地区よりなり、それぞれの地区は普及拠点

となり、各地区入植農家の近代的経営がその送り手となった。情報化の進展に

伴って、情報の伝達手段は多様化し、チャンネルが増加した。オペレーターも

夥しい数に上った。さらにインフレの昂進に伴って一般企業や農家の中には金

融資産を保有することへの不安からセラード地帯での土地投資に向かう者が増

加した。セラード地帯では当時なお開発可能な土地が豊富に存在し、地価も依

然安かった。南部地方で所有するある程度の土地を売却すればセラード地帯で

より広い土地を購入し、資本装備を整えることが出来た。これは、言うまでも

なく技術伝播の受け手の増加を意味した。 
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 第３に、入植農家の経営が、生産の安定にも拘わらず釣り合いの取れた収益

がもたらされず、多くの農家で累積債務を生じた背景には、入植農家の中に技

術、経験等が十分でなかった者が含まれていたこと等、内部的要因も皆無では

なかったが、それらと比較にならぬ厳しいインフレの昂進やめまぐるしい経済

パッケージの変更等、外部条件の変化があった。累積債務を生じた基本的要因

はこれら外部条件の変化にあった。 
 ８９/９０年度の農業生産は予想外の不作であった。これに加えて農業融資は

１９７９年の２６８億ドルから８６年には一時恢復したが、その後急減し、イ

ンフレの昂進と共に９０、９１年は僅かに６０数億ドルとなり、９２、９３年

も８０億ドルに過ぎず、１０年間に実質的に４分の１乃至３分の１に激減した。

金利も夏プランにより引き上げられ、コロールプランによって若干引き下げら

れたが、一部に止まり、融資総額の半ばを占めるポーパンサ預金を原資とする

ものは自由金利で年１８～２０％にも上り、平均利息は年１６．８％となり，

生産コストに占める金利の割合は４０～６０％にもなった。また、農産物の実

質的な最低保証価格は８４/８５年度に一時引き上げられ、８０年の水準を上回

ったが、８７年以降急速に低下し９０年には実質的に８０年の水準のほぼ５

０％に低下した。特に大豆等輸出農産物の低下が著しく、とうもろこし、フェ

ジョン等の国内向け農産物は比較的高い水準を維持した。８７年以降は販売融

資の削減もあって最低保証価格制度が十分に機能せず、農家の実質的な庭先価

格は最低保証価格以下に低落した。ミナス・ジェライス、ゴヤス、マットグロ

ッソ州の大豆の庭先価格は、９０年には８６年の４５％程度に低下した。従っ

て交易条件は急速に悪化し、コロール政権の発足した９０年３月から９２年２

月までの２年間のインフレ率と農産物価格上昇率との乖離は３０％にも上った。 
 また、農業融資の債務の価値修正は厳しく行なわれる一方、農産物価格の調

整は緩やかであった。コロール政権発足直後の９０年４月には３月度融資残高

の価値修正率をＩＰＣとし、最低保証価格の調整率をＢＴＮによることとした

ため、前者の８４．３２％に対し後者の４１．２８％と両者間には約４８％の

格差があった。最低保証価格の調整率は農家の反発により、その後若干緩めら

れたが、農業融資の価値修正率との乖離はその後も続き、農家は既往の営農融

資の債務の返済が困難となった。 
 なお債務の固定した農家には銀行が新たな貸付を渋り、毎年新年度の融資と

既往債務の返済をパッケージで交渉するので、新年度の融資が不足し、これを

農協や業者金融、穀物メジャー金融によって補わざるを得ず、これら金融は生

産の安定をもたらした反面、経営面では、金融費用の増大を招き、経営不振の

要因となった。また、銀行の提示する債務額と農家の計算した債務額の間には

不当な罰金等によって開きを生じた。 
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 しかし、このような困難な状況の中で粗収益の増大に努め、経費を節約して

経営の確立を図り、債務の返済の可能な農家も少なからず存在したが、これら

農家は外部条件に刺激され、積極的に進んだ技術を取り入れ、可能な限り自己

資金や制度金融からの借り入れ資金を使用して生産性を高め、流通や金融、財

務管理を充実し、経営の充実に努めた農家であった。９２年の日伯農業開発協

力株式会社の調査の際、ある農家からの「われわれは農産物価格や融資政策に

ついて論じても仕方が無い。与えられた条件のもとで自ら研究し、自ら実践し

て生産性を高め、収益を確保するのみである。」との力強い声が印象的であった。

この時期に近代的経営としての経営をほぼ確立した農家は、このような農家で

あった。 
 参加農協は入植農家の自主的組織として、入植農家と市場との接点において

営農指導や不足資金を肩代わりして資材の前渡を行なうとともに、流通の合理

化事業を行い、必要な施設を整備して、入植農家の市場対応力を高め、規模の

経済を補完する重要な役割を果たした。この役割は、将来入植農家の企業的性

格の強まりにより幾分かの変化が予想されたとは言え、本質的に変わりはなく、

参加農協の経営は早急に再建される必要があった。参加農協の経営不振は基本

的には入植農家の経営不振に根ざすとは言え、農協自体においても、多くの農

協で、これまで政府の手厚い保護のもとで経営の近代化を怠り、新しい条件に

適応した経営体制の抜本的改革を行なわなかった点も反省される必要があった。

当時一部の農協ではいち早く経営を変革し、好調を持続したものもあったこと

が、このことを物語った。 
 参加農協の経営再建に当たっては、とりわけ多国籍穀物メジャーとの、主体

性を確保した協調、分担関係を打ち立てることが必要であった。一般に多国籍

企業は海外において直接投資を行い、それに伴って設立される数ヶ国にまたが

る子会社又は支店を親会社が統括し、経営管理、財務、技術などの経営資源を

プールし、総合的、世界的戦略に基づいて会社を運営し、海外に利益や物資の

供給源を永続的に保持することを追求する。しかし反面、多国籍企業の進出は

経営、資本、技術がパッケージとして受入国に移転するので、その国の経済開

発に大きく貢献する。従って重要な点は受入国が食糧経済の主体性を確保し、

多国籍企業を利用して経済開発を進めることであった。それには政府による外

貨規制とともに参加農協が主体性を確保しつつ、これとの調和ある協力分担関

係を打ち立てることが重要であった。 
 累積債務の問題は、基本的には外部条件、とりわけインフレの昂進やめまぐ

るしい政策の変更によるものであった。従って、その解決には一義的には政府

による何らかの救済措置が講ぜられる必要があった。同時に融資代行機関にお

いても貸し渋りや債務額の算定等に関し一部責任があり、その是正も必要であ
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った。入植農家においても油断が無かったとは言い切れなかったが、長く恩典

付き農業融資に恵まれ、それを当然のことと錯覚し、農業融資がカットされ始

めても対応策に適切を欠き、高利の業者金融等で代替する安易な方法をとり、

自助努力を怠ったことは無かったか反省の必要もあった。政府や代行機関の措

置に対応して積極的に解決に協力するとともに、経営再建のため自助努力に励

む必要のあることは言うまでも無かった。 
 また、農業開発会社は第２段階事業の展開の過程において、特に入植農家の

経営不振の事態を重視し、数度にわたって調査を行い、必要な提案を行なった

が、今後は更にこれを強化する必要があった。農業開発会社の支援を離れた入

植農家に指導の責任は無いとは言え、入植農家の経営不振は協力事業全体の評

価に影響し、日伯協力の意義を傷つけるものとして放置できないものであり、

入植農家の経営のフォローアップを充実する必要があった。 
 更に農業開発会社については、第３段階試験的事業の発足とともに、その効

果的実施に当たるとともに、収益源の多角化の進展に対応した、経営の長期的

戦略の確立、経営の合理化に留意した効率化が必要であった。持ち越された課

題は少なくなかった。 
 
３、第１段階試験的事業の展開 －その３ 
（１）生産の安定、多角化の維持 
 第１段階試験的事業は９３/９４年度で１４年目の収穫を終わった。パラカツ、

コロマンデール及びイライ地区の入植農家、二つの栽植企業、農業開発会社の

展示農場を合わせた８９/９０年度から９３/９４年度までの生産の状況は次の

とおりであった。 
 この時期はインフレの昂進、めまぐるしい経済パッケージの変更、農業融資

の削減、価格の低迷等厳しい経済環境の中で、農業生産者は栽植企業等一部の

生産者を除き、経営基盤が充実、安定していたため借り入れ依存度が低く、価

格が有利で収益性の高い作目を中心に生産を拡大し、収益の増大に努めた。そ

の結果穀類の作付面積は９０/９１、９１/９２両年度特に９１/９２年度が大豆価

格の低迷、悲観的な市場予測から作付面積の減少をもたらし、減少したが、そ

の他の年度は概ね２４，０００ヘクタール前後で、８０年代後半の水準を維持

し安定した。作目別には概ね大豆ととうもろこしが、それぞれ４５％、残りが

陸稲、フェジョン等で、価格条件の変化に応じて９１/９２年度までは大豆がや

や減少し、とうもろこしが増加したが、９２/９３年度からは逆に大豆が増加し、

とうもろこしがやや減少する傾向が見られた。 
 また、入植農家では灌漑施設の導入意欲が強いパラカツ、イライ地区ではピ

ポットセントラル、在来式撒水機等が増加し、灌漑の面積は４，０００ヘクタ
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ールを上回った。これにより小麦、とうもろこし、フェジョン等の穀類やグリ

ンピース、ポテト、トマト、水瓜等の野菜類の栽培が増加した。 
 パラカツ地区ではカノン式撒水機でコーヒー栽培面積の８０％に灌漑を実施

した。しかし他方、コーヒー価格の低落等からコーヒー園が減少し、またアル

コール生産の不振から砂糖きび畑の減少等によって延べ作付面積は８０年代後

半より若干減少した。 
 牛の飼育頭数も増加し、養豚も行なわれるようになった。農業生産の多角化

の傾向は引き続き維持した。 
 穀類の作柄は８９/９０年度には第２段階地区と同様、異常気象に見舞われ、

予想外の不作となり、総収穫量は約６万トンで前年度の約７割に止まり、ヘク

タール当たり収量も大豆で約１．７トン、とうもろこしで約３．５トンに過ぎ

なかった。９０/９１年度は好天に恵まれ、技術改良の効果もあって総生産量は

約８万５千トンで、ヘクタール当たり収量も大豆で約２．５トン、とうもろこ

しで約５トンとこれまでの最高を記録した。９１/９２年度は作付面積の減少に

加え、多雨によるとうもろこしの減収等によって総生産量は減少したが、９２/
９３、９３/９４年度は総じて好天に恵まれ、総生産量は７５，０００～８５，

０００トンに増加し、ヘクタール当たり収量も大豆で約２．２トン、とうもろ

こしで約５トンであった。このように穀類の生産は年によって変動はあったが、

この時期の総生産量は概ね８万トン前後、ヘクタール当たり収量で平均大豆２．

２トン、とうもろこし５トンの水準に達した。そのほか、コーヒーもヘクター

ル当たり２トン近くに達し、灌漑による野菜類などの生産もかなりの量に上り、

肥育牛や牛乳の生産も増加した。 
 
（２）入植農家の経営の安定と栽植企業の経営の停滞 
入植農家は収益性の高い作物を中心に生産活動を拡充し、経営の維持、安定

に努めたが、この時期の経営環境は厳しく、第２段階入植農家と同様大きな影

響を受けた。特に８９/９０年度の予想外の不作やコロール政権による農業融資

の削減、農産物価格の低迷等の影響は深刻で経営は不調を免れず、農産物の販

売収入による営農融資の返済にも事欠く状況であった。しかし農家は入植後１

０数年を経過し、経営基盤が充実、安定していただけに動揺はなく、多くの農

家は自己資金を始め農協、制度金融により資金を調達し、この事態を乗り切る

とともに９０/９１年度の作付けを行い、積極的に生産活動に取り組んだ。 
幸いにして９０/９１年度は好天に恵まれ、穀作は豊作を記録し、経営の改善

が進み、９１/９２年度は大豆の作付けの減少等により減収したが、９２/９３、

９３/９４年度は概ね好天で価格もやや持ち直したため、経営は好調に推移した。

農家は特別プログラム基金からの投資資金の融資の返済は既に完了しており、
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投資資金の債務問題は無かった。年々の営農資金は可能な限り自己資金で賄い、

不足分を農協や制度金融により調達した。コチア産組やコパミル農協は農産物

の先物販売契約のもとに不足資金を肩代わりして資材や資金の供給等を行なっ

た。制度金融の銀行は農家に未決済が無い限り融資に応じた。農家は前受け資

材や借り入れ資金を農産物販売収入でほとんど返済し、営農資金の累積債務問

題もほとんど発生しなかった。 
しかし他方、生産性の向上が遅れ、経営管理が十分でなく、あるいは制度金

融を受けて新にピポットセントラルに投資した農家等、一部の農家では経営が

苦しく、第２段階入植農家と同様債務問題を生じた。このような事情で銀行か

ら融資を受けられなくなった農家や個人的事情等特別の事情の農家は土地を売

却して転出した。９２年現在でイライ地区では依然転出者は無かったが、パラ

カツ地区及びコロマンデール地区では新にそれぞれ５戸及び４戸が転出した。

これらの農家のロッテはそのほとんどが譲り受け者によって農業が続けられた

が、畜産に転向した者や一時生産活動を停止した者が若干あったので、９２年

現在の戸数はパラカツ地区で４４１戸、コロマンデール地区で１５１戸となっ

た。また他方では、かなりの農家が土地を買い増し、規模を拡大した。 
これら入植農家及び交代農家の９３/９４年度の経営の状況は次のとおりであ

った。穀類の平均作付面積はパラカツ地区では大豆１１５ヘクタール、とうも

ろこし９０ヘクタール、その他フェジョン、陸稲等、コロマンデール地区では

大豆、とうもろこしそれぞれ４０ヘクタール、イライ地区では大豆１８５ヘク

タール、とうもろこし１３０ヘクタールで、パラカツ及びコロマンデール地区

では作付け規模が減少した。 
これら農家は作物栽培の経験を積み、知識を蓄積して技術の改良に努めた。

特にイライ地区では大豆の品種が入植当時ＩＡＣ－２のほか数種であったもの

が、当時は１０数種類に増加し、バクテリアに強い根瘤菌が開発され種子の接

種が進歩し、不耕起栽培面積が全体の６９％に達し、バイオロジカルな殺虫剤

が開発され防除が合理化されるなど技術の改良は著しいものがあった。 
このため収量が増加し、パラカツ地区では大豆約２３０トン、ヘクタール当

たり約２トン、とうもろこし約４２０トン、ヘクタール当たり約４．６トン、

コロマンデール地区では大豆７５トン、ヘクタール当たり約２トン、とうもろ

こし１４０トン、ヘクタール当たり約４トンであったが、イライ地区では大豆

約４００トン，ヘクタール当たり約２．６トン、とうもろこし約８００トン、

ヘクタール当たり約６トンに達した。 
入植農家は数家族の常雇いと年間５００～６００人日の臨時雇いを雇用して

経営を行った。パラカツ地区では１０戸程度が農場に住み、大部分はパラカツ

市に住んで農場に通勤し、中には管理人に経営を任せるものもあった。これに
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対しイライ地区では大部分が農場に住み、一部は町に住んで農場に通った。 
９３/９４年度は大豆、とうもろこしの価格が漸く持ち直し、インフレの昂進

に伴う経費の増加にも拘わらず、かなりの粗収益を収め、特にイライ地区の農

家は生産性の向上とともに粗収益が増大し、かなりの純収益を収めた。一般に

交易条件の悪化等により農家経営の収益力は低下したが、それでも経営はかな

りの収益を挙げ、安定を維持した。 
反面参加農協は市場と農家との間にあって、政策環境のめまぐるしい変化、

深刻化、農家の不足資金の肩代わり等によって資金繰りが悪化し、９４年には

先述のとおり、コチア産組が倒産した。またコパシル農協は８９年に親組合の

コスエル農協から分離独立し、体制の整備を図り、９２年には本格事業補完事

業により倉庫、サイロを増設したが、資金繰りが苦しくなり、経営は楽ではな

くなった。 
以上のように入植農家の経営が安定を維持したのに対し、栽植企業の経営は

停滞した。Ｃ・ＦＯＧＯは９０年に農耕部門を取り止め、ピポットセントラル

始め機械、器具を売却し、畜産部門に専門化した（牛の頭数約３，２００頭）。

もともとこの農協は牧畜牧場であったのを協力事業の栽植企業として改造し、

一時はかなりの成果を収めたが、土地条件や当時の政策環境のもとでは農耕の

維持は困難であった。 
またＣＤＡＣは、８９年度には穀作を大幅に拡大し、大豆約８００ヘクター

ル、とうもろこし８，０００ヘクタールの作付けを行なったが、その他地区と

同様異常気象と価格の低迷により経営は不調であった。９０/９１年度は大豆の

作付けを更に増加し、９１/９２年度もほぼこれを維持し、経営収支は改善され

たが均衡するには至らなかった。９２年には南米銀行主導のもとに社長、技術

担当取締役が交代し、経営審議会会長も交代し運営体制の整備を図った。９２/
９３、９３/９４年度は大豆、とうもろこしのほかに陸稲，綿花、パイナップル、

ニンニク等も栽培し、総じて良好な成績を収め、経営陣の交代の効果も出始め

た。また従来と同様肉牛、養豚も充実した。しかし長い間の停滞から脱出し、

経営の抜本的改善を図るためにはなお格段の努力が必要であった。 
 
（３）効果の拡大 
第１段階試験的事業の効果は、この時期も引き続き拡大した。入植農家の年々

の営農による食糧増産、雇用、所得、税収等の直接効果は維持、増大した。地

域における自力入植農家等による生産の拡大、雇用の増大、税収等の間接効果

は、第２段階事業の効果と相乗的に増加した。第１段階と第２段階地区の両者

が所在するパラカツ郡では自力入植農家がなお増加し、コチア産組の組合員は

９２年時点で１０２戸となった。また同郡の１９８０年から９５年までの１５
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年間に、大豆は２６倍、陸稲は１０倍、とうもろこしは４倍に増加した。また、

パラカツ郡の人口は同じ時期に約４倍に増加し、コチア産組とコペルバップ農

協の収めた流通税は郡の流通税総額の６０％を占めた。第１段階と第２段階地

区の穀類の９３/９４年度の生産量は約４０万トンであったが、自力入植農家や、

技術の伝播による生産の増加等を考慮すれば、地域において１００万トン近い

穀類の生産を誘発したと思われた。 
開発地区の技術は更に地域を超えて伝播し、この時期のセラード地帯の生産

の増加に寄与したと考えられ、大きな前方関連効果や輸出回廊計画の開発につ

ながったと考えられた。 
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終  章 
 
この終章は、全体の締めくくりの参考とするため、足利の担当した序章から

第５章まで（時期的には７０年の初めから９３年ごろまで）の内容を総括した

ものである。従って、開発事業やその成果等の数値は第１，第２段階に関する

もののみであり、第３段階に関するものを含まない。但し、ブラジル経済や農

業の推移、第１，第２段階の事業地の生産と経営、波及効果についてはこの期

間を超えて推測したものがある。また、農業開発会社や日伯農業開発協力株式

会社についても９３年ごろまでの状況をまとめてみたものであり、最後の項も

思いつきを並べてみたに過ぎない。参考とされたい。 
 
 
１、 開発事業の実施とその成果並びに効果 
（１）開発事業の成果 
 本書の最初に述べたとおり、開発事業は日伯セラード農業開発計画のプロジ

ェクトとして３段階にわたって実施された。第１段階は５万ヘクタールの試験

的事業として、７０年代後半に準備し、同年代末から８０年代初めにかけてミ

ナス・ジェライス州のセラード地域で実施された。第２段階は１０万ヘクター

ルの本格事業と５万ヘクタールの新たな試験的事業として、８０年代後半に準

備し、８５年から９０年にかけてミナス・ジェライス、ゴヤス、南マットグロ

ッソ、マットグロッソ及びバイア州の５州にわたって実施された。また、第３

段階は８万ヘクタールの新たな試験的事業として、９０年代の前半に準備し、

９５年から２００１年にかけて実施された。 
 これらの開発事業を準備，実施した時期はブラジル経済が７０年代の成長か

ら８０年代の停滞、そして９０年代の回復と大きく変化した時期であった。ブ

ラジル経済は、７０年代においては前半に政府主導の輸入代替工業化政策と輸

出の拡大政策により“ブラジル経済の奇跡”と呼ばれた高度成長を達成し、石

油ショック後の後半においても先進国が縮小均衡による経済調整を図る中で、

依然第２次国家開発計画を策定し、エネルギーの国産化、資本財の輸入代替工

業化による成長政策をとった。経済は成長を続け、この間の平均成長率は５．

９％にのぼった。 
 ８０年代は７０年代の成長政策や第２次石油ショックによる対外収支の悪化

に伴う累積債務の返済が行なえず、外資導入も急激に減少し、同年代初めには、

いわゆる累積債務危機に陥り、対外収支の改善のため厳しい総需要抑制策をと

り、対外収支の最も危機的段階を通り抜けた８５年以降は昂進するインフレ抑

制のため度重なるヘラロドックスな安定化政策をとったが、失敗し、８９年の
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安定化政策以降は高金利政策をとり、財政赤字を賄い、超インフレを抑制する

ため高利回りの短期国債に全面的に依存した。経済は停滞、混乱し、平均成長

率は１．２％に低下した。 
 ９０年代は、一転して市場メカニズムをベースに経済発展を目指す方針に転

換し、この方針は９０年代を通じて貫かれ、９０年代前半に昂進するインフレ

に対し、流動性の圧縮や価格の凍結とともに徹底した自由化により海外からの

輸入品の増加を図り、消費者の選択肢を増やすとともに、非効率な国内産業の

再編を迫り、その後新通貨をドルにペックすることによりインフレを終息させ

るとともに、内外資の差別を撤廃し、投資資金の流入を促すための高金利政策

を継続し、民営化や行財政改革を断行した。経済は活性化し、再生に成功し、

この間の平均成長率は３．３％に恢復した。 
 農業はこのような経済環境、政策環境によって強く影響を受けた。７０年代

においては、経済の高度成長による国内資金事情の好転を背景とする農業融資

の拡大により、農業は南部地方を中心に急速に近代化した。平均成長率は３．

４％、１９８０年の穀類の生産量は５千万トン、大豆の生産量は千５百万トン

に上った。 
 ８０年代は、深刻な景気後退や制度的不安定性のほか、同年代初めからの引

き締め政策による農業融資の削減、金利の引き上げ、８４年以降の金利のイン

フレに対する全面的なスライド化、頻繁な金利の改定、保証価格の８６年まで

の農業融資にとって代わった一般的引き上げと対照的な８７年以降の急激な引

き下げ、８９年の安定化政策以降の金利の引き上げ等の影響を受け、農業成長

率は２．４％へと鈍化した。しかし、この中にあって農業は８０年代前半の実

質的な通貨切り下げによる輸出農産物の生産増加、後半の幾つかのブラジル産

品の国際市況の恢復、国内向食糧農産物に対する政府支持による生産増加によ

って大きく拡大し、８９年の穀物生産量は７千２百万トン、大豆の生産量は２

千４百万トンに上った。 
 このような農業の全体としての成長は１９９０～９１年には近年稀な悪天候

による農業生産の減退（９０年の穀類の生産量は前年の２２％減、９１年にも

恢復しなかった。）、８９年後半の経済の悪化、インフレの昂進、９０年３月の

コロールプランによる急激な流動性の圧縮、価格の凍結、農業債務の価値修正

と保証価格の調整との乖離等によって突然停止した。この危機を契機として零

細、小農を中心とした農家の離農が増加し、中、大規模農家には債務が累積す

ることとなった。１９９５年センサスによると農家数は８５年から１０年間に

百万戸近く減少し、レアルが登場した９４年の農業債務の総額は１５０レアル

（？）に達した。しかし他方、農業は広大な国土と豊かな資源をベースとして、

開発政策の慢性的な面積拡大から生産性向上への転換、技術の進歩、過保護の
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政策の排除による農家の市場経済の中での自立能力の増大、自己資金や市場資

金の利用、生産資材の関税引き下げによる資材価格の相対的低下、等によって

再浮上した。９２年には国連環境会議がリオデジャネイロで開催された。環境

破壊に対する国際世論は急速に高まり、特にアマゾンの自然保護に対する関心

が高まった。農業は自立的，持続的成長を続け、２００１年までの１１年間の

農業の平均成長率は３％台に恢復し、同年の穀類の生産量は約９千８百万トン、

大豆の生産量は約３千８百万トンにのぼった。 
 開発事業もこのような経済環境、政策環境の影響を免れず、また段階を追っ

て事業地は北上し、自然条件も厳しくなった。第１段階は、成長期の末期で経

済情勢は悪化の兆しを見せたものの、概ね安定した環境に置かれ、融資条件も

固定金利とされ、優遇された。第２段階は経済が停滞、混乱する中で、安定化

政策による農業融資の削減、金利のインフレに対するスライド化、８７年以降

の保証価格の引き下げ等をはじめ、８６年には政府による伯側見合い資金の一

部の融資代行機関による負担措置、８９年には財政支出の削減のためブラジル

中央銀行所管の特別プログラム基金の大蔵省への移管措置等が行なわれ、深刻

な影響を受けた。第３段階は財政構造の改革による農業融資の削減、高金利政

策の継続等の影響を受けた。また，第１段階の事業地は市場に近いセラードの

南端であったが、第２段階は中央高原からセラードの北限にまたがる広い地域

にわたり、第３段階はセラードの北限地域となり、厳しくなった自然条件の克

服に多くの努力が必要であった。 
 しかし開発事業は、第１段階においては概ね順調に進展し、第２段階以降も

困難はあったが着実に進展し、各段階とも１年程度延長した期間内にプロジェ

クトの建設を終わり、相当面積の作付けを行い、事業を完遂した。この事業の

進展の速さは農業開発事業としては驚くべきもので十分に評価されるものであ

った。投入した総事業資金（自己資金、インフラ整備費を含む）は第１段階、

第２段階合わせて（以下類似の個所同じ）５７７億円、うち融資が約４８６億

円であった。この額は当時の国際的標準から見て過大なものではなかった。日

本側は融資の半額を負担した。 
 
（２）開発事業の成果と効果 
 開発事業は大土地所有者あるいは未利用土地所有者から土地を解放し、利用

の高度化を図った。その面積は２４万５千ヘクタールにのぼり、実施前の枠組

みを上回り、うち１７万５千ヘクタール、全体の約７１％を耕地として造成し

た。 
 これら土地に入植した入植農家は約４４０戸（土地持ち農家を含む）にのぼ

り、実施前枠組みを大幅に上回り、また第１段階では、２単位の栽植企業が開
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業し、農業開発会社は直営の試験場及び展示農場を開設した。 
 大型機械体系を中核とした機械化技術の導入によって、農業生産者が装備し

た機械はトラクター１，２７０台、コンバイン５２０台、アタッチメント約９，

９００セット、ピポットセントラル２１０基にのぼり、土壌改良剤及び肥料の

使用量は約１００万トンに達した。 
 農業生産者はプロジェクトの建設と並行して作付けを始め、期間内の最終年

度の作付面積は大豆を中心に約１５ヘクタール（？）にのぼった。作柄は一部

でベラニコの被害があったが、目標収量にほぼ達し、良好な成績を収めた。 
 入植農家の経営主は、南部先進地農協の組合員農家の二，三男が多く、２～

３人のオペレーター等の労働力を雇用し、概ね３５０～４００ヘクタールの土

地を所有し、大豆を中心に大型機械化栽培を行なう企業的家族経営として定着

し、第１，第２段階の試験的事業においては、技術の確立と中規模近代的経営

としての成立の可能性を実証した。また第２段階の本格事業の先発、後発グル

ープでは、概ね技術を確立し、中規模近代的経営としての成立を実証した。更

に第１段階の栽植企業においては、資本制農企業として１万ヘクタール及び５，

０００ヘクタールの土地を所有し、大豆を中心とした大型機械化栽培を行なう

大規模近代的経営として出発したが、発足早々ベラニコの被害を受けたこと等

から、計画を一部変更し、経営の成立、安定を目指した。 
 開発事業はまた直接、間接の大きな効果をもたらした。直接効果としては、

事業実施期間中の生産活動による食糧増産効果をはじめ、開発事業や農業生産

者の営農活動に伴う雇用、所得効果、関係郡の税収効果であった。このうち雇

用効果は第１，第２段階を合わせ２万人に上ると推定された。また間接効果と

しては、先発グループのパイネイラ、アルボラーダ、エントレリベイロ、ルカ

ス地区等では、事業実施期間中に開発事業に触発された自力入植農家の入植が

増加し、また地元の牧畜農家等で新たに耕作を始める農家が増加した。これら

自力入植農家や新に耕作を始めた農家は、入植農家にほぼ匹敵し、地区によっ

ては入植農家の数倍に上り、取得した土地も入植農家のそれに近かった。開発

事業によって必要な石灰、建築資材産業等の活動が活発化し、いわば後方関連

効果が発生した。これら自力入植農家の農業生産や関連産業に雇用された労働

力は、直接雇用の約２倍４万人と推定された。地域の中心地や中心都市は、各

種商店や飲食店等のサービス産業が活発化し、公共施設や福祉施設も整備が進

み、地域住民の福祉が向上し、大きな地域開発効果が生じた。 
 更に開発事業の技術は、確立とともに地域を超えて伝播し、新しい農業生産

を誘発した。また、肥料や機械産業への影響も需要が纏まったものであっただ

けに無視できないものであった。第２段階では大豆の搾油産業へのインパクト

もかなりのものがあった。 
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（３）開発事業の成功の要因 
 開発事業は短期間のうちに完遂され、予定を上回る成果を収め、予想以上の

効果をもたらした。熱帯圏で大規模な近代的畑作経営を行うことは、人類の歴

史始まって以来の初経験といわれたが、開発事業の実施は一先ず成功した。 
 その要因は第１に、両国政府の支持、支援と、両国政府、民間協力の合弁事

業の協力形態、大豆を中心とした穀物生産の試験的事業及び本格事業の開発形

態、並びに農協によって組織された入植農家及び栽植企業による開発方式が良

く機能したことであった。両国政府はこの事業を国の重要事業として積極的に

支援した。日本政府は閣議了解の下に政府金融機関を通じて特別プログラム基

金への日本側必要資金を供与し、国際協力事業団を通じて技術協力を行なった

ほか、必要な伯国との協議等を行なった。国際協力事業団は十数回の調査団、

専門家の派遣を行い、９０名近い研修員を受け入れた（９２年度現在）。伯国政

府は特別プログラムを制定し、基金の形成に必要な伯側見返り資金を負担する

とともに、事業の指導、監督に当たり、政府関係機関を通じて技術の開発、指

導を行なった。関係各州政府は、関係機関を通じて基幹的インフラストラクチ

ャーの整備、融資の実行、技術の研究、普及等に全面的に協力した。 
 農業開発会社は事業推進の中核として、事業の企画、調整に大きな成果を収

め、土地の確保、農業生産者の選定、導入技術の組み立てのほか、農業生産者

に対する計画作成、技術指導等各種の技術的支援を行った。参加農協は入植農

家に対する土地の取得、分譲のほか、営農指導、流通の合理化等各種の経営的

支援を行った。また事業資金の特別プログラム基金からの融資は、その原資が

両国折半負担によるものであっただけに確実に実行され、日本からの供与資金

が円建てであったため、円高の影響によりコストオーバーランを起こすことも

なく、予定を上回る事業の実施を可能にした。 
 これら支援を受けて中規模近代的家族経営の入植農家と大規模近代的企業経

営の栽植企業が生産の担い手として、あるいは技術の伝播、波及の送り手とな

って活発な生産活動を行い、目標水準の生産性を実現した。このような政府の

支援と独自の協力形態、開発形態、開発方式の機能の発揮は、開発事業を成功

させた基礎的要因であった。 
 第２の要因は、導入技術が適正で、大豆を中心とした穀類生産の開発事業に

おいてよく機能したことであった。導入技術は農業開発会社が連邦政府や関係

各州の試験研究機関、大学等の協力を得て組み立てたもので、大型機械体系を

中核として、それの先導するセラード開発のために開発、改良され実用化され、

地域の実情に適合した土壌改良、品種、栽培法、施肥、防除等の労働対象的技

術を組み合わせ、体系的に総合化したものであった。この技術は大型機械体系

の先導する大豆を中心とする穀類生産の開発事業においては、各種の労働対象
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的技術の収量増進的機能が同時に労働節約的機能を併有することになり、その

土地節約的機能は機械化技術体系の中に組み込まれ、大面積での集約栽培を容

易にし、面積の拡大とヘクタール当たり収量の増加を可能にするものであった。

この技術は高い生産性と収量性を背景に伝播し、事業実施地域周辺の地域のみ

ならず、これを超えて広いセラード地帯に新たな生産を誘発した。このように

導入技術が大豆の栽培を中心としたセラード開発の適正技術としてよく機能し

たことは、開発事業を成功に導いた原動力であった。 
 第３の要因は、開発事業を巡る環境条件は段階を重ねるに従って厳しくなっ

たが、土地や労働力の資源はなお豊富にあり、また政府や農業開発会社が厳し

い各条件の克服に努めたことであった。コーヒー栽培の北進や事業地の北上に

伴って良好な条件の土地の取得は必ずしも容易ではなかったが、適地はなお豊

富に存在し、農業開発会社や農協の努力によって良好な土地を取得することが

出来た。価格も各段階を通じてヘクタール当たり平均約１５０～２００ドル程

度と安かった。また労働力の確保も可能で、賃金も比較的安かった。また経済

情勢は段階を追って厳しくなり、特に第２段階では農業融資が削減され、金利

も一般制度金融と同一となったが、政府は融資の限度や期間を緩和する等可能

な限りの特別措置を講じた。また民間業者も農業開発会社の実績を評価し、資

機材の前渡を行なうなど事業の推進に協力した。このような恵まれた環境条件

や関係者の努力は、事業の短期完遂を可能にし成功させた重要な要因であった。 
 
２、開発事業終了後の事業地の発展的推移と効果の波及による展開 
（１）事業地の生産の増大と多角化 

上述のとおり、第１段階の開発事業は８２年９月に終了し、各地区の農業生 
産者は農業開発会社の支援を離れ、入植農家の生産活動は専ら参加農協が管理、

運営し、栽植企業の生産活動はそれぞれの企業が自らの責任において管理、運

営した。また農業開発会社の試験場及び展示農場は会社が直営した。第２段階

は９０年２月に終了し（本格事業の補完事業は９３年２月）、各地区の入植農家

の生産活動は第１段階と同様参加農協が管理、運営した。また第３段階は２０

０１年３月に終了し、第２段階と同様参加農協が管理、運営した。 
農業開発会社は、開発事業の持続的発展を確保するため、常時農業生産者の 

生産と経営の全般にわたり注意を払い、情報を収集し、毎年度の生産活動終了

後は参加農協及び栽植企業に事業の実績の報告を求め、必要に応じて調査を行

い、助言、指導を行なった。また日伯農業開発協力株式会社は、農業開発会社

と共同で追跡調査を行なった。この農業開発会社がフォローした期間は、第１

段階は８０年代、９０年代の２０年、第２段階が９０年代の約１０年間に及び、

第３段階も数年を経過した。この間事業は農業生産者の主体的条件や環境条件
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の影響を受けて変化し、発展し、展開した。事業地の生産と経営は部分的な停

滞や脱落はあったものの、全体として発展的に推移し、効果はセラード地帯に

広く波及し、新たな農業生産や関連産業を誘発し、展開した。 
参加農協の報告等により生産の推移を第１段階事業地についてみると、入植 

農家、栽植企業及び農業開発会社の展示農場を合わせた穀類の総作付面積は、

事業終了直後の８２/８３年度の約３万２千ヘクタール（最大）から、小麦の二

毛作の急減、栽植企業の極端な作付けの縮小等によって２万５千ヘクタール前

後に減少し、更に９６/９７年度頃からは２万ヘクタールを割った。しかし９６/
９７年度頃以降の作付けの減少は、農協の倒産、経営不振、農家の農協からの

脱退等により作付けの実態の把握が困難となったためと思われ、実態的には２

万５千ヘクタールに安定して推移したものと思われる。報告によると、最近は

農協活動が恢復したためか作付面積は増加している。内容的には、８５年頃ま

では大豆が全体の７～８割を占め、その他小麦、とうもろこし、陸稲、フェジ

ョン等であったが、小麦は事業終了後数年にしてほぼ消滅し、代わってとうも

ろこしが増加し、８６年頃以降は大豆が５～４割に減少し、とうもろこしが収

益性の増大とともに増加し、大豆に匹敵するようになり、その他フェジョン、

陸稲等となった。 
イライ、パラカツ地区では穀類や野菜、コーヒーの灌漑栽培が盛んとなり、 

灌漑面積は３～４，０００ヘクタールとなった。またコーヒーは８０年代は３，

０００ヘクタールにのぼったが、栽植企業ＣＤＡＣにおける減少や価格の低迷

等によって減少した。その他８，０００頭程度の牛が飼育されており、生産の

多角化は進んだ。 
作付面積の安定的推移に対し、穀類の生産量は８０年代の６万トン前後から、 

９０～９２年の大豆の不作による減少の後回復し、８万トン前後となり、その

後更に増加を続けているものと思われる。最近は大豆ととうもろこしで９万ト

ン前後に増加している（８６/８７年頃以降の減少は作付面積と同じ事情があっ

たと思われる）。 
生産の増大は、大豆、とうもろこしの生産性の向上によるもので、大豆のヘ 

クタール当たり生産量は８２/８３年度の１．５トン前後から８０年代終わりに

は２．２トン程度となり、９０～９２の低下の後、２．４トン程度となり、そ

の後も増加を続け３トン近くになったものと思われる。報告によると、最近は

２．８トン程度となっている。とうもろこしのヘクタール当たり生産量は、８

０年代の４トン台から９０年代には６トン台となった。 
次に第２段階についてみると、入植農家の穀類の総作付面積は事業の終了し 

た８９/９０年度からほぼ１２万ヘクタール程度に安定し、９５/９６年度以降は

１０万ヘクタールを割ったが、これは９４/９５年度の農業の不況による参加農
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協の一部倒産、経営不振、農家の農協からの脱退等第１段階と同じ事情により、

実態の把握が困難となったことによるものと思われ、実態的には１２万ヘクタ

ール程度に安定して推移したものと思われる。報告によると最近は大豆、とう

もろこしのみで１１万ヘクタールに増加している。内容的には一貫して大豆７

５％，とうもろこし１５％程度で、その他陸稲、フェジョン等であった。パイ

ネイラ、グワルダモール、ボンフィーノポリス、エントレリベイロ、ピラティ

ンガ等の事業地ではピポットセントラルによる穀類、野菜類の灌漑栽培が行わ

れ、ピポットセントラルは１８０基を数える。この他コーヒー約４，０００ヘ

クタール、ゴム約２，０００ヘクタール、柑橘約１，０００ヘクタールにのぼ

る。牛の飼養も約７，０００頭で、生産は多角化した。 
作付面積の安定的推移に対し、穀類の生産量は増加を続けた。事業の終了し 

た８９/９０年度は約１０万トンに減少したが、以後恢復して８４/８５年度には

３３万トンとなり、８５/８６年度以降は２０万トン台に低下したが、これは作

付面積と同じ事情によるもので実態的には増加を続けているものと思われる。

報告によると最近は大豆ととうもろこしで４０万トン近くに増加している。生

産量の増加は大豆、とうもろこしの生産性の向上によるものであった。大豆の

ヘクタール当たり生産量は８９/９０年度は１トンを割ったが、以後恢復し、８

４/８５年度には２．２トンとなり、その後２．７トンと増加し、更に増加を続

けているものと思われる。最近の報告では２．８トンとなったとされている。

とうもろこしのヘクタール当たり収量は、８９/９０年度の２．５トンから増加

し、９４/９５年度には５トン、その後６トン程度となった。 
 以上のような事業地の生産の増大と多角化は農協の管理が適切であったほか、

次に述べるように入植農家の一部には土地を売って転出するものがあったが、

ほとんどのロッテが譲り受け者によって耕作されたこと、農業融資が削減され

る中で入植農家は出来るだけ自己資金を使用し、不足分を農協、流通業者、生

産資材業者、穀物メジャーとの間の青田売り（Ｓｏｊａｖｅｒｄｅ）によって

調達し、作付け資金を確保したこと、農産物価格が低迷する中で入植農家は収

益を確保するため積極的に新技術を取り入れ、生産性の向上に努め、生産の多

角化を進めたこと等を背景とするものであった。 
 
（２）入植農家の経営の発展と栽植企業の経営の停滞   
 第１段階事業地についてみると、事業終了後、生産安定期の８５年頃までの

時期は、農業融資が削減され、金利も引き上げられたものの、８３年のアメリ

カの熱波の影響により価格が高騰し、また保証価格が高めに設定される等比較

的恵まれた環境に置かれた。入植農家は大豆ととうもろこしを中心に技術を改

良して生産性の向上に努め、出来る限り自己資金を使用して経営の合理化を図
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り、生産の安定するこの時期までに概ね技術の確立と経営の安定を達成した。

８６年は長期資金の返済が始まる年であったが、金利が固定されていたことと、

同年２月のクルザード計画による減価措置に恵まれ、据置期間の終了する同年

中に経営の最大の難関とされた長期資金の返済を総て終わり、経営は発展の軌

道に乗った。 
 ８０年代は金利が物価スライド制となり、頻繁に改訂され、８７年以降価格

が急激に低下する等厳しい環境に置かれたが、入植農家は経営基盤が確立して

いた上に、激変する情勢の中で物価スライド融資を契約する危険を避け、出来

る限り自己資金を利用して経営の合理化を更に進め、これを乗り切った。イラ

イ地区では脱落者は一人もなく、パラカツ及びコロマンデール地区では特別の

事情の農家が前者で６戸、後者で７戸土地を売って転出したが、ほとんどのロ

ッテは譲受者によって耕作が続けられた。反対に多くの農家は数百ヘクタール

の農地を買い増し、あるいは借地して規模を拡大した。イライ地区では１，０

００ヘクタールのも達する農家もあった。 
 ９０年代初めの不作やコロールプランの金融の引き締めや価格の凍結による

農業の危機の影響は第１段階農家にも及び、農家の中には粗収益をもって営農

融資の返済が困難なものもあったが、債務額が小額であったため、９５年の債

務救済措置（Ｓｅｃｕｒｉｚａｔｉｏｎ）の適用を受け、累積債務は生じなか

った。９０年代の技術の進歩は著しく、農家は積極的にこれを取り入れ生産性

の向上に努め、自己資金や民間資金を利用して必要資金を調達し、市場経済の

中での自立能力を高めた。９２年の時点ではイライ地区の農家は全戸定着し、

パラカツ、コロマンデール地区では新にそれぞれ７戸、６戸が転出し、その後

更に転出者が増加し、イライ地区でも転出者が出た模様であるが、その数は僅

かであったと思われる。転出者のロッテはほとんどが譲り受け者によって耕作

が続けられ、全体として経営は発展を持続した。 
 このような入植農家の経営の発展は、基本的には長期資金の返済が早期に出

来たほか、土地の熟畑化、充実した資本装備、技術の改良、必要資金の調達の

多角化等総合的な経営能力の成長によるものであった。また、９０年代初めの

危機の時期には、農協が農家と市場との接点にあって農産物販売融資、作付け

融資、資材の前渡等を行い、農家を支援したことも重要な要因であった。しか

し、このため農協自身の経営は必要資金の調達を無理な銀行融資に求めざるを

得ず、資金繰りが急速に悪化し、後に述べるようにコチア産組は９４年に倒産

し、コパシル農協（コスエル農協）も経営不振に陥り、入植農家の経営に重大

な問題を投げかけた。 
 入植農家の経営が発展を持続した反面、栽植企業の経営は停滞した。ＣＤＡ

Ｃは事業期間中の８１/８２年度のベラニコの被害を契機に経営を多角化する方
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針をとり、穀作を縮小するとともにコーヒー、畜産のほか、低湿地を利用した

水稲の栽培、湧水を利用したニンニク等の野菜の栽培を始めた。８３/８４年度

は融資の削減、金利の引き上げのほか、前年度における大豆の雑草被害等から

穀作の面積を更に縮小した。しかし各部門の生産は予定を下回り、８５年まで

に技術を確立し経営を安定することが出来なかった。８６年には入植農家と同

様、長期資金の返済を終わり、クルザード計画の価値修正制度の廃止によって

金利負担が軽減し、初めて黒字を計上したが、その後はクルザード計画の失敗

とともに再び金利負担が増加し、経営は停滞を続けた。その間南米銀行による

２度の役員の交代を含む体制の建て直しが行われ、とうもろこしや大豆の作付

面積を増やし、営農を充実し、一時は恢復の兆しもあったが、長い間の停滞か

ら抜け出ることが出来なかった。９８年の南米銀行のイタリア系スタメリス銀

行による買収を機に営農を停止した。 
 ＦＯＧＯは従来からの畜産と新たな穀作との複合経営の方針をとったが、低

地のためベラニコの頻度が高いことからピポットセントラルを導入して野菜の

灌漑栽培を加え、概ね良好な成績を収めた。しかし穀作はＣＤＡＣと似た事情

があり、野菜の灌漑栽培も予定の生産を挙げることが出来ず、８８、８９年の

２年続きのベラニコの被害を機に穀作を諦め、９０年には畜産のみに専門化し

た。 
 このような栽植企業の経営の停滞は、基本的には農業が自然条件によって規

制される土地を労働手段とし、作物や家畜の生きた有機体を労働対象とするこ

とから、地力の維持、増進と雑草の防除、病原の予防に配慮し、有機体の生育

に則したきめ細かい管理が不可欠であり、技術能力の充実、管理体制の整備が

必要であるが、ＣＤＡＣは技術能力が必ずしも十分でなく、経営を多角化した

ため管理者の注意が散漫となり、管理が行き届かず、一部で土壌浸食や湧水の

枯渇、コーヒー園の荒廃、雑草の繁茂等の問題を生じたことに起因する。また、

経営的には大規模経営の最も重要な利点は規模の経済性にあるが、その実現は

規模の拡大に伴ってより効率的な専門化した機械、生産方式等が利用可能とな

ることにより達成されるものであり、基幹の穀作を極端に縮小し、経営を多角

化と言うよりも雑多化し、メインをなくすことは規模の経済に逆行するもので、

穀作の機械、施設の遊休化、新規部内の機械等の調達に要する経費の増大を招

き、本来小さくなるはずの資本係数が大きくなり、金利負担能力が低下し、会

社設立以来の運転資金の不足による債務が負担能力を遥かに超え、経営の停滞

から脱出することが出来なかったことにある。ＦＯＧＯは土地が低地にあるこ

とに伴う自然的制約のほか、技術能力も十分でなかったこと等ＣＤＡＣに似た

事情があった。何れにせよ栽植企業の停滞は大規模経営における問題を浮き彫

りにした貴重な経験であった。 

 10 



 次に第２段階事業地についてみると、開発事業の終了後の数年間は第１段階

事業地の場合に比し経済情勢が格段に厳しく、入植農家の一部の経営は全国の

農家と同様、営農資金の債務が固定化し、一部が離農する等の問題を生じたが、

技術の進歩や農家の自助努力、農協の支援等によって全般的には発展的に推移

した。開発事業が終わった８９/９０年は近年稀な不作とコロールプランによる

金融の引き締め、価格の凍結等により入植農家の経営は極度の不調に陥り、一

部の農家では終発グループの農家を中心に営農融資の債務が発生し、９０/９１

年度は生産は恢復したものの価格の低迷、保証価格の不利な地域差等によって

一部の経営は停滞し、終発グループの農家等では債務が固定化した。９１～９

４年は生産の恢復とともに価格もやや持ち直したものの、過年度債務の固定化

した農家には銀行が融資を渋る等のことから一部農家では経営の改善が進まず、

債務はなお累積し、離農する農家も出た。土地を売って転出した農家は９２年

時点で当初の入植農家の約１０％，９４年には約１５％，２０００年には約２

０％程度で必ずしも多いとはいえなかったが、事業終了後早い時期から離農が

始まっただけに情勢の厳しさを物語るものであった。転出した農家のロッテは

ほとんどが譲り受け者によって耕作され、また、土地を買い増し規模を拡大し

た農家も９２年時点で１０％程度にのぼった。 
 このような情勢の中で入植農家や交代農家の多くは大豆、とうもろこし等を

中心に技術を改良し、生産性の向上に努め、経営管理を充実して経営の安定を

図った。先発、後発、終発の各グループの農家がそれぞれ生産安定期に達する

９１/９２～９３/９４年度までに大豆、とうもろこし等のヘクタール当たり収量

は概ね目標を達成し、価格の低迷にも拘わらず収益も概ね予定の額に達し、技

術の確立と経営の安定を実現することが出来た。しかし各グループの農家では

９２年から９４年にかけてそれぞれ投資資金の融資の返済が始まった。農家の

中には据置期間中に資金を蓄積して返済に備えることが予定通り進まず、年々

の生産物の販売により営農融資の返済とともにこれを返済することは大きな負

担となり、一部の農家では投資資金の融資の債務の累積問題が新に発生した。

９０年代の初めの危機を契機に全国の農家では債務の累積問題が政治問題化し

たが、入植農家においても９５～９６年頃から投資資金の累積問題が表面化し

た。債務の累積問題に対しては９５年にＳｅｃｕｒｉｚａｔｉｏｎと呼ばれる

２０万レアル以下の債務救済措置が、９８年にはＰａｓａと呼ばれる重債務の

救済策が講ぜられ、入植農家も適用を受けたが、なお解決するに至っていない。 
 入植農家や交代農家の中で、債務はあっても返済可能な農家と経営が不調で

返済が不可能な農家の割合がどの程度であるか明らかでないが、生産安定期の

経営の動向などから推定すれば、前者が少なくとも７割以上、後者が３割程度

と思われる。経営は全般的に発展的に推移しているものとみられる。 
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 このような経営の全般的な発展は、基本的には、第１段階と同様、経営の総

合的な能力の向上、特に経済の自由化、国際化の新時代に対する農家の自覚と

それに刺激された自立化努力を背景とするものであった。また、９０年代の技

術の進歩は著しく、特にセラードでは、大豆の燐酸施肥法の改良により根系の

発達が改善され、ベラニコの害が軽減され、更に最近では石膏（？）の大量施

用により土壌深層までのＰＨの改良、カルシュームの補給により根系の発達が

著しく改良されベラニコの害はほとんど克服された。また大豆の低緯度適応品

種の選抜についても精力的に開発され、現在ではどこの地域にも適応する品種

が用意されるに至った。この施肥法の改善と品種改良は生産性を高め、経営を

安定させる原動力であった。更に９０年代初めの危機の時期には農協が不足す

る資材や販売融資、作付け融資を供給したことが経営の発展を大きく支えた。

しかしこのため農協は必要資金の調達のために無理な銀行借り入れを行なった

ため、農家からの償還の焦げ付きもあって資金繰りが急速に悪化し、債務が累

積した。この時期に全国の農家では経営難に陥り解散する農協が相次いだが、

開発事業の事業地においても、コチア産組をはじめ南伯農協、コカリ農協、カ

マス農協、コバゴ農協、コペルカーナ農協等が解散した。地区によっては親組

合より独立し、入植者により新しい農協の設立（コペルティンガ農協、コパセ

ン農協等）もみられた。９５年には農協の累積債務の救済のため「農業協同組

合復興プログラムＲｅｃｏｏｐが実施されたが、全国的な農協組織の再整備が

緊急の課題となった。 
 なお、農家の累積債務の背景には、経営主の農業経験や技術能力の不足等内

部要因も皆無ではなかったが、そのほとんどは９０年代初めの危機の時期に始

まる農業融資の急激な削減、価格の凍結、９４年までの超インフレ、高金利政

策等の外部要因によるものであった。それらは農家によって管理出来ないもの

で、農家としてはそれらを前提に生産性を高め、収益を確保する以外に方法は

なかった。 
 
（３）効果の拡大 
 第１段階事業地についてみると、地域における農業生産の増加に伴う増産効

果、農業生産者の農業のための雇用効果、所得効果、自治体の税収効果等の直

接効果は、事業終了後も引き続き持続した。しかし開発事業の最も重要な価値

は、地域における自力入植農家等の生産の波及効果、資材産業の活性化による

後方連関効果、それに伴う雇用、所得効果、地域開発効果、更には地域を超え

た生産の波及効果、大豆搾油産業を始め関連産業の発展による前方連関効果等

の間接効果の拡大にあった。 
 開発事業に誘発されて事業地周辺に自力で入植した農家や地元で新たに農業
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を始めた農家は、開発事業の末期から始まり、開発事業終了後１～２年の間に

急速に増加し、８３年末にこれら農家は開発事業入植者数を上回り、購入した

土地面積は入植農家のそれに匹敵した。自力入植農家等はその後も引き続き増

加し、開発事業終了後１０年を経過した８０年代末にはこれら農家は入植農家

数のほぼ２倍にのぼり、購入した土地面積は入植農家のそれを上回った。 
 これら入植農家等の生産活動によって地域の農業生産は増加し、石灰や建築

資材等産業の活動は活発化し、それら関連産業は開発事業の直接効果と同じよ

うな効果をもたらし、地域の中心地や都市はサービス産業が活発化し、公共施

設が整備され、大きな地域開発効果をもたらした。イライ地区は開発事業が始

まる前は１集落に過ぎなかったが、１０年にして人口９，０００人の都市の様

相を呈するに至り、コロマンデール市は昔の宿場町の活況を取り戻し、パラカ

ツ市は人口９０，０００人の近代的な地方都市に変貌した。 
 開発事業における技術は、その確立とともに各種のチャンネルを通じ事業実

施地域を超えて広くセラード地域に波及した。これを数字的に明らかにするこ

とは出来ないが、前述のとおり、開発事業の技術は面積の拡大と収量の増大を

同時に可能にする革新的技術であったが、当時ブラジルの農業生産、特にセラ

ード地帯の大豆を中心とする農業の生産の拡大が従来からの面積の拡大のみな

らず、ヘクタール当たり収量の増大によってもたらされ、また中、大規模農家

が増加し、開発事業の技術と共通した側面をもつ事実からこれを窺い知ること

が出来る。 
 ８０年から８５年の時期は、ブラジルの大豆生産はやや停滞したが、セラー

ドにおける大豆生産は驚異的に増加し、８５年の生産量は８０年の３倍に増加

し、全国生産に占める比率は８０年の約６％から８５年には３６％に達した。

バルガス研究所はこれを“ブラジル農業発展の新しいサイクル、セラード農業

の始まり”と位置付けた。このようなセラード地帯の大豆の生産の増大を内容

的にみると、生産量の増加率は実に年平均２４％に及ぶが、面積の増加率は２

１．３％、ヘクタール当たり収量の増加率が年２．７％であった。７０年から

８０年の間のヘクタール当たり生産量の増加率が１％程度であったのに比較し、

ヘクタール当たり収量の増加が目立つ。これは７５年のＣＰＡＣの設立等によ

るセラード地帯農業の試験研究の成果によるところが多いが、これを取り入れ

た開発事業の技術の伝播、波及の効果も多分に影響したものとみることが出来

る。また、８５年農牧センサスによると、零細、小農を中心に農家が増加する

中で中、大規模農家は着実に増加した。これは開発事業の効果の拡大もあって、

中、大規模農家が生育したことを物語るものであろう。 
 なお、８５年から８９年の時期は、国内向食糧の生産が増大し、輸出農産物、

特にセラード地帯の大豆の生産量の伸びも続いた時期で、セラード地帯の大豆
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の生産量の比重は全国の４４％に達した。内容的には生産量の伸びは年平均１

３％と鈍化したが、ヘクタール当たり生産量の伸びは依然３％程度の伸びを持

続した。第２段階の先発グループや一部の後発グループのそれの効果の影響の

反映とみることが出来る。 
 第２段階事業地においては、先述したように、事業実施中に先発グループの

地区では事業に触発された自力入植農家や新たに農業をはじめる農家が増加し

たが、事業終了直後の９０，９１年はコロールプランによる＊＊の極度の逼迫

や不作によって一時低調であった。しかし、９２年頃から農業生産の恢復とと

もに後発グループや終発グループの地区では自力で入植する農家等が増加し始

め、９２年時点でグワルダモール、ボンフィーノポリス、ピラティンガ、ブリ

ティス地区等では入植農家の半ばに近い農家が自力で入植し、土地面積も入植

農家の３割程度となった。これら自力入植農家等はその後も増加が続き、生産

安定時の９４～５年頃には入植農家に匹敵する数に達し、土地面積も入植農家

のそれに近いものとなった。 
 これによって地域の農業生産は増加し、資材産業も活動が活発化し、中心地

や中心都市ではサービス産業が活況を呈し、パラカツ市やウナイ市には高層の

ホテルが開業し、ピウバ市にもホテルが出現した。 
 開発事業の技術は、その確立とともに地域を超えて広くセラード地域に波及

した。９１年から２０００年までの９０年代の全国の大豆の生産量は９０年の

１，９９０万トンから２０００年の３，２８０万トンに約２．２倍に増加した

が、その間セラード地域の大豆の生産量は、同じ時期７４５万トンから１，９

００万トンに約２．６倍に増加し、全国に占めるセラードの比重は約５８％と

なった。これを内容的にみると、生産量の年平均伸び率が１０％で、そのうち

ヘクタール当たり生産量の伸びが実に６％に達した。生産量の伸びは８６年か

ら８９年までの８０年代後半の年平均伸び率の約１９％には及ばなかったが、

ヘクタール当たり生産量の伸びは８０年代の約２倍となった。これは９０年代

の技術の進歩が著しく、政策的にも面積の拡大から生産性向上への転換による

ところが多いが、同時に進歩した技術を取り入れた第１，第２段階の開発事業

の技術の伝播、波及の影響が色濃く反映したものと見ることが出来る。 
 何れにせよセラード地帯の大豆の生産の拡大は大豆の搾油産業をはじめ、配

合飼料、食品工業等の関連産業に強いインパクトを与え、大きな前方関連効果

を生み、アグロインダストリーの拡大をもたらした。大豆の搾油工場のセラー

ド地域への進出が相次ぎ、８０年代にはブラジリア近辺、ゴヤス州南部、マト

グロッソ州に穀物メジャーの工場が進出したが、９０年代にはバイア州、マッ

トグロッソ州等に進出した。 
 また、セラードにおける大豆生産の拡大の過程で穀物メジャーは活動領域を
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拡大した。穀物メジャーは６０年代終わり頃の落花生、綿実等の搾油から始ま

り７０年代８０年代には大豆の搾油、肥料、資機材の供給、生産物の輸出等の

分野に進出したが、９０年代には農家の青田貸しにより生産金融の分野まで領

域を拡大した。 
 更に大豆を中心とした穀類の生産の増大に伴って流通は大量化し、流通組織

の再編、インフラストラクチャーの整備、河川と鉄道を利用した新しい輸出回

廊の開発を促した。特にブラジルコストと呼ばれる輸送コストの割高は６０

数％を占める道路輸送にあることから、輸出回廊の開発は、これを水路と鉄道

輸送によって削減し、国際競争力の強化につながるものとして重要で、政府や

民間企業による北部輸出回廊、北西部輸出回廊等の開発が始まった。 
 以上のような技術の伝播、波及による効果の拡大は、基本的には開発事業の

技術の革新性にあった。大規模機械体系の先導するこの技術は面積の拡大とヘ

クタール当たり収量の増加を同時に可能にし、高い生産性をもたらして地域の

内外に広く伝播、波及した。また、技術の伝播、波及はチャンネルの増加とと

もにインフレの昂進する時期には金融資産を保存することの不安から、不況の

時期にはより有利な投資先を求めて土地投資が拡大し、技術の伝播、波及の受

け手が増加した。南部先進地である程度の土地を売却すれば、セラード地帯で

より広い土地を購入し、機械、施設を整備することが出来た。更に効果の拡大

の背景には大豆が蛋白質、脂肪を豊富に含み、直接食料として消費されるだけ

でなく、加工により多くの用途を持つという事情があった。大豆は初めに搾油

産業の原料として大量に消費され、生産された大豆油、大豆粕が多くの２次、

３次加工産業の原料となることから、大豆の生産の拡大は、これら多くの関連

産業に強いインパクトを与えた。なお、第２段階の開発事業の実施中や事業終

了後の時期に効果が特に大きく拡大したのは、技術の進歩による開発事業の技

術の伝播、波及力が増大したこと、事業地が広汎、多数で、それぞれの事業地

が技術の伝播、波及の拠点となったこと等が考えられる。 
 
３、農業開発会社及び日伯農業開発協力株式会社の果たした役割と経営の実績   
（１）農業開発会社の果たした役割   
 農業開発会社は、開発事業の実施の中核として、事業実施期間中は定款に従

い事業の企画、調整、入植用地の確保、農業生産者の選定、指導、技術の組み

立て等の公益的業務を行い、事業終了後は事業のフォローアップ、農協からの

事業実績報告の徴収、必要な調査、助言等を行った。 
 第１段階についてみると、農業開発会社は、設立とともに実施計画の作成に

着手し、入植用地の取得、入植基本計画の作成を進めるとともに入植農家及び

栽植企業を選定し、入植農家に土地を分譲し、農業開発会社の試験場及び展示
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農場用地を取得し、計画を作成した。また連邦、州の試験研究機関等の協力を

得て導入技術を組み立てるとともに特別プログラムの作成に参画した。これら

実施計画の作成の過程では、事業実施前の枠組みの一部を実情に即して変更し、

会社の業務も一部変更せざるを得なかった。こうして計画の作成にはほぼ１年

半の期間を費やした。 
 計画の作成が周到であったため、事業の実施は急テンポで進捗した。約２年

後の８２年９月には予定以上の建設を総て終わり、相当面積の作付けを行なっ

て事業を完遂した。しかしこの間、農業生産者の数が多く、関係者も夥しい数

にのぼったことから、それらの活動の調整には多くの努力が必要で、また予期

せざる政策的、制度的問題も生起し、その解決に多くの時間と労力が必要であ

った。このため農業開発会社は数え切れないほどの会議や訪問によって関係者

の調整に努め、政府と折衝して問題の解決に努める等調整に全力を挙げた。特

に特別プログラムの解釈を巡る伯中央銀行と融資代行機関との意見の対立によ

る事業の立ち上がり期の遅れ、農業開発会社の展示農場に対する特別プログラ

ム基金からの融資の可否、あるいは８０，８１年の特別プログラム融資の金利

引上げ提案等は問題が重要であっただけに解決に特段の努力が必要であった。

更に８０～８１年のカトリック教会の反対運動は本質的には政府と教会との対

立であったが、その影響は無視出来ず、多くの時間を割いて沈静化を図った。

開発事業の短期完遂は周到な準備とともに、このような農業開発会社の努力に

よるものであった。 
 第２段階においては、情勢が一段と厳しく、しかも相次ぐ安定化政策により

その変化が激しく、事前に全般的な実施計画を作成することが不可能となった。

このため農業開発会社は年々前年の実績を踏まえ、新たな情勢に即して計画を

作成するローリングプランの方針をとり、これによって事業を進めた。対象地

域が５州に拡大し、入植農家は５００戸を超え、各州関係者は夥しい数に上っ

た。農業開発会社は各州に事務所を設け、後に述べる間接雇用の農業技師等に

より調整に全力を挙げるとともに、予期しなかった政策的問題についても政府

に要請して解決に努めた。特に第２段階においては金利の頻繁な変更、融資代

行機関への融資額の３５％の負担措置、特別プログラム基金の大蔵省への移管

措置等の問題が起こり、農業開発会社は、その都度資料をもって政府に改善、

解決を要請した。第２段階の成功は政府の支援とともに、このような農業開発

会社の努力に負うところが多い。このようにして農業開発会社は事業実施の中

核として公益的役割を十分に果たした。 
 事業終了後においては、農業開発会社は、日伯農業開発協力株式会社と共同

で追跡調査を行い、必要な助言、指導を行なった。特に第２段階事業地につい

ては、入植農家の債務の累積問題について資料を整備して政府に救済措置を求
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め、あるいは農家を指導して自己資金の使用を勧める等経営の改善に努めた。 
 
（２）農業開発会社の経営実績   
 他方、農業開発会社は両国政府と民間の協力によるブラジルの農業開発の公

私合同企業として、各種の公益的機能を果たすとともに、管理を実現し、組織

を整備し、収益を確保して経済性を実現し、経営を維持することが求められる。

これを第１段階についてみると、取締役はロマノ社長の農業政策と技術につい

ての豊富な経験、学識と、強引とも思える指導力のもとに各取締役が一致して

協力し、協調して管理に当たった。諮問委員会は実質的な経営審議会として重

要事項の審議と対策の方向付けを行なった。会社は開発事業の進展に応じて実

施地区に事務所を設け、職員を配置して現地業務に当たった。職員は事業の進

展とともに増加し、最盛期の８０年末には総数５０数名となった。人員の増加

に伴って組織を整備し、直系組織を若干のスタッフで補完する方式をとり、ま

た職員の厚生、福祉施設を整備した。展示農場についても組織の整備を図った。 
 財務については、資本金をコロマンデール保有地、ＣＤＡＣへの投資に当て

たほか、入植農家に対する分譲用土地の取得に運用した。損益については、事

業実施前の枠組みでは、技術援助手数料や展示農場の収入、栽植企業に対する

投資の配当等によって経費を賄うこととしたが、技術援助手数料が実施計画作

成の過程で技術援助業務をミナス・ジェライス州普及公社ＡＣＡＲに委託せざ

るを得なくなったため、その大半が得られず、他の収入も短期間に確保出来な

いため、必要な収益源の確保に苦しんだ。幸いにして８０年は入植用地の分譲

による収益により、８１年は関係者の了解の下にコロマンデール保有地の一部

を利用した入植事業の収益により乗り切ることが出来た。 
 しかし、８２年以降は事業の終了とともに収益源がなくなり、これに応じて

人員の整理を含む経営の合理化が必要であったが、農業開発会社は第２段階の

早期実現に望みをかけ、合理化に積極的ではなかった。このため８２年は資金

繰りが急速に悪化し、会社は設立以来最大の危機に直面した。会社の見通しに

よると、８２年末には資金繰りで約４０百万クルゼイロの不足を来たし、損益

においても約２００百万クルゼイロ（約２億円）の当期損失を生ずることとな

った。会社は再びサンタローザ保有地を利用した入植事業を提案し、両国関係

者の了解を求めた。両国関係者はこの保有地の取得の趣旨から、これを手放す

ことは問題であるとしながら、他に経営維持の方法が無いのであれば同意せざ

るを得なかった。協議の結果、伯側資金によりこれを実施することとなった。

また同年末の諮問委員会では本社をブラジリアに移転し、機構の改革、徹底し

た合理化を決定した。 
 会社は不足資金を銀行から借り入れ、８２年度の当期損失は予想通り約１億
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９千万クルゼイロ（約１億９千万円）にのぼったが、本社のブラジリア移転は

８３年４月に終わり、本社職員を１３名とし、パラカツ事務所、展示農場を含

めて３０名とし、他は総て解雇した。機構の改革については、伯側は経営審議

会方式を提案したが、協議の結果、取締役２名の給与を日伯双方で負担するこ

ととした。サンタローザ保有地の入植事業は伯側が資金手当てに手間取り、実

施が遅れたが、５月末に実施が本決まりとなった。この過程で協同組合信用銀

行は農務大臣の指示で特別融資を行い、加えて展示農場では豊作とアメリカの

熱波による影響等で価格が高騰し、予想以上の売上を収め（約２億クルゼイロ）

た。その他関係機関から農業技師１名の給与の支援を受ける等、事態は一挙に

好転し、懸念された経営危機は一先ず回避された。 
 会社はサンタローザ入植事業の本決まりとともに本格的に開発事業を進め、

９月までに入植農家全員の入植を終わり、年内に事業をほぼ終了した。会社は

この事業により８３年に約７億７千万クルゼイロ、８４年には約４億３千万ク

ルゼイロの収益を収めた。この過程で岩淵副社長が急病のため急逝し、日本側

役員は１名となった。職員は３０名体制を維持し、経費の節減を図った。会社

は８２年に生じた繰越欠損金を償却して経営の再建を達成した。幸いにして、

この経営危機を通じて役職員は初めて企業経営の恐ろしさを知らされ、経営努

力の必要性を深刻に自覚するようになった。会社はサンタローザ入植事業の監

督手数料の分配をＢＤＭＧに強く要請し、あるいはリオドーセ社と技術提供契

約を締結してコンサルタント事業を始めた。 
第２段階においては、欠員中であった日本側副社長に南坊元ベレン総領事を

充て、体制の強化を図った。職員は事業の大規模化、広域化に伴って増員が必

要であったが、情勢の厳しさを考慮し、事業の進展と収入に見合った漸進的整

備を図った。特に増員が必要となる農業技師については、コチア産組を除き農

協と技術契約を締結し、農協が農業開発会社の要請を受けて農業技師を雇用し、

同技師が会社の地域事務所のコーディネーターの指導のもとに技術援助を行い、

その間の俸給は会社が支払い、３～４年後には農協が同技師を引き取る方式の

間接雇用により、人員の増加の抑制と技術指導の一貫実施により業務の充実を

図ることとした。会社はプロジェクトの所在する州の都市に地域事務所を設け、

コーディネーターを配し、間接雇用の農業技師を指導し、技術援助と業務の調

整を行った。 
財務については、会社はサンタローザ保有地の分譲の際留保していた３，０

００ヘクタールの土地を第２段階エントロリベイロⅡ地区のために売却し、そ

の代替地をバイア州バヘイラス地区で取得した。また８９年には資産構成の健

全化と将来は会社設立１０周年を記念した職員の福祉事業を行なうことを目的

にマラニヨン州で約５，０００ヘクタールの土地を取得した。これによって会
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社の保留地は約１４，０００ヘクタールとなり、資産構成の健全化を確保した。 
第２段階においては運営財源が確保されることとなり、営農計画作成手数料

及び融資監督手数料がそれぞれ事業参加者及びブラジル中央銀行から徴収する

こととされ（後に農務省が年々予算に計上し、中央銀行を通じて支払われるこ

ととなった）、また農業生産者や農協との契約等により技術指導手数料や入植基

本計画作成手数料を徴収することが出来ることとなった。これら手数料のほか、

展示農場の収入やコンサルタント活動による収益と合わせ必要な経費を十分に

賄うことが出来、会社は８６年以降利益を挙げ、９０年まで僅かながら配当を

行なった。もちろんこれら収益のうち手数料収入は事業の終了とともに減少す

るため、経営の長期的安定のためには収益源を発掘し、経営を多角化する必要

があることに変わりは無かった。 
第２段階事業の終了した９０年は、情勢が一変し、ブラジル経済が新時代に

入った年であった。農業は近年稀な不作やコロールプランの自由化政策による

危機に見舞われ、従来の手厚い保護から脱却し、市場経済の中での自立能力を

高める必要に迫られた。開発事業についても既往の事業地の農家の自助努力と

ともに第３段階の一層効率的、効果的実施が必要となった。このため農業開発

会社は一段と技術を蓄積し、新技術を開発して機能の充実を図り、経営の効率

化を図ることが必要となった。 
農業開発会社は関心の高まった灌漑の技術の充実の実現のため灌漑部門を設

け、灌漑専門の農業技師を雇用した。また、新技術の開発のため植物組織培養

による種苗の開発研究を開始した。９１年には諮問委員会を開催し、新たな情

勢に対応した運営の基本方針を明確にし、これに即応した組織の改革を図るこ

ととした。これにより会社は種苗開発研究の推進、展示農場の充実、コンサル

タント活動の充実、灌漑技術の充実を重点に、パラカツにバイオテクノロジー

研究所を開設し、国際協力事業団による専門家の派遣、研修員の受け入れを要

請し、灌漑担当技師の増員等を行なった。組織の改革については、９２年に総

務部長を解約し、総務部を担当役員の直轄とし、技術部内の人材の再編成を行

なった。またロマノ社長が９１年の下院選挙で繰上げ当選したため、９２年末

社長を辞任し、パラカツのコペルバップ農協の組合長ペレイラ・エミリアーノ

氏が選出され、就任した。 
 
（３）日伯農業開発協力株式会社の果たした役割と経営実績   
 日伯農業開発協力株式会社は、日本側投資会社として、定款に基づき現地法

人に対する出資のほか、役員の派遣による経営への参加、要員の派遣等を行な

った。現地法人に対する出資については、農業開発会社に対する１，４０８，

７５０千円を予定し、会社設立時１０％を払い込んだ後、土地取得の進捗等に
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応じて払込を行ない、１年後の７９年１１月払込を完了した。払い込み額は会

社設立時資本金をクルゼイロで固定したため、その後のクルゼイロの価値の変

化によって当初の予定を下回り、１，１８９，６３９千円であった。 
 また、７９年半ば会社は日系コロニアからの要請を受け、株主に対して日系

コロニアとの合弁による栽植企業への参加を呼びかけたが、株主各社は参加の

意義を理解し、日系コロニアグループは合弁の相手方として申し分ないものと

しつつも、当時既に第２次ブラジルブームは去り、国内経済事情も厳しくなっ

たことから、参加を得ることが出来なかった。しかし日系コロニアの要請に対

しては、それがコロニアの総力を挙げての事業であっただけに何とか対応する

必要があると考えられ、関係者と協議の結果、日伯農業開発協力株式会社がこ

の件に限り出資参加することとした。この参加は事業実施前の枠組みにはなか

ったが、現地法人への参加の一つとして会社目的の範囲内で、開発事業の実施

にとっても有意義と考えられ、出資金も前記の農業開発会社への出資払込の見

通しによる余裕金の範囲内で振り向けることが出来ることとなったため、９月

末開催の臨時株主総会において承認を得、出資を決定した。日系コロニアによ

る栽植企業は１２月設立され８１，３４２千円の払込を行なった。これによっ

て現地法人への出資は合計１、２７０，９８１千円となった。 
 役員派遣による経営への参加は、元セネガル大使荒木外喜三氏及び元ブラジ

ル東銀頭取宇佐美錬氏を参与に任命し、農業開発会社に派遣して行なった。要

員の派遣は、第１段階事業実施中は１名（一時２名）を農業開発会社の役員補

佐として派遣した。そのほか会社は農業開発会社に対し情報、資料の提供を求

め、必要に応じて調査を行い、事業の促進と経営の効率化を図った。 
 第２段階においては、本格事業の事業資金を海外経済協力基金から借り入れ、

ブラジル中央銀行に特別プログラム基金の原資として貸し付ける業務を新に行

なうこととなった。このため定款を変更し、職員を１名増員して業務体制の整

備を図った。 
 また９０年の情勢の急変の際には、農業開発会社に諮問委員会の開催を求め、

新時代における運営の方向付けとこれに対応した組織の改革の実施を提案した。

更に組織培養による種苗の開発研究のため国際協力事業団に専門家の派遣と研

修員の受け入れを要請するとともに参考図書、資料を提供した。 
 他方日伯農業開発協力株式会社は、政府と民間の協力による多数の株主より

なる農業開発の公私合同企業として、管理を充実し、組織を効率化し、必要な

経費を確保して経済性を実現するとともに、多数の株主や役員と協力関係を維

持して経営の維持を図ることが求められる。会社は監査特例法の大会社とされ、

会計監査人の設置が義務付けられ、経営の承認等の取締役会を含め取締役会を

年４～５回開催し、業務執行の決定とともに、開発事業の進捗状況の報告等を
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行った。７９年には国際協力事業団の久宗副総裁が同事業団を退任し、会社の

社長として専念することとなり、管理の充実を図った。また８９年には会長の

水上達三氏が逝去し、後任に経団連経済協力委員長春名和雄氏が就任した。ま

た９０年には久宗社長が急逝し、後任に国際協力事業団副総裁佐野宏哉氏が就

任した。取締役メンバー会社の部課長をもって構成する協力事業推進懇談会は

重要事項の検討によく協力し，会社と役員、株主間のパイプ役として重要な役

割を果たした。職員は現地に派遣した参与２名を含め４～５名とし、総務部と

事業部を置き、事業部は専務取締役が直接業務を処理した。 
 財務については、資本金２０億円のうち現地法人に出資した残りを国内にリ

ザーブし、その運用利息で経費を賄った。第２段階ではブラジル中央銀行への

貸付契約に基づきフロントエンドフィーを受け取り、特別会計を設けてこれを

運用し、融資の管理費用に充てられた。また８６～９０年には農業開発会社か

ら配当を受け取ったが、小額のためこれを剰余金として繰越し、将来の株式へ

の配当に備えた。 
 
４、協力計画の歴史的意義   
（１）ブラジル農業の発展と開発事業    
 今日、ブラジルの穀物生産量は１億トンを上回り、大豆の生産量は６，００

０万トンに達した。大豆の生産量は世界の２０％余を占め、国際競争力も米国

に匹敵するものとなり、国際価格を左右するまでに成長した。大豆生産の増加

は巨大なアグロビジネスを創出し、農業の国民総生産に占める比率は１０％程

度であるが、アグロビジネスの占める割合は４０％に達する。 
 このようなブラジル農業の発展は、開発事業の技術の伝播、波及によるセラ

ード地帯の大豆の生産の増大、アグロビジネスの発展に負うところが多く、開

発事業はブラジル農業の発展に大きく貢献した。 
 
（２）両国関係の停滞と開発事業   
 ９０年代のブラジル経済の再生の中で日本とブラジルとの相互補完の経済関

係は日本の長期不況やブラジルの産業構造の高度化、貿易財の質的変化等によ

り成り立たなくなり、ブラジルの貿易額に占める日本の比率は７０年代半ばの

輸出１１％，輸入７％から２，０００年にはそれぞれ３％、５％に低下した。

また投資については、日本企業は８０年代の経済危機の時代に蒙った損失や心

理的影響により高まった投資ブームに乗り遅れた。しかし大豆について言えば、

日本への輸出は僅か５０万トンに過ぎないが、ブラジルの大豆の輸出による価

格の安定や低下を考慮すれば、開発事業は日本に大きな利益をもたらし、また、

投資面では日本のプレゼンスの低下をＯＤＡで補完する役割の一端を担った。 
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 また、経済関係の停滞とともにブラジルにおける在留邦人は激減し、コチア

産組や南米銀行が姿を消すとともに、日本人移住者は２世、３世の時代に入っ

たが、開発事業は多くの関係者の往来や移住者の２世、３世に規模拡大の機会

を与えたことにより、両国間の友好関係に新しい１頁を加えるものであった。 
 
（３）開発の持続的発展を目指して   
 ブラジル農業の発展は、世界人類の必要とする食糧の確保、福祉の向上にと

って重要な役割を持つ、その更なる発展のため、当面する累積債務問題の解決

や、農場の再建を始め長期的な視点に立った技術の一層の開発、インフラの整

備、農業構造の改良が望まれる。 
 また、ブラジルは資源国であり、友好国であり、両国関係の発展は今後の日

本にとって極めて重要である。グローバルな視点に立った関係の再構築が期待

され、ＦＴＡの締結も民間活動の活発化のため早期実現が望まれる。 
 更に、農業開発会社の農業開発の経験と実績は貴重であり、何らかの形で今

後活用されるべきであり、設立の原点と国際穀物メジャーに加工や流通、更に

は生産金融の分野まで握られた現実を踏まえ、セニブラの例をも参考に、グロ

ーバルな視点の中で再編されることが特に期待される。 
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　年 　月 　　　　　　　　　　　　経　　　　　　　　　　　　　緯

（日伯農業開発協力計画の合意）

1973 08 農林省よりブラジル農業開発協力の可能性に関する調査団派遣。

1974 06 在伯日本大使館及びブラジル連邦農務省によるミナス・ジェライス州、マットグロッ

ソ州における農業開発に関する現地調査。

09 田中総理大臣訪伯、ガイゼル大統領との共同発表において、農業開発の分野で両国の

一層の提携を図る旨意図表明。

1975 02 国際協力事業団によりブラジル農業開発協力事業基礎調査団派遣。

05 経団連に日伯経済協力委員会の下部組織として「日伯農業開発協力委員会」発足。

06 倉石前農林大臣がパウリネリ農務大臣の招待で訪伯。パウリネリ農務大臣より、その

考え方をまとめたエイド・メモアールを提示。倉石氏訪伯に先立ち、全国農協中央会

より、事業に対し農業団体として協力表明。

10 国際協力事業団より政府、民間関係者による打ち合わせミッション派遣。

12 「日伯農業開発協力推進議員懇談会」発足。

1976 02 国際協力事業団より政府、民間関係者による合同調査団派遣。日伯農業開発協力計画

の合意。

（第１段階試験的事業の準備）

04 「日伯農業開発協力企画委員会」発足。

06 ヴァレンチーニ伯農務大臣補佐官来日。

07 国際協力事業団よりフィージビリティー調査団派遣。

08 資金調達方法等に関する協議のため、国際協力事業団より関係者派遣。

09 本事業実現のため、政府支援の閣議了解。

ガイゼル大統領訪日。両国政府代表団により本事業の具体的枠組みに関する「討議の

記録」署名。

1977 09 国際協力事業団より、１９７６年の「討議の記録」の補足修正のため調査団派遣。

伯政府の為替差損防止責任の明記等合意。

ブラジルとの農業研究協力取り極め締結。

10 パウリネリ農務大臣訪日。補足修正された「討議の記録」署名。

12 「日伯農業開発協力企画委員会」により、日本側投資会社設立準備委員会発足。

1978 03 日本側投資会社「日伯農業開発協力株式会社（JADECO)」設立総会。

05 伯側ミッション来日。「農業開発会社」設立に関する合弁基本協定など合意。

10 伯側投資会社「ブラジル農工業投資会社（BRASAGRO)設立総会。

11 「農業開発会社（CAMPO)」設立総会。日伯農業開発協力株式会社より参与２名を農業

開発会社（CAMPO)取締役として派遣。

（第１段階試験的事業の実施）

1979 02 国際協力事業団より開発用地の選定に関する技術指導専門家派遣。

開発用地選定、農業生産者選定等の基本方針決定。

06 農業開発会社（CAMPO)取締役社長交代。

08 第２回日伯閣僚会議開催。渡辺農林水産大臣パラカツ地区視察。
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　年 　月 　　　　　　　　　　　　経　　　　　　　　　　　　　緯

1979 09 日伯農業開発協力株式会社臨時総会。栽植企業「セラード農産開発株式会社（CDAC)」

へ出資承認。国際協力事業団及び日本側金融機関とブラジル中央銀行との間の貸付契

約の調印

11 「セラード農産開発株式会社（CDAC)」設立総会。

1980 02 セラード農産開発株式会社（CDAC)開墾開始。

03 国際協力事業団より長期開発専門家派遣。

日本側からブラジル中央銀行に対する貸付開始。

イライ地区入植開始。

06 農業開発会社（CAMPO)入植用地、会社保有地取得完了。直営農場開墾開始。

07 パラカツ地区入植開始。

08 クラル・ド・ホゴ（C・HOGO)農産株式会社設立。

1981 07 コロマンデール地区入植開始。

08 伯政府園田外務大臣に協力計画の拡大要請。

1982 06 鈴木総理大臣訪伯、共同発表において協力計画の拡大につき協力の意向表明。

田沢農林水産大臣訪伯、パラカツ、コロマンデール地区視察。

05~06 両国関係者による合同評価実施。

09 プロジェクトの建設完了。日本側からブラジル中央銀行に対する貸付完了。

（第２段階拡大事業の準備）

1983 02 伯政府協力計画案提出。

08 国際協力事業団基礎一次調査団派遣。

1984 02 国際協力事業団基礎二次調査団派遣。

05 フィゲレイド大統領訪日、中曽根総理と会談、拡大計画に対する協力意図

表明、共同新聞発表。

本事業実現のため政府支援の閣議了解。

10 伯ミッション来日、「討議の記録（R/D）」実質合意。

12 「討議の記録（R/D）」署名。

1985 02 日伯農業開発協力株式会社臨時株主総会。定款一部変更。

農業開発会社（CAMPO)臨時株主総会、合弁基本協定補足協定締結、定款一部変更。

03 ブラジル中央銀行、農業開発会社（CAMPO)及び日本側との間のプロジェクト契約締結。

ブラジル中央銀行と日本側との融資契約締結。

海外経済協力基金と日伯農業開発協力株式会社との貸付契約締結。

（第２段階拡大事業の実施）

05 参加農業協同組合による開発用地の予備選定、農業開発会社（CAMPO)による開発用地

の判定等開始。

08 ブラジル中央銀行「特別プログラム（PRODECERⅡ）細則公布。

09 ブラジル中央銀行、融資代行機関５行を指定。

10 農業開発会社（CAMPO)と融資代行機関、参加農協及び州政府のそれぞれとの協力協定

締結。

11 ブラジル中央銀行に対する貸付開始。
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　年 　月 　　　　　　　　　　　　経　　　　　　　　　　　　　緯

1986 05 クルザード計画に伴う農業融資金利改訂。

06 エントレリベイロⅡ、パイネイラ、アルボラーダ、ピウバ、アナテラ地区入植開始。

09 ブラジル銀行の行う融資につき、融資資金の３５％同行負担とされる。

10 エントレリベイロⅡ、パイネイラ、アルボラーダ、ピウバ、アナテラ地区第１回作付。

12 日伯農業開発協力株式会社（JADECO）本格事業に関する現地調査団派遣。

1987 04 国際協力事業団計画打ち合わせ調査団派遣。

07 エントレリベイロⅢ、ボンフィーノポリス、グワルダモール、ブラジルセントラル、

オウロベルデ地区入植開始。

08 国際協力事業団の協力による参加農協組合長等受け入れ研修。

09 新クルザード計画に伴う農業融資条件改訂。

10 エントレリベイロⅢ、ボンフィーノポリス、グワルダモール、ブラジルセントラル、

オウロベルデ地区第１回作付。

12 プリティアルト、プリティス、ピラティンガ地区土地選定。

1988 01 中央銀行所管特別プログラム基金大蔵省に移管。

03 国際協力事業団計画打ち合わせ調査団派遣。

10 国際協力事業団の協力による参加農協組合長等受け入れ研修。

プリティアルト、プリティス、ピラティンガ地区第１回作付。

11 日伯農業開発協力株式会社（JADECO）本格事業に関する現地調査団派遣。

国際協力事業団投融資審査調査団派遣。

12 特別プログラム基金の大蔵省移管に伴う伯大蔵省の債務引受に関しR/D修正。

1989 03 中央銀行に対する貸付期間を約１年延長する補足取り極め締結。

国際協力事業団評価調査の打ち合わせのための調査団派遣。

05 合同評価調査実施。

07 伯政府次期新規事業として「中央ブラジル農業開発計画」を提案、協力要請。

08 国際協力事業団次期試験的事業に関する基礎一次調査団派遣。

海外経済協力基金本格事業に関するミッション派遣。

10 伯政府ミッション来日。

国際協力事業団の協力による参加農協幹部等受け入れ研修。

国際協力事業団次期試験的事業に関する基礎二次調査団派遣。

11 海外経済協力基金本格事業貸付期間延長に関する協議ミッション派遣。

1990 01 本格事業貸付期間約３年延長、貸付協定補足協定締結。

02 試験的事業貸付終了。

（第３段階試験的事業の準備）

02 伯政府PRODECERの償還、利払停止。

05 国際協力事業団計画打ち合わせ調査団派遣。

07 伯政府PRODECERの償還、利払正常化。

10 国際協力事業団、海外経済協力基金次期新規事業に関する打ち合わせ調査団派遣。

11 PRODECER末端農家貸付資金の一部３カ年間繰り延べ等。

12 国際協力事業団次期試験的事業計画打ち合わせ調査団派遣。
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　年 　月 　　　　　　　　　　　　経　　　　　　　　　　　　　緯

1991 02 国際協力事業団、農業開発会社（CAMPO)の種苗開発研究計画指導のため専門家派遣。

国際協力事業団の協力による伯政府関係者等の受け入れ研修。

03 国際協力事業団次期試験的事業計画打ち合わせ調査団派遣。

伯政府次期本格事業に関するF/S調査報告書提出。

07 国際協力事業団の協力による農業開発会社（CAMPO)種苗開発研究員受け入れ研修。

12 国際協力事業団種苗開発専門家派遣。

1992 03 国際協力事業団の協力による伯政府関係者、参加農協技師等の受け入れ研修。
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